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令和３年第８回沖縄県議会（定例会）会期日程

  会期29日間
自 令和３年９月10日

至 令和３年10月８日
月  日 曜日 日             程 備       考

１ ９月10日 金 本 会 議
（会議録署名議員の指名） 先議案件付託

請願・陳情付託
（会期の決定）
（知事提出議案の説明）

２ 11日 ㊏ 休　　会
３ 12日 ㊐ 休　　会
４ 13日 月 議案研究
５ 14日 火 議案研究 代表質問通告締切（正午）
６ 15日 水 議案研究 一般質問通告締切（正午）
７ 16日 木 議案研究 請願・陳情提出期限
８ 17日 金 本 会 議 （緊急質問）
９ 18日 ㊏ 休　　会
10 19日 ㊐ 休　　会
11 20日 ㊊ 休　　会 敬老の日
12 21日 火 本 会 議 （代表質問）
13 22日 水 本 会 議 （代表質問）
14 23日 ㊍ 休　　会 秋分の日
15 24日 金 本 会 議 （一般質問）
16 25日 ㊏ 休　　会
17 26日 ㊐ 休　　会
18 27日 月 本 会 議 （一般質問）
19 28日 火 本 会 議 （一般質問） 請願・陳情付託（常任委）

20 29日 水
本 会 議 （一般質問） 議案付託

請願・陳情付託（特別委）
決算特別委員会設置
委 員 会 （常任委員会、特別委員会）

21 30日 木 本 会 議
（知事提出議案の説明、質疑）

　※　休憩中に委員会審査 議案付託（先議案件含む）
（先議案件委員長報告、採決）

22 10月１日 金 委 員 会 （常任委員会）
23 ２日 ㊏ 休　　会
24 ３日 ㊐ 休　　会
25 ４日 月 委 員 会 （常任委員会）
26 ５日 火 委 員 会 （特別委員会）
27 ６日 水 休　　会 （予備日）

28 ７日 木 議案整理
委 員 会 （議会運営委員会）

29 ８日 金 本 会 議 （委員長報告、採決）
（注 １）当初、９月17日から代表質問を行う予定であったが、「沖縄県議会議員による県職員への不適切行為

について」の緊急質問を実施することになったため、代表質問・一般質問の全ての日程を順次繰り下げた。
（注 ２）９月30日は常任委員会を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染症対策関連等の補正予算が追

加提出されたことから、９月29日の議会運営委員会の協議に基づき、「甲第３号議案」を審議するため特
に会議を開いた。
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令和３年
第 ８ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第１号）

 令和３年９月 10日（金曜日）午前 10時開会

議　　事　　日　　程　第１号
令和３年９月10日（金曜日）

午前10時開議
第１　会議録署名議員の指名
第２　会期の決定
第３　甲第１号議案、乙第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで（知事説明）
第４　陳情第146号、第174号の５及び第174号の６の付託の件
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　甲第１号議案、乙第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで
　　　　　　甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第14号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例
　　　　　　乙第３号議案　 沖縄県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の

一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　 沖縄県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第７号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第８号議案　土地の取得について
　　　　　　乙第９号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第10号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第11号議案　保険代位による損害賠償請求事件の和解等について
　　　　　　乙第12号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第13号議案　損害賠償の額の決定について
　　　　　　乙第14号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第15号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第16号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第17号議案　水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第18号議案　通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第19号議案　農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第20号議案　農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第21号議案　地域水産物供給基盤整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第22号議案　令和２年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
　　　　　　認定第１号　令和２年度沖縄県一般会計決算の認定について
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　　　　　　認定第２号　令和２年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第３号　令和２年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第４号　令和２年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第５号　令和２年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第６号　令和２年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第７号　令和２年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第８号　令和２年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第９号　令和２年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 10号　令和２年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 11号　 令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて
　　　　　　認定第 12号　令和２年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 13号　令和２年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 14号　令和２年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 15号　令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 16号　令和２年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 17号　令和２年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 18号　 令和２年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて
　　　　　　認定第 19号　令和２年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 20号　令和２年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 21号　令和２年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第 22号　令和２年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第 23号　令和２年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第 24号　令和２年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について
日程追加　甲第２号議案
　　　　　　甲第２号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第15号）
日程追加　甲第２号議案
　　　　　　甲第２号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第15号）
日程追加　米軍ＭＶ22Ｂオスプレイからの部品落下事故に関する意見書
日程追加　米軍ＭＶ22Ｂオスプレイからの部品落下事故に関する抗議決議
日程追加　普天間飛行場からのＰＦＯＳ等を含む水の放出に関する意見書
日程追加　普天間飛行場からのＰＦＯＳ等を含む水の放出に関する抗議決議
日程第４　陳情第146号、第174号の５及び第174号の６の付託の件

出　席　議　員（48名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　喜友名　智　子　さん
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　玉　城　健一郎　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君

９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　上　里　善　清　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
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19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲宗根　　　悟　君
25　番　　仲　村　未　央　さん
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　当　山　勝　利　君
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君

33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
38　番　　崎　山　嗣　幸　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

説明のため出席した者の職、氏名
知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君　
副 知 事　　照　屋　義　実　君　
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
企 　 画 　 部 　 長　　宮　城　　　力　君
環 　 境 　 部 　 長　　松　田　　　了　君
子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん
保 健 医 療 部 長　　大　城　玲　子　さん
農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君

土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君
企 　 業 　 局 　 長　　棚　原　憲　実　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　大　城　　　博　君
知 　 事 　 公 　 室
秘 書 防 災 統 括 監　　平　敷　達　也　君

総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君
教 育 長　　金　城　弘　昌　君
公 安 委 員 会 委 員 長　　阿波連　　　光　君
警 察 本 部 長　　日　下　真　一　君
労働委員会公益委員　　井　村　真　己　君
人 事 委 員 会 委 員 長　　島　袋　秀　勝　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 次 長　　上　原　貴　志　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君
課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君

主 査　　親富祖　　　満　君
政 務 調 査 課 副 参 事　　中　村　　　守　君
主 幹　　嘉　陽　　　孝　君
主 幹　　下　地　広　道　君

○議長（赤嶺　昇君）　ただいまより令和３年第８回
沖縄県議会（定例会）を開会いたします。

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案
24件及び決算24件並びに補正予算説明書、令和２年
度沖縄県歳入歳出決算書、令和２年度基金の運用状況
書、令和２年度沖縄県歳入歳出決算審査意見書及び同

沖縄県基金運用状況審査意見書、令和２年度沖縄県病
院事業会計決算書、令和２年度沖縄県病院事業会計決
算審査意見書、令和２年度沖縄県水道事業会計決算書
及び同沖縄県工業用水道事業会計決算書、令和２年度
沖縄県水道事業会計決算審査意見書及び同沖縄県工業
用水道事業会計決算審査意見書、令和２年度沖縄県流
域下水道事業会計決算書、令和２年度沖縄県流域下水
道事業会計決算審査意見書、令和２年度主要施策の成
果に関する報告書、県の出資等にかかる法人の経営状
況報告書、健全化判断比率等報告書、令和２年度沖縄
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県健全化判断比率審査意見書及び同沖縄県資金不足
比率審査意見書、令和２年度沖縄県内部統制評価報告
書、令和２年度沖縄県内部統制評価報告書に係る審査
意見書、令和３年８月末現在の令和３年度一般会計予
算執行状況報告書及び同一般会計繰越予算執行状況報
告書の提出がありました。
  また、先ほど、知事から、お手元に配付いたしまし
た議案１件及び補正予算説明書の追加提出がありまし
た。
　また、本日、照屋守之君外13人から議員提出議案
第１号「米軍ＭＶ22Ｂオスプレイからの部品落下事
故に関する意見書」、議員提出議案第２号「米軍ＭＶ
22Ｂオスプレイからの部品落下事故に関する抗議決
議」、議員提出議案第３号「普天間飛行場からのＰＦ
ＯＳ等を含む水の放出に関する意見書」及び議員提出
議案第４号「普天間飛行場からのＰＦＯＳ等を含む水
の放出に関する抗議決議」の提出がありました。
　次に、これまでに受理いたしました請願及び陳情の
うち、特別委員会に付託すべき陳情を除く請願１件及
び陳情67件は、お手元に配付の請願及び陳情文書表
のとおりそれぞれ所管の常任委員会及び議会運営委員
会に付託いたしました。
  次に、説明員として出席を求めた労働委員会会長藤
田広美君は、所用のため本日、17日、21日、22日、
24日、27日及び28日の会議に出席できない旨の届出
がありましたので、その代理として、本日の会議に労
働委員会公益委員井村真己君、17日、21日、22日、
24日、27日及び28日の会議に同委員会事務局長山城
貴子さんの出席を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　会議録署名議員の
指名を行います。
　今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　23番　仲　村　家　治　君　及び
　　　24番　仲宗根　　　悟　君
を指名いたします。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　会期の決定を議題
といたします。
　お諮りいたします。
　今期定例会の会期は、本日から10月８日までの29

日間といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本日から10月８日までの29日間
と決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　甲第１号議案、乙
第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号か
ら認定第24号までを議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

〔知事提出議案　巻末に掲載〕

　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　令和３年第８回沖縄県議会（定例会）の開会に当た
り、本日提出いたしました甲第１号議案、乙第１号議
案から乙第23号議案まで及び認定第１号から認定第
24号までの議案について、その概要及び提案理由を
御説明申し上げます。
　まず初めに、甲第１号議案の予算議案について、御
説明申し上げます。
　甲第１号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算
（第14号）」は、新型コロナウイルス感染症対策の実
施に要する経費及び当初予算成立後の事情変更により
緊急に対応を要する経費として、35億2004万4000
円を計上するものであります。
　次に、乙第１号議案から乙第４号議案までの条例議
案４件のうち、その主なものを御説明申し上げます。
　乙第１号議案「沖縄県個人番号の利用及び特定個人
情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」は、
高等学校等を退学し、再び高等学校等に入学した者に
対する支援金の支給に関する事務等を処理するために
必要な限度で、個人番号を含む生活保護関係の個人情
報を同一機関内で利用することができることとする等
の必要があることから、条例を改正するものでありま
す。
　乙第２号議案「沖縄県中小企業者等の事業の再生を
支援するための措置に関する条例」は、中小企業者等
の事業の再生を支援するため、保証協会に対して県が
有する回収納付金を受け取る権利の放棄に関して必要
な事項を定める必要があることから、新規に条例を制
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定するものであります。
　次に、乙第５号議案から乙第22号議案までの議決
議案18件は、工事請負契約、財産の取得、和解、負担
金の徴収などについて、議会の議決を求めるものであ
ります。
　次に、乙第23号議案「沖縄県収用委員会委員及び
予備委員の任命について」は、委員１人及び予備委員
１人の任期満了に伴い、その後任を任命するため、議
会の同意を求めるものであります。
　最後に、認定第１号から認定第24号までの議案に
ついては、地方自治法及び地方公営企業法の規定によ
り、令和２年度の一般会計、特別会計及び公営企業会
計の決算について、議会の認定に付すものであります。
　以上、提出いたしました議案について、その概要及
び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申
し上げます。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事の提案理由の説明は終わ
りました。
　この際、お諮りいたします。
　甲第２号議案を日程に追加し、議題といたしたいと
思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第２号議案を日程に追加し、議題とする
ことに決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　甲第２号議案を議題といたし
ます。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕

　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　本日、追加提出いたしまし
た甲第２号議案について、その概要及び提案の理由を
御説明申し上げます。
　甲第２号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予
算（第15号）」は、新型コロナウイルス感染症緊急事
態措置期間のさらなる延長を踏まえ、９月30日まで
の営業時間短縮及び休業の要請に協力していただいた
事業者に対する感染拡大防止協力金に要する経費とし

て、129億4600万3000円を計上するものであります。
　同議案につきましては、先議案件として本日中での
御審議、採決をいただきますようお願い申し上げます。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく
お願いいたします。
　イッペーニフェーデービル。
　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　この際、申し上げます。
　先ほどの知事の提案理由説明の中で、甲第２号議案
「令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第15号）」は、
早期に議決されたい旨の要望がありました。
　よって、甲第２号議案については、これより直ちに
質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告は
ありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております甲第２号議案につい
ては、総務企画委員会に付託いたします。　
　委員会審査のため、暫時休憩いたします。
　　　午前10時10分休憩
　　　午後２時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に総務企画委員会に付託いたしました甲第２
号議案については、先ほど総務企画委員長から、お手
元に配付の委員会審査報告書が提出されました。
　この際、お諮りいたします。
　甲第２号議案を日程に追加し、議題といたしたいと
思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第２号議案を日程に追加し、議題とする
ことに決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　甲第２号議案を議題といたし
ます。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。
　

〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
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○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました甲第２号議案の予算議案について、以下、委
員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第２号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算
（第15号）」は、新型コロナウイルス感染症に対する
緊急対策を実施するため、緊急に予算計上が必要な事
業について補正予算を編成するものである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出それぞれ129億
4600万3000円で、補正後の改予算額は、9895億
8996万1000円である。
　歳入の内訳は、国庫支出金及び繰入金である。
　歳出の内訳は、休業要請等に協力した事業者に対す
る感染拡大防止対策協力金に要する経費であるとの説
明がありました。
　本案に関し、今回の補正の財源となる地方創生臨時
交付金は、国の何次補正に当たるのか、また、同交付
金はどのような場合に交付されるのかとの質疑があり
ました。
　これに対し、今回の補正の財源は国の予備費ではな
く当初予算で計上されているか、昨年度からの繰越分
ではないかと思われる。臨時交付金は大きく３つに分
けられ、地方単独分という形でかなり裁量の広い部分
をフォローできる部分、事業者支援分という形で事業
者の支援に充てられるもの、今回補正で上げている協
力推進枠という時短協力金に特化した３つの枠がある
との答弁がありました。
　次に、緊急事態措置の発出ごとの休業要請に対する
非協力店の推移はどうなっているか、また、さらに緊
急事態措置の期間が延長することによって非協力店の
数が増えてくると思うが、協力できない店が増える理
由とそれに対する対応策はどうなっているかとの質疑
がありました。
　これに対し、７月12日以降で夜８時以降の営業や
酒類や飲食、カラオケの提供を再開したおそれのあ
る店舗が８月４日までの３週間で185店舗ある。８月
25日までの３週間で30店舗あり、215件増の500店
舗となっている。さらに、９月２日までに507店舗と
いう形で増えている状況にある。また、期間延長に伴
い非協力店舗が増える理由については、従業員の雇用
が非常に厳しくなってきたことや協力金の支給が遅い
といったような意見がある。

　対応策については、コロナに関する融資制度の紹介
や雇用調整助成金特例措置の告知、県の雇用継続助成
金の案内、各種支援金の案内及び事業再構築促進事業
で活用できる助成金等について非協力店舗に呼びか
け、何とか協力してもらえるよう要請していきたいと
の答弁がありました。
　次に、非協力店への対応について、裁判所に過料の
通知をした後の状況はどうなっているのか、また、沖
縄県以外に裁判所に過料の通知をした都道府県はある
のかとの質疑がありました。
　これに対し、裁判所で決定をしてその対象店舗に対
して過料が科されたという情報はまだ入っていない。
また、東京都と大阪府が過料の通知を出しており、東
京都については既に２月頃のまん延防止措置のときに
過料が実際に科されたという情報は把握しているとの
答弁がありました。
　そのほか、海浜等でバーベキューなど自主事業を行
う指定管理者がうちなーんちゅ応援プロジェクトの支
給対象にならない理由、飲食業を廃業した店舗数や事
業規模及び政府の新型コロナウイルス感染症対策本部
会合で決定された行動規制緩和の基本方針の内容など
について質疑がありました。
　採決の結果、甲第２号議案は全会一致をもって、原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第２号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第２号議案は、原案のとおり可決されま
した。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時41分休憩
　　　午後２時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　この際、お諮りいたします。
　議員提出議案第１号「米軍ＭＶ22Ｂオスプレイか
らの部品落下事故に関する意見書」、議員提出議案第
２号「米軍ＭＶ22Ｂオスプレイからの部品落下事故
に関する抗議決議」、議員提出議案第３号「普天間飛
行場からのＰＦＯＳ等を含む水の放出に関する意見
書」及び議員提出議案第４号「普天間飛行場からのＰ
ＦＯＳ等を含む水の放出に関する抗議決議」を日程に
追加し、議題といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第１号「米軍ＭＶ22Ｂオス
プレイからの部品落下事故に関する意見書」、議員提
出議案第２号「米軍ＭＶ22Ｂオスプレイからの部品
落下事故に関する抗議決議」、議員提出議案第３号「普
天間飛行場からのＰＦＯＳ等を含む水の放出に関する
意見書」及び議員提出議案第４号「普天間飛行場から
のＰＦＯＳ等を含む水の放出に関する抗議決議」を日
程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　この際、議員提出議案第１号　
米軍ＭＶ22Ｂオスプレイからの部品落下事故に関す
る意見書、 議員提出議案第２号　米軍ＭＶ22Ｂオス
プレイからの部品落下事故に関する抗議決議、議員提
出議案第３号　普天間飛行場からのＰＦＯＳ等を含む
水の放出に関する意見書及び議員提出議案第４号　普
天間飛行場からのＰＦＯＳ等を含む水の放出に関する
抗議決議を一括議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　照屋守之君。

〔議員提出議案第１号から第４号　巻末に掲載〕

　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　ただいま議題となりました議員提出
議案第１号から同第４号までの４件につきまして、昨
日９日に開催した米軍基地関係特別委員会の委員によ
り協議した結果、議員提出議案として提出することに
意見の一致を見ましたので、提出者を代表して、提案
理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、議員提出議案第１号及び同第２号につ
いては、米軍ＭＶ22Ｂオスプレイからの部品落下事
故について関係要路に要請するためであります。
　また、議員提出議案第３号及び同第４号について
は、普天間飛行場からのＰＦＯＳ等を含む水の放出に

ついて関係要路に要請するためであります。
　まず、議員提出議案第１号を朗読いたします。
　　　〔 米軍ＭＶ22Ｂオスプレイからの部品落下事

故に関する意見書朗読〕
　次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同
じでありますので、宛先だけを申し上げます。
　　　〔 米軍ＭＶ22Ｂオスプレイからの部品落下事

故に関する抗議決議の宛先朗読〕
　続きまして、議員提出議案第３号を朗読いたします。
　　　〔 普天間飛行場からのＰＦＯＳ等を含む水の放

出に関する意見書朗読〕
　次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同
じでありますので、宛先だけを申し上げます。
　　　〔 普天間飛行場からのＰＦＯＳ等を含む水の放

出に関する抗議決議の宛先朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
　なお、議員提出議案第１号及び同第３号の意見書の
宛先に係る県内所在関係機関について、また、同第２
号及び同第４号の抗議決議の宛先に係る第３海兵遠征
軍司令官及び在沖米国総領事につきましては、米軍基
地関係特別委員会委員を派遣する必要があるとの意見
の一致を見ておりますので、議長におかれましてはし
かるべく取り計らっていただきますようお願い申し上
げます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
から第４号までについては、会議規則第37条第３項
の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの議案４件については委員会の付
託を省略することに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第１号
「米軍ＭＶ22Ｂオスプレイからの部品落下事故に関す
る意見書」、 議員提出議案第２号「米軍ＭＶ22Ｂオス
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プレイからの部品落下事故に関する抗議決議」、議員
提出議案第３号「普天間飛行場からのＰＦＯＳ等を含
む水の放出に関する意見書」及び議員提出議案第４号
「普天間飛行場からのＰＦＯＳ等を含む水の放出に関
する抗議決議」の４件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案４件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第１号から第４号までは、原
案のとおり可決されました。

○議長（赤嶺　昇君）　ただいま可決されました議員
提出議案第１号から第４号までについては、提案理由
説明の際、提出者からその趣旨を県内の関係要路に要
請するため米軍基地関係特別委員会委員を派遣しても
らいたいとの要望がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第１号から第４号までの趣旨を県内
の関係要路に要請するため、米軍基地関係特別委員会
委員を派遣することとし、その期間及び人選について
は、議長に一任することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　陳情第146号、第
174号の５及び第174号の６の付託の件を議題とい

たします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情３件のうち、陳情第146号について
は米軍基地関係特別委員会に、第174号の５について
は子どもの未来応援特別委員会に、第174号の６につ
いては新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会
にそれぞれ付託の上、審査することにいたしたいと思
います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　議案研究のため、明９月11日から16日までの６日
間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明９月11日から16日までの６日間休会と
することに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、９月17日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後２時56分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員　　仲　　村　　家　　治

会議録署名議員　　仲 宗 根　　　　　悟
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令和３年
第 ８ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第２号）

 令和３年９月 17日（金曜日）午後５時 20分開議

議　　事　　日　　程　第２号
令和３年９月17日（金曜日）

午前10時開議
第１　代表質問
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程追加　緊急質問
　　　　　　 

出　席　議　員（47名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　喜友名　智　子　さん
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　玉　城　健一郎　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　上　里　善　清　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲宗根　　　悟　君
25　番　　仲　村　未　央　さん
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　当　山　勝　利　君
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
38　番　　崎　山　嗣　幸　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君

  

欠　席　議　員（１名） 
47　番　　照　屋　守　之　君

 
説明のため出席した者の職、氏名

知 事　　玉　城　デニー　君 副 知 事　　謝　花　喜一郎　君
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副 知 事　　照　屋　義　実　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君
企 画 部 長　　宮　城　　　力　君
環 境 部 長　　松　田　　　了　君
子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん
保 健 医 療 部 長　　大　城　玲　子　さん
農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君

企 業 局 長　　棚　原　憲　実　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　大　城　　　博　君
知 　 事 　 公 　 室
秘 書 防 災 統 括 監　　平　敷　達　也　君

総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君
教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　日　下　真　一　君
労働委員会事務局長　　山　城　貴　子　さん
人事委員会事務局長　　大　城　直　人　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長　　知　念　弘　光　君　
次 長　　上　原　貴　志　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　説明員として出席を求めた人事委員会委員長島袋
秀勝君は、所用のため本日、21日、22日、24日、27
日及び28日の会議に出席できない旨の届出がありま
したので、その代理として、人事委員会事務局長大城
直人君の出席を求めました。

○島袋　　大君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　去る15日付で議長宛てに提出され
た文書「沖縄県議会議員による県職員への不適切行為
について」に関する緊急質問の動議として提出したい
と思っております。
○中川　京貴君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　動議に賛成いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　ただいま島袋大君から、去る
９月15日付で議長宛て提出された文書「沖縄県議会
議員による県職員への不適切行為について」に関する
緊急質問の動議が提出され、所定の賛成者がおります
ので、動議は成立いたしました。
　ただいま動議が成立いたしましたことから、本動議
の取扱い等について、議会運営委員会で協議していた
だくことといたします。
　議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩

　　　午後６時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、申し上げます。
　先ほど開催された議会運営委員会において、去る９
月15日付で議長宛て提出された文書「沖縄県議会議
員による県職員への不適切行為について」に関して緊
急質問を行うことに意見の一致を見ております。
　また、本件に関して、仲里全孝君、下地康教君、西
銘啓史郎君、呉屋宏君及び當間盛夫君から緊急質問の
通告があります。
　よって、お諮りいたします。
　緊急質問の件を日程に追加するとともに、仲里全孝
君、下地康教君、西銘啓史郎君、呉屋宏君及び當間盛
夫君の緊急質問に同意し、発言を許すことに御異議あ
りませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、緊急質問の件を日程に追加するとともに、
仲里全孝君、下地康教君、西銘啓史郎君、呉屋宏君及
び當間盛夫君の緊急質問に同意し、発言を許すことは
可決されました。

○議長（赤嶺　昇君）　なお、緊急質問につきまして
は、議会運営委員会において決定された緊急質問要綱
に従って行うことにいたします。
　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　皆さん、お疲れさまでございます。
　質問に入る前に、ちょっと確認させてください。
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　今日、知事部局から朝の説明と午後の説明が２回あ
りました。その中で、病院事業局長から今回の不適切
行為に対して文言をそのまま提出すると。そして、沖
縄県知事部局のほうから一部訂正の話がありました。
これ両方の取扱いを議長のほうは受理されております
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時37分休憩
　　　午後６時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲里　全孝君　それでは審議の内容に入れないん
じゃないですか。午後から知事部局は、また知事部局
においての５行目以降を削除すると我々は説明を受け
たんです。説明を受けたんだけれども、公文書として
これは取扱いされていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時39分休憩
　　　午後６時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲里　全孝君　午後の議員への説明会では、謝花副
知事から一部訂正をするという説明があったんです
よ。それはどういうふうになっているんですか。私が
問うているのは、これ今の緊急質問に対して議論の対
象になりますか。質疑の対象になりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時42分休憩
　　　午後６時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲里　全孝君　議長、これはおかしい。我々、午前
中から議員総会を開いて、午前も午後も説明を受けた
んですよ。時間もかけて。当局からの副知事が、これ
は削除しますよと。しかし今の説明を聞いたら、いや
午前中の文書は受け付けているんですよと。どちらで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時43分休憩
　　　午後６時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲里　全孝君　それでは、午後の副知事からの説明
は非公式と今、議会事務局長からありました。これは
非公式ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時44分休憩
　　　午後６時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲里　全孝君　それでは、今回の不適切行為につい

て何点か質疑させてください。
　まず初めに、不適切行為の根拠、知事部局の取扱
い、そして議員が絡んでいるものだから議会の根拠、
それぞれ不適切行為の根拠を示してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時49分休憩
　　　午後６時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　この件につきましては、
６月議会の一般質問終了後にある職員が県議の方から
電話を受けまして、その際の表現・内容でいろいろ精
神的な苦痛を受けて、病院に行ったところ精神的な心
因性のものがあるということで、これが知事部局、病
院事業局もそうですが指針がございまして、これはや
はり基本パワハラに該当するだろうと。それを病院事
業局の当局において御本人にも確認をして、それはや
はりパワハラに該当するだろうと。一方で病院事業局
のほうに確認しましたところ、そういった知事部局ま
た病院事業局、いわゆる執行部の職員と、それから議
員との関係の規定がないということがありましたので
―この間ですね―これはもし知事部局、病院事業
局であればパワハラ該当ということがございましたの
で、これについては議会においても適切な対応を今後
していただきたいという思いがありまして、そういっ
た文書を出させていただいたということでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　パワハラと認定されたんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　病院事業局の職員が御本
人にも確認しましたところ、もしこれが病院事業局内
部であれば、パワハラ認定の事案になるというふうに
考えているという報告を受けております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　誰が認定するんですか、パワハラと。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　各委員会においてそれぞ
れやりまして、病院事業局においてはその当局がござ
います。その担当職員が聞き取りなどを行って、そし
てまた病院側からの診断、そういったものを含めてパ
ワハラと認定しているということでございます―パ
ワハラ相当ということですよ。ところがこれは―す
みません、ちょっと誤解を与えるような表現でしたけ
れども、認定という言葉は、我々、病院事業局内部で
あれば相当ということです。ただ議会の県議に、議員
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に対しましてはそういったものがございませんので、
こういったことについての対応をお願いしたいという
ことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　パワハラと今、発言があったから、
パワハラと誰が認定したのと。それを聞いているんで
すよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時52分休憩
　　　午後６時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　先ほど来お話しさせてい
ただいておりますけれども、知事部局それから病院事
業局、各任命権者においては指針がございます。この
指針において、それぞれそういった、いわゆるパワハ
ラを受けたと主張する職員は、その部局の所管する課
があります。例えば、総務部内であれば総務部の総務
私学課、そこが聞き取りを行う、人事課でまたさらに
詳細を確認するというような作業が具体的には行われ
ます。ただ今回の場合には、やっぱり議会との関係と
いうことがございましたので、認定ということではご
ざいませんけれども、こういった―もし同じ部内ま
た局内であれば、パワハラ相当だということでやって
いるわけでございます。パワハラというのは、基本的
に権力を持っている方、上司、そういった方々がいわ
ゆる暴言とかそういったものがある場合にはパワハラ
に該当する。一番大事なのは、相手方がどういったふ
うに受け止めたか、そういったものも大事だというふ
うに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　一般論で言ってもらいたいんですけ
れども、人事委員会とか、副知事とか、通常パワハラ
を認定するというのは―例えばの話ですよ。労基署
に審査をさせるとかそういう手続が必要ではないです
か。副知事は、パワハラと言ったんだよ今。新しい言
葉。朝からずっと質疑しているのはパワハラという言
葉じゃないですよ。不適切行為と言っているのに、皆
さんがパワハラと言ったんですよ。一般論から言って
くださいよ。誰が認定するのか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　議員の質問に対しまし
て、どうしてこういったものが出たかということがご
ざいましたので、各部局においてはパワーハラスメン
トの防止に関する指針というものがございます。そう
いった指針に基づいて、当該事案については処理をさ

れたという意味で、パワハラという言葉を使ったわけ
でございます。ただおっしゃるように、議員の皆さん
にはそういったものがありませんので、不適切行為と
いう表現をさせていただいていますが、今御質問があ
りましたので、これが知事部局、病院事業局であれば
パワーハラスメントの防止に関する指針に基づいて判
断されますという説明をさせていただいたところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　いや副知事、だからそれを誰が認め
たのと聞いているんだけれども。
　次に行きます。
　皆さんの資料からいうと、県議会議員から高圧的な
言動があったと。その内容を説明してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時55分休憩
　　　午後６時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　議員のほうから、病院事業局の職員に対して非常に
高圧的な言動がありました。（「ありましたか」と呼ぶ
者あり）　はい、ありました。
　どういった内容かと今、お尋ねですが、中部病院の
クラスターのことに関して、いろいろな患者さんが発
生したとか、それから死亡例もあったということに関
して、あなたの責任だよと。そういうふうな―それ
ばかりではないんですけれども、一部はそういうこと
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　局長、言葉を言われた、言葉を言っ
た。そういう高圧的なことがあったんでしょう。何を
言われて何を受けたんですかと聞いているの。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時57分休憩
　　　午後６時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　今、私は説明しま
したけれども、その高圧的な言動に対して、そういっ
たいろんなクラスターに関して患者さんが増えたと
か、公表が遅れたとか、そういうものはあなたの責任
だよと、そういうふうに言われたということでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　次に行きます。
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　身体的、精神的苦痛を受けていると、そういう説明
がありました。どういう苦痛ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　議員からそういう話があって、すぐに動悸とか冷や
汗などがありました。それからそれは持続して、不眠
とか、その後病休ということになりますが、その光景
がフラッシュバックすると。そういうふうな不具合な
ことが起こり、病休ということをせざるを得ないとい
う事態になったということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　局長、ちょっと分かりにくいね。身
体的、精神的にいろんな苦痛があったんでしょう。そ
れは私、どんな苦痛だったんですかと、それを聞いて
いるんですよ。フラッシュバック症状とは何ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　身体的な苦痛、こ
れは身体的に症状が出るということでございまして、
冷や汗、動悸―フラッシュバックというのは、その
時点をまた繰り返し思い出して非常に精神的な苦痛
が出てくるということで、これはその議員からの話が
あった後、産業医をすぐ受診しました。それから勧め
で心療内科の先生のところまで行って、それは確かに
あるよと。症状自体があるよと。そういうふうな認定
を、診断を受けております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　その診断、そのフラッシュバックの
症状の認定、主治医は誰か教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時１分休憩
　　　午後７時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　今の議員の質問に
関しては、大変プライベートなことでございますの
で、名前を公表することは控えたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　診断書は取っているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　はい、取っており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　このフラッシュバック症状の主な原
因は、今回、照屋守之県議の発言が100％ですか。こ
れ今、守之県議の―局長の説明では苦痛を受けてい
ると。フラッシュバックの症状もあると。それはこの

要因は、100％照屋守之県議の発言ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時２分休憩
　　　午後７時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　今の御質問は、こ
れは本人の自覚症状でございます。それで100％とい
うことは、これを証明することはできませんけれど
も、本人がそれに関連すると。そういうことの内容で
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　私は局長に聞いているんですよ。
局長は診断書も見ていると、これまで調査もしている
と。100％、これは県議の発言で100％そういった症
状が出たんですねと、それを問うているんですよ私は。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　私も診断書を見ま
したが、私がこれを100％議員からの発言によるもの
ということは、断言しかねます。しかしながら、これ
までの彼女の経緯を見ると、やはりそれは関係してい
るというふうに判断せざるを得ません。
○議長（赤嶺　昇君）　質問残時間が切れました。
○仲里　全孝君　時間。議長、この件はちゃんと明確
な……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時４分休憩
　　　午後７時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　下地康教君。
○下地　康教君　まず公文書の確認をしたいと思って
おります。
　今回該当する公文書は２つあるというふうに私は考
えております。これは玉城デニー知事から出た総人第
533号、それともう一つは、沖縄県の病院事業局長か
ら出た病総第10047号だと思っております。それで、
午後からといいますか、その後、当局から出された文
書があるんですけれども、議会事務局から説明を受け
たところ、その当局のその後の文書というのは今回の
緊急質問の中には該当しないというふうに考えており
ますので、この２つの文書の中で私は質問をしていき
たいと思っております。
　まず、この玉城知事より出た総人第533号、これの
文面といいますか、それが「沖縄県議会議員による県
職員への不適切行為について」の文書というのが議長
宛てに送付されているんです。その中には、一定の公
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職にある者からの働きかけに関する取扱要領をもっ
て、令和３年第４回沖縄県議会６月定例議会中の７月
６日に、沖縄県議会議員から病院事業局職員に対して
行われた不適切行為についての再発防止を講ずると、
講ずるようにするというものでありまして、そもそも
今回、知事が指摘する不適切行為、これは県の定める
一定の公職にある者からの働きかけに関する取扱要領
の案件に適合するのかどうかというのが私は疑問であ
ります。その当該要領の中には働きかけの定義がなさ
れておりますけれども、今回の沖縄県議会議員の行為
はその働きかけに当たらないと私は思うんですけれど
も、そういう、その該当する理由を伺いたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　午前の議員への説明会で
もお答えさせていただきましたが、まず、不適切行為
についての部分につきましては、再発防止策を講じて
くださいますようお願いいたしますという部分までで
ございます。また以下につきましては、６月９日付の
私どもの決定、これは県のほうで決定しまして、当然
県庁内、そして他の任命権者にも参考資料として送付
させていただいているものでございます。今回改めて
その送付もさせていただいたということで、この特定
業務に関する云々ということが、今回の事案と直接関
係するものではございません。そのような御指摘も、
今日の午前中るる受けましたので、改めてちょっと文
章を出し直させていただいた次第でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　私は最初に申し上げましたよね。
私が今回緊急質問に関するその文書というのは、この
総人第533号と病院事業局長がお出しになっておりま
す病総第10047号でございます。今、総務部長がおっ
しゃったのは、その後に出された文書のことでありま
すね。これは今回の質問の中には該当されないとはっ
きり議会事務局は言っていますよ。それをなぜその引
き合いに出すんですか。意味が通らないじゃないです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　緊急質問の範囲を議会運
営委員会で定められたのは、議会の権能だと思いま
す。一方で今日の午前の質疑を私どもきちんと受け止
めまして、そういった文書の、一旦取り下げて改めて
出し直させていただいたという対応をさせていただい
たという、その経緯を説明したものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　それであるならば、じゃそれでは、

今まで議員への説明会で説明したその手続というのは
どういうことなんですか。つまり我々は、この私が該
当する２つの文書において午前中議員への説明会で説
明をされたんですよ。これは議長が、この県議会議員
の皆様方に該当する文書をお配りして、説明会で説明
したわけですね。その後、じゃこの文書が出ていると
いうのであれば、議長がそれを受理して、それを議員
の皆様方に全部お配りしてその説明をするのが筋じゃ
ないですか。どうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時11分休憩
　　　午後７時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　私ども午前中の質疑、下
地議員からも含めまして、また以下の部分について
は、やはり今回この案件とは違うということで訂正を
する必要があるということで一旦取下げをして、そし
て出し直させていただきました。その通知文につき
ましては、２回目、午後行われました議員の皆様方へ
の説明の時点では、議会事務局のほうに届けてござい
ます。公文書につきましては、到達主義という形で、
受け取った時点で効力が発生いたします。これは私ど
も通常そのような形で業務処理をしてございます。で
すから、そこから先の周知につきましては、まず私ど
もは副知事のほうからそういう形で一旦取り下げて出
し直させていただいたというのを２回目のほうの説明
でちゃんとさせていただき、文書もお届けしていると
いう形で対応させていただいているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　それは皆様方のその手続のことであ
りますけれども、今、議会の手続は、最初出された２
つの文書を取り扱うといっているんですよ。それしか
取り扱ってないんですよ。それ以外の答弁をする必要
はないんですよ。それどうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時15分休憩
　　　午後７時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　先ほど議員のほうが、ま
た以下のところを先に読まれて、その再発防止につな
げられましたので、そのまた以下につきましては、質
疑も踏まえて―もともとこの不適切行為への対応
としての文書ではございません、部分ではございませ
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ん。それは説明をした上で、さらに、今日の説明も受
けまして、そのような部分を直させていただいたとい
う補足の説明をさせていただいた部分でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　それであるならば、まず最初に出さ
れた文書の中において、そういう該当に当たりません
よと、そのまた以降の文章はです。なぜそういうこと
をしない、そういう答弁をしないんですか。この文書
の中で、そういう文章が書かれているんですけれど
も、そこに添付されている、その一定の公職にある者
からの働きかけに関する取扱要領、これは該当しない
ですよと、なぜそれを言わないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　先ほど最初にその点につ
きましては説明させていただきました。午前中の説明
におきましても、この取扱規程にこの部分の、今回の
不適切行為については該当しないということは申し上
げさせていただいたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　これは、私が言っているのは、この
文書において、この文書の取扱いだけに関してのお答
えが欲しいんですよ。これは、今は取り扱われていま
せんからね、そういうことですよ。だからこれに関す
る答えだけでいいんです。それを確認したいんです。
　次に移ります。
　病院事業局長から出た文書ですけれども、この不適
切行為ということで、例えば、その行為をどういうふ
うにして皆様方、当局の中で判断をしているのか。こ
れ例えば一つの例ですけれども、この一定の公職にあ
る者からの働きかけに関する取扱要領の中には―こ
れは該当しないということなんですけれども、事例と
してちょっと申し上げたいと思います。例えば、こう
いったものに対応記録表というものがあるんですけれ
ども、そういった部類のものをちゃんと記録を残して
いるのでしょうか。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時17分休憩
　　　午後７時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　病院事業局の職員
に関しては、病院事業局の中にハラスメントの指針と
いうものがございます。その指針に準じて、担当の職
員が本人から聞き取るとそういうふうなことで聴取を
して、内容を確認しているところでございます。（発
言する者多し）

○議長（赤嶺　昇君）　どうぞ続けて。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　失礼しました。
　働きかけのことで聞き取りをしたということではご
ざいません。
○下地　康教君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時19分休憩
　　　午後７時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　先ほど申しました
ように、事業局内の担当の者から聞き取りの記録をき
ちっと残してございます。
○下地　康教君　はい、分かりました。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　よろしくお願いします。
　まず、この２つの文書、１つは病院事業局長名で１
つは県知事名になっています。総務部長名でなかった
理由を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時20分休憩
　　　午後７時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　今回のこの文書につきま
しては、県議会議長宛てに出させていただいておりま
す。そのため、知事名という形にさせていただきまし
た。
○西銘　啓史郎君　ちょっと休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時20分休憩
　　　午後７時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事名と事業局長名の文書という
のは、本来どっちが重いのか。それとも同等ですか。
教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　それぞれの任命権者、そ
れぞれの職務権限を持っている代表という形でござい
ますので、それぞれの文書のものにつきましては、基
本的には同じ効力を有するものというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　どちらが重たい、どちらが軽いと
いうことはなく、知事名でも病院事業局長名でも同じ
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文書の重さというふうに理解してよろしいんでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　議員御指摘のとおりだと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　文書を見比べると、知事名では、
再発防止策を講じてくださいしかないんですね。病院
事業局長は、厳正に対処するとともにと書いてありま
す。ですから、私は知事名の文書は軽いのかなと、こ
の要請がですよ。再発防止策しか求めていません。片
や病院事業局長は、不適切行為を行った議員ともう限
定をして、しかも先ほどパワハラの話がありましたけ
れども、ちょっと確認させてください。例えば、この
パワハラの加害者というか、相手が県議会議員だから
調査はできなかったということでしたけれども、同じ
部局内であった場合に、その場合は加害者と呼ばれる
人、被害者と呼ばれている人、２人から聴取はします
か。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　双方に対して調査
をいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　であれば、本来この文書は、議長
に調査をしてくださいというべきだと僕は思います
よ。もう皆さんは断定しているわけですよ。知事も、
病院事業局長も。しかも録音―確認しますけれど
も、本人は、県職員の方は、我が県議との電話につい
ては録音していたか、していないかだけもう一度明確
にお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　録音はしてございません。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　もちろんこの県職員に対しては
お見舞い申し上げますけれども、録音なしであそこま
で明確に覚えているということは、すごいことだと思
います。これは、言った言わないもあるし、声のトー
ンまでも明確に文書にしていますので、録音されてい
ないということであれば、すごい記憶力だと思います
が、いずれにしてもちょっと確認させてください。
　ちょっと休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時24分休憩
　　　午後７時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

○西銘　啓史郎君　職員の身分を守るということは
否定いたしません。しかし我々も、同じ議員でありま
す。しかもこれは、もちろん我が会派の問題になって
いますけれども、先ほど総務部が出した文書において
は、議員全体に関わることなんです。
　まず１つ、この今回のパワハラと呼ばれていること
が本当に県議とのやり取りだけが原因なのかどうか。
これはどうお考えですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時24分休憩
　　　午後７時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　今回の職員のこと
に関しては、これまで全く健康、特に持病とかそうい
うものも持っていない方でございます。その後、こう
いった非常に重症な症状が出たということは事実のこ
とでございますので、県議のこの高圧的な言動に関係
していると、そういうふうに言わざるを得ないと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私はテレビで拝見していましたけ
れども、文教厚生委員会で参考人招致をして、最後の
ほうはこの御当人、出られていなかったと記憶してい
ますけれども、いろんな質問が出て、また記者会見の
中でもいろんな質問が出ました。ですから、恐らく私
が思うに、いろんなストレスがたまっていたんだろう
と。このときに我が議員から電話が入って、もちろん
高圧的という表現ですから、よく分かりませんけれど
も、録音されてない限りですね。ですから、そういう
場合は、先ほども申し上げましたように、一方の主張
だけを聞いて、県議会議員だからもう一方的にこうい
う文書を出すということは、私はあってはならないと
思います。せいぜい議長に対して調査をしてくれと、
その結果がどうなのか。それと先ほど、午前中に説明
会で言いましたけれども、本来これは第三者委員会、
また特別委員会、第三者のほうで我が議員のほうの言
い分も聞いてやるべきだと思います。
　そしてもう一つ。
　我が議員は、病院事業局長に電話を何回かけていま
すか。謝罪の電話。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　合計３回でござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これは回数の問題じゃないかもし
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れませんけれども、実は今日、本人、退庁しまして帰
りました。体調を崩しております。これがどうこう
言うつもりはないんですけれども、私は皆さんのこの
文書というのは、議員一人の、我が会派じゃないとし
て、一人の県議会議員のいろんなものを傷つけている
と思います。これちゃんと―何度も言います。特別
委員会か何か知りませんけれども、双方の言い分を聞
いて、しかも謝罪も何度かしている。本人に会いたい
とも言ったと聞いています。それを今、会えない状況
だとも聞いています。そういう中で、あえてこの時期
にこういう文書を出すというのが私は分かりません。
その理由を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時27分休憩
　　　午後７時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　当該職員に関して
は、先ほど申し上げましたように、７月は病休でござ
います。８月から一部出勤して復職をしたのでありま
すが、当然ながら前のような状態ではございません。
そういうことで、聞き取りとか話とか、このデリケー
トなことに関しては、やっぱり我々も非常に気を遣い
ながら対応してまいりました。そういう意味で、時間
がかかったということがございます。決して、この日
に合わせて出すと、そういう意図は全くございません。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　先ほど同じ局内、部内のパワハラ
の場合は、双方の聞き取りをするとおっしゃいました
よね。それは当然だと僕は思います。そして本当にど
うだったかという、最終的に調査を何度もしながら、
その結果がパワハラだと認定されれば、その処分はさ
れるべきだと思います。同じことなんですよ。本人
が、我が会派の議員が電話した後、すぐ翌日に事業局
長に電話をして、言い過ぎたということをおわびした
と聞いています。それ事実ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　事実でございま
す。担当の職員におわびをしたいということを伝えて
くれという話でございました。私は、その件に関して
は伝えました。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　実は、この間の文教厚生委員会で
決議案も出ました。もちろんいろんな議論の中で、ク
ラスターのことを隠蔽した、していないありましたけ
れども、いろんな注意がこの決議の中で出ました。や

はり、恐らく当該人、県の職員も非常にプレッシャー
があったとは、僕は理解しています。
　しかし、ちょっと気になるのが、この一定の公職に
ある者からの働きかけに関する取扱要領、６月９日付
で出されていますけれども、総務部長、議会事務局に
は６月９日に出したと言いましたが、この経緯、なぜ
この取扱要領ができたかをお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　働きかけ記録化制度を制定したきっかけでございま
すが、平成29年１月に発覚いたしました当時の副知
事による、いわゆる口利き疑いに対しまして、第三者
委員会を設置いたしました。その第三者委員会のほう
から職員倫理規程の徹底と働きかけの記録化制度の制
定についての提言を受けたところでございます。その
後、ほかの自治体の制度なども参照に、なおかつ職員
の記録化については、その記録という業務が出ますの
で、どの程度の負担になるかという、そういう調整を
させていただきまして、今般ちょっと時間がかかりま
したが６月にまとまりましたので、そういう通知を知
事部局に出して、そのほかの任命権者には議会事務局
も含めてですけれども、参考として資料を送付させて
いただいたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　調査委員会の報告書は、平成29
年10月31日ですよ。これが令和３年６月９日に出た
と。その長い間空白があるわけですね。それはいいで
しょう。
　そして、議会事務局から議員に説明する義務がある
とお思いですか、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　他の任命権者に対して
は、私どもからどうこうということはできませんの
で、資料を参考として送らせていただいた、知事部局
は今こういう取組を始めていますということで送らせ
ていただいたものでございます。それぞれ送付を受け
たところで判断されるべきものだと考えております。
○西銘　啓史郎君　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時32分休憩
　　　午後７時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これ議会に配られていないものを
なぜ一部の与党議員が知るんですか。お答えくださ
い。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時33分休憩
　　　午後７時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　私ども、この通知につきましては、県職員の各部局
長を通して、広く周知を図っているところでございま
す。議会事務局の対応は先ほど事務局からありました
が、この通知自体は問合せがあればそれぞれ隠すもの
でもございませんので、外部であっても、こういった
対応をしていますというのはマスコミ等にも受け答え
はさせてもらっているところでございます。そういっ
た資料であるという形で、どういう経緯というか、私
どもから特にお渡ししたというのは、ちょっと私のほ
うではそういったものはございませんけれども、割と
オープンになっている、逆に広く周知を図っている資
料ということで御理解いただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　その割には、野党議員は残念なが
らほとんど知らないんじゃないですかね。しかも、そ
の中で国会議員や議員、それから首長も入っています
から、本来はそういうものを、どこの責任か分かりま
せんけれども、しっかり説明すべきだと思います。こ
ういうものをつくったのであれば。
　それともう一つ、最後にもう一回言います。
　パワハラというふうに言うのであれば、特別委員会
か第三者委員会の設置をもって、しっかり明確にして
いただきたいと思います。
　最後にもう一つ。
　県の職員に対しては、心からお見舞いを申し上げま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　局長、非常に残念です。本当に私は
このようなものは―もう三十四、五年、こういう世
界にいますけれども、普通リーダーシップというのは
どこから来るかというと、本来あなたが―私はさっ
きも言いましたけれども、あなたが結局議会議長を訪
ねて、こういうことはできるだけ抑えていただけませ
んかということをして、それで本人たち同士で議長立
会いの下で謝らせる、そういうことで済むことじゃな
いのかなと思うんだけれども、どうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　先ほど議員からの
質問もありましたけれども、私のほうから直接議員に
話すことは私の権限を超えているものと理解していま

す。したがってこのことに関しては、この文書でもっ
て議長に話をさせていただいて、議員のことに関して
は議長のほうからこういった話をしていただいて、こ
の再発がないようにぜひ皆さんで検討していただきた
いと、そういうことで提出させていただきました。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　私はそういうことを言っているん
じゃないんですよ。昔はこういう行き過ぎたところと
いうのは、リーダー同士でまとめていったんですよ。
こんな大げさな形にはならない。これ傷つくんです
よ、どうしても当人同士が。
　じゃ私言いますけれども、議長、私はこの流れで15
日の水曜日、このときにたまたまそこにいて、会派長
の要請でコロナ担当だからといって一緒に議長の話を
聞きに行ったんですけれども、そのときに初めてこれ
を見た。これは大ごとになるなという感じはしました
よ。だけど昨日いろいろ病院事業局長と議長との間の
話合いもあったんでしょう。議長、昨日は何があった
のか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時38分休憩
　　　午後７時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○呉屋　　宏君　私もこれ乗りかかった船で―昨
日、会派長から話があって、これもう既にマスコミが
動いていたんですよ。今日の両紙に載る予定だった。
頭を下げて本当に丁寧に、お願いだから個人の問題に
なるから、これは本人は精神的にも病んでいるような
状況だということは伺っているので、そこまで両紙に
載るってことは余計ダメージが出てくる。だから、お
願いだから明日の新聞は勘弁してくれということで、
丁寧にお願いをして今日載らなかったんです。だけど
我々はそこまでやっているけれども、皆さんの職員の
今後のためにもそれをどうにかしたいと思ってやって
きた、夕べは。今日開けてみたら全く変わった対応に
なってきた。これ何があったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　先ほど赤嶺議長からお話がありましたように、昨日
の夕方、この提出した文書の内容がよく分からないと
いうことで、説明してほしいとそういう話がありまし
て、特に不適切な行為とか、厳正に対処すると、そう
いうふうなことについて御説明をさしあげました。
先ほど言いましたように、この不適切な行為というの
は、やはり発言によって身体に症状が出るようなほど
の内容であったと。これは不適切な行為と言っていい
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と思います。
　それから、厳正に対処するということで、これ議員
の皆様から非常にいろいろな話をお伺いしたんです
が、これは処分とかペナルティーとかそういうことで
は決してなくて、きちっと注意していただきたいとい
うことでございます。それから私がやっぱり最も強く
申し上げたいことは、やはりこういったことを再発が
ないように、議員の皆様で協議していただきたいとい
うことを議長にお伝えしたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　局長、この文書の表題はそうは書い
ていませんよ。不適切行為と書いているんですよ。あ
なた方は認定しているんですよ。ここの県議会議員の
話も聞かずに、もう不適切があったということを断言
している。これはある意味で、見方を変えれば議会に
対する挑戦ですよ。そんなふうに思えてしようがな
い。だから取り下げたほうがいいということを言った
んです。あなたにそういう説明で調査をお願い―
さっきあったけれども、調査をやろうということであ
れば、それはまだ話は聞ける。しかしもうこんな断定
された形でやられると、これはもう議会への挑戦。ど
こまで活動していいのか分からない。どんなことを質
問していいのか分からない。１対１でどんなことが
なっているかも分からない。調査権に不安を感じてい
くんですよ、今後。だからこれはちゃんとした、どこ
まではいいってことは、調査委員会をつくってしっか
りやらなければいけない。もうこれから質問取りがで
きない。我々皆さんが来たら、いやいや怖くて話がで
きないから質問は答えられませんよと、議場でやりま
しょうという話にしかならない。私はそう思いますけ
れども、皆さん、この言葉がどこまで広がっていくか
分かりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時48分休憩
　　　午後７時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　この文書の不適切
な行為という、何をもってということだと思います
が、事実、この電話の後、議員からやっぱりこの電話
の内容は責任を追及するつもりはないというふうなお
電話と、決して威圧的なことを言っているのではない
とそういうふうな内容でございます。ということは、
やはり議員の方もそういったことを感じているのでは
ないかということはうかがえると思います。そういう
思いでお電話いただいたというふうに私は思います。

○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　中部病院の、６月議会の委員会記録
を読みましたよ。50ページから133ページまでの間、
83ページのうちに、全部のページに、ほとんどのペー
ジの中に当該職員が全部しゃべっていますよ。これ、
大変だったと思いますよ。本当にこれは県議会議員の
電話だけでそうなったんでしょうか。この委員会の中
で、追い詰められているところはなかったんですか。
全てのページに、83ページにありますよ、名前が。
それはどう評価するんですか。決められるんですか、
局長が。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　県議会、それから
その他の議会の答弁というのは、我々にとっても大変
ストレスのかかることは事実でございます。しかし
ながら、今回のこの職員の身体的な症状とか、さっき
言ったように仕事ができないというようなことに関
して100％議員からの話ということは、断言はできま
せん。しかし、非常に大きく関与しているということ
は、本人との話の中でも、私はそういうふうに思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これ、僕はここまで行きますからや
めたほうがいいんじゃないですかと言った。６月議会
にもう一回返って、この中部病院のクラスター隠蔽事
件をもう一回やらなければいけないんじゃないか、そ
こまで返らなければいけないんですかと、どこで止め
るんですかと。今のこの現状だけでよしあしは判断で
きないですよと。僕はこの委員会をやるのであれば、
この中部病院の問題をもう一回やるべきだと思いま
す。これは本人がその責任ある役職にあればあるほ
ど、17名の人が亡くなっている、あれだけのクラス
ターを出したということが全然自分とは関係ないって
話ではないはずですよ。それの心的な負荷もかかって
いるだろう、そして委員会の答弁もあっただろう、そ
して照屋議員の追及もあっただろう。これが90％で、
あとは５％ずつですよって誰が決められるんですか。
だからそこに、元に戻ってもう一回やるべきではない
んですか。どうですか、議長そこは考慮してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時52分休憩
　　　午後７時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　職員のその反応に
関して、何％が誰に起因するものか、これを明確に答



─ 34 ─

えることは不可能だと思います。難しいと思います。
しかしながら、この今の症状は明らかに心因性反応の
症状が出ている。電話の前では、そんな症状はこれま
で一切なかった。同じ状況で対応するとさらに悪化す
ることがあると、仕事そのものが非常にストレスが大
きいということで、休むように、これは医師から指示
をされていることでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　任命権者の知事にお伺いしますけれ
ども、そのままで仕事やっていけるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　現在職員が全て以
前のように回復しているとは思っていません。した
がって体調を見ながら出勤する、あるいは場合によっ
ては午後は休むと。それからこういった―特に議会
とかそういった関係の話になるとやっぱり、先ほど言
いましたように、ぶり返すということがございますの
で、そういったことを考慮しながら出勤するようにと
指示しています。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　医療企画監というのはそれでできる
んですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　当該職員は、コロ
ナとか、それから人材確保とか対外的な交渉とか、そ
れから議会に対する答弁のものとか、たくさんの仕事
がございます。今それぞれのチームでサポートしなが
ら対応していると。私も可能な限りそういったところ
にコミットして、対応しているということでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　その人以外はもういらっしゃらない
ということですね。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　当該職員の担当す
る職務は、いません。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　この人が終わったら、もうそれに続
く人はいらっしゃらないということですよね。替わる
人はいないってことですね。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　私は局長になっ
て、その当該職員の職務というのはやっぱり事業局に
はなくてはならないものと思っています。しかしな
がら、こういった職務を探すということは大変難し
いことではございますが、今回も替わったんですけれ

ども、私はいろんなところに話をして、来ていただき
ました。もしそういった状態になると、私はまた全力
を尽くして、この職務がないってことは考えられない
と私は思っていますので、重点対応するというふうに
思っております。　　　 　　
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　普通、こういう重篤な心身症状の場
合には、そこから外さなければ回復はしないし、本人
のためにならないと私は思いますよ。これ人事まで考
えて要望だけはしておきますから、将来何があっても
大変な思いになると思いますから、よろしくお願いし
て終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　こういう形で緊急質問するというの
は本当に残念なことではあるんですが、我々議会は、
地方公共団体の意思を決定する機能及び執行機関を監
視する機能ということで、同じく住民から直接選挙を
受けた長、知事を相互に牽制し合うということがこの
我々議会に与えられていることなんです。検査権だと
か、調査権含めたいろんなもろもろがある。今回この
デニー知事から出されたこの不適切行為ということは
どのような権限でこれ出されたんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時58分休憩
　　　午後７時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　私ども知事部局からの文
書につきましては、病院事業局で行われた事案でござ
いますが、議会とのつながりは病院事業局に限らず、
知事部局あるいはその他の任命権者も密接な関係を持
つということで、再発防止につきまして知事部局から
もお願いをさせていただいた次第でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　局長、再度またお聞きしたいんです
が、この７月６日ということで、先ほどからいろいろ
と局長からお話いただいているんですけれども、局長
自体のその対応のまずさ、そういったことは加味され
ないんですか。どう考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時59分休憩
　　　午後７時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　この今御質問に関して、先ほど話しましたように、
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可能な限りコンタクトを取るというふうなことをしま
したが、なかなかその症状が十分でなくて、コンタク
トを取ることは難しいこともありました。この件に関
しては、この文書もそうですけれども、私単独、事業
局単独で議長に出したものではございません。ただ、
執行部の方とも相談しながら対処してきたと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　部長、今の話。だから皆さんはどの
ような権限でこの公文書を出されているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時０分休憩
　　　午後８時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　知事名の文書につきまし
ては、先ほども述べましたように病院事業局でのこの
案件―これは病院事業局だけということではなく
て、可能性としてはそのほかの任命権者含めてそう
いった可能性もあるということで、そういったことに
ならないよう再発防止を講じていただきたいというこ
とでお願いをしているものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　止めたくはないものですから。局長
は、これを協議してほしいという趣旨で出されたとい
うお話がありました。この公文書の中に、どこに協議
をしてほしいと読めるような文書になっているんです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時１分休憩
　　　午後８時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　議員の御指摘のよ
うに協議という文言は確かにございませんが、再発防
止ということを私は強く要望しております。そのため
にはやはり議員の皆さんで協議をしていただきたい
と、そういう思いがあります。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　この不適切行為を行った議員に厳正
な対処をしてほしいというのは、どういう対処をして
ほしいという趣旨で言われているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　先ほどと繰り返し
になりますが、議長にも申し上げましたように、これ
はしっかりと注意をして再発がないようにということ

でございまして、厳正に対処するというのはそれに対
して処分をするとかそういう意味ではございません。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　我々は何をもって皆さんから言われ
たその再発防止策ということの議論を、議会はやって
くれということを皆さん求めているんですか。
　先ほど副知事はパワハラだと、これは病院事業局内
となるとパワハラだと。このパワハラには議会には規
定がないと。規定がないのに、我々はどういう形でこ
の再発防止策とかその厳正なる対処を議員に求めると
いうことになるんですか、副知事。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　まず知事部局内におけるパワーハラスメントの防止
に関する指針の中で定義がございまして、まずこの指
針においてパワーハラスメントとは、職務に関する優
越的な関係を背景として行われる、職務上必要かつ相
当な範囲を超える言動であって、職員に精神的もしく
は身体的な苦痛を与え職員の人格もしくは尊厳を害
し、または勤務環境を害することとなるようなものを
いうという定義がなされております。
　一方で今ございましたように、議会においては基本
条例はあると思います。その中で品性とか品格とかそ
ういったものがありますけれども、そういったパワー
ハラスメントについての―これもう議会内部の話。
ただ、執行部と議会との関係というものについて規定
がないわけでございます。この問題についてどのよう
な形でというのはまさしく先ほど局長がお話しして
おりましたように、こういった規定がないものについ
て、ある意味条例しか品格と品性という言葉しかない
という中で、今後も議会と執行部が連携して県民の福
祉向上のために対応するには、何らかの対応が必要で
はないかという意味合いも込めて再発防止を講じてい
ただきたいと、その内容については議会の内部におい
て協議をしていただきたいというような趣旨で考えて
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　だから皆さん、この例えとして午後
には取り下げをしたということがあるけれども、この
働きかけがその一例ですよと、この働きかけの分のど
こに今回皆さんが言うこの不適切行為ということが該
当しているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　これにつきましては、繰
り返し述べさせていただいていますが、今回の事例が
この働きかけに該当するものではございません。
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○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　これは、我々議会がこれと合わない
んじゃないかという指摘の中で皆さんが取下げをし
た。ということは、これを事例として出したというこ
とは、議会に対しての一つの脅しとしてこれを出して
きたという、議長、そのことのものでしか我々は受け
取れないわけです。個人の、一議員の、一議員が謝っ
ているという話ではない。議会に対することなんだ。
知事、首を振っておられるわけですから、違うという
ことであれば知事、お答えください。知事に答えさせ
て知事に。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　今御指摘のまた以下の部
分の働きかけのところにつきましては、午前中の説明
におきましても、通知文の沖縄県議会議員による県職
員の不適切行為と直接どのように関係があるのかとい
う御指摘もいただきました。それとは関係のないとい
う、今回の働きかけに基づくものではないというのは
再三説明させていただいているところでございます。
今回その表題と合わせまして、関係のある部分だけと
いうことで、改めて本日付で文書を出し直させていた
だいたところでございます。
　今回この働きかけのものを入れさせていただいたの
は、先ほど議会事務局からありましたけれども、議会
事務局の中で共有しているという形で、いろいろと議
会と相談する中でこの働きかけの制度について改めて
執行部のほうからも周知を図ってもらえないかという
ようなところもございました。それで今回、通知につ
きまして取扱いを定めたということで、改めて御案内
をさせてもらったところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　部長、副知事、これはこの議場で本
来やるべきことじゃなかったはずなんだよ。先ほど呉
屋議員もお話しするように、もう少しやっぱり知事部
局も病院事業局も議長にしっかりと協議をお願いし
たいという申出をするべきであって、皆さんこれ病院
事業局から、知事部局から議会に対する一つの挑戦に
なっているんじゃないかという受け取りになるわけで
すよ。じゃ我々は調査権というのはどのような形で
やればいいのかと、これをじゃ規定つくれという話に
なってくる。本当にそれでいいのかということになる
わけですよ。副知事、我々にこの分での規定をつくっ
てくれという要望をされるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　まず、今回働きかけの文
言が入っていろいろと議員の皆様にあらぬ誤解を与え

ていたことは申し訳なく思っております。ただ、そう
いったことでこの部分は取下げをさせていただいてお
ります。
　一方で、どういう形で今後こういったことが二度と
起こらないために、再発防止をどうするかということ
については、私のほうからどうしてほしいということ
ではなくて、再発防止のためにはどうしたらいいかと
いうことについて、議会議員の中において協議をして
いただきたいと。そういった中において、例えば議会
事務局においても他県の事例を参考にやってもらうと
かいろんなものが、方策があると思います。これはい
ろいろ今後知恵を出し合うことが大事だと思いますけ
れども、この分についてはもし必要であれば、我々も
他県の事例などいろいろ照会もしたいと思いますけれ
ども、ぜひこの機会に、この問題に前向きに対応して
いただければというふうに考えているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　なかなか議会の議員のそういう言動
のもので不適切なものということでのこの規定を設け
るということは、発言の自由というようなもろもろ、
我々議会にあるわけですよ。地方議会のほうにも。そ
ういったことを自ら縛る。この不適切行為というもの
が、もう事例を挙げていただきたいくらいですよ。ど
こでどういうものがあったのかということを含めて。
　最後に申し上げますけれども、これは中部病院でク
ラスターが発生する中での公表が遅れた。議会でい
ろんな指摘をされた、皆さんの答弁も不適切だった。
曖昧だった。その中で、本人はやっぱり相当なプレッ
シャーがあったはずです。それを何で一議員のその
電話での発言にそのことの責任を負わすのかという
のは、これは我々議会人としては決して納得できるも
のじゃない。あなたたちは局長名でも出す。デニーさ
ん、知事名でも我々に対してこの不適切な行為を是正
せよということを我々に忠告をする。そういう権限が
あなたたちに何があるのかということを再度お答えく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この間の経緯については、
真摯に答弁をさせていただいておりますので、どうぞ
御理解をいただきたいと思いますが、私が県に勤める
職員全てがこの不適切行為等の対象になり得るもので
あるということも十分考えた上で、再発防止策を講じ
てくださいますようお願いいたしますということでの
お願いでございます。ですからそういうことで、ぜひ
議会の中でも議論をしていただきながら、品位、品格
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を守りつつ、職員が働きやすい環境をつくっていくに
はどうすればいいのかということについて、ぜひ御理
解と御協力をいただきたいというように考えた次第で
す。
○當間　盛夫君　知事、あなたはひきょうだよ。俺の
時間がなくなってから答弁するなんて、本当に失礼だ
よそれは。
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって緊急質問は終わ
りました。
　この際、お諮りいたします。

　本日の会議は、延会いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、本日は延会することに決定いたしました。
　次会は、９月21日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって延会いたします。
　　　午後８時12分延会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員　　仲　　村　　家　　治

会議録署名議員　　仲 宗 根　　　　　悟
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令和３年
第 8 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第 3号）

 令和３年９月 21日（火曜日）午前 10時開議

議　　事　　日　　程　第３号
令和３年９月21日（火曜日）

午前10時開議
第１　代表質問
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　代表質問
　　　　　　 

出　席　議　員（47名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　喜友名　智　子　さん
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　玉　城　健一郎　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　上　里　善　清　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲宗根　　　悟　君
25　番　　仲　村　未　央　さん
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　当　山　勝　利　君
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
38　番　　崎　山　嗣　幸　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君

欠　席　議　員（１名） 
47　番　　照　屋　守　之　君

説明のため出席した者の職、氏名
知 事　　玉　城　デニー　君 副 知 事　　謝　花　喜一郎　君
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副 知 事　　照　屋　義　実　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君
企 画 部 長　　宮　城　　　力　君
環 境 部 長　　松　田　　　了　君
子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん
保 健 医 療 部 長　　大　城　玲　子　さん
農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君

企 業 局 長　　棚　原　憲　実　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　大　城　　　博　君
知 　 事 　 公 　 室
秘 書 防 災 統 括 監　　平　敷　達　也　君

総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君
教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　日　下　真　一　君
労働委員会事務局長　　山　城　貴　子　さん
人事委員会事務局長　　大　城　直　人　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長　　知　念　弘　光　君　
次 長　　上　原　貴　志　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　９月17日の会議は、都合により延会いたしました。
　よって、本日から行われます代表及び一般質問の日
程につきましては、お手元に配付いたしました変更後
の質問順位表のとおり行うことにいたします。
　この際、念のため申し上げます。
　本日、22日、24日及び27日から29日までの６日間
にわたって行われます代表質問並びに一般質問及び
議案に対する質疑につきましては、議会運営委員会に
おいて決定されました質問要綱に従って行うことに
いたします。
　なお、前定例会に引き続き、代表質問における再質
問は、一問一答方式で行われることから、それに伴
い、質問及び答弁を含めた往復時間を別に設定するこ
ととなりますので、御了承願います。

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　代表質問を行いま
す。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　仲村家治君。
　　　〔仲村家治君登壇〕
○仲村　家治君　おはようございます。
　沖縄・自民党を代表しまして、代表質問をさせてい
ただきます、仲村でございます。よろしくお願いいた
します。
　代表質問の前に、15日に議長に提出された知事、

病院事業局長の公文書について一言触れたいと思い
ます。
　そもそも、この件は中部病院のクラスター発生に関
する情報を病院事業局が公表しなかったことに端を
発する問題であったことを忘れてはなりません。クラ
スターにより17名の方が亡くなったというこの重要
なことを公表せず、一般質問でこれが明らかになった
ということを私たちは再度認識しなければいけない
と思っております。
　知事や病院事業局長は、当事者の議員から事情聴取
も行わず、公文書を発信して議会に議員への懲罰のよ
うなものを求めている。丁寧な調査も行わないで、不
適切行為と断定し、また去る17日には、副知事はパ
ワハラが存在したとさえ断言しております。断じて許
されません。議長におかれましては、しっかりと議論
する特別委員会などの設置をよろしくお願いいたし
ます。
　もう一点は、代表・一般質問通告終了後の15日午
後にこの公文書が提出されたにもかかわらず、今回の
代表質問にこの関連が通告されていることは当局と
打合せの上、通告されたものと疑わざるを得ません。
私たちはこのような忖度がある質問を絶対に許して
はいけない、そう考えております。またこの件は、複
数の大学教授や有識者が疑問視するなど、しっかりと
した議論をしなければならないということを一言触
れさせていただいて代表質問に移ります。
　沖縄・自民党を代表し通告に従い質問を行います。
　まず１、知事の政治姿勢についてであります。
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　2022年に復帰後50年を迎える本県において、最重
要課題は沖縄振興特別措置法の延長と新たな沖縄振興
計画の策定にあることは論をまたないと思います。
　復帰50年、５次にわたる沖縄振興策が実施されて
きたことを踏まえ、これ以上の沖縄振興に対し否定的
な声も高まる中、我が沖縄・自民党は、党本部や政府
に対し強力な要請活動を展開してまいりました。特
に、政権与党である自民党の沖縄振興調査会における
議論の行方が沖縄振興の在り方や方向性を左右するこ
とから、調査会での説明や委員等への要請を行ってま
いりました。そして、自民党沖縄振興調査会は、沖縄
の新たな振興計画について自民党としての考えをまと
め、党提言として菅総理と沖縄担当大臣である河野大
臣へ提出したのであります。それを受け、内閣府は、
2022年度以降の新たな振興策について基本方針を表
明しており、ほぼ沖縄の要望に沿った内容となってお
ります。
　しかし復帰後50年、沖縄振興策が実施されてきた
経緯を踏まえれば、さらなる振興策の実現は容易なこ
とではありません。そのことは党提言及び内閣府の基
本方針に、沖縄が求めた10年の期限が明記されてい
ないことが示しております。今後は、いかに10年の
期限を認めてもらうか、まさに正念場であり、知事を
先頭に県の交渉力が試されております。
　そのような状況で、昨今の知事の言動を見ると、知
事の頭にあるのは米軍基地問題唯一と思われ、先行き
不安が付きまとうのであります。
　知事は、沖縄振興特別措置法の延長及び次期振興計
画の策定を国に要請していながら、その一方で、同じ
タイミングで辺野古移設問題を持ち出すなど、国の
立場などお構いなしであります。知事の頭に基地問
題しかないことは、万国津梁会議の提言を受け、唐突
に米軍基地の50％以下への返還を国に求めたことで
明らかであり、しかも要請内容は全てできること、す
なわち、全て実現可能なものと断言しております。こ
れだけ自信を示しながら、なお不足と考えたのか、今
度は、米軍基地問題に関するアドバイザリーボード会
議なるものを設置し、有識者の専門的な知見を基地問
題に生かすとしており、まさに基地問題、基地県政そ
のものであります。知事は、米軍基地が集中する沖縄
の現状から、知事がどのような言動をしようとも、国
は、振興策を認めざるを得ないと考えているとしか思
わざるを得ないのであります。
　そこで伺います。
　(1)、菅総理が自民党総裁選への立候補を辞退、事
実上の退陣表明となりました。菅総理は官房長官時代

から沖縄へ関わってきた。知事の菅総理への評価と今
後の沖縄振興への影響について伺いたい。
　(2)、知事は、沖縄振興特別措置法の延長及び次
期振興計画の策定を国に要請しているが、一方で、
50％程度への米軍基地の削減や許可したサンゴ移植
申請を撤回するなど、振興策等の要請と同じタイミン
グで基地問題を国にぶつけている。知事は、米軍基地
を負担しているから振興策等は当然との認識があるの
か伺いたい。
　(3)、知事は、米軍基地削減を万国津梁会議の提言
を根拠に国に要請し、県議会での答弁でも提言の内容
を引用しながら、同提言の自衛隊と米軍の基地の共同
使用で沖縄の基地負担を軽減することについては、明
確な答弁をしていない。認めるべきではないか伺いた
い。
　(4)、知事は、米軍基地問題に関するアドバイザリー
ボード会議を設置した。有識者の専門的な知見を基地
問題に生かすとしているが、万国津梁会議から米軍基
地問題で提言を受け、国に対し要請している。さらに
何を求めたいのか伺いたい。
　(5)、知事は、辺野古移設問題で政治判断と行政上
の審査結果は明確に区別していると述べている。辺野
古移設問題で政治判断したものに何があるか、また、
サンゴ移植抗告訴訟見送りは政治判断か伺いたい。
　(6)、首里城火災は大きな被害と沖縄の文化遺産損
失という県民の深い失望を招いた。これだけの損失と
被害が起きながら、県や美ら島財団の中で誰一人責任
を取った者はいない。県の責任を明確にすべきでは
ないか、また、新たな管理体制では責任体制は明確と
なっているのか伺いたい。
　(7)、知事は、那覇軍港の代替施設について、儀間
元浦添市長は、那覇港湾区域内での移設となることか
ら、整理整頓の範囲内と考えている旨の発言をしてい
ると度々答弁している。知事も同様な考えであるか、
知事御自身の言葉で明確にお答えください。
　２、米軍基地問題について。
　辺野古移設問題に関し、県は国と、翁長前知事から
これまで９件の裁判闘争に入っており、その中で県が
勝訴した裁判は１件もなく、取下げを除けば、全て国
が勝訴しております。玉城知事は、裁判の結果には従
うと明言しておりますが、実際の行動は真逆であり、
従う考えは毛頭ないようであります。そのことは、判
断を迫られている辺野古移設に係る軟弱地盤の設計変
更申請について、知事がどのような判断をするかで姿
勢が明白となります。不承認とすれば国は、法的措置
に出ることは明らかであり、普天間飛行場の返還はさ
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らに遅れ、先行きが不透明となります。
　県民には危険な普天間飛行場の一日でも早い返還を
求めると言いながら、これまでの一連の辺野古移設問
題への対応を見ると、県政維持のため、辺野古移設問
題を利用しているとしか思えないのでございます。政
争の具にしていると思うのであります。そのことは大
浦湾のサンゴ類の移植をめぐるサンゴ特別採捕許可申
請の取扱いにその姿勢が出ております。サンゴ移植を
認めないとして不許可としたが、最高裁判所での県の
上告が棄却されると、移植を認め許可したのでありま
すが、許可を受けて沖縄防衛局が作業を開始すると、
僅か２日後に許可を撤回、しかも沖縄防衛局に聴聞さ
え行わず、行政手続法に違反することを堂々とやって
いるのであります。２日後の撤回は、許可を出した時
期を考えれば、県として、沖縄防衛局が許可が出れば
すぐにも作業に入ることを織り込み、即座に撤回する
予定の行動と考えれば納得がいくのであります。県の
撤回の理由は、高水温で台風がいつ来襲してもおかし
くない時期であるにもかかわらずサンゴの移植を開始
したというものであります。まさに、言いがかりその
ものであります。７月から９月は、台風が来襲する時
期であり、常に高水温の状態にあることは、県は当然
そのことは分かりながら許可したはずであります。
　そこで伺います。
　(1)、普天間飛行場の早期返還について。
　ア、最高裁判所は、辺野古移設に向けたサンゴ特別
採捕許可申請に関し、県が国の違法な関与として取消
しを求めた訴訟で、県の上告は棄却され県の敗訴が確
定した。これまで国との間に何度裁判が行われたか、
その結果と訴訟費用について伺いたい。
　イ、知事は記者会見で、国との裁判で敗訴が続いて
いることに対し、敗訴ばかりではない、実質勝訴もあ
ると反論したようだが、実際に県が勝訴した裁判はあ
るのか、実質勝訴とは何か伺いたい。
　ウ、県は、最高裁判所での敗訴を受けて、約４万群
体のサンゴ類の移植を許可したが、２日後に突然許可
を撤回した。許可条件違反を理由としているが、聴聞
も行わないのは行政手続法に反して違法ではないか。
また、撤回するだけの重大な違反とはどのようなもの
か伺いたい。
　エ、県の許可内容は、許可期限が今回の移植対象と
なっているＪＰ地区は７月28日から11か月間、Ｉ地
区は７月28日から２か月間となっている。県は、こ
の期間での移植作業を行うことを認めたから、許可し
たのではないか伺いたい。
　オ、県の許可撤回の理由は、高水温で台風がいつ来

襲してもおかしくない時期であるにもかかわらず、サ
ンゴの移植を開始したというものであり、許可期間で
ある７月から９月は、台風が来襲する時期であり、常
に高水温の状態にある。その時期での移植を認め許可
しながら、条件違反とするのは、事実上許可されてい
ないに等しい。撤回処分は違法ではないか伺いたい。
　カ、県は、農林水産大臣の特別採捕許可撤回の効力
を止める決定に対する対抗措置、抗告訴訟の提起をし
ていない。その理由は何か。また、撤回の理由をサン
ゴの保護としながら、対抗措置を取らないということ
は自らの撤回処分が違法であったことを認めることと
なるがどうか。
　キ、軟弱地盤埋立てに伴う設計変更許可申請につい
て、県は不許可の方針のようだが、サンゴ移植に係る
最高裁判所判決で敗訴し、その後の対応は対抗措置を
取らず国の移植作業を認めている。不許可はできない
のではないか伺いたい。
　(2)、基地から派生する諸問題について。
　ア、米軍海兵隊は、普天間基地内で保管するＰＦＯ
Ｓを含む汚染水を基地外の公共下水道に放出した。県
の認識と今後の対応を伺いたい。
　イ、嘉手納基地や普天間基地における米軍機離着陸
の騒音による周辺住民の被害は大きく、対応が求めら
れている。県の調査結果と日米両政府の姿勢について
伺いたい。
　３、農林水産業の振興について。
　本県農林水産業の振興を図る上で、亜熱帯性気候に
適した品目の育成や生産性の向上をいかに図るかが
重要であります。そのため、グローバル化した市場に
あって、攻めの農林水産業体制の構築が急がれてお
り、本県に特化したブランドの確立、戦略品目の育成
とこれらの拠点産地の形成が必要であります。特に、
若者の農林水産業離れに歯止めがかからず、深刻度を
増している担い手不足の改善が急がれていることか
ら、新規就業者の発掘が求められております。一方、
本県農林水産業は、毎年のように台風等自然災害に悩
まされており、自然災害に強い農林水産業の在り方が
求められ、その対策等県政の課題となっております。
　そこで伺います。
　(1)、台風６号による県内農水産業の被害は大きく、
特に宮古、八重山等離島の被害は深刻で支援が求めら
れる。被害状況と支援への取組について伺いたい。
　(2)、コロナ禍にあって、学校、ホテル、飲食業など
の休校・休業による需要低迷により、農林水産業への
影響が懸念される。本県の農林水産物・食品の状況は
どうか伺いたい。
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　(3)、県内のかんがい施設等の基盤整備は中南部圏
で低いが、その要因と今後の整備促進に向けての具体
的な取組について伺いたい。
　(4)、県経済の自立に向けた県内農林水産業の在り
方をどのように考えているか、また、国際的なブラン
ド品の開発及び認知度の向上、市場の開拓など、県の
戦略的な取組について伺いたい。
　(5)、６次産業化や販路開拓等を推進するとしてい
るが、流通条件の不利性の克服や輸送コストの低減な
ど、条件整備をどのように図っているか伺いたい。
　(6)、パラオ共和国の排他的経済水域における、本
県のマグロはえ縄漁船の安定的な操業継続に向けた、
水産技術交流に関するＭＯＵ締結について、進展状況
について伺いたい。
　４、離島・過疎地域の振興について。
　今年も県離島振興協議会と県過疎地域振興協議会か
ら、離島・過疎地域の振興策の促進を求める104項目
にわたる要望書が提出されました。この要望書は毎
年出されており、しかも内容は、ほとんど毎年同じ項
目が列記されたものとなっており、11の小規模離島
があり、16の過疎市町村を抱える本県の離島・過疎
地域振興の難しさがあると考えます。復帰後から半
世紀にわたる振興計画や離島振興計画に基づく施策を
実施してきながら、依然、本県離島・過疎地域の課題
解決にはほど遠いのが現実であり、今後とも県政の最
重要課題であり続けることは間違いないと考えます。
県は、離島・過疎地域の課題解決が難しい要因につい
て、本県が本土市場から遠く離れた遠隔地にあり、
移動コストや行政経費等様々な分野での不利性を上
げ、若者の流出、人材不足等を挙げておりますが、具
体的な解決策は示しておりません。離島振興計画は、
2022年３月末で期限が終了し、新たな計画が待たれ
ております。また、新たな過疎法の成立により、竹富
町と北大東村が過疎指定から除外され、16市町村と
なりました。対象外地域への経過措置期間７年間は財
政支援が認められますが、新たな過疎法による手厚い
支援が適用されるか、新型コロナによる疲弊した財政
に対する支援が見込まれるか等、懸念されるのであり
ます。
　そこで伺います。
　(1)、県離島振興協議会等は、104項目にわたる離
島と過疎地域の振興を要請した。人口減少が進む離島
の活性化に向け、要請項目の実現をどのように図るか
伺いたい。
　(2)、新過疎法に基づく過疎対象地域への支援策が
実施されるが、県においても、過疎対策の基本方針案

が決定された。具体的な支援策等の内容と対象外地域
への支援について伺いたい。
　(3)、離島を支える地域産業の振興について、離島
の魅力や価値を高める特産品等、製品開発に向けた取
組を進めてきているが、これまでの成果と解消すべき
課題は何か伺いたい。
　(4)、離島の魅力や優位性を生かし、新たな産業の
創出を図るとしている。新たな産業を創出する上で離
島の優位性とは何か、また、スポーツツーリズム事業
について、それぞれの離島地域でどのように実施し、
事業として開拓したか伺いたい。
　(5)、コロナ感染の影響で宮古・八重山等離島への
観光客数は大幅減となり、甚大な打撃を受けている。
離島における状況と県の支援策について伺いたい。
　(6)、離島・過疎地域の住民に生活の維持確保のた
め、公共交通の拡充と交通コストの低減に向けた取組
について伺いたい。
　(7)、伊平屋空港及び伊平屋・伊是名架橋について
は、それぞれ調査に取り組んでいるとしているが、調
査の完了のめどと具体的建設に向けた基本計画の策定
について伺いたい。
　５、子ども・子育て支援について。
　子ども・子育て支援に関し、本県の保育推進の基本
方針は令和３年度末での待機児童の解消であります。
令和３年４月１日時点における待機児童数は、前年度
比で801人減少し、564人と６年連続で減少している
ようであり、減り幅も過去最高の58％減となり、こ
れまでの成果が出ているとしております。一方で、申
込み数は前年度比で60人減少しており、潜在的なニー
ズの掘り起しは落ち着きつつあるとしておりますが、
少子化や対策の効果で減少したというのはまだ早いと
思われ、新型コロナ感染の影響で、感染への不安から
育児休業の延長や入園の申込みを遅らせたことも背
景にあると考えます。他方で、待機児童の減少が少子
化に起因するとなれば、入園申込みの減少は今後も続
き、運営に支障を来す保育園も出てくると思われ、市
町村においては、施設整備促進と保育園の安定運営と
のバランス確保という、難しい問題への対応が求めら
れることになります。このように他県においても、コ
ロナ禍の影響、少子化加速などで子育てへの影響や待
機児童を取り巻く状況も変化しつつあるようでありま
す。
　そこで伺います。
　(1)、令和３年度末までに待機児童の解消を図ると
している中、待機児童数は６年連続で減少し、減り幅
も過去最大となり市町村の取組の成果が出たとしてい
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る。減少の要因に新型コロナ感染症の影響も指摘され
ているが、今後、少子化の進展もあり、本県における
保育の在り方や施設整備等、見直しも考えられるか伺
いたい。
　(2)、認定こども園及び幼保連携型認定こども園へ
の移行の地域ごとの現状と認定に当たっての基本的な
考え方、また、待機児童の減少傾向は今後の保育施設
整備に影響はあるか伺いたい。
　(3)、幼稚園教育要領及び保育所保育指針等で、乳
幼児期の子供たちに質の高い、望ましい教育・保育を
行うとされているが、本県における乳幼児期教育・保
育の基本方針と取組の現状について伺いたい。
　(4)、児童虐待防止対策の充実が求められているが、
相談件数は増加傾向にあり、防止対策の効果は出てい
ない。その背景と虐待の発生予防の仕組み、具体的な
対策・支援について伺いたい。
　(5)、黄金っ子応援プランでひとり親家庭等への自
立支援の推進が掲げられているが、本県におけるひと
り親世帯の状況と就業支援の在り方、生活支援策の内
容等について伺いたい。
　(6)、子供の貧困対策について、就学援助の充実や
生活困窮家庭への食料支援等が行われている。根本的
な対策・解消を図る上で、国、県、市町村の連携が必
要であるが、新たな振興計画の素案でどのような施策
を展開し、解消を図るとしているか伺いたい。
　(7)、認可外保育園への支援体制等、入所児童の処
遇の向上や教育に係るサービスの充実など、支援の取
組状況について伺いたい。
　(8)、放課後児童クラブについて、地域のニーズに
沿った設置が求められるが、現状と利用料金の低減、
登録できない児童の解消は進んでいるか伺いたい。
　(9)、今年度が最終年度となっている沖縄県子ども
の貧困対策計画について、目標値には届かず改善は十
分とは言えないが、その原因分析について、また、第
２次計画策定に当たって具体的な方向性や目標を伺い
たい。
　６、教育・文化・スポーツの振興について。
　我が国では、コロナ感染症の収束がまだ見通せず、
感染力が強いデルタ株への置き換わりで、感染の猛威
はますます広がっております。４月に小・中・高校の
新学期が始まってから、早くも５か月余を経過し、児
童生徒の授業中のマスク着用や３密の回避、そして友
達との会話のやり取りなど難しいことが多く、心身へ
の影響が心配されております。コロナ感染が若年層に
も広がり、10歳以下の子供への感染も拡大している
ことから、学校現場に緊張が強いられ、教師の負担は

増すばかりであります。
　また、県内中部の高校で生徒が１月末に自殺した問
題が発生しました。他の高校や小中学校のチームでも
指導する監督やコーチによる暴言や威圧的な指導が絶
えないとの指摘も出ており、県教育委員会として、こ
の際徹底した実態把握を行う必要があると考えます。
　そして今年２月、本島南部の高校生を含む複数の少
年が覚醒剤取締法違反容疑で逮捕されたことは、教育
界に衝撃を与えました。大麻で高校生が逮捕された事
件は３年連続で起きており、薬物汚染が広がっている
と思われ、県教育委員会をはじめ市町村教育関係にお
いても危機感を持って対応すべきであると考えます。
　そこで伺います。
　(1)、2022年度から小学５年、６年で教科担任制度
が導入されるが、対象科目と教師の負担軽減にどのよ
うにつなげていくか、また、特別免許制度の活用で有
能な人材の確保も求められるが、県教育委員会の考え
を伺いたい。
　(2)、県振興審議会学術・人づくり部会で、いじめ
問題に対応するスクールロイヤー活用を素案に追加す
ることを決定したが、具体的な活用方法について、ど
のように考えているか伺いたい。
　(3)、沖縄島北部及び西表島が世界自然遺産に登録
され、貴重な固有種の保護と地元経済への貢献が期待
されているが、保護重視による地域住民生活への影響
と固有種の生態系を守りつつ、観光振興を図るバラン
ス等について、考えを伺いたい。
　７、海の安全・安心について。
　真の観光立県を目指すのに海の安全・安心は不可欠
であります。特に今年は、公設ビーチ閉鎖により人流
が自然海岸へ流れて、最悪の状況にあります。
　そこで伺います。
　(1)、本県の水難事故の状況について。
　(2)、水難事故とコロナ禍の関連の検証を伺う。
　(3)、水難事故の多発に沖縄県としてどのような対
策を行ったか伺う。
　(4)、水難事故防止の先進地と言われているハワイ
や神奈川県の体制についての見解を伺う。
　(5)、水難事故ワーストという状況であるが、沖縄
県の担当部署はどこかお答えください。
　残りの時間は再質問とさせていただきます。
　御答弁よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。



─ 45 ─

　皆さん、おはようございます。
　仲村家治議員の御質問にお答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の (1)、
菅首相への評価と今後の沖縄振興への影響についてお
答えいたします。
　菅内閣総理大臣におかれては、官房長官時代には沖
縄基地負担軽減担当相でいらしたことから、沖縄の実
情にも御理解をいただいていたものと考えており、こ
れまで那覇空港第２滑走路や名護東道路の整備などに
も御尽力をいただきました。新たな沖縄振興策につい
ては、いま一度、法的措置を講じ沖縄振興策を推進し
ていく必要があるとされたところであり、国の姿勢は
変わらないものと認識をしております。
　沖縄県としましては、沖縄振興交付金や高率補助制
度、沖縄関係税制などの特別措置が法律案に盛り込ま
れるよう、引き続き国に対し、御理解と御協力を求め
てまいります。
　一方、辺野古新基地建設問題については、民主主義
の手続によって行われた県民投票により示された辺野
古新基地建設反対の圧倒的な民意や、県が求める対話
に応じることなく工事が強行されていることは極めて
残念であります。
　沖縄県としましては、政府に対して、引き続き対話
による解決が図られるよう、県との対話の場をつくっ
ていただくよう求めてまいります。
　次に、米軍基地問題についての御質問の２の (2) の
ア、ＰＦＯＳ等汚染水放出の認識と対応についてお答
えいたします。
　普天間飛行場におけるＰＦＯＳ等を含む水の取扱い
に関しては、日米間で協議が進められている中、米側
が一方的に公共下水道に放出したものであり、激しい
怒りを覚えます。このような中、去る９月17日、沖
縄防衛局に確認したところ、普天間飛行場の地下貯水
槽に残っている廃水を同局が県外に運搬した上で焼却
処分するとの説明がありました。沖縄県は日米両政府
に対し、ＰＦＯＳ等を含む水を基地外に放出せず焼却
処理すること等を強く求めていたところであり、今回
の措置は一歩前進であると考えております。一方で、
在沖米軍施設には依然としてＰＦＯＳ等を含む汚染水
が保管されていることから、米軍基地内への立入調査
を含め、引き続き市町村とも連携しながら対応してま
いります。
　次に、子ども・子育て支援についての御質問の５の
(5)、ひとり親世帯の状況及び就業・生活支援につい
てお答えいたします。
　沖縄県では、子育てと生計維持を一人で担い、新型

コロナウイルス感染症の影響等、厳しい状況にあるひ
とり親家庭への様々な支援を行っております。就業支
援としては、生活の安定と自立に向け、就職に有利な
資格取得のための訓練費用や生活費の支援を実施して
おります。生活支援としては、保育料や医療費助成の
ほか、民間アパートを活用して、生活、就労、子育て
等を総合的に支援するゆいはぁと事業に加え、償還免
除つきの住宅費貸付け等を実施しております。
　沖縄県としましては、多くの困難を抱えるひとり親
家庭が安心して生活し、子供が健やかに成長できる社
会の実現に向け、全力で取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての (2)、基地負担と沖縄振興についてお答えいた
します。
　沖縄振興策は、沖縄の置かれた歴史的、地理的、自
然的、社会的な特殊事情に鑑み、沖縄の自立的発展や
豊かな住民生活の実現に寄与することを目的として、
沖縄振興特別措置法に基づき総合的かつ計画的に講じ
られるものであります。
　県としましても、米軍基地問題と沖縄振興策は別と
認識しております。
　次に４、離島・過疎地域の振興についての (1)、離
島・過疎地域の振興に関する要請についてお答えいた
します。
　本県の離島・過疎地域では、一部を除き、若年者の
流出や少子高齢化等により人口減少が続き、地域活力
の低下が懸念される状況にあります。県では、離島・
過疎地域の振興を最重要課題と位置づけ、定住条件の
整備と特色を生かした産業の振興を図っているとこ
ろであります。現在、策定作業を進めている新たな離
島振興計画及び県過疎計画においても、今回の市町村
からの要請等も踏まえて検討を行い、関係部局と連携
し、適切に対応してまいります。
　同じく４の (2)、県の過疎対策の基本方針に基づく
過疎地域等への支援についてお答えいたします。
　いわゆる県過疎方針では、定住条件の整備及び産業
振興と地域経済の活性化を基本方針とし、移住や地域
間交流による人材の確保や情報通信環境の整備とＩＣ
Ｔの活用等について取り組むこととしております。今
後、本方針に基づき策定される市町村過疎計画等を踏
まえ、年度内に県過疎計画を策定し、具体的な事業を
位置づけてまいります。また、対象外となった団体に
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ついては、７年間の経過措置を講ずることとしてお
り、その後の対応については、適切な支援を検討して
まいります。
　同じく４の (3)、離島の特産品等の開発についてお
答えいたします。
　県では、離島地域の特産品等のプロモーション活
動やマーケティング支援等を実施しており、平成27
年度から令和２年度までの販路拡大件数は、651件と
なっております。課題としましては、本島に比べ輸送
費が割高であることや、小規模事業者が多く、独自に
販路拡大等を展開する人材やノウハウが不足している
ことが挙げられます。そのため、商品の高付加価値化
や販路拡大の活動を支援するとともに、継続して人材
育成を図り、引き続き離島の産業振興に取り組んでま
いります。
　同じく４の (4) のうち、離島の優位性についてお答
えいたします。
　本県の離島においては、豊かな自然環境、文化、歴
史的遺産等の魅力を有し、こうした多様性は地域資源
としても優位性があると考えております。県では、こ
れら島々の優位性ある地域資源を積極的に利活用し、
魅力ある体験型観光、日常生活を離れた癒やしや心身
の健康を目的としたウエルネスツーリズム、ＩＣＴを
活用したテレワークやワーケーションの推進など、新
たな産業の創出に向けた取組を推進してまいります。
　同じく４の (6)、離島・過疎地域の公共交通につい
てお答えいたします。
　離島・過疎地域の住民の日常生活における移動、
生活必需品等の輸送などに欠くことのできない離島
航路、航空路及びバス路線については、運航により生
じた欠損に対し、国、市町村と協調した補助を行うな
ど、その確保・維持を図っております。また、島を結
ぶ交通機関が船または飛行機に頼らざるを得ない離島
において、船賃及び航空運賃が陸上交通と比べて割高
となっていることから、船賃についてはＪＲ在来線並
み、航空運賃については新幹線並み運賃を参考に運賃
低減を図っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (3)、自衛隊との共同使用についてお答えを
いたします。
　万国津梁会議の提言においては、海兵隊を含めた沖
縄の米軍を、日本本土の自衛隊基地の共同使用などを
通して、分散移転・ローテーション配備させることが

考えられるとしています。これを踏まえ、本土復帰
50年に向けた基地の整理縮小の要請においても、本
土への分散移転・ローテーション配備に当たっては、
米軍専用施設と比較して、日本政府が米軍の運用に責
任を持つことにより地元への影響を軽減できる自衛隊
基地の米軍との共同使用を含め検討していただきたい
としております。
　県としては、沖縄の過重な米軍基地の整理縮小を図
るため、より一層の県外・国外への分散移転・ロー
テーション配備を求めてまいります。
　同じく１の (4)、米軍基地問題に関するアドバイザ
リーボードについてお答えをいたします。
　県においては、米軍基地問題に関する万国津梁会議
からの提言を論拠の一つとして活用し、日米両政府に
対して本土復帰50年に向けた在沖米軍基地の整理縮
小についての要請を行いましたが、米軍基地問題の解
決に向けた施策の推進に当たっては、米軍の戦略の変
化を含む外交・安全保障全体の最新動向等について、
ワシントン駐在の情報収集等を含め、今後も適宜、有
識者等の意見を聞く場が必要と考えております。その
ため、令和３年６月に米軍基地問題に関するアドバイ
ザリーボードを設置したところです。
　同じく１の (5)、辺野古新基地建設問題に係る知事
の判断についてお答えをいたします。
　辺野古新基地建設に係る各種申請等の事務について
は、法律による行政の原理の下、所管部局において、
関係法令や審査基準に基づき適切に対応しておりま
す。なお、サンゴの特別採捕許可の取消処分に係る執
行停止決定の取消しを求める抗告訴訟については、法
的問題点や訴訟の利益等について、弁護士の意見も伺
いながら検討を重ね、これを精査した上で、最終的に
は行政の長としての知事の判断において訴訟の提起を
行わないことを決定したものであります。
　同じく１の (7)、那覇港湾施設の移設に関する考え
についてお答えをいたします。
　那覇港湾施設の代替施設については、現有の機能を
確保することを目的としていることが、移設協議会に
おいて繰り返し確認されてきたところです。
　県としましては、那覇港湾施設の移設については、
那覇港湾区域内における現有機能の確保を目的とした
代替施設の整備であると考えております。
　２、米軍基地問題についての (1) のア、訴訟の件
数、結果及び費用についてお答えをいたします。
　辺野古新基地建設に関連し、県と国との間で生じた
訴訟は９件となっております。内訳は、平成27年に
翁長前知事が行った埋立承認取消しをめぐる訴訟が４
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件、平成30年に謝花副知事が行った埋立承認取消し
をめぐる訴訟が３件、岩礁破砕等の差止めを求める訴
訟が１件、サンゴの特別採捕許可に係る訴訟が１件と
なっております。９件の訴訟の結果については、和解
等により取下げとなったものが４件、敗訴が４件、係
争中が１件となっております。なお、これまでの裁判
に直接要した費用の総額は8788万7354円です。
　同じく２の (1) のイ、実質勝訴についてお答えをい
たします。
　これまでの９件の訴訟のうち、平成27年の埋立承
認取消しをめぐる代執行訴訟並びに執行停止決定に係
る抗告訴訟及び関与取消訴訟の３件の訴訟について
は、和解によって取下げとなっております。和解によ
る取下げにより、沖縄県が訴訟で求めていたとおりに
埋立承認を取り消した時点の状態に戻り、勝訴したこ
とと同じ効果が得られたこと、その結果、埋立工事を
止めることができたことから、この３件の訴訟につい
ては、県の実質勝訴であると受け止めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について (6)、首里城火災の責任及び新たな管理体制
についてお答えいたします。
　首里城火災は発生の原因が特定されませんでした
が、県は施設の管理者として、美ら島財団は指定管理
者として責任があると考えております。県は、首里城
火災に係る再発防止検討委員会の報告を受け、首里城
火災に係る再発防止策（基本的な方向性）を４月に策
定したところです。令和３年度は当該再発防止策に示
された防災センター機能の再編等、具体的な取組を進
めるため、有識者等による検討委員会を設置し、首里
城公園管理体制構築計画を策定することとしておりま
す。
　次に２、米軍基地問題について (1) のキ、変更承認
申請書の審査についてお答えいたします。
　沖縄防衛局から申請のあったサンゴ類の移植につい
ては、県が付した条件に反したことから、許可処分を
取り消したものであります。県では、沖縄防衛局から
提出された公有水面埋立変更承認申請書について、関
係機関からの意見等も踏まえ、４次にわたり質問等を
行い、提出された回答を確認してきたところでありま
す。沖縄防衛局からの回答を踏まえ、ジュゴンへの影
響や地盤の力学的調査等の必要性等について、環境保
全及び災害防止に配慮した計画になっているのか、厳
正に審査を行っているところであります。

　次に４、離島・過疎地域の振興について (7)、伊平
屋空港及び伊平屋・伊是名架橋の取組についてお答え
いたします。
　伊平屋空港については、航空会社の意向取付けや需
要予測、費用対効果の確保などの事業化の課題解決に
向け、伊平屋村、伊是名村と連携して早期事業化に取
り組んでおります。伊平屋・伊是名架橋については、
技術上及び環境上の課題、費用対効果や膨大な予算の
確保など、多くの課題が明らかとなっております。こ
のため、環境影響の回避・低減、建設工事費の縮減等
について調査、研究を進めており、引き続き課題克服
に向けて取り組んでいきたいと考えております。
　次に７、海の安全・安心について (4)、水難事故防
止に関する神奈川県の体制等についてお答えいたしま
す。
　神奈川県は、昨年度、水難事故防止等に向けた取組
を推進し、安全・安心な海岸づくりの実現を図るた
め、公益財団法人日本ライフセービング協会と包括協
定を締結したと聞いております。今年度も包括協定に
基づき、神奈川県が管理する海水浴場を対象に、海岸
水難事故防止活動に関する協定を締結し、水難事故防
止に取り組んでいるとのことであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　２、米軍基地問題に
ついての (1) のウについてお答えします。２の (1) の
ウとオは関連しますので、一括してお答えいたします。
　先般の関与取消訴訟では、沖縄防衛局からの申請の
目的は、移植したサンゴの生残率をできる限り高める
ことにあるとの判断が示されました。県では、この目
的を達成するため、条件を付して許可処分を行ったと
ころですが、沖縄防衛局は条件に反し、水温が高く台
風の来襲が見込まれる時期であるにもかかわらず移植
を開始したことから、行政指導を行った上で許可処分
を取り消したものです。なお、行政手続法第13条第
２項では、公益上、緊急に不利益処分をする必要があ
る場合は、聴聞を行わないことが認められています。
　同じく２、米軍基地問題についての (1) のエ、許可
期間内での移植作業についてお答えいたします。
　沖縄防衛局の申請書によれば、Ｉ地区の移植の実働
作業日数は７日が見込まれるとされていることから、
沖縄防衛局がサンゴ類への影響に配慮して適切に移植
を実施するのであれば、許可期間内で最も移植に適し
ている、海水温がピークを越えた９月に移植を実施す
ることが可能です。また、許可期間内に、移植作業を
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完了させることが困難な場合は、許可期間を変更する
ために変更申請することが可能ですので、そのような
手続を行う必要があったものと承知しております。
　同じく米軍基地問題についての (1) のカ、抗告訴訟
を提起しない理由についてお答えいたします。
　沖縄防衛局の申請書によれば、Ｉ地区の移植の実働
期間は７日間、ＪＰＫ地区の移植の実働期間は110日
間とされています。そのため、訴訟を提起しても、
判決が示される前に全ての移植が完了してしまい、
訴訟の利益が失われてしまうこととなるため、抗告訴
訟を提起しないこととしました。なお、県では、執行
停止に対する意見書及び審査請求に対する弁明書にお
いて、県の取消処分が適法であったことを主張するな
ど、行政不服審査法に基づき、適切に対応していると
ころであります。
　続きまして３、農林水産業の振興についての (1)、
台風６号の被害状況と対応についてお答えいたしま
す。
　今年７月の台風６号による農林水産業関係の被害額
は、約４億8353万円となっており、先島地域を中心
にサトウキビや野菜等で被害が生じております。この
ため、農林漁業者に対する支援として、営農相談窓口
の設置、農業共済、収入保険等による被災農家への補
償、さとうきび増産基金を活用した生産回復支援等を
行っているところであります。
　県としましては、引き続き関係機関や団体などと連
携を図りながら、各種支援に取り組んでまいります。
　同じく３、農林水産業の振興についての (2)、コロ
ナ禍による農林水産業への影響についてお答えいたし
ます。
　本県の農林水産業においては、家庭向けの野菜や鶏
卵などの品目が、巣ごもり需要等により堅調に推移し
ている状況であります。一方で、ホテルや飲食店等の
需要低迷に伴い、水産物やアグーブランド豚肉、カン
ショなどで、価格等に影響が生じているほか、学校の
休校等による学乳などへの影響が懸念されておりま
す。
　県としましては、引き続き市場等の動向を注視する
とともに、関係団体等と連携を図り、農林漁業者の経
営安定支援や感染収束期を見据えた消費喚起対策等を
検討してまいります。
　同じく３、農林水産業の振興についての (3)、中南
部圏域におけるかんがい施設等の基盤整備の取組につ
いてお答えいたします。
　中南部圏域での農業基盤整備は、水源やかんがい施
設の整備率が県全体と比較して低い状況となっており

ます。同圏域においては、地形・地質的な条件等から
水源を十分に確保できないことが主な要因となって、
かんがい施設等の整備が遅れております。
　県としましては、地域の水需要を踏まえ、既存水源
の効率的な活用に向けた検討を実施するとともに、多
様な手法による水源の確保を図り、かんがい施設等の
整備促進に取り組んでまいります。
　同じく３、農林水産業の振興についての (4)、県経
済の自立に向けた農林水産業の在り方と県の取組につ
いてお答えいたします。
　農林水産業は、県民生活に必要不可欠な食料を安定
生産・供給する機能を有するとともに、食品製造業な
どの関連産業を含めた地域経済や雇用への波及効果な
ど、重要な役割を担っております。このため、流通の
合理化などの新たなバリューチェーンの構築やＤＸの
推進など生産現場の強化、観光産業と連携した国内外
観光客向けの消費拡大、海外の現地量販店等と連携し
たテストマーケティングなど、攻めの農林水産業によ
る成長産業化を実現してまいりたいと考えておりま
す。
　３、農林水産業の振興についての (5)、流通条件の
不利性等への対応についてお答えいたします。
　県では、農林漁業者等の県外出荷に伴う輸送コスト
の低減を図るため、県外出荷に係る輸送費の一部を補
助する農林水産物流通条件不利性解消事業を実施して
おります。これまで県外出荷額が増加する等、農林漁
業者の経営安定化に寄与しているものと考えておりま
す。新たな沖縄振興のための制度提言においても、現
行事業の発展的な承継を図り、引き続き輸送コストの
低減対策や総合的な流通の合理化に向けた取組を図る
ため、関係機関と協議を進めております。
　同じく３、農林水産業の振興についての (6)、パラ
オ共和国とのＭＯＵ締結についてお答えいたします。
　パラオ共和国の排他的経済水域における本県漁船の
安定的な操業には、同国との友好関係の構築が重要で
あることから、県は、同国とのＭＯＵの締結を目指し
ているところです。しかし、新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、締結の見通しが立たないことのほ
か、漁業協議の状況を考慮する必要があることから、
今後の進め方について、国や漁業団体と相談している
ところです。なお、日本政府による同国への漁業協力
等が進められていることから、県では、ＭＯＵの内容
を一部前倒しする形で、積極的な協力を行っていると
ころです。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
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　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　２、米軍基地問題につい
ての (2) のイ、航空機騒音に係る調査結果と日米両政
府の姿勢についてお答えします。
　令和２年度航空機騒音測定結果では、嘉手納飛行場
周辺22地点中６地点、普天間飛行場周辺15地点中２
地点で環境基準値を超過しております。県は、日米両
政府に対して航空機騒音軽減に係る要請を行ってお
り、昨年度は、米国総領事館から、安全保障のコミッ
トメントを保全する観点と地域の環境問題とのバラン
スを取って対応したい、沖縄防衛局から、米軍に対し
様々な機会に申入れを行っていくとの回答がありまし
た。
　県としましては、引き続き日米両政府に対して航空
機騒音の軽減を求めてまいります。
　次に６、教育・文化・スポーツの振興についての
(3)、世界自然遺産登録地の保全と利用についてお答
えします。
　県では、登録地の生物多様性を保全するため、マン
グース捕獲などの外来種対策、林道の夜間通行止めな
どの密猟対策、道路への侵入抑制柵の設置によるイリ
オモテヤマネコの交通事故対策などを実施しておりま
す。また、令和２年に地元住民の理解を得た上で、沖
縄島北部及び西表島の両地域において観光管理計画を
策定し、自然を損なわない持続的な観光の実現に向け
て取り組んでおります。
　引き続き、同計画に基づき環境保全と観光振興によ
る地域活性化を推進してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　仲村家治議
員の４、離島・過疎地域の振興についての中の (4) の
うち、離島地域におけるスポーツツーリズム事業につ
いてお答えします。
　県では、離島地域を含め、プロスポーツチームの受
入れ体制構築に向けた市町村に対する支援を行うほ
か、地域への定着を目的とするスポーツイベントの開
催等を支援しております。また、昨年度はセーリング
競技において、沖縄県海域、特に座間味村海域におけ
る強化拠点化に向けた連携協定を、県、座間味村及び
日本セーリング連盟で締結しており、合宿実施等の増
加が期待されております。
　県としましては、引き続き離島市町村等と連携し、
スポーツツーリズムを推進してまいります。
　同じく４の (5)、離島における状況と県の支援策に

ついてお答えします。
　令和２年度の入域観光客数は、宮古圏域で約36万
人、八重山圏域で約49万人、対前年度比が、それぞれ
66％、65％の減となっており、離島観光は大きな影
響を受けております。このため、県では、離島地域を
含め、事業者支援策として、観光関連事業者等応援プ
ロジェクトや宿泊事業者感染症対策支援事業を実施し
ております。
　緊急事態措置終了後は、水際対策を徹底するととも
に、感染状況等を見極めつつ、段階的な需要喚起策に
取り組み、離島観光の回復に努めてまいります。
　次に７、海の安全・安心についての中の (4) のう
ち、ハワイの水難事故防止体制についてにお答えいた
します。
　ハワイ州ホノルル市郡においては、救急医療を所管
する緊急サービス部門の一つとして、海の安全を担当
する部署が設けられており、オアフ島の41か所のビー
チにライフガードを配置するとともに、水上バイクを
牽引して各エリアをパトロールする部隊が設けられて
いると承知しています。ハワイの水難事故防止体制に
ついては、本県の水難事故防止対策の検討に資するよ
う、関係部局や水難事故防止推進協議会等に情報の共
有を図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　５、子ど
も・子育て支援についての御質問の中の (1)、今後の
保育行政についてお答えいたします。
　市町村においては、地域における就学前児童数の推
移や女性の就業率の動向等を踏まえ、子ども・子育て
支援事業計画を策定し、今年度末の待機児童解消に向
け、取り組んでいるところです。市町村計画を取りま
とめた黄金っ子応援プランでは、令和６年度末までに
６万8053人の保育定員を確保することとしており、
うち、今年度までに６万6862人、令和４年度以降は、
1191人の確保を図る予定です。
　県としましては、保育ニーズの動向等を踏まえた今
後の取組について、市町村と意見交換をしてまいりた
いと考えております。
　同じく５の (2)、認定こども園の整備状況について
お答えいたします。
　本県の認定こども園は、令和３年４月１日時点で、
那覇市や浦添市など23市町村において、168施設、定
員２万372人となっており、うち、幼保連携型が122
施設、定員１万3809人となっております。県では、
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設置の申請があった場合、子ども・子育て支援事業計
画や、地域ごとの人口の増減、保育ニーズ、市町村の
意見等を踏まえ認可・認定しているところです。
　県としましては、市町村と連携し、地域の実情に応
じた保育の提供体制が確保されるよう、取り組んでま
いります。
　次に同じく５の (3)、子ども・子育て支援の基本方
針等についてお答えいたします。
　県では、子ども・子育て支援の基本方針として黄
金っ子応援プランを策定し、取り組んでいるところで
す。同プランの実施に当たっては、質の高い教育・保
育の提供が不可欠であることから、乳幼児期の発達の
特性を踏まえた実践、保育士、幼稚園教諭及び保育教
諭の資質の向上を図るための研修の推進、県や市町村
における教育委員会と福祉部局の連携等に取り組んで
いるところでございます。
　次に同じく５の (4)、虐待相談件数増加の背景と支
援策等についてお答えいたします。
　令和２年度の本県の児童虐待相談対応件数は、速報
値で1835件と過去最多となっており、核家族化や地
域社会の養育力の低下等による子育て家庭の孤立化な
どが背景と考えられます。
　県では、児童相談所の職員拡充や県警察との人事交
流による連携強化のほか、市町村職員に対する研修
等、児童虐待防止対策の強化に取り組んでおります。
また、子どもの権利尊重条例の啓発等により県民一人
一人の虐待に関する意識の向上を図り、虐待の予防、
早期発見に努めることとしております。
　同じく５の (6)、新たな振興計画における施策展開
についてお答えいたします。
　県では、子供の貧困対策として、教育の支援、生活
の支援、就労支援、経済的支援のための様々な施策を
実施しているところです。新たな振興計画（素案）に
おいても、子供の貧困解消に向けた総合的な支援の推
進を基本施策に掲げ、国・県・市町村、関係団体等が
連携し、子供のライフステージに応じたつながる仕組
みの構築及び県民運動の展開、貧困状態にある子供へ
の支援、ひとり親家庭等の困難を抱える保護者への支
援などの施策を展開していくこととしております。
　同じく５の (7)、 認可外保育施設への支援について
お答えいたします。
　認可外保育施設に対する支援としましては、沖縄振
興特別推進交付金を活用し、認可化に取り組む施設に
対する運営費及び施設整備費、指導監督基準の達成・
継続に必要な施設改修費、保育に必要な教材や備品、
入所児童の処遇改善のための給食費や健康診断費に対

する支援などについて取り組んでおります。
　今後とも、認可外保育施設へ入所する児童の処遇向
上や保育サービスの充実に取り組んでいきたいと考え
ております。
　同じく５の (8)、放課後児童クラブの現状等につい
てお答えいたします。
　令和２年度における県内の放課後児童クラブ数は
532か所、登録児童数は２万1968人で、登録児童数
は増加したものの、利用ニーズの高まりにより、登録
できなかった児童数は661人と横ばい傾向にありま
す。また、平均月額利用料は、平成28年度の9511円
と比較すると、令和２年度は9239円となり、272円
低減しております。
　県としましては、引き続きクラブの施設整備や運営
費等の支援により、利用料の低減等に取り組んでまい
ります。
　同じく５の (9)、次期子どもの貧困対策計画の方向
性等についてお答えいたします。
　計画に掲げる41指標のうち、11指標が目標を達
成、26指標が改善するなど全体の９割で進展が見ら
れました。一方で、横ばい・後退の指標が４指標あ
り、課題も残されています。
　次期計画の策定に当たっては、これらの成果と課題
を踏まえた学習支援などライフステージに応じた子供
の支援や貧困対策支援員の人材確保等、つながる仕組
みの構築に向けた取組の推進・深化を図るとともに、
新たな課題への対応も含め、今後、外部有識者の意見
も得ながら取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　おはようございます。
　それでは５、子ども・子育て支援についての御質問
の中の (3)、幼児期における教育等の取組についてお
答えします。
　県教育委員会では、黄金っ子応援プランを踏まえ、
関係機関と連携し、法定研修及びスキルアップを目指
した研修等を実施するとともに、幼児教育アドバイ
ザーを園内研修等に派遣することで専門性の向上を
図っています。あわせて、合同研修会を実施するなど
幼児教育・保育施設と小学校との連携体制構築に取り
組んでいるところです。
　次に６、教育・文化・スポーツの振興についての御
質問の中の (1)、小学校における教科担任制について
お答えします。
　文部科学省では、令和４年度からの小学校高学年に
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おける教科担任制の導入に向け取り組んでおり、優先
的に対象とすべき教科として、算数、理科、外国語、
体育の４教科を上げております。教科担任制の実施
は、担任の受け持つ授業時数が軽減されるため、教師
の負担軽減に資すると考えており、今後、対象教科の
選定と優秀な人材確保のため特別免許状制度の活用等
を含め、検討してまいります。
　同じく６の (2)、スクールロイヤーの活用方法につ
いてお答えします。
　現在、学校では、いじめや保護者とのトラブルなど
問題が多様化・複雑化しており、法的観点から助言が
行えるスクールロイヤー制度の導入が求められており
ます。具体的な活用方法として、学校の対応への助言
や法的対応に関する教職員研修の実施、出張授業等を
行うことができます。
　県教育委員会におきましては、令和２年度から、県
立学校においてスクールロイヤーが配置されていると
ころであり、公立小中学校での配置については、引き
続き市町村と意見交換をしてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○警察本部長（日下真一君）　７、海の安全・安心に
ついての御質問のうち (1)、水難事故の状況について
お答えいたします。
　令和２年中、県内の水難事故は、発生件数が85件、
罹災者が103名、死者が42名、行方不明者が１名と
なっており、全国と比べますと、発生件数・罹災者数
が全国ワーストワン、死者数が全国ワースト２位とい
う状況でございます。また、本年８月末現在における
県内の水難事故は、発生件数が63件、罹災者数が94
名、死者が30名、対前年同月比で発生件数が15件、
罹災者が37名、死者が５名とそれぞれ増加しており
ます。
　次に (2)、水難事故とコロナ禍の関連についてお答
えいたします。
　水難事故増加の要因には幾つかの原因があると存
じますが、その中でも現下の新型コロナウイルス感
染症拡大に伴い、屋内等での密を避けるため、海域レ
ジャーを行う県民等が増えたことが水難事故増加の要
因の一つであると考えております。
　次に (3)、水難事故対策についてお答えいたします。
　沖縄県では、本年４月24日から８月31日までの
130日間を水難事故防止運動期間と定め、関係する機
関・団体が各種対策を実施しております。
　県警察といたしましては、水上安全条例に基づく取

組として、海域レジャー提供業者等に対する指導、勧
告の実施、情報発信の取組として、ポスター・チラシ
等の配布、県警察ホームページ、ＳＮＳ等の活用、自
治体等の各種広報媒体の活用、海浜、海上警らによる
注意喚起を行うとともに、関係機関等に対する取組と
して、水難事故情報の提供と対策依頼、米軍との水難
事故防止会議の開催等の対策を実施したところでござ
います。
　次に (5)、沖縄県の担当部署についてお答えいたし
ます。
　県警察は、個人の生命、身体及び財産の保護を任務
としており、県警察では県民等への広報・啓発や海域
レジャー業者への安全対策などの各種施策を推進して
おります。水難事故防止に関し、総合的な施策を効果
的に推進するための沖縄県の関係部署といたしまし
ては、県民や観光客の安全・安心を担当する部署のほ
か、水難事故の発生場所を管理する部署、罹災者の救
助を担当する部署などが該当するものと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時12分休憩
　　　午前11時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　家治君　御答弁ありがとうございました。
　まず順番を変えて再質問させていただきます。
　まず７番の海の安全・安心なんですけれども、先ほ
ど本部長から報告ありましたように、このコロナ禍で
―実は去年から自然海岸での水難事故が多発してお
ります。本年度は大変死亡者数が極端に増えておりま
す。これは交通事故死の数よりも多いと言われており
まして、いかに異常かということが言われております。
　そこで知事、私は去年の６月の初議会のときに、知
事の公約を例に取りまして質問をさせていただきまし
た。知事は３年前の知事選の公約の観光振興の項目
で、マリンレジャーライフガード従事者の地位向上を
掲げております。昨年、今年と水難事故が多発し、沖
縄県としての明確な対策が見えません。海の安全・安
心を確保するためには、この海の安全を担う担当部署
が必要だと考えます。その件について、知事の答弁を
求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　水難事故に
関して、特に観光客への注意喚起を行っているかとい
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う点でございますけれども、今ありましたように海水
浴場の届出がなされていない自然海岸での遊泳につ
きましては、監視員やライフセーバーが不在であるこ
と、危険生物に関する安全対策がなされていないこと
から、観光情報サイトおきなわ物語や、ホテル等に配
置しているハンドブック「沖縄観光安全安心ガイド」
において、その危険性を周知しております。また、安
全対策がなされたビーチを紹介するとともに、遊泳可
能区域で遊泳することや、監視員・ライフセーバーの
指示に従うこと、それからシュノーケリング・ダイビ
ングの注意点、危険な潮流・離岸流等について、海の
危険生物についてなどを周知しております。
　今後とも県警や関係機関と協力し、事故の実態に応
じた適切な周知方法等について検討していきたいと考
えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　観光部長が何で答弁しているのか。
私は再三この件に関して質問をして、まず水上安全条
例を持っている県警本部からの答弁はいつもありまし
た。土建部長、あなたも神奈川県の状況を説明しまし
たけれども、あれはビーチじゃないからね。自然海岸
なんですよ。その認識があなたたちにはないんだよ。
観光客だけではなく多くの方が、県民が命を落として
いるんですよ。去年からずっと言っている。そして、
私は知事にもお話をしました。何で観光部長が私の質
問に答弁するんですか。
　もう一度聞きます。
　知事、イチャンダビーチ、持続可能性のあるマリン
スポーツの姿を考えると、やはりこのライフガード制
度についてしっかりと取り組んでいく必要があります
と、去年私の質問に明確に答弁しています。
　再度聞きます。
　この答弁に基づいて、沖縄県の部署に新たなこの責
任を持った部署、例えばイチャンダビーチ課など創設
してはどうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時17分休憩
　　　午前11時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　自然海岸における安全管理につきましては、県警等
の関係機関や沖縄ライフセービング協会等の関係団体
と意見交換を行っているところであります。引き続き
沖縄県水難事故防止推進協議会等を通じて、連絡、情

報収集を行いながら、総合的、効果的に意見交換を行
いながら取り組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　いいですか、今現在進行形で水難事
故が起こっているんだよ。それを協議していく。人の
命がかかっていることに対して、皆さんは危機感がな
いんだよ。私はあえて代表質問でこの項目を取り上げ
ていますけれども、いいですか。今、新聞やＲＢＣ、
ＮＨＫが特集を組むほど大変危険な状態であること
を、なぜ知事は認識しないんですか。部長の答弁は要
りませんよ。知事、どうお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　マリンレジャー、マリンス
ポーツ等をメインとする我が県の観光事業について
も、この安全・安心な管理体制の下でレジャーを楽し
んでいただくということは、必要不可欠な条件整備だ
というように思います。昨今議員がおっしゃるよう
に、やはりこのコロナの影響もあり、より自然の海岸
でレジャーを楽しみたいという県民の皆さんについて
も、日頃から部局や県警との連携を通じ、安全・安心
のレジャーを楽しんでいただくよう啓発活動を行って
いるものでありますが、議員御提案の組織の体制等に
ついては、関係部局及び水難事故防止推進協議会等に
情報等を共有しながら、どのような体制が組めるのか
ということについて、検討してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　ぜひお願いいたします。
　また議会のほうには、これに関する請願も提出され
ております。また委員会でこの請願の審査をしますけ
れども、ぜひ関係部局の皆様は、自分の部署だけでは
なく、横断的にぜひこれを協議していただきたいとい
うことを要望いたします。
　続きまして、知事の政治姿勢について、先ほど知事
のほうから菅総理の評価を述べていただきましたけれ
ども、官房長官時代から長きにわたり沖縄に関わって
きたわけです。そして師と言われる梶山静六先生から
も、沖縄の問題解決に向け教えを受けたと自ら述べて
おります。
　再度お聞きします。
　政治家、菅義偉について知事はどう評価いたします
か。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども答弁をさせていた
だきましたが、菅総理大臣、官房長官時代には基地負
担軽減担当でもいらっしゃいましたし、また沖縄の実
情にも、特に経済振興についても深い造詣がおありで
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あったというように認識をしております。この間、
私も種々の要請行動で、官房長官時代あるいは総理に
なられてからも沖縄の実情についてお話をさせていた
だき、例えばモノレールの輸送力の強化などについて
も、沖縄県の御理解もいただき、そのような状況につ
いての御支援をいただいたものというように認識して
おります。今般、総理大臣の任から離れたとしても、
そのような沖縄に対するお考えをしっかりとサポート
していただく形で今後とも御理解、御協力をお願い申
し上げたいというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　ぜひ多くのチャンネルを持って、沖
縄県のこの状況を打破するために、中央とのパイプも
しっかり結ぶべきだと私も考えております。
　任期に伴う自民党総裁選挙が始まりました。立候補
者の顔ぶれを見ますと、沖縄担当大臣経験者が３人も
おります。また、情報関連の沖縄担当をなさった方も
おります。この顔ぶれを見て、知事の率直な御意見を
お伺いさせていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時22分休憩
　　　午前11時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　それぞれお一人お一人の評
価については、特に私のほうから評価させていただく
ことは非常におこがましく、言を避けたいと思います
が、いずれの方にいたしましても、御党の総裁候補と
して、ふさわしい方々ではないかというように認識を
しております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　総裁選の後、首班指名で総理大臣に
なると思われますので、ぜひこの辺のパイプをしっか
りつくっていただきたいと思っております。去年、同
じ時期に総裁選挙がありまして、知事は記者会見で総
理大臣は小沢一郎先生がいいという答弁をなさったそ
うなんですけれども、今も変わらないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私の経験上、国会における
首班指名はどなたを指名してもいいというように認識
をしておりますので、そのような状況にあれば、私が
意中とする人を首班として指名をすることもあり得る
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　すばらしい御答弁でした。
　それで、玉城知事、前後援会長がオール沖縄を不支

持と表明しました。知事に直接お話はありましたで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時24分休憩
　　　午前11時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　あくまでも関連した質問と
して答弁をさせていただきますけれども、そのような
後援会活動については、特に普段から細かいやり取り
をしているというわけではありません。今般の件に関
しましても、私は新聞報道で知った次第であります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　照屋副知事、同志でありました金秀
の会長に対してどう思うでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　金秀の呉屋会長につきまし
ては、業界におきましても長年親交を結んできた間柄
でありますし、またオール沖縄の潮流―雲流がとい
いますか―が起きたときにも、歩みを一にしてきた
間柄でありました。今回、去年の７月、後援会長を離
れられる、あるいはオール沖縄会議の共同代表を離れ
るというところから、本業である金秀グループの経営
環境が非常に厳しくなっているというふうなことにつ
きましては、同じ経営者ＯＢとして同情を禁じ得ない
立場を何名かの方には申し上げてきたつもりでありま
すが、大変にあれだけの大きなグループの支援がなく
なると―御本人は自主投票というふうに言っておら
れますけれども、今回の選挙につきましては、大変残
念に受け止めている次第であります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　何をおっしゃったか分からないんで
すけれども、ぜひ私たちも県民のために政治をやって
おりますので、それを忘れないようにしたいと思いま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
　　　〔新垣淑豊君登壇〕
○新垣　淑豊君　自民党会派の新垣淑豊でございま
す。
　先ほど仲村議員も冒頭で触れておりましたが、議員
の県職員への不適切な行為ということで公文書が発出
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されております。当該議員もわびをするなど、事案が
あったことは否めないかもしれませんが、突然の公文
書としての公表と先般の副知事答弁によるパワハラ認
定ということで、この発言は非常に重いと私は思って
おります。当該議員は心身に影響を受けているという
ことで、診断があったという報告がございました。本
来はしっかり本人を含めての調査が必要であり、今後
もこのようなことが突然行われましたら、我々は県民
から議員職を預かっておりますけれども、その活動に
ついても阻害されるのではないかというふうに考えて
おります。
　議員と職員は互いに尊重し合うことを前提として活
動しなければなりませんが、この案件については、も
ともと中部病院でのクラスターの公表のやり方につい
てがスタートであり、虚偽や隠蔽とも考えられる状況
をつくり出した―これは県が混乱させてしまったと
いうことで、非常に大きな責任があるものだと思って
おります。県がしっかりと県民が知るべき大切なこと
を公表しないということが根幹にあると思っておりま
すので、これはこの議会においても我々しっかりと県
民からの負託と信頼を預かっております。これは真摯
にしっかりと発言をしてまいりますけれども、知事を
はじめといたします執行部の方々については、同じよ
うに答弁いただきたいということを冒頭に申し上げま
す。
　質問に入ります。
　沖縄振興の推進について。
　沖縄の本土復帰から49年。５次にわたる振興計画
が実施され、来年の３月末は、現行の沖縄振興特別措
置法及び沖縄21世紀ビジョン基本計画の期限を迎え
ます。これまでの振興計画の実施で県経済は大きく成
長しているが、依然、解決すべき課題は山積し、沖振
法のさらなる延長や新たな沖振計画の策定が必要とし
て、県は国に要請を行っております。
　しかし、国は、これまでにない厳しい姿勢を示し、
過去５度とは明らかに対応が異なり、また、沖縄振興
を議論する自民党の沖縄振興調査会の議論の場に玉城
知事の姿はほとんど見られず、県政の声を十分に届け
たか疑問であります。県の中には、これを露骨な冷遇
と批判する向きもあるが、この状況をつくったのは知
事自身の国に対する姿勢にあったことを指摘しておき
たいと思います。これまで沖縄の振興発展は我が自民
党が担ってきた経緯と歴史から、様々な制度存続や沖
振法の10年延長、新たな振興計画策定の必要性を党
本部自民党沖縄振興調査会や内閣府に対し強く求めて
まいりました。

　これを受け、自民党沖縄振興調査会は、復帰50年を
迎える沖縄の新たな振興計画の実現を目指した党提言
を菅総理大臣と河野沖縄担当大臣に提出し、内閣府も
次期沖縄振興に関する基本方向を示し、来年の通常国
会に法案の提出に向け準備を進めるとしております。
これにより、沖縄の要望はほぼ認められる方向となり
ましたが、沖振法の延長期間は明示されておらず、今
後の課題であります。
　一方、3000億円台の確保の約束が今年度で切れ、
令和４年度沖縄振興予算は、県要求の3600億円規模
に対し、内閣府の概算要求は3000億円割れと厳しい
状況となっております。
　県は、国の対応に対し、政争の具にしていると批判
をしておりますが、むしろ政争の具にしているのは県
のほうであります。国は、骨太の方針、これまでの沖
縄振興策の検証結果を踏まえ、方向性が決まり、その
後、自民党沖縄振興調査会の提言、それを受け内閣府
の沖縄振興に関する考えが示される手順を踏んでおり
ます。翁長前県政から普天間の辺野古移設の阻止と振
興策の推進を同時に国に求めているが、結果が出せて
いない状況であります。
　現玉城県政において、今後最優先で取り組むべき課
題は、要望し見通しの立っていない沖振法の10年延
長と沖縄振興開発金融公庫を何としても存続させるこ
とであります。公庫存続について、我が会派は本議会
で議論を重ね、議会としても積極的に国に対して働き
かける必要があると考えます。
　以上述べて質問いたします。
　(1)、令和４年度沖縄振興予算要求について。
　ア、令和４年度沖縄振興予算要求における基本的な
考え方について、これまで半世紀に及ぶ振興予算の在
り方の総括・分析から、これからの沖縄に求められる
振興施策について、国の理解は得られた上での予算要
求であったか。
　イ、令和４年度沖縄振興予算要求に向け、市町村か
らの要望や意見等について、その内容と国への要望に
どのように反映させているか。
　ウ、令和４年度沖縄振興予算は、3000億円台確保
の約束が今年度で切れる中、3600億円規模を要求し
たが、内閣府の概算要求は3000億円割れと厳しい状
況となっている。知事はこの差異をどう認識している
か。
　エ、新型コロナ感染症の影響もあり、国の財政が厳
しい状況にある中での振興予算要求であり、沖縄担当
大臣や関係閣僚等への十分な説明と理解を得る努力が
必要となる中、知事は、国が納得する要請活動を行っ
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たと考えているか。また、今後の要請活動をどう展開
するか。
　オ、令和４年度沖縄振興予算概算要求の一括交付金
はソフト、ハード合わせて981億円である。県の要望
額1915億円と大きく差異があるが、この差額をどの
ように補塡していくか。
　(2)、県経済の振興について。
　ア、沖縄振興特別措置法の延長について、さらなる
10年間の延長を求めている。内閣府は、次期沖縄振
興に関する基本方向の中で法的措置の必要性を示した
が、期間は明示していない。10年延長をどのように
認めさせるか、知事の認識と対応について伺う。
　イ、第５次、50年に及ぶ振興計画の実施で社会資
本整備は進み、県内総生産は復帰時の7.2倍に達し県
経済は大きく前進している中で、さらなる沖振法の延
長や新振興計画の策定を求めている。一方で、米軍基
地の集中は解消されていない。米軍基地問題の解決と
振興策の推進を今後どのように両立して進めていくの
か、知事の考えを伺う。
　ウ、自民党沖縄振興調査会は、復帰50年を迎える
沖縄の新たな振興計画について、菅首相と河野沖縄担
当相に党提言を提出した。その中で「総合的な安全保
障としてアジア・太平洋地域の安定に資する」と記し
ている。知事が要請に際し、この点に意見なさなかっ
たとされるが、その見解を伺う。
　エ、内閣府は、2022年度以降の沖縄関係税制の優
遇措置について基本方向を示した。知事の要請を受け
てのことと考えるが、知事は、酒税軽減措置について
ビール５年、泡盛10年間の延長で廃止することは妥
当と考えているのか。
　オ、沖縄振興開発金融公庫の存続について、自民党
沖縄振興調査会の提言で存続は必要としたが、内閣府
は引き続き検討するとなっている。今後強力な要請活
動が求められる。認識とどのような活動をするか考え
を伺う。
　カ、沖縄自動車道の利用料金について、独自料金の
３年延長及び割引制度を継続し、現行の料金水準を維
持するよう要請がある。県の取組について伺いたい。
　キ、復帰特別措置法に基づく揮発油税の軽減措置に
ついて、さらなる延長が求められている。県の認識と
取組について伺いたい。
　ク、県は、那覇空港を拠点とする航空コンテナス
ペース確保事業について、事業を停止しているようだ
が、理由と関連事業者への対応、また、再開の見通し
はどうか。
　ケ、県が５月に策定した新たな振興計画（素案）に

は多くの海洋関連のキーワードが記述されていたが、
８月の沖縄振興審議会意見及び内閣府の新たな沖縄振
興策の検討の基本方向についてに海洋資源の記述が見
られなかった。本県の経済振興の中において海洋資源
開発をどのように進めていくのか。
　コ、県は次期振興計画に関わるＤＸ、ＩＣＴ関連政
策をどのような体制・スケジュールで進めていくのか
伺う。
　２、新型コロナウイルス感染症対策について。
　デルタ株に置き換わった新型コロナは、全国的な感
染爆発となり、ついに21都道府県に緊急事態宣言が
発せられた。本県も9月30日まで緊急事態が延長され
たことで、経済界からの悲鳴と県に対する不信が大き
くなったのであります。
　これまでの飲食関連業への時短要請や酒類の提供自
粛などから、大型商業施設やデパート地下食品等売場
への入場制限もなされるなど、２年近くに及ぶ経済活
動の自粛で企業自体の存続さえ危ぶまれており、企業
努力だけでは限界にあり、国や県の新たな支援が必要
とし深刻さが増しております。
　これまで県の対応は飲食関係業への時短要請や酒類
の提供自粛要請一辺倒でありました。強制ではない
ことから、店を開け深夜までの営業を続けるところも
あり、要請に従う店からは長期化する飲食店等への休
業・時短要請に対する疑問や不満が出ております。感
染者の増加はそのまま医療への負担につながり、感染
しても入院できない事態が起きており、ホテル等宿泊
施設や自宅での療養者は増える一方であります。その
影響はコロナ以外の一般患者の診療にも及び、まさに
医療崩壊状態で命の選択が始まっているとの指摘もあ
ります。
　県は、安定的な病床の確保と県民が安心し得る医療
体制の整備支援に全力を注いでほしいと考えます。
　そこで伺います。
　(1)、本県における新型コロナウイルス感染症は、
より感染力が強いデルタ株に置き換わったこともあ
り、全国最悪の感染状況となった。事実上、医療崩壊
状態ともなっている。この２年近くの状況から感染防
止の重要性・緊急性が問われながらも対策の効果が出
なかったのはなぜか。
　(2)、第５波はこれまでの感染とは桁違いで、若者
への感染増加、特に10歳未満の感染が増えている。
家庭内感染や保育園での感染が拡大したと言われる。
そこでの感染防止対策はどのように行われているか。
　(3)、感染者の増加で医療機関が逼迫し、入院先が
決まるまでの一時待機する入院待機ステーションで入
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院調整が行われている。一方、ホテルなど宿泊施設療
養中や自宅療養中に死亡する事例も出ている。病床が
満杯の中、入院調整の整合性をどう図るか、また、命
の選択も事実上行われていると言われるが、本県の状
況を伺う。
　(4)、軽症や中等症の場合自宅療養となるが、妊婦
陽性者、特に出産が近い妊婦の優先入院は配慮すべき
であるが、本県における対応を伺う。
　(5)、クラスター発生を最も警戒すべきコロナ受入
れ病院で大規模なクラスターが発生し、死亡者も多数
出ている。県の病院内の感染防止対策や指導はどのよ
うに行われているか。また入院患者への感染防止の対
策と指導について伺う。
　(6)、本島中部の食品加工会社で感染が発覚し、そ
の濃厚接触者を出勤させ、感染拡大を招いたと報道さ
れている。感染発覚から１週間経過しながら、保健所
からの連絡はなく、感染経路や濃厚接触者の有無も調
査されていないと聞くが、事実関係と通常クラスター
や濃厚接触者等の追跡調査はどのように行われている
か。
　(7)、感染拡大が止まらない状況にあって、飲酒が
要因の一つとして、飲食関係業に対する時短要請や酒
提供の自粛などが長期にわたることで不満が高まり、
中には自粛要請を無視して酒を出す店もある。県は、
飲酒が要因である科学的根拠を示し、感染防止対策、
情報の発信を強化すべきではないか。
　(8)、県は、ワクチン接種の基本計画を示し８月末
で県内総人口の50％、10月末で70％、11月中に希望
する県民に２回完了としている。全国最悪の感染拡大
の状況を鑑みると、接種加速化のための計画見直しが
必要ではないか。
　(9)、新型コロナ患者の重症化を防ぐ効果が高いと
され、軽症・中等症向けに治療薬、抗体カクテル療法
の活用が注目されている。本県における活用について
伺う。
　(10)、県は、経済活動の再開に向けた規制解除の目
安を発表した。１日の感染者数が200人程度まで減少
することが条件となるが、その場合、規制は全面解除
か段階的解除か、具体的方針を伺う。
　(11)、国は初の改正感染症法に基づく病床確保と最
大限患者の受入れを東京都に要請している。感染拡大
が最悪な状況にある本県においても要請が必要ではな
いか。
　(12)、保護者の新型コロナウイルス感染で自宅療養
となり、子供含めて食料品や生活必需品の支援が必要
な状況となっている。独自に支援をしている市町村も

あるが、県との連携の状況はどのようになっているか。
　(13)、県所管の学生寮に入寮している県外・離島出
身の生徒が新型コロナウイルス感染の際に公共交通機
関を利用することなく、保護者・保証人が引き取る措
置を求められているが、交通や日程都合上、自宅に戻
れないケースもある。その際の補助や支援はどのよう
になっているか。
　３、観光振興について。
　新型コロナ感染症は本県経済の柱である観光に壊滅
的な打撃を与え、国内外からの観光客は大幅に激減し
ており、２年連続の大幅な落ち込みは県経済にとって
致命的であります。令和２年度の入域観光客数は258
万3600人と、令和元年度の946万9200人に比べ、
688万5600人、72.7％の大幅な減です。また、令和
２年時点における修学旅行者数も395校、7414人と、
令和元年度2398校、40万9011人に比べ激減し、今
年度は申すまでもありません。県内外からの観光客の
激減で県内観光業独自の努力では限界があり、国や県
などの支援が求められております。
　疲弊した観光業を回復させるには、ＧｏＴｏトラベ
ルなどＧｏＴｏキャンペーンの再開が必要であると考
えます。過去のＧｏＴｏトラベルは、コロナ感染拡大
の元凶であるかのようにマスコミや国政野党から批判
されましたが、観光地を有する自治体にとっては必要
不可欠だった事業であり、現に事業再開の要望は強い
のであります。確かに全国規模を前提とすると、Ｇｏ
Ｔｏトラベルの早期の再開は難しい状況にあります。
ＧｏＴｏトラベルの及ぼす効果の大きさを考えれば、
観光を柱とする本県の知事として、事業の必要性を積
極的に発信していくことが重要ではないでしょうか。
　そこで伺います。
　(1)、デルタ株に置き換わったこともあり、新型コ
ロナの収束は一層不透明となっている。県内への観光
客の回復は当面見込める状況にない中、現状の打開策
をどのように考えているか。
　(2)、疲弊した飲食業、バス・タクシー業、酒類販
売業等への支援が求められている。国及び県による支
援策の種類と支援実績について伺う。
　(3)、修学旅行の中止や延期により、県内旅行社や
宿泊業、バス会社などはキャンセルが相次ぎ苦境に
陥っており、国の地方創生臨時交付金による支援が求
められている。活用できる支援策は積極的に活用すべ
きだが、県の取組を伺う。
　(4)、県は、2020年のＭＩＣＥ開催実績を発表して
いるが、その内容と従来との違い、特徴等はどのよう
になっているか。
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　(5)、コロナ禍において、県内への修学旅行者数は
大幅な減少となっている。このような状況の中でも安
全・安心に最大限配慮した修学旅行の受入れについ
て、他県等への情報発信と県内関係機関等の体制整備
について伺う。
　(6)、東京オリンピック・パラリンピックは無観客
開催となったが、当初県のオリンピックに伴う観光へ
の波及効果の予測と現状とでどのような違いとなって
いるか。
　(7)、８月臨時議会において、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けている観光産業の再興に関する条
例が可決されたが、この条例を基にして県はどのよう
な取組を行うのか。
　４、雇用失業問題について。
　厚労省の調査によれば、新型コロナ感染拡大に関連
した解雇や雇い止めなど、コロナ解雇は十数万人と言
われ、雇用環境は悪化しているとされております。国
の企業への支援策で、雇用調整助成金による特例措置
を講じ、企業や雇用の確保を図っておりますが、段階
的に縮減する方針のようです。
　県内の有効求人倍率は減少傾向にあり、16か月連
続で全国最下位、完全失業率も3.7％と悪化し、完全
失業者数は３万人と増加しております。コロナ禍に
あって、職を求める者は増加する一方、先行きへの不
安から企業の求人は減少傾向にあり、雇用環境の悪化
を懸念しております。県は、令和３年１月までに実績
で就職困難者等の相談が１万8219件、学生等が3787
件、事業主に関する相談が3247件に達し、コロナ感
染症の影響がいかに深刻であるかが数字で示されてお
り、支援対策の強化と迅速な対応が求められておりま
す。
　そこで伺います。
　(1)、コロナ感染拡大による企業の休業や廃業によ
る解雇や雇い止めで、県内の雇用情勢は自殺者も出る
ほど悪化しているが、感染の収束は見通せない。現在
の状況と県による支援策を伺う。
　(2)、企業への支援策である雇用調整助成金の段階
的縮減の動きがある中、本県における活用状況はどう
か、正規・非正規別の助成率を伺う。
　(3)、コロナの影響で、有効求人倍率及び失業率は
悪化している。新卒採用にも影響し、次年度の採用数
も減少と懸念されるが、県の認識と対応を伺う。
　(4)、本県の自治体における障害者の雇用状況は厳
しい状況にあるが、コロナ感染症の影響でさらなる悪
化が懸念されている。自治体及び民間における状況に
ついて伺う。

　(5)、本県は、非正規労働者の割合が高く改善が求
められている。過去３年間の正規・非正規の割合と正
規雇用拡大に向けた県の取組の成果、民間機関等の協
力を得るため具体的にどのような働きかけをしたか。
　(6)、改正高年齢者雇用安定法が施行されたが、コ
ロナ禍の中、企業の対応は厳しいと言われている。本
県における高齢者雇用の状況と制度改正に向けた県の
取組はどのようになっているか。
　(7)、2021年度の地域別最低賃金の改定額が決まっ
たが、本県は28円増の820円となった。コロナ禍も合
わさった中で企業への影響はどのように認識している
か、また最賃改定実施に向け県の指導はどのように行
うか。
　５、県内社会資本の整備について。
　新型コロナ感染症以前の県内景気は好調で、公共事
業及び民間投資や建設により、業種別売上げでは建設
業が最大の伸びを示しておりました。しかし、新型コ
ロナウイルスの感染の収束が見通せない中、国の財
政、県や市町村における財政も危機的状況にあり、今
後の公共事業や民間が行う事業への影響が懸念されて
おります。
　本県では、建設業の県経済に占める割合は大きく、
雇用の受皿としても重要な役割を担っており、公共事
業が縮小されることは建設業に与える影響として計り
知れません。他方、県内の建築・土木・測量技術者の
新規求人倍率は、3.85倍と高く、県内建築業における
技術人材の不足は深刻であります。要因には、少子化
だけでなく、肉体労働で暑い中での厳しい作業を若者
が敬遠する向きが大きいと思われ、働き方改革に基づ
く職場環境の改善や社会保険制度の徹底など、魅力あ
る建設業への転換が必要であります。コロナ禍にあっ
て、厳しい状況にある今こそ、建設業の抱える課題の
解決に全力で取り組む必要があると考えます。
　そこで伺います。
　(1)、本県の建設業を取り巻く環境は厳しさを増し
ており、建設業従事者の年齢構造は60歳から65歳ま
での割合が増加し、技術者の高齢化、若者入職者の減
少など、課題が山積している。魅力ある本県建設業の
育成に向けた県の基本方針を伺う。
　(2)、県内市場の狭隘性や公共工事の伸び悩みなど、
県内建設業も経営の多角化が求められている。県は、
アジア・太平洋地域に積極的に技術貢献できるグロー
バル産業を育成するとしている。具体的な方策と取組
の現状を伺う。
　(3)、担い手不足解消を図る上で、女性就業者や外
国人労働者を増やす取組が必要と言われているが、現
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状と課題はどのようになっているか。
　(4)、昨今の異常気象の影響もあり、台風や豪雨に
よる被害が全国的に多発し、特に土砂崩れによる住宅
倒壊等の被害で住民生活に深刻な状況も起きており、
対策が求められているが、本県における支援等の対策
はどうなっているか。
　(5)、大規模な土石流災害の要因として不適切な盛
土による崩落が指摘されている。盛土を規制する条例
について、本県の条例の内容とこれまで違反の事例は
あるか。
　(6)、鉄軌道の導入については、国との議論を加速
させるとしているが、これまでの国との議論の経過と
事業化に入る上でクリアすべき課題や問題点は何か。
また、解決は可能と考えているか。
　６、地域福祉・医療の充実強化について。
　高齢社会への突入、さらなる少子化の進行、生活は
多様化し、地域での人々のつながりの希薄化と社会環
境は大きく変化する中、人々の安心・安全を求める声
も増え、本県でも地域で孤立する老人やひきこもり、
子育てに疲れストレスによる児童虐待、そして子供の
貧困問題など、地域課題の解消に追われています。加
えて、新型コロナ感染症の影響で医療体制は崩壊寸前
であり、福祉関係施設等は人材不足もあり感染防止対
策に苦しんでおります。コロナ禍での生活苦による相
談件数も増加しており、支援への取組を加速化する必
要があります。
　また、18歳未満の子供が家族を介護するヤングケ
アラー問題で、県は、市町村に対し、早期発見と支援
や保護を行うよう通知したとしていますが、この問題
は喫緊な対応が必要であり、県による実態調査の実施
と支援に向けた具体的な動きが必要であると考えま
す。
　そこで伺います。
　(1)、本県医療の提供体制の充実に向けた地域医療
連携体制の強化、医療機能の病床の整備、医師不足へ
の対応、県全域における適正な配置と診療科偏在の解
消など県の目標は、新型コロナ感染拡大で大きな影響
を受けている。今後どのように見直していくか。
　(2)、薬剤師確保の重要性から、県内の大学に薬学
部設置が求められているが、県はその必要性をどう認
識しているか、また、設置に向けた調査など具体的な
取組を伺う。
　(3)、介護サービスの充実を図る上で、地域包括シ
ステムの促進や介護人材の確保は不可欠である。特別
養護老人ホームなどの施設整備も求められる中、現状
は介護士不足が深刻となっているが、県の取組を伺う。

　(4)、障害者の支援を図る上で、入所施設や病院等
から地域生活へいかに移行させるかが重要である。そ
のためには、障害者が働き続ける環境づくりなど地域
全体で支え合う体制の構築が必要であるが、取組の状
況について伺う。
　(5)、県地域福祉支援計画が終了するが、計画の５
つの目標について、どの程度達成されたか。また、今
後に残された課題や問題点等はどう考えているか。
　(6)、ヤングケアラー問題について、県内には約60
人いるとされるが、表面化しにくいことから実態調査
や具体的支援が難しいようである。関係機関や福祉関
係者等との連携・協力体制の強化を図り支援に結びつ
けるべきである。県の認識を伺う。
　以上、よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの新垣淑豊君の質問
に対する答弁は、時間の都合もありますので午後に回
したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午前11時52分休憩
　　　午後１時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前の新垣淑豊君の質問に対する答弁を願います。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　新垣淑豊議員の御質問にお
答えいたします。
　まず沖縄振興策の推進についての御質問の中の１の
(1) のア及び１の (1) のエ、令和４年度沖縄振興予算
に係る要請についてお答えいたします。１の (1) のア
と１の (1) のエは関連しますので、恐縮ですが一括し
てお答えいたします。
　沖縄振興予算は、本土復帰以降、令和元年度まで累
計で12兆円余が措置され、社会資本を中心に本土と
の格差是正が進み、コロナウイルス感染拡大以前は入
域観光客が1000万人を超え、完全失業率、有効求人
倍率も改善するなど、様々な分野で着実に成果を上げ
てまいりました。しかしながら、県民所得の向上等は
いまだ十分ではなく、自立型経済の構築はなお道半ば
にあるほか、離島の条件不利性や子供の貧困の問題
などの課題解決に取り組む必要があります。また、令
和４年度は、アフターコロナに向けた将来を見通す中
で、未来を先取りし、日本経済の一端を担うべく、新
時代沖縄を展望し得る、より進化した振興策の展開を
図っていきたいと考えております。このため、令和４
年度沖縄振興予算の要請では、国及び県の総点検結果
等も踏まえ要望している新たな沖縄振興の施策展開に



─ 59 ─

必要な財源として、要求可能額を最大限活用した概算
要求を行い、引き続き3000億円台を確保するととも
に、沖縄県及び市町村が自主性と主体性を発揮できる
財源を確保するよう求めたところであります。
　要請に当たっては、全市町村と意見交換を行うとと
もに、新たな取組として、ロジックモデルの手法を活
用し、個別事業の有効性等が検証できる資料を提供す
るなど、内閣府との意見交換を重ねた上で、去る８月
５日から６日にかけて、私から内閣府沖縄担当大臣や
自民党沖縄振興調査会をはじめ関係要路へ要請を行っ
てまいりました。
　今後も、市町村と連携を図りながら、あらゆる機会
を捉え、所要額の確保に向け要望してまいります。
　次に１の (2) のオ、沖縄振興開発金融公庫の存続に
ついてお答えいたします。
　沖縄振興開発金融公庫の政策金融は、沖縄振興特別
措置法に基づく税・財政面の特別措置と並び、沖縄
振興の車の両輪として重要な役割を担っており、今
般のコロナ禍では、かつて例を見ない規模となる、約
１万5000件、約3100億円の緊急融資により、県経済
のセーフティーネット機能を発揮する等、その存在意
義は明確であります。同公庫の現行組織の存続につい
て、私は、今年５月に続き７月にも、市長会会長、町
村会会長と連名で国の関係要路へ要請を行ったほか、
国の沖縄振興審議会や同公庫の運営協議会においても
要請したところであります。また、経済団体等からも
強い御要望があり、沖縄県の総意であると考えており
ます。このため、同公庫の存続について私は各界と連
携しながら、国に強く求めてまいります。
　次に、新型コロナウイルス感染症対策についての御
質問の中の２の (8)、ワクチン接種基本方針の見直し
についてお答えいたします。
　沖縄県では、各市町村と意見交換等を行い、若者世
代への接種勧奨のため、あらゆる媒体を活用した広報
を行うとともに、12歳以上の子供たちへの接種体制
構築のため医師の派遣調整を行うなど、市町村におけ
る接種が加速化するよう支援しているところです。
また、県が設置している広域ワクチン接種センターに
おいては、接種枠の拡大、当日受付の実施、若者世代
に対する優先接種等の実施により、ワクチン接種の加
速化を図っております。さらに、県民に対して風評に
惑わされないよう正しい情報を発信するなど、ワクチ
ン接種を前向きに考えてもらうための働きかけを行っ
ているところであります。これらのさらなる取組によ
り、可能な限り早期に全人口の70％以上への接種が
実施できるよう全力で取り組んでまいります。

　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、沖縄振興策の推進に
ついての (1) のイ、令和４年度沖縄振興予算の要請に
おける市町村の要望についてお答えいたします。
　県では、令和４年度沖縄振興予算の確保に向け、７
月に３回に分けて全41市町村を対象に意見交換を実
施いたしました。市町村からは、一括交付金制度の継
続、深刻な子供の貧困への対策の継続、離島の定住条
件の整備に係る取組、公共事業に係る取組など、数多
くの御意見をいただきました。このような市町村か
らの意見も踏まえた結果、８月の要請においては、要
求可能額を最大限活用した概算要求を行い、引き続き
3000億円台の沖縄振興予算を確保するとともに、本
県及び市町村が自主性と主体性を発揮できる財源の確
保について、市長会、町村会との連名により要請した
ところであります。
　同じく１の (1) のウ、令和４年度沖縄振興予算概算
要求についてお答えいたします。
　８月末の内閣府の概算要求では、子供の貧困対策等
が増額要求され、産業競争力の強化等の経費が新たに
盛り込まれましたが、一括交付金は、制度の継続に向
けた要求をしていただいたものの今年度予算と同額と
なっております。また、予算総額は、要求可能額が最
大限活用されず3000億円台に届かなかったことは残
念ではありますが、今後の予算編成過程において、事
項要求している経費の確保を図り、総額3000億円台
の沖縄振興予算を維持していただくよう要望してまい
ります。
　同じく１の (1) のオ、令和４年度の沖縄振興一括交
付金に係る内閣府の概算要求についてお答えいたしま
す。
　令和４年度沖縄振興予算の要請に当たり、市町村等
から一括交付金の要望内容を取りまとめたところ、
各整備事業の進捗に遅れが生じているハード交付金の
大幅な増額を求める声が強く、ソフト交付金を含めて
約1915億円の計画額が積み上がりました。８月の要
請においては、このような沖縄の声をお伝えいたしま
したが、内閣府の概算要求では、今年度予算と同額と
なっております。このため、今後は、市町村の要望も
踏まえさらなる増額が図られるよう、あらゆる機会を
捉え、要望してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
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　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、沖縄振興策の推進に
ついての (2) のア、沖縄振興特別措置法の10年延長に
ついてお答えいたします。
　新たな沖縄振興においては、これまでと同様に、安
定的な制度運用が可能となるよう、法的措置を講ずる
期間を10年と設定する必要があると考えております。
また、新たな振興計画においては、ＳＤＧｓやカーボ
ンニュートラルなど10年を超えるスパンでの大きな
時代潮流を踏まえることとしていることからも、10
年の期間が必要であることを国に丁寧に説明し、理解
を求めてまいります。
　なお、10年の計画期間を求める新たな振興計画の
推進に当たっては、計画中間年の５年後に、社会経済
情勢の変化等により生じる新たな課題や成果指標等に
基づく効果検証により施策の追加等の改定ができる
仕組みを取り入れることとしており、時代変化や県民
ニーズにも柔軟に対応していきたいと考えておりま
す。
　同じく１の (2) のイのうち、沖縄振興策の推進につ
いてお答えいたします。
　県としましては、新たな沖縄振興策を推進する法律
に基づく特別措置が必要と考えております。このた
め、知事は、市長会会長、町村会会長と連名で国の関
係要路へ要請を行うとともに、国の沖縄振興審議会に
おいて説明を行ったところです。国が８月に公表した
新たな振興策の検討の基本方向では、法的根拠の必要
な特別措置などの所要の規定を整備するとされたとこ
ろであり、引き続き市町村長や各界の皆様と連携し、
県の要望が実現できるよう知事を先頭に国へ求めてま
いります。
　なお、沖縄振興策は、沖縄の置かれた歴史的、地理
的、自然的、社会的な特殊事情に鑑み、沖縄の自立的
発展や豊かな住民生活の実現に寄与することを目的と
して、沖縄振興特別措置法に基づき総合的かつ計画的
に講じられるものであります。
　県としましても、米軍基地問題と沖縄振興策は別と
認識しております。
　同じく１の (2) のウ、自民党沖縄振興調査会の党提
言についてお答えいたします。
　自由民主党沖縄振興調査会の提言では、「「21世紀
の万国津梁」として多くの国や地域と交流するかけは
しとなることは、我が国社会に一層の多様性と国際性
を与えるとともに、いわゆる総合的な安全保障として
アジア・太平洋地域の安定に資する」とされたところ
です。新たな振興計画（素案）において、沖縄県は、

日本本土と東アジア及び東南アジアの中心に位置し、
観光・経済・文化などの様々な分野における多元的な
交流や新たなビジネスを生み出す交流拠点として、沖
縄21世紀ビジョンと沖縄県アジア戦略構想が連動し
た振興策を展開していくこととしております。
　同じく１の (2) のカ、沖縄自動車道の独自料金の延
長等についてお答えいたします。
　沖縄自動車道のみに適用される独自料金は、県民や
観光客の移動利便性の向上はもとより、北部地域の振
興、さらには県経済全体の活性化にも寄与しているこ
とから、県は、同制度の延長・継続は必要と認識して
おります。そのため、西日本高速道路株式会社をはじ
め関係要路に対して、３年の延長の要請を行っており
ます。
　今後も、同社並びに事業許可権を有する国土交通省
に対し、適切な対応をしてまいります。
　同じく１の (2) のコ、ＤＸ推進体制及びスケジュー
ルについてお答えいたします。
　県は、ＤＸ関連施策を全庁的に推進するため、９月
１日に知事を本部長とする沖縄県ＤＸ推進本部を設置
したところです。今後は、ＤＸ推進役となる外部人材
の任用に加え、委託等により、専門的知見から各部局
等を支援する体制を整備し取り組んでまいります。ま
た、令和４年度中に、新たな沖縄振興計画の具体的取
組やスケジュール、成果指標等を盛り込んだ新たな振
興計画の下に策定する実施計画と並行して、沖縄県Ｄ
Ｘ推進計画（仮称）を策定し、総合的にＤＸ関連施策
を推進してまいります。
　次に３、観光振興についての (2) のうち、バス・タ
クシー業への支援策についてお答えいたします。
　県では、公共交通の運行継続等を図るため、令和２
年度及び３年度の合計で、路線バス事業者22社に約
２億2000万円、タクシー事業者約1300社に約４億
3000万円の支援金等を支給したところです。また、
国においては、乗客数の減により補助対象外となる赤
字バス路線への要件の緩和、空気清浄機等の導入費支
援等を行っております。
　県としましては、県民の生活や活動を支える公共交
通の確保・維持を図るため、さらなる支援の検討を進
めているところであります。
　次に５、県内社会資本の整備についての (5)、盛土
を規制する条例についてお答えいたします。
　県内で行われる開発は、その態様により、都市計画
法、森林法などの関係法令で規制されているところで
あります。沖縄県県土保全条例では、これらのものを
除く開発を規制対象としており、切土、盛土または整
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地によって土地の物理的形状を変更する行為を開発行
為と定義し、3000平方メートル以上の一団の土地の
開発行為を行う事業者に対して、知事の許可を受ける
ことを義務づけております。平成12年度以降の盛土
関係の同条例違反は24件あり、これまで是正勧告や
命令のほか、刑事告発を行うなど対策を講じてきたと
ころであります。
　同じく５の (6)、鉄軌道の導入に係る国との議論の
状況と課題についてお答えいたします。
　鉄軌道の導入に当たり、国から課題とされている費
用便益比について精緻化した結果、１を超えるケース
を確認し、内閣府に対し説明を行ったところです。ま
た、採算性については、鉄軌道の持続的運営を可能と
する特例制度創設等の制度提言を行い、国と協議をし
ているところです。河野沖縄担当大臣は衆議院沖縄北
方特別委員会での発言に関し、翌日の記者会見で、鉄
軌道とかモノレールとか決め打ちせずに、最新の技術
を使って何ができるかというのは考えていく必要があ
る。安く、便利に、定時性を持って、使いやすく結ぶ
かというのは非常に大事だと発言されております。先
月公表された国の新たな沖縄振興策の基本方向につい
ての中で、鉄軌道について調査検討を行うとしている
ことから、県としては、法的な位置づけについて、国
と協議を進めていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、沖縄振興策の推進
についての (2) のイ、米軍基地問題の解決についてお
答えいたします。
　本県には、戦後76年、復帰後49年を経た今もなお、
全国の約70.3％の米軍専用施設が集中しており、航
空機騒音や水質汚染等の環境問題、米軍関係の事件・
事故は後を絶ちません。本県の基地負担の状況は異常
であり、到底受忍できるものではないことから、来年
本土復帰50年という大きな節目を迎えるに当たり、
在沖米軍基地のさらなる整理縮小や基地負担の実質的
軽減、日米地位協定の抜本的な見直し、今回初めての
要請となる訓練水域・空域の削減など、６項目の要請
を行ったところであります。
　米軍基地の整理縮小と跡地利用を迅速に進めること
により、県民の目に見える形で過重な基地負担の軽減
と振興が図られるよう取り組んでまいりたいと考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。

　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、沖縄振興策の推
進についての御質問の中の (2) のエ、酒税軽減措置を
ビール５年、泡盛10年間の延長で廃止することにつ
いてお答えいたします。
　酒税の軽減措置は、沖縄の本土復帰の際に県民生活
や産業経済に対する激変緩和措置として開始され、
これまで11回の延長により約50年間、講じられてき
ております。今般、令和４年度税制改正要望の検討に
当たり、国からは本措置の立法趣旨に照らし、現行措
置の延長に厳しい意見があることに加え、業界におい
ても本措置に依存しない経営基盤の強化が課題となっ
ております。こうした状況を踏まえ、県及び業界は、
昨年11月に外部有識者を含めた県産酒類振興検討会
を設置し、離島地域での事業継続や雇用の維持を念頭
に、今後の酒税軽減措置の在り方や振興策を検討して
まいりました。今回の延長要望は、検討会での議論も
踏まえた沖縄県酒類製造業連絡協議会から県への要請
を受け行ったものであり、国においては、本措置の趣
旨と業界及び県からの要望を踏まえ、対応したものと
認識しております。
　同じく１の (2) のク、航空コンテナスペース確保事
業を停止した理由等についてお答えいたします。
　本事業では、沖縄における全国特産品の流通拠点化
を目的に、沖縄経由で輸出する県外産品に対して輸送
支援を行っております。現在、那覇空港発着の国際航
空便が全便運休し、再開の見通しが当面ないことか
ら、本年８月から事業を停止するとともに、事業者と
は、代替策として国際物流ハブ事業の活用を調整して
おります。また、事業の再開に当たっては、国際航空
便の復便が前提となるため、各航空会社と復便に向け
た調整を行っております。
　同じく１の (2) のケ、海洋資源開発の進め方につい
てお答えいたします。
　県では、新たな振興計画（素案）において、海洋調
査・開発支援拠点形成及び海洋再生可能エネルギーの
導入促進を施策に掲げております。また、沖縄振興審
議会総合部会の最終報告では、留意すべき課題等とし
て、豊かな海洋環境・海洋資源を利活用した新たな産
業の創出等についても検討していくことが重要である
とされております。
　県としましては、引き続き国や関係機関等と連携
し、海底資源を活用した産業化及び海洋再生可能エネ
ルギーの開発に向けて取り組んでまいります。
　次に３、観光振興についての御質問の中の (2)、国
及び県による支援策の種類と支援実績についてお答え
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いたします。
　県では、休業等要請に協力した飲食店等に対して感
染拡大防止対策協力金を、売上げが著しく減少した酒
類販売事業者に対して酒類販売事業者支援金を給付し
ております。９月13日時点の実績として、第１期か
らの協力金給付の累計は給付件数７万2821件、給付
額約716億円、支援金が給付件数９件、給付額約320
万円となっております。また、幅広い事業者を対象と
した国の月次支援金活用に向け、県独自の相談窓口を
設置し、９月10日時点で2319件の相談対応を行って
おります。
　次に４、雇用失業問題についての御質問の中の
(1)、現在の雇用状況と県の支援策についてお答えい
たします。
　令和３年７月の完全失業率は4.3％で、前年同月と
比べ、1.1ポイントの上昇、有効求人倍率は0.84倍
で、令和２年５月以降、１倍を下回る状況となってお
ります。そのため、県では、雇用調整助成金の活用促
進や県独自の上乗せ助成を行うとともに、就職困難者
等への再就職支援や新規学卒者に対する相談体制の強
化など、雇用の維持と求職者の早期就職支援に取り組
んでおり、引き続き関係機関と連携しながら、雇用情
勢の改善に努めてまいります。
　同じく４の (2)、雇用調整助成金の活用状況と助成
率についてお答えいたします。
　沖縄労働局によると、９月10日現在で、支給件数
が７万3132件、支給金額が約594億円となっており
ます。助成率については、正規雇用、非正規雇用にか
かわらず、中小企業が最大10分の９、大企業が最大
４分の３となっておりますが、沖縄県など緊急事態宣
言等の対象地域や特に業況が厳しい企業においては、
最大10分の10とする特例が設けられております。
　県としては、引き続き同助成金の活用促進と県独自
の上乗せ助成を行うこと等により、雇用の維持に努め
てまいります。
　同じく４の (3)、新卒採用への影響に関する県の認
識と対応についてお答えいたします。
　沖縄労働局によると、令和３年７月末現在における
新規高卒者の求人倍率は1.08倍で、前年同期と比べ
0.25ポイント上昇したものの、企業の求人数は、感染
拡大前の約６割の水準にとどまっており、新規学卒者
の就職活動は厳しい状況にあると認識しております。
　そのため、県では、新規学卒者に対する相談体制の
強化や合同企業説明会の追加開催など、支援の強化を
図ってきたところであり、引き続き関係機関と連携し
ながら、新規学卒者の就職促進に努めてまいります。

　同じく４の (4)、障害者雇用に関する自治体と民間
の状況についてお答えいたします。
　令和２年６月１日時点における県の知事部局、病
院事業局、企業局、警察本部、議会事務局の実雇用
率は、５機関合計で1.99％、県教育委員会は1.7％と
なっており、知事部局、病院事業局及び県教育委員会
においては、法定雇用率を下回っている状況にありま
す。市町村の実雇用率は2.18％となっており、雇用
義務のある74機関のうち、26機関において法定雇用
率を下回っております。また、民間企業の実雇用率は
2.74％と、12年連続で法定雇用率を上回り、全国で
も２番目に高い状況となっているものの、未達成の企
業も約４割を占める状況にあります。
　県としては、啓発活動等を推進し、県民の理解促進
を図るなど、さらに障害者雇用の促進に努めてまいり
たいと考えております。
　同じく４の (5)、正規・非正規雇用の割合と正規雇
用拡大に向けた県の取組の成果等についてお答えいた
します。
　労働力調査によると、沖縄県の正規雇用の割合は、
平成30年が61.4％、令和元年が60.2％、令和２年が
60.7％となっております。県では、正規雇用への転
換に取り組む企業に対して、専門家派遣や研修費補助
を行うとともに、若年者を正規雇用労働者として雇い
入れる企業に対して、助成金を支給しているところで
あり、その活用に向けては、関係機関等と連携しなが
ら周知等を行っているところであります。
　事業を開始した平成26年度から令和２年度までの
実績は、支援企業数が324社、正規雇用者数が843人
となっており、正規雇用の拡大につながっていると考
えております。
　同じく４の (6)、高齢者雇用の状況と県の取組につ
いてお答えいたします。
　令和３年４月に施行された改正高年齢者雇用安定
法では、65歳までの雇用確保の義務に加え、70歳ま
での就業確保措置を講じることが事業主の努力義務
とされております。沖縄労働局によると、令和２年６
月１日現在、65歳までの雇用確保措置のある企業は
99.7％、70歳以降も働ける制度のある企業は26.9％
となっております。
　県では、高齢者の就業機会の拡大を図るため、沖縄
県シルバー人材センター連合や新設のシルバー人材セ
ンターへの支援策を行っており、引き続き関係機関と
連携しながら、高齢者の雇用促進に取り組んでまいり
ます。
　同じく４の (7)、最低賃金改定に伴う企業への影響
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と県の指導についてお答えいたします。
　令和３年度の沖縄県最低賃金の改定は、長引くコロ
ナ禍で県内の経済や雇用情勢が厳しい中、事業の継続
と雇用の維持に賃金の引上げが加わり、経営の圧迫や
さらなる経営環境の悪化を招く懸念がある一方で、労
働側においては、一定の評価をしているものの、地域
間格差の是正を求める声があると認識しております。
　県としましては、沖縄労働局や関係団体とも連携
し、最低賃金の周知に努めるとともに、業務改善助成
金等、国の支援策の利活用促進や、経営改善に取り組
むための融資及び販路拡大等の収益増加につながる支
援に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、沖縄
振興策の推進についての御質問の中の (2) のキ、揮発
油税軽減措置に係る県の認識と取組についてお答えい
たします。
　揮発油税等の軽減措置は、これまで県民生活及び産
業経済を支える重要な役割を果たしてきました。モノ
レール以外の鉄軌道がなく、主要な交通手段が自動車
である本県においては、ガソリンへの依存度が高く、
引き続き軽減措置が必要であります。
　県としましては、関係団体の要請も踏まえ、令和４
年度税制改正要望において、政府をはじめ関係要路へ
の要請活動を行っております。
　次に５、県内社会資本の整備についての御質問の中
の (4)、土砂崩れによる住宅倒壊等の支援等について
お答えいたします。
　台風などの自然災害による被災者に対しては、災害
救助法、被災者生活再建支援法及び災害弔慰金の支給
等に関する法律等による被災者支援制度があります。
また、本県においても独自制度として、沖縄県災害見
舞金支給要領に基づく支援制度があります。
　県としましては、自然災害の被災者に対する支援に
ついては、今後ともこれら制度を十分に活用して支援
を行っていきたいと考えております。
　次に６、地域福祉・医療の充実強化についての御質
問の中の (3)、介護人材確保対策の取組についてお答
えいたします。
　令和２年度介護労働実態調査によると、調査に回答
した県内事業者の63.8％が介護職員の不足を感じて
いると回答しており、県内における介護人材の確保が
厳しい状況にあると認識しております。これを踏ま
え、県では、介護に関する入門的研修の実施により介

護人材の新規参入の裾野を拡大するとともに、介護職
員の処遇改善や介護ロボット等の導入など労働環境の
改善による介護職員の定着促進など、介護人材の確保
の取組を総合的に展開しているところであります。
　同じく６の (4)、障害者の地域移行に向けた取組状
況についてお答えいたします。
　県では、障害のある人が安心して暮らし、地域社会
に参画できる環境整備を図るため、障害者の生活を地
域全体で支えるサービス提供体制を構築する地域生活
支援拠点等の整備促進に取り組んでおります。具体的
には、障害福祉圏域アドバイザーを配置し、市町村に
おける拠点整備に向けた勉強会や研修等を実施してい
るほか、取組の好事例を共有しており、令和３年４月
時点で、10市町村が整備済みとなっております。
　同じく６の (5)、地域福祉支援計画の達成状況等に
ついてお答えいたします。
　県地域福祉支援計画では、安全・安心な沖縄らしい
優しい社会の構築に向け各種施策を展開し、地域福祉
活動を支える人材の育成や相談支援体制の充実のほ
か、困窮世帯の割合の低下や保育所入所待機児童数の
減少等、安心して子育てのできる地域社会づくりに成
果が現れています。次期計画では、民生委員や介護人
材の確保等、今なお残された課題に加え、従来の各分
野ごとの支援では解決が困難な、制度の狭間や複合化
した課題に対応できる包括的な支援体制づくりを推進
してまいります。
　同じく６の (6)、ヤングケアラーの支援に向けた連
携強化についてお答えいたします。
　支援が必要となる子供については、本人とその家族
に関する情報や支援方針を各関係機関が共有し、連携
の下、対応していくことが重要となります。県では、
ヤングケアラーの早期発見や支援に向けて福祉、教育
など関係部局で連絡会議を立ち上げ、実態把握の方法
や支援における関係機関の連携の在り方等について検
討を進めております。
　県としましては、引き続き潜在化しがちなヤングケ
アラーを早期に発見し、適切な支援につなげていける
よう、市町村とも密に連携しながら取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナウ
イルス感染症対策についての御質問の中の (1)、感染
拡大の要因と対策の効果についてお答えいたします。
　本県では、これまで、専門家会議の提言等を踏まえ
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病床や宿泊療養施設の確保等による医療提供体制の拡
充、検査体制の強化やワクチン接種の推進等に取り組
んできました。その結果７月上旬には一定程度改善が
見られましたが、第５波では感染力の強いデルタ株に
置き換わったこと等から感染が急拡大したところで
す。そのため、県対処方針に基づき、外出自粛要請、
県外との往来自粛要請、休業要請、ワクチン接種の加
速化等を行ってまいりました。加えて、県民一丸と
なって感染拡大防止に取り組んでおり、県、事業者、
団体からメッセージを発出しております。その結果、
新規感染者数は徐々に減少してきております。この傾
向を確実なものにすることと医療提供体制を維持する
ために、今後も感染防止対策の徹底に取り組んでまい
ります。
　同じく２の (2)、家庭内及び保育園での感染防止対
策についてお答えいたします。
　県では、家庭内感染を防ぐため、帰宅後の手洗いや
高齢の家族と会う場合でのマスク着用を呼びかけてお
ります。しかしながら、感染力の強いデルタ株へ置き
換わっていることから、家庭内にウイルスを持ち込ま
ないことが最も重要であります。そのため、飲食や会
食の場面が家庭内感染の主な端緒となっていることを
周知広報しています。保育園については、共有部分が
多いことや職員と園児の身体的接触が多いこと等か
ら、職員や保護者、園児の健康管理徹底やワクチン接
種についても呼びかけています。あわせて、保育園へ
の抗原定性検査キットの配付や学校ＰＣＲ検査事業の
活用などにより、感染拡大防止に努めてまいります。
　同じく２の (3)、入院調整の整合性についてお答え
いたします。
　県内では、これまでに経験のない大規模な感染拡大
が発生し、医療提供体制が極めて逼迫した状況となり
ました。県コロナ本部では、医療機関の空床状況をリ
アルタイムで把握し、患者の状態に応じて入院調整を
行うことにより、限られた病床を効率的に活用してお
ります。また、すぐに入院調整ができない患者を入院
待機施設で受け入れることにより、病床逼迫時におい
ても必要な医療が提供できる体制を整備したところで
す。
　県としては、引き続き関係機関と連携を図りなが
ら、医療提供体制の維持、強化を進め、今後とも命の
選択という厳しい状況が生じないよう努めてまいりま
す。
　同じく２の (4)、妊婦への対応についてお答えいた
します。
　沖縄県において妊婦が陽性となった場合の対応に

ついては、周産期のコーディネーターを中心に、各産
科医療機関と体制を構築し、入院や療養の調整を行っ
ております。妊婦の状況に応じて、入院や自宅療養の
対応を行っておりますが、特に出産が近い等、医療的
な対応が必要な妊婦については、優先的に入院調整を
行っております。なお、自宅療養となった場合につい
ても、担当する産科医療機関から、毎日電話による健
康観察を行っております。
　同じく２の (5)、県の病院に対する感染防止対策及
び指導についてお答えいたします。
　病院や福祉施設で陽性者が発生した場合は、必要に
応じて感染管理看護師等の感染症対策専門家を現地に
派遣し、従事者を対象に感染対策指導を行うことによ
り、院内の感染防止対策を強化しております。なお、
コロナ患者を受け入れている重点医療機関において
は、院内の専門家で構成される感染対策チームによ
り、組織的に感染管理に取り組まれております。
　同じく２の (6)、保健所のクラスター及び濃厚接触
者の追跡調査についてお答えいたします。
　中部保健所管内においては、７月末から新規陽性者
が１日平均200名を超えるなど、爆発的に陽性者が増
加しました。これにより、疫学調査の開始まで１週間
程度を要し、濃厚接触者の特定が追いつかないため、
一部の職場調査については、陽性者本人から濃厚接触
の可能性がある人に連絡を入れてもらうなどの対応を
取っていました。報道された食品会社についても、同
様に対応したとの報告を受けております。
　県としては、８月23日より従来の計画的応援に加
え、新たに１日30名から40名の応援職員を動員し、
保健所の支援に努めております。
　同じく２の (7)、飲酒が要因であること及び対策強
化についてお答えいたします。
　飲食のときにはマスクを外さざるを得ない状況
となることや、人と人との距離が１メートル以下に
なるケースが多く、感染リスクが高まることが、
理化学研究所からの報告などによって明らかとなっ
ています。また、飲酒を伴うと長時間になりやす
く、気が緩み声が大きくなるなど、飛沫感染のリス
クが高まり、特に注意が必要となることが、政府の
分科会等から示されています。そのため県では、
飲食における注意事項を発信するとともに、酒類を
提供する飲食店等に対し、休業や営業時間の短縮な
どの要請のほか、認証制度を推進することにより感
染防止対策を強化するよう求めているところです。 
　同じく２の (9)、抗体カクテル療法の活用について
お答えいたします。
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　抗体カクテル療法については、薬剤の安定的な供
給が難しいことから、一般流通は行わず、厚生労働省
が、対象となる患者が発生した医療機関からの依頼に
基づき無償で譲渡する仕組みにより各医療機関におい
て実施されております。県内では、重点医療機関にお
いて投与しているほか、クラスターの発生した医療機
関で投与されるなど、９月10日時点で30か所の医療
機関で実施されており、患者の重症化を防ぐため、今
後も効率的な活用を進めてまいりたいと考えておりま
す。
　同じく２の (10)、規制解除の方針についてお答え
いたします。
　県では、緊急事態宣言が長期化する中、緊急事態宣
言解除及び経済活動再開に向けた見通しを作成し、
県民や関係団体と共有することで、より一層の感染対
策をお願いしているところです。見通しにおいては、
新規陽性者数が200人から100人程度までを段階的解
除期間とし、土日の大規模集客施設休業要請や県立施
設の休館など、緊急事態措置において講じている対策
を、同期間内に段階的に緩和していくための議論を開
始する目安としております。なお、対策緩和等を決定
するに当たっては、感染状況のみならず、医療提供体
制の負荷や変異株の動向など様々な要素を考慮し、国
との調整や専門家等の意見を踏まえた上で方針を決定
することとしております。
　同じく２の (11)、改正感染症法に基づく病床確保
及び患者受入れ要請についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の病床確保については、
９月15日時点で、25医療機関において863床を確保
しております。これまで感染者が急増した際には、各
医療機関に対して最大限の病床確保及び患者受入れを
お願いしており、沖縄県においては、民間・公立を問
わず、ほとんどの救急病院に多大な御協力をいただい
てきたところです。
　今後とも各医療機関と連携を図りながら医療提供体
制の維持、強化に努めてまいります。
　同じく２の (12)、自宅療養者支援における県と市
町村の連携についてお答えいたします。
　県では、家族や知人の手助けが受けられないなど、
独自で食料等の調達ができない自宅療養者に対し、配
食支援サービスを実施しております。自宅療養者の支
援については、今般の全国的な感染拡大による自宅療
養者の増大に伴い、国から、令和３年９月６日付で、
都道府県と市町村との連携における自宅療養者等に係
る個人情報の提供等に関する通知が発出されておりま
す。

　県としましては、市町村と情報を共有し連携するこ
とが重要であると考えており、市町村が独自に行える
自宅療養者の生活支援についても、さらに連携を強化
したいと考えております。
　次に６、地域福祉・医療の充実強化についての御質
問の (1)、医療提供体制の確保についてお答えいたし
ます。
　県は、医療計画に基づき、医療機能の分化、連携、
不足する医療機能の病床整備、医師確保及び地域偏在
の解消等、地域医療の充実強化に取り組んでいるとこ
ろです。一方、新型コロナの急激な感染拡大は、救急
医療の逼迫やコロナ以外の患者の診療制限など、本県
の医療体制全般に多大な影響を及ぼしています。
　県としましては、新型コロナの感染拡大により顕在
化した本県の医療提供体制に係る課題や、コロナ対応
による経験を今後の医療政策に生かしてまいりたいと
考えております。
　同じく６の (2)、薬学部設置の必要性及び取組につ
いてお答えいたします。
　沖縄県の人口10万人当たりの薬剤師数は全国最下
位であり、県内に薬学部を設置することは、薬剤師不
足を解消するための有効な方策の一つであると考えて
おります。令和２年度に実施した薬学部設置可能性等
調査事業では、今後も県内の薬剤師の需要量が供給量
を上回る状況で推移すること、また、アンケート調査
等の結果から、県内国公立大学への薬学部設置の必要
性が高いこと等が確認されたところです。令和３年度
は、県内国公立大学等へのヒアリングを実施するとと
もに、有識者を含めた検討委員会を開催して、課題及
び解決手法等を整理することとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　２、新型コロナウイルス感
染症対策についての御質問の中の (13)、寮生等への
支援についてお答えします。
　寄宿舎等においては、県内での急速な感染拡大を受
け、寮外の療養場所の確保ができない寮生は、自宅待
機をお願いしてまいりました。今般、療養場所の確保
に一定のめどが立ったことから、全ての寮生の受入れ
を再開したところであります。また、濃厚接触者に特
定された寮生のうち、親族宅等で待機が困難な生徒に
ついては、宿泊施設等で待機する必要があることか
ら、当該生徒の宿泊費とその保護者の移動にかかる費
用及び宿泊費について、実費額の補助を行うこととし
ております。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　新垣淑豊議
員の３、観光振興についての中の (1) と (7)、現状の
打開策及び条例を基にした取組についてお答えいたし
ます。３の (1) と３の (7) は関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えします。
　県では、事業者支援策を講じながら、緊急事態措置
終了後は、水際対策を徹底するとともに、県内の感染
状況等を見極めつつ、観光体験・アクティビティー商
品に利用できるクーポン券の発行や宿泊施設の割引助
成を実施するなど、域内需要の喚起を図ってまいりま
す。全国的なワクチンの接種状況や感染状況等を総
合的に勘案し、ワクチン接種者、ＰＣＲ等検査の陰性
者、高齢者を含めたファミリー層、富裕層やワーケー
ション、修学旅行など、ターゲットを明確化し、域外
需要を取り込んでまいります。
　県としましては、観光再興条例制定の経緯や趣旨を
踏まえ、段階的な沖縄観光の回復を目指し、必要な施
策を実施するための予算の確保等について、議会の協
力を得ながら取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
　同じく３の (3)、宿泊業、バス会社などへの支援に
ついてお答えします。
　県では、緊急事態措置等による影響を受けた事業者
に対し、支援金を給付する観光関連事業者等応援プロ
ジェクトや、宿泊事業者に対し、感染拡大防止策の強
化などを支援する宿泊事業者感染症対策支援事業を実
施するとともに、域内の平和学習や遠足などの貸切り
バスの需要を喚起するおきなわ彩発見バスツアーの実
施に向けて準備を進めております。また、修学旅行の
３密を回避するためのバス及びタクシーの増車支援を
予定しております。
　同じく３の (4)、2020年のＭＩＣＥ開催実績と特
徴についてお答えします。
　2020年のＭＩＣＥ開催件数は490件で、その内訳
は、報奨旅行が約７割、企業会議が約２割となってお
ります。2019年と比較すると1148件、70％の減と
なっており、主な要因は、世界的・全国的な新型コロ
ナウイルス感染症の影響による中止やオンライン開催
への移行によるものとなっております。ＭＩＣＥの種
別ごとの開催状況は、国際会議などコンベンションの
減少率が最も高く、規模別の開催状況では、規模が大
きくなるほど減少率が高くなっております。
　同じく３の (5)、修学旅行受入れに係る情報発信等

についてお答えします。
　県では、沖縄文化に精通した事前・事後学習アドバ
イザーの派遣や沖縄修学旅行模擬体験の提供に加え、
学校や保護者の不安を払拭するため、修学旅行に特化
した新型コロナウイルス対応ガイドラインの公表、修
学旅行向け安全対策動画のオンライン配信など、情報
発信を行っております。また、濃厚接触者と特定され
た修学旅行生に対し宿泊費などを支援するとともに、
バス事業者、宿泊事業者、体験学習事業者等が参加す
る協議会を開催するなど、受入れ体制の強化に取り組
んでおります。
　同じく３の (6)、東京オリンピック・パラリンピッ
クの波及効果についてお答えします。
　東京オリンピック・パラリンピック開催による本県
観光への経済効果は算出しておりませんが、県内４市
町村において、海外４か国から計84人、延べ35日間
の事前合宿を受け入れました。これにより海外チーム
との交流が図られ、受入れノウハウを蓄積することが
できました。今後は、受入れノウハウを活用した海外
チームの合宿誘致に取り組むとともに、受入れを契機
として市町村においては、相手国と様々な国際交流が
継続されるものと期待しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　５、県内社会資本の
整備についての (1)、建設業の人材確保・育成につい
てお答えいたします。
　県では、沖縄県建設産業ビジョン2018において、
人材の確保・育成を喫緊の課題と位置づけ、建設企
業、業界団体、県の各主体が取り組むべき施策を策定
し、官民一体となって推進しております。
　県としては、引き続き週休２日工事やＩＣＴ活用工
事の実施による建設業の働き方改革の推進を図るな
ど、建設業の魅力発信に取り組んでいきたいと考えて
おります。
　同じく５の (2)、県内建設業をグローバル産業へ育
成する方策と取組の現状についてお答えいたします。
　県では、アジア・太平洋地域等で海外展開を計画す
る県内建設企業を支援するため、平成25年度から、
沖縄建設産業グローバル化推進事業を実施しておりま
す。本事業では、企業が実施する市場調査費、旅費、
通訳費等に対して補助金を交付するとともに、専門家
で構成する委員会において、海外展開の取組への助言
等を行っており、これまでに11企業グループを支援
しております。引き続き関係団体と意見交換しなが
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ら、必要な支援等について検討してまいります。
　同じく５の (3)、女性就業者や外国人労働者を増や
す取組についてお答えいたします。
　令和２年の県内の建設業における女性就業者数は約
１万人で、建設業就業者全体の14.5％、外国人労働者
数は1731人で、全体の2.5％となっており、女性就業
者、外国人労働者ともに年々増加しております。県で
は、若手・女性技術者の配置を総合評価落札方式の評
価項目とするなど、担い手不足解消に取り組んでおり
ます。引き続き関係団体等と連携しながら支援策を検
討していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　御答弁ありがとうございました。
　沖縄振興について絞っていきたいと思います。
　まず、謝花副知事にお伺いしたいんですけれども、
前回の沖振法延長の際に、仲井眞元知事がどのような
要請活動をしたのか。当時は民主党政権であったかと
思いますけれども、そのときには政府や野党であった
自民党、どのような立場の人とどれぐらいの頻度で交
渉したのかというのをお伺いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　その際は、その前の年に東北の大震災などがありま
して、大変どういう形で要請すればいいかと相当悩み
ました。その中で、民主党政権に―しかも政権が変
わったということで、まずルートがなかったというこ
とがあります。我々はどういう形でやるかと考えたと
きに、高率補助、これはなかなか大震災の後で求める
ことは厳しいのではないかということがまず気になり
ました。一方で、様々な課題が出てまいりましたけれ
ども、沖縄の実情に合った補助事業というのがなかな
か獲得できないだろうというのがありまして、そこで
活路を見出したのが当時の民主党政権がおっしゃって
いた一括交付金ということがありましたので、一括交
付金に活路を見出したということがございます。そう
いう中で、まず我々が考えましたのは、どういった事
業をやるかということ。税制なども含めて制度要望と
いう形でたくさん出してもらったわけですけれども、
おおよそこれは、例えば離島におけるこの移動コスト
の低減とか、様々なものを予算に伴う―があれば何
とかなると。これは全国補助制度はないというよう
なことがありましたので、そういったものを積み上げ
て、理屈をつくり上げて関係要路に丁寧に説明を行っ
たということに腐心したということでございます。
　そういったことについて当時の仲井眞知事は、遠慮

することはなく思い切りやりなさいという指示が職員
にもありましたので、我々懸命に仕事をさせていただ
いたということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時20分休憩
　　　午後２時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　失礼いたしました。
　まず、当時は民主党政権でございましたので、主に
民主党の政治家とお会いしました。例えば大臣とか、
沖縄担当。それから財務大臣、全て会いましたけれど
も、その際には、関係部長が一緒にまず同席をさせて
いただいて、その同席している各部長などが、君、説
明をしなさいということで、大臣等に説明する。その
後は、特に沖縄担当部局の統括官ですとか、局長、そ
ういった方々と事務的な応答と説明をしたと。その後
さらに国会議員に対して担当部局の職員が手分けをし
て説明を行ったということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　玉城知事、就任して３年がたつと思
いますけれども、その３年前はもう次の振計のこと考
えなければいけないという立場だったと思いますが、
この３年間で具体的に政府や自民党のキーマンとどう
いう形で会ったかというのを教えていただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　特に振興計画においては、
今年度から沖縄担当大臣、官房長官、それから必要に
応じて関係要路の方々とお会いをいたしました。それ
以前、私が就任してからは沖縄関係税制、あるいは予
算などについて当然そのつかさにいらっしゃる各大
臣、それから沖縄振興調査会などの関係要路にも要請
を行ってまいりました。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　具体的に、まず先ほど財務大臣とい
うお話もありましたけれども、財務大臣とお会いした
こともあるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　直接、麻生財務大臣とお会
いしたことはないと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　仲井眞知事のときは、かなり多くの
キーマンにお会いしているというふうに感じるんです
けれども、何で仲井眞知事は多くの方と会うことがで
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きたんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　先ほども少しお話しさせ
ていただいたと思うんですが、つてがやっぱりなかっ
たので、そのつてを探すのにまず相当苦労したという
部分があります。ただそういった中において、それぞ
れ各省庁のほうにはいろいろ丁寧に説明する必要があ
るだろうということで、特に当時、沖縄担当大臣です
とか、あのときには安住さんだったと思います、財務
大臣にもお会いしたと。あと県選出の国会議員にも
いろいろお話をさせていただいて、どんどん我々の考
え、沖縄振興の必要性とかその制度の内容などについ
て、県の考えを広めていったということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　仲井眞知事は、こうやってお会いし
ていますよね。玉城知事がこの会えなかった理由とい
うのは何かあるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私は必要に応じて要請をさ
せていただき、先方の時間の調整が取れる場合にはお
会いできていると思います。ちなみに先ほど謝花副知
事から答弁がありましたとおり、10年前の振計のと
きには、私たち民主党政権の沖縄県選出の国会議員で
したので、国政とパイプがないということでの声を盛
んに聞いておりましたので、私どもも力になれること
であればということで、いろいろ各党内の大臣ですと
か、あるいはその役員の方々にも積極的に会っていた
だけるような、そういういろいろと手はずをさせてい
ただいたというように記憶しています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　今回、なかなかお会いできていない
というふうに私は聞いているんですが、我々の国会議
員に聞きますと、振計の件に関しても、この予算に関
しても、なかなかこう、知事からの打診がないよとい
うふうに言われるんですけれども、具体的に、じゃこ
の振計から次の年度の予算にかけてどういった方に
アプローチをして、どういうふうに何回会ったのかと
か、具体的なことを教えていただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄県にあっては、現行
の沖縄振興計画の総点検を昨年終わって、それから昨
年の８月に知事が当時の衛藤沖縄担当大臣等に―こ

のときはウェブあるいは電話等を通して、沖縄振興特
別措置法の延長等について説明したところです。昨
年の10月に国の沖縄振興審議会が開催されまして、
その会議の中でも知事から新たな沖縄振興の必要性に
ついて説明したところですし、今年の５月―このと
きは上京しまして、河野担当大臣、それから自民党の
沖縄振興調査会にも御説明をしたところ。あと７月に
は、このときには対面で関係要路、沖縄担当大臣、そ
れから公明党の沖縄21世紀委員会、それから参議院
の沖北委員長等に説明し、８月の税制それから予算は
じめ国庫要請をしておりますが、そのときにはウェブ
で関係担当大臣等に対して要請を行ったところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　分かりました。
　じゃこれはちょっと感想で結構ですけれども、謝花
副知事、前回の振計と今回の振計の要請に関して、ど
れぐらいこの要請活動というのが、どっちが大きかっ
たというふうに感じていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　基本、この事務方のほう
でスケジュールをつくるわけですけれども、その対応
については同じであったかなと思っています。ただ、
前回と大きく違いますのは、今回コロナ禍ということ
で、なかなか知事の上京が少なかったという部分は確
かにあったかと思います。ただそういった中において
も、知事はＰＣＲ検査などを行って、可能な限り、や
はり対面で行う必要があるという場合には、要所要所
でこれは行ってきたというふうに認識しております。
　県政が替わったからこれをやらなくなったとか、
またそういったことではなくして、やっぱり我々、こ
の新たな沖縄振興というのは10年に一度の沖縄県に
とって重要な―何というんですか、大仕事でござい
ますので、それについては企画部を中心に全て日程を
担当事務局とも整理を行って、知事の要請をできる限
り効率的にできるようにやったということに関しては
同じかなというふうに感じております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　そうですか。何か我々の国会議員か
らの話と少しずれるような感じがしますけれども。
　今回予算が大幅にやっぱり縮減されていますけれど
も、なぜこの3600億円が3000億を切ったというふう
にお考えですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　８月末の概算要求に当た
りまして、河野沖縄担当大臣のほうは沖縄振興予算、
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必要なものについて事項要求をしています防災・減
災、国土強靱化対策を含めて沖縄の将来を見据えまし
た継続的な―特に内閣府の沖縄振興策の検討の基本
方向を踏まえたものであるというふうに御説明をされ
ております。私ども昨年もそのような形で大臣が述べ
られておりますので、内閣府として必要なものを積み
上げられたというふうに考えております。
○新垣　淑豊君　終わりですね。
　すみません、ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
　　　〔山内末子さん登壇〕
○山内　末子さん　ハイタイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　てぃーだ平和ネット山内末子です。
　コロナウイルスによる感染者は、世界では２億
1900万人、死亡者が455万人、米国では、500人に１
人が死亡しているという数字が出ております。本県で
も、本日までに290人の方がお亡くなりになったとい
うこと。お亡くなりになりました皆様に心から御冥福
をお祈りいたしますとともに、今、療養なさっている
皆様の一日も早い回復をお祈り申し上げます。少し落
ち着きましたが、我が会派は知事をはじめ、執行部の
皆さん、そして県民の皆さん、そして県議会議員の皆
さんと一緒になってこのコロナ感染防止対策、そして
経済の回復に向け全力で取り組んでまいりたいと思っ
ております。
　また、せんだって17日にありました緊急質問の中
で議論がありましたが、議会内でのハラスメント対策
については、議員の調査権をしっかりと確保し、より
充実させるためには、新たなルールづくり、これを議
論していかなければならない時期に来ているのではな
いかと考えております。基本条例の見直しや防止条例
などの制定など、この議論を提起していきたいと思っ
ております。
　それでは、通告に従いまして代表質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、安倍前総理の突然の辞任後、高い支持を受け
誕生した菅総理。コロナ禍でスタートした政権です。
厳しい運営は覚悟の上ではなかったでしょうか。突
然、コロナ対策に専任するので辞任するというのは理
解に苦しみます。かじ取り役を自ら放棄した責任逃れ
と言わざるを得ません。官房長官期間を合わせると約
９年、特に沖縄に深く関わり沖縄県民に寄り添うとし
ながら、粛々と民意を無視し辺野古新基地建設工事を
強行したことを多くの県民は忘れないであろうと思い
ます。知事はどう受け止め評価するのか見解を伺いま

す。
　(2)、自民党の総裁選挙が告示されました。立候補
表明会見で、河野沖縄担当大臣は、辺野古問題で普天
間の「安全性の除去」と２度も発言するなど認識違
いも甚だしい。他候補も軍事力に頼り、外交や平和を
保つ観点の議論に欠ける状況など、沖縄に寄り添う総
理、総裁になるのか未知の世界です。知事は新総裁に
何を期待するのか伺います。
　(3)、知事就任から３年、残り任期１年となりまし
た。首里城火災、豚熱問題、コロナウイルス問題と災
難続きとなっておりますが、誰一人取り残さない県政
づくりの公約実現の達成状況と課題・決意を伺いま
す。
　(4)、新たな沖縄振興策の基本方針が示されました。
沖縄振興の根拠である沖縄の特殊事情、戦後27年間
の米国施政権下での歴史的背景や地理的背景が基本で
あるべきです。経済・社会資源・教育その他の格差解
消がまだ未達成です。これから法案に盛り込む最終調
整に向け県の主体的な取組が重要です。決意を伺いま
す。
　(5)、沖縄予算2998億円概算要求額について、県経
済・県民生活への影響が懸念されますが今後の対応を
伺います。
　２、コロナウイルス感染防止対策について。
　(1)、感染状況改善・医療体制逼迫改善に向けて。
　ア、宿泊療養施設、入院待機ステーション等の運営
状況と今後の拡充計画について伺う。
　イ、疲弊している医療界、医療従事者の離職防止
策、働く環境整備、賃金や手当等待遇改善策の取組状
況を伺う。
　ウ、子供、若者、妊婦さん等の感染拡大が懸念され
ます。ＰＣＲ検査体制やワクチンの接種状況とワクチ
ンに対する不安を取り除き加速化するための情報発信
の強化が急がれます。取組状況を伺います。
　エ、新たな変異株の確認等、常に変化するコロナウ
イルス感染問題、冬場には大きな第６波の可能性が非
常に高いと言われています。これまでの経験から前進
した長期スパンの対応策の構築が急がれます。科学的
データ、客観的認識に基づき準備は進められているの
か伺います。
　オ、自宅待機療養者問題は深刻です。支援に向けて
の情報公開、自治体との連携は不可欠です。その対応
や県民への情報発信の強化について伺います。
　(2)、学校現場の対応について。
　ア、新学期が始まり、児童生徒の休校が2600名余
に上っているとのこと。感染予防なのか、精神的不安
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によるものなのか、陽性者または濃厚接触者などその
実態はどうですか。いじめや内申書等、受験への影響
など適切な対応策を講じているのか伺います。
　イ、オンライン学習の整備、運用の不備が指摘され
ています。どの子にも公平な学習が提供されなければ
なりません。実態と早期の対応策が求められているが
取組を伺います。
　３、基地問題について。
　(1)、辺野古新基地建設で防衛局は新護岸工事に着
手した。生態系への致命的なダメージが懸念され、環
境保護を無視した対応である。設計変更申請の慎重な
る審査中である。不条理な強行工事に県民からは大き
な批判の声が上がっている。見解とその対応、また、
現在の埋立工事の進捗状況は全体計画の何％となって
いるのか伺います。
　(2)、サンゴ移植問題について、国のガイドライン
では移植の技術はまだ完成していない、到達していな
いという概念が生きています。防衛局の移植強行はサ
ンゴの保護ではなく工事を進めるための拙速な事業だ
と断じたい。今後の対応、見解を伺います。
　(3)、辺野古・大浦湾のホープスポット認定のシル
ビア・アール博士の講演が盛り込まれたシンポジウム
が開催されております。多くの貴重な提言を受け、辺
野古新基地建設阻止に向けどう生かし、展開していく
のか伺います。
　(4)、本島初の自衛隊勝連分屯地への地対艦ミサイ
ル部隊配備計画、南西諸島へのミサイル配備が加速し
ている。中国、台湾周辺問題、北朝鮮問題等が取り沙
汰される中、敵基地攻撃に転用される可能性も否定で
きない。地元では戦争に巻き込まれる危険性が高くな
るのではと危惧しています。県の対応を伺う。
　(5)、米軍機騒音被害について、普天間・嘉手納基
地周辺だけでなく本県全体的に被害が拡大していると
の訴えがある。騒音調査実態はどうか。また、多くの
自治体から住宅防音工事助成措置の対象地域拡大等要
望が強いが積極的に国に求めるべきではないのか。対
応を伺う。
　４、子供の貧困対策について。
　(1)、沖縄県子どもの貧困対策に関する最終評価報
告書案がまとめられた。主な内容と今後の課題、次期
振計でも推進強化として示されているがその方向性を
伺います。
　(2)、政府が実施した全国のヤングケアラーの調査
で中学生の17人に１人、高校生の24人に１人が家族
の介護や世話をしているという実態が公表されまし
た。沖縄県では民間やマスコミ、また自治体として初

めて糸満市が調査をし、その実態の深刻さが明らかに
なっています。貧困問題と密接な関係性のあるその実
態を調査し条例整備をすることが急がれるがその取組
について伺う。
　(3)、離婚後の養育費問題で、県内では養育費を受
け取っていない世帯が60％以上だという調査がある。
全国で支援自治体が増えていますが貧困解消の事業と
して早期に取り組む必要があるが見解を伺う。
　５、職員の働く環境整備について。
　東京オリンピックでの責任ある立場の方の女性蔑視
発言やいじめ発言・パワハラ発言等人権意識の低さが
世界でも問題視された。長く続くコロナ禍の中、一層
のマンパワーが必要となってくる現状の中で、職員の
体調管理体制、人権意識・倫理観に影響はないか、以
下伺う。
　(1)、パワハラ、セクハラ、マタハラ等ハラスメン
トの各部局ごとの実態と対応について伺う。
　(2)、産業医・健康相談状況、精神的疾患による休
職状況はどうか伺う。
　(3)、今年６月に、一定の公職にある者からの働き
かけに関する取扱要領が制定されました。
　ア、その目的、対象者、どういう効果が期待される
のか伺う。
　イ、実態はどうか伺う。
　６、所有者不明土地問題について。
　(1)、県管理、市町村管理別筆数と係る予算につい
て。
　(2)、戦後76年余が経過し、土地の円滑活用は市町
村でも課題である。民法改正により今後の都市開発や
まちづくりにおいて土地管理制度の活用等スピード
アップしていくのではと期待するものである。認識を
伺う。
　以上、よろしくお願いいたします。
○仲村　家治君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時41分休憩
　　　午後２時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　山内末子議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の (3)、
公約実現の達成状況と課題についてお答えいたしま
す。
　私は、新時代沖縄の到来、誇りある豊かさ、沖縄ら
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しい優しい社会の構築の３つの視点から、公約として
291の個別施策を掲げており、そのうち５施策につい
ては取組が完了、280施策は取組を推進中、６施策は
着手となっております。具体例としましては、主に低
所得世帯の中高生のバス通学費無料化、沖縄本島と北
大東島を結ぶ海底光ケーブルの整備等を推進するとと
もに、琉球歴史文化の日の制定、ＳＤＧｓの理念を踏
まえ沖縄県性の多様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣
言）などに取り組んでまいりました。経済分野では、
沖縄県アジア経済戦略構想推進計画に基づく諸施策
を推進し、2019年には入域観光客数は1000万人を超
え、雇用情勢が大幅に改善するなど、着実に成果を上
げてまいりました。しかし、新型コロナウイルス感染
症の世界的、全国的な拡大が、これまで積み上げた成
果に打撃を与え、観光関連産業をはじめ、多岐にわた
る業種で大きな影響を及ぼしております。
　沖縄県としましては、感染拡大防止・収束を最優先
に取り組むとともに、新たな振興計画（素案）に掲げ
る、安全・安心で幸福が実感できる島を形成し、アジ
アをはじめ世界との経済のかけ橋となり、県民全ての
幸福感を高めるなど、自立的発展と住民が豊かさを実
感できる社会の実現を目指していきたいと考えており
ます。
　次に１の (4)、新たな沖縄振興のための法律案につ
いてお答えいたします。
　去る８月に国が公表した新たな沖縄振興策の検討の
基本方向において、国は新たな沖縄振興が実現できる
よう、法制上及び税制・財政上の措置について、関係
各方面と協議しつつ、鋭意検討を進めるとされ、法制
上の措置については、令和４年の通常国会への法案提
出に向けて、鋭意検討を進めることが示されたところ
です。
　沖縄県としましては、沖縄の地理的、社会的などの
特殊事情から派生する固有課題や子供の貧困の問題、
雇用の質の改善等の重要性を増した課題、新たに生じ
た課題等の解決に向けて、県の要望が国の提案する法
案へ反映されるよう、市町村長、経済界の皆様等と連
携しながら、私が先頭に立って国へ求めてまいります。
　次に、基地問題についての御質問の中の３の (3)、
シンポジウムの今後の活用についてお答えいたしま
す。
　９月11日に開催した辺野古・大浦湾シンポジウム
2021では、辺野古・大浦湾の生物多様性及び環境保
全の必要性について、専門家による多くの示唆に富む
講演などが行われました。また、この海域がハワイの
世界遺産登録地と比べても生物多様性が高く世界レベ

ルにあることや、ホープスポット認定により国際的な
ネットワークが広がることが報告されたほか、軟弱地
盤の問題など、今回議論された情報をしっかりと米国
に伝えることなどの提言もいただいております。
　沖縄県としては、これらの提言や採択された声明を
踏まえ、今後も日米両政府に対して、辺野古新基地建
設計画に伴う工事を中止し、県との対話に応じること
や、同海域の保全のため、あらゆる調査と評価を行う
こと等を強く訴えていくとともに、多くの県民、国民
にシンポジウムの内容を周知していくことで、辺野古
新基地建設問題の解決に向けた機運の醸成を図ってい
きたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (1)、菅首相への評価についてお答えいたし
ます。
　菅内閣総理大臣におかれましては、官房長官時代に
は沖縄基地負担軽減担当相でいらしたことから、沖縄
の実情にも深い御理解をいただいていたと考えており
ます。一方、辺野古新基地建設問題については、民主
主義の手続によって行われた、県民投票により示され
た辺野古新基地建設反対の民意や、県が求める対話に
応じることなく工事が強行されていることは極めて残
念だと思います。
　同じく１の (2)、新総裁に対する期待についてお答
えいたします。
　新たな内閣総理大臣におかれましては、新型コロナ
ウイルスの感染防止や国民の生活、経済を立て直すた
めの対策のほか、新たな沖縄の振興計画について強力
に取り組まれることを望んでおります。また、沖縄の
基地負担の実情に御理解をいただき、その負担軽減に
ついても強力に取り組んでいただきたいと考えており
ます。特に、米軍普天間飛行場返還に伴う名護市辺野
古への新基地建設問題については、政府に対して引き
続き、対話による解決が図られるよう、沖縄県との対
話の場をつくっていただくよう求めてまいります。
　３、基地問題についての (4)、自衛隊のミサイル配
備についてお答えいたします。
　自衛隊の配備については、我が国の安全保障や地域
の振興、住民生活への影響をめぐって、様々な意見が
あるものと承知しております。
　県としては、政府に対して、地元の理解と協力が得
られるよう、より一層丁寧に説明を行うとともに、配
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備スケジュールありきで物事を進めることがないよう
求めてまいりたいと考えております。また、中国、台
湾周辺や北朝鮮の問題等については、関係諸国におい
て、対話と協議を通じて情勢の悪化を防ぎ、不測の事
態の発生を回避する等、冷静かつ平和的な外交によっ
て解決を図ることが重要であると考えております。
　同じく３の (5)、住宅防音工事助成措置の対象拡大
についてお答えいたします。
　米軍基地に起因する航空機騒音は、周辺地域におけ
る住民生活に多大な影響を与えております。県は、
騒音対策の充実強化は重要な課題であると認識してお
り、去る９月７日に対象区域や告示後住宅への適用拡
大等、騒音対策の強化・拡充を沖縄防衛局長に対し要
請したところであります。
　県としましては、沖縄防衛局に対し、基地周辺地域
における騒音実態の情報を求める等、情報収集を進め
ながら、軍転協とも連携し、日米両政府に対し騒音対
策の強化・拡充について引き続き求めていきたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
いての (5)、令和４年度沖縄振興予算の概算要求の影
響と今後の対応についてお答えします。
　８月末の内閣府の概算要求では、子供の貧困対策等
が増額要求され、産業競争力の強化等の経費が新たに
盛り込まれましたが、要求可能額が最大限活用され
ず、3000億円台に届かなかったことは残念でありま
す。そのため、今後の予算編成過程において、事項要
求している経費の確保を図り、総額3000億円台の沖
縄振興予算を維持していただくよう、今後もあらゆる
機会を捉え、要望してまいります。
　次に５、職員の働く環境整備についての (1)、パワ
ハラ等各ハラスメントの実態と対応についてお答えい
たします。
　ハラスメント等については、各任命権者ごとに指針
等を制定するとともに相談体制を整え対応しておりま
す。知事部局における直近３年間のハラスメント相談
対応件数は、平成30年度がパワハラ８件、セクハラ
２件、令和元年度がパワハラ17件、セクハラ６件、令
和２年度がパワハラ14件、セクハラ１件となってお
ります。
　同じく５の (2)、知事部局における産業医の健康相
談状況、精神的疾患による休職状況についてお答えい
たします。

　知事部局における産業医面談実績は、平成30年度
延べ87件、令和元年度延べ197件、令和２年度延べ
455件となっております。また、精神的疾患による休
職者数は、平成30年度が29人、令和元年度が31人、
令和２年度が39人となっております。なお、身体疾
患による休職者数は、平成30年度が４人、令和元年
度が３人、令和２年度が６人となっております。
　同じく５の (3)、働きかけ記録化制度の概要と実績
についてお答えいたします。５の (3) のアと５の (3)
のイは関連しますので、恐縮ですが一括してお答えい
たします。
　働きかけ記録化制度は、公務の透明化、適正化に
つなげることを目的に、知事、副知事、他任命権者の
長、国会議員、地方公共団体の長、議会議員、各種団
体の役員などから、職員に対して、人事や許認可など
の特定の業務に関する要望や意見、命令、指示等を受
けた場合に、その内容を記録し公表の対象とする制度
です。本制度を適正に運用することにより、違法・不
当な働きかけを抑止し、適正な事務の執行が期待でき
ると考えております。なお、制度を制定した６月以
降、部局からの問合せ等はございますが、働きかけの
記録として報告された事例はございません。
　次に６、所有者不明土地についての (1)、筆数と予
算についてお答えいたします。
　沖縄戦に起因する所有者不明土地について、令和３
年３月末現在の県管理地は、1505筆で約90ヘクター
ルとなっており、市町村管理地は、1194筆で約８ヘ
クタールとなっております。また、県管理地に係る予
算については、令和３年度当初予算において、所有者
不明土地管理特別会計で、2687万5000円を計上して
おり、その主な内容は、維持管理費となっております。
　同じく６の (2)、土地管理制度の活用等への認識に
ついてお答えいたします。
　所有者不明土地の利用の円滑化などを目的に、所有
者不明土地管理制度の新設などを含んだ民法等の一部
を改正する法律が、令和３年４月に公布されておりま
す。
　県としましては、沖縄戦に起因する所有者不明土地
の解決に一定の寄与があると考えておりますが、抜本
的解決に向けては、国が主体となった事業計画の策
定、法制上の措置及び財政措置が必要と考えており、
国に対して制度提言を行うとともに、新たな振興計画
（素案）で解決に向けた取組を位置づけたところであ
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
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　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、コロナウイル
ス感染防止対策についての御質問の中の (1) のア、宿
泊療養施設、入院待機ステーション等の運用状況と今
後の拡大計画についてお答えいたします。
　宿泊療養施設については、那覇・南部地域に３施
設、中部、北部、宮古、八重山地域に各１施設の合計
７施設を借り上げて702室を確保しております。今
後、さらなる拡充により約1400室の確保に向けて取
り組んでいるところです。入院待機ステーションにつ
いては、６月に南部へ１か所、９月に中部へ１か所を
設置し、これまでに２か所合計412名の患者を受け入
れております。今後は感染状況を注視しながら、必要
に応じて、受入れ規模の拡充等について検討したいと
考えております。
　同じく２の (1) のイ、医療従事者の離職防止や処遇
改善の取組についてお答えいたします。
　新型コロナウイルスの感染拡大が長期化する中、患
者に対応する医療機関及び医療従事者においては、感
染リスクを伴う厳しい環境の下で心身に負担がかかる
中、業務に従事されているものと認識しております。
県では、医療従事者に対する支援策として、患者の受
入れに協力した医療機関に対し、医療従事者の処遇改
善等に柔軟に活用できる協力金を交付するとともに、
医療従事者の負担軽減のための宿泊施設確保の支援を
実施しております。また、沖縄県公認心理師協会と連
携し、医療従事者等を対象として、新型コロナウイル
スに対応した心のケア支援を実施しております。
　同じく２の (1) のウ、子供、若者、妊婦等の検査体
制及びワクチン接種についてお答えいたします。
　県内では、デルタ株への置き換わりにより、子供、
若者の感染が増加するとともに、妊婦の感染も増えて
おります。県では、子供たちを守るため、学校ＰＣＲ
チームにおいて、クラス単位で迅速にＰＣＲ検査を実
施しており、今後は、幼稚園、保育所にも対象を拡大
することとしております。接種率が低迷している若者
世代に対しては、正しい情報を発信するなど、ワクチ
ン接種を前向きに考えてもらうための働きかけを行っ
ているところです。また、妊婦のワクチン接種につい
ては、集団接種会場でも積極的に接種できるよう周知
に取り組んでおります。
　同じく２の (1) のエ、今後の感染拡大に備えた対策
についてお答えいたします。
　本県では、これまで、病床や宿泊療養施設の確保等
による医療提供体制の拡充、検査体制の強化やワクチ
ン接種の推進等、感染状況に対応するため、全力で感

染防止対策に取り組んできました。その結果、新規感
染者数は徐々に減少しており、この傾向を確実なもの
にすることと医療提供体制を維持するために感染防止
対策の徹底に取り組んでまいります。中長期的な見通
しも必要であることから、対策に当たっては、専門家
会議の意見や疫学統計委員会の解析情報を基に取り組
んでおります。今後は、感染症の流行が起きやすい冬
場に向けて、ワクチン接種を加速化するとともに、国
に対しては３回目のワクチン接種の検討を提言、新た
な宿泊療養施設の確保や自宅療養者への支援体制の強
化を含めた医療提供体制の拡充などに取り組んでまい
ります。
　同じく２の (1) のオ、自宅療養者支援における市町
村との情報共有等についてお答えいたします。
　自宅療養者の支援については、今般の全国的な感染
拡大による自宅療養者の増大に伴い、国から、令和３
年９月６日付で、都道府県と市町村との連携における
自宅療養者等に係る個人情報の提供等に関する通知が
発出されております。
　県としては、市町村と情報を共有し連携することが
重要であると考えており、当該通知を受け、市町村と
情報を共有する手続を進め、自宅療養者の生活支援を
強化したいと考えております。また、現在、自宅療養
者のしおりを発信し支援に努めておりますが、連携強
化の一つとして、市町村が独自で行っている支援を一
覧表にして、併せて発信できるよう調整を進めており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　２、コロナウイルス感染防
止対策についての御質問の中の (2) のア、児童生徒の
感染の実態と受験等への影響についてお答えします。
　学校等からの報告によりますと、令和３年９月１日
から９月10日までの本県公立学校における新型コロ
ナ感染者数は、372人であります。濃厚接触者数につ
いては把握しておりません。各学校においては、児童
生徒の心身の健康状況を把握するとともに、スクール
カウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる心
理面や福祉面からの支援や健康相談などにより、組織
的な対応を行っているところです。感染不安により
登校できない児童生徒は出席停止となることから、進
級・進学等に不利益を生じることはありません。
　同じく (2) のイ、オンライン学習の取組についてお
答えします。
　臨時休校や分散登校等の実施期間中の各学校におい
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ては、小中学校の約８割、県立高等学校の約９割、特
別支援学校の約６割がオンラインによる学習支援に取
り組んでおります。一方で、一部の県立学校で通信の
不具合が生じたことから、通信環境の改善を図るとと
もに、市町村に対しては、専門家によるネットワーク
アセスメントなどの実施を周知しております。
　県教育委員会としましては、コロナ禍にあっても、
学びの保障の支援に努めてまいります。
　５、職員の働く環境整備についての御質問の中の
(1)、教育委員会におけるハラスメントの実態等につ
いてお答えします。
　教育委員会におけるハラスメントの相談件数は、平
成30年度が７件、令和元年度が12件、令和２年度が
９件で、全てパワハラ相談であります。教育委員会で
は、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント
の指針を制定し、職員の研修や相談員の設置などハラ
スメント防止対策に取り組んでおります。今後も引き
続き職員が働きやすい環境整備に取り組んでまいりま
す。
　同じく５の (2)、教育委員会における健康相談状況
等についてお答えします。
　県立学校の教育職員のうち、長時間勤務職員に対
する面接指導は、平成30年度は51人、令和元年度は
70人、令和２年度は25人となっております。また、
公立小・中・高校の教育職員の病気休職者数は、平成
30年度は426人で、うち精神疾患が176人、その他が
250人、令和元年度は419人で、うち精神疾患が190
人、その他が229人、令和２年度は389人で、うち精
神疾患が188人、その他が201人となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　３、基地問題につい
ての (1)、Ｎ２護岸工事の着手及び埋立ての進捗につ
いてお答えいたします。
　県は、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更
承認申請書について審査を行っているところであり、
Ｎ２護岸工事に着手することは想定しておりませんで
した。現在、沖縄防衛局に対し、Ｎ２護岸の構造等に
ついて、確認を行っているところであります。
　県としては、引き続きジュゴンへの影響や地盤の力
学的調査等の必要性等について、環境保全及び災害防
止に配慮した計画になっているのか、厳正に審査を
行ってまいります。埋立ての進捗については、沖縄防
衛局に８月末時点における投入土砂量を確認したとこ
ろ、埋立全体に必要な土砂量に対して約7.8％と推定

されます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　３、基地問題につい
ての (2)、サンゴ移植に関する県の今後の対応、見解
についてお答えいたします。
　先般の関与取消訴訟では、沖縄防衛局からの申請の
目的は移植したサンゴの生残率をできる限り高めるこ
とにあるとの判断が示されました。県では、この目的
を達成するため、条件を付して許可処分を行ったとこ
ろですが、沖縄防衛局は条件に反し、水温が高く台風
の来襲が見込まれる時期であるにもかかわらず移植作
業を継続しております。そのため、県では、専門的・
技術的見地からの意見を確認するため、日本サンゴ礁
学会や環境監視等委員会に見解を求めているところで
あります。
　県としましては、引き続きサンゴの生残率をできる
限り高めるという目的が達成されるよう、最善を尽く
してまいります。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　３、基地問題についての
(5) のうち、米軍機による騒音被害の拡大と調査実態
についてお答えします。
　県は、航空機騒音に係る環境基準の類型指定を行っ
ている嘉手納飛行場、普天間飛行場及び那覇空港の周
辺地域で、市町村と連携して航空機騒音の監視測定を
行っております。また、嘉手納町や那覇市が実施した
騒音測定の際、県が所有する可搬型騒音測定機を貸し
出し、技術的助言を行うなど、市町村の測定にも協力
しております。米軍機による騒音については、沖縄防
衛局が騒音を測定している事例があることから、その
ような事例も踏まえ、市町村と連携して必要な調査が
実施できるよう対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　４、子供
の貧困対策についての御質問の中の (1)、子供の貧困
対策の方向性についてお答えいたします。
　計画に掲げる41指標のうち、11指標が目標を達
成、26指標が改善するなど全体の９割で進展が見ら
れました。一方で、横ばい・後退の指標が４指標あ
り、課題も残されています。次期計画の策定に当たっ
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ては、これらの成果と課題を踏まえ、学習支援などの
ライフステージに応じた子供への支援や貧困対策支援
員の人材確保等、つながる仕組みの構築に向けた取組
の推進・深化を図るとともに、新たな課題への対応も
含め、今後、外部有識者の意見も得ながら取り組んで
まいります。
　同じく４の (2)、ヤングケアラーの実態調査等の取
組についてお答えいたします。
　ヤングケアラーは、家庭内の問題として表面化しに
くく、実態把握や支援の難しさが課題となっており、
まずは実態を把握した上で、条例制定の必要性を含め
支援の在り方を検討していきたいと考えております。
県では、福祉、教育など関係部局で連絡会議を立ち上
げ、調査の方法について検討を進めております。
　県においては、引き続き潜在化しがちなヤングケア
ラーの早期発見に努め、適切な支援につなげていける
よう、市町村とも密に連携しながら取り組んでまいり
ます。
　同じく４の (3)、養育費問題への取組についてお答
えいたします。
　県においては、子供の健やかな成長のためには、養
育費の確保が重要であると考えており、離婚届用紙の
受け取り等の際に、養育に関する合意書のひな形を窓
口で配付するよう市町村に促しております。また、県
が実施する養育費等支援事業においては相談員を配置
し、必要に応じて、弁護士による無料法律相談を実施
しております。
　県としましては、養育費の支払いは、親の子に対す
る責務であるとの意識の啓発に努め、引き続きひとり
親家庭への支援に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　５、職員の働く環
境整備についての御質問の中の (1)、病院事業局にお
けるハラスメントの実態等についてお答えいたしま
す。
　病院事業局におけるハラスメント相談件数は、平成
30年度が14件でこのうちパワハラが10件、セクハラ
が４件、令和元年度が23件でこのうちパワハラが20
件、セクハラが３件、令和２年度が16件でこのうち
パワハラが14件、セクハラが２件となっております。
　病院事業局では、沖縄県病院事業局職員セクシュア
ル・ハラスメント防止規程及びパワー・ハラスメント
の防止に関する指針を策定するとともに、各所属に相
談員を設置して職員からの相談に対応しております。

　同じく５の (2)、病院事業局における健康相談件数
等についてお答えいたします。
　病院事業局における産業医への健康相談件数は、
平成30年度が45件、令和元年度が62件、令和２年度
が39件となっております。また、休職者数は、平成
30年度が28人でこのうち身体疾患が13人、精神疾患
が15人、令和元年度が27人でこのうち身体疾患が12
人、精神疾患が15人、会計年度任用職員制度が導入さ
れた令和２年度は55人でこのうち身体疾患が27人、
精神疾患が28人となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○警察本部長（日下真一君）　５、職員の働く環境整
備についての質問のうち (1)、ハラスメントの実態と
対応についてお答えいたします。
　県警察の過去３年間の相談件数は、平成30年パワ
ハラ２件、セクハラなし、令和元年パワハラ13件、セ
クハラ６件、令和２年パワハラ５件、セクハラ６件と
なっております。
　次に (2)、健康相談状況及び休職状況についてお答
えいたします。
　県警察における過去３年間の産業医の面接件数は、
平成30年度110件、令和元年度203件、令和２年度
167件、次に精神的疾患による休職者数は、平成30年
度12人、令和元年度10人、令和２年度17人、身体的
疾患による休職者数は、平成30年度３人、令和元年
度６人、令和２年度９人となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　ハラスメントの状況、そして健康
状況をお聞きいたしました。大変厳しい状況だと思っ
ております。本当に今、そういう中で、沖縄県の課題
が多い中で、職員が一生懸命やっていること、そのこ
とをしっかりとモチベーションを高めながら、一人一
人のスキルアップをしっかりと求めていくというこ
とを含めて、知事、来年に向けてハラスメントゼロ宣
言、そういう形でこの沖縄県政からしっかりと県民に
向けて、そういうハラスメントがないような沖縄県づ
くりに向けて、私は率先してやるべきだと思っており
ますが、その件について最後にお聞きをいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　職員がその適正な環境にお
いて、心身ともにしっかりと県民の公僕として務めを
果たしていくということは、すなわち職員の働く環境
もまたしっかりと整備されているということは言うま
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でもないことだと思います。職員の心身を守りなが
ら、県民サービスに一つでもつなげていけるように、
そのような体制をしっかり構築して頑張ってまいりた
いと思います。
○山内　末子さん　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
　　　〔玉城健一郎君登壇〕
○玉城　健一郎君　皆さん、こんにちは。
　てぃーだ平和ネット玉城健一郎です。
　最後の代表質問をさせていただきます。よろしくお
願いいたします。（発言する者あり）　本日は最後です
ね。
　さて、まず冒頭に新型コロナでお亡くなりになった
皆様に対して、心からの御冥福をお祈りいたします。
そして先日私、ワクチン接種２回目を受けました。県
職員は、恐らく仕事が終わった後にボランティアとし
て協力しながら、接種に当たっていたと思います。県
職員に対しても本当に敬意を表します。
　今、若い人たちと声を、いろんな意見交換をしてい
る中でワクチンに対する不安、そして新型コロナの病
床だったり、後遺症に対しての意識というか知識が少
ないのかなというふうに私は感じております。先日、
玉城デニー知事がガレッジセールのゴリさんと対談
し、新型コロナがどういう状況なのか、そして罹患し
た状況に対して、しっかり説明できるような動画を発
信しておりましたが、ワクチン接種率50％を超えた
今、今後もっと加速させるためには、このコロナがい
かに恐ろしい状況なのか、特に後遺症に対して、もっ
と発表するべきだと思いますのでぜひよろしくお願い
いたします。
　それでは、代表質問に移らせていただきます。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、東京オリンピック・パラリンピックでは11競
技12人の選手が出場した。レスリング男子グレコロー
マンスタイル77キロ級屋比久翔平選手の銅メダルか
ら始まり、空手男子形では喜友名諒選手が金メダル、
野球では平良海馬投手が金メダル、北京大会で銀メ
ダルに輝いた上与那原寛和選手は陸上男子車椅子400
メートル、1500メートルで銅メダルを獲得した。惜
しくもメダルには届きませんでしたが、重量挙げの糸
数選手４位入賞と宮本選手７位入賞、マラソン女子車
椅子の喜納翼選手が７位入賞、そのほかにも男子ロー
ドレース新城選手、男子走り幅跳び津波選手、男女ハ
ンドボールでは東江選手と池原選手、カヌースプリン
ト當銘選手と多くの県出身者が活躍した。このことは
県民にとって大きな喜びであり栄誉である。県勢の活

躍について知事の所見を伺う。
　(2)、コロナ禍で１年延期となった世界のウチナー
ンチュ大会が来年10月31日から11月３日までの日程
で開催される。大会は海外に広がるウチナーンチュ
のアイデンティティーを再確認し、ウチナーンチュの
ネットワークを広げるとてもよい機会である。来年は
復帰50年という節目の年であり、その年にウチナー
ンチュ大会が開催される意義は大きい。誇りある豊か
な沖縄を実現していくためにも、世界中のウチナーン
チュネットワークの大会への知事の意気込みを伺う。
また、昨年12月にも取り上げたが、世界で活躍する
県系人を大会へ招聘し、講演会などを開催してはどう
か伺います。
　(3)、ヘイトスピーチ条例について進捗状況を伺う。
ヘイトスピーチ解消法施行から５年たっているが、い
まだにヘイトスピーチはなくなっていない。それどこ
ろか那覇市役所前ではヘイトスピーチをさせないため
に市民が監視をする状況が続いている。沖縄県に必要
なものは実効性のある条例制定だと考えるが見解を伺
う。
　２、基地問題。
　(1)、普天間飛行場から流されたＰＦＡＳについて。
　ア、2021年８月26日、在沖海兵隊は宜野湾市と県
が下水道放出に反対し、政府との協議中にもかかわら
ず、発がん性や低体重など子供への影響が懸念されて
いるＰＦＡＳの処理水を公共下水道に放出した。これ
は紛れもなく環境破壊であり、我が国の主権と県民の
自治権を踏みにじる横暴であり断じて許すわけにはい
かない。このようなことを二度とさせないために日本
政府は米国政府に対して毅然とした対応をするべきだ
と考える。今回の排出についての県の見解を伺う。
　イ、宜野湾市の下水道の調査によると、国の暫定指
針値を上回る、合計値670ナノグラムのＰＦＯＳ・Ｐ
ＦＯＡが検出された。沖縄県の調査はどうだったの
か。また、米軍が説明した処理水の数値とあまりにも
かけ離れているが、これは、処理水以外のものを流し
たか、処理水以前に米軍基地内がＰＦＡＳ汚染されて
いるということではないか。県の所見を伺う。
　ウ、以前から普天間飛行場より低い場所に位置する
湧水から基地由来の蓋然性の高いＰＦＡＳが検出され
ている。県民の命と暮らしを守るためにも基地内の立
入調査をし、原因を突き止めるべきだと思うが県の見
解を伺う。
　(2)、自衛隊基地から検出されたＰＦＡＳについて。
　ア、航空自衛隊那覇基地の消火専用水槽から本来含
まれていないＰＦＯＳなどが国の暫定目標値の9200
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倍に当たる高濃度で検出されたことについて、その高
濃度の汚染水の処理はどのように行うのか、自衛隊や
国から説明があったのか伺う。
　イ、本来含まれるはずのないところから高濃度のＰ
ＦＡＳが検出された。この原因について自衛隊は調査
をした上で不明だとしている。自衛隊基地は県民生活
と隣り合わせであり、県民の不安を取り除くためにも
原因究明が急務だと考える。国に原因究明を求めると
ともに県としても調査をする必要があると考えるが、
見解を伺う。
　ウ、防衛省によると県内でのＰＦＯＳを含む泡消火
剤は航空自衛隊那覇基地で１万9800リットル、海上
自衛隊那覇基地で430リットルあるというが、ＰＦＯ
Ｓだけでなくそのほかの有機フッ素化合物も健康への
影響が懸念されている。県内にある全ての自衛隊基地
でのＰＦＯＳだけでなくＰＦＡＳの保有状況と保管状
況の開示を求めるべきだと考えるが県の見解を伺う。
　(3)、米軍基地による騒音被害について。
　ア、米軍普天間基地でＭＶ22オスプレイなどが８
月31日から９月２日までの３日間、航空機騒音規制
措置で制限される午後10時を超えての夜間飛行をし
た。米軍嘉手納基地では外来機で海軍のＣＭＶ22オ
スプレイや空軍のＣＶ22オスプレイが飛来している。
飛行経路や夜間の航空機騒音規制措置も守られていな
い中、さらに外来機まで飛んでくる状況に県民は騒音
被害に悩まされている。そのような中、沖縄県は７日
に嘉手納基地と普天間基地の騒音軽減を求め在日米軍
や防衛省など日米５者に要請したということだが、ど
のような要請内容なのか。県議会でも配備撤回を求め
ているにもかかわらず外来機のオスプレイまで飛行さ
せること、飛行経路外の飛行、騒音規制措置の時間外
の飛行が常態化している状況をどのように考えるか、
県の見解を伺う。
　(4)、ＮＨＫ放送受信料の補助制度について。
　ア、自衛隊または米軍ジェット機の飛行に伴う騒音
によるテレビ放送の聴取障害に係る助成の措置とし
て、飛行場周辺に住むＮＨＫ放送受信契約者に対して
受信料の半額を補助するもので現状、嘉手納飛行場と
伊江島補助飛行場、出砂島射爆撃場が対象となってい
る。普天間飛行場への適用を求めているが県の見解を
伺う。
　３、環境。
　(1)、沖縄島北部と西表島のユネスコ世界遺産登録
が決定した。国の機関、県知事以下関係部局、国頭
村、東村、大宜味村、竹富町の関係者の尽力によって
登録されたものであり、沖縄の貴重な自然環境が世界

に認められたことは一県民としてうれしく思う。世界
遺産登録は沖縄の観光の復活に大きく寄与するもので
あり、その効果に期待が高まっている。一方で本島北
部は基地返還跡地もあり支障除去を行ったというが、
いまだに米軍の廃棄物が残っている。また世界遺産登
録によってこれまで以上に観光客が押し寄せることに
なり、自然環境が破壊されるおそれがある。
　そこで以下伺う。
　ア、世界遺産登録による県経済への効果はどのくら
いと考えているか。
　イ、北部訓練場跡地の米軍廃棄物への対応を伺う。
　ウ、オーバーツーリズムへの対応を伺う。
　(2)、脱プラスチック社会の構築に向けての取組と
課題を伺う。
　４、新型コロナ対策。
　(1)、新型コロナへの経済対策、未曽有の危機と言
われるコロナ禍において、沖縄県は雇用調整助成金の
上乗せ助成や県の融資制度などで県内企業の倒産を防
いでいる。実際、昨年度の企業の倒産件数は40件で
県経済が絶好調だった2019年を抑え過去最少を記録
した。新型コロナの借入れは企業維持のための借入れ
も少なくない。コロナ禍を脱した後、借入れの返済が
始まったときに県内企業へ影響が大きいと考える。借
入れ返済に対して、負担を軽くするような政策が必要
だと考えるが、県の見解を伺う。
　(2)、航空物流機能回復事業について、これまでの
実績を伺う。沖縄からの県外輸出をこれまで同様に行
うために、航空路を確保するためにも継続的な支援、
強化が必要だと考えるが県の見解を伺う。
　(3)、県はこれまで雇用調整助成金の上乗せ助成や
県の融資制度等を通して県内の雇用を守ってきたが、
感染症の長期化に伴って雇用情勢が厳しくなってい
る。雇用を守るために、雇用調整助成金の特例期間の
延長などさらなる雇用対策が必要だと考えるが県の見
解を伺う。
　５、首里城再建について。
　(1)、平成の再建のとき以上に県民の関心が高い。
平成の再建のときにはなかった学術的な発見や知見が
出てきている。新たな知見を取り入れるべきと考える
が、県の見解を伺う。
　(2)、寄附金は龍柱などに使用されるが、県内の若
手彫刻家や陶芸家、芸術家を後継者育成として関わる
体制を確立し、今回の再建に役立てるべきだと考える
が、県の見解を伺う。
　(3)、首里城再建に多くの県内外からの寄附金が使
われているからこそ、県民の意見が反映されるべきと
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考える。多くの県民の意見が反映されるような場が必
要だと考えるが県の見解を伺う。
　(4)、32軍壕の公開について、現在の進捗を伺う。
　以上です。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　玉城健一郎議員の御質問に
お答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の (1)、
東京オリンピック・パラリンピックにおける県出身選
手の活躍についてお答えいたします。
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
では、本県から過去最多となる総勢12名の日本代表
選手が出場いたしました。努力に裏打ちされたその活
躍は、多くの県民に感動と勇気をもたらし、子供たち
に夢と希望を与えたものと考えております。オリン
ピックにおいて、空手競技の喜友名諒選手、野球競技
の平良海馬選手による金メダル、レスリング競技の屋
比久翔平選手による銅メダル、そしてパラリンピック
においては、陸上競技の上与那原寛和選手による２個
の銅メダルがもたらされたことは、大変喜ばしく県民
にとって大きな誇りであると考えております。特に、
パラリンピックにおいては、選手自身の並々ならぬ努
力や周りの方々のサポートにより障害を乗り越え、不
可能と思われていることを可能とするすばらしい活躍
を見せていただいたことに、私も大いに感動いたしま
した。改めて、誰もが活躍でき、誰もが幸福を実感で
きる社会の実現を目指してしっかりと取り組んでまい
りたいとの思いを強くしたところであります。
　次に (3)、ヘイトスピーチ条例の進捗状況等につい
てお答えいたします。
　全ての人々の人権が尊重されることは、平和で豊か
な社会にとって重要であり、人権を侵害する不当な差
別的言動は決して許されるものではないと考えており
ます。沖縄県では現在、条例制定に向けて法制的な論
点を整理するため、有識者から意見を伺っているとこ
ろであり、その意見等も踏まえ、条例の方向性につい
て検討していきたいと考えております。誰もがお互い
の人権を尊重し合う誰一人取り残すことのない共生社
会の実現を目指して、なお一層取り組んでまいります。
　次に、環境についての御質問の中の (2)、脱プラス
チック社会構築の取組と課題についてお答えいたしま
す。
　脱プラスチック社会の構築は、ＳＤＧｓの達成に必
要な全世界で取り組むべき喫緊の課題であります。国

は、令和元年度にプラスチック資源循環戦略として今
後のプラスチック使用削減目標等を定めるとともに、
令和３年６月には使い捨てプラスチック製品の削減を
図るため、プラスチック資源循環促進法を制定したと
ころであります。脱プラスチックの実現はなかなか容
易ではありませんが、国の方針や今年９月に設置をい
たしましたプラスチック問題に関する万国津梁会議
からの提言等を踏まえ、脱プラスチック社会の構築に
しっかり取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　玉城健一郎
議員の御質問の１、知事の政治姿勢についての中の
(2)、ウチナーンチュ大会への意気込み等についてお
答えいたします。
　第７回世界のウチナーンチュ大会は、復帰50年の
節目の年に沖縄を思う心やアイデンティティーでつな
がる国内外のウチナーンチュが一堂に会し、ウチナー
のチムグクルを世界に発信することで、ウチナーネッ
トワークのさらなる継承・発展を図り、皆が沖縄に誇
りを感じることのできる感動的な大会となることを目
指します。ＩＣＴ等の最新技術を活用し、万が一、コ
ロナ禍で来県がかなわないという皆様にも参加いただ
けるようハイブリッド形式での開催に向け取り組んで
まいります。また、世界で活躍する県系人の招聘及び
講演会等の実施についても検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　２、基地問題について
の (1) のア、ＰＦＯＳ等汚染水放出の見解についてお
答えいたします。
　普天間飛行場におけるＰＦＯＳ等を含む水の取扱い
に関しては、日米間で協議が進められている中、米側
が一方的に公共下水道に放出したものであり、激しい
怒りを覚えます。このような中、去る９月17日、沖
縄防衛局に確認したところ、普天間飛行場の地下貯水
槽に残っている廃水を同局が県外に運搬した上で焼却
処分するとの説明がありました。県は日米両政府に対
し、ＰＦＯＳ等を含む水を基地外に放出せず焼却処理
すること等を強く求めていたところであり、今回の措
置は一歩前進であると考えております。一方で、在沖
米軍施設には依然としてＰＦＯＳ等を含む汚染水が保
管されていることから、米軍基地内への立入調査を含
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め、引き続き市町村とも連携しながら対応してまいり
ます。
　同じく２の (2) のア、航空自衛隊那覇基地のＰＦＯ
Ｓ汚染水処理に関する説明についてお答えいたしま
す。
　航空自衛隊那覇基地の泡消火専用水槽におけるＰＦ
ＯＳ等の調査結果については、去る９月３日、県に対
して同基地から説明がありました。その際、航空自衛
隊那覇基地からは、同基地内の泡消火専用水槽で高い
数値のＰＦＯＳ等が検出されたものの、適切に管理さ
れていることから漏出のおそれはなく、次年度以降、
関係法令を遵守し適切に処分する予定であるとの報告
がありました。
　同じく２の (3) のア、外来機の飛来と航空機騒音規
制措置についてお答えいたします。
　普天間飛行場及び嘉手納飛行場においては、基地負
担の軽減を図るため、訓練移転が実施されております
が、昼夜を問わない訓練や外来機の飛来等により、周
辺地域における住民生活に多大な被害を及ぼしてお
り、負担軽減と逆行する状況にあると言わざるを得ま
せん。
　県としては、今後とも軍転協等と連携し、あらゆる
機会を通じて、航空機騒音規制措置の厳格な運用等に
ついて、日米両政府に対し要請してまいりたいと考え
ております。
　同じく２の (4) のア、ＮＨＫ放送受信料の補助制度
についてお答えいたします。
　普天間飛行場は、ＦＡ18やＦ35Ｂ等のジェット戦
闘機も飛来する米海兵隊の航空基地であり、県が実施
した同飛行場周辺における令和２年度航空機騒音測定
結果では、11測定局中２局で環境基準を超過する騒
音が観測されております。そのため、県は、これまで
軍転協を通じて、ＮＨＫ放送受信料の助成対象区域と
するよう政府に対し求めており、引き続き基地周辺住
民の意向が十分反映されるよう、渉外知事会や軍転協
とも連携しながら政府に求めていきたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　２、基地問題についての
御質問の中の (1) のイ及び (1) のウ、基地内のＰＦＡ
Ｓ汚染と立入調査についてお答えします。２の (1) の
イと２の (1) のウは関連しますので、恐縮ですが一括
してお答えします。
　普天間飛行場周辺の湧水等からＰＦＯＳ等が高濃度

で検出されており、同飛行場が汚染源である蓋然性が
高いと考えております。そのため、平成31年２月に
基地内への立入り申請を行うとともに、令和元年６月
及び令和３年２月には同申請を認めるよう国及び米軍
に要請しております。また、本年９月に学識経験者で
構成する専門家会議を設置し、原因究明に向けた検討
を開始したところであります。今後、立入りの実施と
併せて、同会議における検討が円滑に進むよう必要な
措置を講じてまいります。
　同じく２の (2) のイ、高濃度ＰＦＡＳ検出の原因究
明についてお答えします。
　自衛隊那覇基地内の水槽から高濃度のＰＦＯＳ等が
検出された件について、県は同基地に対して原因究明
の実施と報告を求めたところであります。今後、報告
の内容を精査するとともに、環境に影響を与えないよ
う、必要な措置の実施を求めてまいります。
　同じく２の (2) のウ、自衛隊基地におけるＰＦＡＳ
含有状況等の開示についてお答えします。
　ＰＦＡＳは数千種類の有機フッ素化合物の総称で
あります。ＰＦＡＳのうち、ＰＦＯＳについては平成
22年に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法
律の規制対象となったことに伴い、泡消火薬剤の製造
事業者が泡消火薬剤中に含まれるＰＦＯＳの含有量を
公表したため、各保管事業者が保管量を把握すること
が可能となっております。来月にはＰＦＡＳのうちＰ
ＦＯＡが同法の規制対象となる予定であることから、
今後ＰＦＯＡについて保有状況及び保管状況の開示を
求めてまいりたいと考えております。
　同じく２の (3) のアのうち、県が行った航空機騒音
軽減要請の内容についてお答えします。
　県が令和３年９月７日に行った要請の内容は、「嘉
手納飛行場及び普天間飛行場周辺地域における航空機
騒音に係る環境基準の達成に向け、実効性のある具体
的な航空機騒音軽減の措置を取ること」、「日米合同委
員会で合意された「嘉手納飛行場及び普天間飛行場に
おける航空機騒音規制措置」及び「ＭＶ22オスプレ
イの我が国における運用に係る具体的な措置」を厳格
に運用すること」などであります。
　次に３、環境問題についての (1) のア、世界自然遺
産登録による経済効果についてお答えします。
　平成26年度に沖縄振興開発金融公庫が、「遺産登録
の機会は、地域経済や観光産業にとって非常に大きな
インパクトがあり、取組如何によって各地域に様々な
効果をもたらすことが見込まれる」と報告しておりま
す。
　県としましては、このような報告を踏まえ、登録地
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の自然環境を保全しつつ、特産品や観光プログラムの
開発などに取り組み、地域経済の活性化を図ってまい
ります。
　同じく３の (1) のイ、北部訓練場跡地の米軍廃棄物
についてお答えします。
　世界自然遺産登録地内の北部訓練場跡地について
は、自然環境と生物多様性を保全していく必要があ
り、米軍の廃棄物が発見された場合、沖縄森林管理署
との協定に基づき、沖縄防衛局が撤去等原状回復を行
うこととなっております。これまでに発見された米軍
の廃棄物については、沖縄防衛局において撤去作業が
行われており、今後とも米軍廃棄物が発見された場合
には、沖縄防衛局に撤去を求めるなど適切に対応して
まいります。
　同じく３の (1) のウ、世界自然遺産登録地のオー
バーツーリズム対策についてお答えします。
　県は、世界自然遺産登録地の保全と持続的な利用を
実現するため、国や地元町村と協力し、地元住民の理
解を得た上で、令和２年に観光管理計画を策定してお
ります。現在、同計画に基づき、沖縄島北部では、来
訪者の計画的な誘導と受入れ体制の強化を、西表島で
は、エコツーリズム推進法に基づく森林への立入り人
数の制限とルールづくりなどに取り組んでいるところ
であります。今後とも、国や地元町村等と連携して、
オーバーツーリズム対策を推進してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　２、基地問題につい
て (1) のイ、県の調査結果及び処理水以外の水を流し
た可能性についてお答えいたします。
　８月26日調査の速報値は、処理場への流入水１リッ
トル当たりのＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ合計で21ナノグラ
ムとなっております。県の調査は、宜野湾市の調査地
点から下流に位置し、一般家庭の生活排水等により
30倍から50倍に希釈されるため、その影響によるも
のと考えております。また処理水以外の水を流した可
能性は不明ですが、県としては、ＰＦＯＳ等の処分に
ついて県民の安全・安心のためにも、焼却によって確
実に処理される必要があると認識しております。
　次に５、首里城再建について (1)、首里城復元に係
る新たな知見についてお答えいたします。
　首里城の復元については、国営公園事業で実施する
こととなっており、国の首里城復元に向けた基本的な
方針では、前回復元時の基本的な考え方を踏襲して首
里城を復元していくことと合わせて、前回復元後に確

認された資料や材料調達の状況の変化等についても反
映することが示されております。今後も、国等の関係
機関と連携し、首里城の復元に取り組んでまいります。
　同じく５の (2)、若手彫刻家等の育成体制確立等に
ついてお答えいたします。
　令和２年７月に県で策定した沖縄県首里城復興基金
の活用に関する方針では、寄附金を充当する事業の実
施に当たっては、沖縄県内に蓄積、継承されている伝
統技術を積極的に活用するものとなっております。事
業の実施に当たっては、県内の若手人材育成の観点も
踏まえ、県内技術者による制作に向けて、国と連携し
て検討していきたいと考えております。
　同じく５の (3)、首里城再建の県民意見の反映につ
いてお答えいたします。
　首里城火災を受け、令和元年12月に国は首里城の
復元に向けた基本的な方針を定め、県は首里城復興の
基本的考え方を示し、国と県の役割分担の下、首里城
復興を推進してまいりました。首里城の復元は国営公
園事業ですが、県議会に寄せられた陳情や県民意見に
ついては、国に伝えております。国の首里城復元に向
けた技術検討委員会においては、県の関係部長等が協
力委員となっており、今後も国と県で連携し、首里城
復興に取り組んでまいります。県は、首里城周辺地域
の歴史まちづくりの推進に当たって、地域団体との意
見交換やアンケートの実施等により、意見をしっかり
と受け止め、今後の取組に反映していくこととしてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　４、新型コロナ対策
についての御質問の中の (1)、借入金返済の負担軽減
策についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏
まえ、県内金融機関に対し、既存融資の返済猶予等の
条件変更など、迅速かつ柔軟な対応を求めておりま
す。同感染症の収束後も、引き続き事業者の実情に応
じた資金繰り支援を求めていくと同時に、域内経済の
需要喚起策やデジタルトランスフォーメーションの推
進など新たな価値創造の事業等に取り組み、企業の収
益性の改善につなげていくことが重要であると考えて
おります。
　同じく４の (3)、雇用を守るためのさらなる対策に
関する県の見解についてお答えいたします。
　沖縄県の雇用情勢は、新型コロナウイルス感染症の
長期化により、厳しい状況が続いており、県では、雇



─ 81 ─

用調整助成金の活用促進や県独自の上乗せ助成を行う
とともに、就職困難者等への再就職支援や新規学卒者
に対する相談体制の強化など、雇用の維持と求職者の
早期就職支援に取り組んでいるところであります。引
き続き感染状況や雇用情勢等を踏まえながら、雇用調
整助成金の延長等を働きかけるなど、県民の雇用を守
るための各種施策を推進してまいりたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　４、新型コロナ対策
についての (2)、航空物流機能回復事業の実績と継続
的な支援についてお答えします。
　県では、航空路線の減便による県産農林水産物の域
外出荷等の影響を緩和するため、同事業により、貨物
専用臨時便の就航を図っております。今年度は、５月
期の宮古４便、６月期の宮古３便、石垣３便の、これ
まで計10便の運航が行われており、今後とも状況を
注視しつつ、適切に対応してまいります。次年度以降
については、新たな沖縄振興のための制度提言におい
て、県産農林水産物の流通条件が悪化した場合のセー
フガード措置を提言しており、関係機関と協議を進め
てまいります。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　５、首里
城再建についての御質問の中の (4)、第32軍司令部壕
の公開についてお答えいたします。
　県では、沖縄戦の実相と教訓を次世代に継承するた
め、令和３年１月に専門家で構成する保存・公開検討
委員会を設置しており、これまでの３回の会合におい
て、文化財指定や今後の調査事項等について議論して
いるところです。今年度は基礎調査として壕内の形状
や壕周辺の地形等を把握するための測量を実施するこ
ととしており、引き続き同委員会での議論を踏まえな
がら、壕の保存・公開の可能性及び平和発信・継承の
在り方等について検討してまいりたいと考えておりま
す。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　皆様、答弁ありがとうございまし
た。
　再質問ということで、一点だけ再質問させてくださ
い。
　ヘイトスピーチ条例の制定についてなんですけれど
も、国のヘイトスピーチ解消法というのがそもそも理
念型の法律になっている中で、やはりこの―こちら
に私も書きましたけれども、しっかりとしたものをつ
くらなければ、今ある現状を変えることはできないと
思うんですよ。今検討されているということですけれ
ども、ヘイトスピーチというのは人権侵害であること
は紛れもない事実だと思いますので、ぜひともしっか
りとした条例をつくってほしいということと、もう一
つ県警のほうも、条例のいかんでは県警と一緒になり
ながらつくっていかないといけないと思いますので、
そういったことをしっかり連携しながら条例をつくっ
ていただきたいという要望です。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども答弁をさせていた
だきました、今この条例制定に向けて法制的な論点を
しっかりと整理していこうということで、専門家の
方々にも、有識者の方々にも御意見を頂戴しておりま
す。ヘイトスピーチが、誰が対象になるのか、どうい
う言葉が対象になるのか非常に幅が広い上に、今ＳＮ
Ｓ上のその取組などについても、どのようにそれを検
証していくべきかなど非常に多岐にわたっており、
また人権の問題とも含めますと非常に深い問題ですの
で、しっかりとその様々な角度から検討して、より有
効性の高い方向性が見つけられるように取り組んでい
きたいと思います。
○玉城　健一郎君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
　次会は、明22日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後３時54分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員　　仲　　村　　家　　治

会議録署名議員　　仲 宗 根　　　　　悟
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令和３年
第 8 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第 4号）

 令和３年９月 22日（水曜日）午前 10時開議

議　　事　　日　　程　第４号
令和３年９月22日（水曜日）

午前10時開議
第１　代表質問
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　代表質問

出　席　議　員（47名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　喜友名　智　子　さん
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　玉　城　健一郎　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　上　里　善　清　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲宗根　　　悟　君
25　番　　仲　村　未　央　さん
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　当　山　勝　利　君
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
38　番　　崎　山　嗣　幸　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君

欠　席　議　員（１名） 
47　番　　照　屋　守　之　君  

説明のため出席した者の職、氏名
知 事　　玉　城　デニー　君 副 知 事　　謝　花　喜一郎　君
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長　　知　念　弘　光　君
次 長　　上　原　貴　志　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　瀬長美佐雄君。
　　　〔瀬長美佐雄君登壇〕
○瀬長　美佐雄君　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　おはようございます。
　日本共産党の瀬長美佐雄です。
　代表質問を行います。
　まず、コロナ感染患者の治療や療養、支援などに従
事する医療従事者をはじめ、コロナ対策本部、保健
所、福祉施設、関係機関でコロナ感染対策に尽力され
る皆様に敬意と感謝を申し上げます。コロナ感染で亡
くなられた方や御家族に謹んでお悔やみを申し上げ
ます。感染し、療養されている皆様にお見舞いとそし
て早期回復を祈念いたします。
　さて、菅首相はコロナ対応の失政、辺野古埋立工事
強行に見られる強権政治、政治と金をめぐる問題な
ど、国民の怒りの前に事実上の退陣を表明しました。
国政野党の憲法に基づく臨時国会の召集要求を自公
政権が拒否し、コロナ禍の中、自民党総裁選挙を行っ
ています。国民は、国会を開いて国民の命と暮らしを
守る政治を求めていると思います。来る衆議院選挙
は、政権選択の選挙です。市民連合と野党４党が結ん
だ20項目の共通政策は、安倍・菅政治からの大転換
を図る内容となっています。辺野古新基地を中止する

政権を実現する決意を表明し、代表質問を行います。
　１、辺野古新基地建設問題について。
　(1)、県民投票で示された沖縄の民意は何か。政府
は新基地建設を断念すべきです。見解を伺います。
　(2)、岩礁破砕許可申請を回避するため、漁業権の
解釈変更や、埋立承認撤回やサンゴ移植採捕許可をめ
ぐる行政不服審査法を利用した国の私人なりすまし
等、地方自治を脅かし法治国家の根本が問われていま
す。国の関与問題、水産資源保護法の国の責務放棄な
どについて、見解を伺います。
　(3)、埋立設計変更申請書が提出され、県は審査し
ています。軟弱地盤を改良する実績も作業船もありま
せん。環境保全策も不確かな問題が多く、埋立ては無
理です。設計変更申請を不承認にすべきです。
　(4)、サンゴ特別採捕をめぐる農林大臣の是正指示
は違法だと県が国を訴えた裁判で、最高裁判決は５人
の裁判官のうち、２人の裁判官が沖縄県の主張を認
め、判決に反対の意見を述べています。２人の裁判官
の意見の内容と意義を伺います。
　(5)、戦没者の血の染み込む遺骨を含む土砂を新基
地建設に使用することは、戦没者を冒瀆するものであ
り、絶対に許せません。この怒りは全国に広がりを見
せています。新基地建設への使用は絶対認めるべきで
はありません。見解を伺います。
　２、米軍基地問題について。
　(1)、普天間基地の５年以内の運用停止は、日本政
府の県民への約束ではないか。普天間基地閉鎖・返還
への取組強化が必要です。対応を伺います。

副 知 事　　照　屋　義　実　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君
企 画 部 長　　宮　城　　　力　君
環 境 部 長　　松　田　　　了　君
子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん
保 健 医 療 部 長　　大　城　玲　子　さん
農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君

企 業 局 長　　棚　原　憲　実　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　大　城　　　博　君
知 　 事 　 公 　 室
秘 書 防 災 統 括 監　　平　敷　達　也　君

総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君
教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　日　下　真　一　君
労働委員会事務局長　　山　城　貴　子　さん
人事委員会事務局長　　大　城　直　人　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君
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　(2)、普天間所属機、外来機の爆音は昼夜を問いま
せん。オスプレイ部品落下、ヘリ不時着、つり下げ訓
練など、米軍のやりたい放題は植民地状態ではありま
せんか。日本政府は、基地負担軽減に努めると言いま
す。ところが現状は逆行しているのではないでしょう
か。被害の実態と県の対応を伺います。
　(3)、有機フッ素化合物ＰＦＯＳ等の下水道排出問
題について国・県の対応を伺います。米軍の責任で処
理させるべきです。今後、高濃度の基地周辺の調査な
ど、県民の命・健康を守る取組の強化が必要です。今
後の対応と課題を伺います。
　(4)、在沖米軍基地から派生する事件・事故が繰り
返されるのはなぜでしょうか。他国地位協定調査で
は、米軍のやりたい放題を許している国はありませ
ん。日本の主権放棄が問われると思います。日米地位
協定の抜本改定の実現を急ぐべきです。
　(5)、敵基地攻撃能力向上、先制攻撃・敵基地無力
化など、自民党総裁候補が発言しています。これは事
実上の先制攻撃であり、憲法をじゅうりんし、国際法
違反です。大変危険な動きに県民の間で、沖縄が戦争
の最前線になる不安が高まっています。知事の見解を
伺います。また、憲法９条と国連憲章の精神に立ち、
軍事力によらない外交努力が重要です。見解を伺いま
す。
　(6)、今年度の軍事費は５兆3422億円。７年連続過
去最高額を更新しています。安倍・菅政権の９年間
で、防衛予算がどうなったのか。また日米地位協定
上、日本が負担する義務のない在日米軍駐留経費負担

（思いやり予算）について、この間の総額を伺います。
辺野古新基地建設予算、米軍に対する思いやり予算を
削って、コロナ対策など民生費拡充に使うべきです。
見解を伺います。
　３、核兵器禁止条約が今年１月に発効されました。
戦争被爆国の日本政府は参加していません。同条約の
意義、日本が条約に参加する意義を伺います。全国知
事会、広島県や長崎県と連携し、条約参加を国に働き
かけることを求めます。核の傘の考えは、核兵器の使
用を前提とする核抑止力によって平和が保たれるとす
るもので、憲法と矛盾します。見解を伺います。
　４、気候危機への対応について。
　(1)、気候危機の兆候が世界的に見られます。沖縄
での気温上昇、現実の影響、今後の気温・海面上昇な
ど影響の想定を伺います。
　(2)、国連決議、2030アジェンダの目的及び県気候
変動適応計画の概要と推進の取組、課題を併せて伺い
ます。県の温室効果ガス排出量削減目標は引き上げる

べきだと思います。
　(3)、再エネ、省エネ推進で、雇用を創出し、地域活
性化につなげる取組の強化を求めます。
　５、コロナ禍の中、命を守り、暮らしの支援を求め
ます。
　(1)、児童虐待調査結果と対策を伺います。関係者
の保護と支援の強化を求めます。
　(2)、ヤングケアラーの実態調査を実施する意向を
示す自治体が増えつつあります。沖縄県としてもしっ
かり調査を行い、必要な支援につなげることを求めま
す。
　(3)、外国人実習生、留学生等への支援・相談、ワ
クチン接種や感染対策、検査等の支援が必要と思いま
す。現状と対応策を伺います。
　６、農林水産業振興について、コロナ禍で第１次産
業の強化が求められています。
　(1)、食料自給率の現状、自給率向上への取組、農
業者の平均年齢と新規就農者支援事業の成果を伺いま
す。
　(2)、地球温暖化に対応する生産技術研究が重要で
す。研究成果を普及する関係機関の体制強化を求めま
す。
　７、中小業者・個人事業主を守り育成するために。
　10月からインボイス発行事業者登録が始まります。
消費税申告免除の小規模事業者を商取引から排除する
仕組みの導入に対しては、日本商工会議所等、中小業
者団体や税理士団体が反対しています。県内業者や県
内経済への影響を伺います。国に対してはインボイス
制度の実施中止を求めていただきたい。
　以上、答弁を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　おはようございます。
　瀬長美佐雄議員の御質問にお答えいたします。
　辺野古新基地建設問題についての御質問の中の質問
要旨１の (1)、県民投票と辺野古新基地建設について
お答えいたします。
　辺野古新基地建設に反対する民意は、これまでの２
度の知事選挙をはじめとする選挙などでも繰り返し示
されてまいりました。平成31年２月に実施した県民
投票は、辺野古埋立ての賛否というシングルイシュー
で行われ、投票者総数の約72％、約43万人の圧倒的
多数の埋立反対の民意が揺るぎない形で示されていま
す。しかしながら、これを一顧だにせず工事を強行し
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続ける政府の姿勢は、到底容認できるものではありま
せん。政府は、辺野古新基地建設に反対する県民の声
に耳を傾け、辺野古新基地建設計画を断念すべきであ
ると考えております。
　次に、米軍基地問題についての御質問の中の２の
(5)、軍事力によらない外交努力についてお答えいた
します。
　米軍基地問題に関する万国津梁会議の提言では、米
中の対立が厳しさを増す中で意図しない衝突のリスク
が高まる危険性が指摘されており、沖縄県としては、
沖縄が攻撃目標とされるような事態は絶対にあっては
ならないと考えております。また、アジア太平洋地域
における平和と安定は、県民の生命財産を守り、沖縄
の振興・発展を図る上で極めて重要であることから、
関係諸国による平和的な外交・対話が行われ、同地域
の緊張緩和や信頼関係の構築が図られることが必要と
考えております。
　次に、気候危機への対応についての御質問の中の４
の (2)、気候変動適応計画の概要と温室効果ガス排出
量削減目標の引上げについてお答えいたします。
　2030アジェンダは、国連で採択された持続可能な
開発のための行動計画であり、具体的な目標としてＳ
ＤＧｓを掲げています。沖縄県では、ＳＤＧｓ推進の
一環として、今年３月に、温室効果ガスの削減対策及
び気候変動による被害を回避・軽減するための適応策
を盛り込んだ第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画を
策定しています。今後、この計画に基づき、適応策を
推進するとともに、温室効果ガスの削減目標の引上げ
を行った上で、気候変動への対応を強化してまいりま
す。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、辺野古新基地建設
問題についての (2)、辺野古新基地建設問題に対する
国の対応についてお答えいたします。
　国と地方公共団体は対等・協力の関係であり、国の
地方公共団体に対する関与は必要最小限度のものでな
ければならないとされております。しかしながら、沖
縄県においては、国が行った漁業権の解釈変更による
岩礁破砕や、審査請求の手続を通じて大臣が関与する
裁定的関与によって、法令により権限と責任を委ねら
れた知事の処分が取り消されるという事態が生じてお
ります。
　県としては、このような問題は沖縄県に限らず、全

国のどの自治体でも起こりうる問題であり、自治体の
自主性と自立性を脅かしかねないものであると訴えて
きたところであります。
　同じく１の (4)、最高裁判決における反対意見の内
容と意義についてお答えいたします。
　今年７月６日の最高裁の判決においては、２名の裁
判官が反対意見を述べております。その内容は、変更
承認申請が拒否されることになれば、サンゴ類の移植
は無駄になるばかりか、水産資源保護法の目的に反す
るとした上で、護岸工事という特定の工事のみに着目
して各申請の是非を判断するとすれば、木を見て森を
見ずの幣に陥り、同許可制度の趣旨に反する結果を招
かざるを得ないなどと、県の主張に沿ったものになっ
ております。このことから、県の主張は行政法の観点
から合理的で、正当性があったものと認識しておりま
す。
　２、米軍基地問題についての (1)、普天間飛行場の
５年以内の運用停止についてお答えいたします。
　普天間飛行場の５年以内の運用停止については、
同飛行場の危険性除去が極めて重要であるとの認識の
下、平成25年12月に県が求めたものであります。こ
れに対し、日本政府としてできることは全て行うとの
回答があり、翌年２月には、５年以内の運用停止を求
める要望を踏まえて設置された普天間飛行場負担軽減
推進会議において、同飛行場の負担軽減に政府一丸と
なって取り組むことが確認されました。５年以内の運
用停止が実現しなかったことは誠に残念であり、県と
しては、宜野湾市と連携し、同飛行場の速やかな運用
停止を含む一日も早い危険性の除去、県外・国外への
移設及び早期閉鎖・返還を引き続き政府に対して強く
求めてまいります。
　同じく２の (2)、普天間飛行場所属機等による被害
と県の対応についてお答えいたします。
　沖縄防衛局の調査によると、令和２年度の普天間
飛行場の離発着回数は１万8970回で、うち夜間・早
朝の離発着回数は356回となっており、前年度と比べ
総数で約13％、夜間・早朝で約32％増加しておりま
す。同飛行場では、所属機の県外への移駐や訓練移転
が実施されておりますが、昼夜を問わない訓練や外来
機の飛来、相次ぐ同飛行場所属航空機の事故の発生に
より、負担軽減と逆行する状況にあると言わざるを得
ません。
　県としましては、沖縄防衛局や在沖米軍等に対し、
航空機騒音規制措置の厳格な運用や再発防止策の徹底
等について、引き続き強く求めてまいります。
　同じく２の (3)、ＰＦＯＳ等汚染水放出の対応につ
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いてお答えいたします。
　普天間飛行場におけるＰＦＯＳ等を含む水の取扱い
に関しては、日米間で協議が進められている中、米側
が一方的に公共下水道に放出したものであり、激しい
怒りを覚えます。このような中、去る９月17日、沖
縄防衛局に確認したところ、普天間飛行場の地下貯水
槽に残っている廃水を同局が県外に運搬した上で焼却
処分するとの説明がありました。県は日米両政府に対
し、ＰＦＯＳ等を含む水を基地外に放出せず焼却処理
すること等を強く求めていたところであり、今回の措
置は一歩前進であると考えております。一方で、在沖
米軍施設には依然としてＰＦＯＳ等を含む汚染水が保
管されていることから、米軍基地内への立入調査を含
め、引き続き市町村とも連携しながら対応してまいり
ます。
　同じく２の (4)、日米地位協定の抜本改定について
お答えいたします。
　在日米軍専用施設面積の70.3％が集中する沖縄県
においては、米軍基地から派生する事件・事故や環境
問題、軍人、軍属等による犯罪等が県民生活に多大な
影響を及ぼしており、米軍基地の整理縮小と日米地位
協定の見直しが重要な課題となっております。このう
ち日米地位協定については、米側に裁量を委ねる形と
なる運用の改善では不十分であり、県が行った他国地
位協定調査の結果等を踏まえ、国内法の適用など抜本
的な見直しが必要であると考えております。そのた
め、沖縄県では、全国知事会や渉外知事会と連携して
日米両政府に対して要請等を行うとともに、国民的な
議論を喚起するため、トークキャラバン等を実施して
いるところです。今後ともこうした取組等を進めると
ともに、ワシントン駐在を活用し、米国政府や連邦議
会関係者に働きかけることにより、日米地位協定の抜
本的な見直しを実現してまいりたいと考えておりま
す。
　同じく２の (6)、防衛予算の推移等についてお答え
いたします。
　防衛白書によりますと、防衛関係予算は、９年前
の平成24年度の４兆6453億円から毎年増加してお
り、令和３年度は５兆1235億円となっております。
また、防衛省の資料によりますと、平成24年度から
令和３年度までの在日米軍駐留経費負担額の総額は、
１兆9292億円となっております。
　県としましては、防衛関係予算等の在り方について
は、今後とも国政の場で十分に議論を深めていただき
たいと考えております。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　１、辺野古新基地建
設問題について (3)、変更承認申請書の審査について
お答えいたします。
　県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変
更承認申請書について、関係機関からの意見等も踏ま
え、４次にわたり質問等を行い、提出された回答を確
認してきたところであります。沖縄防衛局からの回答
を踏まえ、ジュゴンへの影響や地盤の力学的調査等の
必要性等について、環境保全及び災害防止に配慮した
計画になっているのか、厳正に審査を行っているとこ
ろであります。
　同じく１の (5)、代替施設建設事業に使用する埋立
土砂についてお答えいたします。
　令和２年４月に提出された公有水面埋立変更承認申
請書では、県内の埋立土砂等の採取場所のうち、糸満
市、八重瀬町の南部地区から約７割となる土砂の調達
が可能と記載されております。しかしながら、具体的
な採取場所及び調達量については、契約段階において
決定されるものであり、現時点において決まったもの
ではないと承知しております。
　県としては、係る地区の遺骨収集の状況等につい
て、関係機関と連携し情報収集に努めていきたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　２、米軍基地問題につい
ての (3) のうち、ＰＦＯＳ等に係る基地周辺調査につ
いてお答えします。
　普天間飛行場周辺の湧水等からＰＦＯＳ等が高濃度
で検出されており、同飛行場が汚染源である蓋然性が
高いと考えております。そのため、平成31年２月に
基地内への立入り申請を行うとともに、令和元年６月
及び令和３年２月には同申請を認めるよう国及び米軍
に要請しております。また、本年９月に学識経験者で
構成する専門家会議を設置し、原因究明に向けた検討
を開始したところであります。今後、立入りの実施と
併せて、同会議における検討が円滑に進むよう必要な
措置を講じてまいります。
　次に４、気候危機への対応についての (1)、沖縄県
における気候変動の影響についてお答えします。
　沖縄気象台が令和３年３月に発表した沖縄の気候変
動監視レポートでは、沖縄地方の平均気温は100年当
たり1.21度上昇し、海水面も１年当たり2.3から2.4ミ
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リメートル上昇したと報告されています。また、この
まま進めば、21世紀末には平均気温が3.3度上昇し、
猛暑日や熱帯夜が増加すると予想されております。気
候変動への対応は、全世界で取り組むべき喫緊の課題
であり、国、市町村、県民、事業者と協力して、あら
ゆる施策を実施してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、核兵
器禁止条約が発効した意義、日本の同条約に参加する
意義についての御質問の中の (1)、核兵器禁止条約の
発効の意義等についてお答えいたします。
　県では、全ての核兵器の製造・実験等に反対するた
め、平成７年に非核・平和沖縄県宣言を行い、また核
兵器を禁止し廃絶する条約を締結することを全ての国
に求めるヒバクシャ国際署名に署名しております。日
本は唯一の戦争被爆国であることから、条約が目指す
核兵器廃絶という目標を共有し、国民の間で議論して
いくことが大切であると考えております。
　次に５、コロナ禍の中、命を守り、暮らしの支援に
ついての御質問の中の (1)、児童虐待調査の結果と対
策等についてお答えいたします。
　令和２年度の本県の児童虐待相談対応件数は、速報
値で1835件と過去最多となっております。このため
県では、児童相談所の職員拡充や県警察との人事交流
の推進など対策強化に取り組んでおります。虐待を受
けた子供の保護に当たっては、安全確保を最優先に迅
速な判断・対応を行うとともに、支援においては、関
係者が協働して取り組むことが重要であります。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、子ど
もの権利尊重条例の理念の啓発を含め、児童虐待防止
に取り組んでまいります。
　同じく５の (2)、ヤングケアラーの実態調査等の取
組についてお答えいたします。
　ヤングケアラーは、家庭内の問題として表面化しに
くく、支援が必要な子供自身や周囲の人が気づきにく
いことから、実態把握や支援の難しさが課題となって
おります。このため、県では、ヤングケアラーの早期
発見や支援に向けて福祉、教育など関係部局で連絡会
議を立ち上げ、実態調査や支援の方法について検討を
進めております。
　県としましては、引き続き潜在化しがちなヤングケ
アラーを早期に発見し、適切な支援につなげていける
よう、市町村とも密に連携しながら取り組んでまいり
ます。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　４、気候危機への対
応についての御質問の中の (3)、再エネ等推進による
地域活性化についてお答えいたします。
　県では、沖縄県クリーンエネルギー・イニシアティ
ブにおいて、「社会・経済施策との連携・貢献」を基
本方針の一つに掲げ、地域内経済循環や雇用創出の観
点から、地域の自治体・企業が連携して再生可能エネ
ルギー等の県産エネルギーの利用拡大に取り組むこと
としております。
　県としては、同イニシアティブに基づき、新技術を
活用した再生可能エネルギー設備に係る民間投資の促
進などにより、雇用の創出や地域活性化に取り組んで
まいります。
　次に５、コロナ禍の中、命を守り、暮らしの支援に
ついての御質問の中の (3)、外国人実習生へのコロナ
に関する支援の現状と対応についてお答えいたしま
す。
　国の所管法人である外国人技能実習機構では、実習
生に対するワクチン接種やＰＣＲ検査等について、多
言語のチラシ等を活用しながら、監理団体や実習実施
者を通じて積極的に周知しているところであります。
また、厚生労働省等国の機関においては、多言語対応
の相談窓口を設置するなど、外国人労働者等へのきめ
細かな支援を行っております。
　県においても、女性就業・労働相談センターで相談
対応を行うほか、沖縄労働局や支援機関等を紹介する
など、適切に対応しているところであります。
　次に７、中小業者・個人事業主を守り、育成するこ
とについての御質問の中の (1)、インボイス制度導入
の影響及び中止を国に求めることについてお答えいた
します。
　令和５年10月から開始されるインボイス制度は、
課税売上高が1000万円以下の消費税の免税事業者
が、引き続き仕入税額控除を適用する課税事業者と取
引する場合には、課税事業者としての届出や消費税額
の申告が必要となるなど、一定の負担が生じることと
なります。
　県としては、このような事業者の負担を軽減するた
め、支援機関を通して、制度の周知や相談を実施して
いくとともに、制度の円滑な導入に向けた支援策につ
いて、必要に応じ国に要望してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
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　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　瀬長美佐雄
議員の御質問の５、コロナ禍の中、命を守り、暮らし
の支援についての (3) のうち、留学生等への支援の現
状と対応についてお答えします。
　県では、留学生を含む在住外国人を支援するため、
公益財団法人国際交流・人材育成財団を通じて、沖縄
弁護士会とも連携し、多言語による法律・生活相談窓
口を設置しております。また、国・県等が実施する各
種支援制度や感染症対策、ワクチン接種に係る手順等
についても、多言語や易しい日本語による情報発信に
取り組んでいるところです。
　県としましては、引き続き誰一人取り残さない多文
化共生社会の構築に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　６、農林水産業の振
興についての (1)、食料自給率及び農業者の平均年齢
の現状と対策等についてお答えします。
　本県の食料自給率は令和元年度概算値で、カロリー
ベースで34％、生産額ベースで63％となっており、
引き続き、おきなわブランドの確立と生産供給体制の
強化、流通・販売・加工対策の強化等の施策を推進
し、食料自給率の向上に努めてまいります。また、令
和２年の農業者の平均年齢は65.9歳、新規就農者数
については、就農相談体制の強化、就農資金の交付、
農業施設の整備支援等により、平成24年から令和２
年までの累計で2834名を確保しております。
　同じく６の (2)、地球温暖化への取組と体制につい
てお答えいたします。
　地球温暖化による環境変化に対応する技術開発につ
きましては、モズクの高水温耐性株の作出、サトウキ
ビや果樹等の品種育成・選抜、ハウス環境管理技術な
どの開発などを行っているところであります。これら
開発技術は、各生産現場において円滑に普及されるよ
う、普及指導機関と連携を強化し取り組んでいるとこ
ろであります。
　県としましては、引き続き生産現場の多様なニーズ
に対応するため、研究・普及機関の充実・強化に努め
てまいります。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　どうも答弁ありがとうございまし
た。
　まず、米軍基地と有機フッ素化合物ＰＦＯＳ等の環

境汚染の関係で再質問します。
　有機フッ素化合物は自然界ではほぼ分解されず、人
の体内や環境中に長く残ると言われています。2019
年、京都大学が宜野湾市の一部住民を対象に血中濃度
調査を行い、体内からＰＦＨｘＳが全国平均の53倍
検出されたとの発表は衝撃的でした。米軍基地内の汚
染源を追及する取組と併せ、県民の体内汚染度、血中
濃度調査を緊急に、そして継続的に調べる必要がある
と思います。そこで基地提供者の国の責任において
しっかりとした対応を求めるべきだと思いますがいか
がでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では基地由来の
有機フッ素化合物への対応につきまして、国の責任に
おいて適切に対処する必要があると考えておりますの
で、健康への影響が懸念される場合には、健康に係る
調査など適切な対応策を講じることについて、軍転協
等を通じまして、国に要請をしているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ぜひよろしくお願いします。
　辺野古新基地建設に関して、知事に再質問します。
　衆議院選挙は、辺野古新基地建設が沖縄での最大の
争点になると思います。市民連合との共通政策に辺
野古新基地建設を中止すると明記します、コロナも当
然です。さらに安保法制など違憲部分の廃止、憲法の
精神に基づく平和外交に努力する、核兵器禁止条約の
批准を目指す、再生可能エネルギーの拡充と原発ゼロ
を目指す、選択的夫婦別姓制度の成立、森友・加計学
園、桜を見る会疑惑の真相解明を行います。日本学術
会議の会員を同会議の推薦どおり任命する。これらを
実行する政権が誕生したら、辺野古新基地建設をめぐ
る県民の分断に終止符が打たれるかと思います。この
市民と野党連合の共通政策実現への知事の所見を伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　衆議院総選挙における野党
共通政策、これは立憲民主党、日本共産党、社民党、
れいわ新選組が交わした、「命を守るために政治の転
換を」と題した施策協定、この中には憲法に基づく政
治の回復、科学的知見に基づく新型コロナウイルス対
策の強化、格差と貧困を是正する、地球環境を守るエ
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ネルギー転換と地域分散型経済システムの移行、ジェ
ンダー視点に基づいた自由で公平な社会の実現、そし
て権力の私物化を許さず、公平で透明な行政を実現す
るというこの６つの項目の中の、「憲法に基づく政治
の回復」に「地元合意もなく、環境を破壊する沖縄辺
野古での新基地建設を中止する」という項目が載って
おります。せんだって私は９月10日の定例会見で同
じように質問を受けましたけれども、従来から辺野古
新基地建設は中止をして、沖縄県と政府が真摯に対話
をしていただきたいと申し上げている、その上、この
政策協定は一定程度沖縄の考え方を理解し、我々とし
ても意を強くするところであるとお答えいたしまし
た。国民民主党はまた独自の判断をしているため、
引き続き理解を得られるよう、しっかり説明をさせて
いただきたいということで述べたものであります。そ
のようなことで記者会見で発言をさせていただきまし
た。
○瀬長　美佐雄君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
　　　〔島袋恵祐君登壇〕
○島袋　恵祐君　おはようございます。
　日本共産党の島袋恵祐です。
　代表質問を行います。
　１、新型コロナウイルス感染症対策について。
　(1)、感染状況は予断を許さない状況です。県の認
識を伺います。感染者の命を守るため、そして、自宅
療養者をなくすよう入院病床の増床、臨時の医療施設
の設置、宿泊療養施設を最大限活用できるよう運用の
改善、そして自宅療養を余儀なくされている陽性者へ
の手厚い医療と看護が受けられるように体制を強化す
べきと考えますが、見解を伺います。
　(2)、医療体制の拡充には、医師や看護師の人材確
保が何よりも重要です。対策を伺います。
　(3)、ＰＣＲ検査や抗原検査をさらに拡充し、大規
模検査が必要と考えますが見解を伺います。ワクチン
接種者も感染する事例が増えています。医療施設、
介護施設、障害者施設、学校、保育所などのエッセン
シャルワーカーの頻回検査が必要と考えますが、見解
を伺います。
　(4)、全国知事会で求めた来県者の出発地での事前
のＰＣＲ検査の徹底が必要です。そのために、全員が
検査できるように検査数を拡大し、発生したキャンセ
ル料を補償するなど、国に対して出発地での事前ＰＣ
Ｒ検査の制度化を求めるべきと考えますが、見解を伺
います。
　(5)、新型コロナウイルスワクチンについて。

　ア、ワクチン接種を希望する県民への安心・安全で
迅速な接種について、県の取組を伺います。
　イ、医療従事者、介護従事者、教職員、保育士、学
童保育などのエッセンシャルワーカーへの接種状況を
伺います。また、ワクチン接種を希望する妊婦への優
先接種について、見解を伺います。
　ウ、ワクチン接種による副反応、副作用等の正確な
情報を県民に伝える必要があると考えますが見解を伺
います。また、接種を希望していない人、アレルギー
等で接種ができない人もいます。このような方々への
誹謗中傷があってはいけません。県の見解を伺いま
す。
　(6)、学校において、感染拡大の不安、学びについ
ての不安などが保護者や児童生徒に広がっています。
感染状況に応じて、分散登校、オンライン授業、学級
閉鎖や臨時休校など柔軟に対応をするべきです。ま
た、小中学校などで学級閉鎖、臨時休校などを行う場
合は、保護者の就労や家庭状況に応じて、必要な児童
生徒が学校で学べるよう措置を取るべきと考えます
が、見解を伺います。
　(7)、国が行っていた持続化給付金、家賃支援金は
事業者や自営業者から再実施をしてほしいと強い要望
があります。全国知事会も要望しているように、県と
しても再実施を政府に強く求めるべきです。見解を伺
います。さらに、医療機関への減収補塡や感染対策予
算、経済対策予算などの抜本的な財政支援の増額を政
府に求めるべきです。見解を伺います。
　(8)、県が行っている新型コロナ感染症対策に係る
セーフティーネット関連事業の実績と課題について伺
います。新型コロナの緊急事態期間が長期化している
状況下で、県民や事業者の皆さんに寄り添ったケア等
の支援は重要と考えます。見解を伺います。
　(9)、国民健康保険のコロナ特例減免制度の実績を
伺います。特例減免申請をする際、収入比較を前年度
と前々年度、どちらも利用できるようにすべきです。
また、コロナ特例減免制度の周知徹底を強く進めるべ
きですが、見解を伺います。
　(10)、米軍基地内の感染状況はどうなっています
か。さらに詳細な情報共有、感染対策の上でも基地外
居住の実態掌握が必要ではありませんか。見解を伺い
ます。
　２、次期沖縄振興計画について。
　(1)、沖縄は、76年前の沖縄戦で焦土と化し、多く
の生命が奪われ、壊滅的な打撃を受けました。そして
戦後は27年間の米軍統治の異民族支配下に置かれま
した。復帰時の沖縄県民への償いの心で当たるという



─ 91 ─

沖縄振興計画特別措置法の原点に立ち、県も政府に対
し、その立場で臨むべきです。見解を伺います。
　(2)、政府に対し、一括交付金の存続、増額を強く
求め、実現させるべきです。見解を伺います。
　(3)、沖縄振興開発金融公庫は、これまでの沖縄振
興、そして新型コロナ禍で苦しむ事業者を救済するた
めに大きな役割を果たしてきました。これまでどおり
の存続が必要だと考えますが、見解を伺います。
　３、子供の貧困問題について。
　(1)、沖縄県子どもの貧困対策に関する最終評価報
告案の概要、これまでの取組の成果と課題、今後の取
組について、見解を伺います。
　４、新たな自衛隊配備計画について。
　(1)、政府は、宮古島に自衛隊ミサイル部隊を配備
し、弾薬庫建設も強行しています。さらに石垣島にお
いても自衛隊駐屯地建設が強行されています。いずれ
も住民の民意が無視をされた中での建設強行で断じて
許されるものではありません。新たに2023年度をめ
どに、防衛省はうるま市勝連分屯地に地対艦ミサイル
部隊を配備する方針を固めたとの発表がありました。
これ以上の基地機能強化は許されません。民意無視の
自衛隊配備計画を県としても断固反対するべきです。
見解を伺います。
　５、世界自然遺産登録について。
　(1)、７月26日に奄美大島、徳之島、沖縄島北部及
び西表島の世界自然遺産への登録が正式に決まりまし
た。登録の意義について伺います。
　(2)、世界自然遺産登録地である本島北部は米軍北
部訓練場があり、飛行訓練による騒音被害や、訓練場
跡地には大量のごみが廃棄をされ環境汚染の問題があ
ります。さらに希少種や固有種などをロードキルから
どう守るかなど、問題は山積しています。世界自然遺
産の名にふさわしい、より一層の自然を守る取組が必
要と考えますが、県の対策を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　島袋恵祐議員の御質問にお
答えいたします。
　１、新型コロナウイルス感染症対策についての御質
問の中の (1)、感染状況及び医療体制についてお答え
いたします。
　県内の感染状況は、県民や事業者等の皆様の取組に
より、ようやく流行のピークを越え減少傾向となって
おりますが、いまだコロナの入院患者数は高い水準に
あり、厳しい状況が続いているものと考えておりま
す。沖縄県では、過去に経験したことのない感染急拡

大の状況において、さらなる病床の確保、宿泊療養施
設及び入院待機ステーションの拡充、抗体カクテル療
法の取組、自宅療養者の健康観察体制の強化等、医療
提供体制の強化に取り組んできたところです。
　沖縄県としては、引き続き関係機関と連携を図りな
がら、医療提供体制の維持、強化に努めてまいります。
　次に１の (4)、出発地での事前ＰＣＲ検査の制度化
についてお答えいたします。
　沖縄県などの要望を受け、国においては、７月20
日から９月30日までの間、羽田空港等と沖縄県内の
空港を結ぶ便の搭乗者に対し、搭乗前のＰＣＲ等検査
を実施しているところです。沖縄県としては、搭乗前
にＰＣＲ等検査の陰性判定あるいはワクチン接種完了
の確認を必要とする制度の創設、この制度実現までの
搭乗前検査の期間延長、検査体制の拡充やキャンセル
料の補塡等についても、８月に、西村大臣ほかに要請
を行ったところであり、引き続き国に対してもその実
現を求めてまいります。
　次に１の (7)、持続化給付金、家賃支援給付金及び
財政支援の増額を政府に求めることについてお答えい
たします。
　新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大に対応
した感染症対策や落ち込んだ経済回復のための対策を
講じていくためには、必要な財源の確保が喫緊の課題
であります。このため、去る８月31日に、私がオン
ラインにより直接、坂本地方創生担当大臣に対し、医
療機関への減収補塡等に対応するため、予備費を活用
した地方創生臨時交付金の増額、加えて、急激な感染
拡大に機動的に対応するための新たな予算の枠組の創
設を求めたところであります。あわせて、全国知事会
と連携し、財源確保のほか、経済対策として持続化給
付金、家賃支援給付金の再度の支給についても繰り返
し国に求めております。
　沖縄県としては、引き続き迅速かつ切れ目のない対
策を講じていけるよう取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス感染症対策についての御質問の中の (2)、医療
人材確保の取組についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症対策に必要な医
療人材を確保するため、感染症対策の専門家及び災害
医療チーム等の派遣を行うとともに、看護協会ナース
センターを通じて、復職を希望する潜在看護師の活用
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等に取り組んでおります。７月下旬以降のいわゆる第
５波においては、県内外から200名以上の看護師を確
保し、クラスターが発生した施設、宿泊療養施設及び
入院待機ステーション等に派遣しております。また、
患者の受入れに協力した医療機関に対する協力金の交
付や医療従事者の負担軽減のための宿泊施設確保の支
援を行うことにより、医療従事者の勤務環境や処遇の
改善につながるよう支援しております。
　同じく１の (3)、大規模検査及び頻回検査について
お答えいたします。
　県ではこれまで、介護施設、障害者施設等の職員を
対象に定期的なＰＣＲ検査を実施してきたところで
す。それらの施設では、現在の流行期においても陽性
率は0.1％を下回るなど発生状況は落ち着いていると
ころです。
　県としましては、今般の感染急拡大を受けて、症状
があるなど疑いがある場合には、その場で速やかに検
査ができる抗原定性検査キットを活用するとともに、
陽性発生時には周辺を一斉に検査する体制に切り替え
ることとしております。
　同じく１の (5) のア、ワクチン接種の取組について
お答えいたします。
　県では、各市町村と意見交換等を行い、若者世代へ
の接種勧奨のため、あらゆる媒体を活用した広報を行
うとともに、12歳以上の子供たちへの接種体制構築
のため、医師の派遣調整を行うなど、市町村における
接種が加速化するよう支援しているところです。ま
た、県が設置しているワクチン接種センターにおい
ては、接種枠の拡大、当日受付の実施、若者世代に対
する優先接種等の実施により、ワクチン接種の加速化
を図っております。さらに、県民に対して正しい情報
を発信するなど、ワクチン接種を前向きに考えてもら
うための働きかけを行っているところであります。
これらのさらなる取組により、希望する全ての県民へ
の接種を完了するために、可能な限り早期に全人口の
70％以上へ接種が実施できるよう全力で取り組んで
まいります。
　同じく１の (5) のイ、エッセンシャルワーカー及び
妊婦への接種についてお答えいたします。
　県では、県ワクチン接種基本方針に基づき、県のワ
クチン接種センター３会場において、エッセンシャ
ルワーカー等の接種を行っており、９月20日現在、
２万6311人に接種を行っております。今後は、接種
がまだ済んでいないエッセンシャルワーカー等へ、市
町村や関係団体等を介し、積極的に呼びかけ、ワクチ
ンを接種していただくよう取り組んでまいります。ま

た、妊婦のワクチン接種については、リーフレットな
どで接種を呼びかけており、集団接種会場でも積極的
に接種できるよう周知に取り組んでおります。
　同じく１の (5) のウ、副反応の周知、非接種者への
誹謗中傷への対処についてお答えいたします。
　県ではホームページにおいて、厚生労働省の作成し
たワクチンに関するＱ＆Ａをリンクづけで案内してお
ります。加えて、ワクチン接種の効果や副反応などの
正しい知識及びＳＮＳ上に流れる情報の真偽を記載し
たリーフレットを作成し、正確な情報を発信している
ところであります。また、接種を希望しない方やアレ
ルギー等の体質により接種できない方々に対して差
別や誹謗中傷等を決して行わないよう、県としまして
も、知事コメント等を通して県民に周知してまいりま
す。
　同じく１の (9)、国民健康保険のコロナ特例減免制
度についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少
した被保険者に対する令和２年度納付分の減免決定額
は、令和３年３月末日時点で5104世帯、約７億5000
万円となっております。今回の特例的な減免について
は、国民健康保険料の算定基準において前年所得から
の激減を勘案しての対応とされているところです。
　県としましては、当該減免制度が適切に運用される
よう、引き続き県及び市町村のホームページでの広報
に加え、テレビＣＭ等を活用した周知等に努めてまい
ります。
　同じく１の (10)、米軍基地内の感染状況及び基地
外居住の実態把握についてお答えいたします。
　在沖米軍基地内における新型コロナウイルス感染症
発生状況については、海軍病院から陽性者数の報告を
受けており、令和３年９月21日現在の累計で、基地
内は2652人、基地従業員は145人となっております。
また、それ以外にも、基地外での行動歴、基地外に居
住する濃厚接触者の個人情報などが提供されており、
保健所では、その情報を基に調査を行っているところ
です。なお、基地外に居住している方については、一
般県民の方と同様に保健所において調査を実施するこ
ととなります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　１、新型コロナウイルス感
染症対策についての御質問の中の (6)、学校における
分散登校や児童生徒の対応等についてお答えいたしま
す。
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　県立学校の再開に当たっては、学びの保障と児童生
徒の心身への影響の観点から、原則、分散登校を実施
したところであります。また、各学校では感染状況に
応じ、学級閉鎖や臨時休校等を実施するとともに、感
染不安などにより、やむを得ず登校できない児童生徒
に対しては、オンライン等を活用した学習支援に努め
るなど、柔軟に対応しております。
　なお、子供の居場所確保については、学校施設等の
利用を含め、福祉部局等とも連携し、対応するよう県
教育委員会より関係機関へ通知しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、新型コロナウイ
ルス感染症対策についての (8)、事業者に対するセー
フティーネット関連事業の実績と課題等についてお答
えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
事業者を対象に、中小企業セーフティネット資金等の
融資を実施し、昨年度の同感染症関連融資実績は合計
で１万2840件、約1981億円となっております。同感
染症の長期化に伴いさらなる資金需要が想定されるこ
とから、今年度は金融機関が伴走支援をする新型コロ
ナウイルス感染症対応伴走型支援資金を創設し、さら
に県独自の利子補給事業を開始しております。
　県としては、引き続き円滑な資金繰り支援を実施し
てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、新型
コロナウイルス感染症対策についての御質問の中の
(8)、セーフティーネット関連事業の実績等について
お答えいたします。
　新型コロナウイルス対策として対象を拡大した住居
確保給付金については、８月末現在で新規支給決定件
数が4092件、支給決定額が約９億200万円、緊急小
口資金等の特例貸付けについては、８月末現在で延べ
12万5574件、約496億6880万円の貸付けとなってい
ます。また、被保護世帯数については、本年７月速報
値で３万779世帯となっております。
　県としましては、今後とも制度周知を強化し、各種
支援制度がセーフティーネットとして十分に機能を果
たせるよう努めてまいります。
　次に３、子供の貧困問題についての御質問の中の
(1)、最終評価報告書案の概要等についてお答えいた

します。
　最終評価報告書案では、待機児童数の減少、放課後
児童クラブ利用料の低減、小中学生の基礎学力の上昇
など、一定の成果が見られるものの、一部後退してい
る指標もあり、なお課題が残されています。次期計画
の策定に当たっては、これらの成果と課題を踏まえ、
学習支援などライフステージに応じた子供の支援や貧
困対策支援員の人材確保等、つながる仕組みの構築に
向けた取組の推進・深化を図るとともに、新たな課題
への対応も含め、今後、外部有識者の意見も得ながら
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、次期沖縄振興計画に
ついての (1)、沖縄振興特別措置法の原点についてお
答えいたします。
　昭和46年10月のいわゆる沖縄国会で沖縄振興開発
特別措置法案が提案された際、山中総理府総務長官の
同法案の趣旨説明において「県民への償いの心をもっ
て事に当たるべきである」との考えが示されました。
そして、沖縄県の地理的事情、米軍専用施設・区域が
集中すること等の社会的事情等の特殊事情を踏まえ、
沖縄振興策が実施されてきました。また、国が８月に
公表した新たな沖縄振興策の検討の基本方向におい
て、「今一度、法的措置を講じ沖縄振興策を推進して
いく必要がある」とされたところです。
　県としましては、沖縄振興策を推進し本県の発展可
能性を引き出すことは、我が国の発展につながり、国
家戦略としても大きな意義を持つことを、引き続き関
係要路へ丁寧に説明してまいりたいと考えておりま
す。
　同じく２の (3)、沖縄振興開発金融公庫の存続に対
する見解についてお答えいたします。
　沖縄振興開発金融公庫の政策金融は、沖縄振興特別
措置法に基づく税・財政面の特別措置と並び、沖縄振
興の車の両輪として重要な役割を担っており、今般の
コロナ禍では、かつて例を見ない規模となる約１万
5000件、約3100億円の緊急融資により、県経済の
セーフティーネット機能を発揮する等、その存在意義
は明確です。同公庫の現行組織の存続について、知事
は、今年５月に続き７月にも、市長会会長、町村会会
長と連名で国の関係要路へ要請を行ったほか、国の沖
縄振興審議会や同公庫の運営協議会においても存続を
要請したところです。また、経済団体等からも強い御
要望があり、沖縄県の総意であると考えております。



─ 94 ─

　このため、県としては、同公庫の存続について、各
界と連携しながら、国に強く求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　２、次期沖縄振興計画に
ついての (2)、一括交付金の存続及び増額についてお
答えいたします。
　令和４年度沖縄振興予算の要請に当たり、市町村等
から要望内容を取りまとめたところ、一括交付金制度
の継続、ハード交付金の大幅な増額を求める強い声が
ありました。８月の要請において、このような沖縄の
声をお伝えいたしましたが、内閣府の概算要求では、
一括交付金制度の継続に向けた要求をしていただいた
ものの、令和３年度予算と同額となっております。
　このため、今後は市町村の要望も踏まえ、さらなる
増額が図られるよう、あらゆる機会を捉えて要望して
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　４、新たな自衛隊配備
計画についての (1)、自衛隊配備計画についてお答え
いたします。
　自衛隊の配備については、我が国の安全保障や地域
の振興、住民生活への影響をめぐって様々な意見があ
るものと承知しております。
　県としては、自衛隊の島嶼配備について地元の理解
と協力が得られるよう、より一層丁寧に説明を行うと
ともに、配備スケジュールありきで物事を進めること
がないよう、繰り返し政府に対し求めてきたところで
あります。陸上自衛隊勝連分屯地への地対艦誘導弾部
隊配備についても、詳細な配備スケジュールや弾薬の
保管方法等、国に対し丁寧な説明を引き続き求めてま
いりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　５、世界自然遺産登録に
ついての (1)、登録の意義についてお答えします。
　沖縄島北部及び西表島は、希少な固有種が数多く生
息・生育する生物多様性に富んだ地域であり、世界自
然遺産登録によってその価値が国際的にも認められた
ことから、県民に大きな喜びと誇りをもたらしたもの
と考えております。
　県としましては、この貴重な自然を次世代に引き継

いでいくため、取組を進めているＳＤＧｓの精神に
のっとり、引き続き国や地元町村と連携し、世界自然
遺産にふさわしい持続可能な地域づくりに組んでまい
ります。
　同じく５の (2)、自然を守る取組の強化についてお
答えします。
　県では、登録地の生物多様性を保全するため、これ
まで、マングース捕獲などの外来種対策、林道の夜間
通行止めなどの密猟対策、道路への侵入抑制柵の設置
によるイリオモテヤマネコの交通事故対策などを実施
しております。また、北部訓練場跡地において確認さ
れた米軍廃棄物は、県の求めに応じて沖縄防衛局が撤
去作業を行っております。
　今後は、登録地の自然環境を保全するため、密猟防
止パトロールの区域を拡大するなど、国や地元町村と
連携して対策を強化してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　答弁ありがとうございました。
　再質問を行います。
　新型コロナウイルス感染症対策について、学校での
感染対策の件ですが、新型コロナの感染不安で登校を
自粛している児童生徒がいることが分かっています。
県としてどのくらいいるのか把握をされていますか、
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　県立学校の部分は把握しております。夏休み明けか
ら９月10日までで、コロナ感染への不安や体調不良
等から１日も登校していない生徒は360人というふう
に把握をしているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　感染の不安とか体調不良で自粛をし
ていることが分かりました。そういった児童生徒にも
きちんと学びの環境をしっかりと保障しないといけな
いと考えますが、県の取組を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　分散登校、また休校等ございました。児童生徒が登
校がない日は、その対応についてはオンライン授業の
実施ですとか、課題を配付して児童生徒の学びの保障
に努めているところでございます。また家庭の状況
によっては学校の施設で―広いところで受入れを
行って、そこのＷｉ－Ｆｉ環境を使って学習を進める
といったことで対応しているというところでございま
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す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　分かりました。
　感染の不安などで登校自粛している児童生徒の出席
の扱いを心配する声が県民から多く上がっています。
児童生徒の出席の扱いについて不利益になってはいけ
ないと考えます。柔軟な対応をしてほしいと思います
が見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　感染不安により登校を控えている児童生徒について
は出席停止―学校長が判断されますけれども、出席
停止は出席にも欠席にもならず、進級進学等の不利益
が生じることはないということで、これは各市町村教
育委員会、学校でも周知をしておりまして、さらに周
知を徹底していきたいなと思っています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　よろしくお願いいたします。
　最後に知事にお伺いをしたいんですけれども、先ほ
ど新型コロナ対策、予断を許さないということでお話
がございました。本当にコロナ対策、県民の命とそし
て暮らしを守る、そういった立場で全力で取り組んで
いると思いますけれども、今後引き続きの取組が必要
となってきます。ぜひ対策について、知事の今後の取
組やまた決意のほうを伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　新型コロナウイルス対策、
昨年から今日に至るまで数次にわたる対応について、
懸命な知見を重ねながら医療提供体制の体制構築につ
いても取り組んでまいりました。今般では宿泊療養施
設の拡充、入院待機ステーション、それから抗体カク
テル療法の取組など、新たな取組を一つ一つ、国の状
況も踏まえながら情報収集しつつ、取り組んできたと
ころであります。なお、デルタ株に置き換わり、その
感染の拡大力にも対応するべく、病院現場でも真摯に
取り組んできていただいておりますが、さらにこの感
染拡大を食い止め経済の回復に向けてさらなる取組を
進めてまいりたいというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
　　　〔喜友名智子さん登壇〕
○喜友名　智子さん　立憲おきなわを代表いたしまし
て、代表質問を始めます。
　新型コロナウイルスの県内での新規感染者数が急増
した８月、医療体制が崩壊直前、そして県民生活がど

うなるのかとほとんどの県民が不安を抱えながらの夏
だったかと思います。この間、医療現場で治療などに
当たった医療従事者の皆様、そして感染の不安を抱え
ながら介護や保育の現場でケアのお仕事に従事されて
いた方々、改めて敬意を表し、このような皆様に負担
がいかないよう、政治・行政がしっかりと支えていか
なくてはいけないと決意を新たにしております。
　ここ数日は新規感染者数が激減し、ほっとした県民
も多いかと思いますけれども、やはりここで気を緩め
てリバウンドが発生することを本当に懸念いたしま
す。よい状況になったときに医療体制を強化し、そし
て防疫体制をどう強化していくのか。次の波が来る前
に考え、体制を整えていくことが今、最も県政に求め
られていることと考えます。よい状況のときこそ、踏
ん張りどころです。
　では、質問に入ります。
　１、新型コロナウイルス対策について。
　(1)、昨年からの第１波、そして今回の第５波まで、
沖縄県内の感染状況の推移と県の対策をどう振り返っ
ているでしょうか。また第５波が落ち着いてきたと思
われる今、今後の見通しについて伺います。
　(2)、生活者支援、事業者支援について。
　コロナ禍での県民生活への影響は、まだ続いていま
す。国の福祉制度である生活保護、そして困窮世帯支
援に加えて、中小零細・個人事業主の多い沖縄では、
支援制度があってもスムーズに支援につながらなかっ
たり、あるいは制度の対象外になっている方も多い。
　そこで、以下伺います。
　ア、今年度に入ってからの生活保護相談件数・申請
数・受給決定数を伺います。
　イ、生活福祉資金の特例貸付け―これは緊急小口
資金や総合支援資金を指します―及び住宅確保給付
金について、それぞれ新規申込者数を伺います。
　ウ、雇用調整助成金と休業支援金について、県内で
の申請件数と支給決定数を伺います。
　エ、感染拡大防止対策協力金―時短及び休業協力
金を指しますけれども、これについて、第１期から全
て受け取り対象となった場合、総額幾ら支給されてい
るのか伺います。
　オ、県内で活動する文化・芸能活動従事者への支援
の現状と必要性について、県の認識を伺います。
　(3)、学校・教育関連支援についてです。
　８月の感染急増で県立学校、小中学校の夏休み明
け、学校がどう再開されるのか気をもんでいた保護者
が多くいらっしゃいました。夏休み延長も困るし、再
開しても感染しないか不安だと、先生方も様々な保護
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者の声に一律の回答が出せず、負担が大きかったかと
思います。夏休み明けの対応について、以下伺います。
　ア、子供たちへの感染が広がっていた８月中、夏休
み明けの学校再開について決定した根拠と経緯を伺い
ます。
　イ、学校ＰＣＲ支援チームの現状について伺います。
　ウ、オンライン教育の現状について伺います。
　(4)、県コロナウイルス対策専門家会議についてで
す。
　ア、今年７月20日より知事主催としてこの会議、
開催されております。第22回までは部長主催となっ
ておりましたけれども、知事主催となってからの体
制、そして内容がどう変更されたか伺います。
　イ、８月の感染急拡大の中、医療崩壊への危機感か
ら専門家会議において、誰を優先して治療をするかと
いう、いわゆるトリアージの議論をするという指針が
あったと報道がありました。議論の内容について伺い
ます。
　２、新たな沖縄振興策について。
　(1)、国が示した新たな沖縄振興策の検討の基本方
向についての知事の見解を伺います。
　(2)、沖縄振興開発金融公庫の位置づけについて県
の認識を伺います。これは国の方針の中で、公庫の存
続について明記されていなかったために、現状、県と
してどう考えているのか認識を伺いたいものです。
　(3)、コロナ禍から、新たな沖縄振興策へどう県経
済をつなげていくのか、県の姿勢を伺います。
　３、安全保障・基地問題について。
　(1)、2001年９月11日の米国同時多発テロから20
年がたち、米軍がアフガニスタン撤退したことで、テ
ロとの戦争の転換点とも見られています。しかし現地
ではなお混迷が深まっているところは皆様も報道など
で御承知のとおりかと思います。米ソ・東西冷戦を経
て以降も沖縄に米軍基地が存在し続ける現状と併せ
て、国際安全保障の変化と在沖米軍基地、さらには自
衛隊施設の関係について県の見解を伺います。
　(2)、米軍施設・自衛隊施設による県民生活への影
響について県の認識と対応を伺います。
　４、ヘイトスピーチ規制条例制定について。
　(1)、条例制定に向けた進捗状況と今後のスケジュー
ルを伺います。
　(2)、これまで有識者の意見をどのように収集・集
約してきたでしょうか。またそこから得られた方向性
について伺います。
　５、沖縄県種苗条例案の制定に向けたスケジュール
と現在までの進捗を伺います。

　６、離島政策について。
　(1)、宮古・八重山５市町村で構成する美ぎ島美しゃ
市町村会から、緊急事態宣言下における沖縄県知事に
よる地域ごとの柔軟な対応として、各首長の判断を尊
重し、各市町村の状況に応じた柔軟な措置区域設定を
するよう要請がありました。その対応をどのように考
えているのか、見解を伺います。
　７、首里城再建について。
　(1)、首里城再建については、一義的に沖縄の主体
性を発揮すべきだと考えております。首里城関連の寄
附金活用については、その利用方法について確定する
プロセスを県議会での審議、そして広聴会、討論会な
どの開催等、県民にオープンな議論によって透明性を
図るべきだという関係者からの要望は非常に根強いも
のがあります。これについて県の見解を伺います。
　(2)、首里城正殿の大龍柱については、その後新し
い知見が数多く出ており、こちらも透明性のある議論
が不可欠だと考えますが現在の県の考えはいかがで
しょうか。また、平成の復元に関わった関係者を中心
に、県内の若手・中堅彫刻家を後継者育成として関
わっていただく体制の確立が必要と考えますがいかが
でしょうか。
　以上、御答弁のほどよろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　喜友名智子議員の御質問に
お答えいたします。
　１、新型コロナ対策についての御質問の中の (1)、
感染状況の推移及び今後の見通しについてお答えいた
します。
　沖縄県では、昨年３月の３連休後の第１波、７月の
４連休後の第２波、年末年始の忘新年会や成人式等の
影響による第３波、年度末の移動や歓送迎会及びアル
ファ株への置き換わりによる第４波、感染力が強いデ
ルタ株への置き換わりにより、いまだかつてない爆発
的な感染拡大となった第５波を経験しています。こ
の間、専門家会議からの分析結果や意見等を基に県対
処方針を策定し、医療提供体制の確保、検査能力の拡
充、ワクチン接種の推進に取り組んでまいりました。
現在も予断を許さない状況が続いており、感染症の流
行が起きやすい冬場に向けてワクチン接種をさらに加
速化するとともに、新たな宿泊療養施設の確保、抗体
カクテル療法の実施、自宅療養者への支援体制の強化
を含めた医療提供体制の拡充などに取り組んでまいり
ます。
　今後は、昨年の感染拡大の端緒となったシルバーウ
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イーク等への注意喚起やワクチン接種をさらに推進
し、感染拡大の波を抑えることに懸命に取り組んでま
いります。
　次に１の (4)、専門家会議の体制及び内容の変更に
ついてお答えいたします。
　沖縄県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
は、沖縄県における新型コロナウイルスに関する対策
を企画立案する際に必要となる科学的かつ専門的な知
見を得ることを目的に、委員12名で設置、協議を行っ
ていただいております。新型コロナウイルス感染症対
策については、度重なる変異株の流行や感染者の急増
等による医療提供体制の逼迫等、その対策を総合的に
判断する必要性があることから、その重要性に鑑み、
専門家会議については令和３年７月20日付で県対策
本部長である私が主催する会合として改組したところ
であります。改組後の専門家会議では、重要な局面に
おいては私が会議に出席をさせていただき、直接、専
門家の議論の過程を聞いた上で、その意見等を政策決
定に生かしていきたいと考えており、実行しておりま
す。
　次に、沖縄県種苗条例案の制定についての (1)、種
苗条例制定に向けた取組についてお答えいたします。
　本県独自の種苗条例制定に向けて、これまで他道県
の条例の調査やアンケート実施等により内容を議論し
ているところであります。現在の進捗状況としては、
条例の素案について精査をしているところであり、こ
の素案が整い次第、まずパブリックコメントの実施、
そして沖縄県農政審議会での審査などを経て、議会へ
条例案を提出する予定となっております。
　沖縄県としましては、必要な手続を行い、年内の条
例制定に向けて今後も取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、新型
コロナ対策についての御質問の中の (2) のア、生活保
護の相談件数等についてお答えいたします。
　本年４月から７月までの４か月間の生活保護の状
況は、速報値で面接相談件数が2765件、申請件数が
1701件、保護開始決定件数が1386件となっておりま
す。
　同じく１の (2) のイ、特例貸付けと住居確保給付金
の実績についてお答えいたします。
　生活福祉資金特例貸付けの本年４月から８月まで
の５か月間の貸付決定状況は、緊急小口資金と総合支

援資金を合わせて延べ３万8093件、貸付決定額が約
171億2100万円となっております。住居確保給付金
の本年４月から８月までの５か月間の申請状況は、
速報値で新規申請件数が834件、新規支給決定件数が
716件、支給決定額が約２億6200万円となっており
ます。
　次に４、ヘイトスピーチ規制条例制定についての御
質問の中の (1) と (2)、ヘイトスピーチ条例制定に向
けた進捗状況等についてお答えいたします。４の (1)
と４の (2) は関連しますので、一括してお答えいたし
ます。
　全ての人々の人権が尊重されることは、平和で豊か
な社会にとって重要であり、人権を侵害する不当な差
別的言動は許されるものではないと考えております。
県では現在、憲法上保障されている表現の自由と不当
な差別的言動を解消する方法とのバランスや、どのよ
うな行為をヘイトスピーチと定義するか等について有
識者から意見を伺っているところであります。
　引き続き関係団体等とも意見交換を行い、方向性に
ついて検討していきたいと考えており、できる限り早
期の条例制定に向け、取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、新型コロナ対策
についての御質問の中の (2) のウ、雇用調整助成金と
休業支援金・給付金の申請件数と支給決定件数につい
てお答えいたします。
　沖縄労働局によると、９月10日現在で、雇用調整
助成金の申請件数は７万4473件、支給決定件数は
７万3132件となっております。また、新型コロナウ
イルス感染症対応休業支援金・給付金の申請件数は
３万2967件、支給決定件数は２万3777件となってお
ります。
　県民の雇用や生活を守るためには、これらの支援制
度の活用が重要であり、引き続き関係機関と連携し
て、その活用促進に取り組んでまいります。
　同じく１の (2) のエ、感染拡大防止対策協力金の第
１期からの支給総額についてお答えいたします。
　飲食店等向けの感染拡大防止対策協力金について
は、令和２年４月に実施した第１期から今年９月ま
での第９期までの間、全ての要請期間において、最大
289日間の休業や時短に協力いただいた場合、下限額
の申請で1031万円、売上減少幅が50万円以上の売上
高減少方式を活用する大企業等の場合で最大3800万
円となっており、その範囲内で協力金を支給すること
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となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　喜友名智子
議員御質問の１、新型コロナ対策についての中の (2)
のオ、文化・芸能活動従事者への支援についてお答え
いたします。
　文化・芸術関係者等は、コロナ禍においてイベント
等が中止となるなど、厳しい状況にあるものと認識し
ております。このため、これまで各種支援策に係る案
内窓口の設置や、コンテンツ配信に係る機材の経費等
への支援策を講じてきたところであります。また、
沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業において、文
化・芸術活動の継続・強化に向けた取組等への支援を
行っております。今般、新たにアーティスト等が公演
等を開催し、動画制作・配信する取組への支援を行う
こととしております。
　県としましては、関係団体等と意見交換を行いなが
ら今後も必要な施策を検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　１、新型コロナ対策につい
ての御質問の中の (3) のア、学校再開を決定した根拠
と経緯についてお答えします。
　県教育委員会では、感染症対策と学びの保障の両立
を図るため、これまで可能な限り一斉臨時休校を行わ
ず、教育活動を継続してまいりましたが、医療提供体
制の逼迫により、６月に臨時休校をやむを得ず実施い
たしました。一方、文部科学省の通知では、緊急事態
宣言下の対象地域の学校においては、時差登校や分散
登校とオンライン学習を組み合わせた学びの継続に取
り組むことが示されております。
　県立学校の再開に当たっては、学びの保障と児童生
徒の心身への影響の観点から、臨時休校ではなく、原
則、分散登校を実施したところであります。
　同じく (3) のウ、オンライン教育の現状についてお
答えします。
　臨時休校や分散登校等の実施期間中の各学校におい
ては、小中学校の約８割、県立高等学校の約９割、特
別支援学校の約６割がオンラインによる学習支援に取
り組んでおります。一方で、一部の県立学校で通信の
不具合が生じたことから、通信環境の改善を図るとと
もに、市町村に対しては、専門家によるネットワーク
アセスメントなどの実施を周知しております。

　県教育委員会としましては、コロナ禍にあっても学
びの保障の支援に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナ対
策についての御質問の中の (3) のイ、学校ＰＣＲ支援
チームの現状についてお答えいたします。
　学校ＰＣＲ支援チームの直近の検査状況としまして
は、８月末から９月の学校再開に伴い、受検者数は増
加しておりますが、陽性率は１％を下回っており、学
校現場での拡大は最小限に抑えられているものと考え
ております。なお、陽性者全体に占める子供の割合の
増加に伴い、検査需要が高まっていることから、学校
現場での負担の軽減を図るため、検体の回収や搬送に
ついては、外部委託事業者を活用することとしており
ます。
　同じく１の (4) のイ、トリアージについてお答えい
たします。
　去る８月６日に開催した専門家会議において、病床
の逼迫により優先順位をつけて入院調整を行う事態を
想定し、その判断基準を設定する必要があることが提
起され議論がなされましたが、トリアージを指針とし
て取り決めたものではありません。この課題について
は、患者の意思の尊重や単純にスコア化できる基準が
ないことなど、短期間で結論が出せるものではないこ
とから、引き続き議論が必要とされたところでありま
す。
　県としては、現場の医師等が困難な選択を迫られる
ことのないよう、医療提供体制の維持、強化に努めて
まいりたいと考えております。
　次に６、離島政策についての御質問の中の (1)、緊
急事態宣言下における地域ごとの対応についてお答え
いたします。
　政府対策本部長が緊急事態宣言の対象地域を指定す
る際には、全国的かつ急速な蔓延のおそれがある状態
にあり、広域的な対応が必要であることから、都道府
県を単位として指定することとなっています。法令
上、県知事が一部の離島市町村を除き緊急事態措置を
実施することは排除されるものではありませんが、
国からは、緊急事態措置を実施する場合は、都道府県
一律に実施することが基本となること、仮に離島で感
染者が発生した場合でも、県内全体の医療への負荷が
大きいことなどの理由から、慎重な判断が必要である
ことが示されております。一方で、まん延防止等重点
措置区域に指定された都道府県では、地域の実情に応
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じ、措置を講じる期間及び区域を知事が定めることと
されています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、新たな沖縄振興策に
ついての (1) 及び (2)、新たな沖縄振興策の検討の基
本方向に係る見解と沖縄振興開発金融公庫の位置づけ
について、２の (1) と (2) は関連いたしますので、恐
縮ですが一括してお答えいたします。
　先月、国が公表した新たな沖縄振興策の検討の基本
方向においては、県と市町村が強く求めていた一括交
付金や高率補助制度の継続、跡地利用推進法の延長・
拡充等が盛り込まれたほか、子供の貧困をはじめ、教
育、産業の振興、社会資本整備、離島の振興など多く
の分野に係る沖縄振興策が示されたものと認識してお
ります。一方で、沖縄振興特別措置法の法的措置を講
ずる期間が示されていないことや、沖縄振興における
車の両輪として大きな役割を担う沖縄振興開発金融公
庫の現行組織の存続についても示されておりません。
　県としましては、法的措置を講ずる期間を10年と
するよう求めるとともに、同公庫の現行組織の存続に
ついて、経済界からも強い御要望があることから、沖
縄県の総意として引き続き国に強く求めてまいりたい
と考えております。
　同じく２の (3)、コロナ禍からの新たな沖縄振興に
ついてお答えします。
　新たな振興計画（素案）においては、ウイズコロナ
からアフターコロナの新しい生活様式に適合する安
全・安心で幸福が実感できる島を形成し、アジア・太
平洋地域の平和に貢献し、アジアをはじめ世界との経
済のかけ橋となるとともに、持続可能な発展メカニズ
ムを構築しつつ、県民全ての幸福感を高め、併せて我
が国の持続可能な発展に寄与することを目指すことと
しております。
　同素案においては、新型コロナウイルス感染症拡大
によって顕在化した課題として、医療・健康、デジタ
ル、グリーンを重視した取組の強化など、安全・安心
の島の実現と新しい生活様式への対応、リスク管理か
ら危機管理及び経済復興に至る強靱で持続可能な社
会・経済の構築を盛り込んでおります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　３、安全保障・基地問
題についての (1)、国際安全保障と米軍及び自衛隊の

関係についてお答えいたします。
　日本を取り巻く安全保障環境については、中国の軍
事力の強化、台湾や朝鮮半島をめぐる問題など、厳し
さを増していると考えております。そうした中、米軍
はアジア太平洋地域を重視する戦略にシフトすると言
われており、第一列島線上にある在沖米軍の基地機能
強化による基地負担の増加が懸念されます。
　県としては、沖縄の基地負担の増加はあってはなら
ないと考えており、引き続き安全保障環境の変化等を
踏まえた米軍の戦略の見直しを注視してまいります。
また、防衛省は、島嶼防衛能力を強化するため、宮古
島市に加え、石垣市やうるま市に新たな部隊等を配備
するとしており、引き続き国に対して、地元へのより
一層の丁寧な説明を行うよう求めてまいります。
　同じく３の (2)、米軍施設及び自衛隊施設の影響と
対応についてお答えいたします。
　本県には、戦後76年、復帰後49年を経た今もなお、
全国の約70.3％の米軍専用施設が集中しており、航空
機騒音や水質汚染等の環境問題、米軍関係の事件・事
故は後を絶たず、米軍基地内への立入りについても、
米側の裁量に委ねられている状況です。このため、来
年、本土復帰50年という大きな節目を迎えるに当た
り、在沖米軍基地のさらなる整理縮小、基地負担の軽
減、日米地位協定の抜本的な見直しなどの要請を行っ
たところであります。他方、自衛隊は、多くの離島を
抱える本県において、緊急患者空輸や不発弾処理等、
県民の生命財産を守るために大きく貢献している一方
で、島嶼配備をめぐって様々な意見があるものと承知
しております。
　県としては、引き続き国に対して、地元の理解と協
力が得られるよう、より一層丁寧な説明を求めてまい
りたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　７、首里城再建につ
いて (1)、寄附金活用の確定プロセスについてお答え
いたします。
　寄附金の活用については、令和２年７月に、沖縄県
首里城復興基金の活用に関する方針を策定しており、
寄附金は寄附者の思いを尊重し、城郭内の施設等の復
元に関し、国との協議等が調った事業に充当するこ
ととなっております。寄附金の活用に当たっては、
事業実施決定時及び事業完了時に、速やかに県のホー
ムページ及びプレスリリース等により公表することと
なっております。
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　同じく７の (2)、大龍柱の議論及び若手彫刻家の後
継者育成の体制についてお答えいたします。
　大龍柱については、首里城正殿等の復元が国営公園
事業であるため、国の首里城復元に向けた技術検討委
員会で検討されることとなっております。技術検討に
当たっては、学術的な意味において専門的な立場から
議論がなされるものと考えており、技術検討委員会で
の議論を見守りながら、結論が得られるのを見届けた
いと考えております。大龍柱の制作に当たっては、県
内の若手人材育成の観点も踏まえ、県内技術者による
制作に向けて、国と連携し検討していきたいと考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　御答弁ありがとうございまし
た。
　まず、種苗条例のほうから再質問をさせていただき
ます。
　私、昨年来、毎回この食と農の安全、それから沖縄
ならではの島野菜の振興等々の問題意識の下に、この
条例の必要性を提案してまいりました。この間、農林
水産部でどのような形で条例制定に向けて部内の体制
を整えて準備をされてきたのか、改めて確認をさせて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時52分休憩
　　　午前11時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　県ではこれまで、優
良種苗の安定供給、島野菜などの在来種の保護、優良
品種の開発、県育成品種に係る知的財産権の保護など
に取り組んできましたが、改正種苗法の成立を機に、
優良品種の開発や保護、貴重な育種資源としての島野
菜等、在来種等の保存についてはより重要性が高まっ
ていることから、本県農業の競争力の強化に向けて、
条例の制定について具体的な検討を行ってきたところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　この条例案、日頃より農林水産
部の職員の方々とは意見交換をさせていただいてお
ります。ワーキングチームをしっかりとつくって、
職員の意見、それから専門的な知識を持つ職員の方も
いらっしゃいますので、市民団体との意見交換も兼ね
て、非常に真摯に対応していただいていると理解して
おります。ぜひ、条例制定に向けて、最後の詰めの作

業まで行っていただきたいと要望いたします。
　この点で気になっているのが、島野菜など在来種や
地域特有の農産物の種苗をどうやって守るかというと
ころです。市民団体やこの問題に関心を持つ専門家か
らは、ジーンバンク―種を守る銀行とでもいうんで
しょうか、遺伝資源の保護に取り組む活用が県として
も必要ではないかという意見、大変根強いです。この
点、遺伝資源は一度失ってしまえば同じものを手に入
れることは非常に難しいんです。この県が進めている
条例の中で、島野菜、県の在来種含めて遺伝資源を集
めて登録や保管を行うという取組、こういった機能は
盛り込まれる予定でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　種苗条例の制定に当
たりましては、伝統的な野菜と在来種の保存につきま
しても、条項の中に盛り込むことを想定して進めてい
るところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ありがとうございます。
　引き続きこの条例、ぜひ沖縄が全国の中でも先進的
な取組をしているという条例の一つになってほしいと
期待しております。
　では、次に新型コロナウイルス対策についての中
の、学校それから教育回りの件です。
　まず、教育長にお伺いしたいんですけれども、新学
期が始まってから、学校でオンライン教育が既に始
まっていることは、県民皆、見守っているところで
す。初日には通信の不通があったというようなトラ
ブルも大々的に報道はされましたけれども、やはり新
しいことを始めるときには、こういったことも乗り越
えていきながら仕組みづくりを、ぜひ先生方がプレッ
シャーを感じることなく、応援していきたいと考えて
おります。その中で、現状がどうなっているのか、少
しよく分からないのが、オンライン教育にまつわる学
校の先生方への支援がどうなっているかという点で
す。文科省のほうでは、ＩＣＴ支援員、情報通信技術
を支援する方々、それからＧＩＧＡスクールのサポー
ターなど、支援スタッフを活用するようにという通知
を出しているかと思います。これ、沖縄県内では現
状、こういった支援員の方の活用はどうなっているで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　議員御指摘のように、やはりＩＣＴ―昨年からコ
ロナで休校があったり、分散とかありましたので、や
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はりオンライン学習を進めていくというところが重要
だというふうに考えております。その中で、コンテン
ツのつくりなどは学校の先生方がやりますけれども、
やっぱり環境の整備とかネットワークの関係ですと支
援員が必要になっておりまして、その中でＩＣＴ支援
員ですけれども、令和２年度市町村に配置している分
では、27市町村に53名を配置、県立高校では、令和
２年度はＩＣＴ支援員８名を60校に５か月で16回訪
問するという形で配置をしております。また、ＩＣＴ
支援員、令和３年度は、県立高校のほうは８名配置で
59校に８か月で８回ということで、ちょっと市町村
については今、把握しておりません。あとＧＩＧＡス
クールサポーターですけれども、こちらは令和３年度
だけ御紹介させていただきますが、市町村では、23
市町村で62名の配置、県立学校においては、中学校
と特別支援学校も含めて５名を配置というところでご
ざいます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ありがとうございます。
　やはり学校の先生方は従来より業務時間が長くて、
残業時間をどう減らしていくのか、それから学校の授
業、これ以外の間接業務、これをどうやって減らして
いくかというところは、コロナ禍前からの長い課題
だったわけです。ここに、ＧＩＧＡスクールは元々計
画されていたとはいえ、前倒しになったことの負担、
本当に大きいと思います。ぜひこういった支援員の活
用を進めていっていただきたいと思います。
　次、ネットワークの通信速度が不十分だったとき
に、専門家のアセスメントを行うという答弁がござい
ました。実際に８月から学校でオンライン授業が始
まって、この保守専門家の活用というのは何件あった
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　今年の５月時点での把握状況ではございますけれど
も、アセスメント、事前調査をやったところが13市
町村ございました。そのうち、６市町村が課題ありと
いうことで、その解決に向けて取り組んでいるところ
というふうに認識しています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　このＩＴ支援員、それからネッ
トワークの保守専門家などの活用、今回オンライン授
業が本格的に始まったことで、新たな課題が出てきた
かと思いますけれども、その課題をどのように認識し

ているのか、そして今後の取組、どのように行う予定
か御答弁お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　この点については全国的な
課題だと認識しておりまして、各市町村ではネット
ワークのトラブルの未然防止ですとか、通信障害が発
生した場合の対応について、文科省のほうでアセスメ
ントシートが提示されていますので、それについて委
託業者等としっかり連携しながら、原因究明と解決に
向けて取り組んでいくということになるかなと思い
ます。参考までに県立学校の対応でございますけれ
ども、低遅延で安定した通信環境を整えるということ
で、今年の８月に新たな通信方法でネットワークを再
構築したところでございますが、引き続き課題が出て
きましたらしっかり対応していきたいと考えていま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　オンライン教育はコロナがあろ
うがなかろうが、もう21世紀に必要な教育インフラ
です。ぜひこれを機に、前倒しで進められることはど
んどん進めていくと、積極的に行っていただきたいと
思います。
　最後にもう一つ、オンライン教育、参加をしてもや
はり出席扱いにならないという点、教育委員会のほう
からは再三出席停止、欠席ではありませんよという御
答弁が続いているんですけれども、いま一度、なぜ出
席という扱いにならないのか見解をお聞かせくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　これは文部科学省が通知を出しておりまして、学校
教育は教師から児童生徒への対面指導や児童生徒同士
の関わり合い等を通じて行われるものとしており、現
状では、自宅でのオンライン学習等は授業日数として
カウントできないという見解が示されております。た
だやはり学校においては、感染不安などによりやむを
得ず登校できないという児童生徒がおります。そこは
欠席扱いにしないで、しっかり出席停止という形にし
て不利益が生じないように、文科省からも通知が出て
いるところでございますので、そこは引き続き私ども
のほうとしてはしっかり通知していきながら、また学
習の遅れが生じないようにオンラインの活用をしっか
りやっていきたいという、いわゆる両建てでやってい
きたいと思っています。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　島嶼県の沖縄においては、オン
ライン教育というのはやはり出席扱いにも踏み込ん
で、島嶼地域ならではの学びの保障という体制づくり
は、次の県の課題かと思います。ぜひよろしくお願い
いたします。
　次は、ヘイトスピーチ規制条例についてお尋ねをい
たします。
　これはなぜ県のほうで条例制定についての議論がな
かなか出てこないのかという点、県民からも非常に強
い批判を私いただいております。今まで専門家からい
ただいた知見、どのようなものがあったか、改めて教
えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　今般この
ヘイトスピーチ条例を内部のほうで検討するに当たっ
て、法制面から論点整理のために専門家の方に御意見
を伺っておりますけれども、その際にお話がございま
したのは、御答弁も申し上げましたが、憲法上保障さ
れている表現の自由を制限することと規制のバランス
を考えることというところで、先進的に条例を制定さ
れた市での判例等を踏まえた御意見がございました。
また、規制を行うのであれば、どの範囲を対象にする
のか、そしてどのような言動を対象にするのかを明確
に厳密に規定をしなければならない。その一方で、定
義するヘイトスピーチが限定されてしまうと、それ以
外は許されるものという誤解も与えかねないというよ
うな様々な法制面からの御助言をいただいたところで
ございます。
　今後はそのような意見を一定程度整理させていただ
きまして、県としてどのような条例がふさわしいのか
ということを検討してまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　この件、最後に県警本部長にお
伺いいたします。
　いわゆるヘイトスピーチと言われる行為、県民の皆
さんから多くの実例情報が寄せられています。現状、
このような情報が県警に寄せられた場合、どのような
対応をするのでしょうか。またこれまでの対応実績を
お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　警察はどのような言動がいわゆるヘイトスピーチに
当たるか、これは判断する立場にございませんが、い
わゆる街宣活動等に際し、トラブルから生じる違法行
為の未然防止のため必要な措置を講ずるとともに、違

法行為を認知した場合には、法と証拠に基づいて厳正
に対処しているところであります。那覇市内の街宣活
動をめぐるトラブルの発生につきましては、令和２年
中は２件の発生を把握しており、令和３年中の発生は
把握しておりません。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　時間切れです。
○喜友名　智子さん　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時５分休憩
　　　午後１時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き代表質問を行います。
　翁長雄治君。
　　　〔翁長雄治君登壇〕
○翁長　雄治君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　会派南風の翁長雄治です。
　次呂久会派長と仲宗根最高顧問に元気いっぱい送っ
ていただきましたので、元気いっぱい頑張っていきた
いと思います。よろしくお願いします。
　今年も早いもので９月の終盤へと差しかかりまし
た。まだまだ暑い日が続きますが、皆様体調には気を
つけて頑張りましょう。
　さて、この季節になると、県と国との来年度予算の
折衝が報道等でも大きくなされ、県民の関心は高いも
のがあります。昨今は県の要求どおりの金額にならな
いことを、辺野古新基地を挟み、県が政府に対して協
力をしないという論調で玉城デニー県政を糾弾する声
も聞こえますが、むしろ県民の声に対して耳を傾けな
い政府に、そのような論理が当てはまるのか甚だ疑問
でございます。県民は各選挙はもちろん、署名まで集
め、県民投票にこぎ着けて圧倒的な民意を示している
ところです。玉城知事は公約で辺野古新基地建設の
阻止を訴え、県民の民意が示されている中で、法令に
のっとり全力を傾けるのは当然のことです。また沖縄
には歴史的にも過重な基地負担を強いながら、反対の
民意がはっきりしている辺野古新基地を強行するため
に、反対していることを理由に予算を減額するなど、
県民を分断するようなことがあってはなりません。玉
城県政が同じことを市町村にするならば大問題となる
でしょう。地方分権の理念に立ち返り、国民の血税を
原資とした予算を、恣意的な扱いが許される論調が起
きないことを願います。
　それでは、発言通告書に基づき代表質問を行います。
　１、新型コロナウイルスについて。
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　(1)、学校現場について。
　新型コロナウイルスに翻弄され、今年も終盤へと差
しかかっておりますが、翻弄されているのは我々大人
だけではなく子供たちも同様です。特に学校現場にお
いては、全体休校や感染への不安で多くの児童生徒が
今も登校を控えるなどの影響が出ています。
　そこで、以下伺います。
　ア、小学校・中学校、高等学校それぞれの学校再開
後の感染状況について伺います。
　イ、学校内の感染予防について伺います。
　ウ、今年度のカリキュラム進行について課題と今後
の見通しについて伺います。
　エ、一部市町村ではオンライン授業も行われまし
た。課題について認識を伺います。
　オ、学校再開後にコロナ感染予防を理由とした欠席
について伺います。
　カ、本県の選択登校の実施への課題について伺いま
す。
　キ、離島から本島へ進学している生徒がコロナ感染
もしくは濃厚接触者となった際の対応について伺いま
す。
　(2)、ワクチンの接種状況について。
　現在まだ特効薬の開発が急がれている中で、早くて
も日本では年明け、年度内という中で、ワクチン接種
が日常へ戻るために最も重要というのは共通認識であ
ろうかと思いますが、本県においては目標には到達す
るものの、まだまだ課題が多くあるかと思います。
　そこで、以下伺います。
　ア、年代別での接種状況について伺います。
　イ、若年層での接種率向上について、本県の取組に
ついて伺います。
　ウ、保育現場において保育士がワクチン接種後に副
反応が出た際に、保育士不足により空きが出てしまう
ことから、接種のタイミングが難しいとの声がありま
す。対応について伺います。
　２、子育てについて。
　(1)、保育無償化における認可外保育園の現状につ
いて伺います。
　2019年にスタートした保育の無償化が２年を過
ぎ、３年目に入ろうとしています。様々課題が指摘さ
れるものではありますが、子育てをする保護者からす
ると非常に助かる制度だと感じています。その中で、
今回は認可外保育園について伺いたいと思います。
　当初、国の方針では、認可外保育園につきまして
は、保育の質の担保、いわゆる安全性第一ということ
で一定の要件がありました。しかし要件を満たさない

保育園についても５年間の猶予を持たせ、その間に要
件をクリアしてほしいということで無償化がスタート
しております。他府県のように認可外、いわゆる私立
の幼稚園とかではなく、認可園とはあえて違う選択肢
というものとは扱いが違います。本県においては保育
の受皿としての側面が大きく、今後、無償化の対象か
ら外されてしまうと大いに問題になるかと思います。
現状を伺います。
　(2)、子供の貧困対策について伺います。
　沖縄県子どもの貧困対策に関する最終評価報告書案
がまとめられました。本員も選挙当選後から様々な場
面で、現状のまとめや今後についてを提言してまいり
ました。現状について伺います。
　３番、空手振興について。
　東京五輪では各種競技で日本勢が活躍をし、本県に
おいても出身のアスリートやルーツが沖縄にあるアス
リートなどの活躍もあり、今後のスポーツアイランド
構想の実現に向けても大いに期待をするところであり
ました。その中でも空手については、沖縄発祥の武道
ということもあり、注目度は抜群でした。
　そこで、以下伺います。
　(1)、2020東京五輪で本県出身の喜友名選手が金メ
ダルを獲得し、空手発祥の地・沖縄が世界から注目さ
れている。県として今後どのように空手振興を推進す
るのか伺います。
　(2)、次年度は本土復帰50周年であり、世界のウチ
ナーンチュ大会が予定される等、世界から沖縄が注目
される機会となります。県はこの機会を空手振興を図
る上でどのように捉えるのか伺います。
　４、農林水産について。
　沖縄県の畜産の状況について見ると、子牛の国内生
産量は全国第４位で、子牛として売れば50万円の利
益が得られるところが、肥育牛として販売するために
は、沖縄県は飼料を本土や外国に頼りコスト高になる
ため、40万円の利益しかありません。そのため子牛
として本土に出荷せざるを得ず、本土の企業が肥育
し、外国に輸出すると国内の２倍以上の価格で売るこ
とができると言われています。和牛を国外に輸出する
ためには、国際認定屠畜場で牛を屠畜しなければなら
ないが、本県には国際認定屠畜場がございません。そ
のため船便にて生体を九州まで輸送し、輸出する状況
である。この流れでは牛自体に輸送過程で非常にス
トレスをかけてしまうもので、体重が減ってしまった
り、最悪病死したりすることもあり、また、鹿児島か
ら沖縄までの船便が非常に高額でそのまま販売価格に
のってしまうため、価格面での競争に負けるだけでは
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なく、品質面でも非常に大きなハンディを抱える販売
となります。国際認定屠畜場を県内に設置すること
は、沖縄21世紀ビジョンの中でも、ＨＡＣＣＰに沿っ
た衛生管理の制度化や国際化に対応し得る食肉等加工
処理施設による供給体制の整備を図る必要があるとさ
れている。国際認定屠畜場の整備の課題は、屠畜する
成牛の絶対数の不足であり、飼料が高いため、成牛ま
で肥育した際のコストの割には収益は見込めないとい
う点であります。そこで、沖縄県で国際認定屠畜場を
整備するとした場合、成牛をどう確保し、採算の取れ
る飼料はどうあるべきか。また、施設の整備規模はど
うあるべきか、国際認定屠畜場の整備に向けた基本調
査をしっかり行って、事業化に向けた取組を開始して
いく必要があると考えています。
　そこで、当局の見解を求めます。
　(1)、国際認定屠畜場について。
　ア、沖縄県の国際認定屠畜場の整備について見解を
伺います。
　イ、来年度以降国際認定屠畜場の整備に向け基本調
査費の予算を計上していく必要があると考えるが、見
解を伺います。
　(2)、サトウキビの出荷量の変遷について伺います。
　５、万国津梁会議にて議論された海洋プラスチック
問題について、本県の現状と取組について伺います。
　６、化学物質過敏症についての本県の見解を伺いま
す。
　前回は学校現場における化学物質過敏症について質
問をしてまいりましたが、そもそも沖縄県内で、化学
物質過敏症を認定できる医者がいないということが大
きな課題でもあります。本県のそこに対する見解、そ
して今後どうしていくかというものを伺いたいと思い
ます。
　残りは再質問いたします。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　翁長雄治議員の御質問にお
答えいたします。
　１、新型コロナウイルスについての御質問の中の
(2) のイ、若年層での接種率向上の取組についてお答
えいたします。
　感染拡大を防止するためには、切り札となるワクチ
ン接種、とりわけ活動的な若年層での接種率向上は、
重要であると考えております。このため沖縄県では、
ワクチン接種の効果、発症及び重症化の抑制などの効
果や、一時的な副反応などの正しい知識及びＳＮＳ上

に流れる情報の真偽を記載したリーフレットを作成
し、正確な情報を発信するとともに、ＳＮＳを活用し
たワクチン接種の働きかけを行っているところであり
ます。
　沖縄県では、各市町村と意見交換等を行い、若者世
代への接種勧奨のため、あらゆる媒体を活用した広報
を行うとともに、12歳以上の子供たちへの接種体制
構築のため、医師の派遣調整を行うなど、市町村にお
ける接種が加速化するよう支援しているところです。
また、県が設置しているワクチン接種センターにおい
ては、接種枠の拡大、当日受付や優先接種の実施によ
り、若者世代の接種率が向上するよう取り組んでいる
ところです。
　次に、空手振興についての３の (1) 及び３の (2)、
空手振興及び機会を捉えた取組についてお答えいたし
ます。３の (1) と３の (2) は関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えいたします。
　喜友名諒選手が金メダルを獲得したことは、私たち
県民に勇気と感動を与え、沖縄の歴史に大きな足跡を
残してくれました。空手発祥の地・沖縄からすばらし
い金メダリストが誕生したことを心から誇りに思いま
す。喜友名選手の活躍は、世界から大きな注目を集め
ているところです。
　県としましては、この機会を捉え、誰もが空手発祥
の地・沖縄を認識し、沖縄空手を保存・継承・発展さ
せる施策の効果的、持続的な推進を図ってまいります。
　次年度は、復帰50周年の節目の年に、世界に１億
3000万人いると言われる空手愛好家を対象に、第２
回沖縄空手世界大会及び第１回沖縄空手少年少女世界
大会等国際的なイベントを開催してまいります。こ
れらの取組を通して、空手を目的とした交流人口が拡
大され、観光産業等各種産業への経済波及効果が増大
し、地域経済に貢献するよう推進してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　１、新型コロナウイルスに
ついての御質問の中の (1) のア、学校再開後の感染状
況についてお答えします。
　学校等からの報告によりますと、令和３年９月１日
から９月10日までの本県公立学校における新型コロ
ナウイルス感染者数は、小学校201人、中学校77人、
高等学校103人であります。なお、増加の背景には、
デルタ株の影響があると思われます。
　同じく (1) のイ、学校内の感染予防についてお答え
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します。
　県立学校においては、文部科学省衛生管理マニュア
ルや県立学校版ガイドラインに従い、手洗い、換気、
マスクの着用などの対策を徹底するとともに、感染者
が登校していた場合は、原則として学級閉鎖とし、学
校ＰＣＲ検査の活用等により、さらなる学校内感染の
防止に努めております。
　同じく (1) のウ、カリキュラム進行の課題と見通し
についてお答えします。
　各学校においては、夏季休業期間の短縮及び学校行
事の精選など、年間計画の見直しで授業時数を確保
し、学習の遅れが生じることのないよう取り組んでお
ります。また、学習内容を重点化し効果的・効率的
な指導の工夫やオンライン等を活用した学習支援に
より、児童生徒の学びの保障に努めております。一方
で、児童生徒が楽しみにしている学校行事について
は、その影響は大きいと考えられることから、各学校
では規模縮小や形態の変更など、実施方法を検討して
いるところであります。
　同じく (1) のエ、オンライン学習の課題についてお
答えします。
　臨時休校時にオンライン学習を実施した小中学校の
課題としましては、通信環境の不具合や児童生徒の対
話を中心とした授業の難しさ、健康面への影響等が挙
げられます。
　県教育委員会としましては、効果的なオンライン学
習の指導方法等について、活用実践事例サイト等によ
り情報発信を行うなど、学校の支援に努めてまいりま
す。
　同じく (1) のオ、感染予防を理由とした欠席につい
てお答えします。
　感染不安により登校できない児童生徒は出席停止と
なることから、進級・進学等に不利益が生じることは
ありません。
　県教育委員会としましては、今後も保護者や児童生
徒に対し、当該内容について周知を行い、不安が解消
できるよう市町村と連携してまいります。
　同じく (1) のカ、選択登校の課題についてお答えし
ます。
　文部科学省によると、学校教育は教師から児童生徒
への対面指導や児童生徒同士の関わり合い等を通じて
行われるものとしており、現状では自宅でのオンライ
ン学習等を授業日数としてカウントすることはできな
い状況であります。なお、各学校においては、感染不
安などにより、やむを得ず登校できない児童生徒に対
して、欠席扱いとはせず、学習の遅れが生じないよう

オンライン等を活用した学習支援に努めております。
　同じく (1) のキ、離島出身の生徒への対応について
お答えします。
　寄宿舎等に入寮している離島出身の生徒について
は、寮外の療養場所の確保ができない場合、自宅待機
をお願いしてまいりました。今般、療養場所の確保に
一定のめどが立ったことから、全ての寮生の受入れを
再開したところであります。また、濃厚接触者に特定
された寮生のうち、親族宅等で待機が困難な生徒につ
いては、宿泊施設等で待機する必要があることから、
当該生徒の宿泊費とその保護者の移動に係る費用及び
宿泊費について、実費額の補助を行うこととしており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルスについての御質問の中の (2) のア、ワクチンの
年代別接種状況についてお答えいたします。
　９月20日時点での県内のＶＲＳ（ワクチン接種記
録システム）における年代別ワクチン接種率は、12
歳から19歳では１回目が40.2％、２回目が17.5％、
20代 か ら30代 で は １ 回 目 が49.1 ％、 ２ 回 目 が
28.3％、40代から50代では１回目が67.1％、２回目
が48.4％、60代以上では１回目が85.9％、２回目が
81.1％となっており、高齢者から優先して接種を行っ
てきたことから、このような状況になっております。
　次に６の (1)、化学物質過敏症についてお答えいた
します。
　化学物質過敏症とは、身近にある微量の化学物質が
原因で頭痛や吐き気など様々な症状が現れることで
す。現在、治療法は確立されておらず、症状を誘発さ
せる原因物質からの回避が最も有効な対処法となって
おります。そのため、患者が安心して生活するために
は、社会全体の化学物質過敏症への理解を深める必要
があるものと考えております。
　県としましては、引き続き国の動向も注視しつつ、
化学物質過敏症の周知等に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、新型
コロナウイルスについての御質問の中の (2) のウ、保
育士のワクチン接種についてお答えいたします。
　ワクチン接種については、市町村において、集団接
種及び個別接種が実施されているほか、県において
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も、広域ワクチン接種センターを３か所設置し、接種
の促進を図っているところです。接種後の副反応対策
としては、市町村や県の接種会場を活用し、保育士の
勤務状況に応じて接種日等を選択することができるよ
う努めているところであり、引き続き取り組んでまい
ります。
　次に２、子育てについての御質問の中の (1)、認可
外保育施設の現状についてお答えいたします。
　認可外保育施設においては、保育の無償化の要件と
して指導監督基準を満たす必要があり、令和６年９月
末までの経過措置期間が設けられております。令和３
年４月１日時点で、県内の認可外保育施設390施設の
うち238施設、61％が基準を満たしているところで
す。
　県としましては、施設への立入調査等による改善指
導や施設改修費等への支援を行っており、可能な限り
多くの施設が指導監督基準を達成できるよう努めてま
いります。
　同じく２の (2)、子供の貧困対策についてお答えい
たします。
　県では、子どもの貧困対策計画に基づき、支援を必
要とする子供が適切な支援につながる仕組みを構築す
るとともに、子供のライフステージに即した切れ目の
ない総合的な施策を展開しております。今年度は計画
の最終年度となっていることから、現在、計画に掲げ
る指標の改善状況や重点施策の取組状況について最終
評価を実施しております。
　今後、最終評価の結果を踏まえ、次期計画を策定
し、子供の貧困対策に係る各種施策を推進してまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　４、農林水産につい
ての (1) のア、輸出可能な食肉センターの整備につい
てお答えいたします。４の (1) のアと４の (1) のイは
関連しますので、一括してお答えします。
　県では、沖縄県食肉流通合理化計画に基づき、県内
６か所の食肉センターで家畜の屠畜を行っておりま
す。食肉を輸出するには、相手国との輸出協議による
認証が必要となり、豚肉では沖縄県食肉センターが香
港等への輸出が可能となっており、牛肉では八重山食
肉センターがベトナム等への輸出認証取得に向けて準
備を進めているところであります。
　県としましては、既存の食肉センターの有効活用に
より、適切な食肉流通を行いたいと考えております。

　同じく４の (2)、サトウキビ出荷量の変遷について
お答えいたします。
　復帰後のサトウキビ生産量は昭和60年産で174万
トンありましたが、農家の高齢化や担い手不足、自然
災害の影響等によって、平成23年産で54万トンまで
減少しました。しかし、近年は機械収穫率の向上等に
より生産は回復傾向にあり、約75万トンで推移して
おります。
　県としましては、サトウキビは地域経済を支える重
要な作物であることから、ハーベスタの導入等による
機械化、堆肥等を利用した土づくり等を総合的に推進
してまいります。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　５、海洋プラスチック問
題に係る本県の現状と取組についてお答えします。
　県が平成23から26年度に行った調査では、平均し
て、１年間に約１万4000立方メートルのプラスチッ
クごみが県内に漂着していると確認されております。
県では、国の補助事業を活用し、市町村等と連携して
海岸漂着ごみの回収を実施しており、令和２年度は約
5000立方メートルを回収・処理しました。また、マ
イクロプラスチックの分布状況や有害性調査を行うほ
か、環境教育、海外の自治体等との交流を通して、発
生抑制対策にも取り組んでいるところであり、引き続
き対策を推進してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ありがとうございました。
　最初に１の (1) のキの離島から本島に来ている子供
たちの件なんですけれども、交通費についてなんで
すが、この場合、公共交通は使えないわけなんですよ
ね。いろいろと報道等で見ている中で、例えばレンタ
カーの活用を認めるというのは、そこの予算も見ると
いうことは特に読み取れないと思うんですけれども、
そちらについては、公共交通が使えない中で非常に重
要なことだと思うんですが、見解を伺いたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　濃厚接触者になった場合ですけれども、保護者が離
島から来て本島で見るという場合の、例えば保護者の
往復にかかる費用として私どもが想定しているのは、
航空賃以外に船賃ですとか、それからモノレール代、
レンタカー代等、発生する費用について、一定見込ん
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でいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ありがとうございます。
　このレンタカーが使えるか使えないかというのは、
やっぱりこのコロナウイルスで公共交通が使えない親
御さんからすると、ここも含まれているということで
安心していらっしゃるんじゃないかと思いますので、
引き続きよろしくお願いいたします。
　次に１の (2) のウの保育士のところなんですけれど
も、例えば１歳児、ゼロ歳児の場合は３人に対して１
人で見なければいけないんですよね。例えば６名お子
さんがいらっしゃる場合、６名、ゼロ、１歳児がいた
ら２人つかなければいけないことになるわけです。こ
の１人が副反応が強く出てしまった場合、二、三日見
ることができないということであるんですが、フリー
の保育士さんとか、いろいろと園の中で回すかとは思
うんですけれども、この配置基準についての緩和等に
ついて、国の指針等があれば教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　国からは
保育士が濃厚接触等に特定された場合、それから今の
副反応のような場合も含まれるかと思いますけれども
―などによりまして保育士等が休まざるを得ない状
況になった場合の対応については、利用児童の保育に
可能な限り影響が生じないよう、その範囲で人員基準
を柔軟に取り扱うことができるという通知が出てい
るところでございまして、県のほうから市町村を通じ
て、各園に周知を図っているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　周知をされているということではあ
るんですが、やはり現場からこういう声がいまだに聞
こえてくるということを考えると、周知はしているけ
れども、それが保育園の中でうまく周知がされていな
いのかなというふうに思います。このコロナの対策で
あるとか、日頃から保育園業務は非常に多忙な中に、
なかなか見落としもあるかと思いますので、こちらに
ついてはしっかり周知徹底をしていただきたいと。
　要件緩和するというのは、保育園からしても非常に
難しいところではあるんですよね。例えば恐らく上
の子の担当を少なくして、ゼロ、１歳児に持っていく
というような対応になるかと思うんですけれども、こ
の辺について、しっかり県のほうがやっていただかな
いと、保育士の皆さん、このコロナの状況になってか
ら、非常に気持ちがついていかないという保育士もた
くさんいらっしゃって、私の周りにももう辞めたいと
いうような人たちも―子供たちを私が危険にさらし

ているんじゃないか、僕がさらしているんじゃないか
という声をよく聞きます。ですので、そういったとき
には休めるんだよということを県のほうからしっかり
広報していただきたいなと思います。
　次に、ワクチンのところなんですけれども、ワクチ
ンのデマというか誤情報がネット内を―世間をたく
さん騒がせています。私の周りにもワクチンを打ちた
くないという人たちの中には、こういった誤情報をう
のみにされている方々も多くいらっしゃいます。そう
いった中で厚労省がどういった誤情報があって、これ
についてはこういう見解ですよというものを載せてい
るんですけれども、県としてこれについての見解と県
民の若年層向けに、先ほど知事からも答弁ありました
けれども、どのようにこれを周知していくかというの
を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　厚生労働省が出し
ている新型コロナワクチンについてというサイトがご
ざいます。その中には様々な疑問に答えることになっ
ておりますが、その中でも例えば項目分けがいろいろ
ございまして、これは本当ですかというようなもので
分けてありまして、そこの中に、例えば不妊になると
か、皆さんが心配していらっしゃるようなことが出て
おります。これについては県としましても、一般的に
皆さんが心配していらっしゃるようなことを拾い上げ
てチラシにしたり、ＳＮＳで周知したりしているとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　本当に初めてのワクチンでもある
ので、皆さん非常に戦々恐々としながら打たれるんだ
ろうとは思いますけれども、県のほうで国としっかり
協力して、安全性についてしっかり訴えていただきな
がら、飛び交っている情報について正しいもの、そう
じゃないものというものをぜひ周知に努めていただい
て、若年層での接種の向上にも努めていただきたいと
思います。
　教育長、すみません。先ほど１つ、僕、再質問し忘
れていて、オンライン授業等についてのところなんで
すけれども、先ほど通信であるとか、対話そして健康
面とかの課題があるということだったんですが、実際
にオンライン授業をする先生方の課題というのはない
んでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　先生方の課題としては、や
はりオンライン通信というのが初めてということも
あって、どういうふうな形で進めたらいいのか、また
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設定の仕方、子供たちにどういうふうに指導したらい
いかということを悩まれていると。ですから学校にお
いては、特に小中ではチームで、教科の先生、担任同
士が集まって、得意な人と不得意な人がいらっしゃい
ますので、双方が必要な強みをしっかり出しながら当
たっていくと。これについて、各市町村の取組状況も
お伝えしながら支援をしているところでございます。
しっかり伝えていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　私も子供たちのオンライン授業を側
で見させていただきました。本当に報道のとおり、
初日についてはアクセスができないくらいのものだっ
たんですけれども、２日目から時間をずらしたり、先
生方が教材もいろいろと工夫をされて、集中力という
ところでは少し課題はあったかなと思うんですけれど
も、やっていけるだろうと思います。オンライン授業
については、今回のコロナに限らずに、今後は様々な
感染症が出てきたときに、また同じような状況になっ
たときに、また学校を閉めるのかと、学びが保障され
ないのかというところは、非常に保護者からすると不
安があります。この体制を今後に向けても―コロ
ナ、もしかしたら特効薬ができたらそれで終息となる
かもしれないんですけれども、このオンライン授業の
活用というものは、充実というものは求められていく
だろうと。
　これはちょっと質問外になるので、要望というか私
見なんですけれども、恐らくオンライン授業の今後に
向けていいところは、今様々な理由で―コロナは別
にして、学校に出てくることができないお子さんたち
の学びの保障という中で、オンライン授業だったら受
けられるかもしれない、他の学校の授業だったら見ら
れるかもしれないというところで、この学びの保障と
いう点では、非常に重要になってくるんじゃないかと
いうふうに考えておりますので、ぜひ今後もこの取組
のほうお願いいたします―コロナいかんによらずで
す―取組をお願いします。
　次に、化学物質過敏症についてなんですけれども、
今回ＳＤＧｓパートナーに化学物質過敏症の対策情報
センターが選ばれております。その理由について教え
てください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　すみません、ＳＤ

Ｇｓパートナーに選ばれているところは、私のほうは
認識しておりませんでした。化学物質過敏症につきま
しては、議員御指摘のようにごく少量の物質でも過敏
に反応するという点ではアレルギー症状に似ている、
また、継続的に暴露することによって中毒症状が出る
というようなこともあって、症状的にも非常に未解明
な部分が多いということの中で、よく分からない中で
苦しんでおられる方がいるという状況ですから、それ
について活動をされているということで選ばれたので
はないかと推測いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　この沖縄の中で持続可能な発展目
標、この化学物質過敏症というのが前回もお話しした
かと思うんですけれども、人口の１割いらっしゃるん
じゃないかと。大人が8.7％、子供が12％ぐらいいる
んじゃないかという中で、これは国民病といっても過
言ではないところまで来ています。そういった中でな
かなか認知がされないというところには、非常に本人
たちのどういうふうに生活していくかと。少し周りが
気にしてあげることで、緩和されることも多くござい
ます。そこの取組については、今後さらに意に沿えて
いただきたいと思います。
　最後にすみません。
　国際認定屠畜場のところについてなんですけれど
も、この今海外への輸出を拡大する上でどのようにこ
の整備をしていくかということを教えていただいてよ
ろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時２分休憩
　　　午後２時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　海外への畜産物を輸
出する際の課題といたしましては、本県における飼養
頭数、それから屠畜頭数が計画に対して低いというこ
とがございますので、生産と供給、これをしっかり伸
ばした上で輸出をしていくことが課題かなというふう
に考えております。
　以上です。
○翁長　雄治君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
　　　〔新垣光栄君登壇〕
○新垣　光栄君　それでは、新垣光栄、会派おきなわ
代表いたしまして、代表質問を行います。
　それでは、第１、知事の政治姿勢について。
　(1)、新型コロナウイルス対策について。
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　ア、学校の感染対策について、取組状況と学校抗原
検査等の課題を伺う。
　イ、県と各市町村・各関係機関の連携について、取
組状況と課題を伺う。
　ウ、ワクチン接種の促進、ワクチンパスポートと感
染防止対策認証制度について取組状況を伺う。
　(2)、基地問題について。
　ア、米軍基地・自衛隊基地のＰＦＡＳ、ＰＦＯＳに
ついて、その後の経過と現状、国との対応、課題を伺
う。
　イ、県道宜野湾北中城線、北谷町と沖縄市を結ぶ県
道24号線バイパス、河川等の公共工事に必要な米軍
基地の一部返還について現状と対策を伺います。
　(3)、名誉県民・県民栄誉賞の表彰について、知事
の所見を伺う。
　ア、名誉県民について、私の一般質問で知事は、復
帰50周年の節目でもあり進めていきたいと答弁をい
たしました。選考委員会の設置等、進捗状況を伺いま
す。
　イ、県民栄誉賞について、東京2020オリンピック・
パラリンピックで、４人の選手がメダル獲得という快
挙となりました。喜友名選手の表彰式は15日に行わ
れましたが、ほかの選手の表彰の時期、式運営をどの
ように考えているか伺います。
　大枠の２、県土のグランドデザインについて。
　(1)、地域の実情に合った土地利用について、都市
計画法と農振法・農地法から見た課題と対応策を伺
う。
　(2)、シームレスな公共交通体系の整備について、
交通弱者への取組状況と課題を伺う。
　(3)、街路樹・雑草対策について、取組状況と課題
を伺います。
　大枠の３、子育て支援、教育振興・グローバル人材
育成について。
　(1)、放課後児童クラブについて。
　ア、公的施設を活用した放課後児童クラブの現状と
課題について伺います。
　イ、沖縄県放課後児童クラブ支援事業は今年度まで
の事業となっていて、継続要望が多い。ぜひ継続でき
ないか、次年度継続について伺います。
　(2)、グローバル人材育成について。
　ア、国際社会で活躍し、国際協力、沖縄県の振興・
発展を担う人材育成事業の現状、成果と課題について
伺います。
　イ、コロナ感染症の影響による事業の縮小・中止に
伴う対策と関係機関の対応策について伺います。

　大枠の４、豪雨と台風等の災害対応、防災・減災対
策について。
　(1)、気候変動の影響で頻度が増している風水災害
の現状と対策について伺います。
　(2)、従来型の対策とは別に、災害を想定した新た
な適応策と予算について伺います。
　(3)、中城村奥間地区の災害治山事業の進捗状況に
ついて伺います。
　大枠の５、農業振興について。
　(1)、昨年発生したシークヮーサー立ち枯れ被害の
原因究明プロジェクトチームを立ち上げる話があった
が、その原因究明と対策はどのようになっているか伺
います。
　(2)、台湾産パイナップル輸入増による課題につい
て、県内農家への影響と支援策について伺います。
　(3)、沖縄野菜・島野菜、薬草のブランド化の現状
と対策及び種子法・種苗法に代わる県独自の条例制定
について伺う。年内の制定と先ほど答弁をしておりま
したが、素案について、いつまでにまとめるか伺いま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　新垣光栄議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の (1) の
ウ、ワクチン接種、ワクチンパスポート及び感染防止
対策認証制度についてお答えいたします。
　沖縄県では、各市町村と意見交換等を行い、若者世
代への接種勧奨のため、あらゆる媒体を活用した広報
を行うとともに、12歳以上の子供たちへの接種体制
構築のため、医師の派遣調整を行うなど、市町村にお
ける接種が加速化するよう支援しているところです。
また、県が設置しているワクチン接種センターにおい
ては、接種枠の拡大、当日受付の実施、若者世代に対
する優先接種等の実施により、ワクチン接種の加速化
を図っております。さらに、県民に対して正しい情報
を発信するなど、ワクチン接種を前向きに考えてもら
うための働きかけを行っているところであります。こ
れらのさらなる取組により、可能な限り早期に全人口
の70％以上へ接種が実施できるよう全力で取り組ん
でまいります。
　感染防止対策認証制度については、事業者が実施す
る感染防止対策に関する県独自の認証制度を設けるこ
とにより、県民及び来訪者が安全に安心して対象施設
を利用できるようにし、もって安全・安心の島沖縄の
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形成に資することを目指すものであります。
　ワクチン接種・検査陰性証明の活用については、ワ
クチン接種の推進を前提として、感染防止対策認証制
度と合わせて運用することで、経済活動の再開に結び
つけることが期待されており、経済団体等からも要望
を受けております。
　沖縄県では、プロジェクトチームを設置し、市町
村・経済界と合同のワーキンググループで議論を深め
ながら、国が示した基本的な考え方を踏まえつつ、公
平かつ世代間でも利用可能な運用ルールなどを検討し
ており、感染収束時を見据えた導入に向け、早急に準
備を進めてまいります。
　次に、子育て支援、教育振興・グローバル人材育成
についての御質問の中の (2) のア、人材育成事業の成
果と課題等についてお答えいたします。
　沖縄県では、国際性と個性を涵養する人材育成を図
るため、積極的に海外留学事業等を実施し、平成24
年度から令和元年度までに、高校生2556名を海外へ
派遣してまいりました。成果としましては、高校卒業
後に海外や県外の難関大学へ進学した者や、大学卒業
後はパイロットや総領事館職員、ジャーナリスト等と
して県内外の各界で活躍している者もおります。課題
としましては、テロや感染症流行時の安全確保や派遣
生徒のコミュニケーション能力のさらなる育成が必要
であると考えております。
　沖縄県としましては、引き続き国際社会に対応した
グローバル人材の育成に努めてまいります。
　次に、農業振興についての御質問の中の５の (3)、
沖縄野菜・薬草のブランド化と県独自の種苗条例制定
についてお答えいたします。
　沖縄の伝統的な野菜や薬用作物については、島ニン
ジン、ヘチマ、ウコン、ボタンボウフウなどの産地が
あり、沖縄野菜安定生産出荷対策事業の実施など、産
地の育成支援を行っております。また、本県独自の種
苗条例の制定に当たっては、伝統的な野菜等の在来種
の収集及び保存、県の優良品種に係る知的財産権の適
正な保護などを条例に盛り込む必要があると考えてい
るところであります。
　沖縄県としましては、引き続き沖縄ブランド確立の
ための施策実施と本県独自の種苗条例の年内制定に向
けて、素案の取りまとめにも迅速に取り組んでまいり
ます。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕

○教育長（金城弘昌君）　１、知事の政治姿勢につい
ての御質問の中の (1) のア、学校の感染対策について
お答えします。
　県立学校においては、ガイドライン等に従い、手洗
い、消毒、マスクの着用などの対策を徹底するととも
に、感染者が登校していた場合は学級閉鎖とし、学校
ＰＣＲ検査の活用等により、学校内感染の防止に努め
ております。また、県立高校の部活動では体調不良者
に対し、保護者、本人の同意の上、教職員の立会いの
下、鼻腔検体を自己採取させる抗原検査を実施するこ
ととしております。
　県教育委員会としましては、家庭内の感染の割合が
高いことから、家庭への感染防止対策の周知に努めて
まいります。
　次に３、子育て支援、教育振興・グローバル人材育
成についての御質問の中の (2) のイ、コロナ禍におけ
る対応策についてお答えします。
　県教育委員会で実施している海外留学事業について
は、世界的な感染拡大状況を踏まえ、令和３年度は全
ての研修の派遣時期を１月以降に変更いたしました。
また、感染状況により派遣ができない場合には、関係
機関と連携したオンラインによる代替研修を実施する
予定です。
　県教育委員会としましては、今後とも、グローバル
な視点を持った人材育成に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の (1) のイ、市町村との連携
についてお答えいたします。
　今般の全国的な感染拡大による自宅療養者の増大に
伴い、国から、令和３年９月６日付で、都道府県と市
町村との連携における自宅療養者等に係る個人情報の
提供等に関する通知が発出されております。
　県としては、市町村と情報を共有し連携することが
重要であると考えており、当該通知を受け、市町村と
情報を共有する手続を進め、自宅療養者の生活支援を
強化したいと考えております。現在、自宅療養者の
しおりを発信し、支援に努めておりますが、連携強化
の一つとして、市町村が独自で行っている支援を一
覧表にして、併せて発信できるよう、調整を進めてお
ります。また、ワクチン接種につきましても、現在、
県では、余剰ワクチンの市町村間融通を広域的に調整
を行っているほか、市町村訪問やリモート会議を開催
し、課題解決に向け連携し、接種が円滑に進められる
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よう支援しているところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (2) のア、米軍及び自衛隊基地のＰＦＯＳ等
の経過、対応等についてお答えいたします。
　米軍基地においては、去る６月、うるま市の米陸軍
貯油施設において、ＰＦＯＳ等を含む水が基地外に漏
出する事故が発生し、また、去る８月には、普天間飛
行場において、日米間で協議中に米側がＰＦＯＳ等を
含む水を一方的に下水道に放出しました。県は、日米
両政府に対し、再発防止策の徹底や米軍の責任でＰＦ
ＯＳ等を含む水を焼却処理すること等について要請し
ていた中、去る９月17日、沖縄防衛局から、普天間飛
行場の地下貯水槽に残っている廃水を同局が県外に運
搬し焼却処分するとの説明がありました。
　県としては、米軍基地内への立入調査を含め、引き
続き市町村とも連携しながら、適切に対応してまいり
ます。
　他方、航空自衛隊那覇基地においては、去る２月
に、泡消火薬剤の漏出事故が発生し、また、先日公表
された同基地の調査結果においては、泡消火専用水槽
で高い数値のＰＦＯＳ等が検出されております。県
は、航空自衛隊那覇基地に対し、引き続き再発防止策
の徹底やＰＦＯＳ等を含む水の適切な処分などについ
て求めてまいります。
　同じく１の (3) のア、沖縄県名誉県民の進捗状況に
ついてお答えいたします。
　県としましては、来年は復帰50周年の大きな節目
に当たることから、各種表彰について、周年にふさわ
しいものにしたいと考えております。このため、沖縄
県名誉県民、沖縄県県民栄誉賞、沖縄県功労者表彰な
ど、沖縄の発展に寄与した方々の表彰について全体の
議論の中で検討しているところです。
　同じく１の (3) のイ、沖縄県県民栄誉賞の表彰式に
ついてお答えいたします。
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
でメダルを獲得された４名の選手の御活躍は、県民に
明るい希望と活力を与える顕著な御功績であることか
ら、県民栄誉賞を授与するものであります。表彰式に
つきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の
観点から、受賞者ごとに個別に開催し、参加者数を最
小限にとどめるなど対策を講じることとしておりま
す。なお、去る９月15日には空手形の喜友名諒選手
への表彰式を挙行したところであり、その他の選手に

ついても日程を調整しているところであります。
　４、豪雨と台風等の災害対応、防災・減災対策につ
いての (1)、風水害の現状と対策についてお答えいた
します。
　風水害の現状について、沖縄気象台が令和３年３月
に発表した沖縄の気候変動監視レポート2021による
と、台風の沖縄県への接近数及び「強い」以上の勢力
で接近した台風の数と割合に、明瞭な増加傾向は見ら
れません。また、沖縄県内のアメダス地点における短
時間強雨の発生回数に、有意な増加傾向は見られませ
ん。
　防災・減災対策については、沖縄県地域防災計画に
おいて、土砂災害危険箇所整備率など25項目の各種
減災目標を設定し、沖縄21世紀ビジョン実施計画と
連動して各部局において防災対策の計画的な推進に努
めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について (2) のイ、公共工事に必要な米軍基地返還の
現状等についてお答えいたします。
　県道宜野湾北中城線の喜舎場住宅地区の区間につい
ては、統合計画において、令和６年度以降の返還とさ
れていることから、現在、工事に着手することができ
ない状況にあります。また、県道24号線バイパスの
キャンプ桑江内の区間について、現地調査の立入り申
請を行っておりますが、米軍の許可が得られていない
状況にあります。
　県としては、今年８月に沖縄防衛局及び米軍等へ要
請を行ったところであり、引き続き早期の返還と協議
の進展が図られるよう取り組んでまいります。
　次に２、県土のグランドデザインについての (1)、
都市計画法から見た土地利用の課題と対応策について
お答えいたします。
　都市計画法からの課題としましては、全ての地域が
これまでのような人口増加を前提とした土地利用を目
指す状況ではなくなってくることが挙げられます。そ
の対応策の一つとしては、将来の人口減少にも備えつ
つ、民間活動や投資を誘導するという観点で、規制と
誘導策とを一体として講じていくことが考えられま
す。
　県としては、土地利用基本計画に係る所管部局と市
町村が連携し、地域特性を生かした適切な土地利用の
実現に取り組んでまいります。
　同じく２の (3)、街路樹・雑草対策の取組状況と課
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題についてお答えいたします。
　県では、沖縄県沿道景観向上技術ガイドラインに基
づき、適正な雑草管理に取り組んでおります。街路樹
については、今年度、新たな取組として、良好な沿道
景観形成のための街路樹のあり方計画の策定に着手し
ております。また、雑草対策については、性能規定方
式を拡大導入しており、受注業者等との意見交換を行
いながら、本格的な導入に向けて取り組んでいるとこ
ろであります。
　次に４、豪雨と台風等の災害対応、防災・減災対策
についての (2)、新たな適応策と予算についてお答え
いたします。
　近年の激甚化、頻発化する気象災害に対応するた
め、国において、防災・減災、国土強靱化のための５
か年加速化対策により、令和３年度から重点的・集中
的な対策に向けた予算措置が講じられております。県
では、土砂災害対策に要する所要額を令和２年度補正
予算により確保し、中城村当間地区のほか12地区な
どで事業を推進しております。
　引き続き、県民の安全・安心の確保のため、所要額
の確保に努め、防災・減災対策に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　２、県土のグランド
デザインについての (1)、土地利用における農振法・
農地法の課題と対応策についてお答えいたします。
　農振法・農地法は、共に優良農地と周辺の農村集落
を維持するための法律であり、市町村では、土地の農
業上の有効利用等を計画的に推進する必要がありま
す。各市町村において、大規模な農地転用を伴うよう
な都市的土地利用等に係る要望がある場合は、都市計
画法等、他法令との調整を行うよう説明しているとこ
ろであります。
　県としましては、土地利用基本計画に係る所管部局
と連携し、関係法令に基づき適切に対応してまいりま
す。
　４、豪雨と台風等の災害対応、防災・減災対策につ
いての (3)、中城村奥間地区における治山事業の進捗
状況についてお答えいたします。
　令和３年６月の豪雨により中城村奥間の森林で地滑
り性の崩壊が発生し、既設治山ダムの損傷等が確認さ
れました。今後の豪雨等により再度、崩壊が発生し、
下流の集落に対して被害を及ぼすことも懸念されるこ
とから、県では、大型土のうの設置や土砂撤去等の応

急対策を行うとともに、国に対して災害関連緊急治山
事業の実施について申請し、８月に事業の決定を受け
ております。現在、測量及び設計業務の準備を行って
いるところであり、早期に対策を実施してまいります。
　５、農業振興についての (1)、シークヮーサー立ち
枯れの原因究明と対策についてお答えいたします。
　シークヮーサーの立ち枯れについては、カンキツ立
ち枯れ症状対策チームを設置し、原因究明に向けた調
査等を実施してまいりました。その結果、病害虫によ
る被害だけでなく、栽培管理上の課題も見受けられま
した。現在、当該調査結果に基づき、生産農家等に対
して調査結果の説明や効果的な対策についての指導に
取り組んでいるところであります。
　県としましては、引き続きシークヮーサーの立ち枯
れについて、市町村、関係団体等と連携し、対策に取
り組んでまいります。
　同じく５の (2)、台湾産パインの輸入増加に伴う県
産パインへの影響と支援策についてお答えします。
　台湾産パインは出荷時期が県産パインと重なり、ま
た価格も県産よりも安く取引されているため、取引の
減少や価格下落の影響が懸念されておりましたが、今
年度の県産パインの東京市場平均価格の下落はありま
せんでした。
　県としましては、これまで、国内の最大産地や高品
質な独自品種など沖縄ブランドとしてのＰＲを実施し
ており、引き続き関係機関と連携し、台湾産と差別化
した沖縄産パインの安定生産と販売促進の支援に取り
組んでまいります。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、県土のグランドデザ
インについての (2)、シームレスな公共交通体系の整
備についてお答えいたします。
　県は、交通弱者等を含めた利用者の利便性向上の取
組として、平成24年度から、バスロケーションシス
テム及びノンステップバスの導入や、結節点となるバ
ス停の上屋の整備などを行っております。
　県としましては、シームレスな交通体系の整備を新
たな振興計画（素案）における施策展開の一つに位置
づけており、具体的には、ＩＣＴ等を活用して利用者
の利便性向上を図るとともに、基幹バスシステムを構
築していく中で、乗り継ぎ割引の導入に向けた協議を
進めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
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　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、子育
て支援、教育振興・グローバル人材育成についての御
質問の中の (1) のアと (1) のイ、公的施設活用クラブ
の現状と課題等についてお答えいたします。３の (1)
のアと３の (1) のイは関連しますので、一括してお答
えいたします。
　令和２年７月１日現在の放課後児童クラブ数は
532か所、そのうち公的施設活用クラブは191か所と
なっております。公的施設を活用した割合は、全国約
83％に対し、本県は約36％となっており、公的施設
活用率が低いため利用料が割高になっていることや、
利用ニーズの高まりにより登録できない児童が存在す
ることが課題となっております。このため、県におい
ては、平成24年度から沖縄振興特別推進交付金を活
用し、公的施設活用クラブの整備を促進してきたとこ
ろであり、令和４年度以降におきましても、実施に向
け、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　それでは、順を追って再質問をさせ
ていただきます。
　まず初めに、大枠の１番、コロナウイルスの学校の
感染状況についてなんですけれども、なぜ抗原検査で
なければならないのかお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時34分休憩
　　　午後２時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　例えば学校で感染
者が発生したというときには、学校ＰＣＲチームにお
いて、まずはＰＣＲ検査を幅広くやるということで対
応しています。また、学校現場には文科省から配付の
抗原検査キットがあるというふうに聞いておりまし
て、それを活用した対応もしているというところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　唾液の検査はできないんでしょう
か。今、方針で抗原検査をやって、ＰＣＲ検査という
ことになっていると思うんですけれども、唾液検査は
できないのかお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　国が定めた病原体
検査の指針というのがございまして、その中では、抗
原定性検査に用いることができる検体としては、鼻咽

頭拭い液、または鼻腔拭い液というものが認められて
おりまして、今のところ唾液は認められていないとい
うところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　そのとおりだと思います。唾液の検
査キットが認められていないということで、今鼻腔の
検査になっています。これは、学校側からもとても反
対があり、本来であれば医師の立会いの下でやらない
といけないんですけれども、学校現場に任されると、
とても先生方が困惑しています。それで、この抗原
キットを各家庭に配付して体調の悪い人に事前に自宅
検査する体制が取れないかお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時36分休憩
　　　午後２時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　鼻腔拭い液による
抗原定性検査キットにつきましては、やはり鼻腔から
取るということもあって、できれば医療従事者の指導
の下というのがよろしいんですけれども、学校におい
て、いとまがないときであれば、その説明や研修を受
けた方が立会いの下できるということでの運用をされ
ているというふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　鼻咽頭検査でも本人であれば立会い
はいらないんですよ。その件からして、神奈川県の抗
原検査キットの配付事業を例に、ぜひ抗原キットを希
望する家庭には、学校で配付して家庭で検査をしてい
ただけないか、教育長、よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　先ほど保健医療部長からございましたけれども、学
校ＰＣＲが基本的にやっていると。この抗原簡易キッ
トにつきましては、６月に文部科学省が配付を希望し
ておりまして、直接学校のほうに配付をしておりまし
て、これは家庭に配るという趣旨ではないものですか
ら、文部科学省分はあくまで学校で、しかも緊急時、
本来体調が悪ければ御自宅に帰って静養しなさいとい
うところをどうしても迎えに来るのが遅くて検査がで
きないという、やむを得ない状況のときに利用してい
ただきたいということがございますので、その辺通知
もしっかりにらみながら対応していきたいと思いま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
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○新垣　光栄君　もっとしたいんですけれども、次に
進みます。
　イ、県と各市町村との連携について先ほど説明があ
りました。台湾でもやはりコロナ対策のポイントは
ＩＤ番号と地域協力、台湾にも自治会制度がありまし
て、自治会長会の組織のようなものがあって、うまく
いっているということで、ぜひしっかり取り組んでい
ただきたいと思います。
　続きましてウ、ワクチン接種の促進についてなんで
すけれども、忙しい中、ワクチン接種の検査陰性証明
書を活用するプロジェクトチームを立ち上げていただ
き、職員の皆さんには大変感謝しております、そこで
今回政府がこの接種の進展に伴う行動制限緩和をめ
ぐり、10月から実証実験をするということで、希望
する県は17日までに応募してくださいということに
なっていますけれども、県はどのような対応をしたの
か伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　国の実証事業に手
を挙げるかというところでございますが、県としまし
ては、関係団体の要望等も踏まえまして、国に対して
は要望をしておりますが、ただその中で一部その中身
について、国のほうでまだ回答を得られていないとこ
ろがございまして、その要望をそのまま要望を続ける
かどうか、または要望を取り下げるかどうかというと
ころは今、検討、保留という形で扱わせていただいて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　実証実験ですので、しっかりやって
実証がうまくいかなければ取りやめてもいいのではな
いかと思っています。積極的にやっていただきたいと
思います。
　そのワクチンパッケージですけれども、先ほど知事
からありましたように、この認証取得店のインセン
ティブも生かしていきたいということですので、経済
活性化の再開への大きなツールになると思いますの
で、よろしくお願いいたします。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時42分休憩
　　　午後２時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　光栄君　そこで、経済活性化のツールとし
て、このワクチンパスポート制度と自宅療養や宿泊療
養の臨時医療施設の確保を準備しておくようにという
政府から通達があったと思うんですけれども、それは

どのような対策を行うのでしょうか、よろしくお願い
いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず宿泊療養施設
につきましては、さらなる拡充に向けて今調整を進め
ているところでございます。それから臨時の医療施設
については、入院待機ステーションがそれに当たる部
分がございますので、それを２か所、今設置したとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひ事前に準備していただいて、自
宅療養がないように取り組んでいただきたいと思いま
す。
　続きまして、基地問題に入ります。
　今回の米軍のこうかつな態度を知事はどのように思
うか、知事の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時43分休憩
　　　午後２時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　普天間飛行場のＰＦＯＳの処理につきましては、日
米間で協議を行っている最中に米軍が一方的に放出を
したということで、県としては断じて容認できるもの
でないというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　このＰＦＯＳに関して米軍の対応、
そして今回の政府の対応をどのように捉えているか、
よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　普天間飛行場におけるＰＦＯＳの汚染水、これにつ
いては36万リットルを日本政府の責任において処理
をするということにつきましては、県としてこれまで
その米軍に対して基地外に放出をしないで焼却処分と
いうことを求めてきたところでございますので、一歩
前進であるというふうに考えております。一方で、そ
の普天間飛行場以外の在沖米軍基地においても、一定
程度のＰＦＯＳ等の汚染水があるというふうに想定さ
れますので、このものにつきましては、米軍に対して
まず保管状況の把握と計画的な処理、これについて公
表、報告を行うということを求めているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私は、この日本が処理したというの
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が問題ではないかと思っております。このような対応
を日本が取ると、アメリカにとっても日本にとっても
両国に利益にならないと思っています。その辺はどう
いうお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　今回の処分につきまし
ては、議員御指摘のとおり、米軍の責任で行われると
いうのが本来あるべき姿だというふうに考えますけれ
ども、防衛省は、これにつきましては台風シーズンを
見越しての緊急的な暫定措置として日本政府が行うと
いうことで、ほかの基地についても当然にこういった
形で行うものではないというふうに説明をしていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私は、このようなアメリカ軍のこう
かつな態度は何か腑に落ちなくて、県はもっとしっか
りと毅然とした態度で臨んでほしいと思います。
　そこでイ、米軍基地の一部返還についてですけれど
も、北谷町からの長年の要請やさきの７月15日に北
中城村からの要請があり、そのときに仲田副議長の計
らいで私も同席させていただきました。そのような
中、謝花副知事は、８月24日に防衛局をはじめ各機
関に要請を行いました。その要請の手応えはどのよう
な感触だったか、副知事お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　沖縄防衛局も沖縄県も、この今回の道路に限らず、
河川などについてもやはり必要性などは、私の感じで
すが、大分丁寧に米側と交渉しているという感じは受
けました。ただ、今議員からの御指摘の分については
なかなかいい回答が米側からいただけないというよ
うな形で、この分については、引き続き県からも強く
―やはり今、軌道系はモノレールしかない沖縄県に
おいては、交通渋滞の緩和のためにも必要なんだとい
うことで、強くまた引き続き防衛局のほうで米側と交
渉していただきたいと。あわせて県のほうもしっかり
と米側にも求めていくのでということで、双方でこの
部分は取り組んでいきましょうというお話をさせてい
ただいたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　やはり迅速な対応をしていただいた
ことが、とてもありがたく思っています。ぜひ、これ
からも迅速に対応していただきたい。
　そこで、県は一部返還を受けたことに伴って、これ
まで県道等の整備で返還に係る米軍施設の移転補償費
として総額幾らぐらい負担しているのか。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時49分休憩
　　　午後２時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今議員から御質問の
あった米軍の移転に係る補償費用につきましては、現
在手元に詳しい数値はございませんので、またしかる
べき時期にということでお願いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　基地の返還に伴う移転補償費につい
て、県にこういう負担義務はあるのかどうか、お伺い
いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時49分休憩
　　　午後２時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　これまでの例えば道
路の用地に米軍等の施設、土地がかかる場合につき
ましては、その建物とか土地とか、あるいはセーフ
ティーラインにかかる部分について補償してきており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　その場合、国からの措置、補助率は
どのくらいになっておりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　補助率は９割となっ
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　このような負担はぜひ10分の10、
国が負担しないといけないと思っていますので、しっ
かり交渉もしていただきたいと思います。
　そして次に、大枠の２、グランドデザインについて
お伺いいたします。
　先ほど少子化の人口減による開発抑制と誘導政策
ということでしたけれども、少子化対策としてではな
く、子供を産み育てて子供たちを増やせるような住環
境の整備が必要ではないかと思うんですけれども、ど
うでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今議員お話のとお
り、人口増加させるような、誘導するようなまちづく
りという広域的な観点からのお話ですけれども、まず
現在、県では７つの都市計画区域がございます。その
広域的な観点から都市計画区域マスタープランという



─ 116 ─

ものを定めておりますけれども、そのマスタープラン
におきまして、住宅地などの土地利用に関する方針を
示すことによりまして、市町村における都市計画マス
タープランや具体的な都市計画の上位計画として役割
を果たしております。
　県としましては、そのような都市計画区域マスター
プランの見直しを通して、高齢者にも優しい、子育て
世代にとっても安心できる快適な生活環境、要するに
人口増加を促すようなことが実現できるように、市町
村と連携をしながら取り組んでいきたいと考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　この上位法によってなされるという
ことで、新たな振興計画において、県土のグランドデ
ザインについて、しっかり第６章に明確に方向性を位
置づけております。早期実現させるためには明確な実
施計画を策定し市町村と協議を重ね、県が主導的な立
場に立ってスピード感とスケール感を持って進めてい
くことが大切だと思っておりますけれども、所見をお
伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今議員御指摘のとお
り、特に市街化調整区域とか土地利用について、これ
までも那覇広域都市計画区域でいろいろと調整を行っ
てきたところでございます。それでも、短期的には市
街化調整区域における県独自の規制緩和とか、あるい
は中長期的には中南部都市圏を一体とした再編を視
野に入れながらというところで、新たな振興計画等に
も、これまで市町村といろいろと意見交換、連携をし
ながらのせていければと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひよろしくお願いいたします。
　次、(2) のシームレスな公共交通の整備についてで
すけれども、県警に伺います。
　免許の自主返納者の高齢者対策はどのようになって
いるか、お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　県警察におきましては、高齢のため運転に不安を感
じる方が自主的に運転免許証を返納した場合、これは
返納後に公的な身分証明書として使えます運転経歴証
明書、これの交付を行っているところでございます。
それから、もう一つ大事なのが、免許証を自主的に返
納された方がやはり移動手段、あるいは生活に不安を
生じないようするために、この運転経歴証明書を提示
した際には特典が受けられますよう、関係機関や企業

等へ協力していただけるよう呼びかけております。
現時点で県内におきましては、２協会、38事業所に
おいて、各種優遇措置が受けられるようになっており
ます。例を挙げますと、沖縄バス協会や沖縄都市モ
ノレールでは、運賃50％割引、後は沖縄県ハイヤー・
タクシー協会に加盟する本島内のタクシー 88社にお
いて、乗車料金の10％割引など様々な特典が受けら
れるようになっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ありがとうございました。
　県警の取組、私も調べてみましたけれども、本当に
手厚い取組をやっていただいております。ありがとう
ございます。
　そこで、県の知事部局として県警と一緒になって取
り組む必要があるのではないかと思っておりますけれ
ども、どういうふうにお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほど県警本部長から答
弁ありましたように、交通各事業者が免許返納者に対
して、いろいろな特典を付与しているというのは承知
しております。このサービスの拡充につきましては、
県警それから関係部局と連携して、検討してまいりた
いと考えております。
○新垣　光栄君　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
　　　〔上原　章君登壇〕
○上原　　章君　こんにちは。
　公明党会派の上原章です。
　会派を代表して質問を行います。
　初めに、新型コロナウイルス感染症対策についてお
尋ねします。
　(1)、全国一悪化している本県の感染状況について、
対策本部長である知事の見解と原因を伺います。
　(2)、医療体制が逼迫し入院を必要とする患者が入
院できない、治療ができないとの声があるが実態と対
策を伺います。
　(3)、自宅療養者等に係る個人情報の提供について、
厚労省より通達があるが県の対応を伺います。市町村
に情報を提供し生活支援の強化を図る必要があると思
うがどうか。
　(4)、全国と比較してワクチン接種の遅れが指摘さ
れているが、現状と原因・対策を伺います。
　(5)、若年層に対するワクチン接種の体制強化が必
要と思うが対策を伺います。
　(6)、軽症・中等症患者への抗体カクテル療法の取
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組は重要と思うが評価及び実施について伺います。
　(7)、飲食店に対する休業要請の効果及び応じない
事業者の実態・対策を伺います。
　(8)、コロナ禍が長引き飲食店以外の事業者等から
県に対し支援強化が不十分との声があるが今後の支援
計画を伺います。具体的な財政支援が急務と思うがど
うか。
　２、次期沖縄振興計画及び予算について。
　(1)、2022年度沖縄関係予算の概算要求額が3000
億を割るのはほぼ確実と見られているが、影響と県の
対応を伺います。
　(2)、次期振興計画について、市町村、関係団体、県
民等からの意見聴取の取組を伺います。
　３、福祉・医療行政について。
　(1)、厚労省からのヒトパピローマウイルス感染症
に係る定期接種の対象者等への周知について、県の対
応を伺います。対象者への個別送付による情報提供は
重要と思うがどうか。
　(2)、県内におけるヤングケアラー実態調査及び専
門的な支援・相談窓口開設の取組を伺います。国はヤ
ングケアラー支援について来年度から３年間を集中取
組期間とし、次年度予算の概算要求をしているが、対
応を伺います。
　(3)、医療的ケア児支援法の施行に伴う取組及び支
援センターの設置について伺います。
　(4)、重粒子線治療の県内導入について、装置の小
型化が進み、初期投資の推定費用も低くなるとの声が
あるが取組を伺います。
　(5)、少ない年金だけで生活する高齢者にとって、
賃貸のアパート生活・家賃負担は大変重く、生活保護
を受けたくても審査基準が厳しく受けられない。ま
た、民間の老人ホームは料金が高く入居できない等、
社会から孤立する高齢者が少なくないとの声がありま
す。実態と対策を伺います。高齢化社会が加速し、家
族の支援が難しい高齢者の住環境の対策は最重要と思
うがどうか。
　(6)、未利用食品を生活困窮家庭等に提供する取組
はどうなっているか。
　４、いじめや虐待、教員による児童生徒へのパワハ
ラ等、子供の人権に関わる課題が複雑・多様化してい
る。悩みを抱える一人一人の相談を受け付け、行政か
ら独立した立場で個別の権利救済を図る公的な第三者
機関の設置が必要と思うがどうか。全国では相談・救
済に当たる公的な第三者機関を設置する自治体は37
団体に及びます。あわせて、諸外国で設置が進む子ど
もコミッショナーについて見解を伺います。コミッ

ショナーは独自に調査し、改善できる権限を持つ機関
です。子供の多い本県に設置することは大変重要と思
うが対応を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　上原章議員の御質問にお答
えいたします。
　１、新型コロナウイルス感染症対策について御質問
の中の (3)、自宅療養者支援における県から市町村へ
の情報提供についてお答えいたします。
　自宅療養者の支援については、今般の全国的な感染
拡大による自宅療養者の増大に伴い、国から、令和３
年９月６日付で、都道府県と市町村との連携における
自宅療養者等に係る個人情報の提供等に関する通知が
発出されております。沖縄県としては、市町村と情報
を共有し連携することが重要であると考えており、当
該通知を受け、市町村との情報共有について現在、手
続を進めております。自宅療養者の生活支援の強化に
ついては、住民サービスなど住民に身近な行政を担う
市町村との協力が特に重要となってくることから、県
と市町村での情報共有を促進していきたいと考えてお
ります。また、ショートメッセージを活用した支援等
の案内を行っておりますが、当該案内に、市町村が実
施している支援内容を併せて発信できるよう、現在、
調整を行っております。
　沖縄県としましては、県と市町村の生活支援がお互
いに補完し合うことで、自宅療養者が安心して療養で
きるよう努めてまいりたいと考えております。
　次に、次期沖縄振興計画及び予算についての御質問
の中の (2)、新たな振興計画（素案）に対する意見聴
取についてお答えいたします。
　新たな振興計画の策定に当たっては、ＳＤＧｓを取
り入れる観点からも、幅広く御意見を伺うことが重要
であると考えております。このため、沖縄県では、新
たな振興計画（素案）を策定後、市町村、関係団体、
県民の皆様から、合計で1246件の御意見をいただい
ているところであります。その主な内容としまして
は、市町村からは、離島における交通コストの低減、
デジタル等の専門人材の育成、ワーケーションへの対
応など、関係団体からは、ヤングケアラーの支援、中
小企業の基盤強化、稼げる農業の確立など、そして県
民の皆様からは、子供の貧困対策、性の多様性に係る
県民への普及啓発活動の充実、世界水準の温室効果ガ
ス排出量削減の目標など、幅広い御意見をいただいて
おります。いただいた御意見については、関係部局等
での調整を踏まえ、新たな振興計画に反映してまいり
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ます。
　次に、子供の人権に関わる課題についての (1)、子
供の権利に関する機関についてお答えいたします。
　改正児童福祉法においては、児童の権利に関する条
約の精神を踏まえ、子供が権利の主体であることや意
思の尊重などとともに、子供の最善の利益の優先が明
記され、沖縄県においても子どもの権利尊重条例を制
定し、取り組んでいるところです。今般、国のワーキ
ングチームにおいて、子供の権利擁護の仕組みが検討
され、その中で、子供の意見表明を支援する第三者機
関の設置等が提言されております。実施に当たりまし
ては、まずは、社会的擁護が必要とされる弱い立場の
子供たちに対し、社会福祉審議会を活用して行うこと
などが示されております。また、この報告書において
は、権利擁護機関として、子どもコミッショナー制度
の創設も提示されております。
　沖縄県としましては、この国の動向を踏まえなが
ら、全ての子供が健やかに成長ができる社会の実現を
目指し、取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス感染症対策についての御質問の中の (1)、感染
拡大の原因についてお答えいたします。
　本県では、５月23日からの緊急事態宣言に伴う措
置により、７月上旬には１週間の新規陽性者数が332
名まで減少しました。しかし、自粛要請が長引いてい
ることに伴う非協力店舗の増加や飲食関係を推定感染
源とする感染者が増加したことに加え、感染力の強い
デルタ株への置き換わりが進んだことにより、感染が
急拡大したものと認識しております。
　県としましては、大型集客施設等への土日休業や県
立施設の休館措置のほか、大規模イベントの延期また
は中止の要請、学校等における分散登校など様々な対
策を講じ、さらに、ワクチン接種についても、加速化
を図っているところです。
　同じく１の (2)、医療提供体制についてお答えいた
します。
　県内では、デルタ株の置き換わり等により、これま
でに経験のない大規模な感染拡大が発生し、医療提供
体制は大変厳しい状況にありました。コロナ陽性者の
入院調整について、各医療機関の御協力により、直ち
に入院の必要な重症患者については、これまで全て入
院調整ができておりましたが、酸素投与が必要な中等

症の患者については、すぐに入院調整ができない事態
が発生しておりました。このような事態に対応するた
め、８月１日から南部地区へ、また、９月１日から中
部地区へ、入院待機施設を設置し、酸素投与などの措
置を行える体制を整備したところです。
　県としては、引き続き関係機関と連携を図りながら
医療提供体制の維持、強化に努めてまいります。
　同じく１の (4)、新型コロナワクチン接種の状況及
び推進についてお答えいたします。
　沖縄県におけるワクチン接種については、９月20
日現在、全人口に対する１回目接種率が59.1％、２
回目接種率が45.9％となっており、全国平均より低
い状況にあります。その要因としましては、全国で高
齢化率が最も低く若年層が多いこと、都市部において
ワクチン接種体制の構築に時間を要したこと等が挙げ
られます。
　今後の対策としましては、県が設置するワクチン接
種センターにおける、さらなるワクチン接種の推進、
実施主体である各市町村への支援、若年層に向けたワ
クチン接種の啓発等に取り組んでまいります。
　同じく１の (5)、若年層に対するワクチン接種体制
についてお答えいたします。
　感染拡大を防止するためには、切り札となるワクチ
ン接種、とりわけ若年層での接種率向上は、重要であ
ると考えております。このため沖縄県では、ワクチン
接種の効果や副反応などの正しい知識及びＳＮＳ上に
流れる情報の真偽を記載したリーフレットを作成し、
正確な情報を発信するとともに、ＳＮＳを活用したワ
クチン接種の働きかけを行っているところでありま
す。また、県が設置しているワクチン接種センターに
おいて、接種枠の拡大、当日受付や優先接種の実施に
より、若者世代の接種率が向上するよう取り組んでい
るところです。
　同じく１の (6)、抗体カクテル療法についてお答え
いたします。
　抗体カクテル療法に用いられる中和抗体薬は、令和
３年７月19日に新型コロナウイルス感染症の治療薬
として特例承認されており、９月10日時点において
県内30の医療機関が国から配分を受け、必要に応じ
て対象となる患者に投与されております。医療現場に
おいて活用が進んでいることから、薬剤の効果につい
ても一定の評価が得られていると認識しており、県と
しても、患者の重症化を防ぐため、効率的な活用を進
めていきたいと考えております。
　同じく１の (7)、飲食店への休業要請の効果及び応
じない事業者への対策についてお答えいたします。
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　県では、飲食店に対し休業等の要請を行い、要請に
応じていただくため巡回指導等を実施しています。そ
の効果については、飲食関係の推定感染が８月８日の
週の236件から９月５日の週には68件まで減少して
おります。要請に応じない事業者への対策として、９
月21日までに569店舗に事前通知を行い、200店舗に
休業等を命じる文書を交付し、店名を公表しておりま
す。命令後も要請に応じない81店舗については、特
措法に基づく過料を科すよう裁判所に通知しており、
残る店舗についても書面の準備が整い次第、順次通知
する予定であります。
　県としては、これらの取組により、沖縄県対処方針
に基づき行っている飲食店等への要請の着実な実施及
び協力店舗との不公平感の解消が図られるものと考え
ております。
　次に３、福祉・医療行政についての御質問の中の
(1)、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種対象者等へ
の周知についてお答えいたします。
　厚生労働省は、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種
対象者等に対し、接種について検討・判断するための
情報を周知することを目的に、令和２年10月に個別
通知による情報提供の方針を示しております。
　県としましても、定期接種の実施主体である市町村
に対して、同内容について通知しており、県のホーム
ページにおいて、厚生労働省作成のリーフレットを公
開する等、周知に努めております。また、対象者への
情報提供の在り方につきましては、定期接種実施要領
に基づき、個別通知が望ましいと考えておりますの
で、引き続き国や市町村と連携を図り、正確な情報の
提供に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　上原章議員
の御質問の１、新型コロナウイルス感染症対策につい
ての (8)、飲食店以外の事業者への支援についてお答
えします。
　県では、緊急事態措置等による影響を受けた事業者
に対し、支援金を給付する観光関連事業者等応援プロ
ジェクトの実施、感染拡大防止策強化等に取り組む宿
泊事業者に対し、事業規模に応じ最大500万円を支援
する宿泊事業者感染症対策支援事業の実施や、域内の
平和学習や遠足などの貸切りバスの需要を喚起するお
きなわ彩発見バスツアーの実施に向けて準備を進めて
おります。また、修学旅行の３密を回避するためのバ
ス及びタクシーの増車支援を予定しております。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　２、次期沖縄振興計画及
び予算についての (1)、令和４年度沖縄振興予算の概
算要求の影響と今後の対応についてお答えいたしま
す。
　８月末の内閣府の概算要求では、子供の貧困対策等
が増額要求され、産業競争力の強化等の経費が新たに
盛り込まれましたが、要求可能額が最大限活用され
ず、3000億円台に届かなかったことは残念でありま
す。そのため、今後の予算編成過程において、事項要
求している経費の確保を図り、総額3000億円台の沖
縄振興予算を維持していただくよう、今後もあらゆる
機会を捉え、要望してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、福祉・
医療行政についての御質問の中の (2)、ヤングケア
ラーの実態調査等についてお答えいたします。
　ヤングケアラーは、実態把握や支援の難しさが課題
となっていることから、県では、関係部局で連絡会議
を立ち上げ、実態調査の方法等について検討を進めて
おります。支援に向けては、多様な窓口で相談を受
け、子供を取り巻く様々な状況に応じ、適切な支援に
つなげる仕組みの構築が必要と考えております。国に
おいては、次年度、ヤングケアラー支援体制構築に向
けた事業の創設を検討しており、県としましても、国
の動向を注視しながら、必要な施策を展開していきた
いと考えております。
　同じく３の (3)、医療的ケア児支援法施行に伴う取
組についてお答えいたします。
　去る９月18日に施行された医療的ケア児支援法に
おいては、医療的ケア児及びその家族に対する相談支
援や情報の提供、人材育成及びそれらの業務を担う医
療的ケア児支援センターの設置等が規定されたところ
です。現在、国において、支援センターの効果的な運
営の在り方等について調査研究が進められており、今
後、財政的な支援も示される予定となっております。
　県としましては、それらを踏まえ、医療的ケア児等
に対する支援体制の整備について、検討を行ってまい
ります。
　同じく３の (5)、高齢者の住環境の対策等について
お答えいたします。
　高齢化の進展により、住まいの確保に困難を来す高
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齢者への対応が課題となっており、その支援は重要で
あると考えております。市町村においては、公営住宅
への入居や民間賃貸住宅への入居支援等、それぞれの
事情に応じた支援を行っております。県においても、
関係部局や不動産関係団体等で構成する沖縄県居住支
援協議会を通じ、入居相談への対応やマッチング、入
居後の見守り等の支援を行っているところです。
　同じく３の (6)、未利用食品を生活困窮家庭等に提
供する取組についてお答えいたします。
　県では、今年度、食品ロス削減推進計画を策定し、
県、市町村、民間事業者等と連携・協働しながら県民
運動として食品ロス削減に取り組むこととしておりま
す。同計画の一環として、未利用食品を生活困窮家庭
等に提供する施策を盛り込むこととしており、フード
バンク事業者や現在実施している、おきなわこども未
来ランチサポート事業等と連携を図ることで、持続可
能な食支援体制の構築にもつなげていきたいと考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　３、福祉・医療行政につ
いての (4)、重粒子線治療施設についてお答えいたし
ます。
　国内で今年稼働した最新の重粒子線治療施設の事業
費は、装置100億円、建屋50億円、施設規模は、約45
メートル四方となっており、平成６年の日本初の治療
施設と比較し、装置にかかる費用と規模は約３分の１
となっております。国立の研究所を中心に、さらなる
小型化に向けた開発が進められておりますが、費用が
低減するかどうかはまだ明らかにされておりません。
　県としましては、今後の動向を注視し、引き続き情
報収集に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　どうもありがとうございました。
　幾つか再質問をさせていただきたいと思います。
　まず、自宅療養者等に係る個人情報の提供につい
て。当初、県はプライバシーの問題があるということ
でしたけれども、この分はクリアしていけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　プライバシー、個
人情報保護の観点から、各市町村へのデータの配付に
ついては非常に慎重になるべきという御意見もあると
ころでした。
　しかしながら、今般、自宅療養者が増えたというこ

ともありまして、国からも通知があって、その整理が
つけられることとなりましたので、県としましては、
市町村にこのような自宅療養者への支援に限ってとい
うことで限定させていただいて、また情報の保護につ
いてもお約束いただいた上で提供させていただくとい
うことで今、進めております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　神奈川県が先進的にこの情報を各市
町村に提供するときに、覚書をお互い行政同士でしっ
かり締結して、それが多くの安心とまた一つ一つ丁寧
な支援事業に結びついていると。ちょっと内容も見た
んですけれども、ぜひこのような行政同士のしっかり
した覚書を結んで進めていくことも大事じゃないかと
思うんですが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　神奈川県の例も参
考にさせていただきまして、今現在、県で進めており
ますのは、県から市町村長宛てに、先ほど申し上げま
したとおり目的を限定した上で、しかも個人情報の扱
いについても慎重な対応をお願いした上で、市町村か
らの申込みというか、申出を受けて、お互いが理解を
した上で情報提供するという方法を取っているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　現時点で、県内の幾つの市町村から
要望がありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県から市町村に対
しまして文書を発出したのが、たしか９月17日だっ
たと思いますので、まだ市町村から要望があるかどう
か、少し確認しておりません。
○上原　　章君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　失礼いたしました。
　３か所から申出があるというふうに聞いておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　神奈川県のこの覚書のほうに、個人
情報の取扱いに当たっては、関係法令及び条例の規定
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を遵守し、自宅療養者の権利・利益を最大限尊重しな
ければならないことが記載されております。よろしく
お願いいたします。
　次に、抗体カクテル療法についてなんですけれど
も、昨日の代表質問で、県内では医療機関29か所、
高齢者施設が１か所という答弁がありました。全国
2000施設で治療薬が配付されているとも聞いており
ますが、全国２万7000人の方が今受けていると。県
内、先ほどの医療機関含めて、何名の方が受けたか数
字ありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時26分休憩
　　　午後３時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県で調べたところ
によりますと、現在、投与患者数の総数は376名と把
握しているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　東京都は、軽症・中等症患者がこの
療法を受けて、約95％の人の症状が改善したと聞い
ております。その中で、特にホテルで療養している感
染者、そして自宅療養者のところでも、このカクテル
療法ができる仕組みができていると聞いております。
　沖縄県内も、病院現場が一番理想ですけれども、軽
症の方々が今ホテルや自宅で療養しているわけです
ね。そういったところで重症化させないためには、こ
こしっかり踏み込む必要があると思うんですが、いか
がですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時28分休憩
　　　午後３時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　この抗体カクテル
療法については、やはり軽症者の方が中心になります
ので、議員おっしゃいますとおり、自宅療養者それか
らホテル療養者については有効な手段だと考えてお
ります。ですので、まずは医療機関の外来でというの
が主だとは思いますけれども、県としましても、今現
在、沖縄市にあります入院待機ステーションのほう
が、この活用が、酸素投与の部分がかなり余力が出て
おりますので、そこでこの抗体療法を始めるというこ
とで、今週から計画しているところです。準備を進め
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。

○上原　　章君　自宅療養者もホテル療養者も、全く
外に出ない、出られない。そういう中で、本当に日、
一日一日重症化にならない、そういう思いでいるわけ
です。そういった中でせっかく改善できる療法がある
わけですから、ちょっと対策本部としっかり検討して
いただきたいなと思います。全国でもその動きが今
ありまして、特にその中でも点滴をして経過観察が終
わった後の副作用が発生した場合どうなるのか、病院
と連携できる仕組みが整えられているのか、そういっ
たところが課題になっていますので、しっかりその辺
も御検討していただければと思います。
　あと１点、コロナの部分で、長期化するこのコロナ
の中で、様々な業界・業種の方々が苦しみ、１年半を
超えるこの長期化が相当厳しい状況です。今、県が
やっている様々な支援、これは評価もいたします。し
かし今、観光５団体やバス・タクシー、様々な―例
えば通訳・案内士の団体とか、いろんな方々がこれ以
上本当に生活が見えない、見通せないという中で、一
時金の支給をお願いしたいという、もう切実な声が県
に来ていると思うんですが、その辺の今、地方創生臨
時交付金とか全力で手当てに使える仕組みをつくれな
いか、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　緊急事態措
置が延長されて、外出自粛等による事業者の影響が長
期化しているというところで、事業者団体から要請も
受けたり、あるいは意見交換等で厳しい状況というこ
とのお話をお聞きしているところでございます。こう
いう厳しい状況を踏まえまして、現在、地方創生臨時
交付金の事業者支援分の追加交付された分を活用しま
して、観光事業者等応援プロジェクトにつきまして増
額ができないかどうか、庁内において調整していると
ころでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　よろしくお願いいたします。
　次期沖縄振興計画、知事、先ほど様々な県民の意
見、声を聞いたということで―実は今、国際通り、
平和通り、そういった特に大きな、長年、沖縄の観光
経済を支えてきた通りが非常にもうシャッターがどん
どん閉まっている状況があるんですけれども、その通
り会の関係者から次期振計について知事、もしくは担
当の職員と直接意見交換もできないかという声があっ
たんです。こういった声は非常に大事だと思うんです
がいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
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○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　商店街を含む地域商業の活躍につきましては、これ
までも商店街、地元商工会と連携して活性化に取り組
んできております。新たな振興計画のパブリックコメ
ントにおきましても、沖縄県商店街振興組合、これ連
合会等から意見を踏まえまして、原案を修正等してお
ります。那覇市が主催する商店街事務連絡会、これ月
１回開催がありますけれども、県もオブザーバーとし
て参加しておりまして、意見を聴取する機会があるほ
か、個別の相談等にも応じてきております。全ての商
店街となりますと、いろいろ制約とか時間的な問題も
ありますけれども、我々としては引き続き、可能な限
り商店街の意見も聞きながら地域商業の活性化に取り
組んでまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　ありがとうございます。
　知事も精力的に現場視察もされていると思います。
そういった中でも、ぜひそういった時間を取るという
のは大事かと思います。よろしくお願いします。
　次に、子宮頸がんの予防ワクチンについてですが、
定期接種が８年前、2013年４月より小学６年生から
高校１年生までの女子を対象に無料となっておりま
す。しかし痛み、しびれ等を訴える患者が相次ぎ、
今、積極勧奨を中止しているということでございま
す。一方で、この子宮頸がんによって年間3000人近
くの命が失われていることも聞いております。国は去
年の10月、そして今年の１月に、この接種機会を、正
しい情報をお届けしながらということで、県に通知が
来ているんですが、これまで県はそれを受けて各市町
村に発信しているということでよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県としましては、
厚生労働省からの通知を市町村に対して発信して、啓
発に努めるということで対応しているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　予防接種法では、各市町村長が接種
機会の確保・周知することを義務づけられているとも
聞いておりますが、この８年間、なかなか本来対象と
なっているのにそういった連絡がなしで、多くの方々
が受けてないということも聞いております。現在、
41市町村でこの個別接種の接種機会の通知は、何市
町村できていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　令和２年度に個別
通知を実施した市町村が14市町村、令和３年度予定

をしている市町村が23市町村となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　分かりました。
　それで１点、これまで８年間、機会や権利を知らず
接種できなかった方々に対する救済措置も今、声が上
がっております。この辺はしっかり県としても国に届
ける必要があると思うんですが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。　　　
　　　午後３時37分休憩
　　　午後３時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在のところは対
象年齢を限っての通知、対象となっておりますけれど
も、以前にもし受けていたであるならばという年齢の
方々についての救済制度は今のところはないと認識は
しております。国と意見交換などを行っていきたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　よろしくお願いします。
　あとヤングケアラーについてなんですが、国は来年
度から３年間、集中取組期間と予算をつけて、今現在
実施した中高生から対象を小学生、大学生まで拡大す
ると。早期発見、適切な支援のため、自治体調査の支
援、ヘルパー派遣事業、相談支援やケアマネージャー
向けのマニュアルを作成といろいろ打ち出しがありま
す。
　私は、県もある意味、この国の動向を見るというの
も大事ですけれども、３年間、取組集中期間だという
ぐらいの決意でこれはやらないといけないかと思うん
ですが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　ヤングケ
アラーの問題につきましては、県といたしましても、
その子供が子供らしく学び、生活していけるために、
そしてその家庭の皆さんも健やかに生活していけるた
めに重要な課題だと思っております。まずは実態調査
に取り組み、その結果を把握しながら、必要な支援の
方策について検討してまいりたいと考えております
し、議員がおっしゃいますように、早期にそういった
取組ができるように関係部局とも連携をして、取り組
んでいきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　お願いいたします。
　あと医療的ケア児支援法が施行されて、先ほど部長
がおっしゃっていた県の役割がございます。宜野湾
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市は今、このケア児の実態調査を個別に聞き取って、
担当相談支援員を配置するとしております。ぜひ県が
リードして、各市町村と連携を取って、今回打ち出さ
れたこの支援法がしっかり進むようにお願いしたいん
ですけれども、どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県といた
しましても、今回のこの支援法ができた趣旨、医療的
ケア児を抱える家庭、お子さんとその保護者の支援に
社会全体で取り組んでいくという趣旨を踏まえまし
て、しっかりその実態を把握しながら、市町村ととも
に支援の充実に取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　もうそれぞれ状況が違うと聞いてい
ますので、個別個別の聞き取りが非常に重要になって
くると思います。よろしくお願いいたします。
　あと重粒子線治療、山形県が７番目、非常に３分の
１の予算でスタートすると。島嶼を抱えている沖縄県
のがんに対しての医療、ぜひ今後小型化が進む中で、
私は国と連携していま一度、この沖縄県に設置する可
能性、しっかり検討していただきたいと思うんですが
いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県では、重粒子線治療施
設の導入検討を平成24年度から行いましたが、24年
度に有識者も含めた検討委員会で大きな課題があると
いうことが指摘されて、それから今、情報収集をして
いるところです。その中で、大きな課題とされている
のが、県内の患者さんだけではなくて、県外からも、
そして海外からも患者さんの治療に当たらなければ採
算性が確保されないという大きな課題が挙げられま
した。また加えて、先ほど山形の施設も稼働しており
ますし、海外でも韓国２施設、それから中国、台湾、
それぞれまた今後稼働を予定されているところがあっ
て、そうなったらもう競合する施設の状況等も勘案し
ながら検討する必要があると考えております。引き続
き情報収集に努めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　できない理由を探すよりも、この高
度医療サービスが非常に価値が、また多くの関係につ
ながっていくというぐらい私は見ているのでお願いい
たします。
　もうちょっと時間もあれなんで、第三者機関、いじ
め、虐待、教員による児童生徒へのパワハラ。
　知事、非常に今、学校現場でいろんなことが起きて

います。専門家からは、学校や児童養護施設などで起
きる問題は、外部から実情を把握しにくく、行政内部
でも対応し切れないケースがありますと。こうした
問題に子どもコミッショナーは独自に調査し、改善を
勧告できる権限を持つと、課題解決の仕組みとしては
有効だと指摘しております。本当に教育委員会、いろ
んな様々な学校現場で起きていることに対して対処
してもらっていますけれども、東京世田谷区では先行
して、この第三者機関をつくって、昨年度208件実績
がございました。先ほど言いましたように、国内でも
37自治体がやっているんですよ。私は沖縄県は絶対
これやるべきだと思うんですが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほどはヤングケアラーの
問題を取り上げていただき、そして医療的ケア児の支
援法についても今般、やはり我々もしっかりと市町村
と連携をして取り組んでいくべきであろうと。わけて
もこの子供の意見表明を支援する第三者機関の設置、
子どもコミッショナー、子どもオンブズマンなど、そ
ういう子供たちを守る環境は、あらゆる子供たちの自
分で将来を描いていくという中においては非常に重要
であるというように思います。しっかり心を込めて
誰一人取り残すことのない、その子供たちの環境をつ
くっていきたいというように思います。
○上原　　章君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後４時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き代表質問を行います。
　大城憲幸君。
　　　〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　こんにちは。
　最後は、無所属の会でございます。
　今日は３点、これまでの取組、課題等を議論して、
我が会派の提言、提案につなげたいという思いで質問
を行いますので、よろしくお願いいたします。
　まずは、各会派からもありました新型コロナ対策に
ついてであります。
　同様の代表質問が続きましたので、答弁は簡潔で構
いませんのでよろしくお願いします。
　県経済と県民生活、今後の方針と具体的な出口戦略
について、３点お願いいたします。
　ア、ワクチン接種加速化計画の進捗状況。
　イ、感染対策と医療体制の強化策。
　それからウ、県民生活や企業を支える経済対策と活
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性化策についてであります。
　２番目は、エネルギービジョンについてです。
　(1)、本県は電源の９割を化石燃料に頼る現状にあ
るが、世界から選ばれる持続可能な観光地を目指した
エネルギー施策の強化は必須であり、先行するハワイ
から学びながら覚悟を持って取り組むべきと考えてお
ります。
　２点お願いをいたします。
　ア、脱化石燃料に向けた取組と目標。
　イ、現行制度で国に求める石油石炭税の免税制度
は、終了時期を明確にした上で脱炭素施策強化に取り
組むべきと考えるが所見をお願いいたします。
　３番目は、農業振興についてであります。
　(1)、2050年脱炭素社会に向け農林水産省は持続可
能な農業を目指す、みどりの食料システム戦略を今年
決定いたしました。これまでの農政というのは、生産
性を重視をして大規模化あるいは企業化を進めてきた
わけですけれども、その農政から環境と地域政策への
転換であります。本県においてもエネルギー施策との
連携含め取組の強化が必要と考えております。
　４点お伺いいたします。
　ア、同戦略に対する認識と本県の現状、方針をお願
いします。
　イ、オリオンビールが取り組む県産大麦使用拡大に
ついて認識をお伺いします。
　ウ、県産麦の生産拡大に向けた県の方針をお願いし
ます。
　エ、麦や大豆と営農型太陽光発電の組合せについて
所見をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　大城憲幸議員の御質問にお
答えいたします。
　１、新型コロナ対策についての御質問の中の (1) の
ア、ワクチン接種基本方針の進捗についてお答えいた
します。
　沖縄県は、新型コロナウイルスワクチン接種基本
方針において、11月中に希望する全ての県民への接
種を完了するため、８月末に１回目の接種を全人口
の50％以上とする目標を設定したところ、その実績
は50.7％で目標を達成しており、９月20日現在にお
いては、59.1％となっております。沖縄県では、各
市町村と意見交換等を行い、若者世代への接種勧奨
のため、あらゆる媒体を活用した広報を行うととも
に、12歳以上の子供たちへの接種体制構築のため、
医師の派遣調整を行うなど、市町村における接種が加

速化するよう支援しているところです。また、県が設
置しているワクチン接種センターにおいては、接種枠
の拡大、当日受付の実施、若者世代に対する優先接種
等の実施により、ワクチン接種の加速化を図っており
ます。さらに、県民に対して正しい情報を発信するな
ど、ワクチンの接種を前向きに考えてもらうための働
きかけを行っているところであります。
　これらのさらなる取組により、可能な限り早期に全
人口の70％以上へ接種が実施できるよう全力で取り
組んでまいります。
　次に、エネルギービジョンについての御質問の中の
(1) のア、脱化石燃料に向けた取組と目標についてお
答えいたします。
　沖縄県では、エネルギーの脱炭素化に向け、再エネ
導入拡大等を柱とした沖縄県クリーンエネルギー・イ
ニシアティブを令和３年３月に策定いたしました。
現在、新たな振興計画において、再エネ関連設備導入
等、民間投資を促す税制優遇及び補助制度の創設を国
に要望したところであります。
　沖縄県としましては、新たな時代に対応した持続可
能な沖縄の発展に向け、ＳＤＧｓの推進を基本理念と
して、再エネ主力化や水素など次世代エネルギーの活
用等による2050年度脱炭素社会の実現を目指してま
いります。
　次に、農業振興についての御質問の中の (1) のア、
国のみどりの食料システム戦略に対する県の認識と方
針についてお答えいたします。
　この戦略では、2030年、2040年と10年ごとの目
標が設定され、2050年までに目指す姿として、化学
農薬使用量の30％低減や有機農業の耕地面積の拡大、
地域・未利用資源の活用等が掲げられており、長期的
かつ大胆な戦略となっております。これらの取組は、
沖縄県ＳＤＧｓの基本理念である持続可能な美ら島お
きなわの実現と合致するものと認識しております。
　このため、沖縄県では、化学肥料等の使用低減に取
り組むエコファーマーの育成・支援、地域資源を活用
した再生可能エネルギーの導入、スマート農林水産業
の推進など、環境と調和した持続可能な農林水産業の
振興に取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナ対
策についての御質問の中の (1) のイ、感染対策及び医
療体制強化策についてお答えいたします。
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　県では、県民や事業者に向けて不要不急の外出自粛
要請や飲食店の休業要請等の対策を講じているほか、
飲食店従業員やエッセンシャルワーカー等に対するＰ
ＣＲ検査の実施など、様々な対策を講じてきました。
しかしながら、感染力の高いデルタ株への置き換わり
もあり、これまでにない感染急拡大を経験したところ
です。感染拡大を防ぐため、土日や祝日における大規
模集客施設の休業要請や学校の分散登校、県立施設の
休館などの取組を行っております。また、医療崩壊を
防ぐため、入院病床の確保、新たな宿泊療養施設の設
置、入院待機施設の拡充、抗体カクテル療法の取組及
び自宅療養者への支援体制の強化など、医療提供体制
の整備に取り組んだところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、新型コロナ対策
についての御質問の中の (1) のウ、県民生活や企業を
支える経済活性化策についてお答えいたします。
　県では、新型コロナに係る経済対策基本方針に基づ
き、繰り返し発生する感染拡大の波に応じた対策を重
層的に講じております。そのうち、全ての産業の基盤
となる事業継続のための資金繰り支援や雇用維持につ
いては、基本的な施策として継続実施しております。
今後の経済出口戦略については、域内経済の需要喚起
策や業態転換を促す施策に加え、各産業分野における
競争力強化や、デジタルトランスフォーメーションに
よる付加価値を生む新たな取組支援等の施策を講じて
まいります。
　次に２、エネルギービジョンについての御質問の中
の (1) のイ、石油石炭税の免税制度についてお答えい
たします。
　石油石炭税の免除については、本県のような島嶼地
域において、現状でも全国平均の２割程度高い電気料
金の格差が広がらないようにするため、再エネの発電
コストが低廉化し主力電源となるまでの当面の間、継
続を要望しております。
　県では、引き続き県民生活や県内産業の基盤である
電気の安定的かつ適正な供給の確保を前提に、沖縄県
クリーンエネルギー・イニシアティブに基づいて再エ
ネ主力化に取り組み、石炭火力への依存を低減してま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　３、農業振興につい

ての (1) のイ、オリオンビールの県産大麦使用拡大へ
の取組についてお答えいたします。
　オリオンビール株式会社は、県内の農家が生産した
大麦を副原料にビールを製造し、その過程で生じた
ビール粕を堆肥化して農地に還元する完全循環型産業
を目指していると聞いております。
　県としましては、ＳＤＧｓや資源循環型農業の観点
からも推奨される取組であると認識しております。
　同じく３の (1) のウ、県産麦の生産拡大に向けた県
の方針についてお答えいたします。
　県内の大麦栽培については、これまで実績がほとん
どないことから、大麦の生産拡大を行うためには、
１、大麦の栽培方法の検討、２、大麦栽培における収
益性の検討、３、他作物との輪作の検討などの課題が
あると考えております。
　県としましては、関係機関と連携し、大麦生産の可
能性について検討してまいります。
　同じく３(1) のエ、麦や大豆と営農型太陽光発電の
組合せについてお答えいたします。
　農地を有効活用し、営農型太陽光発電を始めたいと
考えている農業者のため、国は営農型太陽光発電の取
組事例など、取組を支援するための制度等を紹介して
います。麦や大豆と営農型太陽光発電の組合せにつき
ましては、採算性や耐久性等の検証が必要であると考
えております。
　県としましては、今後、全国の営農型太陽光発電に
関する情報や県内の先行事例等の情報を収集するとと
もに、関係機関と連携し、営農型太陽光発電の導入の
可能性について、検討してまいります。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　ありがとうございます。
　まず、ワクチンからですけれども、これは前から議
論があるんですが、数字が幾つかあって分かりにくい
んです。今日の朝からありましたけれども、年代別の
接種率というのはＶＲＳの数字によりますとと言う
し、今言った８月末の50.7％というのは何なのか。
そして直近の59.1％というのは何なのか。それを簡
単に説明願います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まずワクチンの接
種状況については、ＶＲＳというシステムがありまし
て、その中には市町村が接種券でもって接種した方の
分を入力した一般住民の分と、医療従事者について
―そもそもＶＲＳは最初はやっていなくて、Ｖ－Ｓ
ＹＳというシステムがありまして、それでやっていた
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んですが、これを徐々に市町村がＶＲＳに取り込んで
いるという状況がございまして、ＶＲＳの中でも一般
住民と医療従事者という区別がございます。そこが医
療従事者の分がなかなか市町村の取り込み等が少し遅
くなったこと、それから国も２つのシステムを持って
いたということもあって、やっとそこが一緒に見られ
るようになったので、県としましては、ＶＲＳで一般
住民と医療従事者の分を含めた形で市町村を発表し、
県としてもその全体をつかむということですが、それ
であっても、県の広域接種センターで打っている分
で、以前に接種券がなくて打った分がございます。そ
れから、基地内で打っている分もありますので、それ
を足し込んだものが最終的に県の直近の接種率という
ことで公表させていただいているという状況でござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　この議論、６月ぐらいからそんな話
があって、ワクチンが足りないという議論のときに、
我々国に連絡をしたら、いや沖縄には40万回分ファ
イザーのワクチンが余っていますという話をする。県
に言ったら、いや実際はないんだと、これＶＲＳへの
打ち込みができないからそういう数字が出ているけれ
ども、本来はそんなにないんだという話があった。だ
から、そういう意味では、国に言わせたら何でほかの
県はできているのにみたいな言い方までされたわけで
すよ、我々は。だからその後、市町村も含めてやっぱ
り目の前のワクチン接種を優先しないといけないとい
うその事情は分かります。それで、一日頑張って市町
村も3000件ぐらい入力しているんだよという話も具
体的に聞きました。
　ただ、これ２か月も３か月もたっても、新聞、タイ
ムス、新報両紙でも数字が違うんですよ、ワクチンの
接種率が。これ、今ここまで感染が全国最悪で、接種
率が全国最低とずっと言われながら、この基本となる
県民がやっぱり一つの目標に向かっていかないとい
けないのに、この数字がいつも幾つかある、何種類か
あるというのはやっぱりよくない。だからこれは、
毎回統一する。ＶＲＳの入力作業を一日でも早く進め
るか、情報の出し方を考えるか、ずっとこの議論をし
ていると思うんですけれども、どうなっているんです
かこれ。やっぱり一つに絞らないと県民は把握できな
いですよ。とにかくもう一生懸命ワクチン加速化しま
すだけでは、なかなか言葉ばかり響きますけれども、
県民の危機感につながらない。接種意欲につながらな
い。どうですかこれ、情報の一本化は。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。

○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど説明しまし
たとおり、ＶＲＳの情報が一般住民と医療従事者の分
は取り込めるようになりましたので、それで統一して
今週から市町村の分、それから年代別の分については
統一した形でＶＲＳで出せることになりました。た
だ、県全体の接種率については、やはり広域の分と基
地内の分がございますので、そこは足し上げないとい
けないですから、県全体の分については、やはりその
足し上げが必要ですけれども、それ以外の分について
はＶＲＳで統一することになります。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　やり方は別にして、現実的な部分も
含めてやっぱり一本化しないと駄目だと思いますの
で、これ要望にします。
　それから、今認識としては、もう全国は２回目の接
種が50％終わりましたと今月の13日に発表がありま
した。今沖縄の順位はどうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時24分休憩
　　　午後４時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　全国的に公表され
ている数字が、やはり幾つか種類がございます。一般
的に見られているものがＶＲＳの一般住民の分という
ことで、比較を申し上げると、沖縄県の場合は全年代
では47位ということではございますが、接種対象人
口に占める割合としましては、１回目が42位、２回
目が46位ということで、１回目を今のところ頑張っ
て上げているという状況は見て取れると思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　いずれにしろちょっと最低レベルな
んですよね。それで今の議論、１回目、最近は目標も
１回目ということで発表することが多くなりましたけ
れども、先ほどあった８月末の目標は達成しました。
50.7％でした。これ回数にすると何回ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時25分休憩
　　　午後４時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　すみません、こち
ら手元にあるのが９月１日時点のものでよろしいで
しょうか。それでいきますと、１回目の総接種実績が
75万8097回です。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
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○大城　憲幸君　８月末の目標が50％で、今言うよ
うに75万ぐらい打ちましたと。７月末からすると、
この１か月で８月で33万回打っているんですよ。こ
れ目標達成したわけです。ところが次の目標は10月
末に104万、30万回。だから９月、10月、２か月で
30万と言っているんですよ。何でこれスピードを落
とすんですか。この８月の頑張りをそのまま続けるべ
きじゃないかと思うんですけれども、この目標の設定
の仕方について考え方を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時27分休憩
　　　午後４時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これは１回目で目
標を立てさせていただいたのは、１回目を受ければ３
週間後、４週間後には２回目を達成するだろうという
想定の下にこの計画を立てております。最初のほうは
確かにエッセンシャルワーカーであるとか、掘り起こ
しが非常に組織でもって入れていくというところが多
いということもございます。その後はやはり個別で応
募していただいて、予約していただいてというところ
もございますので、そこら辺も踏まえて11月末まで
に全人口の70％が終わるような計画ということで、
このような計画を立てさせていただいたところです。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　８月に33万回打っているのに、こ
の加速化計画では９月、10月の目標が２か月で30万
回なんですよ。だからこれはその事情はあるかもしれ
ませんけれども、これだけ感染が全国最悪、接種率が
全国最悪、そんな中で加速化計画をつくりながら、８
月末は達成したのに、その次は２倍に、逆に遅くなっ
ているわけですよ。これほかの都道府県でもやって
いるように、例えば若者相手に車をプレゼントすると
か、地方活性化券をプレゼントするとか、そういうこ
と、いろんな方法をやっているじゃないですか。やっ
ぱり私は、とにかく加速化するんだ、あらゆる媒体を
使って若者にアピールするんだと、それは当然ですけ
れども、それ以外にも、ほかの県でやっていないこと
でも、とにかく県民を守るためにはワクチンしかない
んだと、そのためにあらゆる手を使うんだと、具体的
な施策を出すべきだと思うんですよ。その辺につい
て、知事どう考えているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほども申し上げ
ましたとおり、職域接種等についてもかなり進んでき

ておりますので、後はいかに迷っていらっしゃる方と
か、若い方々を取り込んでいくかというところの戦略
が必要だというふうには考えております。ただ、この
ワクチンにつきましては、やはり義務ではないという
ところもありまして、御理解をいただいた上で接種を
受けていただきたいということもございますので、そ
こは正しい情報をできるだけ若い人に届くような形で
出していくというのが一番の方策なのかなというふう
には考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　もう何か、何か月も同じことやって
いる間になかなか感染率は下がらない、接種率は上が
らないということを繰り返しているように見えるんで
すよ。非常に残念です。
　次もありますから、次の部分はこれから言うことを
含めてですけれども、やっぱり抗体カクテルの部分は
明るい兆しが見えてきた。ただそれ以外の、これまで
の５回のものを繰り返して学んで、今後どうやるのと
いうのがなかなか朝からの議論を聞いても見えてこな
いんです。例えば療養施設を700から1400に倍増す
ると言いますけれども、その辺は前からずっとそうい
う計画がありながらできていない、人を確保できてい
ないという話ですが、今後はこれまでと違うんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まずはトータルで
1400の確保に向けて努力するというところでござい
まして、現在、事前協定を結べるようなホテル等に交
渉を始めているところです。それから場所もそうです
けれども、やはり医療人材の確保が一番、非常に重要
なポイントでございますので、そこも潜在看護師の掘
り起こしであるとか、民間の派遣に伴う看護師の確保
であるとか、そういうあらゆる手段を使って確保に努
めているところでございます。
　それから、医療の体制につきましても、沖縄県の場
合は公立、私立問わず救急病院と言われるところには
大方の協力はいただいているところでございますの
で、それに加えて今のホテルであるとか、厳しい場合
の入院待機ステーションの構築であるとか、そういう
もので対応していくということで考えているところで
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　知事、ずっとそういう議論を繰り返
しているんですけれども、なかなか今第５波、これま
での反省を生かして第６波は違うよと、県民にとに
かくもう今後は県民を守るんだよというのが伝わら
ないんですよね。同じことを繰り返しているように
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感じるんですよ、病床確保にしても、感染対策にして
も、経済対策にしても。我々は、やっぱり多くの県民
と会っても、もうとにかく悲鳴ばかり聞こえます。そ
れに対して、なかなか策が出せない。我々歯がゆさを
ずっと感じています。そして言われるのは、やっぱり
公務員、政治家は給料が下がらなくていいよねと言わ
れます。そういう意味では、知事が、三役が給与を我
慢して去年１年間やったというのは、私は高く評価し
ます。しかし、ここにきて本当に県民の厳しさがます
ます増している。そして、県の財政についても、県財
政の異常事態、債務不履行の警戒というような言葉ま
で新聞に躍る。やっぱりそういう意味では、財源をも
う一回議論しないといけないと思うんですよ。我々今
まで議会は何も身を切る改革をしていませんから、偉
そうなことは言えないんですけれども、ここはもう一
回、先ほど言ったワクチン接種もそう、職員への本気
度もそう。県民への寄り添いという意味でもそう。や
はり財源という意味では、もう一度リーダーたる我々
が身を切る改革含めて、この給与の在り方、財源の在
り方を本気で議論する時期に来ていると思うんですけ
れども、そして新たな施策を沖縄県独自の施策も打っ
ていく。そういうことも必要だと思うんですけれど
も、知事、ぜひ所見をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この１年半の間、未知のウ
イルスであるコロナウイルスの従来株からアルファ
株、アルファ株からデルタ株と置き換わるにつれて、
国の対応の状況やその予算の状況などにも我々は後追
いだというようなことを言われ反省をしつつも、医療
現場の逼迫をできるだけ抑え、多くの医療人材を確保
し、そして打てる財政的な手立てを国の予算、財源も
しっかりと使いながら県の持てる財調も取り崩しをし
ながら、議員の皆様にもお力添えをいただきながら、
この間取り組んでまいりました。そしてやはりこの感
染症対策で一番大切なことは、基本的なことの徹底で
あるという新しい生活様式、これを県民の皆さんが普
段の生活の中でしっかり取り入れて実践をしていくこ
と、そして多くの事業者の方々には、感染拡大防止に
ついての協力を継続していただくということを呼び
かけながら、この間先ほど議員御案内のように、例え
ばホテル型の療養施設の拡充、そして入院待機ステー
ションの稼働、これによってかなりの方々が病院のた
らい回し、受付のたらい回しに遭うことなくしっかり
と医療体制の中で治療を施すことができたということ
も、たくさんの方々の協力によるものであります。
　そして今般、今度は抗体カクテル療法が取り入れら

れていって、それが現在は一時待機ステーションで活
用しておりますけれども、やがて医師の確保などに
よって、これが療養型施設でも使えるようになり、ひ
いては往診のシステムを整えて今度は自宅療養の方々
にも使っていける、この知見をやはり組み上げていき
ながら、積み上げていきながらそこに予算をかけ、人
材を投入するための協力体制は医師会、看護協会、看
護学校、自衛隊、様々な方々からの医療人材を手当て
していただいているということです。
　ですから、常にその現場での状況を日々つぶさに確
認しながら、今打てる手立てとこれから先どうなるの
かという見立てをしながら、たくさんの方々に支えて
いただいているということを我々はこの間、努力を重
ねてきたというふうに思っておりますが、さらに年が
明けたらまた第６波が来るかもしれないということ
が予測されている今、幾分感染状況が落ち着いたとは
いえ、次に備えるためのその手段をまた多くの民間の
方々、業界の方々とも協力してつくっていく。日々、
コロナウイルスに対して対抗していくためには、その
総合力、総合戦略が一番重要であろうと思います。今
後ともどうぞ議会からの様々な御意見、御協力、それ
から財源を捻出するためのその努力についても御示唆
をいただければというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　国に財源をお願いする、県民に協力
をお願いする。それはもう当然です。これまでずっと
議論してきたこと。ただ今私が質問したのは、今、玉
城デニー知事が何ができるのか、大城憲幸が何ができ
るのか。それをもう一回基本に戻ってやる気はないで
すかという質問でしたけれども、正面から答えてもら
えなくて残念です。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時37分休憩
　　　午後４時38分休憩
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○大城　憲幸君　エネルギーの議論についても今回は
代表質問でも何名かありました。それで、これまでも
再エネの拡大に取り組みますというような議論はあっ
たんですけれども、残念ながら数字がなかなか私のイ
メージと違うんですよね。改めて、現時点でクリーン
エネルギー・イニシアティブの数字なのか、今現時点
で再エネの目標あるいは10年後の化石燃料の割合、
その辺はどうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
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　　　午後４時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　３月に策定しました沖縄県クリーンエネルギー・イ
ニシアティブにおきまして、沖縄県は2030年の目標
値としまして、再生可能エネルギーの電源比率の現
状、これ7.5％から18％にするということで目標を掲
げております。ただ、これは今年７月に国が2030年
度の再エネ電源比率の目標を22％ないし24％から、
これを36％ないし38％に引き上げるというふうに公
表しております。こういった状況も踏まえて、年度内
に目標値の引上げを行う予定であり、現在はその改訂
作業に着手している状況であります。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　そうなんですよ。国が―原子力は
あるといっても、10年後の化石燃料の割合はもう４
割なんですよね。それが沖縄は現時点では再エネ頑
張って18％にしますよと、もう82％が化石燃料によ
る電力という話になるわけですよ。だからそれを今見
直すと言っているけれども、それを頑張って３割にし
ますと言っても、７割化石燃料による電力が残るわけ
ですよね。それで我々、今回の振興策の中には、世界
から選ばれる持続可能な観光地を目指すと表明してい
るわけですよ。その辺がやっぱり無理があると思うん
ですけれども、ハワイの目標なり取組を簡単に説明で
きますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　申し訳ありません、
今手元にございませんので答弁はできません。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　簡潔にいきますけれども、ハワイ
は2010年に9.5％、今の沖縄と変わらないくらいの再
エネでした。ところが、目標を設けて2020年に再生
エネルギーの割合をもう３割まで上げた。そして、
2045年には100％にする。これはもうリーダーがこ
の目標を法律で義務づける、そして石炭火力を禁止す
る。そういうような法律を決めてリーダーが率先して
やっているわけですよ。
　知事、これやっぱり職員では、財源も含めてなかな
か今までの常識では目標というのは飛躍的には上がら
ない。ただ我々はＳＤＧｓ、いろんな言葉を使いなが
らとにかく持続可能な沖縄にしたいというような世界
から選ばれる観光地を目指しているわけですよ。そ
ういう意味では、やはり知事がリーダーシップを取っ
て、どうしてもこれは全国並あるいはハワイ並、４割

の目標にするんだと、方法は後から考えるぐらいの
今、強いリーダーシップが必要だと私は思うんです。
それと併せて、この化石燃料、石油石炭税について
も、沖縄は先ほどあったように電気料金が高いから免
税してくれという話をしていますが、もう脱炭素とい
う話をしながら石炭税を免除してくれというようもの
は、これはもう今は急には止められないけれども、や
はり酒税のところで議論があったように、もう10年
後には要らないということを宣言をして、それが本気
度として国との交渉にもなると思うんですよ。やっぱ
りこの２つは、しっかりリーダーが腹決めて国と交渉
をする、県内の企業と話をする。そして、高い目標を
掲げて職員に動いてもらう。そういうことが必要だと
思うんですけれども、知事、この辺についてどう考え
ていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　御質問の趣旨は２点
あったかというふうに理解しております。
　まず、脱炭素化の加速化という部分ですが、沖縄県
では内閣府のほうに令和４年の税制改正要望を行いま
した。その中で、既存の制度の拡充ではありますけれ
ども、産業イノベーション促進地域の対象である電気
事業に係る設備に加えまして、新たに液化天然ガスを
供給するためのサテライト設備ですとか、付随する供
給設備が盛り込まれております。それと併せて、新た
に脱炭素の推進に係る事業というものも盛り込まれて
おりますので、我々はそういったその脱炭素化の推進
に係る事業というものは最大限活用して、脱炭素化に
向けた取組を加速化させていきたいというふうに思っ
ております。
　それから沖縄電力等に係る石油石炭税、これはいつ
までやるのかという御趣旨の質問だと思いますけれど
も、これについては電気事業者の電源構成、これは急
激に変更できるものではなくて、やはり我々としては
当面の間は石油・石炭、ＬＮＧが必要だというふうに
思っております。それから本県は供給コースの問題
等によって、電気料金が本土と比較して高い状況にあ
る。これまでも本制度により電気料金の上昇を抑制し
ているが、それでもなお本土と比較しても２割程度高
いという現実がございます。仮に本制度が延長されず
に電気料金に反映された場合には、県民や事業者の負
担がさらに増えるおそれがあるため、当面の間、同制
度は必要と考えておりまして、この排出時期等につい
てはやはり慎重に検討すべきというふうに考えており
ます。
　それから本日、私はハワイの取組について、資料を
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持ち合わせておりませんでしたので答弁できませんで
したけれども、確かにハワイの再生可能エネルギーの
動きというのは非常に早いというふうに理解しており
ますが、一方で電気料金への跳ね返りという部分も意
識しながら取組を進めていかなければいけないと思っ
ております。これはエネ庁がワーキンググループで
いろいろ試算している結果ですけれども、今現在の太
陽光の発電コスト、それから石炭火力の発電コスト、
石油火力、ＬＮＧ火力、そういったものの発電コスト
と2030年度における発電コストというものを比較し
ております。国内においてもこの再生可能エネルギー
へのシフトがどんどん進んでいくことによって、そう
いったその再生可能エネルギー自体の発電コストとい
うものが抑制といいますか、下がってくるということ
が予想されておりますので、沖縄県としましても、各
種制度を活用しながら再生可能エネルギーの導入比率
をさらに高めてまいりたいというふうに思っておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　部長の答弁はこれがもう精一杯だと
思うんですよ。だから私は知事に答弁求めたんですけ
れども、１点目についてもやはり事務方では今の話が
限界です。再エネを２割、３割にするにも何千億とい
うお金がかかる。だからこそリーダーが腹決めて、そ
れに向けて頑張っていくというのが必要。
　それから２点目の石油石炭税の制度についても、
今やめなさいと言っているつもりはないです。とにか
く、それは再エネの割合を増やしていけばそこは減っ
ていくわけですから、問題はいつまでもやるものでは
ないよと、10年後にはなくすんだよと、それを表明
するかしないかというのが、私は国と国民と向き合う
ときに大きな決断だと思いますので、そこは知事がし
か判断できないところだと思っていますから、ぜひと
もまた検討していただきたいというふうに思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時46分休憩
　　　午後４時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○大城　憲幸君　農業振興については、みどりの食料
システム戦略については先ほどあったとおりではあ
るんですけれども、なかなか具体策が見えないんです
よ。これ国も急に決めましたから、ついていけないと
ころもあろうかもしれませんけれども、やっぱり都道
府県によっては、こういう脱炭素を見越して具体的な
ものをつくっている都道府県もたくさんある。次年

度、もう交付金を新設して、政府目標を踏まえて有機
農業の25％まで本当に一気に加速化しようという都
道府県の取組もあるんですよ。今沖縄県として何か専
門の部署をおいて取り組んでいる、あるいはこの同戦
略を見据えてプロジェクトチームか何かで議論してい
る、そういうものはありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　農林水産省の提唱す
るみどりの食料戦略システム、関連する専門の部署と
いうふうに置いていませんで、関係する担当課でもっ
て、今これをしきりに検討しているところです。ちな
みに新たな振興計画をつくる際には、農林水産部会と
いうのを設置しておりますけれども、中でも、やはり
農水省の提唱するみどりの戦略のところを意識して計
画をつくるという提言がされておりますので、それに
向けて目標とするどの項目、どう行くまでするか、こ
れを今現在検討しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　エネルギーの話と似ているんですけ
れども、この高温多湿の沖縄で有機農業を一気に広げ
るというのは他の県よりも何倍も難しいんですよ。今
0.5％の有機農業を25％に持っていくというのが国の
目標ですから、やっぱり従来の生産者任せでは駄目な
んですよ。だからこそほかの県よりも沖縄はどこより
も調査研究も含めて強化しないといけないと思ってい
ますから、これ取組強化お願いします。
　時間がありませんので、オリオンビールの取組につ
いてですけれども、これ今5000トンという数字が出
ました。オリオンビールから報道もありましたけれど
も、どれくらいの面積が必要、サトウキビと比べてど
うですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時48分休憩
　　　午後４時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　大変申し訳ないんで
すが、面積換算はちょっとしていないんですが、大麦
の反収を10アール当たり200キロと今想定しており
まして、それに必要な5000トン―今すぐにちょっ
と計算ができないんですが、そういう計算になろうか
と思います。しかし、キビをそのまますぐ大麦に替え
るということではなくて、やはりキビもしくは大麦、
他作物、組合せによって農家の所得を高めるというこ
と、これがちょっと大切かなというふうに考えており
ます。
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○大城　憲幸君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時49分休憩
　　　午後４時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農林水産部長（崎原盛光君）　おおよそ換算します
と圃場は面積にして2500ヘクタールとなりますけれ
ども、サトウキビをそのまま大麦に変換というのは
ちょっと考えておりませんので、これは地域でいろい
ろと試験を重ねながら、いかほどできるかというのを
じっくりちょっと見ていきたいと考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　時間がありませんから、別にサトウ
キビを大麦に替えろというつもりはありません。ただ
私が言いたいのは、今県内で約2500ヘクタールのサ
トウキビ畑がある、5000名の農家がいる。これに対
して、今オリオンビールがチャレンジしようと思って
いるのは、5000トンの麦を県産で作った場合には、
2500ヘクタール必要ですよと。これだけの産業を一
企業がチャレンジしようとしている。輸入麦を買え
ばキロ100円で買えるところを、これ沖縄で作ったら
四、五百円しますよ。けれども、やっぱり県産を使っ
て県民に飲んでもらおう、そういうチャレンジをやっ
ているわけですよ。これ私しっかり県はもっと早く動
いて、調査研究をして、支援すべきだと思いますけれ

どもどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　オリオンビールにお
ける大麦の生産が今、伊江島でされていると聞いてお
りますので、コロナ禍のこの状況が収まりましたら至
急現地に行って、大麦作りをされている方々の農家を
じっくり聞き取って、これが農業振興につながるよう
に頑張ってまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　私は農林水産部はこのエネルギー問
題のメインプレイヤーになれるとずっと言っているん
ですよ。今あるように下で麦を作りながら上で太陽光
発電をする。下で大豆を作りながら太陽光発電をし
て、そしてそれで豆腐を作って県民に食べてもらう。
それが観光の質の向上にも絶対に貢献できると思いま
すので、ぜひとも農林水産部、もっと主体的に動いて
いただきたいと思います。よろしくお願いします。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
　次会は、９月24日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後４時52分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員　　仲　　村　　家　　治

会議録署名議員　　仲 宗 根　　　　　悟



令和３年９月24日

令和３年
第 8 回　 　 沖縄県議会（定例会）会議録

（第５号）
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令和３年
第 ８ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）

 令和３年９月 24日（金曜日）午前 10時開議

議　　事　　日　　程　第５号
令和３年９月24日（金曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案、乙第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで（質疑）
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案、乙第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで
　　　　　　甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第14号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例
　　　　　　乙第３号議案　 沖縄県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の

一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　 沖縄県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第７号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第８号議案　土地の取得について
　　　　　　乙第９号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第10号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第11号議案　保険代位による損害賠償請求事件の和解等について
　　　　　　乙第12号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第13号議案　損害賠償の額の決定について
　　　　　　乙第14号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第15号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第16号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第17号議案　水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第18号議案　通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第19号議案　農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第20号議案　農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第21号議案　地域水産物供給基盤整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第22号議案　令和２年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
　　　　　　認定第１号　令和２年度沖縄県一般会計決算の認定について
　　　　　　認定第２号　令和２年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第３号　令和２年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第４号　令和２年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
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　　　　　　認定第５号　令和２年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第６号　令和２年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第７号　令和２年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第８号　令和２年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第９号　令和２年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 10号　令和２年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 11号　 令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて
　　　　　　認定第 12号　令和２年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 13号　令和２年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 14号　令和２年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 15号　令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 16号　令和２年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 17号　令和２年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 18号　 令和２年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて
　　　　　　認定第 19号　令和２年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 20号　令和２年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 21号　令和２年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第 22号　令和２年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第 23号　令和２年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第 24号　令和２年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について

出　席　議　員（47名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　喜友名　智　子　さん
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　玉　城　健一郎　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　上　里　善　清　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君

21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲宗根　　　悟　君
25　番　　仲　村　未　央　さん
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　当　山　勝　利　君
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
38　番　　崎　山　嗣　幸　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
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44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君

46　番　　中　川　京　貴　君

欠　席　議　員（１名） 
47　番　　照　屋　守　之　君

説明のため出席した者の職、氏名
知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君
副 知 事　　照　屋　義　実　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君
企 画 部 長　　宮　城　　　力　君
環 境 部 長　　松　田　　　了　君
子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん
保 健 医 療 部 長　　大　城　玲　子　さん
農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
農 政 企 画 統 括 監　　下　地　常　夫　君
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君

文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君
企 業 局 長　　棚　原　憲　実　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　大　城　　　博　君
知 　 事 　 公 　 室
秘 書 防 災 統 括 監　　平　敷　達　也　君

総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君
教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　日　下　真　一　君
労働委員会事務局長　　山　城　貴　子　さん
人事委員会事務局長　　大　城　直　人　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長　　知　念　弘　光　君　
次 長　　上　原　貴　志　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案、乙第１号議案から乙第
23号議案まで及び認定第１号から認定第24号までを
議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　島袋　大君。
○島袋　　大君　おはようございます。
　沖縄・自民党の島袋大です。
　まず初めに、先月末に内閣府沖縄関係部局より示さ
れた令和４年度沖縄振興予算概算要求についてお聞き
したいと思っております。
　内閣府から示された概算要求額は2998億円でし
た。大変残念というのが素直な、率直な感想でありま
す。まずは知事の率直な感想をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　令和４年沖縄振興予算の
概算要求は総額2998億円と、3000億円を切ったこと

は残念でございますが、防災・減災、国土強靱化のた
めの５か年加速化対策など事項要求の経費もございま
す。また、そのほか子供の貧困対策など拡充されてい
る部分もございますので、私ども今後あらゆる機会を
捉えて、その事項要求の額も含め3000億円台の確保
に向けて取り組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　知事、知事に聞いているのに答えな
いというのは大変失礼な話だと思っていますよ。まし
てや今の総務部長の答弁を聞いたら、大変厳しいかも
しれないからもうしようがないですねみたいな答弁で
すよ。こんな沖縄県でいいんですか。私はいかがなも
のかなと思いますよ。
　今回、沖縄県が内閣府にお願いした概算要求額は幾
らですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　私ども７月に、41市町村
全てとの意見交換なども踏まえまして、また財務省が
示しました概算要求基準額の、いわゆる枠を目いっぱ
い使った3600億円の概算要求としていただきたいと
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いう、そして、総額3000億円以上の予算の確保につ
いて求めたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　3600億円をお願いして2998億円、
どんなお願いをしているんですか、皆さんは。
　ここではっきりさせておきます。中には沖縄・自
民党は何をやっているのか、お前ら国政政権与党だろ
う、お前らも悪いだろうという県政与党の皆さんがい
ます。県議会議員が、自分たちは何も汗もかかない
で。そして、予算は自民党の仕事だから自民党が頑張
らんと困るだろうという与党の県議会議員の皆さんが
います。大きな間違いですよ。我々と沖縄県と政府の
関係をはっきりさせておきます。我々沖縄・自民党
は、政権与党として自分たちの仕事はしっかりやった
というふうに自負しております。高率補助、税制、一
括交付金、この３つの制度はおおむね維持しておりま
す。税制において、酒税のところで厳しい結果になっ
ているのは大変残念であります。公庫についても存続
の確約が取れませんでした。しかし、知事、この公庫
については、私は前々から言っているように、言った
ことはちゃんと約束を守りますよ。12月まで時間が
ありますから、公庫の存続は、どんなことがあっても
しっかりと確約を取るつもりであります。
　一方で、予算についてであります。3600億円は誰
がつくったんですか、知事。我々沖縄・自民党は、
3600億円の説明は策定後には受けましたけれども、
事前の相談は一度もないんですよ。この3600億円は
県当局と県政与党の議員の皆さんでつくったんでしょ
う。そうでしょう。県政与党の議員の皆さん方の意見
も取り入れているんでしょう。あたかも―県政与党
には相談してないんですか、じゃ。みんなでつくった
んでしょう。何度も言いますけれども、我々沖縄・自
民党は自民党本部の沖縄振興調査会において、制度に
ついて多くの各種団体の意見を聞きながら、そして市
町村の首長の皆さん方の意見も聞いて、知事の意見も
聞きました。担当部長の意見も聞きました。その議
論を行い、それをまとめて政府に要望したんです。そ
の結果、おおむね制度設計は、担保はしっかりと取っ
てきた、我々はやってきたという自負があります。し
かし、予算は違いますよ、知事。予算はこれはまさし
くつくった本人である沖縄県と、玉城デニー知事と、
政府が直接やり取りをするものですよ。正確に言え
ば、沖縄県と政府の窓口である内閣府沖縄関係部局が
やり取りをするんですよ。政権与党の自民党本部が口
を出す案件ではありません。沖縄県が事業一つ一つ
の必要性を沖縄関係部局に説明して、理解をしてもら

う。概算要求額を決定していくんですよ。これが普通
です。我々沖縄・自民党には3600億円が決まってか
ら、その後の説明ですよ。聞きましたよ、説明は。そ
れで我々、内閣府に説得してというのは、沖縄県当局
が3600億円の必要性を内閣府に説明できなかった。
平たく言えば、知事、あなたが県政のリーダーとして
内閣府との予算交渉に失敗したんですよ。その結果が
2998億円じゃないですか。そうじゃないですか、ど
う思いますか。これについては議論してもしようがな
いですよ。答弁は要りません。
　しかし、ひな壇の部長の皆さん方は分かっていると
思いますけれども、12月はもっと大変なことになり
ますよ。予算編成過程で沖縄予算に厳しい財務省がさ
らに削り込んでくる可能性があるんですよ。過去に、
概算要求が終わってから12月の折衝で予算が上がっ
たことはないですよ。大体300億から400億カット、
削られます。これはどんなことがあっても玉城デニー
知事は頑張らないといけないと思っていますよ。これ
から財務省との厳しい予算折衝が始まると思っており
ます。ここを我々もしっかりと注視していきたいと
思っていますけれども、知事、どうお考えですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　令和４年度の沖縄振興予算
の要請に当たっては、新たな取組に、それを導入して
ロジックモデルの手法も活用させていただきました。
そして、個別事業の有効性が検証できる資料を提供す
るなど、内閣府とはしっかりと担当部局で意見交換も
積み重ねてまいりました。また、今般市町村からの要
望も重ね、子供の貧困対策、離島の定住条件の取組、
ハード交付金などを積み上げた結果、3000億円を超
える3600億円という額に積み上がったわけです。こ
れはやはりこれまで市町村が要望していた、特にハー
ド交付金を中心とする少し遅れている取組をもっと加
速化させたいということもあり、県としてもぜひこの
くらいの思いでしっかりと伝えたいということで協議
を重ねてきたものであります。ですから、引き続きや
はり我々としては3000億円台を確保できるよう、しっ
かり求めてまいりたいというように思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ぜひとも頑張っていただきたいと
思っています。
　知事、沖縄県のリーダーとして本当にこの要請をす
るときに、テーブルをたたけとは言いませんよ。沖縄
のリーダーとして、沖縄の思いをはっきりと伝えない
といけないと思っています。この心に、知事の言葉が
届かないんですよ、政府に。私は言っておきますよ。
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約束したことは、我々自民党県議団も県連も制度設計
は守った。公庫はしっかりと12月に確保しますよ、
責任を持って。予算をしっかりとやらないと知りませ
んよということですよ。しっかりと考えて行動してく
ださい。
　次に移ります。
　辺野古での小型サンゴ類の移植についてお聞かせく
ださい。
　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時９分休憩
　　　午前10時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　沖縄防衛局から沖縄県に対し、平成
31年４月26日及び令和元年７月22日付で辺野古の小
型サンゴ類の移植に係る特別採捕許可の申請。その
後、沖縄県は国の是正指示は違法ということで取消訴
訟を起こしましたけれども、令和３年７月６日、最高
裁判決は敗訴。沖縄県は最高裁判決を受けて、同年７
月28日付で特別採捕を許可。沖縄防衛局は同年７月
29日、翌日、移植事業に着手。同年７月30日、着手
の翌日、沖縄県知事が特別採捕許可を取り消しており
ます。同年８月２日、沖縄防衛局長は許可の取消処分
について、農水大臣に対して審査請求及び執行停止の
申立てを行っております。同年８月５日、農水大臣に
よる執行停止を決定。おおむねこのような流れだと認
識しておりますけれども、間違いありませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　そのような内容に
なっております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　この時系列を踏まえて質問させてい
ただきます。
　まず、今回沖縄防衛局は、沖縄県が許可した期間内
である７月29日に移植作業に着手したのに、なぜ突
然取消処分を行ったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時11分休憩
　　　午前10時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　沖縄防衛局は、県が
許可をした際に付した条件に反し、水温が高く台風の
来襲が見込まれる時期であるにもかかわらず、令和３
年７月29日から移植を開始しました。これは現時点
でのサンゴ類の移植に関する専門的、技術的知見に照

らすと、移植したサンゴ類の生残率を低下させる行為
であり、許可した際に付した条件に違反することから
許可処分を取り消したものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　この取消処分ですが、通常、取消処
分の前に沖縄防衛局の聴聞を行わないといけないと思
うんですけれども、なぜ聴聞を省いているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時12分休憩
　　　午前10時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　先般の関与取消訴訟
では、沖縄防衛局の申請の目的は移植したサンゴの生
残をできる限り高めることにあるとの判断が示されま
した。県ではこの目的を達成するため条件を付して
許可処分を行ったところですが、沖縄防衛局が条件に
反し、水温が高く台風の来襲が見込まれる時期である
にもかかわらず移植を開始したことから、行政指導を
行った上で許可処分を取り消したものです。
　なお、行政手続法第13条第２項では、公益上、緊急
に不利益処分をする必要がある場合は、聴聞を行わな
いことが認められているところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　どのような理由があるにせよ、聴聞
を飛ばすのは行政手続上、問題あるんじゃないの。ち
なみに我々が弁護士に見解を求めると、行政手続上、
大いに問題があると思うと言っているけれども、県は
どういう認識なんですか。全然問題ないという認識、
違法だという認識はあるのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時12分休憩
　　　午前10時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　サンゴの移植は、Ｉ
地区では７日間で終了するなど短期間で終了してしま
います。そのため県では、公益上、緊急に処分する必
要があると判断したものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　いかなる理由であれ、行政機関が行
政手続を無視することは駄目ですよ。そこは反省して
ください。どうですか。問題ないのか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　関係法令に基づいて
適正に処理をしたものというふうに考えております。
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○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　そもそも論ですみませんけれども、
県の見解をお聞かせください。先ほど時系列を確認し
ましたけれども、令和３年７月６日に最高裁判決が出
たわけですよね。その時点で沖縄防衛局に対して申請
を許可しない沖縄県は違法であるということが確定さ
れたわけですよね。当局もそういう理解なわけですよ
ね。はいかいいえでいいですよ。はいかいいえで。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時15分休憩
　　　午前10時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　７月６日の関与取消
訴訟最高裁判決において、農林水産大臣が沖縄防衛局
の２件の特別採捕許可申請について許可せよとした是
正の指示が適法であるとの判断が示されたことから、
許可しております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時15分休憩
　　　午前10時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農林水産部長（崎原盛光君）　先般の関与取消訴訟
の最高裁判決における許可せよとの是正の指示は適法
であるとの司法の最終判断に従い、ＪＰＫ地区及びＩ
地区のサンゴ類の特別採捕許可申請については７月
28日付で許可をしました。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　であるならば、本来であれば最高裁
判決が出たんだから、すぐに許可を出すべきだったの
ではないですか。何で７月28日まで３週間も時間が
かかったんですか。許可を出すのが嫌で先延ばしした
かったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時16分休憩
　　　午前10時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　関与取消訴訟の最高
裁判決を受けて、判決内容を精査するとともに、サン
ゴ類の生残率をできる限り高めるための方策を検討し
ていた結果、７月28日の許可処分となったものであ
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　この最高裁で敗訴したわけですか
ら、県は最高裁の判断に従う立場なんですよね。ここ

確認させてください。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　当初からの主張どお
り、司法の判断には従うということをしております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　沖縄防衛局からのサンゴ移植申請
期間は、いつからいつまでの申請になっているんです
か。ＪＰＫ地区は７月28日から11か月間、正確には
知事の許可日からですよね。Ｉ地区は７月28日から
の２か月間、そのように聞いているけれども、間違い
ないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時18分休憩
　　　午前10時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　そのとおりでありま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　沖縄防衛局が７月29日に移植着手
したのはどの地域ですか。どの地区ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　Ｉ地区となっており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　それは２か月しかないわけですか
ら、沖縄防衛局は移植を急ぎますよね。沖縄県は最高
裁判決に従って７月28日から２か月間の移植許可を
出したわけですよね。はいかいいえでいいですよ。ど
うですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　そのとおりです。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　沖縄防衛局のＩ地区における７月
28日からの２か月間の許可を出すに当たって、沖縄
県が出した条件は何ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時20分休憩
　　　午前10時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　サンゴ移植片の生残
率を高めるためには、水温の高い時期、繁殖の時期を
避ける必要があることや、台風の時期は波浪や降雨に
よる塩分の低下によって移植したサンゴが損傷するお
それがあることなどを考慮し、適切な移植時期を選定
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するなど、沖縄県サンゴ移植マニュアルにのっとり適
切に作業を行うということをしております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ここでも疑問なんですけれども、
防衛局からは知事の許可日から２か月でＩ地区のサン
ゴを移植したいと来ているわけですよね。そして、沖
縄県は高温の時期と台風の時期は避けてと条件をつけ
た。でも、防衛局の移植申請日は８月と９月のこの２
か月間です。一番高温で台風が多い。じゃ何で許可し
たんですか。最高裁で負けたから、決定に従わないと
いけないから、しようがなく無理な条件を出して許可
を出したんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　まずは先ほどの質問
に対して少し抜けておりましたので補足させてくださ
い。
　サンゴ移植マニュアルにのっとり作業を行うことと
含めて、移植後おおむね１週間に１回の経過観察を行
い、その都度速やかに現場写真を添付した上で本職へ
報告を行うこと。移植したサンゴ類が申請時の想定と
異なり、十分な生残率が見込まれない場合は、移植手
法について本職と協議すること。経過観察に係る実施
頻度の変更、期間の変更については別途協議すること
により、本職が認めた場合に変更することができると
いうことを先ほどにちょっと付け加えさせていただき
ます。
　そして、今の質問に対してお答えいたします。
　沖縄防衛局の申請書によれば、Ｉ地区の移植作業の
実働日数は７日とされていることから、許可期間内で
あれば海水温がピークを超えた９月後半に移植を実施
することは可能です。また、許可期間内に移植作業を
完了させることが困難な場合については、許可期間を
変更するために変更申請をすればできるというふうに
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　防衛局にどういう手段で伝えたんで
すか。書面でちゃんと伝えていますよね。防衛局に伝
えるときには、手段はどんなふうに伝えたんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　このことにつきまし
ては、文書によって沖縄防衛局に対して指導を行って
おります。

○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農林水産部長（崎原盛光君）　許可期間内に移植作
業を完了することが困難な場合は、許可期間を変更す
るための、変更を申請すれば足りるということを文書
で伝えております。
○島袋　　大君　最後、何て。文書と言ったのか。聞
こえない。ごめん。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農林水産部長（崎原盛光君）　改めてもう一度。許
可期間内に移植作業を完了させることが困難な場合
は、許可期間を変更するために変更を申請すればよい
ということを、文書でお伝えしてあります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　少し違う角度から質問したいと思っ
ております。
　沖縄県サンゴ移植マニュアルを読ませていただき
ました。移植の時期について、水温が高い時期、繁殖
の時期、台風の時期は避けてと書いておりますけれ
ども、沖縄県として、水温の高い時期というのは何度
で、何月のことを指しているんですか。明確な数字は
ありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時25分休憩
　　　午前10時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　沖縄本島の周辺海域
では、８月に海水温がピークを迎え、その後低下して
いく傾向にあることが統計データによって分かりま
す。また台風については、８月の接近数が最も多いこ
とが統計データによって明らかにされております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　明確に30度から何度というのはな
いんですか。これ、どこで決めているんですか、そう
いうのは。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　沖縄県の周辺海域で
は、８月に海水温がピークを迎え、その後低下してい
く傾向が統計データによって明らかになっています。
また台風についても８月の接近数が多いことが統計
データで明らかになっています。これらのことから、
沖縄県サンゴ移植マニュアルでは、秋季が活動に適し
ているとしており、適切な移植時期を申請者が具体的
に検討することが十分に可能ではないかというふうに
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　これ、じゃ沖縄県が決めないで、こ
の判断は先方の皆さんに決めさせるということか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時27分休憩
　　　午前10時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　一部ちょっと繰り返
しになりますが、沖縄県サンゴ移植マニュアルでは、
秋が活動に適しているとしておりまして、適切な移植
時期は、申請者が具体的に検討することということに
なります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　次の質問に移ります。
　今回のように、７月から９月の時期にサンゴ移植を
許可した案件はありますか。港湾とか空港とか、これ
までいろいろあるでしょう。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時28分休憩
　　　午前10時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　あります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時28分休憩
　　　午前10時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　私が調べたところによりますと、２
件出てきました。１つは那覇空港滑走路増設事業、
第２滑走路ですね。これは国交省からの申請だと思っ
ております。もう一つは竹富南航路整備事業。これも
国交省だと思います。この２つは７月から９月の移植
とありました。もう少し詳しく述べますと、第２滑走

路は小型サンゴ類１万2964体の移植、竹富南航路は
3196群体の移植です。これについては、今回と同じ
ような条件はつけていたのかどうか、教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　過去この２件の案件
につきましては、同様な附款は付しておりません。
○島袋　　大君　何て。すみません、部長、もう一度。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農林水産部長（崎原盛光君）　過去２件の案件につ
きまして、同様の附款、条件はつけていません。
○島袋　　大君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農林水産部長（崎原盛光君）　７月から９月頃の間
の高水温期や台風到来時期の移植については、過去に
許可を受けて実施されてきた結果、生残率の低下等が
見られたことから、今回許可する際に、その時期を避
けるよう条件をつけたものであります。関与取消訴訟
の判決によれば、今回の申請の目的はサンゴ類の生残
率をできる限り高める点にあることから、許可した際
に付した条件を厳格に遵守して移植時期の判断をする
必要がありました。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　部長はそれくらいしかできません、
ここまで。
　知事、副知事、こんな決め打ちよ、決め打ち。那覇
軍港の移設も一緒よ、決め打ち。この場合はこうで、
何たらいろいろいちゃもんつけて、法的には問題ない
んだよ。裁判も負けて。こういったことを県民の皆さ
ん方には一生懸命辺野古を止めるために頑張っていま
すよというアピール合戦ですか、これ。こんなこと許
せるのか。知事、副知事、どういう意味ですかこれは。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
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○農林水産部長（崎原盛光君）　先般の関与取消訴訟
の判決では、許可せよとの是正の指示が適法であると
の判断が示されましたが、いかなる時期にサンゴの移
植を実施するべきかということについてまで、裁判所
が判断したものではありません。
　一方、同判決の中で、１、沖縄防衛局からの申請の
目的はサンゴ類の生残率をできる限り高める点にある
こと、２つ目に、高水温がサンゴの白化現象による死
滅を引き起こすことや移植後の生残率は台風などの外
的要因にも影響されること、３つ目には、移植後のサ
ンゴ類の生残率が高くなるため、移植の方法等もサン
ゴの生残可能性が高くなるものが望ましいことなどが
事実であると認識されました。
　県では、このような判決の内容を踏まえ、移植後の
サンゴの生残率をできる限り高めるという目的を達成
するため、条件を付して許可処分を行ったものであり
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　そうですか。まあ、知事、両副知事
が答弁もしないってことは、マスコミの皆さん、どう
思いますか、これは。県民の皆さんも。全く表に出て
きませんね。時間がありませんので次に移ります。
　翁長県政から、これまで辺野古移設に関する国と県
の訴訟は９件あると認識しております。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御質問のとおり、
９件ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　平成27年11月、国が沖縄県を提訴
した代執行訴訟。内容は省きますけれども、これは後
に和解。間違いありませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御質問のとおりで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　この裁判費用は幾らかかりました
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御質問の代執行訴
訟に係る費用につきましては、1687万8240円でござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。

○島袋　　大君　平成27年12月、沖縄県が国を提訴
した執行停止決定取消訴訟、こちらも和解。間違いあ
りませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　そのとおりでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　かかった裁判費用は幾らですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　執行停止につきまし
ては２件ございます。まず抗告訴訟に係る分が950
万1720円、それから関与取消訴訟に係る分が533万
5240円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　平成28年２月、沖縄県が国を提訴
した国の関与取消訴訟、こちらも和解。間違いありま
せんか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　そのとおりでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　かかった裁判費用は幾らですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　関与取消訴訟につきま
しては、533万5240円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　平成28年７月、国が県に提訴した
不作為違法確認訴訟、こちらも最高裁判決まで行き、
知事の上告を棄却―県の敗訴ですね。こちらかかっ
た費用は幾らですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　不作為の違法確認訴訟
につきましては、1558万8690円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　平成29年７月、県が国を提訴した
岩礁破砕等行為差止訴訟は、こちらは福岡高裁那覇支
部判決では県の控訴を棄却、最高裁に上告したがその
後上告を取り下げ。これは県が敗訴という認識でいい
ですよね。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　そのように認識してお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　費用は幾らかかりましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　岩礁破砕等の差止めを
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求める訴訟につきましては、1402万8320円でござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　平成31年３月、県が国を提訴した
国の関与取消訴訟のうち、県が訴えを取り下げまし
た。これは裁判費用幾らかかりましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　執行停止決定の関与取
消訴訟につきましては、362万5130円でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　令和元年７月、県が国を提訴した国
の関与取消訴訟、最高裁判決で県の上告を棄却。県の
敗訴ということでいいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　そのとおりでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　費用は幾らかかりましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　関与取消訴訟につきま
しては、429万3464円でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　令和元年８月、県が国を提訴した裁
決取消訴訟、こちらは唯一まだ係争中のため飛ばしま
す。
　令和２年７月、県が国を提訴した国の関与取消訴
訟、こちらも最高裁判決で県の上告を棄却。よって敗
訴ですよね。幾らかかりましたか、予算は。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　サンゴの特別採捕許可
に係る訴訟に係る経費につきましては、837万7470
円でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　これまで９件の裁判を行っていま
す。まだ１件が係争中でありますけれども、それを除
いて、全て敗訴か和解で、県の勝訴は見受けられませ
ん。そこでこの８件にかかった裁判費用の合計幾らで
すか。

○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　係争中の抗告訴訟に要
した費用を除きまして、これまでの訴訟全体に係る費
用の合計は、１億8433万9592円となっております。
○島袋　　大君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　先ほど議員から御質問
のあった訴訟の８件の合計になりますけれども、これ
につきましては、7762万8274円でございます。この
費用に加えて、旅費等を加えた額が8352万5514円と
いうことでございます。
○島袋　　大君　これ足して１億ってこと。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　８件の訴訟に係る―この訴訟に係る費用につきま
しては、7762万8274円でございます。また、裁判に
係る旅費につきましては、複数の裁判に係る事務調整
を行った例もございますので、訴訟ごとの計上が困難
であるということから、９件の訴訟全体を合計すると
589万7240円ということで、先ほどの額と合わせま
して合計で8352万5514円ということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　ですからそのトータル、トータルで
幾らかというのと、裁判をするんだったら弁護士もか
かるんだから、弁護士費用も入るんですよ。これトー
タルであって、これ裁判で全体的に幾らかって最終的
に確認したいんだけど。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時41分休憩
　　　午前10時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　先ほど申し上げた額に
裁判以外に要した費用として、例えば法律相談―国
地方係争処理委員会への審査申出等に係る弁護士委託
料や、行政法学者からの意見聴取のための旅費などの
費用の合計が１億81万4078円となっており、係争中
の国訴訟に要した費用を除きまして、先ほどのものも
含めまして訴訟全体に係る費用の合計は、１億8433
万9592円ということでございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　これだけ裁判費用をかけて、勝訴が
一つもないというのは、県民の税金を使ってどうなの
か。今日はここまで問題提起したいと思っていますけ
れども、ほかの党から辺野古の工事を止めてコロナの
予算に回せと言っているんだけれども、じゃ裁判をや
らないでコロナの予算に回しなさいよ。そうなってく
るんだよ論理は。ここはしっかりと考えて、勝つのを
勝つというのを分からない、ありえないところも裁判
連発してこれだけの税金を使う。いかがなものかと思
います。
　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
　　　午前10時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　次に移ります。
　新型コロナ入院待機ステーションについて。
　知事は入院待機ステーションの人員の体制が整った
と発言しておりますけれども、説明を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　８月１日に南部地
区において入院待機ステーションを開設した際には、
県内外からの医師・看護師の派遣に加えまして、各消
防本部、厚生労働省、全国知事会及び陸上自衛隊等の
支援をいただき、緊急的に受入れ体制を整備いたしま
した。また、９月１日に中部地区に新たに入院待機ス
テーションを開設するに当たりましては、県内の関係
機関の協力を得て運営体制を確保したところでござい
ます。これにより、病床が逼迫し、入院調整が厳しい
状況下においても、自宅療養者等の急変時の対応、コ
ロナ受入れ医療機関の負担軽減及び救急隊の現場待機
時間の短縮に寄与したものというふうに考えていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　各消防から、幾つの消防が出ている
んですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　沖縄本島内の15の
消防本部に派遣を要請しているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　各消防から派遣職員は何名出ている
んですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　８月１日からの入
院待機施設の受入れ開始から９月18日までに、沖縄

本島内の13の消防本部から延べ337名の救急隊員を
派遣いただいております。
○島袋　　大君　議長、休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　入院待機施設で
は、医療人材等に加えまして、消防本部からの人員を
輪番制で入っていただいているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　この消防隊員、救急隊員含めて、宿
泊療養施設についてはどう考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　消防隊員の方が家
庭に宿泊するのではなくて、別のホテル等で宿泊する
という理解でよろしいでしょうか。
　消防隊員につきましては、入院待機施設では、医
師・看護師の管理の下に適切な感染防護策を取った上
で患者の対応を行っていただいております。
　県としましては、業務における感染リスクや接触の
機会、勤務時間等を考慮しまして、消防隊員が利用で
きる宿泊施設の確保について検討していきたいと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　消防隊員のＰＣＲ検査とワクチン接
種についてはどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　消防隊員につきま
しては、入院待機施設での業務に当たっている医師・
看護師の下で適切な感染防護を確認の上で、患者対応
を行っておりますが、他の医療従事者と同様に、医師
が必要と認めた場合には検査を実施したいと考えてお
ります。また、救急隊員のワクチン接種につきまして
は、まず優先接種の対象としておおむね完了している
ところではございますが、要望があれば接種ができる
よう対応したいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　派遣消防隊員が輪番制で回っている
けれども、これ県に出向として、この職員を県が引き
取って、要するにもう所轄の消防には戻さない、輪番
制でも。もう専門分野として県に出向という形で取る
考えはないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　各消防本部への派
遣要請に当たりましては、事前に協議を行いまして、
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派遣形態やそれから業務内容等の取扱いを整理しまし
たその協定に基づいて、業務に従事していただいてい
るところでございます。今後とも、支援を要請する場
合の派遣職員の取扱いについては、各機関の意見を踏
まえた対応をしてまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　本部長、知事、確認しますけれど
も、この各消防、待機ステーションは中部にできたけ
れども、中部には消防の救急隊員は派遣されていない
んですよ。あなたは職員を整えましたとか、かっこい
いこと県民に発表して、私の質疑に、あなたは自分で
しゃべった言葉にも対応できない。これいいんです
か。ましてや消防隊員というのは、家族がいます。救
急隊員が輪番制でいる。輪番制ですよ。日が終わった
ら家に帰るんだよ。そこで家族は心配している。であ
れば、宿泊施設を確保していただいて、その職員にホ
テルから勤務してもらう。そういったことも考えない
といけないんじゃないのか。そして救急隊というの
は、救急車で運んでくる。そこで患者さんを降ろした
後、救急車を１時間かけて消毒する。そして地元の所
轄の消防が、地元に何かあったらそこでまた一般の県
民・市民の対応をするんですよ。不安じゃないです
か、救急隊員は。だからＰＣＲ検査をしてくれと言っ
ているんですよ、私は。ここまで考え切れないんです
か、本部長。そこをやってくださいってことですよ。
だからみんなにしわ寄せが来る中、大変なんですよ。
ここに手を差し伸べて、こういった体制も考えてやっ
ていこうと、コロナの収束に向けてみんなで県民挙げ
て頑張っていこう、これが本部長としてのメッセージ
でしょうが。知事、ここをしっかりとＰＣＲ検査もろ
もろ含めて費用をしっかり対応していただいて、その
知事の判断を求めたいんですよ。知事、これ私が言っ
ているのはおかしくないと思っていますよ。ここを知
事が本部長として対応してくれれば中部のステーショ
ン、これから第６波が来る可能性もないとは言えない
んだから、その対応を今で事前につくっておきましょ
うと私は提案しているんだから。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど保健医療部長から答
弁をさせていただきましたけれども、現場におけるそ
の業務上の感染リスク、接触の機会、勤務時間等もろ
もろ考慮し、当然消防隊員ほかの方々が利用できる宿
泊施設については今、検討を進めているところです。
議員御案内のとおり、ＰＣＲ検査についても、我々は
次の大きな波に万全に備えるためには、ＰＣＲ検査体
制もしっかりと整えていくべきであろうというように

思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　知事、ぜひとも本部長として、ここ
はＰＣＲ検査を早期に、両副知事とも対応して、担当
部局とも調整して頑張っていただきたいと思っていま
す。
　次に、那覇空港のクリニックについて、進捗状況ど
うなっているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　那覇空港ビルディング株
式会社は、旅客サービス強化の一環として、空港内ク
リニック設置が必要と認識し、検討を進めているとこ
ろです。同社は、県が実施している空港内でのＰＣＲ
検査と抗原検査、この状況を踏まえ、空港内クリニッ
クの機能や担う役割について、関係者と協議を重ねて
いくとしております。
　県としましては、クリニック設置に向けて、引き続
き同社と連携して取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　この案件、私は以前に質問をしまし
たけれども、当時の富川副知事は、次期沖振の中にも
盛り込んで頑張っていきたいと言っているわけですよ
ね。そのお方が今は空港ビルディングの会長になって
いるんだよ。ここは、謝花副知事、調整して―今、
首都圏の空港の中にあるんだけれども、那覇空港は、
これだけ観光立県と言っておきながらクリニックがな
いんだよ。これ分かっているでしょうが、みんな。み
んな分かっているんだよ。ここをやるかやらないか
の話なんだから、ここはもう当時の副知事も今は会長
としているんだから、行政として調整がスピーディー
にいくと思うんですけれども、最後、謝花副知事どう
ぞ。これ押しつけじゃないよ。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　先ほど宮城企画部長が答
弁しましたとおり、必要性については我々認識してご
ざいます。あちらの社長のほうも大変前向きに検討し
ていただいております。あとはクリニックをやった場
合の採算性などがやっぱり課題だというふうに聞いて
おりますので、その部分について今現在、いろいろ調
査を行っているというふうに聞いております。我々
行政としても企画部を中心に、しっかり同社と調整を
行ってまいりたいと思います。
○島袋　　大君　ひとつ頑張ってください。よろしく
お願いします。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午前10時54分休憩
　　　午前10時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　又吉清義君。
○又吉　清義君　沖縄・自民党の又吉清義です。
　今、県民はコロナ感染におびえ、我々はそれを払拭
するために、正確な情報を知り、不安を取り除かなけ
ればいけないと思います。そのような思いでもって、
このコロナ感染についていかに早く解決するか、そう
いった立場で質問させていただきたいと思います。
　まず、ＰＣＲ検査について、これまで陽性反応が出
た方は、全てコロナ感染者であるとカウントをしてい
るのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ＰＣＲ検査で陽性
反応を示した場合に、過去の感染歴、それから臨床症
状、疫学情報等から医師の診断により届出がなされま
して、その届出がなされた方については新規感染者数
としてカウントされます。また、ＰＣＲ検査はウイル
スの遺伝子を検出する検査方法でございますので、回
復しても体内に残っている不活化した感染性のないウ
イルス遺伝子を拾ってしまうことがありますので、こ
の場合は医師の診断により新規感染者数としてカウン
トされないこともございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　では、これまでの陽性者について、
どのような経緯でコロナ感染者と判断されているか、
どこで誰が行うのか、もう一度お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナの診断につ
きましては、陽性の検査結果が出た場合に、医師の問
診による診察所見を踏まえまして総合的に判断され、
先ほど御説明しましたとおり、陽性者として届出が出
されるというスキームになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　先ほどの陽性者でウイルスに感染す
るとのことなんですが、このＰＣＲ検査、これについ
て陽性反応はコロナのウイルスだけでしょうか。ほか
にも検出されませんか。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時58分休憩
　　　午前10時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナに関するＰ
ＣＲ検査はコロナのウイルスだけです。

○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ぜひ確認してもらいたいですね。Ｐ
ＣＲ検査キットの説明書に、これ書かれていますよ。
ウイルスには、例えばコロナウイルス、ＲＳウイルス
Ｂ型から、インフルエンザＡ型、Ｂ型と、あらゆるウ
イルスに反応すると。何もコロナとは決めてはないで
すよと、そういう説明書があるんですが、御存じでは
ないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時59分休憩
　　　午前10時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ＰＣＲ検査という
手法は、いろいろなウイルスを検出するのに使われる
手法ではございます。ただ、コロナに関するＰＣＲ検
査につきましては、コロナに反応する試薬といいます
か、そういうものが使われておりますので、コロナに
関する部分だけが検出されるということになります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　あえてそこも議論したい。であるな
らば、今世界中で、沖縄県もそうです、コロナという
菌をちゃんと立証しましたかという問合せに対して、
世界中誰も立証した方はいないというのは、御存じで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時00分休憩
　　　午前11時00分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナウイルスに
つきましては、様々な国でもいろいろ研究がなされて
いると思います。
　日本においても、国立感染症研究所の分析等を踏ま
えて、県としましては対応をしているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　対応をしているところであって、実
際県のほうにも、ある民間の方がコロナウイルスとい
う、ちゃんと立証できる証明書はありますかと、厚生
労働省にも世界中、ＷＨＯにも出しております。これ
は一切返答はないというので、皆さん十分確認してく
ださい。私が議論したいのは、何もこれではありませ
んので、次に移ります。
　コロナ感染についてということで、感染と発症の違
いについて御説明ください。
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○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず感染とは、ウ
イルスが体内に侵入し、増殖することでございまし
て、一方、発症とは、病気の症状が現れることを指し
ます。具体的には新型コロナウイルスが細胞内に侵入
し、増殖したら感染したことになります。発熱や咳、
味覚異常などの症状が現れた場合は、発症したという
ことになります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　そうですよね。ですからワクチンと
いうのは、どのように何に効果があると書かれており
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナウイル
スワクチンにつきましては、発症を抑えるのに効果が
あり、海外の臨床試験では、例えばファイザーであれ
ば95％、モデルナであれば94％の効果が確認されて
おります。なお、海外ではファイザー社のワクチンで
感染を予防する効果が認められたという論文もあると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　論文もあるところであります、それ
も別に譲りますよ。とにかくワクチンについてお互い
ぜひ正しい知識を―かねがね私は言っております。
感染を抑える効果よりも発症を抑える効果が大きいと
いうことを、ぜひ私たちは県民の皆様に周知徹底をし
ないと脇が甘くなりますよということを私はかねがね
言っております。
　ですからそこで過去の例を見ますけれども、感染の
予防効果もあるということなんですが、例えば与那国
町の高齢者福祉施設、そこで職員、入所者ほぼ全員コ
ロナに感染いたしましたよね。その方々のワクチン接
種はどのようになっていましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時３分休憩
　　　午前11時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　与那国の施設にお
けるクラスターについては、全員がワクチンを接種し
ていたというふうに聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　それも現状なんですよ。これはうる
ま市の記念病院内でもこれが起きております。そして
最近私が得た情報で、私びっくり仰天しております。
これは県の皆さんも事情聴取していただきたい。あち

らこちらですね。早めに２回ワクチン接種をしたんだ
けれども、３回コロナにかかってしまったと。私も
びっくり仰天しております。その人に会ってみたい
なと思っております。そういった意味で、ワクチン接
種をしたからといって、お互いそれでよしとするだけ
じゃなくて、やはり一つ一つ検証をしていただきたい
なと。ワクチンをしっかり打ったところ、うるま記念
病院もそうです。ほとんどワクチンを打ちました。し
かし、たくさんの方々が感染いたしました。そういう
のが実際あるというのを私たちは無視してはいけない
ということを改めて皆様方に強く警鐘を鳴らしておき
たいと思います。
　次、３番目は飛ばして、４番目の去年のコロナ感染
と今年のコロナ感染状況について伺います。
　前年と比較検討して、感染者の重症者・死亡者状況
はどのように変化してきたか、お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナウイ
ルス感染症の陽性者数につきましては、令和２年が
5413人、令和３年は９月23日現在で、４万3725人、
累計は４万9138人となっております。重症者数につ
きましては、令和２年７月の第２波以降で、県としま
しては、日ごとの重症者数を出しておりまして、それ
を単純合計したものとなりますけれども、令和２年は
延べ1172名、令和３年は９月23日現在で延べ2736
人でございまして、累計は延べ3908人となっていま
す。また死亡者数につきましては、令和２年は81人、
令和３年は９月23日現在で212人、累計は293人と
なっております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから部長、特に対策本部長に言
います。私は、日夜奮闘している担当職員並びに医療
従事者の皆さん方の御苦労に本当に感謝申し上げま
す。でも、これまでワクチン接種に莫大な予算をつけ
接種率を上げても、コロナ感染者や死亡者は去年より
もさらに増え、効果が現れていないのが今日の現状で
はないだろうかということが、やはり私はそういうふ
うに受け止めております。ですから、対策本部長は知
事、この現状をどのように分析をし、県民の暮らしや
命を守り、経済・福祉・教育など立て直すために今後
どのような取組、対応をしていくのかお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　このコロナは従来株からア
ルファ株、そしてデルタ株と変異を繰り返しながら、
その変異した株に対する感染力の強さであることなど
も研究の結果、明らかになってきております。今般デ
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ルタ株への置き換わりによって、ワクチン接種済みの
方が新型コロナウイルスに感染する、いわゆるブレイ
クスルー感染という状態も起きてきております。
　そして、このワクチンがおよそ半年の効用が切れる
前に、さらにワクチンを３回目接種をするためのその
ような取組も必要であろうという専門家の意見も上
がってきております。国立感染研究所のホームページ
によりますと、デルタ株に関するワクチンの効果は、
従来株と比較して発症予防効果、感染予防効果に対し
て、減弱の可能性があるものの、重症化の予防効果は
不変であるということも分かっております。ですか
ら我々は、やはり希望する方にはできるだけワクチン
接種を勧奨して進めていって、できるだけこの発症予
防、それから重症化予防、さらにはブレイクスルーで
罹患した後の後遺症を防ぐという意味からも、ワクチ
ンの接種を加速化させていきたいというように考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　先ほど、ワクチン接種は、感染予防
よりも主に発症予防効果があるとの部長からの説明も
ありました。それはそれでよしとします。別にあれは
ないです。ただしかし、このままで進めていく中で死
亡者も増える、感染者も増える、それでいいですかと
いうことなんですよ。ですから、今年また、全く逆の
立場から言いますけれども、人口動態調査の結果につ
いてなんですが、去年と今年の死亡者数を比較検討し
た場合、この人口動態調査の死亡結果、毎月どのよう
な傾向に今変わりつつありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時９分休憩
　　　午前11時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　厚生労働省が公開
しております、令和２年人口動態統計月報年計（概
数）の概況によりますと、令和２年の死亡数は全国で
137万2648人、そのうち新型コロナウイルス感染症
を死因とした死亡者数は3466人となっております。
なお、国の通知によりますと、新型コロナウイルス感
染症の陽性者であって、入院中や療養中に亡くなった
方については、厳密な死因を問わずに死亡者数として
全数を公表することとなっておりますので、本通知に
基づく沖縄県における令和２年の新型コロナウイルス
感染症の死亡者数は81人となっているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。

○又吉　清義君　ですから、何回も私は言ってます。
知事も答弁で言いました。コロナ感染で一番何を恐れ
ているかと。６月にもお聞きいたしましたが、再度、
コロナ感染で知事が一番恐れているのは何でしょう
か。もう一度お伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナに感染した
方は、軽症で済む方も多くいらっしゃいますけれど
も、その中で重症化する方や、それから死亡に至って
しまう方々がいらっしゃいますので、そういう方々を
どうしても救わなければならないというのが、私たち
の使命だと思っております。また軽症であった場合で
も、後遺症があるということもありますので、決して
侮れない感染症だというふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　私は何もあれしなさいとは言いませ
んよ。要するにコロナで年間亡くなっている人数と、
人口動態で見た去年１年間で亡くなっている１、２、
３、４位までを比較検討したら、どういうふうになっ
ていますか。現状的に。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時11分休憩
　　　午前11時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　令和２年の沖縄県
における死因別の順位でございますが、１位が悪性新
生物、２位が心疾患、３位が老衰、４位が脳血管疾患
ということになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　部長、その１位から４位までの人数
を皆様にお知らせするのはそんなに嫌なんですか。人
数まで丁寧に説明してあげたほうがいいですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　大変失礼いたしま
した。
　１位の悪性新生物が3274名、２位の心疾患が1669
名、３位の老衰が1057名、４位が脳血管疾患で978
名となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　だから、そうですよね。何もコロナ
上がれとは言いませんよ。しかし、身の回りにはコロ
ナがかなわないぐらいの死亡者数が、身の回りで既に
もう起きているんですよ。そればかりじゃない、先ほ
ど言いました人口動態調査で、去年よりも今年は死亡
者が多いということを皆さん把握をしていないんです
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か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　暦年の調査でござ
いますので、令和３年の数字はまだもちろん途中でご
ざいますけれども、私の手元にあります資料で申し上
げますと、令和元年の死亡者数―沖縄県です―
１万2509名、令和２年が１万2390名となっておりま
す。
○又吉　清義君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　又吉清義君。
○又吉　清義君　冒頭で申し上げました、正確な情報
を県が発信しないと県民の不安は募るばっかりなんで
すよ、皆さん。ですから６月にも私はチュージューク
言いました、正確な情報を発信してくださいと。去年
と今年、７月現在で543名も死亡者が増えています。
うなぎ登りに増えています。大変ですよ。コロナ追い
越すかもしれませんよ。こういう原因もなぜか皆さん
ちゃんと把握をしないと。ですから、私が非常に疑問
を持っているのは、この県民の生命は誰しも同じと理
解するが、コロナ感染以外で死亡する方が多い今日、
この現状に県は全く無関心であるなということを私は
皆さんに言わざるを得ません。どうなっているかも分
からない。どうして皆さん、このように県民の命はコ
ロナで亡くなる人、その他で亡くなる人、全て私一緒
と思いますが、何の手立てもしない、この理由は何で
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　７月現在の数字に
ついて手元にないのは非常に申し訳ございません。
ただ県としましては、人口動態調査などにおきまして
も、死亡者数の死因別の統計でありますとか、そのよ
うな分析は常々行っておりまして、そのために例えば
救急の病床が逼迫しないようにということで、コロナ
もそうですけれども、一般の救急についても関心を持
ちながら対応をしているところでございます。その上
で、県立、公立を問わず病院の先生方には非常に協力
をいただいて、対応しているという現状でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。

○又吉　清義君　だから部長がおっしゃるように、一
般の病棟が逼迫しないようにということなんですが、
逼迫してしまってもうこんなにたくさん亡くなり始
めているんですよ、皆さん。私はそれ言いたいんです
よ。真逆ですよ、部長がやってることと、逼迫して大
変になっているんですよ。それをしっかり人口動態調
査を見て知ってください。コロナ２か年間で約296名
ですか、昨日の時点で亡くなりました。それ以外に今
年既にもう500名以上が去年よりも死亡者多いという
ことです。多い。これがどんどん伸びている。これで
いいんですかと、県民の命をしっかり守るために、コ
ロナ対策も重要です。しかし一般病棟もどうするか、
少し目を向けていただきたい。全く無関心である、皆
さん。だから私はあえて皆さんにそれを警告しており
ます。
　次に移ります。
　同じ４番の (3)、教育現場の感染状況はどのように
変化してきたかを伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　これは学校等からの報告になりますけれども、令和
２年の１月から12月までで、本県の公立学校におけ
る新型コロナウイルス感染者数は児童生徒で270人、
職員で51人となっています。また、令和３年１月か
ら８月までになりますけれども、児童生徒で3145人、
職員で261人となっており昨年に比べ大きく増加をし
ています。増加の背景にはデルタ株の影響があるとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　次に (4) の保育園現場の感染状況は
どのように変化してきたかお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　市町村の
保育担当部署から県に報告のあった保育所等における
感染状況でございますが、令和２年度が148施設270
人で、うち児童が129人、職員が141人でございまし
た。令和３年度ですけれども、９月21日時点で534
施設1503人、うち児童が1002人、職員が501人と
なっており、第５波の影響等により子供の感染者数が
増加している状況にございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　対策本部長、このようにあらゆると
ころで増え始めている、事実なんですよ、ワクチン接
種をする中で。だからワクチン以外のことも考えない
と駄目じゃないですかということをあえて皆様方にお
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伝えしたい。特にこの保育園関係で、もう一つ不思議
なことが起きております。感染しないはずのゼロ歳
児、２歳児、３歳児と６歳児とこういう子供たちが急
遽保育園一帯、全部で熱を出している、そういった保
育園が出始めてきた。そういうのを御存じでしょう
か。子供たちが一斉に全員熱を出し始めてきた。そう
いう現状は把握しておられますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　一斉にと
いうところは、また別の問題といたしまして、保育所
によっては、感染が広がってクラスターが発生してい
るところも多数あるというところは承知しているとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ぜひ保育園そのもので、子供たちが
全員発熱をしていたというのは、やはり実態調査をし
たほうがいいですよ。大変ですよ。増え始めているか
ら、あえて警告しておきます。
　次に、コロナ感染予防対策についてお伺いします。
　県はこういう状態の中で、どのような取組を県民に
周知徹底しているか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県民の皆様に対す
る予防策としましては、基本的なところではございま
すが、新型コロナウイルスの感染リスクを低減させる
ために、せきエチケット、小まめな手洗い、手指の消
毒、マスク着用、距離の確保及び換気などの徹底を県
民に強く呼びかけているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　だから、そういう努力は皆さん理解
いたします。しかし、収まらない。どうすればいいん
ですか、今のままでどんどん増える一方ですが、相変
わらずこの手法でいくんですかとお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　やはり感染症の対
策としましては、県民の皆様にお願いすることとしま
しては、先ほど申し上げましたように接触感染、飛沫
感染、マイクロ飛沫感染を予防することが日々の生活
においては非常に重要なことだと考えております。あ
わせて県としましては、そこを予防するための検査体
制の拡充であるとか、それからワクチンの接種につい
ても促進していきたいと考えているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　先ほどワクチンは発症を抑えるもの
であると、感染をそんなに抑える効果はないと部長が

おっしゃっているのに、私が言いたいのは、コロナに
感染した方をしっかりこれを命を守る、これも大事。
だからワクチンを接種する。それはそれでいいです。
しかし、感染をしないための予防策があまりにも脆弱
じゃないですかと、私はそれをあえて皆様方に訴えた
いし、お聞きしたい、お尋ねしたい。
　まず、飛沫感染の予防対策とはどのような方法を皆
さん行っていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず飛沫感染の対
策としましては、感染者がせきやくしゃみ、発声等で
飛ばした飛沫を吸い込むことなどが感染経路となりま
すので、マスクの着用、それから距離の確保及び換気
が予防対策となるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　このようなせきやくしゃみで飛沫を
する。それを他人が吸い込む。吸い込んだ他人という
のは、このウイルスは最初にどこに真っ先に付着いた
しますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　一般的には咽頭、
喉の奥が付着するものと言われているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ぜひ部長、この辺、ぜひ皆さん正確
な情報集めたほうがいいですよ。鼻から吸う、口から
吸う、増殖場所は、付着する場所はべろです、べろ。
べろに付着をし、そこで増殖をしてそこから喉に落ち
てくる。増殖する場所がべろだということを御存じな
かったということでよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員がおっしゃる
ことも否定するものではございませんけれども、一般
的には鼻咽頭の粘膜というふうなことが疫学的には言
われているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　だから、皆さん、べろを通らずに鼻
咽頭の粘膜まで到達しませんよ。そこで最初に付着
するから、そこで増殖してそこに行くんですよ、皆さ
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ん。順番間違えてないですか。おかしいですよ。何も
私は鼻咽頭であれ、べろであれ大事なことを皆さんと
協議したいということです。
　今皆様方がやっている取組の中で、なかなか収まら
ない、収まらない。であれば、皆さん、うがいだけで
も収まらない、じゃ私の言っている理論、べろ等で最
初に付着をする。増殖をするのであれば、お互いべろ
磨きの運動をしてそれが減るんだったら、こんないい
ことはないんじゃないですかと、私はそれを言いたい
ということですよ。できる、あらゆる方法を皆さん、
県も取り組んでいかないと、今までの方法で減ってい
るんだったらいいですよ、減少してるんだったらいい
ですよ。減少なんかしてないですよ。だから対策をい
ろんな面から考えないといけない。私はこういった予
防効果があるの、お金もかからない。誰でも気軽にで
きる。そういうのを県としていかに推進するかも大事
なことだと思いますよ。そういうのをやる気はないで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時27分休憩
　　　午前11時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど大城部長から答弁を
させていただきましたが、このコロナウイルスが人か
ら人に伝わるのは飛沫感染、マイクロ飛沫感染、接触
感染というその経路が分かっています。ですからその
経路に当たる部分をしっかりと消毒をすること、それ
は議員おっしゃるとおり、うがいだけではなく、べろ
磨きもやってくださいと推奨している歯医者さんもい
らっしゃいます。ですから自分たちが取り得る感染症
予防対策はしっかり取っていただきたい。それは我々
沖縄県としても、特にワクチンを打てない12歳未満
の子供たち、先ほど議員御案内のとおり、保育園でも
感染することがあれば子供たちにもしっかり手を洗っ
てもらう。お口クチュクチュのうがいもしてもらう。
そういうことも心がけながら、大人がカバーしてやれ
るところはしっかりやってあげるということが感染症
対策の、地道ですけれども新しい生活様式にのっとっ
たその対策、それを徹底していただくことが非常に重
要だというように考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、その対策等をあらゆる角
度からできるところをお互い、これでよしとするん
じゃなくて、あらゆる角度から取り組んでいかない
と、私は感染が収まらないと思いますよ。ですから皆

さん、当初から感染症対策について取り組む、取り組
み方は従前と一緒であると。もっと調査研究をする
と、する中でどうあるべきか、いかにすべきか、それ
を進めていく、その策略を練るのが対策本部だという
ことで、私は思っているものですからあえてそういう
ことを聞いているわけですよ。皆さんが的確に正確
な情報収集をし進めていかないと、県民は知らないと
思いますよ。ですから、そういうのを進めていただき
たいということで、それで教育長にも伺いますけれど
も、この学校感染もかなり多いです。学校現場でこの
べろ磨きを取り入れて実践をしてはどうかと、実践し
て取り入れて減ればそれでいいじゃないですか。予算
も何もかからないんですから。各学校に協力依頼をす
ると。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　感染症対策本部のほうから
いろんな感染対策、示されると思います。そこをしっ
かり情報収集しながら必要な対策を講じていきたいと
思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　これは教育長、今やる気はないとい
うふうに理解するのか、やる気はあると理解するのか
どちらですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　感染対策いろいろあると思
います。場合によってはこれは効果がないような―
最初コロナがあったときに、たしか温かいお湯を飲ん
だら防げるとか、いろいろあったかと思います。しっ
かりしたエビデンスの下に示されると思いますので、
そこは本部がしっかり情報を把握すると思いますの
で、その必要な感染対策については示されたらしっか
り通知していきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　教育長、リスクは何もないですよ、
学校に勧めて。個人で理解する方はやってください
と。だって歯磨き運動しているんですから、それで減
るのであればこんなにいいことはないじゃないです
か。とにかく人間は生きるために口から空気を吸う。
そして最初に付着するところはべろであるのは間違い
ない。そこで増殖をする。そして、喉のほうの粘膜に
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付着をしていく。そういうのをしっかりまた対策本部
としてもその経緯、しっかり精査をし、どのように感
染が起きるかをぜひ調査研究をして、対策を練っても
らいたいと思います。
　そして次、接触感染の予防対策についてお伺いしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時31分休憩
　　　午前11時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ウイルスが付着し
た場所に触れた手で自分の口や鼻に触れることなどが
接触感染の経路と考えておりますので、まずは小まめ
な手洗い、それから手指の消毒というのが予防対策に
なると周知をしているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　このような実践を家庭内で気をつけ
る場合、主にどこを気をつければよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず、外出から戻
られたときにはしっかり手洗いをする、うがいをする
ということと、それから家庭内においても共有する部
分については小まめに消毒をしていただくということ
が重要かと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　このウイルスは、人間はどこから排
出されるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時32分休憩
　　　午前11時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナの感染者か
らは、せき等によって排出されるものと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ぜひ調査研究してください。いい
ですか、ウイルスが人間の体に入った場合、一番多い
ところは便ですよ。ですからトイレの掃除、内側、外
側、ノブの清掃、家庭内で行うことでいかに減るか、
皆さんがこういうのもまたやはり周知徹底をしていな
い。家庭内で、これもすぐできることです。ぜひ推奨
してください。
　そして次、免疫力、体力を増強する予防対策につい
てお伺いします。どのような取組を県は行っているか

お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　健康的な生活習慣
の実践は、自らの免疫力の維持向上を図り、ウイルス
感染への抵抗力を高め、発症や重症化の抑制につなが
ると考えております。
　県ではコロナ禍における健康に対する行動や意識変
化が期待される中、新たな健康習慣を身につける転機
と捉えて、気軽に取り入れられる体操や免疫力に着目
したうちなー予防めしの開発、それから健康づくりの
動画制作を行い、ウェブやＳＮＳで発信するなど普及
啓発に取り組んでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　この健康づくりと予防めしとはどの
ような飯ですか、具体的にお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時35分休憩
　　　午前11時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　うちなー予防めし
といいますのは、沖縄栄養士会が、免疫機能を低下さ
せないで感染症の予防に役立つ食事というものを提案
されていまして、そういったように、注目される栄養
素を豊富に含む料理等を紹介するという状況でござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから部長、これにどのように書
いてありますか。大事なことを落としていますよ。で
すからどのような食事ですかと、具体的にお答えくだ
さいと言っているんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時35分休憩
　　　午前11時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　すみません、ちょっ
と手元に資料がございませんが、たしか沖縄県産の島
野菜等を使った食事であるとか、従来から健康にいい
とされてきた食材を使った食事というのが提案されて
いたかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　部長は主婦ですから、お料理もお家
で作っているからよく御存じかと思います。従来から
あった体にいいというお料理は、どんな料理があるん
ですか。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時36分休憩
　　　午前11時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　例えば、今の夏場
でありますと、ビタミンＣがたっぷりなゴーヤーであ
るとか、あとは沖縄の郷土料理にあります昆布を使っ
た料理であるとか、そういったものが栄養的には非常
によろしいのかというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ぜひ、正しい情報を発信してくださ
い。
　この中でとても大事なポイントは、こういう料理も
頂く中で、発酵食品を積極的に取りましょうと。発酵
食品と発酵してないもの、大きな違いがありますよ。
これをしっかり部長、理解していただけないと大変で
すよ。なぜ発酵食品か。時間がないからあえては私言
いませんけれども。そこで免疫力を高める。知事、カ
チャーシーをして免疫力、何％くらいアップしました
か。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　数値に置き換えることは難
しいのですが、気力は十分満ちております。
○又吉　清義君　ですから、アップしましたか。
○知事（玉城デニー君）　アップしました。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですからこのように知事、ストレス
をためないようにすること、とても大事なんですよ。
ですから一般病棟で亡くなる方が増えてきているん
ですよ、コロナ恐怖によるストレスがたまるばっかり
に。それを払拭する中で、正しい情報を発信していた
だきたいと思います。
　ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○又吉　清義君　ですからこのように、例えばお互い
ワクチン以外にも免疫力を高める、体力を蓄える、そ
して飛沫感染予防対策であり、そのような方法につい
てぜひ予算をかけていくべきだと私は思いますが、皆
さんそのようなお考えはまだないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　健康に関する予算
というものは保健医療部でも多々ございますけれど

も、中でもコロナの感染予防対策として挙げられます
ものは、感染防止対策の徹底や健康的な生活習慣の実
践等の周知啓発に要する費用として、今年度でいいま
すと約5600万円を計上しております。また、感染防
止対策の認証制度というものを店舗等に行っておりま
して、その事業で約３億3000万円、それから議員は
ワクチンについてのことではないとおっしゃいますけ
れども、県のワクチン接種センターの設置についても
予算を計上しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、それはそれでいいですと
私はずっと言ってますよ。今皆さん方に対しまして、
飛沫感染、接触感染、免疫、体力をつける。そのよう
な予算、先ほど5000万余りと言っておりますが、こ
れまで我々はコロナ対策に対する予算、4000億以上
出しております。それはそれでいいんです。こういっ
た新たな分野に、予算もかけてお互いチャレンジをす
る。そして、県が周知徹底もする。例えば、ある家庭
で２か月間もコロナがゼロの家庭に関しては、１万円
を給付すると……
○議長（赤嶺　昇君）　まとめてください。
○又吉　清義君　奨励金ですね、そういうのも考えて
みたらいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナに感染する
こと自体について優劣をつけることは非常に厳しいと
思います。ただ、感染予防としての予防対策は重要で
ございますので、これについては引き続き注力してま
いりたいと思います。
○又吉　清義君　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　皆さん、もうこんにちはという時
間になってきたと思います。なかなか絶妙なタイミン
グで質問が回ってきたものですから、多少時間も押す
かと思うのですけれども、よろしくお願いしたいと思
います。
　質問に入る前に、一般質問の通告の締切りが終わっ
た後にいろんな要請書とかが出てきました。本来であ
れば内容を見て、私もこれに関していろいろ質疑をし
たい、質問をしたいというものがあったんですけれど
も、通告締切り後にこういったものが出てきたという
こともあって、全く触れられないまま、やきもきした
状況で今日この場を迎えております。できれば、議会
等に関わる重要なものに関しては、事前にしっかりと
やっていくと。通達も含めてやってもらわないと、
議論も何もできないということにつながります。です
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から、こういう物事については、タイミングも重要に
なってくると思いますので、ぜひ配慮をして出してい
ただきたいと。これは要望して一般質問に移りたいと
思います。
　通告に従いまして、まず我が県の社会的養育という
ものについて、少し議論をさせていただきたいと思い
ます。
　令和２年度に沖縄県社会的養育推進計画というもの
を我が県は策定して、沖縄が持つ特殊事情を勘案した
児童福祉の推進ということを目指しているというふう
に前文で書かれておりました。昨今取り沙汰される子
供の貧困の解消・解決にも社会的養育推進というもの
は直結していくだろうと私は考えているのですが、こ
の児童福祉施策の対象となる子供たちがいずれ沖縄の
将来を担っていきますから、実施並びに充実は沖縄の
未来を左右する重要な事柄であるということも言える
と思います。
　そこで、この内容等々について、(1)、里親委託率
の目標数値と国基準との比較及び現在の委託率に関し
て教えてください。　
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　国の新し
い社会的養育ビジョンにおいては、おおむね令和６年
度までに、乳幼児の里親委託率を75％以上、学童期
以降の児童については、おおむね令和11年度までに
50％以上とすることを目標としております。各自治
体は、これを参考に地域の実情を踏まえて目標設定が
できることとされておりまして、県計画におきまして
は、令和11年度までに里親委託率を全体で40％とす
る目標を掲げているところです。
　令和元年度の本県の里親委託率でございますが、乳
幼児が47.1％、学童期以降の児童が29.8％、全体で
34.4％となっておりまして、これは47都道府県中、
６番目に多い委託率となっているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ありがとうございます。
　今、手元に都道府県社会的養育推進計画の提出状況
等についてという資料があるんですけれども、これで
は2018年度末の実績で沖縄県は34.7％という数字に
なっております。2018年度末の実績でいうと国内で
３番目、震災等でいろいろとこういった制度が進んだ
宮城県とかを含めて３番手という形になっているので
すが、今、答弁を聞くと0.3ポイント後退をして、順
位も６番目に下がっているという状況が聞けました。
この理由についてどう考えているのか。あと、国の目

標値は先ほど答弁もあったように、就学前が75％で、
学童期以降は50％ということになっているのですが、
県はやっぱりそこも低いと。国の目標数値に比べても
です。その理由も併せてお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　議員が
おっしゃったところの第３位というのは、平成30年
度の数値であったと思います。令和元年度で申し上げ
ますと、34.4％と若干下がってはいるところでござ
います。これは、措置の児童数にも関係してくること
もございますし、あるいはこの社会的養育ビジョンを
各県策定して、取組が強化されているというところも
あるかと思いますけれども、沖縄県におきましては、
この間ずっと上位で、里親委託率は高い状況でござい
まして、県としましても、今後も引き続き里親委託率
の向上に努めてまいりたいと考えております。
　また、目標値についての御質問でございますが、
県が目標値を策定するに当たりましては、今後向こ
う10年間の人口比に占める子供の人口の見込みです
とか、社会的養護―うち、どの程度の子供が必要と
なってくるか、あるいは養護の子供たちの中には、医
療的ケアですとか被虐待経験などで専門的な養育、施
設での養育等が必要となるお子さんもいらっしゃいま
すので、過去の割合等も勘案して、それから今後の里
親の育成状況と現実的にどれぐらいの目標を定めて取
り組んでいけるのかというところを勘案して、このよ
うな目標値を設定しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　この目標値に関して、今年度から
里親委託率の目標値を国基準に引き上げた場合、里親
養育包括支援に関する補助率が２分の１から３分の２
にアップするというような通達も出ていると思うので
すが、それでもなお、今の40％と。状況をいろいろ
と勘案してという答弁があったんですが、引き上げる
つもりはないのか。この通達を受けて、他の都道府県
もしっかり引き上げてこの制度を充実させるために３
分の２の補助を活用していこうというような動きも見
られます。
　沖縄県としてどう考えているかを教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時48分休憩
　　　午前11時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　この目標
値を設定するに当たりましては、児童養護施設並びに
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里親会等と国の補助メニューの話も含めまして、意見
交換を行っているところでございます。現段階では、
県が実現可能な目標として掲げて取り組んでいく数字
としては、今、定めている数字の下で取り組んでいく
ということを考えておりまして、今後また時期を見て
必要な段階になりましたら、また随時御意見を伺いな
がら検討してまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　では、この補助制度の変更、先ほ
ど２分の１から３分の２にアップするという話をした
んですが、これは把握していたのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　担当部署
のほうでそのような情報は把握しているというところ
で聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　各県それぞれ様々な事情がありま
すから、その県に合った推進計画を策定して、目標値
もそれに合わせてやっていくということはとても重要
なことだと思います。ただ予算が限られる中、どのよ
うな形でやっていくのかというものを考えるに当たっ
て、補助率が２分の１から３分の２にアップするとい
うのは、それはそれで有用なことなのかなと。それで
できること、それで救える子供たちが増えるというの
を考えたら、目標数値の見直し等々も含めて検討する
ということも重要だと思うんですが、改めて見解をお
聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　現在実施
している国庫補助事業等も含めて、今後の見込み等も
含めて総合的に判断してまいりたいと考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　今この補助事業の話の中で出てき
た里親養育包括支援事業というものについて、社会的
養育の推進の肝となるという説明を私も受けました。
この里親養育包括支援事業を行うに当たって、フォス
タリング機関と言われている機関が重要な位置を示
すと。これは里親のリクルート、登録に当たっての研
修、マッチング、また養育支援等を一貫して行う機関
ということで定義づけられていると思うんですが、こ
のフォスタリング機関は、現在、沖縄県の中で何か所
あるのか。また、今年度から始まっている自立支援担
当職員の配置に係る補助制度というものについて、ど
の程度この機関の中で利用されているのか教えてくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午前11時51分休憩
　　　午前11時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　フォスタ
リング機関といたしましては、現在乳児院を運営して
いる社会福祉法人と県の里親会が担っております。
また、自立支援員の件につきましてですが、そのよう
な補助制度はございますけれども、県としては別に、
ＮＰＯのほうにその対象者の見守り等をお願いしてい
る関係で、そこが担っているというところでございま
す。そこで就労の相談であったり生活の相談だったり
という見守り支援を行っております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　答弁ありがとうございます。
　ちょっと最初の段階で少し難しい専門用語とか出て
きたので、なかなか理解も難しい部分があるかと思う
んですが、この里親というものに関して言葉が持つイ
メージが非常に重いなというのを、私もこの社会的養
育の話を聞くときに、まず最初に感じました。里親と
いうと養子縁組をして子供を引き取るというのが一般
的な認識になっていると思うんですが、現在その里親
制度も多種多様にわたっていて、例えば週末だけ受け
るものとかも含めていろんなものがあると聞いており
ます。貧困世帯の子供を引き取るということだけじゃ
なくて、一時的に里親を活用するというものも他府県
ではいろいろと取組が進んでいると。沖縄県でもいろ
いろ取組があるのは存じております。
　その中で今言ったように、里親という言葉のイメー
ジがちょっと重い。その中で里親制度というものを普
及させていく、広げていくためには、やっぱり普及啓
発というのが非常に重要になってくると思うんですけ
れども、(2)、里親制度普及に関する取組の現状と予
算額及びその効果について、現状を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県におけ
る令和３年度の里親関連予算は、約7700万円となっ
ております。具体的には、里親の新規開拓から児童受
託後の訪問支援までの包括的な支援を行う里親支援事
業費、専門の心理士等による相談支援や研修の実施な
どを行っているほか、県広報番組や市町村広報誌によ
る里親制度の普及啓発に取り組んでおります。これら
の取組により、登録される里親が年々増加している状
況にございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　年々増加しているという答弁が
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あったんですが、どれくらい増えてきているのか、改
めて教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　令和元年
度の登録数で申し上げますと275世帯となっておりま
して、平成27年から比較しますと約70世帯弱増えて
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　この制度の普及に関して、先ほど
のフォスタリング機関だけじゃなくて、民間の方々も
いろいろと活動して普及啓発に努めているという話も
聞いております。私が今回質問に取り上げたのも、そ
ういった方々からいろんなお話を聞かせていただいた
からというのが理由になっているんですが、普及に関
して、県もしっかりやっているという話は聞いたんで
すけれども、市町村との連携というものも非常に重要
になってくると思います。ショートステイとか、次に
またあるんですけれども、そういったものをやってい
くためには市町村と連携をしていかないといけない。
普及啓発もやはり市町村と連携をしたほうが、より効
率がいいというふうに考えるんですが、連携について
どのような状況になっているのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　里親制度
の市町村との連携につきましては、先ほど議員が少し
おっしゃいましたけれども、子育て短期支援事業での
今回の法改正を踏まえた連携が大きくなっておりま
すが、それを含めまして、恐らくこれまでは連携が薄
かったということもあったかと思います。今後はその
ような事業を通して連携は深めていきたいと思ってい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ちょっと入ってしまったので、そ
のまま (3)、子育て短期支援事業、ショートステイに
おける里親の活用に関する今の県の現状と、今後どの
ように考えるか展望を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　児童福祉
法の改正によりまして、今年度から、市町村が実施す
る子育て短期支援事業において、家庭での養育が一時
的に困難となった児童の受入先として、里親が加わる
ことになっております。現在、県では、同事業に協力
できる里親の意向を確認し、市町村に情報提供する準
備を進めているところです。
　県としましても、里親の活用が図られることで、保
護者と児童の支援につながるように、市町村と密接に

連携をして取り組んでまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ありがとうございます。
　この市町村との連携については、連携コーディネー
ターの配置というのが非常に重要になってくるのかな
と思います。ショートステイは市町村が事業をやって
いる。里親のデータというのは県が持っていると。こ
れをどうやってつなげていくかというのが重要になっ
てくると思うんですけれども、今年度から、先ほど部
長の話にもあったように、いろいろあって、この連携
コーディネーターの配置に係る費用の補助というのも
国の予算に計上されていると。この配置に関して、県
がどのようになっているのか、活用しているのかして
いないのかも含めて教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　児童相談
所には、今年度から里親対応専門員を置いているとこ
ろでございます。また、里親会におきましても里親対
応専門員、里親等の委託調査員等を配置しているとこ
ろでございまして、そのような連携に努めてまいりた
いと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　あともう一点、東京都がやってい
る事例として、長期休暇時または週末など学校が休み
の期間に、一時的に子供を預かるフレンドホーム制度
というのを東京都はやっております。いろいろ私も話
を聞くと、これは沖縄でも非常に、こういった需要は
多いのかなというふうに肌で感じているんですが、導
入とか、このフレンドホームという制度の部分、資料
を取り寄せたりということをやったことがあるのか教
えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午前11時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　申し訳ご
ざいません。東京都の取組については承知しておりま
せんでしたので、今後資料等を取り寄せて研究してま
いりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　社会的養育というのは―沖縄で
も子供というのは未来の担い手であります。子供は宝
ですから、そういった子供の安心・安全な育ちという
ものをいかに、どのようにして担保していくかという
ものの一つになっていく。子供の貧困に関しては、
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貧困自体の解消というよりも貧困の連鎖を防止すると
いう観点から、一つのセーフティーネットとしても有
用なものであると考えております。いろんな形で国も
こういう制度、家とか家族というのがだんだんと在り
方が変わっていくと言われている中で、このような制
度を創設して、社会で子供の育みをしていこうという
のがコンセプトにあると思います。この充実というの
は、先ほども答弁があったように、沖縄は全国でも上
位にいるということはあるんですけれども、ぜひ１位
になるように目指して、沖縄が一番社会的養育が進ん
でいるという状況をつくっていけるように担当部局の
御努力と、あと三役のフォローアップ、ぜひお願いを
して次の質問に移りたいと思います。
　次に、保育に関してなんですが、待機児童ゼロ、本
年度達成するということで県は掲げていたと思いま
す。保育行政に関しても子供たちの健全な育成のみな
らず、若年者が安心して働ける土台づくりにもなると
いうふうに通告では書いているんですが、我が県、自
然増、まだ続けている全国でもまれな県であります。
そういった観点からも非常に重要になると思うので、
まず２(1)、保育の充実に関して、県と市町村の役割
はそれぞれどのようなものであるべきだと考えている
のか、県の考え方を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　児童福祉
法等では、市町村は保育を必要とする児童を保育所等
において保育しなければならないということで、保育
の実施主体とされております。都道府県は、実施主体
である市町村を重層的に支えるとして、必要な助言及
び適切な支援を行うことと規定されております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　次、続いて (2) 番、今答弁あった
ように、主体は市町村だということは私もよく理解を
しております。ただ、保育の問題については、市町村
単独で解決できない課題というのが幾つもあるという
のを、私、市議時代もいろいろ経験をしたことがあり
ます。県として、市町村が主体となっている保育行政
をサポートしていくという話を今していたと思うんで
すが、市町村単独で解決できない課題というのはどの
ようなものがあるのか、どういったものを把握してい
るのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　市町村で
は、保育所や幼稚園、認定こども園等どの施設におい
ても質の高い幼児教育・保育を提供していくためのい
わゆる研修といったような取組でございますとか、居

住地以外の保育所への入所を希望する広域入所の調整
などが課題となっているものと認識しております。そ
のため県では、特に専門性が高く技術的な支援を必要
とする保育士等のキャリアアップ研修など、各種研修
を県教育委員会と連携して実施をしておりますほか、
各市町村の区域を越えた広域的な利用調整の推進など
に取り組んでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　今御答弁いただいた広域入所とい
うものに関して、もう少し詳しく教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　広域入所
は、保護者等が居住地の市町村以外の保育施設等を要
望して利用するような利用形態を呼んでおりまして、
令和３年４月１日時点では20市町村において443名
のお子さんが広域で利用をしているという状況にござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　次に (3) 番、今年中に今、待機児
童ゼロを達成するとしていると思うんですが、完全に
ゼロとすることが実現可能なのかどうか、今の状況も
含めて教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　本県にお
ける待機児童数、令和３年４月１日時点で564人と
なっておりまして、前年度から801人減少ということ
で、この間、各市町村の取組が少しずつ成果を現して
いると考えています。各市町村では本年度末の待機児
童解消に向けまして、保育所整備や保育士確保などに
現在取り組んでいるところでございまして、県としま
しても引き続き支援してまいります。
○小渡　良太郎君　休憩お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時５分休憩
　　　午後０時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　第一期の
黄金っ子応援プランをつくりました平成27年度から
この間、そのプランをつくるときには約１万6000人
の保育を確保してくるというところで、その当時にし
てみれば非常に大きな数字で、達成が不可能な数字で
あるというような御指摘も頂戴したところでございま
すが、各市町村、保育の受皿整備に取り組んでいただ
きまして、計画値は確実に達成をしていただいている
ところでございます。今年度末の達成につきましても
残り今年度中という期間の中で、精一杯取り組んでま
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いりたいと考えておりますし、ゼロは難しい高い目標
であるということは重々理解の上で、残りの期間取り
組んでまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　今年度まだあと６か月ありますか
ら、達成は厳しいという話だったんですけれども、不
可能ではないというふうには私も考えております。た
だ、やはり厳しいのは正直事実であって、この厳しい
理由としてどのようなものが挙げられるのか、教えて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　この間、
頑張って保育所整備をしてきたところですけれども、
その保育に従事をする保育士不足というのが大きな課
題として出てきたところでございます。
　県としましては、待機児童に必要な保育士の確保に
各種支援制度を設けているところでございまして、こ
のところに力を入れて取り組んでまいりたいと考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　次に (4) 番に一旦移ります。
　待機児童ゼロを今年度中に達成するという話があり
ました。ゼロを達成できるできないはともかくとし
て、減ってきているのは事実でありますから、待機児
童を完全に解消した後に県が保育行政の中で、重点的
に取り組むべき事柄というのを具体的にどのように考
えているのか。一つ目標としたものが今年度で終わる
わけなんですけれども、それから先、どのように考え
ているのか、教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県としま
しては、今後、年度途中の入所申込みへの対応を可能
にしていくことですとか、あるいは延長保育、一時預
かり保育、病児保育などといった多様な保育ニーズへ
の対応等、誰もが安心して子育てできる環境づくりを
構築していくことが重要であると考えています。その
ためには、やはり先ほども申し上げましたが、引き続
き保育士の確保に取り組むとともに、認可外保育施設
も含め幼児教育・保育の質の向上に取り組んでまいり
たいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ありがとうございます。
　次、待機児童ゼロの次というか、まだゼロ達成して
いませんから同時並行でという意味も込めて、２つ提
案をさせていただきたいと思うんですけれども。以前
から私自身委員会で何度か言及をしているんですが、

個人的に調査したところ、働く場所の近くで子供を預
けたい―広域入所の話先ほどされていました―と
いうニーズがなかなか多い。特に私は中部、沖縄市に
住んでいるんですけれども、那覇とか浦添に働きに出
ている方々非常に多いですから、できれば子供に何か
あったとき、すぐ迎えに行けるようなところに預けて
いきたいと。沖縄市だとどうしても遠いと。頼れる親
とかがいれば、それはそれで安心なんだけれども、そ
ういう方がいない場合には、自分の住んでいる近くに
預けているというのが、仕事に対して影響が非常に大
きいという話をよく聞きます。市町村の負担を減らす
という意味でも、広域保育という考え方、非常に重要
なんじゃないかなというふうに考えていて、以前も認
可外を活用して広域保育を充実させたらどうかという
提案をさせていただいたと思うんですが、これについ
て、ちょっと改めて見解をお聞かせいただきたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　議員が
おっしゃいましたようなことも含めて多様な保育ニー
ズ、保護者の希望に沿った保育の受皿を提供していく
という面で、広域利用の推進というのは非常に有効な
手法だと考えております。県のほうでも保育士・保育
所総合支援センターに広域利用のコーディネーターを
配置しておりまして、今年度も各市町村を回るなどし
て、広域利用の促進に向けた調整を積極的に進めてい
るところでございます。また、それぞれの働き場所で
の保育という意味での事業所内保育施設ですとか、企
業主導型の保育施設というのもこの間たくさんできて
いるところでございまして、そのような部分を含めて
総合的に保育の受皿について見ていく必要があるもの
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ぜひこの多様な保育ニーズに全
て適用させる必要はないと思うんですけれども、ある
程度県民が納得して安心して、沖縄県でよかったねと
思っていただけるような部分のところまでは、御努力
をしていただきたいなと思います。
　もう一つ、コロナの影響等によって、ワーケーショ
ンというものが最近よく出てきているのは、皆さんも
御存じのところだと思います。ワーケーションの推進
に関して、私ども沖縄県としても観光立県を標榜して
いますから、ワーケーションの取組を今後進めていっ
ていただきたいと考えるんですけれども、ワーケー
ション推進に当たって、子育て世帯の呼び込みのため
に、ワーケーション拠点に近接したエリアで一時預か
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りができるというところもひとつ付加価値としてつけ
ていくと。他府県も同じようにワーケーション推進で
やっていると思うんですが、沖縄が一歩、二歩、先ん
じる大きな要因にもつながっていくと私自身は考えて
おります。実際ダイビング業者とか、認可外と提携を
してアクティビティーをやっている間、子供を預かっ
てもらうと。一緒に潜れない子供を預かってもらうと
いう実例もあると聞いておりますので、そういった観
光の周辺整備という観点からも非常に有用じゃないか
と思うんですが、この提案についても見解をお伺いし
たいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　一時預か
り、ワーケーションへの対応といたしましては、ホテ
ルの事業者、ダイビングの事業者とかがパッケージと
して託児のサービスをしているような商品があるとい
うふうに私どもも承知をしているところでございま
す。一時預かり事業について、行政としての事業とし
ては子ども・子育て支援事業、市町村事業の中の一時
預かり事業というのが活用できるのかなと思っていま
す。この一時預かり事業につきましては、設置形態、
特に社会福祉法人でないといけないというような縛り
もございませんし、また国・県・市町村の補助も入る
事業でございます。そのような事業の活用も含めて可
能性はあるかと思っておりますので、今後一時預かり
事業の普及についても多様な保育ニーズへの対応とい
うところで、市町村と意見交換をしてまいりたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　この一時預かりに関しては、先ほ
ど答弁もあったように、保育よりも少しハードルが低
いというのもあります。取り組みやすいというのもあ
るんですが、ただ低いから質がちゃんと維持できるの
かという心配もあります。一時預かりがありますよと
言ったけれども、その質が悪いとなったら、沖縄の評
判にも関わってくるということにもつながりますの
で、そういった部分もぜひ目を光らせていただいて、
ちゃんと質の高いものが維持できているかどうかとい
うことについても、ぜひ心を砕いていただきたいなと
要望します。
　最後、我が党関連に関して、仲村家治議員の代表質
問の項目７に関連して一つ質問をさせていただきたい
と思います。
　海難事故に関して、自然海岸を利用する県民に対し
て、私はちょっと個人的に聞き取りをしました。理由
として、公共のビーチが閉鎖されているから仕方なく

自然海岸に行ったという声がほとんどだったんですけ
れども、今確かに公共のビーチは軒並み閉鎖されてい
るように見えます。なぜ閉鎖されているのか、根拠も
含めて説明をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　県管理の海浜公園等
におきましては、特措法に基づく緊急事態措置に係る
沖縄県対処方針に基づきまして、公共施設における人
と人との接触機会を低減すると、そして人流を抑制す
るという観点から、９月30日まで公共施設を原則閉
鎖しているというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　この公共の、指定管理とかされて
いるビーチにバーベキュー施設があって、そのバーベ
キュー施設を閉めるというのは理解できるんですが、
海浜自体を閉めるというのはなかなか理解できない
と。ビーチだけを利用する人の人流とかというデータ
があるのかどうか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　ビーチパーティー、
バーベキュー等を除いて、水泳目的だけの人流のデー
タにつきましては、すみませんが持ち合わせてござい
ません。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　この公共のビーチに関して、ハブ
クラゲ防止ネットとか、いろんな形で県民が安心・安
全に利用できるように、今まで多額の予算かけて長い
時間をかけて整備をしてきたものだと思います。これ
が閉鎖されているから、自然海岸に遊びに行ってしま
うということも想定せずにこういった閉鎖をしたの
かということについて、私は非常に疑問に思っており
ます。この海浜に関して、公園も含めてなぜそこまで
閉じるんだと、それが自然海岸での海難事故にも全て
とは言いませんが、ある一定数無視できない数に結び
ついているということを考えると、この点について改
めて考え直して、今後どのようにやっていくかという
ことを議論していく必要があるという意味で、私は今
日、今回質問に取り上げさせていただきました。今後
どのように考えているのか、今の指摘も受けて見解を
お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今後というお話もご
ざいましたけれども、やはり当時１日800名を超すよ
うな新規感染者という状況もございました。それで県
は、基本的には日中も含めて不要不急の外出を県民の
皆様にはぜひ控えていただきたいということで人流
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の抑制も行ってきたところでございますので、やはり
県民といいますと、海に行って泳ぐというよりは実際
ビーチパーティーとか、飲食というのがやはり主だと
思いますので、人流抑制、そういった観点からは必要
な措置だったかなというところではございますけれど
も、議員おっしゃるとおり今後の展開については、関
係各所と議論を深めながら、研究していきたいと思い
ます。
○小渡　良太郎君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時17分休憩
　　　午後１時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　下地康教君。
○下地　康教君　宮古地区選出の会派自民党の下地康
教でございます。
　当局の皆様方においては、県民に分かりやすい答弁
をお願いしたいと思っております。
　まず、新型コロナ感染防止対策についてでございま
すけれども、これまで沖縄県では、新型コロナ感染防
止に係る緊急事態宣言及びまん延防止を含めて４回の
行動制限が行われてきております。９月24日現在で
は、療養者数が1878名、そのうち入院中が327名、
入院療養調整中が396名、宿泊施設療養中が275名、
自宅療養中が717名、入院勧告解除確認中が163名と
なっております。そして、病床占有率が59.9％、重症
者用の病床占有率が40.9％であります。
　そこで伺いたいと思います。
　県としては、現在このようなコロナの感染状況をど
のように捉えているのか、まずお伺いしたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時42分休憩
　　　午後１時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これまでの感染に
つきましては、第１波から第４波までそれぞれ拡大が
ございました。今回の第５波につきましては、デルタ
株の蔓延に伴いまして、これまでに経験のない急拡大
をしたものと考えております。しかしながら、１日の
新規感染者数が最高800名を超えた時期もございまし
たが、今現在は少しずつ減少しておりまして、減少傾
向にあるものというふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。

○下地　康教君　当局の見解では、県外から来る人数
も減っており、県外の流行も収まりつつあるため、飲
食関係の感染が減少してきたと分析しているというふ
うな報道もございました。これはピークアウトしてい
るという判断をしているのでしょうか、伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど申し上げま
したとおり、減少傾向にあるというふうに認識してお
りますので、ピークアウトしているものと考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　今、ピークアウトという判断をして
いるということでございますけれども、宿泊施設で療
養中の人数が275名となっておりまして、宿泊療養施
設は現在何室準備されて、それが稼働しているのかを
教えていただきたいということと、以前、宿泊療養施
設の室数を1400室を確保するというようなお話もご
ざいましたけれども、現在の状況をお伺いしたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時44分休憩
　　　午後１時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在、県では宿泊
施設の部屋の確保数としまして、752室を確保してい
るところでございます。前にも答弁申し上げた1400
室というのは、全体で1400室を確保するだけの予算
を確保しておりまして、それに向けて取り組んでいる
というところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　分かりました。
　次に、入院療養調整中や自宅療養中の医療体制をお
聞きしたいというふうに思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時44分休憩
　　　午後１時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　９月23日現在の自
宅療養中の数で申し上げますと、現在717名という状
況でございます。ピークのときには3000名近い数が
あったと認識しておりまして、非常に厳しい状況がご
ざいました。ただ、自宅療養中の方々をしっかりと観
察する必要がございますので、健康管理センターとい
うものを県のコロナ本部の中につくりまして、日々の
健康観察を行うとともに、それから在宅診療及び訪問
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看護なども通しまして、自宅療養中の経過がちゃんと
把握できるような体制を構築してきたところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　まず、本当にこういう感染において
は初期の段階といいますか、その段階をいかにして減
らしていくか、それが非常に重要なことだと思いま
す。現在ピークアウトしているという状況であります
けれども、そういったものをしっかりと対応していた
だきたいというふうに思っております。
　次に、新型コロナ感染者の重症化を防ぐために抗体
カクテル療法の自宅での投与が可能になっているとい
うふうに聞いております。県内の抗体カクテル療法の
実施状況というものを教えていただきたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時48分休憩
　　　午後１時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○下地　康教君　今、通告外の質問が多いという御指
摘がありました。確かにそういうこともあると思うん
ですが、今まで私の質問に答えられるような、皆さん
いろいろな対応をしてきていただいたと思いますけれ
ども、私の通告に沿ってそれでは質問していきたいと
思っております。
　まず、緊急事態宣言が９月30日まで延長されたと
いうことですけれども、これの行動制限の緩和の対策
をどのように検討しているのか、それを伺いたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、緊急事態
宣言が長期化する中、緊急事態宣言の解除及び経済活
動再開に向けた見通しというものを作成しまして、県
民や関係団体と共有することで、より一層の感染対策
をお願いしてきたところでございます。見通しの中で
は、新規陽性者数が200人から100人程度までを段階
的解除期間としまして、緩和していくための議論を開
始する目安としたところでございます。今般の感染状
況等を踏まえまして、まずは土日の大規模集客施設の
休業要請を解除することを昨日決定したところでござ
います。なお、対策緩和等につきましては、感染状況
のみならず、医療提供体制の負荷、変異株の動向など
様々な要素を考慮しまして、国との調整、専門家等の
意見を踏まえた上で方針を決定することとしておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。

○下地　康教君　その緊急事態宣言の行動制限の緩
和については、いろいろな考え方があると思いますけ
れども、まず緩和をするためには今の感染状況をどの
ように抑えていくか、そういったことも大事だと思っ
ております。感染状況を抑えるに当たり、抗体カクテ
ル療法、そういったものが有効に機能するかというふ
うに思いますけれども、その抗体カクテル療法に関す
る皆様方の見解、またそれに対するこれからの方策を
ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　抗体カクテル療法
につきましては、軽症者向けの初期段階での治療とし
て有効であるということでございますので、県としま
しても、抗体カクテル療法に用いられる中和抗体薬に
ついて、現在、県内の30の医療機関が国から配分を
受けて患者への投与が行われているところでございま
す。医療現場において活用が進んでいるという状況に
ございますけれども、また、県の設置しております一
時待機ステーション、沖縄市のほうでも22日から開
始をさせていただいたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　この抗体カクテル療法につきまして
は、発症から７日以内という時間制限の中で、投薬後
に約１時間程度の経過観察が必要であるというふうに
しておりますけれども、こういう条件をクリアするた
めにはかなりの医療関係者の確保というものが問題に
なってくるのかなと思います。その辺りはどういうふ
うに捉えているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まずは外来で診療
を行っている医療機関において、適切に抗体カクテル
療法が行えることが一番かなというふうに思っており
ます。現在、先ほども申し上げましたとおり、県内の
30の機関でそれが行われておりますので、そこも進
んでいくことが重要であると考えます。ただ、外来を
通らないで、例えば自宅療養であったり宿泊療養施設
にいる方々についてこのような療法が必要な場合もあ
るということもありまして、今回沖縄市の入院待機ス
テーションが少し落ち着いてきておりますので、そこ
でまずは始めてみるということでやっているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　この抗体カクテル療法においては、
まずは例えば自宅療養中であったり、そういった方々
に処方するような考え方というのはあるんでしょう
か。
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○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず、投与の対象
者としましては、先ほど議員からもありましたように
症状発症から７日以内というところと、それから酸素
投与を要しないけれども重症化因子を有する方という
ような対象者の選定をする必要がありますので、これ
はコロナ本部の医療コーディネーターとも協力しなが
ら、どのような方を御案内するかというところを検討
する必要があると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　それでは、今現在のところ抗体カク
テル療法というのは基幹病院など、そういったところ
で実施をするという考え方であるというふうに理解し
てよろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まずは、外来等で
コロナを受け入れていただいている医療機関で適切に
やっていただくというのが一番だと思っております。
ただ、なかなかそこに御案内しにくいという方々のた
めにも、沖縄市に設置しています入院待機ステーショ
ンで中和抗体薬の投与を開始しているところでござい
ます。また、施設等にいらっしゃる方々を自宅という
扱いで、そこで自宅療養というような形で投与ができ
ないかということも調整させていただいているところ
です。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　抗体カクテル療法は、ワクチンの接
種率を上げるというものと併せて、コロナを抑え込ん
でいくには非常に有効な手段だというふうに思ってお
りますので、その抑え込むことによって、先ほど申し
上げましたような行動制限の緩和を十分検討できるよ
うな段階に持っていけるのではないかなと思っており
ますので、その辺りもしっかり対応していただきたい
というふうに思っております。
　次に、ワクチンが接種できない12歳未満の子供た
ちの感染対策でございますけれども、先ほども申し上
げました抗体カクテル療法も12歳未満は対応できな
いと、適用できないとなっているようでございます
が、その辺り、12歳未満のそういった感染防止対策
をお聞かせいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員おっしゃいま
すとおり、投与対象者には12歳以上かつ体重40キロ
以上という制限がございますので、12歳未満の子供
たちをどうやって守っていくかという課題はございま
す。それから、県内の状況としましては、デルタ株へ

の置き換わりと高齢者へのワクチン接種の促進により
まして、感染の中心世代が10歳未満、または10代に
なりつつあるという状況もございます。
　県としましては、ワクチン接種のできない12歳未
満の子供たちの感染を防ぐには、12歳未満の子供を
持つ御家庭の方にまずはワクチン接種について積極的
に御検討いただきたいということで、知事からもコメ
ントを発して発信を強めているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　この12歳未満の感染問題ですけれ
ども、その子供たちを持つ親の感染や濃厚接触者と
なった場合の支援の対策、そういったものはどのよう
になっていますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　12歳未満のお子さ
んをお持ちの御家庭については、先ほども申し上げま
したとおり、ワクチンの接種を積極的に受けていただ
きたいという発信を県からしているということと、そ
れから支援としましては、12歳未満の子を持つ親だ
けではなく、自宅療養等になる方については食料等の
お届けをしたり、あとは宿泊療養所への御案内―た
だ、小さなお子様がいらっしゃいますので自宅療養と
なる場合が多いかもしれませんけれども、その辺の生
活回りの部分を市町村とも連携しながら強化していき
たいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　子供たちの命を守る、また感染を防
止するという意味では非常に大事なことだと思ってお
ります。また実際、感染をされた御家庭、そういった
ところが、食料支援とか、そういったものを非常に困
窮している場合がありますので、その辺りも非常に支
援をしていただきたいと思っております。
　さて、次に学校に関しての感染防止関係ですけれど
も、オンラインなどで学習の支援を行っております。
運動会や修学旅行など学校行事の延期・縮小、部活動
の原則中止といった要請は引き続き維持をしながら、
27日からは分散登校を原則通常登校に戻すというふ
うになっておりますけれども、今学校現場で感染対
策、また感染の状況がどのようになっているのかお聞
かせいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時２分休憩
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　　　午後２時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　感染の状況、それと対策ということでございます。
感染状況としましては、デルタ株の置き換わりで子供
たちにも感染が増えておりまして、参考までに私ども
で持っています統計によりますと―学校からの報告
になりますけれども、令和３年１月から８月までで、
児童生徒が3145人感染しているという状況がござい
ます。
　教育委員会としましては、学校において、これまで
感染防止対策を徹底して学校内の感染リスクを最大限
に低減させ、学校運営を継続し、児童生徒の学習に努
めてきているところでございます。またあわせて、急
激な感染拡大がございましたので、ここは関係の各課
と連携を取りまして、学校内の感染拡大と学習保障の
観点から、接触者に広くＰＣＲ検査を実施して、安心
して学校が運営できるようにということをやっており
ます。おかげさまで学校ＰＣＲ検査が開始されてから
学校内での感染の割合は減っています。ただ一方で、
やはり家庭内感染が増えているという状況がございま
すので、体調が悪い生徒については御自宅で療養する
というところでしっかり守りつつ、学習を保障して、
また御自宅にいる間はオンラインをしっかりやってい
くということで、その辺は両方しっかり丁寧にやりな
がら情報提供させていただいているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　次に、観光関連事業のホテル等の宿
泊施設事業に対する運営資金の支援策についてであ
りますけれども、やはり今緊急事態宣言を含めた長引
く行動制限によって、観光関係の業者、特にホテル関
係、非常に苦慮しております。それに関する支援策を
ちょっとお伺いしたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、昨年度、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けた事業者を対象にしまして、３年間実質無利
子、据置期間５年以内の新型コロナウイルス感染症対
応資金を創設しまして、資金繰りを支援してまいりま
した。今年度は、運転資金に活用でき、金融機関が伴
走支援する新型コロナウイルス感染症対応伴走型支援
資金を創設しまして、さらに最大３年間実質無利子と
なる県独自の利子補給事業を実施しております。
　県としては、引き続き円滑な資金繰りを支援しまし

て、観光関連事業者を含む中小企業者の事業の継続に
つなげていきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　この支援策をしっかり行っていただ
きたいと思っております。これは、お客さんがやっぱ
り少ない、収入が少なくなるということは、従来その
運転資金や施設資金、人件費など固定費用がどんどん
どんどんかさんでいくと。それで次の行動制限が解除
されたときに営業を続けていく、それまでもたないと
いうような声が非常に聞かれております。そういう意
味では、しっかりと支援対策をやっていただきたいと
思っております。
　次に、農業水産行政について質問していきたいと思
います。
　まずは沖縄県の農業振興の計画について、概要をお
聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　県では、亜熱帯性気
候や地理的特性を生かした農林水産業の振興を図るた
め、おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化、
担い手の育成・確保、生産基盤整備の推進などに取り
組んでいるところであります。これらの取組の成果と
しては、農業産出額や拠点産地数の増加、全国的にも
有数の子牛供給産地となった肉用牛など、着実に現れ
つつある状況にあります。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　農業生産額を都道府県別に見ます
と、沖縄県は生産額が約1000億円、全国的に33位と
なっております。隣の鹿児島県は5000億でございま
して全国２位。全国の１位は北海道、これが桁違い
といいますか、１兆2700億円。そういう農業生産額
を出しているんですけれども、沖縄の農業生産額の約
16.3％がサトウキビ、それで45.4％が畜産となって
おりまして、沖縄県の農業生産額の全体の60％以上
をこの２つの品目が占めています。それによって、
今沖縄県の農業生産額の金額も合わせて、２つの主要
品目も合わせて、これからどのような目標といいます
か、振興計画を持っているのか、お聞かせいただきた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　目標のところをこれ
までの達成状況ということに置き換えて回答したいの
ですが、農業産出額は平成23年の800億円から177億
円増の977億円となっておりまして、この内訳で見ま
すと、サトウキビが152億円で平成23年から54億円
の増、肉用牛で239億円となっておりまして23年から
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103億円の増、ちなみに野菜・花卉類もありまして、
野菜が26億円の増、花が２億円の増ということになっ
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　私は沖縄県における農業の特徴、そ
れに合わせたサトウキビと畜産業が大きなウエートを
占めているというところで、それを生かした農業振興
計画、そういったものをお聞きしたかったんです。そ
れは今いろいろな現状を御説明していただきましたけ
れども、これからも農業における課題といいますか、
この大きな２つの柱の、それを伸ばしていくような課
題というものをお聞かせいただけませんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時10分休憩
　　　午後２時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　農林水産業は県民生
活に必要不可欠な食料安定生産、供給する機能を有す
るとともに、食品製造業などの関連産業を含めた地域
経済や雇用の波及効果など重要な役割を担っていると
考えております。このため、新たな振興計画では、戦
略的な販路拡大や輸出促進、６次産業化の推進や流通
の合理化などの新たなバリューチェーンの構築、担い
手の育成・確保やＤＸの推進など、攻めの農林水産業
による成長産業化を通じ、本地域経済の活性化や農林
業家の所得向上を実現してまいりたいというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　私もこれから農業に関することを
しっかりと勉強していきたいと思っておりまして、私
の宮古地区においても農業は基幹産業となっておりま
すので、その中でも宮古は農耕地、耕地面積が島全体
の約半分近くを占めているというエリアでございます
ので、サトウキビ栽培も盛んであります。そういった
意味では、やっぱりサトウキビ、畜産業、それをどう
いうふうにして伸ばしていくか、それが一番非常に大
きな課題でもあるし、またこれからの農業の振興に大
きく関わってくるものと思っておりますので、その辺
りをしっかりと県のほうでも、一緒になって振興策を
図っていただければと思っております。
　次は、農林水産物の流通不利性解消事業についてで
あります。
　これまでは当該事業においては一括交付金で実施さ
れていたという状況でありますけれども、新たな沖縄
振興計画では、不利性解消輸送費補助という形で新規

の補助制度を要求していく必要があると思っておりま
すが、この新たな振興計画の中では、新しい補助が設
けられるかどうか、またそれをどういうふうにして当
局の皆様方は振興計画の中に入れようとしているの
か、それをちょっとお聞きしたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　県では、新たな沖縄
振興のための制度提言において、地理的不利性の解消
に向けて、現行事業の発展的な承継を図り、引き続き
輸送費コスト低減対策を推進するため、２つの制度を
提言しておりまして、内閣府、国等との調整を進めて
いるところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　これは従来の一括交付金という形で
はなくて、しっかりと別建てで補助制度をつくって、
輸送費補助の制度を確立させて、しっかりと沖縄のハ
ンデを克服していくようなものをつくっていただきた
いと思っております。
　次に、尖閣問題です。尖閣諸島に係る外国漁船操業
等調査・監視事業についてお伺いしたいと思っており
ます。
　尖閣諸島周辺海域は宮古島市や石垣市、与那国町な
どの漁師にとって良好な漁場であります。また我が国
の領海における安全が確保されなければならない海域
でもあります。当該監視業務は、今や中国海警局の船
舶による領海侵犯等により漁業の安全が確保できない
状況に合わせて、台湾漁船などの操業状況及び漁場形
成状況を調査・監視することを目的として調査業務を
伴った操業を行うための助成制度がこの制度でありま
す。
　そこで、令和４年度における当該助成制度の予算は
確保されているのかどうか、それをお聞きしたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　沖縄漁業基金につい
ては国が予算措置しているため、県としては、当初予
算で措置されているか、理由については分からない状
況ですが、沖縄漁業基金は日台漁業取決めの影響緩和
を目的に設置されていることから、県としましても、
当初予算で確実に確保されるよう、水産団体等と連携
して国に対して要請を行いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　現場の漁民の皆様方は、調査・監視
業務、それの予算が見えないという形で非常に不安
がっております。そういう意味では、やはり事業自体
が、県とちょっと離れた外郭団体というんですか、公
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益財団法人沖縄漁業振興基金というところでその予
算が確保されているという話になっておりますけれ
ども、やはり、そういったものが漁師の皆様方、現場
の皆様方にこの事業費がついているかどうか、またど
ういうふうな形で、そのつく時期、そういったものを
しっかりと現場に情報を提供していただきたい。そう
いったことが非常に不安な要素になっておりますの
で、ぜひこれは県の農林水産部、しっかりと考えてい
ただきたいと思っております。
　次に、下地島空港についてでございますけれども、
第３次下地島利活用計画の募集内容について伺いたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　下地島空港の周辺用地の利活用促進のために、平
成26年度から利活用事業に取り組んでいるところで
ございますけれども、今回、第３期事業といたしまし
て、空港及び航空関連ゾーン、そして観光リゾート・
コミュニティーゾーンにおいて、民間事業者からの募
集を幅広く行うところでございます。９月１日には沖
縄県のホームページに募集要項を公開し、９月13日
にウェブによる説明会を開催したところでございま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　下地島空港におきましては、第17
エンドというエリアがございまして、ここのエリアは
管理用道路となっていて、一般車両が通行禁止になっ
ています。しかしこのエリアは、宮古島の海の宮古ブ
ルーと言われるような絶景ポイントでありまして、ぜ
ひこの管理用道路の一般車両の通行を何とかできない
のか、その検討をしていただきたいと思いますけれど
も、なぜそういうふうに通行止めになっているのか、
その内容をお聞きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　17エンドの管理用通路につきましては、空港建設
の埋立当時に進入灯火等の空港建設の維持・補修等を
目的として設置したものでございます。伊良部大橋が
開通したことによりまして、平成27年１月以降、レ
ンタカーや大型観光バスの通行がかなり増加しており
ます。そして駐停車車両や見学者による交通混雑や、
また空港の場周柵―フェンスに衝突損壊事故が発生
しております。それで交通安全及び空港の保安の管理
上問題となったことから、現在車両の乗り入れを制限
している状況でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　最後の質問になりますけれども、地
元の宮古地区の伊良部高校の跡地利用についてお伺い
したいと思います。
　この跡地利用に関するいろんな計画が県に持ち込ま
れていると思いますけれども、これまでの跡地利用の
計画の内容を教えていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　伊良部高校の跡地及び施設の利活用につきまして
は、公有財産の管理運営方針等に基づきまして、県の
各部局、また宮古島市へ跡地、それと施設の利用につ
いて照会を行い、該当がないという回答をいただいた
ところでございます。現在、跡地の境界確定の準備を
行っているところであり、今後の利活用に向け、関係
部局とも連携しながら、計画的に取り組んでいきたい
と思います。
　以上でございます。
○下地　康教君　どうもありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
　　　〔石原朝子さん登壇〕
○石原　朝子さん　沖縄・自民党、石原朝子でござい
ます。
　通告書に従い、一般質問をいたします。
　１、新型コロナ予防対策について。
　本県の緊急事態宣言、４か月になりました。新規感
染者も減少傾向にあります。しかしながら、ワクチン
接種については他県に比べて遅れが目立ちます。感染
防止への最大の対策はワクチンの早期の接種でありま
す。ワクチン接種を年齢問わず急ぐべきであります。
　そこで伺います。
　(1)、沖縄県の年齢別ワクチン接種状況及びワクチ
ン接種率の向上に向けた取組を伺います。
　(2)、県の広域接種センター等で実施されています
若者の優先接種については、接種人数が少なかったよ
うですが取組の改善が図られたのか伺います。
　(3)、受験シーズンを迎えるに当たり受験生の優先
接種の取組を伺いたい。
　(4)、優先接種を行ったエッセンシャルワーカーに
関して、教職員、県立病院職員等の接種状況と未接種
者への対応を伺いたい。
　(5)、妊産婦の濃厚接触や感染で診察が受けられな
い事態を防ぐための県の取組と医療機関への支援など
伺いたい。
　(6)、障害者や県内で居住する外国人のＰＣＲ検査
や予防接種の情報提供や相談体制について伺いたい。
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　２、福祉施策について。
　新型コロナ感染拡大で、私たちの生活様式は大きく
変わりました。特に高齢者や障害者の暮らしは大きく
影響を受けています。感染予防対策を講じる中で新た
なバリアができつつあることが懸念されています。県
として、高齢者や障害者の暮らしがどのようなことで
困っているのか、実態調査の取組も求められます。
　そこで伺います。
　(1)、コロナ禍で介護サービスの提供を拒む事案が
発生していると聞くが、県内の現状と県の対応を伺い
たい。
　(2)、長引くコロナ禍で高齢者（介護保険受給対象
者）の介護度に影響は出ているのか。今後フレイル状
態に陥る高齢者等が増加すると懸念されているが、県
はどのような対策を講じているのか伺いたい。
　(3)、コロナ禍により障害者の暮らしは大きく影響
を受けています。周囲の方に配慮を必要としているこ
とを知らせるヘルプカードの普及状況を伺いたい。
　(4)、緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における
対応についてということで厚生労働省より事務連絡が
あると思うが、生活保護を受ける要件の緩和がなされ
ているのか。県内の生活保護申請件数は増えているの
か伺いたい。
　(5)、新型コロナウイルス感染症の影響等により住
宅を失った者に対する県営住宅への一時入居状況につ
いて伺いたい。
　３、我が党の代表質問との関連について。
　仲村家治県議の代表質問中、３、農林水産業の振興
について (3)、県内かんがい施設等の基盤整備につい
てです。
　私の６月の代表質問でも質問しましたが、「整備が
遅れている南部圏域において、整備促進のため調査検
討を行っております」との答弁でした。県において
は、長期にわたり南部圏域のかんがい施設等の基盤整
備の調査検討を実施しています。にもかかわらず、基
盤整備が遅々と進まないことに疑問を感じざるを得ま
せん。
　次のことを伺います。
　(1)、国営土地改良事業地区調査「島尻地区」事業
構想の事業内容となぜ事業が実施されなかったのか、
また事業の再取組もあるのか伺いたい。
　(2)、県や国がかんがい施設基盤整備を今後どのよ
うな取組をするのか伺いたい。
　５(9)、今年度最終年度となっている子供貧困対策
計画について関連して、子供の貧困対策事業は島尻安
伊子氏が沖縄担当大臣のとき、平成27年度導入が決

定された事業であります。現在、玉城知事が最重要施
策として取り上げる事業であります。この事業の導入
決定に向けて、国会議員として御尽力してくださった
ことに感謝の意を表さずにはいられません。
　では次のことを伺います。
　(1)、事業スタート時、貧困率29.9％から、事業６
年取り組んで改善がされたのか。
　(2)、離婚率、ひとり親の出現率、10代の出産の推
移、全国比較を伺いたい。
　(3)、次年度、内閣府は子供の貧困対策メニューと
して、性や妊娠・出産・子育てに関する教育や相談事
業、妊娠などで悩む女性に対する相談支援事業が盛り
込まれるとの新聞報道がありますが、県は把握してい
るのか、また盛り込まれた理由と事業内容を伺いたい。
　(4)、新しく盛り込まれる事業と類似する事業内容
をこれまで県は取り組んでいなかったのか、取り組ん
でいたのであれば、どのように取り組んでいたのか伺
いたい。
　以上、答弁を聞いて再質問させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　石原朝子議員の御質問にお
答えいたします。
　１、新型コロナ予防対策についての御質問の中の
(1)、ワクチン接種状況及び接種率向上の取組につい
てお答えいたします。
　９月21日時点のＶＲＳ（ワクチン接種記録システ
ム）により、１回目の接種率を申し上げますと、12
歳から19歳は41.2％、20代から30代は50.0％、40
代から50代は67.8％、60代以上は86.7％となってお
り、年代が上がるにつれ、接種率が高くなっておりま
す。沖縄県では、各市町村と意見交換等を行い、若者
世代への接種勧奨のため、あらゆる媒体を活用した広
報を行うとともに、12歳以上の子供たちへの接種体
制構築のため、医師の派遣調整を行うなど、市町村に
おける接種が加速化するよう支援しているところで
す。また、県が設置しているワクチン接種センターに
おいては、接種枠の拡大、当日受付の実施、若者世代
に対する優先接種等の実施により、ワクチン接種の加
速化を図っております。さらに、県民に対しては正し
い情報を発信するなど、ワクチン接種を受けられない
12歳未満の子供たちを守るということも意識をして
いただき、ワクチン接種を前向きに考えてもらうため
の働きかけを行っているところであります。これら
のさらなる取組により、可能な限り早期に全人口の
70％以上へ接種が実施できるよう全力で取り組んで
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まいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナ予
防対策についての御質問の中の (2)、若者の優先接種
についてお答えいたします。
　去る９月８日から、県の広域接種センターで実施し
た若年層への優先接種については、土曜日と比較する
と、平日である水曜日の接種者数が少なくなっており
ます。そのため、若年層のニーズを踏まえ９月18日
以降は、土曜日及び日曜日に接種を実施するよう見直
しを行ったところであります。県としましては、今後
とも若年層が接種しやすい環境の整備及び広報の強化
に取り組み、若年層へのワクチン接種の促進に努めて
まいります。
　同じく１の (3)、受験生の優先接種についてお答え
いたします。
　受験生に対する優先接種については、一部の市町村
において、接種機会を確保するための取組が行われて
おります。県では、９月から広域ワクチン接種セン
ターでの接種対象者を12歳以上に拡大するとともに、
学校等に対し接種を希望する受験生の優先接種への協
力を要請しているところであります。
　同じく１の (4)、エッセンシャルワーカーの接種状
況についてお答えいたします。
　県では、ワクチン接種センター３会場において、
エッセンシャルワーカー等の接種を行っており、９
月20日現在、２万6311人に接種を行っております。
今後は、接種がまだ済んでいないエッセンシャルワー
カー等に対して、市町村及び関係団体等を通じて、積
極的に呼びかけ、ワクチンを接種していただくよう取
り組んでまいります。
　同じく１の (5)、妊産婦及び医療機関への支援につ
いてお答えいたします。
　沖縄県において妊婦が陽性となった場合の対応につ
いては、周産期のコーディネーターを中心に、各産科
医療機関と体制を構築し入院や療養の調整を行ってお
ります。濃厚接触者については、かかりつけ医に相談
してもらい、医療的な対応が必要であれば、かかりつ
け医とコーディネーターが連携し、コロナ対応が可能
な産科医療機関で診察を行う仕組みを取っておりま
す。また、コロナ対応が可能な産科医療機関には、院
内感染防止のために必要な設備整備等に対して補助を
行っております。

　同じく１の (6)、障害者及び外国人の検査、ワクチ
ン等についてお答えいたします。
　県では、発熱疑い及びＰＣＲ検査に係る相談窓口と
してコールセンターを開設しておりますが、電話相談
が難しい障害者等については、ファクスによる相談を
受け付けております。外国人については、コールセン
ターにおいて、相談時の状況に応じて、英語ができる
オペレーターによる相談対応、厚生労働省外国人相談
窓口への案内、相談者の知人等を通した代理相談等の
対応を行っております。また、障害者等へのワクチン
接種については、入居型及び通所型障害者施設におけ
る接種状況を確認の上、市町村と協力して、接種が完
了していない施設への支援を行っており、外国人につ
いては、厚生労働省が作成した外国語によるワクチン
の案内情報を市町村に提供しているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　１、新型コロナ予
防対策についての御質問の中の (4)、県立病院職員の
ワクチン接種状況についてお答えいたします。
　県立病院職員におけるワクチン接種の状況について
は、９月10日現在で対象職員4795人のうち２回目の
ワクチン接種まで完了した職員の合計が4441人で、
接種率は約93％となっております。未接種者につい
ては、健康上の理由等から接種できない職員以外に対
しては、ワクチン接種を積極的に受けるよう勧奨する
とともに、未接種者に発熱等の症状がある場合は、速
やかにＰＣＲ検査を受けさせるなど、病院運営に支障
がないよう職員の健康管理に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　１、新型コロナ予防対策に
ついての御質問の中の (4)、教職員のワクチン接種状
況についてお答えします。
　県立学校教職員のワクチン接種状況は、８月末日時
点で約73.8％となっており、９月以降に接種予定の
教職員を合わせると、約90％の教職員がワクチンを
接種する見込みとなっております。
　県教育委員会では、引き続き関係部局等と連携を図
りながら、ワクチン接種の有効性について周知すると
ともに、継続した感染症対策を実施してまいりたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
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　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　２、福祉
施策についての御質問の中の (1)、介護サービスの提
供拒否についてお答えいたします。
　介護事業者は、コロナ禍においても職員不足など正
当な理由がない場合、サービスの提供を拒んではなら
ず、感染者の発生等による休止など介護サービスの提
供が困難な場合は、ケアマネジャーへ連絡し、他の事
業者等を紹介するなど必要な措置を講ずることとされ
ております。県では、国の通知等を踏まえ、市町村及
び事業者等に感染防止対策を徹底した上で必要な介護
サービスを継続的に提供するよう努めることを周知を
しているところであります。
　県としましては、サービス提供状況の確認に努める
とともに、再度周知徹底を行うなど、必要な介護サー
ビスの確保に取り組んでまいります。
　同じく２の (2)、コロナ禍による高齢者の介護度等
についてお答えいたします。
　本県の令和３年５月末時点における要介護認定率
は17.9％と新型コロナウイルス感染症の影響が出始
める前の令和元年度末と比べ、0.2％上昇しておりま
す。また、多くの市町村において、体力低下等の相談
が寄せられていると聞いております。県では、高齢者
の健康を守る観点から、リハビリ専門職の団体等と連
携し、コロナ禍における体力維持等に係る取組事例の
提供や有識者による個別支援等を行い、市町村が感染
拡大防止に配慮して実施する介護予防等の取組を推進
してまいります。
　同じく２の (3)、ヘルプカードの普及状況について
お答えいたします。
　県においては、平成30年10月からヘルプマークを
作成し、県内各市町村窓口で配布しており、令和３年
３月末時点の配布数は、2926個となっております。
同制度については、チラシ・ポスターを市町村、公共
交通機関、学校、社会福祉協議会等へ配布し、ステッ
カーをバス会社へ配布するとともに、県の広報媒体を
活用し、県民への広報啓発を行ってきたところであ
り、さらなる認知度向上に向け、引き続き周知啓発に
取り組んでまいります。
　同じく２の (4)、生活保護の要件緩和等についてお
答えいたします。
　本年４月から７月までの生活保護の申請件数は、速
報値で昨年同期間比6.4％増の1701件となっておりま
す。要件の緩和等については、保護開始時に就労が途
絶えていても、新型コロナによる影響の収束後、収入
の増加が見込まれる場合には、通勤用自動車を処分し

なくとも保護を開始できるなどの弾力的運用が認めら
れております。制度の広報については、生活保護の申
請は国民の権利であり、ためらわずに福祉事務所に相
談するよう周知用チラシを町村各世帯へ配布している
ところです。
　次に３、我が党の代表質問との関連についての御質
問の中の (4)、離婚率等についてお答えいたします。
　令和元年沖縄県人口動態統計によると、人口1000
人当たりの離婚率は、本県が2.52件、全国が1.69件、
10代の出産割合は、本県が2.2％、全国が0.9％と、い
ずれも本県が全国より高くなっております。また、平
成30年度沖縄県ひとり親世帯等実態調査によると、
本県の母子世帯の出現率は4.88％で、平成28年度全
国ひとり親世帯等調査の全国の2.47％より高くなっ
ております。
　同じく３の (5)、次年度の内閣府子供の貧困対策に
ついてお答えいたします。
　内閣府が８月に示した新たな沖縄振興策の検討の基
本方向案では、沖縄の子供たちが自分の将来の人生計
画を自己決定するために、性の知識、その他結婚、妊
娠・出産、子育て、仕事について学べる機会を提供す
る必要があるとされており、これを踏まえた概算要求
がなされております。事業内容は、居場所等における
子供等を対象とした保健師による保健に関する教育や
相談支援、本人の希望と自主的な選択による結婚、妊
娠・出産、子育てのための相談支援となっております。
　同じく３の (6)、国の新規事業と類似する県のこれ
までの取組についてお答えいたします。
　県では、若年母子やひとり親家庭を含む全ての親子
を妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援する母子健
康包括支援センターの設置促進に取り組んでおりま
す。また、市町村においては、沖縄子供の貧困緊急対
策事業を活用した若年妊産婦の居場所事業において、
出産・育児に関する相談・指導や家計管理に対する助
言、就労のための支援等を総合的に実施しているとこ
ろです。
　同じく３の (7)、子供の貧困率の改善状況について
お答えいたします。
　県では、平成27年度から小中学生期、高校生期、未
就学期のライフステージごとに子ども調査を２回ずつ
実施し、困窮世帯の割合を算出しております。その結
果、小中学生調査では29.9％から25％へ4.9ポイント
減少、高校生調査では29.3％から20.4％へ8.9ポイン
ト減少、未就学児調査では23.3％から22％へ1.3ポイ
ント減少と、いずれも改善しておりますが、依然とし
て高い割合を示しているところです。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　２、福祉施策につい
て (5)、県営住宅への一時入居の状況についてお答え
いたします。
　県営住宅における新型コロナウイルス感染症関連の
一時入居については、34戸を確保し、令和２年６月
から募集を開始しております。令和３年８月末までに
76件の相談を受け、８件の入居を決定しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　３、我が党の代表質
問との関連についての (1)、国営土地改良事業地区調
査「島尻地区」の事業内容についてお答えいたしま
す。
　国営土地改良事業地区調査「島尻地区」は、平成
17年度から平成21年度まで、国により調査が実施さ
れたものです。その調査内容は、国営島尻土地改良事
業計画書案によると、県下水道事務所那覇浄化セン
ターの放流水を活用して、豊見城市・糸満市・南城
市・八重瀬町を受益とする1548ヘクタールの農業用
水を確保することを検討したものとなっております。
　同じく３の (2)、事業が実施されなかった理由及び
再取組の有無についてお答えいたします。
　国営土地改良事業「島尻地区」については、県下水
道事務所那覇浄化センターの放流水を農業用水に活用
するに当たり、再処理費用などの維持管理費が高いこ
とから、受益農家の同意が得られず、事業導入に至ら
なかったところであります。なお、同事業の導入は極
めて厳しい状況であるため、農業用水については、他
の手法による確保を進めていくこととしております。
　同じく３の (3)、国や県の事業の動向についてお答
えいたします。
　国及び県では、糸満・八重瀬地域の水需要を踏ま
え、既存水源の効率的な活用に向けた検討を実施して
いるところであります。また、その他地域において
も、多様な手法による水源整備に向けた、河川等の流
量観測等を実施しているところであります。
　県としましては、引き続き国、市町村等と連携して
農業用水の確保に取り組んでまいります。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　新型コロナ予防対策について、
(1) のほうですけれども、いろいろな取組をして接種

率の向上に取り組んでいるようですけれども、その中
で不安解消にも取り組んでいらっしゃるようですが、
具体的にどういった不安解消の取組をされているんで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まずはワクチンの
効果、それから副作用などについて不安に思われる
方々が多いと聞いておりますし、ＳＮＳ上で正確では
ない情報なども飛び交っているという状況もございま
すので、そういった正しい情報を発信することが重要
と考えておりまして、県のホームページで公表すると
ともに、チラシなどを配布して分かりやすい形で発信
をするよう努めているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　そういったワクチン接種に対して
の不安解消はとても必要だと思っております。そこら
辺のホームページあたりでも載せられているのは見ま
した。やはり今のコロナを収束させるためにはワクチ
ン接種は急務だと思っておりますので、ぜひそこら辺
も県民に多く知らしめたほうがいいかと私は思ってお
ります。
　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時52分休憩
　　　午後２時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　新型コロナ予防対策の (5) の妊産
婦のほうなんですけれども、県内で８月に感染した妊
婦は160人という報道がありましたが、現時点ではど
ういう状況でございますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県内の妊婦の陽性
者数についてですけれども、昨年の４月から今年の
７月までで169件だったところが、８月には１か月で
169件と出ておりました。現在、９月１日から20日
までの数字で申し上げますと、58件というところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　分かりました。
　また、もし妊産婦がコロナに感染した場合の離島を
含めた病床の確保状況は、どういう状況になっていま
すでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど答弁でも申
し上げましたが、妊婦が陽性となった場合につきまし
ては、周産期のコーディネーターという方を中心に各
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産科医療機関と体制を構築して、入院調整ができるよ
うな形で進めているところでございます。妊婦が陽
性となり分娩となった場合におきましては、北部、中
部、宮古、八重山の各県立病院と、それから琉球大学
病院で対応しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　分かりました。
　(4)、エッセンシャルワーカー、教職員、県立病院
のほうも接種率の―教職員の場合は９月以降の接種
見込みも含めて90％と高い率で皆さん接種に向けて
取り組んでいるようですので、安心しております。
　(6)、障害者や外国人のＰＣＲ検査、予防接種、私
の周りにも目の不自由な方もおりまして、皆さんも御
存じかと思いますけれども、ワクチン接種の通知等も
日本語、点字ではないので、その通知が来たことすら
分からないという相談もありました。そこら辺、障害
の方々の情報、なかなかワクチン接種についてもＰＣ
Ｒ検査についても情報が行き渡らない、困っている方
がたくさんいらっしゃいます。そこら辺はやはり市町
村のほうにもその障害に応じた対応をするようにとい
うことで、県のほうから助言をしていただきたいなと
思っております。
　外国人に関してもそうでありますけれども、やはり
言葉が、言葉はしゃべれてもまだ文字がしっかりと読
めない、理解できない方もいらっしゃいますので、そ
こら辺もやっぱり市町村がケアできるように、支援で
きるように取り組んでいただきたいと、県のほうから
市町村に通知でもしていただけたら助かると思いま
す。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時56分休憩
　　　午後２時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　質問が前後しますけれども、よろ
しくお願いします。
　我が党関連の質問で、子供の貧困対策、今回の最終
報告のもので41指標のうち11指標が達成されたとい
うことですけれども、この６年間で41指標を達成す
るのはやはり厳しいかと思っております。また今まで
の41指標の事業内容も、やはり沖縄の場合はスター
トのときからひとり親世帯の出現率が高いという、そ
の原因の解決に向けた事業、取組を重点的にやるべき
ではないかと私は思っております。
　今回、国が性や妊娠・出産、子育てに関する教育、
また妊娠などで悩む女性に対する相談支援事業、それ

を重点的にメニューとして入れたのは、私は時期が本
当に遅いかなと思うぐらいです。やはりこれまでの
子供の貧困を解消する事業計画は、対症療法でしかな
かったのではないかと思っております。やはり根本的
な、その原因となっている性や妊娠・出産、子育てに
関する教育こそ、今後次期計画の中には重点的に盛り
込んで、取り組んでいただきたいなと思っております
けれども、担当部長はどのようにお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　子供たち
が将来の夢や希望に向かってどのような形で学びを続
け、そして結婚、妊娠・出産といったような人生計画
を立てて送っていくかということは重要なことだと
思っています。
　今回の内閣府の予算はまだ概算要求の段階ですの
で、詳細な中身は分かっていないところですけれど
も、そういった子供たちが抱える思春期の性の悩みを
含めた保健分野に関する知恵を持った人材からのア
ドバイスをすることによって、例えばひとり親家庭が
多い、御家庭のお子さんには異性の親の方に相談をす
ることもなかなか相談しづらい状況があるであろうと
思っていますし、そのようなことを含めた相談のしや
すい環境整備を図っていくための事業ということであ
れば、非常に県といたしましても、これをもし予算化
できましたら国と一緒になって取り組んでまいりたい
と考えております。議員がおっしゃるところの人生設
計、家族計画も含めたところでの相談支援にも資する
ことができるような事業になるといいなというふうに
期待しております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　子どもの貧困対策のビジョンでも
13項目掲げておりますけれども、その13項目の最後
の、愛情にあふれる父母や安心して子育てをする保護
者が増えていますというビジョンを掲げております。
やはりそのビジョンを達成していくためにも、今回の
新しいメニューとして出てきたこの事業は大変重要な
ものだと思っております。やはり子供の貧困解消を、
沖縄の場合はその原因を、根本を解決していく取組を
しなければ、対症療法では、今のままでは達成は難し
いと思いますので、ぜひ次年度、この新規メニューが
取り組まれるのであれば、重点的に県のほうも市町村
とタイアップをして実施していただきたいと思ってお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時１分休憩
　　　午後３時１分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　我が党質問の県内のかんがい施設
の件、再質問させていただきます。
　先ほど平成17年、本当に古い事業ではありますけ
れども、南部島尻地区は土地改良に40年前から取り
組んでおります。その土地改良は進んでいるにもか
かわらず、農業用水がなかなか確保できていない。そ
れは本当に大変な土地改良をして立派な農地はあって
も、水がなければなかなか作物が、収益の上がる作物
に取り組むにもなかなか難しいところがあります。
　県としては今、調査をしているということですけれ
ども、具体的にどういった調査を、どの地区でどうい
うふうな調査をされているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　糸満市北部と八重瀬
町の旧東風平地域は、国において隣接する国営沖縄本
島南部地区の受益の再編によって生ずる既設地下ダム
の余剰水等を水源として、用水再編の可能性を含めて
検討するというものになっております。あわせて、糸
満北部と八重瀬地域の予定されるそれ以外の水源の開
発としては、米須地下ダム、慶座地下ダム、与座ガー
等、それから畑面集水、農業集落排水事業地区である
雄樋川及び港川地区からの処理水の再利用など、新た
な水源等を含めて、この辺はちょっと考えているとこ
ろであります。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　かんがい施設につきましては、国
が主導していく場合もあるかと思いますけれども、や
はり前回……。
　ちょっと待ってくださいね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時３分休憩
　　　午後３時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　前回、国が県と一緒に取組をしま
した国営土地改良事業地区調査「島尻地区」事業構想
というものは、住民説明会も住民の方は行かれたよう
ですけれども、その際、その当時やはり県の取組の意
欲がなかったのではないかというお話がされていまし
た。やはり国主導ではあっても、こういった事業に対
しては県も一つとなって、もちろん市町村もですけれ
ども、そこら辺は国、県がタイアップをして事業の遂
行に当たっていただきたいと思っております。そう
いった話を聞いたことはありませんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　土地改良事業、特に

水源開発等につきましては、国、県、市町村、三者が
一体となってすることが非常に肝要だと考えておりま
すので、しっかりと県は県の持ち場所をキープして、
国、市町村とともに、本島中南部の水源開発も再編で
またできるように頑張ってまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　ぜひよろしくお願いいたします。
　最後になりますけれども、緊急事態宣言等に伴う生
活保護業務についてですけれども、今コロナ禍で支援
も様々ありますが、やはり最後のとりでであります生
活保護を活用することは本当に国民の権利でもありま
すし、そういった呼びかけをやはり県も市町村、福祉
事務所もそうですけれども、しっかりと今必要とされ
ている方々に呼びかけをしていただきたいと思います
し、このコロナ禍で緩和された内容も、もう一度分か
りやすく答弁いただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　答弁申し
上げましたコロナ禍における要件緩和につきましてで
すけれども、通常、生活保護の場合は、持っている資
産を処分して生活に充てるようなことが前提となって
おりますけれども、コロナ禍において一時的な収入減
により生活保護状態に陥った場合には、その後の収入
増が見込まれる場合はその自動車の処分をせずとも保
護を開始できるといったような柔軟な対応が認められ
ているというところでの答弁でございました。
　そのほかにも柔軟な対応が認められるケースがござ
いますので、県といたしましては、県内の福祉事務所
にこのような取扱いができることを、また改めまして
繰り返し周知徹底を図ることによりその運用に努め
てまいりたいと思いますし、答弁申し上げましたけれ
ども、県のホームページでも、申請は国民の権利であ
り、ためらわずに相談してくださいということを広報
しているところでございまして、その周知にも繰り返
し努めてまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　扶養状況の確認についてはどのよ
うな取扱いになっていますでしょうか。扶養状況の確
認ですね。やはりみんな親族には知られたくないとい
う当事者もいらっしゃいますので、そこら辺の答弁を
お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　生活保護
を行う場合は扶養照会が行われることになっておりま
すけれども、それがこの３月だったと思いますけれど
も、扶養照会の要件が緩和されているところでござい
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ます。具体的には、扶養照会を行わなくてもよい場合
ということで、親族による扶養が期待できない場合、
例えば長年にわたり不仲の状態にある、音信不通の状
態にあるといったようなケースが列挙されておりまし
て、そのようなケースにおいては扶養照会をせずとも
保護の手続を進めていいという取扱いが認められたと
ころです。
　県といたしましては、この取扱いについても各福祉
事務所に周知をして、その通知の趣旨に沿った取扱い
を進めてまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　先ほどの生活保護の申請件数が上
がっておりましたけれども、その内容としましては、
通常の生活保護のものとコロナ禍で失業によって生活
保護を申請された方という人数等は分かりませんか。
後ほどその数字等も教えていただければ、よろしくお
願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　申請件
数、相談件数の増については、トータルで現在把握し
ているところでございます。先ほど答弁申し上げまし
たようなコロナ禍での柔軟な対応として認められた事
例というものについては把握しているんですが、その
答弁でよろしければ、自家用車の処分をせずに保有を
認めた件数というのが、本年９月１日時点で８件ござ
います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　時間切れです。
○石原　朝子さん　分かりました。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時９分休憩
　　　午後３時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
　　　〔島尻忠明君登壇〕
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時11分休憩
　　　午後３時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島尻　忠明君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党、島尻忠明です。
　それでは、通告に従いまして、一般質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、港湾計画改訂について。
　来年復帰50周年を迎えるのに合わせ、現在新たな

振興計画策定に向けた作業が加速しております。復帰
後の５次にわたる振興計画の確実な実施により空港、
港湾、道路などの社会基盤などの基幹インフラは、周
辺離島も含めしっかりと整備をされ、島嶼県である本
県の格差是正と経済発展、産業振興・育成に大きく寄
与していたところでございます。現在、この間の50
年を大きな節目として本県の地理的優位性を最大限に
生かし、さらなる発展を目指した振興計画が望まれて
いるものと思います。そのさらなる発展の礎、核とな
る一つが海の玄関口になる港湾であると考えます。そ
してまさに今、本県の経済活動の中核をなす那覇港湾
の計画改訂に向けた作業が、これまで改訂作業進捗の
最大の懸案となっていた那覇軍港の浦添埠頭地区への
移設位置について、去る５月に開催された移設協議会
において、関係各位で合意を得られたことから、計画
改訂が加速度的に進められていくものと期待をしてお
ります。
　そこで、那覇港湾計画改訂についてお伺いいたしま
す。
　ア、新たな振興計画において、那覇港湾はどのよう
な位置づけになっているのか。
　イ、新たな振興計画策定で用いられる各種経済指標
は、計画改訂の貨物量推計にどのように反映をされて
いるのか。
　ウ、交流・にぎわい空間のビーチ、マリーナ整備を
次期計画期間内で先行する場合、沖縄県が覚書に係る
協議書に基づき10分の８の事業費を負担することに
ついて。
　２、二輪車の車両通行帯の交通規制について。
　県内での二輪車事故は他の都道府県と比べ非常に多
く、その特徴の一つとして交差点内での事故が挙げら
れております。県内ではこうした二輪車の事故防止を
目的として、国道58号をはじめとする全ての国道に
おいて、道路交通法第20条第２項に基づき、二輪車
は第一通行帯、第一車線を走行しなければならないと
した二輪車の車両通行帯の交通規制が導入をされ、実
施をされております。
　一方、二輪車の利用者・ライダーからは、多車線の
交差点を第一車線から右折車線に短い距離の区間で車
線変更、移行しなければならず、危険を感じている、
直進する二輪車に対し対向車線から四輪車両が右折す
る際など常に衝突の危険性があり、二輪車の車両通行
帯の交通規制を早晩解除すべきとの声があります。特
に国道58号の４車線化に伴い、こうした二輪車の衝
突の可能性が危惧をされております。
　そこで、以下伺います。
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　(1)、県内における二輪車の車両通行帯の交通規制
の導入要件と実施状況及び問題・課題について。
　(2)、国道329号の比屋根交差点から東恩納（南）
交差点間、約11キロメートルを規制解除した理由に
ついて。
　(3)、交差点内における対向車両と二輪車の衝突事
故の要因から、交通規制を見直すことについて。
　(4)、二輪車が右折する場合、どの時点から右折準
備をすべきか、その考え方と現在の基準について。
　(5)、国道58号浦添区間、仲西信号から城間信号ま
での交通規制区間、約２キロの問題・課題について。
　(6)、国道58号４車線化に伴う交通規制区間、約２
キロについて、どのような対応をすべきと考えている
のかお答えをいただきたい。
　次に３、コロナ禍における葬祭業の環境整備につい
てでございます。
　御案内のように、コロナ禍の中で感染症による多く
の死者がいることに鑑みまして、質問をいたします。
新型コロナウイルス感染症で亡くなった方の遺体につ
きましては、通常の火葬が終わった後に火葬が行われ
ているが、いなんせ斎苑や南斎場では他の地域から遺
体の受入れが増加して、火葬するまで数日かかる事態
があるというふうに聞いております。さらには、全葬
連から厚生労働省を通じ、コロナウイルス感染で亡く
なった方の遺体を受け入れる火葬場を増やしてほしい
との連絡があるとも聞いております。このようなこと
に関して、県としてはどのような対応をしているのか
お伺いいたします。
　４、我が党の代表質問との関連について。
　今月４日、地元紙２紙において、「離島生169人寮
に戻れず　コロナで自宅待機通知」、「寮戻れず自宅待
機163人　夏休み明けの離島生徒」の見出しで報じら
れました。離島苦を経験した者の一人として、コロナ
が原因とはいえ、今回の報道を看過することはできま
せん。そこで、我が党の新垣淑豊議員の代表質問２の
(13)、新型コロナウイルス感染症対策についての関連
でお聞きいたします。
　(1)、９月４日付及び９月７日付の地元紙２紙で、
学生寮の生徒数が異なっているがどちらが正しいのか
お答えをいただきたい。
　(2)、教育現場と行政と県民の間に温度差があると
いうふうに私は感じております。なぜ、この報道が出
る前に―普段でしたらコロナに関しては、県議会を
通して各々タブレットのほうに報告がありますが、今
回、なぜそのようなことができなかったのか伺いをい
たします。

　(3)、９月11日に寮が再開とのことですが、なぜ夏
休み期間中に解消できなかったのか、また当初は保護
者に旅費等の費用負担を求めていたが、その後保護者
の費用負担はなくなっているとの報道がありました。
なぜ最初からそのような対応ができなかったのか。
　(4)、教育委員会として今後どのように取り組んで
いくのか。
　(5)、復帰から50年を経過しようとする中で、私は
今回の件で離島苦を改めて痛感することになりまし
た。そういう中におきまして、９月８日付の記事で県
離島過疎地域振興対策会議の記載があり、次期県離島
振興計画の中で、持続可能な離島コミュニティーの形
成や人材育成等の施策が盛り込まれているという報道
がありました。謝花副知事も、離島振興は県政の最重
要課題と言っているが、どういう取組を行っているの
かお聞きをいたします。
　次に、我が党関連質問の２で、我が党の仲村家治議
員の代表質問の１の (7)、知事の政治姿勢の中で、知
事公室長が那覇軍港の浦添埠頭地区への移設について
は移設協議会で移設することが決まったとの答弁があ
りますが、その中におきまして、以前知事は移設先が
決まりはしたものの、那覇軍港の先行返還を述べてお
りました。知事は今でもそのことに変わりはないのか
答弁をいただきたいと思います。
　あとは再質問をさせていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　島尻忠明議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の (1) の
ア、新たな振興計画（素案）における那覇港の位置づ
けについてお答えいたします。
　那覇港管理組合においては、那覇港の長期構想の策
定や港湾計画の改訂に当たって、新たな振興計画（素
案）における県の産業振興の方向性等と整合を図りな
がら検討を進めているとのことであります。新たな振
興計画（素案）における那覇港に関する施策として
は、「アジアに近い地理的優位性を生かした東アジア
の主要港と国内港湾をつなぐ中継拠点となるために
は、那覇港における国際流通港湾機能の拡充を図る」
ことなどが示されております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
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についての (1) のイ、新たな振興計画と那覇港の貨物
量推計についてお答えいたします。
　那覇港の貨物量推計については、那覇港管理組合に
おいて、将来推計人口等の主要経済指標、過去10年
の港湾取扱貨物量等の港湾統計データ等に基づき、貨
物需要を推計しております。また、来沖観光客数と相
関が強いと考えられる貨物品目について、将来の観光
客数の予測値を基に、回帰分析等により推計を行った
とのことであります。那覇港管理組合においては、今
後、港湾計画の改訂に向けて、新たな振興計画等とも
整合を図りながら精査していくとのことであります。
　同じく１の (1) のウ、浦添埠頭地区における事業区
分についてお答えいたします。
　浦添埠頭地区における事業区分については、那覇港
管理組合の設立に関する覚書に係る協議書において定
められております。浦添埠頭地区の海洋緑地、マリー
ナ及び臨港道路浦添１号線の一部については、那覇港
管理組合の事業区域としており、負担金の割合は、沖
縄県が10分の８、浦添市が10分の２となっておりま
す。また、交流厚生用地については、浦添市の事業区
域となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○警察本部長（日下真一君）　２、二輪車の車両通行
帯の交通規制についての御質問のうち (1)、交通規制
の導入要件と実施状況等についてお答えいたします。
　県内では昭和50年代、複数の通行帯がある国道な
どにおいて、二輪車による急な車線変更等を原因とす
る事故が多発したことから、同種事故防止のため、昭
和58年１月から主要な幹線道路において二輪車の通
行を第一通行帯に指定する車両通行区分規制を実施し
ております。なお、同規制につきましては、令和２年
中の全人身事故の死傷者に占める二輪車乗車中の死傷
者の割合が規制開始前に比べて減少するなど、二輪車
の交通事故抑止に一定程度寄与してきたと考えており
ます。
　続きまして同じく２の (2)、国道329号における規
制解除の理由についてお答えいたします。
　県内におきましては、二輪車乗車中の事故による死
傷者の割合が減少したことや、本規制の効果と相まっ
て、二輪車の運転マナーが向上したことなどの状況を
踏まえ、過去10年間における二輪車乗車中の事故件
数が最も少なかった当該約11キロの区間について、
本年３月に規制を解除したものでございます。
　次に同じく２の (3)、右折二輪車と対向車両による

衝突事故の要因となる交通規制の見直しについてお答
えいたします。
　交通事故につきましては、様々な要因で発生すると
考えられますことから、この当該車両通行区分規制が
主たる要因となる交通事故の発生について、県警察と
いたしましては把握してございません。
　次に同じく２の (4)、二輪車が右折する場合の考え
方と基準についてお答えいたします。
　二輪車の車両通行区分の規制が実施されている区間
を含め、交差点を右折する際には最も右側の通行帯に
寄る必要がありますが、その場合、必ずしも交差点の
直近で進路変更をしなければならないものではなく、
状況に応じてあらかじめその前から進路変更を行うこ
とができるとされております。なお、あらかじめその
前からとは、距離を画一的に示すことはできず、時々
の道路形態、交通量、自車及び他車の速度等に照らし
て判断されるものと理解しております。
　次に同じく２の (5)、国道58号浦添市仲西から城間
までの交通規制区間の問題等についてお答えいたしま
す。
　同区間につきましては、交通量の多い主要幹線道路
であり、交差点が比較的短い間隔で設置されている状
況にあると認識しております。
　次に同じく２の (6)、国道58号４車線化に伴う交通
規制の対応についてお答えいたします。
　国道58号の那覇市安謝から浦添市城間の間におき
まして、片側３車線から片側４車線への道路拡幅工事
が進められていることについて、県警察としても把握
しております。
　県警察といたしましては、この道路拡幅による交通
環境の変化やバスレーン規制を含めた他の交通規制へ
の影響、また県内全体の二輪車事故の発生状況等を踏
まえ、交通の安全と円滑の確保のための実効性のある
規制について総合的に検討してまいりたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　３の (1)、コロナ
禍における葬祭業の環境整備についてお答えいたしま
す。
　県内の火葬場に調査を行ったところ、令和３年８月
18日現在、新型コロナウイルス感染症で亡くなった
方の遺体の受入れが可能と回答した火葬場は、21か
所中15か所、１日当たりの最大受入れ数は、29件と
なっております。県は、特定の火葬場に遺体の搬送が
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集中することを防ぐため、市町村、火葬場及び葬祭事
業団体に対し、令和３年９月７日付文書にて、圏域外
からの受入れなどの広域的な火葬に対する協力を依頼
しております。今後とも市町村等と連携し、円滑な火
葬を行うための環境整備に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　４、我が党の代表質問との
関連についての御質問の中の (1) から (4)、離島出身
の寮生の自宅待機等についてお答えします。４の (1)
から４の (4) までは関連いたしますので、恐縮ですが
一括してお答えさせていただきます。
　８月30日時点で自宅待機をしていた寮生は、県立
高校で163名、特別支援学校で６名、合計で169名と
なっております。本県では８月以降、これまでにない
急速な感染拡大により、自宅療養者が急増していた状
況の中、夏休みで帰省中の離島出身の寮生が寮に戻り
陽性者となった場合、自宅療養となることが予想さ
れました。そのため、保証人宅等で療養が厳しい寮生
に対し、苦渋の判断で自宅待機をお願いいたしたとこ
ろであります。今般、療養場所の確保に一定のめどが
立ったことや、離島出身の寮生が濃厚接触者となった
場合、当該寮生及び保護者の宿泊費等の予備費を流用
した支援策を策定したことから、全ての寮生の受入れ
を再開したところであります。
　県教育委員会としましては、今後も寮生が安全・安
心に学生生活が送れるよう、学校と連携し支援してま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　４、我が党の代表質問と
の関連についての (5)、新たな離島振興計画の取組に
ついてお答えいたします。
　県では、離島振興は県政の最重要課題と考えてお
り、新たな離島振興計画において、定住条件の整備や
産業振興、これを支える人材の育成など、より実効性
のある施策に取り組んでいくこととしております。こ
のため、新たな取組として、医療、教育、観光などの
分野ごとに、共通特性を有する離島を一つのグループ
として捉え、その特性に合わせて施策を組み立てる離
島グルーピングを導入し、離島間の相互協力や連携強
化等、相乗効果を高めた効果的な施策の展開を図って
いきたいと考えております。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　４、我が党の代表質問
との関連についての (6)、那覇港湾施設の先行返還に
ついてお答えをいたします。
　県としましては、那覇港湾施設は、那覇港に隣接
し、那覇空港にも近く、産業振興の用地として極めて
開発効果の高い地域であることから、同施設の返還
は、基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展につ
ながるものであると考えております。このため、去る
５月19日の第27回移設協議会において、県は、那覇
市及び地権者の意向を踏まえた上で、代替施設の提供
に先立つ早期の返還の可能性についても検討していた
だきたい旨の意見を述べたところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時35分休憩
　　　午後３時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　すみません、ちょっと順不同でコロ
ナの関係から行きたいと思います。
　先ほど答弁がありましたけれども、沖縄本島ではコ
ロナの感染症に対する受入れの火葬場は幾つあります
か。本島内。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時37分休憩
　　　午後３時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県内21か所中、本
島内の火葬場が12か所です。
○島尻　忠明君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時38分休憩
　　　午後３時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　８月18日現在で県
が調べたものによりますと、コロナ死亡者の受入れ可
能数ということで御回答いただいたところが、本島内
が８か所でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　委員会で質問したときには、いなん
せと南斎場ということになっていましたが、それは間
違いですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後３時39分休憩
　　　午後３時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　委員会のやり取り
がちょっと確認できませんけれども、コロナの受入れ
可能数ということで御回答いただいているのが８か所
ございますので、８か所では受入れが可能というふう
に考えられます。
○島尻　忠明君　違うと思うけどな。
　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時40分休憩
　　　午後３時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　今、多分沖縄火葬場、うるま斎苑、
石川火葬場は受け入れているということで理解してい
いですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時40分休憩
　　　午後３時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これは県が調査し
た内容でございますが、議員が今おっしゃいました石
川とうるまについては、受入れ可能数の報告はござい
ません。それから沖縄葬祭場でよろしいですか、そこ
は可能という御回答をいただいております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　なぜこれをお聞きしているかという
と、その中部のほうで大変受入れが厳しいということ
で、今いなんせ斎苑と南斎場が大変厳しい状況にあっ
て、そして、今なかなかその辺が進まないものですか
ら、安置場所も新しく増設したりとか、大分今、厳し
い状況にあるんですよ。そして、そこで事業している
皆さん、３日も４日もそこに置いておくものですか
ら、やはりドライアイスを入れたりということで、今
危険な状況でいろいろなお仕事をしています。現に大
阪ではそういう皆さんが罹患をしたということもあり
ますし、東京では多くの安置室を今整備しているとい
う状況もありますので、ぜひその辺を沖縄火葬場の件
も調べていただきたいと思います。ほかの読谷村とか
恩納村は村民の方に限りましては、しっかりと受入れ
している状況でありますが、これが長引くとその事業
所も大変ですけれども、やはり家族も大変負担であり

ますので、その辺をぜひ調べていただきたいというふ
うに思っております。
　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時43分休憩
　　　午後３時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島尻　忠明君　この件につきまして、委員会でも質
疑をさせていただきましたが、やはり今は平時では
なく有事ですので、いろんなこの事業なさっている
方々、やはり防護服をつけたり、除菌をしたりいろん
な御苦労をなさっております。行政は揺り籠から墓場
までという責務もありますので、その辺をしっかりと
―この残された遺族の皆様もそうですけれども、い
ろんな意味で対応していかなければならないと思って
おります。そして、その皆様方に何らかの対応はでき
ないかということを問いたいんですけれども、いかが
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　火葬場への支援と
いたしましては、昨年度になりますけれども、県内の
21か所の火葬場へ防護服等の配付を行ったところで
ございます。議員がおっしゃいますとおり、様々な課
題もございますので、市町村それから火葬場などと連
携しまして、引き続き速やかに火葬が行われるための
環境整備に努めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　皆さんからその事業所に書類が送付
されておりますが、その中にこれは多分お決まり事で
すから書いてあると思うんですけれども、令和３年４
月以降の緊急事態とかいろいろありまして、いろんな
その対策に係る資金につきましては、売上げが50％
減少しとか、これこういうのを書面に書いていいのか
なというのが１つ。あとは観光関連事業者等応援プロ
ジェクト支援金の給付をしていますと書いてあるんで
すよ。私が考えるに、幾ら観光産業が裾野が広いから
といって、ここまで企業の皆さんも全く周知徹底して
分からないということで私自身も委員会で審議してい
ますけれども、そこまでなかなか周知徹底というのは
厳しいところがあるんですけれども、その辺の取組は
いかがでしたか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時46分休憩
　　　午後３時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
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○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、多分議員
がお持ちの文書だと思いますが、令和３年４月以降の
緊急事態措置に伴う影響を受けまして、50％以上の
収入の減少等について、経済産業省の月次支援金を受
給した事業者を対象として、観光関連事業者等応援プ
ロジェクト支援金の給付の対象となりますというよう
な案内が入っているかと思います。これについては、
葬祭事業者も対象となりますので、県からそのような
活用について情報提供を行ったものと理解しておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　ですから私は言いますけれども、幾
ら観光業が裾野が広くても―そこも対応するかもし
れないけれども、最初に冒頭申し上げましたように、
これはお決まり事とかあるかもしれませんけれども、
今有事でそういうふうなことが起こっているわけです
から、別のことで何か検討できませんかということも
併せて聞いておりますので、答弁いただきたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時47分休憩
　　　午後３時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　火葬場に関する課
題については、先ほど議員から御指摘のあるところで
ございます。葬祭業の事業者の皆様に対しては、先ほ
ど答弁申し上げましたとおり、月次支援金にオンする
形で支援事業があるところではございますが、それ以
外にも課題等があると思われますので、そこは意見交
換をしながらどのようなことができるか検討してまい
りたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　これは事業者だけではなくて、遺族
の方も大変困っているんですよ。３日も４日もそのま
ま置いて、いろんな対応が厳しいものですから、その
辺も含めてしっかり行政として対応していただきたい
ということを私は言っております。
　それと、今病院からすぐ直接火葬場まで行くとい
う、いろんな対応している中で、これはいろいろあり
ますのでそこまでは申し上げませんけれども、炉前
と、要するに業者さんとその火葬場の業者さんとのい
ろんな問題も今あるというふうに聞いておりますの
で、その辺もしっかり精査しながら対応していただき
たいということだけ申し上げておきます。
　休憩。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時49分休憩
　　　午後３時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島尻　忠明君　まず二輪車の件についてお聞きをし
たいと思います。（スクリーンに表示）
　その前にここの城間－浦添間は慢性的な渋滞という
ことがあります、その辺はしっかりと理解をした中で
やっていきますが、まずこれが現在の規制区間です。
そして次が先ほど演壇で申し上げました事故の件数
等です。あと、この絵で下のほうに行きますと、先ほ
ど申し上げたように、これは６月４日21時40分頃、
北谷町の交差点で二輪車と四輪車の右折事故が発生し
て、後は名前が入っているので割愛しますけれども、
こういった状況が今でも起こっているんですよ。そ
れで今回、私が質問しているこの区間は約２キロあり
ますが、このように信号が５つもあるんですよ、600
メートル、450メートル、290メートル、750メート
ルといって。この短い区間の中で右折していくという
のがなかなかこれが厳しいところがあるものですか
ら、ちょっと時間の都合もありますので、こういう条
件がありますので、本部長、この辺についてどのよう
な対応ができるのか答弁をいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　ただいま議員から具体
的に御指摘もございました。私自ら現場も確認しなが
ら、今回の議員の御指摘、御意見、それから二輪の事
故の発生状況、それから今回の車線の増設の見直し、
これを踏まえながら、先ほどの現行の規制解除の要
否、可否も含めて、交通安全と円滑のための実効性の
ある規制について責任を持って対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　本部長、大変申し訳ないですけれど
も、これがあるとなかなか周知してなくて、皆さんは
今標識もあります、道路にもありますけれども、今そ
の周知の仕方はどのようにやっておりますでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　現行のこの規制の内容につきましては、まず規制の
区間それから通行方法といったものは、県警のホーム
ページや公式ＬＩＮＥ、ツイッターを活用した情報発
信とか、後はこちらに旅行で来られる方もいらっしゃ
いますので、レンタルバイク事業者へのチラシ配付な
どにより周知を図っているところでございます。



─ 177 ─

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　ぜひ観光立県沖縄、最近やっぱりバ
イクを利用しての多くの観光客も来ているというふう
に聞いておりますので、しっかりまたこの二輪車の組
合の皆さんにもお互いに調和を取って、交通安全で、
そしてまた二輪車の皆さんに負担のないようにしっか
りと対応していただきたいと思います。何分、今回沖
縄県で初めて４車線化ができたものですから、いろん
な課題があると思いますけれども、よろしくお願いい
たします。
　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　御指摘のとおり、責任
を持って対応いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時55分休憩
　　　午後４時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　仲里全孝君。
　　　〔仲里全孝君登壇〕
○仲里　全孝君　皆さん、こんにちは。
　一般質問の前に、コロナによりお亡くなりになられ
た方へ心より御冥福をお祈りします。また、医療関係
者の方々には連日の対応に敬意を表し、感謝申し上げ
ます。少しずつコロナ収束に向けた光が見えてきてい
るように感じますが、引き続きコロナ対策最優先で取
り組んでいくべきだと感じています。
　では、一般質問に入ります。
　１、コロナ対策について。
　県内の観光業をはじめとする経済再興の具体的な
施策展開に向け、コロナ対策関連の予算獲得を視野に
した観光再興条例案が８月31日に全会一致で成立し
ました。一方、県内では療養者5609人、病床占有率
80.6％、重症者の占有率75.6％と高止まりが続き、
新規感染者は累計で４万6811人に上り、直近１週間
の人口10万人当たり新規感染者は、依然全国ワース
トが続いています。これは９月９日現在であります。
　下記のとおり知事の考え方を伺う。
　(1)、小・中・高校における生徒の感染状況を伺う。
　(2)、県内全市町村の学校の夏休みの延長、休校に
なぜ取り組まなかったのか伺う。
　(4)、教職員のワクチン接種状況を伺う。
　(5)、７月30日付の各市町村の指定管理者への休業
協力願につき、状況を伺う。

　(6)、行動制限を11月から緩和する計画とのことだ
が、詳細を伺う。
　２、本部港で起きた死亡事故について。
　(1)、５月下旬、本部港の倉庫における死亡事故に
つき、その後の県の対応を伺う。
　３、ＰＦＯＳとＰＦＯＡを含む汚水の処理方法等に
ついて、下記のとおり県の考え方を伺う。
　(1)、日米間における処理方法の実務者協議の進捗
状況を伺う。
　(2)、ＰＦＯＳとＰＦＯＡを含む汚水の基準値（日
本・米国・国際）について伺う。
　(3)、沖縄県が管理する施設内（空港施設指定管理
を含む）でＰＦＯＳとＰＦＯＡを含む消火剤の使用状
況（具体的な場所・具体的な施設名 )を伺う。
　(4)、沖縄県が管理する施設内のＰＦＯＳとＰＦＯ
Ａを含む消火設備の処理計画を伺う。
　４、我が党の代表質問との関連について。
　仲村家治議員の４(7)、離島・過疎地域の振興につ
いての代表質問の中で、(1)、伊平屋・伊是名架橋に
ついて、費用対効果の課題解決に向けて取り組んでい
るとの答弁がありましたが、費用対効果の中身を具体
的に伺う。
　(2)、伊良部架橋、古宇利島架橋について、費用対
効果について伺う。
　上記の (1)、(2) 以外の架橋について、費用対効果
の課題が解決しているのか。それ以外の沖縄県にある
架橋についての費用対効果の問題が挙げられていたの
か内容を伺う。
　以上、答弁を伺って、再質問を行います。よろしく
お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時21分休憩
　　　午後４時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲里　全孝君　失礼しました。
　１のコロナ対策について、通告した (3)、児童生徒
が感染への懸念などを理由に登校を控えているとある
が詳細を伺う。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　仲里全孝議員の御質問にお
答えいたします。
　コロナ対策についての御質問の中の１の (6)、行動
制限の緩和策についてお答えいたします。
　沖縄県では、緊急事態宣言が長期化する中、緊急事
態宣言解除及び経済活動再開に向けた見通しを作成
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し、県民や関係団体と共有することで、より一層の感
染対策をお願いしているところです。この見通しにお
いては、新規陽性者数が200人から100人程度までを
段階的解除期間とし、段階的に緩和していくための議
論を開始する目安としていたところ、今般の感染状況
等を踏まえ、まずは、土曜、日曜の大規模集客施設の
休業要請を解除すること等を決定したところです。
なお、対策緩和等を決定するに当たっては、感染状況
のみならず、医療提供体制の負荷や変異株の動向など
様々な要素を考慮し、国との調整や専門家等の意見、
業界関係の方々からの意見を踏まえた上で方針を決定
することといたしております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　１、コロナ対策についての
御質問の中の (1)、小・中・高校における生徒の感染
状況についてお答えします。
　学校等からの報告によりますと、令和２年４月から
令和３年３月までの本県公立学校における児童生徒の
新型コロナウイルス感染者数は、小学校210人、中学
校143人、高等学校と特別支援学校を合わせて173人
となっております。職員については、小学校43人、
中学校30人、高等学校と特別支援学校を合わせて15
人となっております。また、令和３年４月から８月ま
での児童生徒の感染者数は、小学校1267人、中学校
757人、高等学校と特別支援学校を合わせて864人と
なっております。職員については、小学校92人、中
学校63人、高等学校と特別支援学校を合わせて69人
となっております。
　同じく１の (2)、市町村立小中学校の一斉休校につ
いてお答えします。
　小中学校における夏休み延長等の実施については、
それぞれの地域や学校の感染状況等を踏まえ、市町村
教育委員会及び学校が主体となって判断を行っており
ます。県教育委員会におきましては、県立学校の通知
等の情報を提供するなどの支援を行っているところで
あります。
　同じく１の (3)、感染不安児童生徒の出席状況につ
いてお答えします。
　県立学校において、夏休み明けから９月10日まで
に、感染への不安等により１日も登校しなかった生徒
数は360人となっております。小中学校については調
査を行っておりませんが、学校からの情報によると、
児童生徒の感染を不安と感じる保護者からの要望が多

いと聞いております。
　県教育委員会としましては、感染予防対策を徹底す
るなど、今後も保護者や児童生徒の不安が解消できる
よう市町村と連携してまいります。
　同じく (4)、教職員のワクチン接種状況についてお
答えします。
　県立学校教職員のワクチン接種状況は、８月末日時
点で約73.8％となっており、９月以降に接種予定の
教職員を合わせると、約90％の教職員がワクチンを
接種する見込みとなっております。
　県教育委員会では、引き続き関係部局等と連携を図
りながら、ワクチン接種の有効性について周知すると
ともに、継続した感染症対策を実施してまいりたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　１、コロナ対策につ
いて (5)、市町村営都市公園施設の取扱いに係る要請
についてお答えいたします。
　市町村営公園においては、特措法に基づく緊急事態
措置に係る沖縄県対処方針に基づき、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のための都市公園内施設の取扱いに
ついて、各市町村へ県公園と同様な対応を要請したと
ころであります。内容については、有料施設を原則閉
鎖としております。しかし、スポーツ大会等について
は、延期または中止が困難な場合には、主催者に県対
処方針に基づく対応を取った上で、午後９時までの施
設利用とすることを要請しております。
　次に２、本部港で起きた死亡事故について (1)、本
部港上屋事故後の県の対応についてお答えいたしま
す。
　本部港で発生した上屋の事故後の対応については、
市町村、各土木事務所において港湾施設の緊急点検を
実施し、危険の及ぶおそれのある箇所について、応急
処置を行いました。また、事故の原因については、警
察が捜査を行っているところであり、県においては事
故の経緯を整理するとともに、事故に至った要因の検
証や再発防止策について検討を行う第三者委員会の設
置に向けて取り組んでおります。
　次に４、我が党の代表質問との関連について (1) の
ア、伊平屋・伊是名架橋における費用対効果について
お答えいたします。
　伊平屋・伊是名架橋においては、平成23年度に整
備の可能性調査を実施しております。その結果、費用
対効果や膨大な予算の確保など、解決すべき課題が多
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いことが明らかとなっております。費用対効果につい
ては、国土交通省策定の費用便益分析マニュアルを基
に算出しており、費用便益比が１を大幅に下回る結果
となったため、引き続きコスト縮減等の調査研究を行
い、便益の見直しも含め、検証を行っていきたいと考
えております。
　同じく４の (2) のア、伊良部架橋、古宇利架橋の費
用対効果についてお答えいたします。
　伊良部架橋については、平良下地島空港線道路改築
事業として実施しており、平成30年度に行った評価
では、費用便益比が2.08となっております。古宇利
架橋については、古宇利屋我地線道路改築事業として
実施しており、平成14年度に行った評価では、費用
便益比が1.54となっております。
　同じく４の (3) のア、４の (3) のイ、伊平屋・伊是
名架橋、伊良部架橋、古宇利架橋以外の費用対効果に
ついてお答えいたします。４の (3) のアと４の (3) の
イは関連しますので、一括してお答えいたします。
　道路事業における費用対効果については、平成10
年度に、国により新規事業採択時評価が導入され、費
用便益分析マニュアルに基づき分析を実施しておりま
す。平成10年度以降に費用便益分析を実施した新た
な架橋としては、ワルミ大橋が該当し、平成18年度
に行った屋我地仲宗根線道路改築事業の評価では、費
用便益比が3.9となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　３、ＰＦＯＳとＰＦＯ
Ａを含む汚水の処理方法等についての (1)、処理方法
の日米間の協議状況についてお答えをいたします。
　ＰＦＯＳ等を含む水の取扱いについて沖縄防衛局
は、処分方法を含め、現在、日米間で協議中であり、
適切な措置がなされるよう、関係省庁と協力の上、引
き続き日米間で緊密に連携していきたいとしておりま
す。
　県としましては、日米両政府に対し、在沖米軍施設
のＰＦＯＳ等を含む水を米軍の責任で焼却処理するこ
と等について要請しておりましたが、去る９月17日、
沖縄防衛局から、普天間飛行場の地下貯水槽に残って
いる廃水を同局が県外に運搬し焼却処分するとの説明
があったところです。県は、米軍基地内への立入調査
を含め、引き続き市町村とも連携しながら、適切に対
応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。

　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　３、ＰＦＯＳとＰＦＯＡ
を含む汚水の処理方法等についての (2)、日本と諸外
国の排水基準についてお答えします。
　我が国では、ＰＦＯＳ等の排水基準は定められてお
りません。米国は、３つの州で排水基準が定められて
おりますが、国レベルでの排水基準は定められておら
ず、2021年９月に米国環境保護庁はＰＦＡＳに関す
る排水ガイドラインを提案すると発表しております。
ヨーロッパやその他の諸外国の排水基準は確認できま
せんでした。
　同じく３の (3)、県管理施設のＰＦＯＳ等消火剤の
使用状況についてお答えします。
　県環境部が行った調査では、県管理施設におけるＰ
ＦＯＳ等を含む泡消火薬剤の保管状況は、本庁舎に
600リットル、三重城合同庁舎に400リットル、消防
学校に1800リットル、下地島空港に3920リットル、
宮古島空港に1150リットル、県民広場地下駐車場に
600リットル、県立武道館に400リットル、県総合福
祉センターに400リットル、県立看護大学に300リッ
トル、合計9570リットルとなっております。
　同じく３の (4)、ＰＦＯＳ等を含む消火設備の処理
計画についてお答えします。
　県管理施設におけるＰＦＯＳ等を含む泡消火薬剤の
処理の時期については、宮古島空港が今年度、消防学
校、下地島空港、県民広場地下駐車場が令和４年度、
三重城合同庁舎が令和４年度以降となっております。
　県としましては、これら泡消火薬剤の適正処理とＰ
ＦＯＳを含まない泡消火薬剤への転換を推進してまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　どうもありがとうございました。
　通告とは大分違って、再質問の順番をちょっと入れ
替えして、ＰＦＯＳの件から確認したいと思います。
　答弁で、日米間で今協議中であると。その中に沖縄
県が参加されてないのはどういう訳なのかお願いしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　日米間の協議につきま
しては、日米合同委員会を基本に協議をされていると
いうことを聞いておりまして、沖縄県はその構成メン
バーになってないということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　８月26日に普天間の海兵隊からＰ
ＦＯＳを含む汚水を宜野湾市内の下水道に放出した
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と。この日米間で協議中に放出したのは、我々軍特委
としても、いち早く取り上げて抗議しております。そ
こで謝花副知事が、米軍に対して抗議をしていると思
うんですけれども、その抗議内容、どういう回答を得
たのか答弁をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えをします。
　我々当初は、司令官を呼んでしっかり抗議をすると
いう意味合いだったんですが、彼らはこの今回の件に
ついて全然悪いことをしたという、何か間違ったこと
をしたという認識がなくて、抗議は受けられないとい
う話でした。これは県が行っても抗議であれば受けな
いという姿勢でして、このことについては我々納得で
きなかったものですから、何度か職員にも話をして調
整したのですが、ここの部分がなかなか一向に進む気
配がありませんでした。
　ただこれ、事は大変急いで対応しないといけないと
いうことでしたので、まずは向こうに行って話をする
のが大事だというふうに判断いたしまして、現場に行
きました。意見交換という形で。予定時間も相当超
えて対応しましたけれども、向こうは、いわゆる希釈
してやっているという形で、これはもうアメリカでも
通常行われているような対応なのだという話がありま
した。ただ一方で、環境について極めて重要だという
発言が端々にあったものですから、おっしゃるように
環境が重要だという話、それから県民との信頼関係が
大事という話も常々彼らはやっておりますので、皆さ
んがおっしゃっていることは我々の信頼を得ることは
できませんよと。それから環境問題というのは、おっ
しゃるように極めてセンシティブな問題なので、これ
を皆さんの科学的にということだけで判断するのはい
かがなものかということで、そういったところをしっ
かり認識していただく必要があるというような話をし
ました。特にまた、今回の問題は日米合同委員会で協
議をしているさなかに、私からすると見切り発車とし
か言えないような形でしたので、この部分についてど
うしてそういったことをやったのかということについ
ても質問しましたところ、残っている部分について早
めに対処しなければ、また台風等があった場合に困る
からというようなことでありました。ただ、いずれの
話についても、県としては納得できるものではありま
せんでしたので、県民の思いと皆さんの認識は大分差
がありますねという話もした上で、しっかりと県民の
思いに寄り添うことが日米関係の安全保障体制にも
必要なことですし、県民の信頼につながるということ
になりますよという話をして、話は終わったと。そう

いったことをお話ししますと、アイ・アンダースタン
ド、分かりましたということで、終わったということ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　その中で、事務レベルとかそういう
協議を今後取り組んでいこうというふうな話が出てい
ましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　この話は、先ほど公室長
からもありましたように、日米合同委員会での話、最
中であったわけです。我々もこの問題は極めて重要だ
と考えておりまして、いろんな場面で―例えば防衛
局長とも、この部分はどうですかということでやりま
すと、とてもじゃないけれども、いわゆる排水路に出
すということは県民として受け入れられませんよと
いう話は伝えておりまして、その当時は防衛局長も、
自分たちもそのように認識しているというような話を
しておりまして、その方向で進むものと思っていたと
ころです。しかしながら先ほど言ったように、見切り
発車的になったということで、我々なかなかこの部分
については、日米合同委員会という、我々県も日米合
同委員会に参画をという話は常々しているところです
が、今の時点でまだそれは実現できていませんし、事
務的な話を米側と、県がそこの合同委員会に入ってと
いうのはなかなかハードルが高いのですが、この問題
は環境省にも県の事務方から話もさせていただいてお
りますし、外務省のほうにもいろいろ―大使にも話
をさせていただいておりまして、県の持っているルー
トからは沖縄県の認識はしっかり伝えているというふ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　分かりました。
　９月17日に、ＰＦＯＳを県外で焼却除去をすると
報告がありました。これは防衛省で取り組むような報
道がありましたけれども、それに対して玉城デニー知
事は、一歩前進だと、そういったコメントがありまし
たけれども、中身の詳細をちょっと紹介してもらえな
いですか。どういったいきさつになったのか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県といたしましては、この在沖米軍施設のＰＦＯＳ
等を含む水については、米軍の責任で焼却処理する必
要があるということで、日米両政府に求めていたとこ
ろでございますけれども、議員御質問のとおり、９月
17日に、防衛省のほうで緊急的な暫定措置として、台
風シーズン等もございますので、日本政府の責任で処
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理をするということで、量につきましては、防衛局の
確認で約36万リットル、費用につきましては、9240
万円という形で日本政府の負担で焼却処分をするとい
うふうに聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　この環境問題、ちょっと視点を変え
てみると、今コロナ対策、保健医療部のほうから県内
の感染状況そして米軍基地の感染状況、ほぼタイム
リーで県民に公表されております。その米軍の窓口、
調整方法はどういうふうに取り組んでいるのか教えて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　米軍基地問題に関しま
しては、在沖海兵隊の政務外交部外交部長を窓口にし
て、ほぼ毎日といいますか、時間を決めて米軍基地の
状況等の情報提供をいただいているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　それは、地位協定に基づいての米軍
との調整ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　特に、日米地位協定に根拠を持つという意味合いで
の連絡調整ということではございません。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　米軍施設のコロナ対策の担当窓口、
どういうふうに調整しているのか紹介してください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナに関しまし
ては、感染症の対策ということで米軍基地内の海軍病
院の担当者と保健医療部の担当者が連携を取って情報
等を収集しているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里議員、ちょっとお待ちく
ださい。
　この際、報告いたします。
　説明員として出席を求めた農林水産部長崎原盛光君
は、体調不良のためこれより以降の会議に出席できな
い旨、届出がありました。
　休憩いたします。
　　　午後４時46分休憩
　　　午後４時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際申し上げます。
　農林水産部長崎山盛光君の代理として、これより以
降の会議に農政企画統括監下地常夫君の出席を求めま
した。

　引き続き質問及び質疑を行います。
　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　大城部長、この調整、私がちょっと
確認したいのは、事務担当レベルで調整しているんで
すか。それとも公式に、先ほど地位協定ではないんで
すけれども、各米軍施設との調整、事務レベルで調整
しているのかちょっと教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時48分休憩
　　　午後４時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　すみません。細か
い具体的な資料はちょっと持ち合わせておりません
が、たしか覚書の中で、県の保健衛生部局と米軍内の
保健衛生担当部署という形で連携を取るというふうに
書かれていたと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　その連携の中身、地位協定ではない
というように答弁がありましたけれども、どういうふ
うに調整されていたんですか今まで。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　先ほど公室長からもあり
ましたが、我々、海兵隊のＧ７などとは日頃からいろ
んな基地問題等について意見交換をさせていただいて
おります。その中において、このコロナの問題につい
ては米軍も県民もないですよというふうに、共通認識
を持ちましょうという話をしました。つまり米軍基地
の中にも、県民、従業員はいるわけですし、それから
米軍が感染した場合には、基地従業員にも感染するわ
けですので、それは境をまず取るべきでしょうという
話からスタートしています。そういった中において、
沖縄県の対処方針、これについてはしっかり米軍側も
守っていただきたいということをＧ７などを通してお
話をさせていただいて、これについては先方も大変あ
る意味前向きにといいましょうか、県と同様な認識で
あるということで、同様な方向性で対応しますという
ような回答などをいただいているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　そうですよね副知事。皆さんは、Ｇ
７と細かいことを調整しているからタイムリーに県民
に、コロナ感染症の数字だとか感染者だとか、タイム
リーに県民に報告されているんですよ。そういった中
で、このＰＦＯＳも環境に係るものなんですよ。私が
お願いしたいのは、謝花副知事、抗議をしたんですけ
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れども、そこの中でいろんな意見交換があったと思う
んです。そういったことで、ＰＦＯＳに関してもこれ
からどういったふうに取り組んでいくのか。沖縄県は
どういうふうに考えているんですよと。Ｇ７も海兵隊
あるいは米側もこういった取組をやってくださいと。
お互いがいろんな協議を持てば、先ほど副知事から従
業員の話も出ていました。基地の中には、県民も働い
ているんです。そういった中で、環境に関わるものは
ぜひ積極的に取り組んで、協議の場を設けて問題解決
に取り組んでいけないでしょうか、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　このＰＦＯＳの問題は、県
民も非常に関心が高いということは議員御案内のとお
りだと思います。我々も常日頃から基地のその汚染
の調査、汚染が発生した場合の水質の調査などについ
ても申入れをさせていただいておりますが、県として
は、引き続き市町村と連携しながら米側とそのような
協議の場を設けていくことを求めてまいりたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　次に移ります。
　２番の本部港で起きた事故についてなんですけれど
も、この件、やはり私の選挙区いわゆる地域で発生し
たことであるということで、６月定例会でも取り上げ
ました。残念なことに、皆さんから今の状況を何の説
明もなかったんです。そういった中で、この件に関し
て事故の瑕疵はどこにあるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今、事故の原因につ
きましては、県警のほうで捜査を行っているところで
ございますので、具体的にどちらにどういうふうな瑕
疵があるということについては、県警の捜査を待ちた
いと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　県警本部長、今、事故報告、県警か
らの調査報告を待っているというふうなことがありま
した。この事故の調査の状況を教えてください。報告
もですね。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　県警察におきましては、この死亡事故発生直後から
現場臨場いたしまして、現場確認とか、その後もいろ
いろ現場の状況を確認しています。それから関係者か
ら事情聴取とか必要な捜査を今、進めているところで
ございます。それから先ほど議員のほうから御質問あ
りました瑕疵というところでございますが、要はこの

死という重大な結果が発生しました。それについて、
どなたに刑事上の不手際があって、この死の結果につ
いて刑事上の責任を負うべきか。これについては、現
時点では捜査中でございますので申し上げることはで
きませんけれども、我々警察といたしましては、今後
捜査を尽くした上で、この判明した証拠と関係法令に
基づいて適切に対処する所存でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　本部長、どうもありがとうございま
した。
　報告書をいつ頃、公表できますか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　ちょっと今の時点でい
つまでということは―要は我々捜査でございますの
で、やっぱり不用意に誰に刑事上の責任があるという
ことを決めつけるわけにいきませんので、やっぱり関
係者の方の供述でありますとか、そういったものを整
合を取った上で判断するということで、今、関係者の
方の御協力を得ながら捜査を進めているところでござ
います。その協力していただく度合いとか、そういっ
たものによって、おのずと結果が出てくるものという
ふうに考えております。
　いずれにしましても、県警察といたしましては、こ
のような重大結果が発生したことを鑑みまして、我々
の責務を果たすべく全力で捜査を推進する所存でござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　ありがとうございます。ぜひよろし
くお願いします。
　次に移りまして、伊平屋・伊是名架橋なんですけれ
ども、いろんな技術的に皆さんのほうから費用対効果
の課題解決に努めていますとか、これまでの答弁が費
用対効果、費用対効果というふうに答弁されているん
ですよ。この伊平屋・伊是名架橋については、いつ頃
事業が採択されますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　現在、費用対効果に
ついて、膨大な予算がかかる。それについてのコスト
縮減の方法ですとか、あるいは新たな知見といいます
か、便益の考え方についてもいろいろと知恵を出し
て、工夫するなりできないかということで研究をして
いるところでございます。ですから今、事業化につい
ての熟度にはまだ達していないと考えておりますの
で、現時点で具体的にいつ頃事業化ということには、
お答えすることは差し控えさせていただきたいと思い
ます。
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○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　この伊平屋・伊是名架橋について、
村からも要請書が上げられていると思うんですよ。も
ちろん北部12市町村の首長さん、そして議長会から
もほぼ毎年というぐらい、皆さんのほうに要望書が上
げられております。一向に皆さんのほうから進捗状
況とか、回答とかそういったものがないんですよ。こ
れ大きな総決起大会も開催して、2017年に１万人規
模、陸も海も１万人も結集して、総決起大会をして、
皆さんのほうにもその総決起大会の内容を、要望書を
提出しているんですよ。一向に回答がない。全然この
事業ができるのか、できないのか。
　どうですかね、副知事。この事業に関しては照屋副
知事がやっぱりエキスパートと思いますけれども、ど
うですかね。事業採択、難しいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今、議員からお話が
ありましたとおり、伊平屋・伊是名両村長が昨年―
私も統括監時代にもお会いして、直接、伊平屋・伊是
名架橋についての御要望を承っております。その際に
もやはりこの膨大な費用がかかると。何分、２つの離
島を結ぶということで、費用対効果の面でかなり厳し
いところがありますが、引き続き調査を行っていると
ころですということでお答えをさせていただいており
ますので、県としても、引き続き研究を重ねながら、
何らかの事業化に向けての方策を考えていきたいと考
えています。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　当初、20年前から要望書が出てい
ると思うんですけれども、今まだゼロベースですか。
進展はどうなっているんですか。内容がちょっと分か
らないんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　我々も具体的に毎年
調査費用を計上して、例えばボーリング調査をするこ
とによって地質の性状を確認して、支持層が浅くなっ
ていたりすると、杭基礎の長さが短くなったりします
ので、それで経費の節減等が図れます。そして昨今、
やはり環境に与える影響というのは、非常に重要なこ
とだと認識をしておりますので、現在も潮流調査です
とか、サンゴの調査、あるいは漁業権もかぶっており
ますので、モズク等に与える影響とか様々なことを考
慮しながら、一歩ずつ調査を行いながら、事業化に向
けて研究をしているところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。

○仲里　全孝君　部長、中身を調査しているのは聞い
て分かるんですよ。だけど一向に進展がないから―
進展ないんですよ。これ５年ぐらい同じ答弁ですよ。
費用対効果、費用対効果を研究させてくださいと。だ
から私、まだゼロベースなんですかと。調査している
のは答弁で聞いているんですけれども、段階的に、い
つ頃、あと５年ぐらいは、事業化目指して取り組んで
いくんだということを、その辺を副知事、決意表明お
願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　先ほど来、島袋土木建築
部長が答弁していますように、環境ですとか潮流、サ
ンゴ、モズク、様々な課題もあるというふうに―た
だ、彼らも決して―私もいろいろ話を聞かせていた
だいていますけれども、決してやらないというふうに
決めているわけではないわけです。どうしたらできる
かということで、今、苦心惨たんしているということ
ですので、私のほうもこれからも積極的にこの彼らの
考えなどを聞いて、次回の議会のときには、費用対効
果というだけの答弁にならないように検討したいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　謝花副知事、ぜひよろしくお願いし
ます。
　謝花副知事もヤンバル出身でしたよね。やっぱりヤ
ンバルの課題は、いろんな様々あるんですよ。特に今
回の架橋に関しても、長年取り上げている事業であり
ますので、ぜひ一日も早い採択を目指して頑張ってい
ただきたいと思います。
　議長、これで一般質問を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
○末松　文信君　それでは沖縄・自民党会派、末松文
信、一般質問を行います。
　まず初めに知事の政治姿勢についてでありますけれ
ども、知事、県民は度重なる緊急事態宣言の延長に対
して、我慢は限界に近い、延長は最後にしてなどと、
最後通告とも取れるような報道がありました。これは
多くの県民の思いであり、そのまま年を越すようなこ
とがあれば、思わぬ事態を招くのではないかというこ
とで憂慮しているところであります。知事は去る９月
２日、緊急事態宣言の解除と経済活動再開に向けた見
通しを発表されました。時期を同じくして、政府にお
いても11月頃をめどにした行動制限緩和の基本方針
が決定されました。長い間我慢を重ねてきた県民に、
希望を与えたものと思います。他方、切迫する医療現
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場で、昼夜を問わず感染症対策に取り組まれている医
療関係者の苦悩を考えると、暗に期待するわけにもい
きません。しかしながら今は、医療提供体制などを確
保し、県民自ら感染防止対策に努め、緊急事態宣言を
解除し、経済活動を再開する時期にあると考えており
ます。
　そこで質問を行います。
　(1)、緊急事態宣言解除及び経済活動再開に向けた
見通しについて。
　ア、新規感染者が１日200人程度に減少したときの
経済活動再開の緩和策とその見通しについて伺いま
す。
　イ、１日100人程度になったときの経済活性化につ
いて伺います。
　ウ、具体的にいつから緊急事態宣言が解除され経済
活動が再開されるのか。
　エ、感染防止対策認証制度の概要と導入計画につい
て伺います。
　オ、ワクチン接種及び検査陰性証明書の発行につい
て伺います。
　(2)、新型コロナウイルス感染症対策について。
　ア、入院待機者数と病床の確保状況について。
　イ、入院待機ステーションの概要について。
　ウ、自宅療養者数と対応策について。
　(3)、ワクチン接種基本方針について。
　ア、接種の効果とリスクについて。
　イ、接種計画と進捗状況について伺います。
　ウ、課題と対応策についても伺います。
　２、北部医療センターの整備について。
　北部医療センターの整備に向けて、敷地も農業大学
校跡地に決定されたことで大変喜んでおります。コロ
ナ対策をはじめ、北部地域の提供医療に大きな期待が
寄せられておりますので、引き続き尽力いただけます
ようお願い申し上げます。
　(1)、整備計画の進捗状況について伺います。
　(2)、整備に向けた課題について。
　３、県立名護高等学校附属桜中学校の設置について。
　北部地域における教育の機会均等の観点からも、県
立中学校が設置の運びとなり、高等学校含め、大きな
期待を寄せておりますので、よろしくお願いいたしま
す。
　そこで、(1)、設置計画の進捗状況について。
　(2)、設置に向けた課題について。
　４、沖縄北部テーマパーク事業について。
　北部地域には、海洋博記念公園に匹敵するような
テーマパークの整備が切望されておりました。そのよ

うな中、やんばる世界自然遺産の登録と相まって沖縄
北部テーマパークの事業計画が示され、環境アセスメ
ントの評価書の縦覧が開始され、大きな期待を寄せて
いるところであります。
　(1)、事業概要について伺います。
　５、我が党の代表質問との関連について。
　仲村家治議員の代表質問に関連して１の (3)、自衛
隊と米軍の基地の共同使用について見解を伺います。
　２の (1)、普天間飛行場の早期返還問題について。
　普天間飛行場代替施設建設の進捗状況について伺い
ます。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　末松文信議員の御質問にお
答えいたします。
 １、知事の政治姿勢についての御質問の中の (1) の
ア及び (1) のイ、新規感染者の減少による緩和策と見
通しについてお答えいたします。１の (1) のアと１の
(1) のイは関連しますので、恐縮ですが一括してお答
えいたします。
　沖縄県では、緊急事態宣言解除及び経済活動再開に
向けた見通しを作成し、県民や関係団体と共有するこ
とで、より一層の感染対策の強化をお願いしていると
ころであります。この見通しにおいては、新規陽性者
数が200人から100人程度までを段階的解除期間と見
立て、土日の大規模集客施設の休業要請、それから県
立施設の休館及び感染防止対策認証店舗での酒類提供
の条件緩和など、緊急事態措置において講じている対
策を段階的に緩和をすることを想定し、経済活動再開
に向けた議論を開始する目安とさせていただいており
ます。新規陽性者数の減少傾向等を踏まえ、まずは、
土日の大規模集客施設の休業要請を解除することを昨
日決定したところであります。なお、段階的なこの対
策緩和等についてですが、感染状況のみならず、医療
提供体制の負荷の状況、変異株の動向など様々な要素
を考慮いたしまして、さらには国との細かい調整、や
り取りをさせていただき、専門家等の意見を踏まえた
上で最終的に方針を決定していこうとするものであり
ます。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の (1) のウ、緊急事態宣言解
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除及び経済活動再開についてお答えいたします。
　新規陽性者数が200人から100人程度になる期間に
おいて、緊急事態宣言の解除を含めた議論を行うこと
としております。ただし、緊急事態宣言の解除につい
ては、国が決定することになるため、県としては、国
の判断基準の中で重視されている医療逼迫の状況にも
留意しつつ、適切な時期に働きかけてまいります。な
お、緊急事態宣言解除後も地域ごとの感染状況や感染
拡大リスク等について評価を行いながら、対策を段階
的に緩和することとなります。具体的には、飲食店等
に対する営業時間短縮要請やイベントの上限人数等の
規制を徐々に緩和していく必要があると考えておりま
す。
　同じく１の (1) のエ、感染防止対策認証制度につい
てお答えいたします。
　沖縄県感染防止対策認証制度は、県民及び来訪者が
安全に安心して対象施設を利用できるように、換気の
徹底及びアクリル板の設置などの17項目の基準を遵
守し継続できる飲食店等を県が認証し、認証ステッ
カーを交付するものです。当該制度は、令和３年５月
31日から飲食業、９月１日から宿泊業について申請
受付を開始しており、今後は認証取得施設の事後調査
を実施するとともに、県民及び来訪者に幅広く認証店
舗を利用していただけるよう、様々な広報媒体を活用
した周知広報に取り組んでまいります。
　同じく１の (1) のオ、証明書の発行についてお答え
いたします。
　予防接種法施行規則の一部改正に伴い、令和３年７
月26日から、市町村での新型コロナウイルスワクチ
ン接種証明書発行の運用が開始されたところですが、
現時点では海外渡航時の利用目的以外の場合は対象外
とされております。現在、国において接種証明書デジ
タル化等に向けた検討が進められていることは承知し
ておりますが、詳細は公表されていないところです。
　県としましては、引き続き国の動向を注視しつつ、
市町村のワクチン接種に係る運用支援に努めてまいり
ます。なお、検査の陰性証明については、行政検査で
の発行は行っておりませんが、民間の医療機関及び検
査機関では、有償にて発行しているところもあるとの
ことです。
　同じく１の (2) のア、入院待機者数及び病床の確保
状況についてお答えいたします。
　県内では、各医療機関の御協力により、直ちに入院
の必要な重症患者については、これまで全て入院調整
ができております。酸素投与が必要な中等症の患者に
ついては、すぐに入院調整ができない場合は、入院待

機施設で一時的に酸素投与などの処置を行い、医療機
関の受入れ体制が整った後に入院調整を行っておりま
す。また、直ちに入院の必要がない患者のうち入院調
整が当日中にできない事案が、令和３年４月１日から
９月22日までの間、１日平均5.9人発生しております
が、翌日中に全て入院調整ができております。新型コ
ロナウイルス感染症の病床確保については、９月22
日時点で、25医療機関において843床を確保してお
ります。
　同じく１の (2) のイ、入院待機施設の概要について
お答えいたします。
　入院待機施設、いわゆる入院待機ステーションは、
入院治療が必要な場合でもすぐに入院できない状況に
備え、入院調整が整うまでの間、一時的に受け入れて
酸素投与などの措置を行う施設となっております。沖
縄県では、本島南部地区及び中部地区に２か所設置し
ております。
　同じく１の (2) のウ、自宅療養者数と対応策につい
てお答えいたします。
　自宅療養者は、８月30日の3139人をピークに、９
月23日現在、717人となっております。自宅療養者
については、看護師等が毎日電話による健康管理を
行っているほか、パルスオキシメーターの無償貸与や
必要のある方への配食支援サービス等を実施しており
ます。また、連絡が取れない方については、管轄する
保健所が速やかに訪問する体制を整えるなど、適切な
療養環境を整備しているところです。
　同じく１の (3) のア、ワクチン接種の効果及びリス
クについてお答えいたします。
　厚生労働省は、日本で接種が行われている新型コロ
ナワクチンは、いずれも感染症の発症を予防する高い
効果があり、また、重症化を予防する効果が期待され
るとしております。また、接種が開始された令和３年
２月17日から８月22日までのワクチン副反応疑いの
報告に対し、死亡、アナフィラキシー、血小板減少症
を伴う血栓症・塞栓症、心筋炎関連事象、年齢・性別
別の解析、モデルナ社製ワクチンの一部ロットでの異
物混入に関する影響の検討を含め、安全性において重
大な懸念は認められないと評価し、ワクチン接種のメ
リットが副反応などのリスクより大きいため、接種を
進める旨公表しております。
　同じく１の (3) のイ、ワクチン接種基本方針及び進
捗状況についてお答えいたします。
　県は、新型コロナウイルスワクチン接種基本方針に
おいて、11月中に希望する全ての県民への接種を完
了するため、遅くとも10月末までに全人口の70％以
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上への１回目の接種を目指すこととしております。９
月21日時点では、88万6603人、全人口の59.7％に対
して１回目の接種を行っております。
　同じく１の (3) のウ、ワクチン接種の課題及び対応
策についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染者数の割合が高い
若者世代へのワクチン接種が課題であると認識してお
ります。そのため、若者世代への接種勧奨のため、あ
らゆる媒体を活用した広報、12歳以上の子供たちへ
の接種体制構築のための医師派遣の調整を行うととも
に、県が設置しているワクチン接種センターでは、接
種枠の拡大、当日受付や優先接種の実施により、若者
世代の接種率が向上するよう取り組んでいるところで
す。
　次に２、北部医療センターの整備についての御質問
の中の整備基本計画の進捗状況についてお答えいたし
ます。
　公立沖縄北部医療センターにつきましては、現在、
昨年度策定した基本構想を踏まえ、外来や救急部門な
どの各部門別計画、敷地に対する建物配置や院内の動
線を定める施設基本計画など、病院を設計するに当
たっての条件の整理を行う整備基本計画の策定に取り
組んでいるところです。今後は、令和４年１月までに
素案を作成し、パブリックコメントを経て、３月に整
備基本計画を策定することとしており、引き続き北部
医療センターの早期整備に向けて取り組んでまいりま
す。
　同じく２の (2)、整備に向けた課題についてお答え
いたします。
　公立沖縄北部医療センターの整備に当たっては、２
つの病院の統合に伴う新たな経営システムの構築、病
院建設の財源確保のための国庫補助制度の創設、医師
や看護師等の医療従事者の確保などが課題であると考
えております。
　県としましては、このような課題の解決に向けて、
引き続き関係機関と協議を行い、良質かつ効率的で地
域完結型の医療提供体制を構築していきたいと考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　３、県立名護高等学校附
属桜中学校の設置についての御質問の中の (1) 及び
(2)、設置計画の進捗状況等についてお答えいたしま
す。３の (1) と３の (2) は関連いたしますので、恐縮
ですが一括してお答えさせていただきます。

　北部地域への中高一貫教育校の設置につきまして
は、８月の教育委員会会議において、校名を県立名護
高等学校附属桜中学校に決定したところであります。
今後は、設置条例の提案や校舎等の施設整備、地域へ
の周知など、関係部局等と連携しながら、令和５年度
の開校に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　末松文信議
員の御質問の４、沖縄北部テーマパーク事業について
の (1)、事業概要についてお答えいたします。
　沖縄北部テーマパーク事業では、今帰仁村と名護市
にまたがる既存のゴルフ場施設を改修し、亜熱帯沖縄
の魅力ある自然環境を活用したテーマパークへの再整
備が計画されており、その規模は約56ヘクタールと
されております。本年６月に事業者が提出した環境
影響評価準備書によると、当該事業は、既存のテーマ
パークのような大規模な建物や工作物を多数建設する
ものではなく、来場者が沖縄の雄大な自然そのものを
楽しめるよう、工夫を凝らした遊具などが中心の施設
を計画しているとのことです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　５、我が党の代表質問
との関連についての (1)、自衛隊との共同使用につい
てお答えいたします。
　県としては、県内の米軍施設を自衛隊と共同使用す
ることは、県民の過重な基地負担の軽減につながるも
のではないことから、在沖米軍の県外または国外への
分散移転・ローテーション配備をより一層促進する必
要があると考えております。このため、本土復帰50
年に向けた基地の整理縮小の要請においても、在沖米
軍の県外または国外への分散移転・ローテーション配
備をより一層促進すること、本土への分散移転・ロー
テーション配備に当たっては、米軍専用施設と比較し
て、日本政府が米軍の運用に責任を持つことにより地
元への影響を軽減できる自衛隊基地の米軍との共同使
用を含め検討していただきたいとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　５、我が党の代表質
問との関連について (2)、代替施設建設事業の進捗状
況についてお答えいたします。
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　令和２年４月に沖縄防衛局から提出された公有水面
埋立変更承認申請書によると、埋立てに関する工事に
要する費用の額は約7200億円となっております。ま
た、沖縄防衛局によると、令和２年度末までの支出済
額は、約2573億円との回答があったことから、仮に
変更後の総事業費に対する発注事業費の比率を算定す
ると、約35.7％と推計されます。一方、投入土砂量を
確認したところ、８月末時点における埋立ての進捗
は、埋立全体に必要な土砂量に対して約7.8％と推定
されます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　御答弁ありがとうございました。
　それでは、再質問を行います。
　まず再質問の前に、感染症対策への対応事例とし
て、石垣市の対応と北部地域の対応について紹介した
いと思っております。これは、県医師会副会長、北部
地区医師会副会長の宮里達也医師より提供されたもの
であります。
　まず初めに、石垣市の対応でありますけれども、
ワクチン接種については、９月９日現在、65歳以上
の高齢者で２回目の接種を完了しており、接種率は
90％を超えているということであります。それ以外
も希望者はほぼ終了し、全国的にもトップクラスであ
るということであります。また、石垣市は第５波の厳
しい感染状況が続き、今回の緊急事態宣言が発出され
た５月23日から９月中旬までに1000人を超える患者
が発生したそうであります。一方、ワクチンを２回接
種した人の中からは、死亡者もなく、重症者も発生し
ていないということであります。ワクチン接種の効果
は明らかであるというふうに言われております。
　次に、北部地域での対応でありますけれども、北部
地域では、県立北部病院と北部地区医師会病院とが連
携して、北部地区医師会の事務局に対策本部を設置
し、検査体制を確立したそうであります。そうした体
制の下で、両病院は保健所から指示のあった濃厚接触
者の行政検査を手分けして行った。陽性者へは全員病
院の外来を受診させ、レントゲンや白血病等の炎症反
応と血液凝固といった検査を行った。その上で、症状
に応じて適切に入院治療、ホテル療養、自宅療養に振
り分けたそうであります。ホテル療養者については、
地域の先生方が毎日朝晩２回見回りをし、自宅療養者
については、病院のスタッフが毎日電話で健康状態を
チェックするなど、自宅で放置するようなことはな
かったとのことであります。
　この２つの事例についてですけれども、今後の感染

症対策に生かしていただきたいと思いますが、御所見
を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　石垣地域、北部地
域については、議員がおっしゃいますとおり、ワクチ
ンに関する非常に積極的な取組、それから北部地域に
当たっても、医師会が中心となって北部地域のワクチ
ンを進めてこられたこと、それから検査体制について
もそうですし、医療の体制についても積極的に関わっ
ていただいたことが地域の医療を支えたのだというふ
うには理解しております。
　県全体としましても、そのような取組については先
進的な事例であると思いますので、県としても同様の
取組に力を入れていきたいというふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　ひとつよろしくお願いいたします。
　それでは、次にこのパネルを御覧いただきたいんで
すけれども、（パネルを掲示）　これは緊急事態宣言解
除からまん延防止、そしてウイズコロナに向けてのイ
メージを図視化したものであります。これはあくまで
も私の考え方ですけれども。上のほうは、新規感染者
数の推移であります。下のほうはワクチン接種の状況
を示しております。
　そこで、まず上の新規感染者のところを見ますと、
８月25日、これは809人でありました。その後ピーク
アウトしてから、一時乱高下はありましたけれども、
９月21日には55人と急激に下がっております。続い
て23日には141人ということでまた戻っています。
そういった乱高下をしておりますけれども、ここで
私が申し上げたいのは、知事がおっしゃっているこの
200人、あるいはこの100人。今の状況からすると、
知事のその制限緩和の目安となる数値はもう確保でき
ていると。今後これが推移するだろうというふうに考
えております。
　次に、下のワクチン接種でありますけれども、これ
は９月12日のデータで示すと、２回目接種したのが
42.7％。その後も８日後の９月20日ですが、45.94％。
ちなみに12歳以上の人口割合では、51.55％がもう既
に終わっているようであります。そこで、12日から
20日までの間のこの接種状況を見ますと、このまま
の状況でいきますと、知事がおっしゃる70％、この目
標を達成するにはあと60日かかります。そういう状
況では、僕は緊急事態宣言を解除しても大変厳しいの
かなと思いますけれども、ただそこで大事なのは、こ
のワクチン接種を促進することによって解除したり、
まん延防止の措置を解いたりということでいくのでは
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ないかというふうに想定しています。先ほどの部長の
答弁でも、ワクチン接種の効果は非常にいいと。これ
はもう既に証明されているということであります。
　そこで知事、今日は、このワクチンの接種について
スピードを上げることが肝要だというふうに思ってお
りますけれども、ワクチン接種の促進対策についてど
のようなことを考えておられるのかちょっと伺いたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、ワクチン
の接種を加速化するために方針をつくりまして、市町
村にもお願いをして、接種を早めていただくというこ
とを一緒になってやっていくという方針にしておりま
す。その中で、県としましても、県設置の会場をつく
りまして、そこで加速化を支援するために接種を行っ
ているところでございます。あわせて、若者の接種率
を向上することが肝要かと思いますので、若者の皆様
にアプローチできるような発信の仕方というのを工夫
してやっていこうと考えております。
　また若い方々の中には、ワクチンに対する不安をお
持ちの方もいらっしゃいますので、そこは正確な情報
の発信が必要だと考えておりまして、そこはきちんと
した情報の提供ができるように努めていきたいと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　今何よりも大事なのは、ワクチン接
種の人数を増やすということではないかというふうに
思っています。そこで、今日はこの緊急事態宣言の解
除と経済活動の再開に向けた知事の御決断を期待して
いるわけであります。先ほどから新聞でも、もうそろ
そろそういったレベルに来ているという感じで報道
されておりますけれども、もとよりこういった前提条
件はしっかりやっていかなければなりません。その
上で、知事、感染拡大防止に効果的な対策としては、
やっぱり石垣市の事例でも明らかなように、ワクチン
接種率を上げることが大事だというふうに思っており
ます。
　そこで提案ですけれども、この図からしても、もう
200名、100名ということですから、今月いっぱいで
この緊急事態宣言を解除して、この10月から11月に
かけてまん延防止の措置を解く。そうすることによっ
て、12月からウイズコロナ的な社会にする。そうす
ると正月は、やっぱりお互い日常の生活に戻れるので
はないかというふうに思っています。まだこんな緊急
事態宣言をしている中で年越すのは大変ですから、で
きればこういう状況をつくるためにも、ワクチンの接

種を強力に進めていただきたいと思っておりますけれ
ども、最後に知事の御所見をお願いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御案内のこのパネルも
非常に分かりやすく、また非常にその方向性が見えや
すいというようなことで、本当に感謝申し上げたいと
思います。
　緊急事態宣言からまん延防止に移行する、それは一
義的には国が決定することではありますけれども、
今日が暫定値で新規陽性者数が61名、これは前の週
と比較して30日連続で下回っている。非常にこの県
民や業者の方々、医療関係の方々の努力が本当にこう
やって数字になってきているということについては、
日々の努力がやはり大切であるというように感じてい
ます。それから、議員がお示しいただいたこの前提条
件、ウイズコロナに向けた前提条件、４つ挙げていた
だいております医療提供体制の確保、ワクチン接種の
促進、認証制度の導入、感染拡大防止対策の徹底、ま
さにこれに通常の新しい生活様式の―いわゆるマス
クをつけて会話をする、人と空間距離を空ける、密を
避けるということをこれからも続けていくことが大切
だと思います。
　さらに、このウイズコロナの生活を、例えばこの年
末年始、人が動くことによって、またさらに１月の中
旬から後半には大きな波が来るのではないかというこ
とが医療関係者の方々、感染症の専門家の先生方から
もその不安の声が聞こえてまいります。ですからそ
のためにも、議員御提案のとおり、まずはワクチンを
しっかり打っていただいて、この県民の70％の方々
には、この第６波を抑える意味でも、早めにワクチン
を打っていただくための広報啓発を我々もしっかり努
めていきたいと思いますし、若い方々には、皆さんが
12歳未満の子供たちを守る一番大きな力になるんだ
よということを、心を込めてその思いを伝えて、12
歳以上の方々にも、お父さんお母さんとも相談してい
ただいて、ぜひワクチンを接種していただいて、社会
全体でウイズコロナの状況が安定して、継続的に抑え
込んでいけるように取り組むこと、これはもう県も
しっかり頑張りたいと思いますし、その広報活動、啓
発活動にも力を入れてまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　知事ありがとうございます。
　ぜひそういう形で頑張っていただきたいというふう
に思います。
　そこで、やはり県民は、時期が明確になればそれに
向かって目標が設定できるわけですから、ワクチン接
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種についても協力が得られるのではないかというふう
に思っておりますので、ぜひそういったターゲットを
しっかり打っていただいて、県民に呼びかけたほうが
いいのではないかというふうに思っております。
　それでは次に、沖縄北部テーマパーク事業について
でありますけれども、テーマパークというのは集客施
設でありますので、まずその交通のアクセスが成功の
鍵を握るというふうに考えております。そういった意
味で、短期的には名護東道路の延伸であるとか、ある
いは海上交通の導入、さらに中長期的には鉄軌道の整
備が必要不可欠となるのではないかというふうに考え
ておりますが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　まず道路関係で申し
上げますと、名護東道路の本部方面への延伸につきま
しては、今年３月の沖縄ブロック幹線道路協議会にお
いて、新広域道路交通計画の高規格道路に位置づけを
されております。今後は地元自治体と連携して、国に
対して、早期の事業化を目指して要望していきたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　鉄軌道についての御質問
に対してお答えいたします。
　現在、構想段階における計画における鉄軌道のルー
トにつきましては、学識経験者による専門委員会の確
認をいただきながら、３年半をかけて５段階のステッ
プごとに、延べ６万2000人の県民の皆様から寄せら
れた意見を踏まえ、公共交通が持続的に役割を果たす
ために必要となる採算性についても考慮しながら検討
を行って、那覇－名護間を結ぶルートを概略計画とし
て取りまとめたところでございます。しかしながら、
議員おっしゃるとおり、利便性の向上は大変重要な問
題と認識しております。観光客の皆様、県民の皆様の
ニーズに対応するために、このバス等の結節を充実さ
せるなど、移動利便性の向上に向けた取組について、
地元の市町村等と連携し協力してまいりたいと思いま
す。
○末松　文信君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時46分休憩
　　　午後５時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○企画部長（宮城　力君）　海上交通につきまして
は、那覇それから本部間を第一交通に係る船舶が就航
しておりますが、今コロナ禍もあって、実績について

は非常に厳しい状況にあると聞いております。今後、
コロナが収束した後に需要が増えてきて、その動向を
踏まえた上で、県としてどのような対応ができるか検
討してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　ひとつよろしくお願いします。
　これはテーマパークに限らず、やんばる自然遺産の
関係であるとか、今後の北部振興事業との関連でも非
常に重要なことでありますので、よろしくお願いを申
し上げます。
　知事の答弁をいただきたいんですが、時間がありま
せんので次に行きます。
　それでは次に、我が党の代表質問との関連ですけれ
ども、自衛隊との共同使用についてでありますが、知
事が諮問された万国津梁会議は、自衛隊と共同使用す
ることで、自衛隊、いわゆる日本側が管理権を持って
すれば、基地から派生する事件・事故も抑制できると
いうふうに提言しております。知事は政府に万国津梁
会議の提言に基づいて、米軍基地問題に関する要請を
されたと思いますけれども、共同使用について、なぜ
尊重されないのか、御答弁をお願いしたいというふう
に思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時48分休憩
　　　午後５時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　万国津梁会議からの提言を
論拠にいたしまして、日本政府に対しては在沖米軍の
県外または国外への分散移転・ローテーション配備、
これをなお一層促進すること、そのためには、日本政
府が米軍の運用に責任を持つことにより、地元への影
響を軽減できる自衛隊基地の米軍との共同使用を含め
検討していただきたいという旨は、私も申し上げてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　先ほどの公室長も似たような答弁し
ていましたので耳を疑ったんですが、そういうふうに
要請はされているという認識でよろしいですね。分か
りました。
　それで次に、普天間飛行場の代替施設建設について
でありますけれども、これそもそも、知事が承認した
埋立ての事業であります。これ今まで紆余曲折いろい
ろありましたけれども、結果として最高裁の判決が出
て、元に戻って知事が承認した埋立事業であります。
この事業をどうして、こんなに足かせになるようなこ
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とをされるのか。これは、知事としては許可したわけ
だから、進めるのが当たり前だと思うんですけれど
も、これは今まで何度も質問しているんですが、もう
ちょっと知事の見解をお尋ねしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時50分休憩
　　　午後５時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　現在提出されており
ます変更承認申請書に関しましては、公有水面埋立法
にのっとり厳正に審査を行っているところでございま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　その話は何度も聞いたんですけれ
ども、私が何を言いたいかというと、知事は政治的に
行政をゆがめている。恣意的にゆがめている。これ

部長、本来だったらあなた方はしっかりと法律にのっ
とってやらんといかぬわけですよ。それをなぜやらな
いのか聞いているんですよ。もう一遍答弁してくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　現在我々のほうで変
更承認の内容につきまして、災害防止あるいは環境に
当たる影響等につきまして、厳正に審査を行っている
ところでございます。
○末松　文信君　ありがとうございました。
　また次の機会によろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、９月27日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時51分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員　　仲　　村　　家　　治
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令和３年
第 8 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

 令和３年９月 27日（月曜日）午前 10時開議

議　　事　　日　　程　第６号
令和３年９月27日（月曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案、乙第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで（質疑）
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案、乙第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで
　　　　　　甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第14号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例
　　　　　　乙第３号議案　 沖縄県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の

一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　 沖縄県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第７号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第８号議案　土地の取得について
　　　　　　乙第９号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第10号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第11号議案　保険代位による損害賠償請求事件の和解等について
　　　　　　乙第12号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第13号議案　損害賠償の額の決定について
　　　　　　乙第14号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第15号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第16号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第17号議案　水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第18号議案　通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第19号議案　農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第20号議案　農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第21号議案　地域水産物供給基盤整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第22号議案　令和２年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
　　　　　　認定第１号　令和２年度沖縄県一般会計決算の認定について
　　　　　　認定第２号　令和２年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第３号　令和２年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第４号　令和２年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
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　　　　　　認定第５号　令和２年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第６号　令和２年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第７号　令和２年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第８号　令和２年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第９号　令和２年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 10号　令和２年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 11号　 令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて
　　　　　　認定第 12号　令和２年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 13号　令和２年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 14号　令和２年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 15号　令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 16号　令和２年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 17号　令和２年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 18号　 令和２年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて
　　　　　　認定第 19号　令和２年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 20号　令和２年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 21号　令和２年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第 22号　令和２年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第 23号　令和２年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第 24号　令和２年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について
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○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　説明員として出席を求めた農林水産部長崎原盛光
君は、病気療養のため本日の会議に出席できない旨の
届出がありましたので、その代理として、農政企画統
括監下地常夫君の出席を求めました。

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案、
乙第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号
から認定第24号までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対
する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕
○仲田　弘毅君　おはようございます。
　沖縄・自民党の仲田でございます。
　彼岸も過ぎ、残暑も厳しいときを迎え、今年も残す
ところあと３か月であります。夏休みを挟んでコロナ
感染が拡大しましたが、９月から若年層へのワクチン
接種も始まり、体制が前向きに進んでいるものと考え
ております。残念ながら感染により亡くなられた方々

に哀悼の意を表し、改めて医療従事者の皆さんをはじ
め、エッセンシャルワーカーの方々へ心から感謝を申
し上げたいと思います。
　それでは、一般質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、令和４年度概算要求について。
　８月末に内閣府から次年度沖縄関係予算の概算要
求と税制が示され、財務省に提出されたとの報道が
ありました。要求額の2998億円は、本年度当初予算
3010億円に比べ約12億円の減、概算要求額の3106
億円からすると108億円の減額になります。12月末
に政府で取りまとめ正式な予算案が決定されますが、
これまで安倍前総理と仲井眞元知事との間で交わさ
れた3000億円台の確保は、2021年度まで毎年継続さ
れてきました。しかし、2022年度以降の予算に関し
ては大変厳しいと言わざるを得ません。
　そこで、質問を行います。
　ア、令和４年度（2022年度）概算要求2998億円に
対する知事の率直な感想をお聞かせください。
　イ、地方行政の財政を左右する予算になりますが、
市町村の声は生かされているか。
　ウ、県から内閣府へお願いした概算要求の総額を伺
いたい。

44　番　　末　松　文　信　君
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　２、新型コロナウイルス感染症について。
　100年に一度と言われるパンデミックの中、８月下
旬、９月13日から30日までの緊急事態宣言は５回目
の延長が行われました。５月23日以来、４か月以上
に及ぶ長期化した宣言適用が続くことになります。
新規感染者の数は徐々に減少しているとはいえ、人口
10万人当たりの数字は全国平均をはるかに超え、最
多が続いております。現実問題として入院患者の減少
はなお不透明であり、医療提供体制の逼迫は深刻で、
今後とも厳しい課題と言わざるを得ません。必要とす
る医療を県民がしっかりと受けられるよう、早急に的
確な対応が求められていくものと考えております。
　そこで伺います。
　(1)、県内の感染状況や医療提供体制の現状をお聞
かせください。
　(2)、新型コロナウイルス感染防止対策によるワク
チン接種の実施状況を伺いたい。
　(3)、各保健所の基本的な役割を教えてください。
　(4)、クラスター発生に伴う速やかな情報公開が求
められているが、対策を伺いたい。
　(5)、緊急事態宣言が９月30日まで延長されまし
た。延長と解除について県の考えを伺いたい。
　３、教育行政について。
　新型コロナウイルス感染拡大が収まらない状況で、
各学校は夏休み明けの授業を再開し、新学期が始まり
ました。７月末から８月の休み期間中に新規感染者の
数が何度も過去最多を更新し、10歳未満や10代の感
染も広がり、第４波と比較して大幅な感染拡大の中で
の再開でありました。学校現場において先生方は、児
童生徒の安全を守り、学習環境と学びを保障するとい
う大義の下に、不安を伴いながらも一生懸命頑張って
いるものと考えております。
　そこで伺います。
　(1)、学校再開について。
　ア、コロナ感染対策で、分散登校や感染状況によっ
ては学級・学年閉鎖、あるいは臨時休校等が実施され
ましたが、実情をお聞かせください。
　イ、これまでの小・中・高校でのコロナ集団感染の
学校数と生徒数を伺いたい。
　ウ、臨時休校や分散登校に伴うオンライン授業・学
習の実施状況や課題を伺いたい。
　エ、分散登校や感染不安により登校を控える児童生
徒の出欠取扱いについて伺いたい。
　(2)、全国学力テストについて。
　ア、コロナ感染の厳しい中で、５月に実施された２
か年ぶりの全国学力テストの結果が去る８月31日に

公表されました。見解を伺いたい。
　イ、学力テストで全国水準を維持したことは大変す
ばらしいことであり、あらゆる意見がある中で、県内
の児童生徒の学力向上に大きく寄与するものと考えて
おります。教育長の感想をお聞かせください。
　我が党関連は取り下げます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
ミーウンチューウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　仲田弘毅議員の御質問にお答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の (1) の
ア、令和４年度沖縄振興予算の概算要求についてお答
えいたします。
　８月末の内閣府の概算要求では、子供の貧困対策、
離島活性化推進事業費等が増額要求され、産業競争力
の強化等の経費が新たに盛り込まれましたが、一括交
付金は、制度の継続に向けた要求をしていただいたも
のの、今年度予算と同額となっております。また、予
算総額は、要求可能額が最大限活用されず、3000億
円台に届かなかったことは残念でありますが、今後の
予算編成過程においては、事項要求している経費の確
保を図り、総額3000億円台の沖縄振興予算を維持し
ていただくとともに、一括交付金については、市町村
の要望も踏まえ、さらなる増額が図られるよう、あら
ゆる機会を捉えて要望してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
いて (1) のイ及びウ、令和４年度沖縄振興予算の要請
についてお答えいたします。１の (1) のイと１の (1)
のウは関連しますので、恐縮ですが一括してお答えい
たします。
　県では、令和４年度沖縄振興予算の確保に向け、７
月に３回に分けて全41市町村を対象に意見交換を実
施いたしました。市町村からは、一括交付金制度の継
続、深刻な子供の貧困への対策の継続、離島の定住条
件の整備に係る取組、公共事業に係る取組など、数多
くの御意見をいただきました。このような市町村から
の意見も踏まえた結果、８月の要請においては、要求
可能額を最大限活用した3600億円規模の概算要求を
行い、引き続き総額3000億円台の沖縄振興予算を確
保するとともに、本県及び市町村が自主性と主体性を
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発揮できる財源の確保について、市長会、町村会との
連名により要請したところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナウ
イルス感染についての御質問の中の (1)、感染状況及
び医療提供体制についてお答えいたします。
　県内の感染状況は、県民や事業者等の皆様の取組に
より、ようやく流行のピークを越え減少傾向にありま
すが、いまだコロナの入院患者数は高い水準にあり、
予断を許さない状況にあると考えております。また、
県では、重点医療機関等25病院を指定し、９月22日
時点で843床の病床を確保するとともに、入院待機施
設の設置、宿泊療養施設の拡充、自宅療養者の健康観
察体制の強化など、医療提供体制の強化を図ってきた
ところです。
　同じく２の (2)、ワクチン接種についてお答えいた
します。
　９月25日時点のＶＲＳ（ワクチン接種記録システ
ム）による年代別ワクチン接種率は、12歳から19歳
は１回目45.1％、２回目20.6％、20代から30代は１
回目52.4％、２回目31.3％、40代から50代は１回目
69.5％、２回目52.5％、60代以上は１回目87.1％、
２回目82.4％となっており、年代が上がるにつれて
接種率が高くなっております。
　同じく２の (3)、保健所の基本的な役割についてお
答えいたします。
　保健所では、新型コロナウイルス感染症患者を診断
した医師の届出に基づき、感染拡大防止のため、積極
的疫学調査を実施し、感染源調査や濃厚接触者等の行
政検査及び健康観察の業務を中心に取り組んでおりま
す。また、クラスターが発生した際の施設の調査や感
染防止対策の指導などの役割を担っております。
　同じく２の (4)、クラスターの情報公開についてお
答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症におけるクラスターが発
生した場合は、感染症に関する情報を広く県民に提供
するため、県の公表基準に基づきマスコミ等に公表す
ることとしております。
　県としましては、引き続き各保健所・関係部局との
情報共有及び連携強化を図り、速やかな情報公開に取
り組んでまいります。
　同じく２の (5)、緊急事態宣言についてお答えいた
します。
　緊急事態宣言の延長が決定された９月９日時点で

は、新規陽性者数が７日平均397人、病床占有率及び
重症病床占有率がともに50％を上回っていたことか
ら、政府において緊急事態宣言の延長が決定されまし
た。
　県としましては、新規陽性者数が200人から100人
程度になる期間において、緊急事態宣言の解除を含め
た議論を行うこととしております。このため、25日
の専門家会議及び経済対策団体会議からの意見を踏ま
えて、昨日26日に新型コロナ対策本部を開催し、各
指標を踏まえ、緊急事態宣言が解除された場合につい
て方針を決めたところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　おはようございます。
　それでは３、教育行政についての御質問の中の (1)
のア、分散登校や学級閉鎖等の実情についてお答えい
たします。
　９月６日時点で分散登校を実施した県立学校は、高
等学校54校、特別支援学校８校、中学校３校となっ
ております。また、19市町村の小学校と21市町村の
中学校において、短縮授業または分散登校が実施され
たと聞いております。学校再開から令和３年９月10
日までの期間に、県立学校で学級閉鎖等の措置を行っ
た学校は30校で、学級閉鎖45学級、学年閉鎖５学年、
休校３校であります。また、市町村教育委員会からの
報告によると、小中学校で学級閉鎖等を行った学校は
17校で、学級閉鎖31学級、学年閉鎖５学年で休校は
ありません。
　同じく (1) のイ、小・中・高校でのコロナ集団感染
についてお答えします。
　県新型コロナウイルス感染症対策本部によると、
クラスターとして公表された公立学校数及び感染者数
は、小学校２校16名、中学校２校27名、県立学校９
校78名、学校種非公表１校５名で、合計14校126名
となっております。なお、感染者数は対策本部が公表
した児童生徒、教職員等が含まれた数となっておりま
す。
　同じく (1) のウ、オンライン学習の実施状況や課題
についてお答えします。
　臨時休校や分散登校等の実施期間中、各学校におい
ては、小中学校の約８割、県立高等学校の約９割、特
別支援学校の約６割がオンラインによる学習支援に取
り組んでおります。一方で、一部の県立学校で通信の
不具合が生じたことから、通信環境の改善を図るとと
もに、市町村に対しては、専門家によるネットワーク
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アセスメントなどの実施を周知しております。
　同じく (1) のエ、分散登校等における出欠の取扱い
についてお答えします。
　各学校において、感染不安により、やむを得ず登校
できない児童生徒については、欠席扱いとはせず、進
級・進学等に不利益が生じることはありません。ま
た、分散登校で登校しない児童生徒についても同様の
取扱いとなり、不利益を被ることはありません。
　県教育委員会としましては、コロナ禍にあっても、
児童生徒の学びの保障の支援に努めてまいります。
　同じく３の (2) のア、全国学力テスト結果の見解に
ついてお答えします。
　本年度の全国学力・学習状況調査の結果が８月31
日に公表され、小学校は全国水準を維持、中学校は全
国との差を縮小し、おおむね改善傾向を維持しており
ます。
　県教育委員会としましては、今回の調査結果の分析
を行うとともに、市町村教育委員会及び学校と連携を
図りながら、本県児童生徒の確かな学力の向上を目指
す取組を推進してまいります。
　同じく (2) のイ、全国学力テスト結果への感想につ
いてお答えします。
　コロナ禍において、今回の結果につながったのは、
県の学力向上施策を基に、教職員、児童生徒及び保護
者が一体となって、学力向上に取り組んでいただいた
成果だと考えております。今後も、「人材を以て、資
源と為す」とする沖縄の教育の発展に向けて、県民一
丸となった学力向上の取組を推進してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　御答弁ありがとうございました。
　知事もこの概算要求2998億円については大変残念
であるというコメントですが、私は非常に懸念をして
おります。また、県の経済界も10年ぶりに3000億円
台を割り込んだことに対して、一様に残念であるとの
コメントを出しております。
　そこで伺います。
　3600億円の要望で内閣府から示されたのは2998億
円、約600億円の開きがあります。担当部局はもちろ
ん、もう分析等は済んでいると思いますが、どのよう
な予算が認められなかったのかお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　内閣府の2998億円に加えまして、内閣府としては
事項要求としまして防災・減災、国土強靱化５か年加
速化対策に必要な経費なども要求されているところと

考えております。沖縄振興一括交付金につきまして
は、令和３年度予算と同額の981億円が措置されたと
ころでございます。
　私どもの3600億円の８月の要望というのは、財務
省が示しました各省に対する概算要求の基準を踏まえ
まして、最大限そこまでは予算要求が可能であろうと
いうことで、そういう分析の下、内閣府とも調整をさ
せていただいた上で、3600億円の要望について市長
会、町村会と連名で要求をさせていただきました。８
月末の概算要求につきまして河野沖縄担当大臣から
は、内閣府がまとめました新たな沖縄振興策の検討の
基本方向で沖縄振興の特別措置や法的措置を講じ沖縄
振興策を推進することとしており、予算につきまして
は、この基本方向を踏まえて総額2998億円を要求す
ることとしたというふうに述べられていると聞いてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　この内訳を見てみますと、一括交付
金は一応現状維持、981億、そして子供貧困は４億円
の増、離島振興費と北部振興は共に10億円の増、そ
して企業支援の産業振興は新規で18億円が計上され
ております。そのことに対して県の評価はどうでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　仲田議員が今おっしゃい
ました子供の貧困対策でありますとか、新たな産業振
興の部分が盛り込まれたということについては、評価
しております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　この増額の反面、社会資本整備の公
共事業関係費、いわゆる国の直轄工事が減額になって
おりますが、幾らの減額予算になっておりますでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　内閣府が作成しました概
算要求の説明資料によりますと、一覧表の中の３、社
会資本整備費としまして、公共事業関係費が1262億
円要求されております。これは昨年、1420億円の概
算要求でございましたので、約160億円ほどの減額に
なっているものというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　土建部長、国の直轄工事がこれだけ
158億も減額、削られるということになりますと、本
県の社会資本整備にどのような影響があるか、また、
それと同時に、内閣府から予算削減についてどのよう
な説明がありましたでしょうか。お聞かせください。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時27分休憩
　　　午前10時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　この10年間、社会資本の整備につきましては、か
なり復帰後から考えますと大分整備のほうは進んでき
ている状況ではございます。ただし、やはり依然とし
て道路の渋滞ですとか、離島の生活路線としての港湾
や空港の整備というのは、まだまだこれからも引き続
き継続して行っていくところが多いと思いますので、
そういった意味で、やはり必要な予算の確保につきま
しては非常に重要だと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　内閣府からの予算減額の説明の中
に、本県の大型工事がもう終了したということはな
かったでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　直接説明等は伺って
はおりませんけれども、やはり昨今、那覇空港の第２
滑走路でありますとか、あるいは名護東道路の一部供
用開始等、大型のプロジェクトが幾つか終了している
というところではございます。引き続き、我々として
は事項要求として、国土強靱化関連の予算を引き続き
頑張って要望していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　この予算が減額されず、そのまま認
められますと、約160億円分のインフラ整備が可能に
なります。これが削られたことによる本県の工事の遅
れについてはいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　やはり160億円の減
となりますと、それなりに事業の進捗に関しましては
一定程度の影響があるとは考えておりますけれども、
その辺は選択と集中ということで、引き続き事業の効
率化といいますか、選択と集中を図りながら取り組ん
でいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　私のうるま市、特に与勝地域、与勝
半島一周道路がまだ全然着工もされておりません。早
めに予算獲得して、それが実現するようにお願いしま
す。
　知事、知事もよく御理解していると思いますが、概
算要求が財務省の予算編成を経て額が増えるというこ

とは通常あり得ないことであります。それどころか、
厳しい査定を経て2998億円からさらに削られる可能
性が十分あります。一括交付金等についても危惧され
ておりますが、知事の御意見をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども我々が要求した額
が認められなかったのは非常に残念ですというお答え
をさせていただいたんですが、市町村ともこの間、意
見交換をさせていただき、その市町村からの意見も踏
まえた結果、要求可能額を最大限活用しての要求であ
ります。ですから、引き続き3000億円台を確保でき
るよう、さらに要望してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　知事は県民を代表して増額要請、
しっかり頑張っていただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲田　弘毅君　次に、新型コロナ関係について質問
いたします。
　まずは感染状況と医療体制についてでありますが、
感染者の数が減少傾向にあり、ほっとしていると同時
に、冬到来を考えると一抹の不安もあります。これま
で第５波の感染拡大は全国最悪と言われましたけれど
も、その要因と対策をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回の第５波につ
きましては、これまでに経験のない急拡大があったと
ころでございます。その要因としまして、専門家の皆
様から御意見を伺ったところ、第４波が収まり切らな
いうちに―減少傾向はあったんですけれども、それ
が収まり切らないうちにデルタ株が蔓延したというこ
とが一番大きなところというふうに考えているところ
です。それらから家庭内感染等にも広がりましたの
で、市中感染が大きくなったというところでございま
す。
　また、冬場に向けて第６波については警戒が必要だ
と思いますので、医療提供体制、検査体制、ワクチン
接種について引き続き拡大、拡充に向けて取り組んで
いきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　なぜこの質問をやったかと申します
と、私は６月定例会で感染状況と拡大要因について質
問をさせていただきました。その答弁の中で、県は６
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月28日時点における療養者の数は1107名、人口10万
人当たりの直近１週間の新規感染者の数は34.69人で
ある。５月下旬をピークに減少に転じているものの、
警戒は必要であるとの内容でありました。その二、
三か月後に全国的により厳しい感染状況になったこと
は、非常に残念であります。
　引き続き伺います。
　医療体制の逼迫は病床確保が十分できなかったとい
う大きな反省点であり、結果的に宿泊施設療養、そし
て自宅療養を余儀なくされてきました。病床を適切に
確保し、入院率を上げるためにどのような対策が講じ
られているかお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　沖縄県の場合は、
国公立、それから私立にかかわらず、救急を担ってい
ただいている病院に非常に御協力をいただいて病床の
確保に当たってきたところでございます。その中で、
やはり一般の医療との兼ね合いもございますので、医
療非常事態宣言というのを発出しまして、例えば不要
不急の受診を控えていただくということや人間ドック
などの一時休止なども含めてお願いをして、病床を空
けていただいたところでございます。加えて、県とし
ましても、ホテル、宿泊療養施設の確保に努力してき
たところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　部長、妊婦の自宅療養で、家族の看
病をしながら自らも感染し、早産にもかかわらず無事
出産、母子ともに元気であるとの記事を読んで、大変
心を痛めております。現状では濃厚接触者の妊婦が健
診を受けられず、母子の命を救えない可能性も指摘さ
れました。妊婦への感染状況と対応についてお聞かせ
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　妊婦の感染状況に
ついては、すみません、手元に確実な数字がございま
せんけれども、たしか去年の４月から今年の７月まで
で百六十何名かという状況でございましたが、８月で
同じ数、同様の数の妊婦の感染者が発生したというふ
うに記憶しております。その妊婦の感染については非
常に課題もございますので、周産期を担う先生方にお
集まりいただきまして、妊婦が感染した場合の病床の
確保であるとか、また自宅療養を余儀なくされる場合

の健康観察を主治医の先生方にお願いするというよう
な対策を講じているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　自宅療養が問題になっております
が、その自宅療養は家庭内感染のリスクを大きくして
いるということです。そのリスクを極力避けるため
に、自宅療養をしっかり減らしていくためには、ホテ
ルの空き室を積極的に運用することが望ましいと言わ
れております。結果的に観光立県としてのバックアッ
プ体制にもつながると考えますが、その点につきまし
てはいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員御指摘のとお
り、やはり宿泊療養施設であるホテルを活用すること
は非常に重要であると考えております。必ずしも今、
そのホテルの稼働率がまだ十分ではないと思いますの
で、そこは県としましても、例えば清掃とか消毒の仕
方等について対策を、工夫を凝らしているところでご
ざいます。またあわせて、ホテルの確保についても引
き続き努力してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　知事、今緊急事態宣言解除、あるい
は緩和の話がありますが、今経済界は大きなダメージ
を受けております。特に観光関連企業団体の支援体制
は県の大きな責務であります。県独自の経済対策とし
て、ワクチンパスポートや陰性証明書等を利活用した
取組があると言われております。その点についていか
がでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　ワクチン接種・検査陰性証明の活用につきまして
は、ワクチン接種の推進を前提としまして、感染防止
対策認証制度と併せて運用することで、経済活動の再
開に結びつけることが期待されておりまして、議員御
指摘のとおり、経済団体等からも要望が来ておりま
す。県では、部局横断的なプロジェクトチームを設置
しまして、市町村それから経済界と合同のワーキング
グループで議論を深めながら―これは国が示した基
本的な考え方を踏まえまして、公平かつ世代間で利用
可能な運用のガイドラインなどを検討しており、感染
収束時を見据えた導入に向け準備を進めております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
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○仲田　弘毅君　ワクチン接種について伺います。
　県全体の接種率と全国平均の接種率は幾らになりま
すでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時40分休憩
　　　午前10時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　都道府県別のワク
チン接種状況というものがございまして、これはＶＲ
Ｓに入力された情報で比較しておりますが、沖縄県の
場合は全年代の接種率が全国的には最下位という状況
でございます。ただし、12歳以上の対象人口で見ま
すと、１回目の接種率については最下位ということで
はなくて、45位というような状況でございます。た
だ２回目についてはやはりまだ最下位という状況でご
ざいますが、県としまして毎日報告している接種状況
については、このＶＲＳから取れない部分についても
計算をしまして、足し上げて報告をさせていただいて
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　先ほど来ＶＲＳの話がありますが、
これは県民に大変大きな誤解を与えているところもあ
ります。基準が一緒でない数字を比べられない。今日
の朝刊で、２回目の接種率が43.9％というふうに報
道されているんです。今まで、これが県の報告と若干
違うときがありました。ですから、そういった基準を
しっかりやってもらいたいということです。
　それと、10代の感染者の増加が大変注目されてお
りますけれども、部長、11歳以下でまだワクチンを
打てない子供たちが県内に18万人いるそうですが、
その子供たちの対応はどうなっておりますでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県内の全年代の人
口というのが、令和３年１月１日の住民基本台帳によ
りますと148万5000人程度。12歳以上が128万6000
人ほどとなっておりますので、議員おっしゃいますと
おり、12歳未満の子供たちというのは、その人数が
いらっしゃるということでございます。12歳に満た
ないお子さんについては、ワクチンの接種がかないま
せんので、この子たちを守るためにも、その周りにい
る大人がしっかりとワクチンを打っていただきたいと
いう願いが県としてもございます。ただ、この12歳
未満の子供たちの感染を防ぐためにというか、感染が
拡大しないために、家庭内感染の防止であるとか、あ

と、もし発生した場合の保育所での迅速なＰＣＲ検査
の実施であるというようなことに力を入れていきたい
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　次は保健所についてでありますが、
感染拡大の中で保健所の職員の事務量が急激に増え、
末端まで手が回らない状況がありました。そのとき
に、残念ながら保健所や県対策本部から連絡や訪問が
遅れ、自宅療養で入院調整中の40代男性が死亡する
という事例が起こっているわけですが、その見解をお
伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
　　　午前10時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　感染者の把握につ
きましては、まずは陽性になった場合の医師の判断の
下、発生届というものが保健所のほうに出されます。
それを受けまして、県のコロナ本部でも情報を把握し
ているという状況でございます。また、病院等からの
情報についても随時入ってくることになっておりまし
て、このような入院調整中等の方に連絡が滞りがない
ようにということで努めているところではございます
が、先般の事例につきましては、連絡が取れなかった
ということで、管轄の保健所が御自宅を訪ねたときに
既にお亡くなりになられていたという、非常に残念な
状況にはございます。
　これを受けまして、県としましても、例えば連絡先
を複数お伝えいただくというようなことで、対策を強
化しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　そういうことはもうあってはならな
いことでありますし、事後策として具体的な対策が多
分立てられていると思いますが、私が中部保健所にお
電話を入れて確認したときには、マンパワーが圧倒的
に足りないというお話でした。その増員とか連絡網の
充実、情報システム等は改善されておりますでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　第５波に入る前か
ら、拡大時に保健所を支援する体制として、もちろん
保健師の方々をできるだけお願いするということはあ
るんですけれども、それ以外に、事務職であっても、
例えば疫学調査についてｅラーニングなどで教育をし
て補助ができるようにということで、体制を整えてき
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たところでございます。しかしながら、中部における
今回の拡大については、それだけでも間に合わない状
況もございましたので、県職員を40名程度確保して
対策を講じたところでございます。あわせて、中部保
健所と情報関係の会社において、まずは感染者に第一
報として、今後どういうふうなものがあるというよう
なことをきちんとお知らせするようなシステムも開始
したところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　第６波がないとは言えず、医療団体
と保健所、そして行政が一体となり反省点を踏まえ、
これまで以上に連携を強化していく必要があると思い
ますが、知事、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回特に自宅療養
者それから入院待機者という方々が非常に多くなった
状況もございましたので、市町村に対しましては、自
宅療養者の感染者のデータにつきまして、市町村とあ
る意味覚書のような文書を交わした上で、市町村にも
御協力いただくというような体制を今整えているとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　次、教育行政をお伺いします。
　教育長、児童生徒の急激な感染拡大で、今対策等で
授業時間数が随分カットされているわけですが、これ
は学習進度については影響ないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　子供たちの学びの保障は大変重要でございます。オ
ンラインの学習とか分散登校、課題を提供ということ
で、中身を精選することで、しっかり学習の進度につ
いては取り組んでいきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　オンライン授業の整備で、教職員の
バックアップ体制や通信障害の発生など、地域によっ
ては大きな差があったようですが、その点はいかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　まず義務教育過程の公立学校の一人一台端末の整備
はおおむね、ほとんどの市町村で完了しているところ
でございます。ただ一方で、整備が今年度から重点的
に始まったということもありまして、運用が初めての
自治体もあるため、活用のルールづくりですとか、セ
キュリティ上の取扱いで慎重に検討しているというこ

とも聞いているところでございます。また、議員御指
摘のように、市町村において、夏季休業明けでオンラ
イン学習の際の通信の不具合が生じたところも報告さ
れております。これにつきましては、各市町村に対し
まして、文部科学省のほうから―これは全国的な課
題でもございます。保守事業者等によるネットワーク
のアセスメントの実施ですとか、教職員の負担軽減の
観点から、ＩＣＴ関連のサポートをするＩＣＴ支援員
ですとか、ＧＩＧＡスクールサポーターの活用を促し
ているところでございます。
　県教育委員会としましては、市町村と連携してＩＣ
Ｔ整備に取り組んでいきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　時間がありませんので、教育長、コ
ロナ禍でオンライン授業が十分できなかった学校で
は、教職員も様々な不安と難しさを大変抱えているよ
うであります。文科省のＧＩＧＡスクール構想が進め
られている中で、本県もオンライン授業の整備や学習
環境、研修等の充実が求められております。県が率先
して市町村と連携して、多様な学習体制をつくる必要
があると思いますが、教育長の考えをお聞かせくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　議員御指摘のとおり、市町
村との連携は大変重要だと考えています。これについ
ては文部科学省、それと県、市町村の担当者で連絡協
議会が設置をされておりまして、定期的に開催して情
報提供を行っております。また、市町村担当者にはオ
ンライン学習の準備も依頼をしているところでござ
います。あわせて、文科省、国のほうではＳｔｕＤＸ 
Ｓｔｙｌｅというサイトもございますけれども、県で
もＩＣＴ活用事例実践サイトを運用しておりまして、
各学校での好事例の情報提供もさせていただいている
ところでございます。しっかり国とも連携しつつ、市
町村と連携を取って多様な学習体制が取れるように支
援していきたいと思います。
　以上でございます。
○仲田　弘毅君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
　　　〔大浜一郎君登壇〕
○大浜　一郎君　ケーラネーラ　ミシャーロールン
ネーラ。
　沖縄・自民党の大浜一郎でございます。
　よろしくお願いいたします。
　知事の政治姿勢について。
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　(1)、令和４年度沖縄振興予算概算要求について。
　ア、予算概算要求における知事の評価及び今後の政
治対話姿勢について。
　(2)、県経済活動再開への出口戦略について。
　ア、経済再開への県政が取り組むべき姿勢とロード
マップについて。
　イ、市町村ワクチン接種状況把握値と県公表ワクチ
ン接種状況公表値との差異について。
　ウ、緊急事態宣言下における沖縄県知事判断による
地域ごとの柔軟な措置区域対応について。
　(3)、尖閣諸島の課題について。
　ア、石垣市による尖閣諸島への新しい行政標柱設置
要望における県の取組について。
　イ、石垣市が設置する尖閣情報センターへの県の支
援について。
　ウ、中国の改正海上交通安全法施行に伴う海事局の
尖閣周辺での懸念される事案について。
　２、新たな離島振興計画骨子案について。
　(1)、離島グループ編成の意義及び効果的施策等に
ついて。
　３、八重山地域の課題について。
　(1)、石垣空港線事業の再延長における課題等につ
いて。
　(2)、県立八重山病院における分娩介助料値上げに
伴う経済負担への対処策について。
　(3)、石垣市－竹富町間就航貨物船等の新造に係る
費用の一部負担について。
　(4)、与那国町久部良港を利用する観光を目的とす
る船舶等の係留施設整備について。
　(5)、地域未来投資促進法を活用したゴルフ場を含
むリゾート施設の今後の進捗について。
　４、我が党の代表質問との関連については取り下げ
ます。
　以上、よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時55分休憩
　　　午前10時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○大浜　一郎君　すみません、１つ抜けておりまし
た。
　離島学生の入寮再開における８月19日付方針変更
の経緯についてお伺いします。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　大浜一郎議員の御質問にお

答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の (1) の
ア、令和４年度沖縄振興予算概算要求の評価等につい
てお答えいたします。
　８月末の内閣府の概算要求においては、子供の貧困
対策、離島活性化推進事業費等が増額要求され、産業
競争力の強化等の経費も新たに盛り込まれましたが、
一括交付金については、制度の継続に向けた要求はし
ていただいたものの、今年度予算と同額となっており
ます。予算総額は、要求可能額が最大限活用されず、
3000億円台に届かなかったことはやはり残念であり
ますが、今後の予算編成過程においては、事項要求な
どをさせていただいている経費の確保、総額3000億
円台の沖縄振興予算を維持していただくとともに、一
括交付金については、要望も強い市町村の意見等も踏
まえ、さらなる増額が図られるよう、あらゆる機会を
捉えて要望してまいりたいと思います。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の (2) のア、経済再開への県政
が取り組むべき姿勢とロードマップについてお答えい
たします。
　県では、行動変容要請の徹底等により、新規感染者
数を抑制することで、緊急事態措置等の制限を段階的
に解除し、大規模集客施設の土日営業再開、感染防止
対策の認証を受けた店舗における酒類提供の条件緩和
等、経済活動再開に向けた取組の展開を検討しており
ます。今後は、ワクチン接種の推進をアクセルとし、
経済対策基本方針の出口戦略に基づいた需要喚起策
や業態転換を促す施策、デジタルトランスフォーメー
ションによる付加価値を生む新たな取組支援等の施策
を講じてまいります。
　次に３、八重山地域の課題についての御質問の中の
(6)、ゴルフ場を含むリゾート施設の今後の進捗につ
いてお答えいたします。
　地域未来投資促進法に基づく石垣市の土地利用調整
計画については、県と市の協議が調ったことから、令
和３年８月30日に県が同意したところです。今後、
本計画を進めるに当たっては、環境影響評価条例に基
づく事業者による評価書の補正手続のほか、農地法に
基づく農地転用の許可申請、都市計画法に基づく開発
行為の許可申請等、開発行為に伴う各種許認可が必要
となることから、石垣市と連携しながら、関係部局に
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おいて法令等に基づき適切に対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の (2) のイ、ワクチン接種実
績の公表値についてお答えいたします。
　県では、市町村別の接種状況については医療従事者
等を含まない一般住民分について、国から提供を受け
ていたところです。このため、県のホームページで
は、その情報を基に市町村別の接種状況を公表してお
りました。一方、市町村では、県が情報提供を受けて
いなかった医療従事者等を含む接種実績をＶＲＳで把
握していたため、その分の差異が生じていたものと認
識しております。今般、国主導による新しいツールが
導入され、県においても医療従事者等の接種実績を含
むＶＲＳ接種実績を把握できることになったため、令
和３年９月21日より医療従事者等の接種実績を含め
た市町村別接種実績を公表しておりますので、御指摘
のありました差異に関しましては解消されているもの
と認識しております。
　同じく１の (2) のウ、緊急事態宣言下における措置
区域対応についてお答えいたします。
　政府対策本部長が緊急事態宣言の対象地域を指定す
る際には、全国的かつ急速な蔓延のおそれがある状態
にあり、広域的な対応が必要であることから、都道府
県を単位として指定することとなっています。法令
上、県知事が一部の離島市町村を除き緊急事態措置を
実施することは排除されるものではありませんが、国
からは、緊急事態措置を実施する場合は、都道府県一
律に実施することが基本となること、仮に離島で感染
者が発生した場合でも県内全体の医療への負荷が大き
いことなどの理由から、慎重な判断が必要であること
が示されております。一方で、まん延防止等重点措置
区域に指定された都道府県では、地域の実情に応じ、
措置を講じる期間及び区域を知事が定めることとされ
ています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (3) のア、尖閣諸島への行政標柱設置につい
てお答えをいたします。
　去る８月23日、石垣市は、ふるさと納税制度によ
る寄附金を活用して製作した行政標柱を尖閣諸島に設
置する予定である旨を発表し、標柱設置のための尖閣

諸島への上陸を国に申請するとしております。当該申
請に対する上陸の可否については、申請を受けた国に
おいて、関係法令に基づき適切に検討されるものと考
えております。
　県としては、尖閣諸島をめぐる問題については、平
和的な外交・対話を通じて、一日も早い解決が図られ
るよう、日本政府に対し引き続き強く求めてまいりま
す。
　同じく１の (3) のイ、石垣市が設置する尖閣情報セ
ンターについてお答えをいたします。
　石垣市がふるさと納税制度による寄附金を活用し
て、尖閣諸島に関する情報発信拠点として尖閣情報
センターの設置を予定していることは承知しており
ます。また、去る８月23日の行政標柱完成に関する
発表の場において、中山石垣市長から、尖閣情報セン
ターについては、市議会で予算が認められれば、年末
から年明けにかけてオープンするとの発表がありまし
た。
　県としては、石垣市が設置する尖閣情報センターに
ついて、石垣市の意向等も踏まえ、どのようなことが
できるか検討してまいりたいと考えております。
　同じく１の (3) のウ、中国の改正海上交通安全法施
行についてお答えをいたします。
　今年４月29日、中国の海上交通安全法が改正され、
去る９月１日から施行されたことは、報道により承知
しております。改正の主な内容は、交通運輸部に属す
る海事局に対し、中国の領海を脅かす可能性のある外
国船を退去させ、追跡する権限等を与えるものとなっ
ております。同法の施行に伴う尖閣諸島周辺における
影響等について、第11管区海上保安本部に確認した
ところ、これまで海事局に所属する船舶が同海域で確
認された事例はなく、現時点でも特段の変化はないと
のことでありますが、県としては関係部署と連携し、
引き続き情報収集に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、新たな離島振興計画
骨子案の、離島グループの意義と効果的施策等につい
てお答えいたします。
　本県の離島は、人口の規模、遠隔性などの地理的な
条件、産業構造等が様々でありますが、共通の特性を
有する離島では、課題やニーズ、必要とされる施策が
同様であることが考えられます。このため、新たな
離島振興計画においては、医療、観光などの分野ごと
に、共通特性を有する離島を一つのグループとして捉
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え、その特性に合わせて施策を組み立てることで、離
島間の相互協力や連携強化等、相乗効果を高めた効果
的な施策の展開を図ってまいりたいと考えておりま
す。
　次に３、八重山地域の課題についての (4)、竹富町
の貨物船の新造についてお答えいたします。
　県は、離島の定住条件の整備を図るため、国、県、
市町村及び航路事業者で協議し策定する沖縄県離島航
路船舶更新支援計画に基づき、離島住民と生活物資の
両方の輸送を担う貨客船の建造または購入に係る費用
について支援を行っており、離島住民の輸送を行わな
い貨物船は対象外としております。竹富町の貨物船新
造については、今後、関係部局と連携しながら、現状
の把握に努めるとともに、町と意見交換してまいりた
いと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　３、八重山地域の課
題について (1)、石垣空港線についてお答えいたしま
す。
　石垣空港線は、重点的に整備を推進してきた新石垣
空港から石垣市道宮良産業道路までの約２キロメート
ルの区間について、今月供用開始したところでありま
す。残る区間の一部用地について、交渉が難航してお
り、現在、任意交渉と並行して土地収用法に基づく収
用手続を進めているところであります。引き続き予算
確保に努めるとともに、早期の全線供用に向けて取り
組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　３、八重山地域の
課題についての御質問の中の (2)、分娩介助料の値上
げに伴う対処策についてお答えいたします。
　病院事業局では、県立病院において妊婦が出産する
場合、実際の分娩に係る経費が妊婦が支払う分娩介助
料の額を上回っていることや他の医療機関との均衡な
どを考慮し、令和元年12月27日付で分娩介助料の条
例改正を行いました。また、分娩介助料の額の改定に
当たっても、経済的負担を緩和するため、令和２年４
月から段階的な改定となるよう措置を行ったところで
あります。同改定に伴う経済的負担については、どの
ような支援が可能か、関係機関と検討を行ってまいり
ます。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　３、八重山地域の課題につ
いての御質問の中の (3)、離島学生の入寮再開の経緯
についてお答えします。
　本県では８月以降、これまでにない急速な感染拡大
により自宅療養者が急増していた状況の中、夏休みで
帰省中の離島出身の寮生が寮に戻り陽性者となった
場合、自宅療養となることが予想されました。そのた
め、保証人宅等で療養が厳しい寮生に対し、苦渋の判
断で自宅待機をお願いしたところです。今般、療養場
所の確保に一定のめどが立ったことや、離島出身の寮
生が濃厚接触者となり一時的に退寮する際の支援策を
策定したことから、全ての寮生の受入れを再開したと
ころであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農政企画統括監。
　　　〔農政企画統括監　下地常夫君登壇〕
○農政企画統括監（下地常夫君）　本日、農林水産部
長の崎原が出席できないため、代わって答弁させてい
ただきます。
　よろしくお願いします。
　それでは３、八重山地域の課題についての (5)、久
部良漁港における係留施設整備についてお答えしま
す。
　漁港内での観光を目的とした船舶の係留施設整備に
ついては、農山漁村の活性化を図るための事業等を活
用し、実施可能と考えております。本事業を活用する
場合、地域住民の合意形成を基礎とした活性化計画の
策定が必要となることから、事業推進に向け、与那国
町と十分な調整を行っていきたいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　よろしくお願いいたします。
　知事の政治姿勢についてのこの予算概算要求につい
てでありますけれども、事項要求を含んで3000億円
というようなお話もあったんですが、切迫感が非常に
足りないのではないかというのが率直な感想です。概
算要求の裁定が新政権へ引き継がれますが、私は最終
的に予算の獲得については、知事の政治的な力量であ
り、そして責任だと思っています。それで知事は沖縄
振興を含めたあらゆる沖縄の問題を、対話を通して解
決していくと何度も語られておられますが、その対話
の熟度が増したと感じている県民はどれだけいるで
しょうか。とりわけ新しい時代へ向けた沖縄政策の実
現においては、具体的な予算確保の裏づけ、政治的な
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立場は違えども、国との信頼関係の醸成ができなけれ
ば、掲げた計画を進めることはできないし、県民生活
を豊かに導くことはできないと思います。本会議でも
知事は、知事公約の達成度は1.7％だと自らが語りま
したが、知事の公約の成果とされる那覇空港第２滑走
路の問題は、仲井眞元県知事と安倍政権時代のまさし
く信頼関係がなせたたまもの。知事自らが国と交渉し
てなし得た成果ではありません。このたびの内閣府か
らの減額予算概算要求は、これまでの知事と国の対話
の結果だとこれは言わざるを得ない。今まさに正念
場。正念場という意識を強く持っていただきたいと思
います。知事は、年末の閣議決定までどのような熟度
を持った政治対話によって、沖縄の政策課題を克服し
ていくのか、知事自らがお答えいただきたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　令和４年度の予算の要求等
については、先ほども答弁をさせていただきました。
市町村の要求も踏まえた要求額を求めておりますけ
れども、それが3000億円台に届かなかったことは残
念であります。しかし、今後ともあらゆる機会を捉え
て、しっかりと沖縄県からの要求を伝えていきたいと
いうように思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　知事、これ本当に正念場だと思いま
す。あらゆる機会ではなくて、力強く政府と交渉する
と、そういう意気込みをお聞かせいただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この間、様々なチャンネル
を通して、そのような状況を整えられるよう部局から
も調整を進めております。ですから、その調整も整い
次第、また政府におかれては、新しい内閣が誕生する
ということも見据えて、我々の思いを強く要求してま
いりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　よろしくお願いします。本当、正念
場だと思います。
　それでは、私が知り得た限りにおいては、沖縄の広
範囲な政策にとって極めて重要な会議とされる沖縄政
策協議会が開催されていない。この協議会は機能して
いるか、ちょっとお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄政策協議会にあって
は、平成22年度、23年度に開催されておりますが、
たしかこの近年、５年以内は開催されていない状況に
ございます。

○大浜　一郎君　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時18分休憩
　　　午前11時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄政策協議会について
は、先ほど申し上げたとおり、近年開催されていない
ことから、十分に機能していない状況にはございま
す。ただし、知事にあっては、新たな沖縄振興の必要
性について、昨年の８月来、関係閣僚あるいは関係要
路、そして国の沖縄審議会等において、振興の必要性
等について機会を捉えて要請を行ってきたところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　これは振興策のみならず、本当、広
範囲な議題をやる会議と私は聞いています。確認もし
ました。知事はこの会議の重要性をどのように認識さ
れているか、お伺いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄政策協議会について
は、国の関係閣僚が構成員となっております。沖縄振
興についての議題、議論、いろいろしていただいてい
るところでございます。ただし、沖縄政策協議会は開
かれずとも、違うルートで沖縄振興の必要性等の説明
を丁寧にしていく必要があるというふうに考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　僕は知事にお聞きしたんですが、
今、政策協議会が行われなくてもできるという、そう
いう認識でこの協議会を捉えているんですか。本当に
それでいいんですか。副知事、経験があると思います
がどうですか。知事はお答えにならないから。これは
大変な発言だよ、これは。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄政策協議会は、国が
設置する協議会でございます。国のほうでその設置の
動向について検討されるものはございますけれども、
県としましては、政策協議会が開催されない場合に
あっても、沖縄の振興の必要性等について、これまで
どおり関係各位に対して説明していくというところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　これ国の方も聞いていますから、
しっかりと答弁お願いしますね。機能しているか機能
していないか、機能させないといけないんですよ。こ
の復帰50周年、そして沖縄振興を見据えたこの極め
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て重要な時代だから―開かれてないんですよ、随分
の間。仲井眞さんが最後じゃないですか。全然やっ
ていないですよ。だったら、政策協議会を開いてくれ
と、逆にこっちから要求する。そういうアクションも
必要だったと思いますよ。どうなんですか、それは。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄振興及び沖縄の課題に
対する取組については、もちろん政府を挙げて取り組
んでいただきたいという思いは共通するものがござい
ます。今般、もろもろの状況に鑑みて、その政策協議
会の開催等についても要望してまいりたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　これは今から本当に、遅まきながら
といってもやらないと。これは―この政策協議会
でほとんどの、多くの議論がされているんですよ。こ
れは国の方、この議会放送を見ていますよ。ちゃんと
しっかり取り組んでいただきたいと思います。
　ちょっと休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時23分休憩
　　　午前11時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○大浜　一郎君　質問を変えますが、この経済再生へ
の県政の取り組むべき姿勢として、切り札は知事が掲
げたワクチン接種。どうかもう一度ワクチン接種の達
成、知事の強い御意見を、決意をお伺いしたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　感染予防の対策と
しまして、ワクチン接種はまさに切り札であると、議
員がおっしゃるとおりだと思います。
　県としましても、ワクチン接種を加速するために
方針を定めまして、10月末までに１回目を全人口の
70％の方が接種できるようにということで、引き続
き取り組んでまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　本当に加速して頑張っていきましょ
う。
　我が党の県連は政調部会というのがありますが、こ
の前、東京へ出向いて、沖縄振興調査会の自民党の国
会議員の先生方、内閣府、関係省庁の方々と、沖縄の
観光業界の現状を含め、緊急の財源支援を求めて協議
をしてまいりました。しかし、驚くべきことに異口同
音に、これまで県側から財政支援等の要請もなく、県
には観光業の基盤維持の必要性への切迫感が感じられ

ないとの厳しい意見が多々ありました。知事は全国知
事会で予算要求をするということを度々強調していま
すが、これが沖縄の緊急性を担保するというふうに思
われているなら、私はそうは思わない、思えない。沖
縄県議会は、全会一致で観光再興のための条例を可決
し、県民の条例ができたわけです。観光業界からは観
光再興条例に基づいた早急な経営支援策の財源確保を
要望する声が、もう日増しに高まっている。県の主要
産業である観光産業への弱体化への手だてを講じるの
は一刻を争うものではないですか。
　知事は早急に政府と財源確保を含めた緊急支援策へ
向けて強い交渉力こそ、今、知事がなすべき重要な仕
事だと私は思っております。今こそ先頭に立って、考
えて動いていただきたいと思いますが、知事の決意を
よろしくお願い申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時26分休憩
　　　午前11時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今般、観光
産業の再興に関する条例が制定されたところでありま
す。この条例は、新型コロナウイルス感染症が本県の
基幹産業である観光産業に深刻な影響を及ぼしている
ことに鑑み、観光産業の再興と安全・安心な島沖縄を
実現することを目的としております。コロナの影響を
受けた観光産業をはじめとする県内産業の再興と、医
療提供体制の整備や水際対策の徹底など、安全・安心
な島の実現が喫緊の課題であることから、これらの課
題に対応する必要があるため、議員提案により全会一
致で制定されたものと承知しております。
　県としましては、条例制定の経緯・趣旨を踏まえま
して、段階的な沖縄観光の回復を目指しまして、現在
措置されている事業を活用しまして、事業継続のため
の支援、水際対策、域内需要を、段階的に域外需要の
喚起など、着実に実施するとともに、必要な施策を実
施するためのさらなる予算の確保につきましては、議
会の協力を得ながら取り組んでまいりたいと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　緊急的な支援を要請すべきだと僕は
言っているんですね。これは知事が先頭に立って動か
ないと、動くものじゃないです。知事、ぜひ前向きな
答弁と決意を言っていただきたい。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　個別の課題につきまして
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は、今、文化観光スポーツ部長から答弁をさせていた
だきましたが、新しい内閣においても、またその機動
的な予算の、財政の仕組みも考えているという情報も
ございます。そういう沖縄県のこの―例えば感染拡
大による医療、それから観光関連を含む経済に対する
切迫さはしっかり国に伝えることが重要であると思い
ます。そのことについては、この大枠の、企画部を中
心とした大枠のその計画の中で、しっかり国にそのよ
うな要求を求めていきたいというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　本当に動いてください、知事。各都
道府県は本当に動いていると、私たちは認識しており
ます。ぜひ沖縄県はもう本当に観光が主要産業であり
ますから、ぜひ前向きに―前向きじゃない、すぐに
でも動いていただきたいというように思います。
　ちょっと質問を変えますが、内閣官房のコロナ対策
室が進める社会実験がございます。これは実証実験で
ありますけれども、これはワクチン接種率が高い自治
体での実施が望ましいというふうに思いますし、実証
の効果も検証できるんだろうと。石垣市などはもう接
種人口の約８割が２回目の接種を終えて、もうスマー
トフォンを活用した接種証明などを取り組んで、独自
の社会経済活動の再開を試みているところであります
が、適地ではないかなと私は思うんですが、その辺ど
ういうふうなお考えを持っていますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　国の実証事業につ
きましては、県としても参加するということでお話は
申し上げています。ただ、飲食業組合等と連携を取っ
て今、進めているところではございますが、国のほう
からまだ―例えばこの実証事業に当たって、時短の
協力金が対象になるかならないかというような御回答
だとか、あと進めるに当たってのいろいろ諸条件がご
ざいますので、その辺が調整の中でありますので、そ
こが整えば進められるのかなというふうに考えている
ところです。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　これ、いつ頃整えられるというふう
な見立てですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今のところ情報は
まだ入っておりませんけれども、国のほうからは10
月に実施したいという、当初そういう説明でございま
したし、一、二週間程度の実証事業というふうにも聞
いておりますので、近々御回答はいただけるのかなと
いうふうに思います。

○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　よろしくお願いします。
　このワクチン接種の差異ですけれども、今、部長は
解消済みだとおっしゃいましたが、26日現在、ＶＲ
Ｓ、石垣市はどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今、25日現在の数
字を私、持っておりまして、25日現在の石垣市の接
種状況につきましては、全年代で１回目が70.13％、
２回目が67.08％。また接種対象人口、12歳以上の
人口に占める接種率が、１回目が81.27％、２回目が
77.74％となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　今朝の数字なんですけれども、これ
65歳以上が１回目が93.8、２回目が92.3。12歳から
64歳までの１回目が78.8、２回目が73.8。接種人口
の中では、１回目が82.7、接種人口の中で２回目が
78.6、それで約８割と。総人口の中では、約68ぐら
いなるんですかね。そういうふうになっているんです
けれども、ちょっとここでも差異が出てきている。
　私たち、なぜこういうことを言うかというと、経済
再開のためには、接種率がどのくらいいっているか。
これ一つの大きな目安であり、大事なエビデンスなん
ですよね。だからそこで差異があってはいけないと
いう中で、やはりこの差異をとにかく―この差異が
あって、市町村と県とでばらつきがあってはいけない
と思うんですが、この差異が生じるものに関しては、
国も認識していたというのは、私も確認しました。５
月24日付で内閣官房の情報通信技術総合戦略室から
事務連絡があったようです。その辺の取組で今、もう
解消したという形になっているんですか。それに基づ
いた取組をして今、解消したというふうに断言できる
んですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　すみません、事務
連絡の詳細については今、手元にないのですけれど
も、議員おっしゃいますのは、先ほど私の申し上げた
のが25日の数字で、議員が今お手元にあるのが26日
の数字だというふうに認識しております。当初は私ど
もが発表していたものの中に医療従事者の接種情報が
入っておりませんでしたので、それでの差異が出てお
りましたが、そういう意味では、差は解消されている
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というところでございます。
　すみません、今、答弁申し上げましたのは、日付の
違いということでございます。
○議長（赤嶺　昇君） 　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　できるだけ差異がないように頑張っ
ていただきたいというふうに思います。これ一つの大
きな目安です。
　緊急事態下における地域ごとの柔軟な措置の件です
けれども、これ今日の新聞を見て分かったんですが、
県は独自の施策を講じると、措置を講ずるということ
になりましたが、その根本的な理由は何でしょうか。
　それと、専門家会議ではまん防への措置が、移行が
大半だったというようにお聞きをしておりますが、そ
の辺はどうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在の感染状況、
それから医療の逼迫状況等については、一時期に比べ
ますとかなり改善してきているというところもござい
まして、土曜日の専門家会議、それから経済団体会議
においてもそのような認識の下、緊急事態宣言につい
ては解除されることについて、県としてもそのような
認識であるということでございます。
　ただ、専門家会議においてまん延防止というお話も
ありました。ただ、まん延防止に移行するか、それも
解除するかということについては国の御判断でもござ
いますので、県としましては、国とも調整の上、どち
らに行った場合でも措置が講じられるようにというこ
とで、県独自の措置についてもお話を申し上げたとこ
ろでございます。
○大浜　一郎君　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時35分休憩
　　　午前11時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　専門家会議では、今議員おっしゃるように委員の大
多数は、感染状況や医療提供体制を踏まえると、緊急
事態宣言を解除できる状況にあるという認識でまず一
致しました。ただし、いきなり制限を完全に解除する
というのは時期尚早だということで、まん延防止措置
への移行を支持する意見が多数であったということも
ございます。ただ今、大城保健医療部長から話があり
ましたように、県はいろんな情報も国からいただいて
おりましたので、県独自の案なども示させていただき
ました。そういった中において、昨日、県における本

部会議を開催いたしましたけれども、やはりこの４か
月にわたって長期間、緊急事態宣言を行っていて、大
分、県内の多くの事業者などが悲鳴を上げているとい
うことも十分認識している中で、我々感染防止対策も
しっかりやりながらも、やはりここは一度、何といい
ましょうか、宣言を解除してもらって、ただ決して緩
めるということではなく、県独自の対応策をしっかり
行うことで、国に対して理解を求めました。そういっ
たことについては、国に対しましても情報は共有して
おりまして、国においてもその部分も認識しながら、
県の方向性については知事のほうから西村大臣に説明
をさせていただいたということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　西村大臣に沖縄の考えを伝えたが、
特に向こうから、どうしてくださいというのはなかっ
たということは、じゃ県が全責任を取ってこの施策を
展開してくださいよと、措置を取ってくださいよとい
うことの認識でいいんですか。そういうことですよ
ね。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　今回の県が示しました措
置につきましては、まん延防止等重点措置の措置区域
以外のところの部分での措置内容となっております。
そういったことについては、政府とも意見調整を、事
務的にも意見交換などを行って、こういったことであ
ればよろしいのではないかというような情報なども了
解もいただいておりまして、県としてはしっかり―
どうなるか明日まで分かりませんけれども、認められ
れば県が示した対応をしっかりと実施していきたいと
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　協力金についてですけれども、２万
5000円、これは臨時交付金の対象となり得るかどう
か。裏負担はどうするか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　国は今、９月30日までの
間の緊急事態宣言が示されている区域、まん延防止等
重点措置として示された区域、それからその他の地域
にあっても時間短縮の協力要請に基づく支援金は、財
政支援するということを示しておりますが、10月１
日以降についてはまだ明らかにされておりません。明
日、９月28日に国の支援の在り方について示される
ものと聞いているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　これは、もう少し吟味されたほうが
いいかもしれません。
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　質問を変えます。
　尖閣諸島についてですけれども、中国のメディアは
８月23日に石垣市が標柱の設置を国に求めることに
ついて、８月24日、重大な挑発だという記事を出し
ました。字名変更騒動後、石垣市はまだ挑発を続けて
いる。そしてこの茶番劇、茶番劇と言われましてね、
昨年10月から始まったというふうな論評です。とん
でもない話だと思いますが、知事にお聞きしたいの
が、この石垣市の取組は中国への挑発に当たるんです
か。これはまた茶番劇だと思いますか。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県としましては、尖閣諸島は歴史的にも国際法上も
我が国の固有の領土であり……
○大浜　一郎君　こういう話はいいんですよ。挑発か
どうかで、毎回同じこと言っているでしょう。何で同
じことばかり言うんですか。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
中国との間に領土問題は存在しないというふうに考え
ております。そうした観点から、今、議員から御指摘
の―言った指摘は全く当たらないというふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時41分休憩
　　　午前11時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
石垣市、今回、行政標柱ということについては、挑発
という行為には当たらないというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　当然、当たらないと思いますよ。石
垣市は行政標柱の設置のために尖閣への上陸を申請し
ております。1969年に石垣市が既に設置した標柱が
あります。それの取替えなんです。当然、県の行政区
内のことでありますから、県は石垣市と歩調を合わせ
て、国に上陸申請をすべきだと私は思う。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
今般の石垣市の行政標柱につきましては、尖閣諸島を
行政区域とする石垣市において、貴重な財産である尖
閣諸島を後世に責任を持って引き継ぐとの、こういっ
た考え方の下に行われるというふうに理解をするとこ

ろであります。一方で県といたしましては、上陸に際
しての職員の生命・身体の安全はもとより、中国の違
法行為がエスカレートするのではないかといった懸念
等を含めまして、この件につきましては、尖閣諸島を
所有する国において、様々な観点から適切に判断され
るものというふうに理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　自分の行政区内ですから、僕は行っ
てほしいな。私は、県の行政区域内のことでもありま
すので、知事も石垣市と一緒に尖閣へ上陸されたらい
いと思う。そして現地で行政標柱の設置に立ち会っ
て、その際に尖閣諸島を十分に視察してくるべきだと
思う。知事の目で。どうですか。もうそれくらいのこ
とはやってもいいんじゃないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時43分休憩
　　　午前11時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
尖閣諸島をめぐる問題につきましては、平和的な外
交・対話を通じて、一日も早い解決が図られるよう、
日本政府に対して引き続き強く求めてまいりたいとい
うふうに考えております。
○大浜　一郎君　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時44分休憩
　　　午前11時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　非常に残念でありますけれども、こ
れが多分今の県政の立ち位置だと思います。
　質問を変えます。
　八重山地域の課題でありますけれども、分娩費の値
上げに伴う経済負担ですが、既に10万円を超える自
己負担がかかっているという事例もあります。特に
16万円に値上げされてから、一様にそういった声が
多くなってきている。これは当初から懸念されてい
た問題ですよ。ですので我が党は、この条例による値
上げに反対したんです。救済策がないから。今、検討
するという話になっていますが、こんな悠長なことを
言っている場合じゃない。特にこの出産した件数、
今、16万円に値上げされてから出産した件数、そし
て一時金を超えた件数は何件あるか県は把握している
はずです。どうなんですか、その辺は。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午前11時45分休憩
　　　午前11時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　令和２年度の県立病院における分娩件数は、2167
件でございます。出産一時金を超える件数は、これは
時間外でございまして、時間外が93件、それから休
日深夜が141件の合計234件、これは全体の11％でご
ざいます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ですので、一時金を超えた件数はど
れだけかと私はお聞きしているんですけれども、もう
一度お答えいただけませんか。出産一時金を超えた件
数。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　繰り返しますが、
一時金を超えた件数は、時間外が93件、それから休
日と深夜、これが141件でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　これはもう検討というよりも、早く
対策を練ったほうがいいですね。もう練るだけだと思
う。どうですか、その辺は。検討の段階ではないと思
う。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　議員のおっしゃる
とおり、これは議会からも陳情も含めて話をいただい
ているところでございます。病院事業局から補助とい
う、単独というのは非常に難しい状況ではございます
が、これは関係部局、それから関係機関と一緒になっ
て検討を今後行っていきたいと、そういうふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　離島学生寮の入寮再開の県の方針変
更でありますけれども、方針を変更されたのはこれは
了とします。しかし、当初の寮の運営について、離島
の生徒の目線からの運営方針ではなかったと僕は思
う。保護者が不安に思うのは当然です。陳情が上がっ
てきてから、そういった実態の陳情が上がってきてか
ら、その方針を変えたと思わざるを得ない。当初から
寮を運営する際には、そこに住んでいる生徒の……
○議長（赤嶺　昇君）　まとめてください。
○大浜　一郎君　目線に立った運営方針でやってほし
いと思う。どうですか、その辺は。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。

○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　まず８月19日の文書でございますけれども、こち
らのほうで実は８月19日というのは、ピークがまだ
見えていないような状況でございました。療養者が
県全体で6380人、自宅療養も2200人余りということ
で、我々としましては、寮再開に向けてどういったこ
とができるかということをこの間ずっと、学校また寮
生からも聞いてきました。その中で、学生寮の再開
に当たっての保護者への通知ということはお願いし
たところでございます。ここで保健所から、仮に子供
たち、どうしても軽症であったり無症状ということも
あるということが予想されたものですから、こちらと
しましては、県の感染症対策本部と受入れについては
しっかり調整させていただいていきますということを
言いつつ、ただやはり厳しい状況も想定されると。仮
にもし感染した場合には引き取らないといけないとい
うところで、その場合に御協力いただけないかという
ことをしっかりお伝えした中で、状況が打開できれば
しっかり支援をしていくということで、この間はさせ
ていただいたところでございます。大変不安にさせた
ことは、私どもとしても非常に心苦しく思っておりま
すので、一刻も早く寮を再開させたいということで、
今回いろんな支援策、また支援策を立てるときにちょ
うど減少傾向に移ったというのもありましたので、
しっかり学びの保障を整えながら寮を再開させていた
だいたというところです。
　今後このようなことがないよう、しっかり保護者の
意見なども聞いていきたいと思います。
　以上でございます。
○大浜　一郎君　シカイトゥ　ミーファイユー。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時50分休憩
　　　午後１時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　こんにちは。
　沖縄・自民党の西銘です。
　早速通告に従い質問に入らせていただきます。すみ
ませんが、順番はちょっと変えさせてもらって、最初
に３番の学校教育関連からいきたいと思います。
　(1)、学校ＰＣＲ検査、小・中・高校それから学童
クラブ等の実績と課題及び対応について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時11分休憩
　　　午後１時11分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　学校ＰＣＲ検査の
実績としましては、５月31日から９月24日までの間
に延べ687校、２万1192人の検査を実施しまして、
陽性者は199人、陽性率は0.94％となっております。
現在、陽性者全体に占める子供の割合の増加に伴いま
して検査需要が高まっていることから、学校現場での
負担の軽減を図るために、検体の回収や搬送について
は外部委託事業者を活用することとしております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ありがとうございます。
　今、高校の場合の―教育長に聞いたほうがいいで
すかね。今ちょっと資料を出しているんですが。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時12分休憩
　　　午後１時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　（スクリーンに表示）　那覇市立な
どの小中学校の場合は、容器の受け取りは教育事務所
または教育委員会に行くとありますけれども、県立高
校の場合はどこに取りに行くようになっているのか教
えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時13分休憩
　　　午後１時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　小・中・高・特別
支援学校全てについて、教育委員会または教育事務所
ということでシステムをつくっておりますので、県立
高校の場合は教育事務所になるかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　保健医療部長、実はこの間、養護
教諭の方と面談をしてきました。小学校ですけれど
も、毎朝の登校時に健康観察シートを子供さんから
―小学校の場合ですから回収してチェックをして、
検温されていない場合はこの養護教諭の方が検温をす
るらしいですね。ですから、もちろん学校内で感染さ
せないという意味でのこの体制を全然否定するもので
はないんですけれども、先ほど部長がおっしゃったよ
うに、一部搬送やその回収搬送を外部委託するという
話もありました。このことも話をすると、搬送の場合
は受け取りの時間が、受け取り側の業者が遅れるケー
スもあるらしいんですよね。ですから、細かいことを

言うつもりはないんですが、要は学校ＰＣＲ検査、５
月から始まったとは聞いていますけれども、いろんな
課題はもう早め早めに解決していただけないかなとい
うのが私の思いです。現場はとにかく、学校の校長先
生、教頭先生はじめ一生懸命やっているのは私も理解
しますけれども、特に養護教諭の方々の負担がすごく
大きいような感じがしますので、その辺の今いろんな
ルート、流れ図がありますけれども、ぜひ現場の声を
反映していただいて、しっかり対応をお願いしたいと
思います。
　それと (2)、新学期再開後の感染状況について伺い
ます。クラス閉鎖または学年閉鎖等があれば教えてく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　令和３年９月１日から10日までになりますけれど
も、県立学校における新型コロナウイルス感染者数は
105人であります。学級閉鎖等の措置を行った学校は
30校で、その中身ですけれども、学級閉鎖が45学級、
学年閉鎖が５学年、休校が３校となっております。ま
た、市町村教育委員会から報告がありました小中学校
の感染者数は、278名であります。学級閉鎖等を行っ
た学校は17校で、学級閉鎖が31学級、学年閉鎖が５
学年で、休校はございませんでした。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　（スクリーンに表示）　今お手元の
資料、これＮＨＫの時論公論という番組で、たまたま
コピーしてたんですけれども、これは厚労省が４月か
ら７月のデータということで出している資料です。家
庭での感染対策ということで、６から12歳、13から
15歳、16から18歳、自宅・学校での感染の率がこの
ようになっているということでした。ですから、要は
申し上げたいことは学校での対策はもちろん、家庭で
の対策ももちろんお互いに日頃やることはいっぱいあ
るとは思うんですけれども、ぜひ学校の中で感染が拡
大しやすい―特にこの中で言えば16から18歳です
か、厚労省のデータによるとそのように書かれていま
すが、それについてはしっかり県の教育庁としても対
策をよろしくお願いしたいと思います。
　それと (3)、オンライン授業の現状と課題について
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　臨時休校や分散登校等の実施期間中におけるオンラ
インによる学習支援実施状況は、公立の小学校で138
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校中107校、中学校では73校中58校、高等学校では
59校中57校、特別支援学校では21校中12校となって
おります。一方で、一部の県立学校で通信の不具合が
生じたことから、通信環境の改善を図るとともに、市
町村に対しましては、専門家によるネットワークアセ
スメントなどの実施を周知しているところでございま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これタブレット、生徒さんへの貸
与とか、それから家庭内の環境によってはなかなかオ
ンライン通信ができないケースも聞いていますけれど
も、その辺は教育庁としてどのように把握して、どの
ような対策を取られていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　まず、小中学校のタブレッ
トについてはおおむね一人一台が整っています。４市
町村では整備中というところでございます。また、県
立学校につきましては、先ほども答弁させていただき
ましたけれども、夏休み明け、一部の学校で遅延が生
じているという実態がございました。しっかりこの辺
については原因を究明して、委託業者と解決に当たっ
ているところでございます。あわせて家庭のほうです
けれども、やはり家庭によってネットワーク環境の状
況が異なっております。自宅でオンライン学習を受
けられない児童生徒には、モバイルのＷｉ－Ｆｉルー
ターやタブレット等の活用など各学校で貸出しを行っ
ているところでございます。また自宅にタブレット等
がない、もしくは通信環境がない、家庭でのオンライ
ン学習を受けられない児童については郵送や電話連
絡で課題を出すとか、場合によっては学校に登校させ
て、可能な場合は個別に対応するということをやって
いるところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ありがとうございます。
　それでは１番に戻りたいと思います。
　知事の政治姿勢について (1)、新型コロナウイルス
感染症対策本部長として、ア、警戒レベルの判断基
準、医療体制３項目、感染状況４項目の設定時の考え
方について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず本県では、昨
年７月に流行の第２波、第３波を見据えまして、政府
が示した基準と県の専門家会議から提案のあった指標
を踏まえまして、警戒レベル及び警戒レベルに応じた

対策を決定するための判断材料として、警戒レベル判
断指標を設定したところでございます。設定に当たっ
ては、厚生労働省が示した患者推計の考え方に基づい
て、沖縄県における患者推計を行い、その患者数に応
じた指標を設定しております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　部長、この設定についてはもちろ
んいろんな専門家の方々の意見も聞きながらというこ
とですが、今タブレットに出していますけれども、政
府が判断基準の修正について４月15日、感染対策分
科会にて新指標にというものがありました。これに基
づいて判断基準の修正というものは本部長として、県
としてお考えなのかどうかをお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　４月に国から示さ
れたものにつきましても、国の指標について整理がさ
れているものと認識はしております。県としまして
も、この今の警戒レベルの基準をつくった際の医療体
制であるとか、それからまた新規感染者の数について
も、ワクチンが進んできたときの数であるとか、そう
いうものは状況が変わってきていると思いますので、
そこは感染がある程度落ち着く際には検討が必要とい
うふうに考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　部長、申し上げたいことは、国の
指標と県の指標が違う場合に、少なくとも国は国の指
標で判断するわけですよね。ここに書いているとお
り、医療提供体制の負荷だったり、いろんなパーセン
テージもありますけれども、それと違う数字を県が幾
ら公表したとしても、この次のページにある、やはり
どこかでしっかりこの辺のすり合わせを行って、国と
県が同じ指標で判断をするということが大事じゃない
かと私は思います。仮に県単独の指標があまり違い
過ぎると、やはりいろんな不具合も発生すると思うの
で、そこについてはしっかり―これだけワクチンの
接種率が変わったり、当時設定した判断基準の頃に比
べると大きく環境が変わっているわけですから、いろ
んな意味で指標の見直しは、ある意味必要ではないか
という気がいたします。これはもう提言だけしておき
ます。
　続いてウ、行動計画に基づく情報提供、共有に関す
る県の対応について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、県民に対
しまして、感染状況及び具体的な対策等の情報をでき
るだけ分かりやすく、かつリアルタイムに提供するた
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めに、毎日ブリーフィング等を実施しているところで
ございます。また、各種コールセンターの設置のほ
か、広報誌や新聞広告及びＳＮＳやスマホアプリなど
のインターネットを活用しまして、利用可能なあらゆ
る媒体を通して、情報提供に努めているところでござ
います。
　国及び県内市町村に対しましても、毎日の感染状況
等の情報を共有しているところでございまして、行動
計画に基づく情報提供に努めているという認識でござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私、県民のみならず我々議会に対
しても情報の提供は不十分だと思っております。その
一つは対策本部会議の資料、それから専門家会議の資
料、経営団体との会議の中で、特に対策本部の会議の
資料は議事概要がほとんどありません。124回やって
いますけれども、特に後半のほうはほとんどついてい
ないという理解をしています。これはどういう理由で
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナ対策本部に
つきましては、可能な限り早期に議事概要をまとめて
公表するということで努力はしております。しかしな
がら、毎週ほぼ定例で１回以上は行っているという状
況もございまして、なかなか追いついていないという
状況はございます。しかしながらそのときに使った資
料については、できるだけタイムリーにその翌日には
アップできるように努めているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　確かに専門家会議は８月６日まで
の分はほぼ議事概要がついていますけれども、対策本
部の会議は直近で９月26日までやっていますが、８
月12日からほとんど議事概要はついていません。で
すから我々議員は、どういうことが議論されたかが分
からないんですよね。全て行動計画にあるように、あ
る対策を打つ場合はこういう議論があって、だからこ
うしたという、県民にもちゃんと提供すべきだという
ふうに書いているわけですよ。そういう意味で、僕は
行動計画にのっとった対応を県は今していないと思い
ます。これぜひ改めていただきたいと思います。
　それともう一つ質問ですけれども、疫学・統計解析
委員会の資料と沖縄県衛生環境研究所の資料が―
これいつから入ったか知りませんけれども、最近こう
いったものが、疫学調査の解析委員会の資料があるん
ですけれども、これはいつからホームページにアップ
するようになりましたか。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時26分休憩
　　　午後１時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　疫学・統計解析委
員会の資料につきましては、ホームページに登載する
ようになったのは、たしか１か月ほど前からだったと
思います。すみません、ちょっと明確ではございませ
んが。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　沖縄県衛生環境研究所の資料はい
つから掲載するようになりましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時27分休憩
　　　午後１時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　衛生環境研究所に
おいても様々な分析がされておりますけれども、たし
かこれも同じ時期ぐらいからだったと思うんですが、
ホームページで掲載するようにしたところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　部長、内容的には読んでいて非常
に参考になるんですけれども、そこで確認なんです
が、専門家会議と疫学・統計解析委員会と沖縄県衛生
環境研究所の役割とその関連性、対策本部との関係も
含めてちょっと説明してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時28分休憩
　　　午後１時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず専門家会議に
つきましては、コロナウイルスに対する対策を企画立
案する際に必要となる科学的かつ専門的な知見を得る
ことを目的として、知事が主催する会議として位置づ
けております。これにつきましては、当初、保健医療
部長の招集による会議でございましたが、その重要性
に鑑みて、今年の７月20日から知事直轄の専門家会
議とさせていただいたところでございます。それから
疫学委員会については、従来、保健医療部長が招集す
る専門家会議の頃は、その分科会の位置づけとして疫
学委員会を置いておりましたけれども、これにつきま
しても９月以降、疫学・統計解析委員会という知事が
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招集する会議として位置づけたところでございます。
役割としましては、コロナの疫学・統計解析をすると
いうことで、主に実効再生産数などについて毎週報告
をいただいているところでございます。それから衛
生環境研究所については、法令に基づきまして県に設
置されているところでございまして、コロナだけでは
なく様々な感染症、それから環境に関する分析なども
担っております。そのような中、コロナに関しても分
析を行っていますので、その情報をコロナ本部のホー
ムページに登載しているというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ということは部長、専門家会議と
解析委員会と沖縄県衛生環境研究所は並列でいいん
ですか、どっちか上位であるとか。私は専門家会議が
県の中の専門家の方々の意見を聞いて、知事がそれを
聞いて―７月からでしたか、知事も出るようになっ
て。そこがもうある意味最終的な助言を県がいただい
て、最終的に知事が、対策本部長が判断するという理
解をしていますけれども、いろんなアドバイスがいろ
んなところから来ることが逆に県に、何かこう言葉は
悪いですけれども、船頭多いじゃないですが、いろん
な分析をすることは構いませんが、中身を誰がどのよ
うに判断しているのか、もう一回説明してください。
すみません。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県の専門家会議は
県の疫学、感染症の先生、それから公衆衛生、現場の
救急の方、それから医師会の方ということで様々な医
療に関する方が入っていらっしゃいますので、医療に
関する知見をいただいて、県が対策を講じる上で企画
立案する際に必要な知見を得るということですので、
最終的には専門家会議からの意見を踏まえてという形
になろうかと思います。ただ、疫学・統計解析委員会
については、コロナに関する重点的な分析をしていた
だいて、その分析内容についても専門家会議でもお示
しして議論いただいているところでございます。それ
から衛生環境研究所については、外部の機関ではなく
県の中に設置された機関でございます。県の出先機関
になっておりますので、それについてはコロナだけで
はありませんけれども、感染症含め環境に係る分析、
食品、食中毒等のそういうような保健所の疫学に関す
る分析等も行っておりますので、そこはまた違う体制
になっているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ぜひしっかり内部での調整をお願
いしたいと思います。

　続いてエ、各種会議の議事概要の意義、重要性等と
開示状況について伺います。
　対策本部会議の議事概要の開示状況、お答えくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナ対策本部会
議、それから専門家会議は県の対処方針等の決定に関
わる会議でありますので、透明性の確保や事後検証の
ためにも記録として残すことは重要であると認識して
おります。そのために、政策決定過程を県民等に分か
りやすく伝える観点から、知事または副知事が構成員
となる会議の議事概要の作成及び公表に関する指針と
いうのがございまして、それに基づいて議事概要を作
成しまして、９月27日現在、コロナ対策本部会議118
回分、専門家会議24回分の議事概要をホームページ
に公表しているところでございます。先ほど議員から
御指摘のありました議事概要についても、早期に公表
できるように努力してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事、対策本部長として伺いたい
んですが、そういった議事概要を我々議員もそれしか
見ることができないんですね、どんな議論されたか
は。対策本部長としてこれをしっかり指示、指導すべ
きだと僕は思いますが、どのように考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど部長から答弁があり
ましたとおり、今資料のほうはできるだけ速やかに掲
載はしておりますけれども、議事概要の作成に少し手
間取っております。できるだけそのための人員を補強
して、できるだけ速やかに議事概要を公表できるよう
にしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ぜひそれはよろしくお願いしま
す。
　続いてオ、今後の経済回復対策の出口戦略について
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では行動変容要請の徹底によりまして、新規感染
者数を抑制することで緊急事態措置等の制限を段階的
に解除し、大規模集客施設の土日営業再開、それから
感染防止対策の認証を受けた店舗における酒類提供の
条件緩和など、経済活動再開に向けた取組の展開を検
討しております。
　今後はワクチン接種の推進をアクセルとしまして、
昨年11月に改定しました経済対策基本方針の出口戦
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略ロードマップに基づいた需要喚起策や業態転換を促
す施策、デジタルトランスフォーメーションによる付
加価値を生む新たな取組支援等の施策を講じてまいり
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ありがとうございます。
　９月30日でまん延になるかどうかですけれども、
いずれにしても県の経済も回していかなきゃならない
ということは強く要望しておきます。
　続いて (2)、政策参与について伺います。
　ア、任用手続、流れ及び職務について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　沖縄県政策参与につきましては、沖縄県政策参与設
置規程第４条第１項に基づき知事が委嘱をしており
ます。また、その職務につきましては、同規程第２条
に基づき、知事が特に命ずる事項について調査研究を
し、知事に進言をするということになっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　公室長、特別職、政策参与、特別
秘書の任用手続について、知事公室からいただいた資
料があるんですけれども、それちょっと読み上げても
らっていいですか、任用の手続。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時37分休憩
　　　午後１時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　政策参与につきまして
は、政策主義によることなく、任命権者の人的関係や
政治的配慮に基づき任用するというふうになっていま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　そのように政策主義でもない、
任命権者の人的関係や政治的配慮に基づいて任用す
ると、これはもう書いてあるので、これについて私が
批判してもどうしようもないんですが、ただちょっと
気になるのが、この間、高山医師が政策参与として任
用されました。県立病院の職員として地方公務員の
扱いなのか分かりませんが、疫学・統計解析委員のメ
ンバーでもあるというふうに理解しています。ですか
ら、政策参与として提言をするときに、知事自体が何
を求めているのか、解析委員会として役割と、それか
ら専門家会議は、御本人は辞任されましたよね。です
から政策参与として高山先生―高山先生のことを批

判しているわけではなくて、何を求めて政策参与にし
たのか、知事、お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　高山義浩医師の政策参与と
しての起用については、新型コロナウイルスの世界
的、全国的、県内の流行が続く中、その拡大防止が重
要な課題となっております。新型コロナウイルス感染
症等から県民の生命と健康を守り、県民生活や県民経
済への影響が最小となるようにし、もって安全・安心
の島沖縄の実現を図るため、政策の調査研究に関する
専門家を政策参与に委嘱する必要があると考えまし
た。そのため、高い見識を有する人材を幅広く求めた
結果、高山義浩氏が適任と判断し、委嘱したものであ
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私も高山先生のフェイスブック等
読むので、非常に分かりやすい資料もあるんですけれ
ども、ここで気になるのが本来は県立病院の職員とし
て勤務されていると理解をしております。週何回、何
時間勤務しているか分かりませんけれども、片方では
疫学統計の解析委員の活動もされています。しかも、
政策参与としては勤務時間外にやるんでしょうけれど
も、日当２万7000円も払わないということになって
いました。これは何かおかしくないかなと思うんです
けれども、この辺は公室長どのようにお考えですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時39分休憩
　　　午後１時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　政策参与につきましては、先ほど議員からございま
したように報酬２万7000円でございますけれども、
これにつきましては、県の一般職と兼ねる場合につい
ては支給しないというのが、沖縄県特別職に属する非
常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第４条の規
定によって、一般職を兼ねる場合についても報酬を支
給しないということになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　そういう規定があるならしようが
ないんですけれども、私は高山先生が本当にこうフル
回転、知事が言うようにそれを求めるのであれば、本
来はその対価を支払うべきではないかという気はしま
す。これはあまり深くは突っ込みません。
　次イ、政策参与の活動状況及び進言状況について伺
います。
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○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　現在、沖縄県におきま
しては、先ほどの高山医師を含め３名の政策参与が委
嘱をされております。金城政策参与は健康長寿の分野
を担当され、予防医療の観点から県民の健康維持や長
寿県復活のための企業の健康経営等について調査研究
及び進言をいただいているところでございます。また
亀濱政策参与につきましては、離島振興と女性の地位
向上の分野を担当され、離島医療の拡充等について調
査研究及び進言をいただいているところでございま
す。去る９月22日付で委嘱しました高山政策参与に
つきましては、新型コロナウイルス等感染症対策の分
野を担当していただくこととしているところでござい
ます。
○西銘　啓史郎君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時41分休憩
　　　午後１時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　金城政策参与につきましては、令和２年度について
は56日、それから亀濱政策参与につきましては計94
日間、それから令和３年においては、金城政策参与が
計９日間、亀濱政策参与につきましては計69日の勤
務でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　すみません、金城政策参与につい
ては、私が頂いた資料では、カレンダーイヤーで１月
から５月までは勤務されていますけれども、６、７、
８が勤務がゼロになっていますが、これ間違いないで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　議員御質問のところの６月、７月につきましては、
勤務日数はゼロとなっています。一方８月につきまし
ては、登庁日はございませんけれども、オンラインに
おいて３日間対応したということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　同じ参与でも、亀濱さんは大体
月平均―これマックス15日か16日か忘れましたが
ありましたけれども、14.3日、令和３年は12.0日。
金城政策参与は令和２年、カレンダーイヤーで4.7、
令和３年3.8なんですね。私は別に勤務の実態がどう
こう言うよりも、それよりも大事なことは調査研究を
して知事に進言するとあります。進言できない場合
は委嘱解除もあるというふうに規定上書かれていま

す。金城実政策参与がどれだけ活躍されているのか、
この我々議会にもしっかり示すべきだと思います。正
直言って、月４日とか３日の中でどれだけの活動をし
て、知事に進言されているのか。知事、金城政策参与
から、これまでどんな進言がありましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄県は、これまで長寿を
支えてきた伝統的な生活習慣の変化、それから長寿県
としての地位、そもそも企業内におけるこの疾病の予
防などについて、近年その必要性が高まってきており
ます。ですから、健康長寿沖縄を維持・継承―この
場合は復活という表現も必要かと思いますけれども、
そのための政策の調査研究に関する専門的な提言をし
ていただく。私はこの間、金城参与から、特に県内企
業の健康経営に関するその取組について、金城参与が
資料をまとめられた時点で来県し、私にレクをしてい
ただく。８月は来県がかなわなかったということと、
コロナウイルス対策で私の時間が取れないというよう
な状況も加味しながら、オンラインでそのような状況
を賜り、それを健康長寿課をはじめとする主管部局と
ともに、この取組について研究・検討していこうとい
うことでの情報共有を図っているところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　この件については、大分前に我が
会派の議員からも質問があったと思いますが、県民の
税金を使って任用しているわけですから、何度も申し
上げますけれども、活動状況や進言の内容をホーム
ページでも結構です、知事、これ必ず行うと約束して
くれませんか。知事、お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　公表については、どのよう
な形で公表できるかを検討してまいりたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ウについては割愛させてくださ
い。
　２番、観光産業の再興について。
　観光産業の現状把握と救済対策について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　まず観光産
業への影響なんですけれども、ホテル旅館生活衛生同
業組合によりますと、令和３年７月の客室稼働率は
32.2％で、令和元年同月の74.8％と比較して42.6ポ
イントの減となっております。バス協会によります
と、令和３年７月の貸切りバス収入額は7701万円で、
令和元年同月の４億1377万円と比較して３億3676万
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円の減、率にして81.4％の減となっております。レン
タカー協会によりますと、令和３年７月の車両保有台
数は１万3032台で、令和元年同月の２万7710台と比
較して１万4678台の減、率にして53％の減となって
おります。車両貸出状況も、令和元年同月比で33％
にとどまっております。
　各事業者に共通しまして、施設等の光熱水費、メン
テナンス、人件費及び税等の固定費の支払いが重い負
担となっているというふうに聞いております。長くな
りますけれども、事業継続支援についてですが、そう
いう状況に鑑みまして、県としましては、国の雇用調
整助成金への上乗せを行う沖縄県雇用継続助成金、
資金繰りのための県単融資事業、緊急事態措置等によ
る影響を受けた事業者に支援金を給付する観光関連事
業者等応援プロジェクト、時短営業等の要請に応じた
飲食店等に協力金を支給するうちなーんちゅ応援プロ
ジェクト、飲食店等での酒類の提供禁止により売上げ
が減少した酒類販売業者を支援する酒類販売事業者支
援金、宿泊事業者に対し感染拡大防止策の強化などを
支援する宿泊事業者感染症対策支援事業を実施し、事
業の継続・雇用維持に対する支援を実施しているとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　宮城部長、るるいろんな観光産業
の状況をお話しくださいました。以前部長が私の部
屋に見えたときにも、ある事業について、件数が少な
いのはどういう理由だと思いますかとお尋ねをしま
した。部長は、恐らくその対象事業の支援金が十分で
はないのではないかという声もありました。要は、
申し上げたいことは、観光産業の現状をどれだけ本当
に執行部の方々、我々議会がどれだけ認識をして―
極端に言うと、コロナでいえば重症患者だと私は思い
ます。その中で、皆さんがやっている対策が本当に再
生できる対策なのか。それとも、重症なのに頭痛薬だ
けを提供しているのか―極端な話をして大変失礼か
もしれませんけれども、要はその辺は観光産業の方か
らの声を聞いて、部長自身はどのように感じています
か。今の救済策がどのように生きているか、活用され
ているか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　先ほど紹
介しました主な支援策の中の観光関連事業者等応援
プロジェクト、７月30日から申請を受付開始しまし
て、９月12日時点で申請件数が2219件、支給済件数
が1298件、支給済額が１億6156万円となっておりま
して、支給自体は順調に今進んでいるところでありま

す。また、宿泊事業者感染症対策支援事業のほうも、
９月13日から申請を開始しておりまして、そこも順
調に申請が来ているところでございます。
　やはり、そういう事業を着実に執行しながら、それ
でも日頃からコンベンションビューローや、あるいは
ツーリズム産業団体協議会等から要請等もいただきま
す。そういう中でやはり厳しい状況に―コロナが長
期化しているというところから影響を受けているとい
うことで、事業者への支援というところは常々求めら
れているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　次に行きます。
　(2)、観光産業の再興に関する条例に対する知事の
認識と見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　観光産業の
再興に関する条例は、新型コロナウイルス感染症が本
県の基幹産業である観光産業に深刻な影響を及ぼして
いることに鑑み、観光産業の再興と安全・安心の島沖
縄を実現することを目的としております。コロナの影
響を受けた観光産業をはじめとする県内産業の再興と
医療提供体制の整備や水際対策の徹底など、安全・安
心の島の実現が喫緊の課題であることから、これらに
緊急に対応する必要があるため、議員提案により全会
一致で制定されたものと承知しております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これ、知事にお答えいただきたい
んですけれども、知事、この本条例が与野党全会一致
で可決されたことをどのように捉えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど文化観光スポーツ部
長から答弁がありましたとおり、この間、県としても
この裾野の広い観光業界、産業界がしっかりとその企
業を維持できるよう、雇用を維持できるように支援に
取り組んできているものであります。そして今般、議
会全会一致で可決されましたこの条例ということにつ
いては、県としましては、条例制定の経緯、趣旨など
を踏まえ、段階的な沖縄の観光の回復を目指し、必要
な施策を実施するための予算の確保等についても、議
会の協力を得ながら、さらに取り組んでまいりたいと
いうように考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私たちはこの条例は、ゴールでは
なくてスタートだと思っております。この条例が制定
された、与野党全会一致でされた重み、それから実は
先ほどお昼休みに小委員会も設置され、第１回目の委
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員会が開かれました。これから執行部ともいろんな意
見交換をしていく中で、私はこれからスタートという
ときに、知事や副知事も含めて、いろんなことを観光
産業の―観光産業だけではないですけれども、条例
上は。とにかく、特に観光産業についての超緊急的な
課題について認識が共有されていないと、まだいいだ
ろうという話になると思うんです。だからそこがや
はり一番問題であって、先ほど来申し上げていますけ
れども、県の執行部、また議会、県民がどのようにど
れだけ理解するかが大事であって、このゴールではな
い、スタートの日を、これから本当にどのようにする
かは、知事の思いにかかると私は思っているんです。
　それで、次の質問に移りますけれども、(3)、地方
創生臨時交付金が追加交付されたようですが、その配
分について決定していればお答え願います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　地方創生臨時交付金の事
業者支援分につきましては、先月20日、国から約32
億円の追加配分額が通知されたところでございます。
同交付金の交付対象は、感染拡大の影響を受けている
事業者に対する支援と、国の基本的対処方針に示され
ている感染症対策の強化に関連する事業と定められて
おります。現在、今定例会―９月定例会への追加提
案に向けまして、同交付金を活用した事業者支援及び
感染症対策に必要な補正予算の最終的な編成作業に取
り組んでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　まだ具体的に感染症対策や経済対
策、包括支援交付金、内訳が決まっていないという理
解でよろしいのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　感染症対策は地方創生臨
時交付金のうちの地方単独分も当然充てられるところ
なんですが、それが今もう県のほうは残高がないとい
うことで、事業者支援分につきましても、感染症対策
に一部充当せざるを得ないものと考えております。そ
の上で、事業者支援の部分につきましても、この32
億の中で実施するべく、調整を進めているところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　この件については、また別途、補
正で上がってくるという理解でよろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　今議会に追加提案をさせ
ていただきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。

○西銘　啓史郎君　限られた財源の中で、どのように
どこに配分するかというのは大変重要だと思います。
先ほど来―もちろん医療関係者も大事、生活支援も
大事、その中にどうしても何か観光産業が取り残され
ているような気がしてならないものですから、あえて
提言を強く申し上げたいと思います。
　それと (4)、政府との予算交渉についてどのように
考えているのか。これは午前中の大浜議員からの質
問にもありましたけれども、知事、予算交渉というの
は、私も知事がどのように行っているのかよく見えな
いんです。知事自身が関係大臣と話をする頻度や回数
もよく見えないんですが、その辺はどのようになって
いるか、ちょっと御説明いただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　まず、部局においては必要
な要請について先方と調整をさせていただき、この間
のコロナウイルス感染症の拡大に伴い、書類をお送り
させていただいて、後にオンラインで要請をさせてい
ただくということについては、先方省庁の大臣にも寛
大に御了解をいただきながら、この間進めてきたとこ
ろであります。しかし、必要に応じては直接上京し面
談をして、その本県の実情を踏まえた財政措置がなさ
れるよう、やはり強くお願いをするところは当然のこ
とと思います。ですから、これからもそのように、必
要に応じてその要請を行ってまいりたいというように
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事、この間、沖縄振興特別措置
法改正に向けた活動実績というものを執行部からい
ただきました。令和２年度でどれだけ活動、交渉した
か、令和３年度、今、４、５、６、７、８の段階でど
れだけやったか。これを見ると、やはり10年前、平成
23年度は９月以降も頻繁にお会いしているわけです
よね。これ謝花副知事、御存じだと思いますけども。
要は何が申し上げたいかというと、知事、予算という
のはやっぱり最後には交渉力だと思うんですよ。黙っ
ていてもらえるものじゃないと思っています。特に沖
縄県の場合は内閣府が一括計上をするものですから、
相手先が内閣府の政策統括官だったりいろいろな方々
になると思うんですが、やはりほかの県知事は各省庁
を回ったりしていると僕は理解をしております。
　私も、もう数十年前ですけれども、親父が知事のと
きに復活折衝といって12月に上京して、各大臣を回っ
て、数千万、数億の予算を復活でつけたのを目の前で
見たことがありました。そのときに、当時の副知事や
部長が、本当に復活折衝を泣いて喜んだのを目の前で



─ 220 ─

見たことがあります。何を申し上げたいかというと、
要は予算というものは黙っていてつくものではない
ですよね、謝花副知事。ですから、どれだけ交渉する
か、どれだけ汗を流すかが僕は大事だと思っています。
　先ほどの観光の条例に関する―私があえてゴール
ではなくてスタートと申し上げました。ここから先、
これからどの時期にどれだけのものをどのように動く
か。やはりこれは知事を先頭にした皆さんの行動力に
かかっていると思います。もちろん我々も政府与党と
してのいろんな後追い、バックアップはすることを、
汗をかくことは全然否定はしませんけれども、基本的
には知事、副知事がしっかり交渉するべきだと思いま
すが、これについて、副知事、お考えをお聞かせくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　基本、西銘議員のおっしゃるように、予算の確保と
いうのは、県政が施策、政策を推進するに当たって、
極めて重要な必要な対応だと思っております。そう
いった中で、ある意味、次年度の予算要求というのは
おおよそ時期が決まっておりますので、その分以内に
ついては、これは前回も答弁させていただきました
が、各部局において事務方からの調整を踏まえて、段
階を打って知事、副知事の出番をつくって要請をさせ
ていただいているところです。
　今般―午前中の議会でも、知事のほうから答弁が
ありましたけれども、また内閣が替わる段階で大きな
経済対策があり得るというような話、情報などもいた
だいております。そういったものについては、しっか
りと全庁的にアンテナを広げて、先ほど来お話があり
ますような、観光をはじめとした沖縄県の各産業の状
況をつぶさに全庁的に見て、必要な政策、そして予算
を取りに行くという対応を、全庁挙げて取り組んでい
きたいと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　やはり大事なことは、先ほど言い
ました交渉力であり、また情報収集だと思います。政
府がどのように考えているか、どのような予算が、ど
こにどのようなものを考えているかというものを、や
はり執行部の皆さん―特に副知事中心に、企画部長
を含め、総務部長をはじめ、とにかくいろんな動きを
していただいて、この観光産業の再生に向けて共に一
生懸命頑張ってまいりましょう。
　以上です。ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　座波　一君。
○座波　　一君　私からも観光再興条例に向けた質問
を続けたいと思います。
　まずコロナの影響を受けている観光産業の再興に向
けた条例について。
　全会一致で成立しましたが、この条例に対しての目
的と意義に対する知事の所見を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この観光産業の再興に関す
る条例につきましては、新型コロナウイルス感染症が
沖縄県の基幹産業である観光産業に深刻な影響を及ぼ
していることに鑑み、観光産業の再興と安全・安心の
島沖縄を実現することを目的としているというように
認識しております。コロナの影響を受けた観光産業を
はじめとする県内産業の再興と、医療提供体制の整備
や水際対策の徹底、安全・安心の島の実現が喫緊の課
題であることから、これらに緊急に対応する必要があ
るため制定されたものと考えております。
　沖縄県としましては、全会一致で成立したこの条例
が、裾野の広い観光産業の再興等に関する施策を実施
するための予算確保などの後押しとなることは望まし
いものと考えておる次第であります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　これはまさに全会一致であります
ね。議会の意思が示されたと。そしてまたこれは県民
の意思でもあるわけです。それを尊重するということ
が大事であります。そしてまた、執行権は知事にしか
ありません。専権事項です。さらに、議会には予算の
編成権はないのであります。ですが、やらなければな
らないことが目の前にある。解決しなければいけない
仕事があるということで、議会は全会一致で、政争し
てはいけないということでやったわけです。この動き
に対して、知事の思い、熱意を聞きたいです。よろし
くお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども申し上げました
が、全会一致で成立した本条例の重要性については、
我々も十分認識しております。ですから、行政、議会
が一体となって観光産業をはじめとする沖縄県全体に
波及していく、効果のある取組については、ぜひ議会
の協力もいただきながら、しっかりと取り組んでまい
りたいというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
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○座波　　一君　この決意は、しっかり受け止めるの
であれば、しっかりと執行部あるいは職員に下ろすべ
きであります。これから事業を提案していくわけです
から、これをしっかり受け止めるというのであれば、
具体的に事業にどう反映するか、生かすべきか、それ
を考えなければいけないということでありますが、そ
こら辺、謝花副知事いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　本条例は、観光産業の再
興等に関する施策を実施するための予算確保などの後
押しをするためというふうに認識しております。ぜひ
議会のお力を借りて、予算の確保をお願いしたいと思
います。一方で予算の調整、編成などは、議員御指摘
のとおり知事の専権事項でございますので、この部分
については情報をいただいた上で、しっかり庁内で検
討していくことになると思います。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　所管されています照屋副知事も御意
見をよろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　観光業界の深刻な影響につ
いては十分に分かっているつもりでおります。
　今月に入りましてからも、新聞報道で民宿の倒産・
廃業、あるいは観光業界等の深刻な影響の状況が紙面
に報道されておりました。私も就任以来、観光業界に
つきましては大変に心配をしていることから、最初に
挨拶に行ったのは、かりゆしの平良朝敬さんでありま
した。隣のビルを売ったんだよと、ああいうふうな話
から始まって、今後も深刻な状況に対する対処の仕方
についても話を聞かせていただいたところであります
し、また、東会長の沖縄ツーリストの経営状況に関し
ましても、仄聞をいたしているところでありまして、
大変に厳しいという状況も実感いたしております。し
たがって規模にかかわらず、大きいところから小さい
ところまで長期にわたるコロナ禍の影響は甚大なもの
があると思っております。今フェーズ２からフェーズ
３に移っていくこの時期については、やはり経済再生
に踏み出していく、大きなチャンネル切替えの機会と
捉えておりまして、この時期にこの再興条例が全会一
致で成立したということの意義は大変大きなものがあ
るというふうに捉えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　私は政府のほうに―関係所管省庁
にある程度の情報を取りに、レクを受けに行ってきま
した。その中でも、今回のこの議会でどのように県首

脳部が答弁するのか、非常に注目するというふうな話
がありました。したがって、今回も恐らく録画で見る
かと思いますが、そういうことが今、国からも注視さ
れているということであります。
　次に、この条例が目的達成のために何が必要である
か、知事はどういうふうにその見解を持っております
か。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　先ほど来あ
りますように、この条例の目的が観光産業の再興と安
全・安心の島を実現するということになっております
ので、その実現は大変重要なことであります。
　県としましては、条例制定の経緯や趣旨を踏まえま
して、段階的な沖縄観光の回復を目指すために、既存
で措置されている事業のうちの事業継続のための支援
や水際対策、域内需要、段階的に域外需要の喚起策な
どを着実に実施するとともに、観光関連事業者等の意
見を踏まえながら、さらに必要な施策を実施するため
の新たな予算の確保、それから国の責務でやっていた
だく必要がある水際対策の強化等につきましては、議
会の協力を得ながら取り組んでまいりたいと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　国が出口戦略を議論している最中
で、さらにまた沖縄県の惨たんたるこの観光業界の現
状を受けて、もうやることは決まっています。あれこ
れ選択肢があるわけじゃないんですよ。ですので、こ
のような状況下において、もう知事が決意と、そして
また行動を起こすということは、ぜひとも今必要なこ
となんです。ですが残念ながら、そこはまだまだ我々
議会と執行部との間の話が詰められてはいないんで
すが、事前のいろんな調整段階においては、私自身が
感じる範囲では、まだまだ温度差がある。これは―
ひょっとしたらですよ、これは議会が決めた条例だと
いうような認識がまだあるのではないか。ですから、
そこを議会と行政が一体になる。そして条例の中にも
責務が明確に書かれているわけですから、私どもは知
事を責める意味ではありません。政争する気はあり
ません。その条例に沿って、今やるべきことがしっか
り目の前にあるわけですから、これを後押ししようと
いうことなんです。そこを御理解いただければ、やる
ことはおのずと出てくると思っておりますが、我々が
今、先ほどの小委員会でも―政策提言という形にな
ろうかとは思いますが、そのような提言をするわけで
すが、しっかりと職員と担当の所管課と事業に対する
認識を、可能かどうかも含めて検討いただきたいんで
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すが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　これからその条例に基づい
て様々な取組をすることについては、行政側としても
しっかりと協力し、対応していきたいと思います。他
方でまた、予算の獲得等についての財政措置は、議会
からも政府へしっかりと働きかけていただきたいと
思います。この間、これだけ10万人当たりの新規感
染者数が全国ワーストである沖縄で、なかなか観光を
動かすということについては、業界の皆さんも心苦し
い思いをしていたでしょうし、我々もこのタイミング
をしっかりと見極めなければならないということで、
安全・安心の島沖縄を構築していくという取組を重点
的に行ってまいりました。ですから、観光産業の再興
は、安全・安心の島沖縄の確立と同時になされなけれ
ばならないという意味で、非常にその両方の取組をど
のようにバランスよく進めていくか、あるいは時に、
観光産業に力を入れていく場合には、どのようなコロ
ナウイルスに対する感染症対策が成し遂げられている
のかということの見極めも必要であるというように
思っております。ですから我々は決して、どっちが先
ということよりも、それを着実に進めていって、将来
安定的な安全・安心で観光が本当に楽しめる島沖縄、
暮らしてよかった沖縄、生活してよかった沖縄という
ものを目指すためには、ぜひ議会の御協力もいただき
ながら、我々としても誠心誠意、我々の責務に努めて
まいりたいと思う次第であります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　次に、県の積極的な情報発信を行う
予定があるか伺います。これはなぜそのように質問
をしているかというと、先ほどの―やっぱり職員、
あるいは観光関連事業者も、それを知る必要がありま
す。知らなければこの条例の意味が薄らいでくる。意
味がないんです。ですからその責務をしっかりと自覚
するためにも周知する必要があるのではないかという
ことでありますが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　観光産業の
再興に向けた条例につきましては、沖縄観光コンベン
ションビューローを通じて観光関連事業者に広く周
知したところでありまして、観光関連事業者において
は、意見交換をしまして、条例を背景とした県の取組
強化への期待が高まっているものと承知しておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　くれぐれも、職員も毎日忙しいとは

思いますが、議会から決められたことだ、余計な仕事
が入ってきたものだと、そんな感覚にならないよう
に、本当にこの条例の意味は重く、今、目の前にある
問題があまりにもやらなければいけない、喫緊の課題
なものですから、私はあえてそれを申し上げておきま
す。
　次に、問題は今やるべきことが目の前にあるという
ことでありますから、緊急的な超短期施策という形
で、観光関連産業の窮状をどのように把握しているか
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　観光産業へ
の影響、現状ですけれども、ホテル旅館生活衛生同業
組合によると、令和３年７月の客室稼働率は32.2％
で、令和元年同月の74.8％と比較して42.6ポイント
の減。バス協会によりますと令和３年７月の貸切り
バス収入額は7701万円で、令和元年同月の４億1377
万円と比較して３億3676万円の減、率にして81.4％
の減。レンタカー協会によりますと、令和３年７月の
車両保有台数は１万3032台で、令和元年同月の２万
7710台と比較して１万4678台の減、率にして53％
の減。車両貸出状況も、令和元年同月比で33％にと
どまっております。各事業者に共通して、施設等の光
熱水費、メンテナンス、人件費及び税等の固定費の支
払いが重い負担となっております。事業者におきま
しては、宿泊施設においては、施設や従業員の休業、
貸切りバスでは、バス運転手の路線バスへの応援や休
業、レンタカーでは、車両や駐車場用地の売却などを
行って固定費の削減を図るとともに、金融機関からの
融資や雇用調整助成金などを活用しながら、事業継続
を図っているような非常に厳しい経営状況にあると認
識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　本当に、観光業界は再興とは言って
も、この現状がもう維持できないんだということを
ずっと一月以上前から叫んでおりますから、その現状
を維持できるように、経営支援ということをまずは考
えていかなければいけないだろうと考えております。
　さきに、第６次沖縄観光振興計画が第１回の会合が
あったかと思いますが―今後10年間の問題ですね
―そこでの議論も、恐らくこれは進まなかったん
じゃないかということです。いかがでしたか、その会
議の概要は。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時16分休憩
　　　午後２時17分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　次の向こう
10年を見据えた観光振興基本計画を審議するために
観光審議会を開催しているところでありまして、世界
から選ばれる観光地沖縄ということを目指して議論し
ている中で、委員の中からは、将来を見据えた議論を
やりつつ、足元の今の状況をちゃんと確認しながら、
経済、観光産業の段階的な回復を見据えつつ、将来を
議論すべきだというような意見が出たところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　もっともっと分かりやすく言えば、
もう将来のことを今議論する時期じゃないよと言われ
ているような話なんです。ですから目の前の、今の現
状をしっかりと把握していただいて、その経営支援策
を差し伸べる。これを今、沖縄の観光業界が求めてい
ることと位置づけて取り組まなければならないのでは
ないかと考えております。
　次に、財源問題でございますが、(2) の観光産業再
興に向けた支援措置について、沖縄県における新たな
財源の確保について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新型コロナウイルス感染
症の急激な感染拡大に対応した感染症対策や落ち込ん
だ経済回復のための対策を講じていくためには、必要
な財源の確保が喫緊の課題であります。このため、去
る８月31日に、知事がオンラインにより直接、坂本
地方創生担当大臣に対し、予備費を活用した地方創生
臨時交付金の増額、加えて急激な感染拡大に機動的に
対応するための新たな予算の枠組みの創設を求めたと
ころです。
　県としましては、引き続き迅速かつ切れ目のない対
策を講じていけるよう、財源確保に努めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　全国的にも本当に経済的な危機にま
で陥ったこの沖縄県が、今動いて、対応、対策のため
に予算を要求するのは普通にあり得ることなんですよ
ね。それは今、知事はこれまでは全国知事会を通した
りして、臨時交付金枠内での増額やそういう動きを中
心にされておりますが、そういうことにおいて、内閣
府と相談したことはありますか。コロナ対策において
の問題を。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　全国知事会と連携した地
方創生臨時交付金の増額については、昨年来、全国知

事会と連携し、全国知事会からの提言として取りまと
めていただいたところでございます。今年の８月６
日、地方創生担当大臣に対し……。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時20分休憩
　　　午後２時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○企画部長（宮城　力君）　８月６日に地方創生担当
大臣に対しまして、各都道府県の感染拡大状況のほ
か、裾野の広い観光関連産業を主要産業とする地域は
その影響が多大である。そのことを踏まえた配分基
準を設定していただきたいということで、沖縄県単独
で、内閣府の地方創生担当大臣に、知事から要望をさ
せていただいたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　本来、内閣府は沖縄県の予算を一括
で取り扱う機関です。ですが、内閣府にコロナ対策の
予算が準備されているでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時21分休憩
　　　午後２時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほど申し上げた内閣府
は地方創生担当の部局でございます。沖縄担当部局
にあっては沖縄振興予算でございまして、これについ
てはコロナ関連予算、対応する予算はございませんの
で、沖縄担当部局以外のところに対して要請をしたと
いうところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　内閣府の方も相当心配されていま
す。しかしながら、制度として内閣府に現在のコロナ
対策の予算というものを積んでいるわけじゃないわけ
です。そこが問題なんです。だから、その事業、これ
をしたい、これをしなければいけないというものにつ
いての、関係省庁に対する要請が必要であるというの
が、やはり一般的な見方なんですね。他の都道府県も
一生懸命やっていると思われます。そこら辺が沖縄
―これは玉城知事だけとは言いませんよ。沖縄県の
予算の交渉のやり方が、コロナ問題においていま一度
考えさせられた問題じゃないかなと思っておりますが
いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほど８月31日に坂本担
当大臣に要請したということを申し上げました。その



─ 224 ─

要請書の中身については、西村担当大臣宛てに、出発
地での搭乗前のモニタリング検査、それから受検率向
上のための検査体制の拡充等を併せて要請したとこ
ろでございます。加えて、河野担当大臣に対しても、
市町村のワクチン接種を加速させるためのワクチンの
配分計画の前倒しも併せて要請したところでございま
す。各省庁に対しても同様に知事から要請を行ってき
たところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　それでも、私たちにとっての情報と
しては、沖縄県の動きは本当に感じられないと、せっ
ぱ詰まった行動にはなっていませんよということの指
摘があります。これは真摯に受け止めなければいけな
いと思っております。
　次に、国の新しい総理大臣が決まった後に―これ
が10月４日ですが―恐らく大型景気対策が出るだ
ろうということが目されております。そういった状況
下にあるわけですから、やっぱり沖縄県も、その辺の
情報があるならば、しっかりとそこを精査して、予算
の景気対策という点では、11月においては出口戦略
とちょうど合うんですね。ですから非常にチャンスと
いえばチャンス。そういう考えを持って、国との交渉
に当たるべきじゃないかと思っているから、このよう
な質問をしていますがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　国の動向等注視し、新た
な景気対策等を政府が取られるということであれば、
これと連動した施策をすべきだと考えております。情
報収集に努めながら、どのような対策が取れるか、予
算担当部局とも連携しながら、調整を進めてまいりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　イとウは省略します。
　次に、ワクチン・ＰＣＲパッケージ戦略についてで
あります。
　これ戦略としては、国が今計画しているものであり
ますが、沖縄県においても、市町村単位でワクチンパ
スポート等の計画が走っておりますが、そういった中
で、やはりこれは地域的に必死になって、自分の地域
だけでも一生懸命経済を回そうという発想なんです
よね。要するに、域内での経済を活性化するために取
られた措置だと考えております。それを、本来でした
ら、地域間で移動してもできるようなシステムじゃな
いとワクチンパスポートの意味があまりないんです
ね。意味がないというか、本来のあるべき姿に持って
いきたいわけですね、これが。それがない。これはな

ぜだと思いますか。地域間をまたぐことができないと
いう。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時27分休憩
　　　午後２時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　政府においても、今ワクチンパスポートについてい
ろいろ議論をされていると思います。一方でワクチン
を―今、義務ではなく希望という形になっておりま
して、そういった方々に対する対応をどうするかとい
うこと。それから、ワクチンを打ったということにＶ
ＲＳという市町村のデータがありますけれども、それ
の共有化ということが、もしそれを一元化するとした
場合に、自治体横断的という形になりますので、そこ
のところの調整がまだ進んでいないというところがあ
ると思います。そういった中において、例えば石垣市
など完結できるところは先行して行っているというふ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　まさにそのＶＲＳの管理の今の現状
が原因なんですよね。やっぱりＶＲＳは市町村が持っ
ているわけですから。そういうことで、市町村は自分
の地域内を一生懸命守っているということにしか今
なってないわけです。ですが、国との連携―今、国
はＡＰＩということで、情報を吸い上げる。いろんな
情報を吸い上げてＶＲＳも含めて、2025年度の完全
デジタル化に向けてそういったシステムをつくってい
るわけですよ。だからこういったものを先取りして、
沖縄で実証するというぐらいのそういった考えを持っ
て挑むことができないかということが私の質問趣旨な
んです。国の今の動きを御存じだと思いますが、デジ
タル化によって―沖縄県も置く予定ですよね、デジ
タル担当。そういう考え方はどうなんでしょうか。今
のＶＲＳでは恐らく限界があると。だから将来国を挙
げてそういうＡＰＩシステムの中にこれを組み込むと
いう話ですがどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　最も基本的なことをまずお
答えしておきたいと思います。
　今、我々は部局で横断的なプロジェクトチームを設
置して、このワクチン・ＰＣＲパッケージ戦略につい
て具体的に検討、議論していこうということで、市町
村や経済界とはワーキンググループをつくり、そこで
また様々な意見を調整しながら、協議を進めていく、
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実際そのスケジュールに入っております。私が申し上
げます基本的なことというのは、このワクチンにして
もＰＣＲ検査にしても、やはり世代間を超えた公平性
が担保されているものであること、個人情報の保護が
完璧になされているものであることなど、必要要件が
必ずその中での共有であり、その機能を高めていくこ
とになると思います。ですから、その点においては、
例えば紙媒体の使用から始めていくことも含めて、
紙からデジタル、地方のデジタルからトランスフォー
メーションで国とつないでいくなど、段階的には将来
その国の持っている方向性と関連づけることは十分可
能であるというふうに思います。ただ、今しっかりと
議論を前向きに進めていって、例えば今、石垣市が取
り組んでいる状況が全県的にどのように広げられるも
のであるかどうか、それからそのほかの様々な民間業
界が持っているノウハウ、技術というものがどのよう
に汎用性を持って広げていくことができるのか、様々
なことを検討していきたいということで、その取組と
いうか、今、地固めをしているというような状況もあ
りますので、それをしっかり固めながら積み上げてい
きたい。それもできるだけスピードアップしてやって
いきたいというように取り組んでいる次第でありま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時32分休憩
　　　午後２時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　座波　一君。
○座波　　一君　知事の考えは分かりますが、こうい
う個人情報とかそういった問題があるという中での議
論だとすると、これは恐らく進みません。これは国に
おいて整理される問題であって、法律的な問題も改正
改正を重ねて、個人情報は整理されてきます。それに
向けて、その先に行政のデジタル化が待っているわけ
ですから。今、当面の問題として話している中で、沖
縄県が積極的に手を挙げてできるところからやってい
くという方法を取りながら、それを持っていくべきだ
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時32分休憩
　　　午後２時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　先ほど知事からもありましたように、当然その導入
に当たっては、いろんな問題をクリアしていかなけれ

ばいけません。特に公平かつ世代間での利用可能なも
のというところを想定していかないといけないんです
けれども、我々としてもワーキンググループですとか
ＰＴの中においては、国のシステムあるいはそのアプ
リというものを待ってということではなくて、今何が
活用できるかという観点で議論をしておりまして、そ
れが先ほど知事が答弁しましたように、紙の媒体、検
査証明書といったようなものを活用しながら運用でき
ないかということを考えております。
　それで、検討のスケジュールとしましては、庁内の
ＰＴ、それから経済界を巻き込んだワーキンググルー
プということをやっておりまして、明９月28日には
ワーキンググループ―第２回目ですけれども、そこ
にガイドラインの素案といいますか、たたき台を提案
いたしまして、それを受けて今後その市町村ですと
か、医療界のほうにも情報提供をし、できれば10月
の頭あたりから、そういったその運用のルール、ガイ
ドラインというものを公表しながらスタートさせたい
と思っております。ちまたにはやはり民間の提供する
アプリ、そういったものが幾つか提供されております
けれども、まず我々はどういった場面で、どういった
ルールの下にこれを活用していくかというところで、
市町村ですとか、経済界とは連携しながら取り組んで
いきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　ありがとうございます。
　次に、積極的疫学調査においての感染源・感染経路
が明らかになる効果についてを伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　保健所が行う積極
的疫学調査は、感染防止対策上、非常に重要と考えて
おります。この調査において感染源・感染経路を明ら
かにすることにより、感染のつながりやクラスターを
検出しまして、さらに次のクラスターの起点となる濃
厚接触者を特定することができます。それにより新た
な感染の連鎖を抑え込むことが可能となると考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　残念ながら沖縄県は一部中止になっ
たわけですが、それがやはり長期的に見て、感染拡大
が日本でも一番長引いてしまった原因の一端はあるの
ではないかと私は考えております。ですからいかに疫
学調査が重要なのか、今のアナログからデジタルに変
えて、それをやっていくというような考えはないもの
か聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
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○保健医療部長（大城玲子さん）　今現在、保健所に
よる積極的疫学調査については、保健所を中心に電話
等による患者からの丁寧な聞き取りによって患者の状
態、濃厚接触者の特定、行動歴の遡りによる感染源や
感染経路の探索等が行われております。そういう丁
寧な対応ももちろん必要ではございますが、積極的疫
学調査の一連の作業の中において、どの部分でデジタ
ル技術が活用できるかということは、検討が必要だと
思っておりまして、保健所の実際の現場の皆さんの意
見を聞くとともに、先進事例等も含めて情報収集をし
ていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　これからの出口戦略のインバウンド
を見据えて、そういうインフラ―これは一つのイン
フラですよ。そういったものもしっかり考えていかな
いと出口戦略はなかなかできてこないと思いますよ。
　次に、ゼロコロナ空間に向けた取組についてお願い
します。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナウイル
スについては、３つの密を避けるということで、密集
しないよう人と人との距離を取ること、それから密接
した会話や発声を避けること、密閉空間にしないこと
などが重要とされています。また、具体的な感染対策
としましては、手洗いや手指消毒、マスクの着用のほ
かに、特に密閉空間においてはマイクロ飛沫による感
染を防ぐために、小まめに効果的な換気をすることな
ど、基本的な対策を繰り返し徹底することが重要であ
ると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　模範的な回答ですが、私が言ってい
るのはもっともっと積極的に出口戦略というならば、
医療界や事業所、飲食店、あるいは娯楽施設で、この
空間は比較的安心だという空間をつくってあげる。そ
ういった意識づけも大切なんですよ。マインド的に、
今非常にみんな怖がっていますから、そういったこと
も大切ではないかと思っていて、このような質問をし
ています。
　認証制度がありますね。認証店とそうじゃない店
と、本当にどれだけの効果が違うかと、それもあまり
分からない。ですが、もっともっとそれを除菌空間
―除菌装置を入れているとか、県が推奨して助成し
てそういった機械を入れてあげるというような制度を
導入していったほうがいいんじゃないかということが
あるわけですが、そういう積極的な戦略はないんです
か。

○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今、県では感染症
対策をしっかり取っているお店を認証店舗として認証
しているところでございまして、そういうところにつ
いては、ＣＯ₂センサーなどを先着でお配りしている
ところでございます。議員おっしゃいますとおり、
例えば消毒や除菌効果を担うということで、その部屋
を洗浄するというようなイメージのことにつきまして
は、今のところ厚生労働省、国のエビデンスによりま
すと、空間に噴霧して使用する商品等については推奨
されたものがございませんので、そこは少し難しいの
かなというふうに考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　次にキに移ります。
　感染拡大地域と抑制地域を分けて蔓延防止を図る取
組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　国の方針に基づき
ますと、全国的かつ急速な蔓延のおそれがある状態で
広域的な対応が必要であるという場合は、都道府県単
位で緊急事態宣言地域を指定されることになっており
ます。一方、特定の区域において感染の拡大が認めら
れ、他の区域への蔓延を防ぐ必要がある場合には、都
道府県を政府対策本部長がまん延防止等重点措置区域
に指定することも可能となっております。
　県としましては、例えばまん延防止等重点措置区域
に指定された場合は、感染が拡大している地域から感
染が抑制されている地域への伝播を防ぐために措置を
講じる区域を定めまして、地域ごとの対策を講じる必
要があるものと考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　先ほど、知事は独自政策、施策でや
るということでありましたが、その中で地域を分けて
いくという考えになろうかと思いますけれども、その
辺の基準というのは何に基づいてやっていくんです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今般の緊急事態宣
言の解除の見込みにつきましては、まん延防止等重点
措置にいくのか、そうでないのかというところはまだ
国の御判断をいただかないといけないところではござ
いますが、今回はまん延防止等重点措置を参考にして
県の独自策も考えております。まん延防止等措置の区
域外、全県に適用されるような状況の対策について、
県の対策として今回は考えているところでございまし
て、一定期間、全県に対して同様の措置を取るという
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ことで先日方針を示させていただいたところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　次に、オのＨＥＲ－ＳＹＳデータを
活用した効果的な感染抑制策について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県のコロナ本部で
は、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援
システム、通称ＨＥＲ－ＳＹＳと呼ばれているもので
すが、これによりまして感染者の発生届及び基礎疾患
の有無などを含めた医療情報等一元管理しておりまし
て、最新の感染状況を把握した上で感染抑制のための
検討及び評価に活用しております。
　今後ともＨＥＲ－ＳＹＳのデータを活用して地域の
感染状況をきめ細かく分析した上で、より効果的な感
染防止対策に取り組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　このＨＥＲ－ＳＹＳデータには行動
履歴の情報入力もあると思いますが、今の状態で大丈
夫ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時43分休憩
　　　午後２時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員御指摘のとお
り、ＨＥＲ－ＳＹＳの中には、保険証の入力によりま
して行動履歴も入力できるようにはなっております。
○座波　　一君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時44分休憩
　　　午後２時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ＨＥＲ－ＳＹＳに
ついては、全て入力されているわけではございません
で、いろいろ区分がありますので、保健所で把握して
いる分を入力しているということではございます。た
だ、疫学調査につきましても中止ということではなく
て、なかなか追いつかないということもありまして、
例えば職場等で発生した場合には、その感染者からで
きるだけ職場のほうにお知らせして検査を受けてい
ただくようにするとか、そういうような調査に一時期
なっておりましたが、今は改善しまして、保健所のほ
うで疫学調査ができるようになっております。それに
従ってＨＥＲ－ＳＹＳに入力するということになりま
す。

○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　沖縄県は入力状況は進んでいると聞
いています。ですからその情報はあるはずなんです
ね。それをしっかりと入院調整とかそういうところ
に生かせば、今の空床問題ももう少し効率的に解決す
るのではないかと考えています。北部の事例として
も、またいいシステムがあるわけです。医療アセスメ
ントをしっかり受けて、入院調整をするというような
のも、こういったＨＥＲ－ＳＹＳのデータがなくても
一応できているのか分かりませんが、そういうような
データを活用すればもっともっと医療界の今の崩壊と
いうものも―これ崩壊ではなくてその辺の調整の結
果じゃないかなと思っているわけですが、いかがです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ＨＥＲ－ＳＹＳに
ついては厚生労働省が全国的に開発したシステムでご
ざいまして、沖縄県は比較的この入力が進んでいると
いうふうに聞いております。ただ、県のコロナ本部で
活用していますＯＣＡＳというシステムは県の独自の
システムでございまして、入院調整等についてはＨＥ
Ｒ－ＳＹＳでは少しタイムリーに捉えられないところ
がございまして、そこは病院間で即時に入力をいただ
いている県の独自のシステムが入院調整には功を奏し
ているというふうには考えているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　次に、我が会派の仲村家治議員の代
表質問に関する海の安心・安全についてであります
が、今、この海の事故が大変多くなっていて心配され
ております。交通死亡事故よりも多いということであ
りますが、自然海浜での事故においての一体的な取組
が必要だろうということでありますが、今所管という
のはどこになっているんですか。対応する所管は。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　水難事故の防止対策は、県警察や県、海上保安庁等
の関係機関がそれぞれの所掌事務に応じた対策を実施
しているところであります。そのうち、今議員御指摘
のとおり、水難事故が最も多く発生している自然海岸
における水難事故防止対策、これにつきましては、そ
の場所を管理する担当部署の取組が極めて重要であり
ます。現にそのような適切な対応がなされているもの
と認識しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
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○座波　　一君　県警が管理するところじゃないん
じゃないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　先ほど来、所管とい
うお話がございますけれども、現在、我々海岸管理者
につきましては、海岸法に規定される海岸管理者とし
ての役割というのが津波や高潮等の被害から海岸を防
護すると、国土の保全に資すること、簡単に言えばコ
ンクリートに関する部分でございます。海岸利用者の
安全について、要するに海域部分の水難事故等に関し
ましては、沖縄県水難事故防止推進協議会を通して、
関係機関とも連携をしながら研究・議論、あるいは調
整を行っていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　やはり問題は、県警は事故が起こっ
た後の対応なんですよね。だからこれを防ぐための沖
縄県、安心・安全な海を標榜する沖縄県が中心となっ
て、それを防止するための窓口をつくるべきじゃない
か。最終的にはそこしかないんですよ。知事、どうで
しょうかね。これ、沖縄県、世界に向けて、世界水準
の観光地を目指しているわけですよ。それ今、いろん
な所管にまたがって、なかなか対応が取れていないと
いうのが現実なんですね。リーフカレントが厳しいと
か……
○議長（赤嶺　昇君）　まとめてください。
○座波　　一君　離岸流で危険というのがたくさんあ
りますよ。そこを注意して喚起するのは、沖縄県が責
任持ってやるべきですが。どうでしょうか。海の安全
に関する窓口を設けるべきですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員から御指摘のと
おり、なかなか所管が云々という、この場で即答する
ことは非常に難しいんですけれども、引き続き庁内あ
るいは関係機関と議論・調整しながら検討していきた
いと考えております。
○座波　　一君　知事、ないですか。知事、そのよう
な今の考えはないんですか。海の問題に対しては。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　自然海岸における水難事故
防止につきましては、一概には県警の担当部署が適切
に対策をしているものと思いますが、県といたしまし
ても、当然市町村とも協力をしながらしっかり対応を

していきたいと思います。
○座波　　一君　どうもありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
　　　〔中川京貴君登壇〕
○中川　京貴君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党会派の中川京貴でございます。
　一般質問を通告しております。項目に従い、順次質
問を行います。　
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、選挙公約の実現について、何％実現している
か伺いたい。
　(2)、普天間基地を名護市辺野古に造らせないと公
約を掲げ知事に当選した。しかし、現状は名護市辺野
古で日米ＳＡＣＯ合意により工事は進められている。
県民との約束は果たされていない。なぜ工事を止める
ことができないのか伺いたい。
　(3)、自動車税減免に向けた条例改正について伺い
たい。
　２、知事の行財政改革について。
　(1)、玉城県政において、行財政改革の必要性につ
いて伺いたい。
　(2)、仲井眞元知事の２期８年間の行財政改革の主
な実績と成果について伺いたい。
　(3)、県職員、教職員は、適材適所に配置されてい
るか伺いたい。
　３、次期振興計画について。
　(1)、令和４年度沖縄振興予算要求について伺いた
い。
　(2)、河野沖縄担当大臣は、2021年度で期限が切れ
る沖縄振興計画について、これまでの政策を見直し、
分析には地域経済分析システムを活用するとしてい
る。次期振興計画策定への影響について伺いたい。
　(3)、次期沖縄振興計画の理念を実現する上で、沖
縄振興予算の満額確保と一括交付金の増額が不可欠で
あるが、現状と国との関係からどのように理解を求め
ていくか伺いたい。
　４、県経済の振興について。
　(1)、沖縄振興開発金融公庫の存続について、自民
党沖縄振興調査会の提言で存続は必要としたが、内閣
府は引き続き検討するとなっている。今後、強力な要
請活動が求められる。認識とどのような活動をするか
考えを伺う。
　５、新型コロナウイルス感染症対策について。
　(1)、沖縄県における軽症者及び無症状者用宿泊療
養施設について伺いたい。
　(2)、我々自民党会派はこれまで玉城知事に対し、
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新型コロナウイルスに対する防疫体制の強化と感染対
策を何度も要請したが、その成果が出ていない。感染
が拡大した要因と今後の対策について伺いたい。
　(3)、令和２年度は第16次補正予算合計1824億円、
令和３年度は当初予算を含む第15次補正予算2765億
円、合計4589億円でコロナ対策を行ったにもかかわ
らず、コロナウイルスが拡大し県民が苦しんでいる状
況について今後の対策を伺いたい。
　(4)、企業への支援策である雇用調整助成金の段階
的縮減の動きがある中、本県における活用状況はどう
か、正規・非正規別の助成率を伺う。
　６、県内社会資本の整備について。
　(1)、鉄軌道の導入については、国との議論を加速
させるとしているが、これまでの国との議論の経過と
事業化に入る上でクリアすべき課題や問題点は何か。
また、解決は可能と考えているか伺いたい。
　(2)、東部海浜開発事業の早期実現が求められてい
るが、事業の必要性とこれまでの経緯、予測される今
後の課題、完成時期や総予算について伺いたい。
　７、米軍基地問題について。
　(1)、嘉手納基地、普天間基地から発生する騒音、
悪臭被害について、今後どのように解決していくか伺
いたい。
　(2)、過去に嘉手納基地周辺の環境実態調査を行っ
た経緯があるが、その結果と報告・予算について伺い
たい。
　(3)、米軍海兵隊は、普天間基地内で保管する有機
フッ素化合物（ＰＦＡＳ）を含む汚染水を基地外の公
共下水道に放出した。県の認識と今後の対応を伺いた
い。
　(4)、我が県の基地負担軽減のために、米軍による
一部訓練をパラオ海域でできないか、パラオ共和国大
統領に要請してみてはどうか伺いたい。
　８、農林水産業の振興について。
　(1)、豚熱（ＣＳＦ）で県内の養豚業者は甚大な被
害を受けたが事後検証と今後の対策、また業者に対す
る経営補塡や支援は完了したか伺いたい。
　(2)、パラオ共和国近海でのカツオ・マグロ漁につ
いて、パラオ周辺海域内20％の範囲での漁業協定が
締結され、日本のマグロ漁操業が期限付で可能となっ
た。長期的・安定的な操業が必要であるが、県の今後
の取組を伺いたい。
　(3)、パラオ共和国と我が沖縄県との人材交流をは
じめ、友好関係を保つための取組について伺いたい。
　９、子ども・子育て支援について。
　(1)、中学卒業までの子供の医療費助成について、

県は事業費の試算や財源を示しているが、県の単独事
業として実施する時期と支援の方法について伺いた
い。
　(2)、現物給付制度の市町村との連携について伺い
たい。
　10、県警関係について。
　(1)、県民の生命、財産、安全を守るための基本的
な考え方を伺いたい。
　(2)、本県における強盗、殺人、放火、暴行、重大犯
罪（県警が判断する件数）に対する対策は、責任所在
は明記されているか。また市町村・県・県警・病院・
医師との連携は取れているか伺いたい。
　(3)、県内の防犯カメラ設置状況と有効性について
伺いたい。
　(4)、県内における県民の命を守るためのテロ対策
について伺いたい。
　(5)、極左暴力集団とはどういう集団か、県民に与
える影響について伺いたい。
　11、我が党の代表質問との関連については、質問
は行いません。
　答弁を聞いて再質問を行いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　中川京貴議員の御質問にお
答えいたします。
　４、県経済の振興についての御質問の中の (1)、沖
縄振興開発金融公庫の存続についてお答えいたしま
す。
　沖縄振興開発金融公庫の政策金融は、沖縄振興特別
措置法に基づく税・財政面の特別措置と並び、沖縄振
興の車の両輪として重要な役割を担っております。
今般のコロナ禍では、かつて例を見ない規模となる約
１万5000件、約3100億円の緊急融資により、県経済
のセーフティーネット機能を発揮する等、その存在意
義は明確となっております。同公庫の現行組織の存続
について、私は、今年の５月に続き７月にも、市長会
会長、町村会会長と連名で国の関係要路へ要請を行っ
たほか、国の沖縄振興審議会や同公庫の運営協議会に
おいても要請したところであります。また、経済団体
等からも強い御要望があり、沖縄県の総意であると受
け止めております。このため、私は、同公庫の存続に
ついて、各界と連携しながら、国に強く求めてまいり
ます。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
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　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての (1)、選挙公約についてお答えいたします。
　県においては、経済や文化、教育、福祉、保健医
療、基地問題等、様々な分野において施策を展開して
いるところであり、知事が公約として掲げた291の個
別施策の全てに着手しており、そのうち５施策につい
ては取組が完了、280施策は取組を推進中、６施策は
取組に着手しているところです。
　次に３、次期振興計画についての (2)、地域経済分
析システムの活用についてお答えいたします。
　先月、発表された国の新たな沖縄振興策の検討の基
本方向においては、施策目的にかなった成果目標を設
定するとともに、その達成に資する施策を推進するた
め、エビデンスに基づく展開・検証を図るとされてお
ります。新たな振興計画においては、各種施策の効果
的な推進を図るため、成果指標等に基づき検証を行う
こととしており、地域経済分析システムについても活
用してまいりたいと考えております。
　次に６、県内社会資本の整備についての (1)、鉄軌
道の導入に係る国との議論の状況と課題についてお答
えいたします。
　鉄軌道の導入に当たり、国から課題とされている費
用便益比について、精緻化した結果、１を超えるケー
スを確認し、内閣府に対し説明を行ったところです。
また、採算性については、鉄軌道の持続的運営を可能
とする特例制度創設等の制度提言を行い、国と協議を
しているところです。河野沖縄担当大臣は衆議院沖縄
北方特別委員会での発言に関し、翌日の記者会見で、
鉄軌道とかモノレールとか決め打ちせずに、最新の技
術を使って何ができるかというのは考えていく必要が
ある。安く、便利に、定時性を持って、使いやすく結
ぶかというのは非常に大事だと発言されております。
　先月公表された国の新たな沖縄振興策の基本方向に
おいて、鉄軌道について調査検討を行うとされたこと
から、県としては、法的な位置づけについて、国と協
議を進めていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (2)、辺野古新基地建設についてお答えをい
たします。
　知事は、辺野古に新基地は造らせないという公約を
掲げて当選し、多くの県民の負託を受けております。
また、辺野古新基地建設に反対する民意は、これまで

の一連の選挙や県民投票で繰り返し示されておりま
す。しかしながら、国はこのような民意を一顧だにせ
ず、公有水面埋立法の承認要件を充足しないと考えら
れる工事を強行しております。
　県としては、引き続き政府に対し、対話によって解
決策を求める民主主義の姿勢を粘り強く求め、辺野古
に新基地は造らせないという知事の公約の実現に全力
で取り組んでまいります。
　７、米軍基地問題についての (3)、ＰＦＡＳ等汚染
水放出の認識と対応についてお答えをいたします。
　普天間飛行場におけるＰＦＯＳ等を含む水の取扱い
に関しては、日米間で協議が進められている中、米側
が一方的に公共下水道に放出したものであり、激しい
怒りを覚えます。このような中、去る９月17日、沖
縄防衛局に確認したところ、普天間飛行場の地下貯水
槽に残っている廃水を同局が県外に運搬した上で焼却
処分するとの説明がありました。県は日米両政府に対
し、ＰＦＯＳ等を含む水を基地外に放出せず焼却処理
すること等を強く求めていたところであり、今回の措
置は一歩前進であると考えております。一方で、在沖
米軍施設には依然としてＰＦＯＳ等を含む汚染水が保
管されていることから、米軍基地内への立入調査を含
め、引き続き市町村とも連携しながら対応してまいり
ます。
　同じく７の (4)、パラオ大統領への訓練移転の要請
についてお答えをいたします。
　パラオ共和国においては、昨年８月、米国に対し
て、米軍との共同使用の基地の建設を要請したこと
は、報道により承知しております。県としては、米軍
基地の運用に伴う航空機騒音や環境汚染等の様々な問
題を解決するためには、周辺住民に影響の少ない県外
または国外への分散移転・ローテーション配備をより
一層促進することが重要と考えており、引き続き情報
収集に努めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
いての (3)、自動車税減免の条例改正についてお答え
いたします。
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、我が国経
済に多大な影響が生じていることから、徴収猶予の特
例制度及び令和３年１月の総務省通知に基づき、既存
の猶予制度を柔軟かつ適切に運用することにより、納
税が困難な納税者について納付を猶予しているところ
であります。県独自に自動車税を減免することについ
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ては、他の税目との課税の公平性、自主財源の確保、
他の自治体への影響など、様々な課題があることか
ら、慎重に検討すべきものと考えております。
　次に２、知事の行財政改革についての (1)、行財政
改革の必要性についてお答えいたします。
　県政運営の基本は、住民福祉の増進に努めるととも
に、最少の経費で最大の効果を上げることにありま
す。このため、県では、沖縄県行政運営プログラムに
基づき、簡素で効率的な組織運営や歳入と歳出のバラ
ンスが取れた財政運営に全庁を挙げて取り組んでおり
ます。
　県としましては、多様化する県民ニーズに的確に対
応し、質の高い行政サービスを提供するため、引き続
き行財政改革に取り組んでまいります。
　同じく２の (2)、仲井眞元知事の主な実績と成果に
ついてお答えいたします。
　仲井眞元知事の就任期間においては、２次にわた
る行財政改革を実施し、組織の合理化、民間委託の推
進、県単補助金の見直し、定員管理の適正化などに取
り組んでおります。その結果、８年間の財政効果は、
歳入関係で119億円、歳出関係で542億円の合計661
億円となっております。
　同じく２の (3)、県職員の人事配置についてお答え
いたします。
　県職員の人事については、沖縄県職員人事管理基本
方針に基づき、人事評価その他の能力の実証による適
材適所の人事配置を徹底しております。加えて、県政
の重要課題を所管する部署については、課題解決に向
けた専門知識や能力、経験を有する職員の重点配置を
行うほか、施策の継続性に配慮した人事配置を行って
おります。
　次に３、次期振興計画についての (1) 及び (3)、令
和４年度沖縄振興予算の概算要求等についてお答えい
たします。３の (1) と３の (3) は関連しますので、恐
縮ですが一括してお答えいたします。
　８月末の内閣府の概算要求では、子供の貧困対策等
が増額要求され、産業競争力の強化等の経費が新たに
盛り込まれましたが、一括交付金は、制度の継続に向
けた要求をしていただいたものの、今年度予算と同額
となっております。また、予算総額は、要求可能額が
最大限活用されず、3000億円台に届かなかったこと
は残念でありますが、今後の予算編成過程において、
事項要求している経費の確保を図り、総額3000億円
台の沖縄振興予算を維持していただくとともに、一括
交付金については、市町村の要望も踏まえ、さらなる
増額が図られるよう、あらゆる機会を捉えて要望して

まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　２、知事の行財政改革につ
いての御質問の中の (3)、教職員の人事配置について
お答えいたします。
　教職員の人事については、学校教育の充実・発展を
期するとともに、学校の気風の刷新を図るため、適材
適所の人事配置を行っております。また、全ての教職
員が本県の教育を等しく担うとの認識の下、全県的視
野に立ち、教職員の能力や経験を踏まえた公正な人事
異動を実施しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　５、新型コロナウ
イルス感染症対策についての御質問の中の (1)、宿泊
療養施設についてお答えいたします。
　宿泊療養施設については、那覇・南部地域に３施
設、中部、北部、宮古、八重山地域に各１施設の合計
７施設を借り上げて702室を確保しております。今
後、さらなる拡充により約1400室の確保に向けて取
り組んでいるところです。一方、宿泊施設運営に必要
な人材の確保が課題となっていることから、看護師の
募集及び民間人材を活用した取組により、宿泊療養施
設の拡充に努めてまいります。
　同じく５の (2)、感染拡大の要因及び今後の対策に
ついてお答えいたします。
　７月以降は、感染力の高いデルタ株への置き換わり
が急速に進んだことから、これまでにない感染急拡大
を経験したところです。感染拡大を防ぐため、これま
での飲食店への休業要請等に加え、土日や祝日におけ
る大規模集客施設の休業要請、学校の分散登校及び県
立施設の休館などの取組を行ってきたところです。ま
た、医療提供体制を整備するため、重点医療機関の追
加、さらなる病床の確保、新たな宿泊療養施設の設置
などを行うとともに、保健所の増員による機能強化に
加え、感染対策の切り札となるワクチン接種の加速化
に取り組んでいるところです。
　次に９、子ども・子育て支援についての御質問の中
の (1) と (2)、こども医療費助成制度についてお答え
します。９の (1) と９の (2) は関連しますので、一括
してお答えします。
　こども医療費助成制度につきましては、令和４年度
から、通院の対象年齢を中学校卒業まで拡大し、現行
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と同様、市町村が助成した経費の２分の１を補助する
こととしております。現物給付につきましては、未実
施の市町村を個別に訪問するなどし、年齢拡大に合わ
せて開始できるよう協議を行い、御理解をいただいた
ところです。令和３年度は、制度の拡充に伴い市町村
で必要となるシステム改修費への支援を行っており、
引き続き市町村等と連携し、令和４年度の円滑な制度
拡充に向け取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　５、新型コロナウイ
ルス感染症対策についての御質問の中の (3)、今後の
経済対策についてお答えいたします。
　県では、全ての産業の基盤となる事業継続や雇用維
持の施策を継続して実施していることに加え、幅広い
事業者が対象となる国の月次支援金の活用促進や県の
観光関連事業者等応援プロジェクトを実施しておりま
す。今後は、ワクチン接種の推進をアクセルとし、需
要喚起策や業態転換を促す施策など継続して実施して
まいります。県民への生活支援としては、緊急小口資
金等の特例貸付けや住居確保給付金の支給など適切な
支援ができるよう取り組んでまいります。
　今後も県民生活や経済活動への影響を最小限にとど
めるため、必要な対策を講じてまいります。
　同じく５の (4)、雇用調整助成金の活用状況と助成
率についてお答えいたします。
　沖縄労働局によると、９月10日現在で、支給件数
が７万3132件、支給金額が約594億円となっており
ます。助成率については、正規雇用、非正規雇用にか
かわらず、中小企業が最大10分の９、大企業が最大
４分の３となっておりますが、沖縄県など緊急事態宣
言等の対象地域や特に業況が厳しい企業においては、
最大10分の10とする特例が設けられております。
　県としては、引き続き同助成金の活用促進と県独自
の上乗せ助成を行うこと等により、雇用の維持に努め
てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　６、県内社会資本の
整備について (2)、泡瀬地区埋立事業の必要性等につ
いてお答えいたします。
　泡瀬地区埋立事業は、地元からの強い要請に基づ
き、沖縄本島中部東海岸地域の振興を図る目的で実施
しております。県は、平成17年度に事業着手し、平成

22年度には環境等に配慮し、埋立面積を当初計画の
約半分に縮小しております。また、社会経済動向に即
した土地利用計画とすることが課題となっており、昨
年度、沖縄市において検証を終えたことから、現在、
港湾計画改訂等に向け取り組んでいるところでありま
す。総事業費は約490億円を見込んでおり、令和７年
度の埋立完了の予定となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　７、米軍基地問題につい
ての (1)、基地から発生する騒音等の解決についてお
答えします。
　嘉手納・普天間飛行場周辺では、航空機の騒音が恒
常的に環境基準を超過しており、加えて嘉手納飛行場
周辺では、通称パパループの使用により悪臭の被害が
発生している状況にあります。そのため県では、市町
村と連携して騒音や悪臭の測定を行い、その結果を基
に、日米両政府に対し騒音の軽減及び悪臭対策等の実
施を求めているところです。
　県としては、周辺住民の負担軽減が図られるよう働
きかけを強化していきたいと考えております。
　同じく７の (2)、嘉手納基地周辺の環境実態調査に
ついてお答えします。
　県では、平成７年度から４年間にわたり、総事業費
約9000万円で航空機騒音による健康への影響に関す
る調査を実施しております。調査の結果、航空機騒音
への高い暴露が、幼児の身体的・精神的問題行動の増
加要因になること、学童の長期記憶や低体重児の出生
率と関連があること、聴力を損失させる疑いがあるこ
と、深刻な睡眠障害を招くことなどの健康影響を及ぼ
すことが明らかになっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農政企画統括監。
　　　〔農政企画統括監　下地常夫君登壇〕
○農政企画統括監（下地常夫君）　８、農林水産業の
振興についての (1)、豚熱に係る事後検証と農家への
支援についてお答えします。
　県では、豚熱防疫対応検証委員会において、防疫計
画及び初動防疫体制の確認を終了し、今年度中を目標
に豚熱防疫対策マニュアルの作成等に取り組んでいる
ところであります。また、防疫措置を行った10農場
につきましては、手当金の支払いは全て終了しており
ます。さらに移動制限、搬出制限を受けた助成対象農
場につきましては、国との算定調整は全て終了し、令
和３年９月24日現在、支払い済みが10農場、支払い
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手続中が21農場となっております。
　同じく８の (2)、パラオ水域での安定的な操業に向
けた県の取組についてお答えします。
　パラオ共和国の排他的経済水域における本県漁船の
安定的な操業には、同国との友好関係の構築が重要で
あることから、県は、同国とのＭＯＵの締結を目指し
ているところです。しかし、新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、締結の見通しが立たないことのほ
か、漁業協議の状況を考慮する必要があることから、
今後の進め方について、国や漁業団体と相談している
ところです。
　同じく８の (3)、パラオ共和国との友好関係を保つ
ための取組についてお答えします。
　パラオ共和国との友好関係の強化に向けて、県は、
同国との人材・技術交流等に積極的に取り組んでいる
ところであります。具体的には、日本政府による同国
へのカツオ一本釣り漁船の供与と連携し、県は、水産
技術の専門家の派遣、漁具漁法に関する情報提供、漁
業研修の受入れ準備等を行っているところです。
　県としましては、引き続きパラオ共和国との友好関
係の強化が図られるよう、政府及び関係機関と連携し
て取り組んでまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○警察本部長（日下真一君）　10、県警関係について
の御質問のうち (1)、県民の生命、財産、安全を守る
ための考え方についてお答えいたします。
　警察は、個人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予
防、被疑者の逮捕、交通の取締り、その他公共の安全
と秩序の維持に当たることを責務としております。
　県警察は、個々の職員が治安のプロとして、困難な
課題に直面した場合であっても、必ず解決するという
前向きな姿勢で一致協力してその役割を果たし、県民
の期待と信頼に応えていく所存であります。
　次に同じく10の (2)、重要犯罪等に対する対策及び
関係機関との連携についてお答えいたします。
　令和２年中、殺人・強盗・放火など重要犯罪の認知
件数は90件、対前年比でマイナス23件、20.4％の減
少となっております。令和元年中では、認知件数113
件、対前年比でプラス31件、37.8％の増加となって
おります。一般的な事件処理につきましては、被害者
等からの事情聴取や証拠収集等の捜査を実施し、被疑
者を逮捕した場合は48時間以内に、逮捕しなかった
場合は、所要の捜査を実施した後に検察庁に事件を送
致します。

　再被害防止対策については、加害者の言動等から生
命・身体に対する再被害を受ける可能性が認められる
場合には、再被害防止対策者として指定し、被害者へ
の連絡体制の確立や自主警戒等の防犯指導、必要に応
じた警戒を行っております。また、被疑者の釈放等の
情報提供の要望がある場合には、釈放予定の日にちな
どを被害者に教示しております。この責任所在につき
ましては、先ほどお答え申し上げました警察の責務が
警察法第２条に明記されております。関係機関との連
携につきましては、今申し上げた取組の中で必要に応
じて連携を取っております。
　次に同じく10の (3)、県内の防犯カメラ設置状況と
有効性についてお答えいたします。
　県警察では、ちゅらさん運動の一環として、警察活
動により把握された犯罪発生場所、子供・女性を対象
とした声かけ、付きまといなどの危険箇所等につい
て、自治体や事業者等に対し防犯カメラの設置の働き
かけを行っており、平成24年から令和３年８月末ま
でに1179台の設置を確認しております。防犯カメラ
につきましては、一般的に設置により犯罪等の行為を
断念させる効果が期待されるほか、事件・事故の未然
防止や地域住民の安心感の醸成に大きな効果があると
考えております。
　また県警察におきましては、事件・事故等が発生し
た際、防犯カメラの画像等を精査することにより、事
件・事故の早期解決に有効に活用させていただいてお
ります。
　次に同じく10の (4)、県内におけるテロ対策につい
てお答えいたします。
　各種テロ行為や航空機事故、大規模爆発事故等によ
り多数の死傷者を生ずる重大事案が発生した際は、迅
速に指揮体制を立ち上げ、的確な初動措置を講ずるこ
とが重要であります。
　県警察では、この種事案が発生した際は、警察本部
長を責任者とする対策本部を設置し、関係情報の収
集、被害状況等の早期把握、負傷者の救出救助、住民
の避難誘導等の初動措置を的確・迅速に講じていくこ
ととしております。
　次に同じく10の (5)、極左暴力集団について及び県
民への影響についてお答えいたします。
　極左暴力集団とは、社会主義革命、共産主義革命を
目指し、平和的な民主主義社会を暴力で破壊すること
を企図している集団とされています。同集団は、過去
に爆発物、飛翔弾、迫撃弾、時限式発火装置等を使用
して凶悪なテロ・ゲリラを引き起こすなど、過激な闘
争を行っていることから、一たびそのような違法行為
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が発生すれば、県民の生命、身体、財産に多大な影響
が及ぶ可能性は否定できません。また、現在は、組織
の維持拡大をもくろみ、暴力性・党派性を隠して大衆
運動や労働運動に取り組んでおります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　再質問を行います。
　議長の了解を得ておりますので、再質問は、ただい
ま日下警察本部長が答弁しておりましたので、10番
目の県警関係から行いたいと思っております。
　ただいま日下本部長が答弁されましたが―私たち
沖縄県において基地問題は避けては通れません。しか
しながら、米軍基地問題によって県民が対立している
ことも事実です。特に普天間基地辺野古移設問題、
高江ヘリパッド問題、県民が抗議集会に参加すること
は、私は権利として認められているものと理解してお
ります。しかし理解できないことは、犯罪が許されて
よいということではありません。その一つとして、反
対集会に参加する県民や、特におじいちゃん、おばあ
ちゃんたちは、のぼりを持ったりパネルを持ったりし
て反対の意思表示をしてきました。私も嘉手納基地か
ら発生する事件・事故、騒音問題に対し集会に参加し
たこともあります。しかしここ10年、現在において
極左暴力集団や過激派が入り込んで、道路にブロック
を並べたり、体にペンキを塗って道路に寝転んだり、
トラックや車の前に座り込んだり、誰もが道路交通法
違反だと分かるような犯罪行為が行われていると言わ
れております。マスコミや週刊誌、インターネット等
で極左暴力集団、過激派が紛れ込んで反対集団にそう
いった危険行為をさせているのではないかと言われて
おります。県警が持っている情報はどうでしょう、伺
いたい。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　沖縄の基地反対運動に極左暴力集団も参加している
ことを確認しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　本部長、沖縄の人々は、例えば基地
問題の抗議集会においても、罪を犯してまで抗議活動
をする人はおりません。基地問題に対して、沖縄県に
は基地がないほうがいいという願いから抗議活動を
やって、自ら罪を犯して活動する人はいません。ぜひ
警察本部長に要請したいと思っております。そういっ
た極左暴力集団から、犯罪を起こす集団から県民の生
命と安全を守る対策について伺いたい。

○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　警察といたしましては、県民の平穏な生活を守り公
共の安全を確保するため、引き続き極左暴力集団の動
向について重大な関心を払うとともに、違法行為が行
われた場合には、法と証拠に基づき厳正に対処してま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　実は、平成27年９月22日、これは
琉球新報です。（資料を掲示）　本部長、この琉球新報
の記事ですけれどもその中にも、座込み80人余りが
ペンキを塗って、もうこれまでにない活動をされてお
ります。県警がそれをまた保護しております。またこ
れは平成28年１月31日、これは沖縄タイムス。（資料
を掲示）　これは知事も記憶に新しいと思っておりま
すが、ブロックをですよブロック、道路に1400個並
べて反対抗議運動をしたと。これは犯罪ですか。こう
いう行動は。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　事実関係に基づいて判
断することとなりますが、先ほど申し上げましたよう
に警察としましては、県民の安全・安心を守るため、
全力を尽くして犯罪があれば法と証拠に基づいて厳正
に対処してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　ぜひ本部長、お願いしたいと思って
おります。そして県民の生命と安全を守っていただき
たいと思っております。
　続きまして、知事の政治姿勢について再質問を行い
ます。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時33分休憩
　　　午後３時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　知事の政治姿勢についてぜひ知事で
答弁してほしかったんですが、選挙公約の実現につい
て何％実現しているかと伺いましたけれども、これも
知事、2021年９月26日琉球新報です。「知事積極関
与乏しく」という新聞、知事これは御覧になりました
か。（資料を掲示）　コロナ禍で―ちょっと部長と答
弁が食い違うんですが、部長はさっき280施策の中で
６施策しか実現していないと言っておりましたが、新
聞では291の公約のうち達成は僅か５件にとどまると
なっております。もしかしたら１件は、那覇空港の第
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２滑走路の件じゃないかと思っておりますがいかがで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほど答弁では、291の
施策、そして完了したのが５ということで答弁を申し
上げました。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　失礼しました。訂正いたします。
　そういった意味では知事、これまで翁長県政、玉城
県政と続いてまいりましたけれども、このコロナ禍で
県が借金、国は需要に適した支援をということで社説
も出ておりました。私がなぜこういう質問をしたかと
いうと、仲井眞県政は２期８年間でたしか661億円の
行財政改革をしたんです。しかしながら、翁長県政、
玉城県政の中、やがて２期、来年８年終わりますけれ
ども、そういった目に見える改革がなされておりませ
ん。それどころか、もう借金だらけだと思っておりま
す。そういった意味では、やはり行政運営、そして県
政運営をするに当たっては、財源がなければ何もでき
ないと思っております。
　知事いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　先ほどもお答えしました
が、県政運営の基本は最少の経費で最大の効果を上げ
ていくことにございます。第７次までのものにつきま
しては、いわゆる節減目標等を示しましてやってまい
りました。そういった量的な部分につきましては、あ
る程度効果を達したというふうに考えております。第
８次の行財政改革からは、行政の言わば質の向上、事
務効率の向上であるとかそういったところに着目をし
て取り組んでおります。ただ一方で数値目標が設定可
能なものにつきましては、引き続き目標として設定す
るところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事の政治姿勢について、再度質問
を行います。
　恐らく来月、再来月には衆議院選挙も行われると
思っていますが、知事、2009年の８月30日第45回衆
議院選挙において、当時の民主党鳩山代表は、海兵隊
普天間基地の移設先は最低でも県外、国外を公約を掲
げて政権を取りました。しかし実現はしておりませ
ん。玉城知事の公約についての見解を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時37分休憩
　　　午後３時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私は、知事選挙で辺野古に
新基地は造らせないという公約を掲げて当選し、多く
の県民の負託を受けております。そのことについて
は、真摯に努力をしていきたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　玉城知事が民主党を離党した理由に
ついてお伺いしたい。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私の記憶によりますと、恐
らく当時の消費税増税に反対して離党したものという
ように受け止めております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　よくちまたの会合では、玉城知事
は、普天間・辺野古移設を民主党政権、鳩山政権でそ
れやったので、知事はそれに反対をして民主党を離党
したと言われておりますが、私も今、知事が答弁した
とおりだと思っております。知事は、普天間・辺野古
移設のときに民主党を離党しておりません。それを容
認しております。知事が離党したのは、消費税に反対
して離党したんです。今、知事が答弁したとおりです。
　再度確認します。
　知事は、普天間・辺野古移設を鳩山政権でしたとき
には、離党していませんよね。確認です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私は、鳩山政権が当時、普
天間は最低でも県外・国外ということについて、国内
移設、県内移設に回帰したときには党内に残って、反
対を続けるという意思表示をして、そのまま党内でそ
のことをしっかりと政府に伝えるために残りました。
後に、消費税増税のときに民主党の中で、そのような
除名の動きがあったということもありまして、であれ
ば我々は意を決して離党するというような決断に至っ
たものであります。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事、その後２年間、民主党に残っ
て、党内に残って普天間・辺野古移設反対を続けたと
言いますが、じゃなぜ残って消費税増税に反対しな
かったのですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時39分休憩
　　　午後３時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど申し上げましたけれ
ども、そのときに除名をするというような情報が伝わ
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りまして、そのときに消費税増税に反対していた方々
と一緒に、そういうことであれば自分たちの意志を
持って離党しようということにしたという記憶がござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　知事は、2009年に民主党政権が誕
生して２年間民主党に在籍しているんです。それどこ
ろか、次の年は民主党沖縄県連幹事長にも立候補して
おります。間違いありませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時40分休憩
　　　午後３時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　すみません、幹事長に立候
補したかどうかは、ちょっと記憶にございません。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　恐らく山内末子議員はよく知ってい
ると思いますが、新垣安弘元議員に敗れております。
そして新垣安弘元議員が幹事長になったと記憶してお
ります。そういった意味では……。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時41分休憩
　　　午後３時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　知事、私がなぜその質問をしたかと
いうと、全て辺野古埋立問題に絡んでいるんです。理
由は、東部海浜公園―時間がないです。じっくりや
りたかったんですが、この東部海浜公園の埋立事業、
そして名護市辺野古埋立て、那覇軍港・浦添埋立て。
土建部長、埋立法は一緒ですか、全部。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時42分休憩
　　　午後３時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　おっしゃっている埋
立法は一緒でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　じゃなぜ辺野古だけ反対するんです
か、法律は一緒なのに。そしてこれはもう私、何度も
知事や副知事に言いました。政策的な問題や、そして
この関わる問題は知事や副知事が答えないと、知事公
室長、県の職員に答えさせると来年、知事が替わった
ら職員どうするんですか。数字やこういった職員が答

えられるものはいいんですよ。しかし、政策や考え方
は知事と違うかもしれません。これは知事が答弁を押
しつけているんじゃないですか、知事公室長に。違い
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　知事部局の答弁につきまし
ては、私の政治理念もそうですし、県の県政運営理念
も総合して、その事業として遂行されているものとい
うように思います。ですから、私に代わって部局長が
答弁をすることは、今の県の進め方について、私に代
わって答弁をしているものであるというように認識を
しております。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　先ほど土建部長は、埋立法は辺野古
も泡瀬も、浦添も一緒だと答弁しているんです。那覇
空港第２滑走路も。これ法律なんですよ。しかしなが
ら、法律は一緒で進められているのに、辺野古だけ反
対だと。知事公室長、来年知事が替わったら同じこと
を答え切れますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　埋立てということについて
問われ、埋立てについてのいわゆるその定義として土
建部長はそれに答えたのだというように思いまして、
それぞれの埋立ての規模や面積や予算について、事細
かに問われればそのようにまた答弁をするでありま
しょう。そのことについては、私は、新しい基地を造
る埋立てと県政のこれからの発展に向けたこれまでの
埋立てについては、これはやはり違うものであるとい
うように、私ならお答えさせていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
○中川　京貴君　じゃ知事、お伺いします。
　これまで埋立てに、訴訟によって―代表質問、一
般質問に出ておりました。約１億8000万、９つの訴
訟が行われて、今８の訴訟が終わっている。１つ残っ
ていると。その訴訟によって１億8000万の裁判費
用、これを県民から訴えられたら、これ責任は誰が取
るんですか、知事ですか、副知事ですか。それとも、
県の職員が取るんですか。これはっきりさせてくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後３時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　知事の訴訟の提起に当たっては、法律上の争訟性や
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原告適格等につきまして、弁護士や行政法学者等と検
討を重ね、これを精査をいたしまして、訴訟を提起す
るという判断に至ったものでありまして、その過程に
故意や過失はないことから、知事個人が賠償責任を負
うことはないというふうに考えております。
○中川　京貴君　最後聞こえなかった。何と言いまし
たか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　知事が訴訟を提起する
に当たって、その過程に故意や過失はないことから、
知事個人が賠償責任を負うことはないというふうに考
えているところでございます。
○中川　京貴君　議長、最後に。僕の質問時間の範囲
内で。（発言する者多し）　すみません、県の職員が
1000万余り訴訟で払った経緯があるんですよ。それ
を肝に銘じてください。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時46分休憩
　　　午後４時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　新垣　新君。
○新垣　　新君　議長、始まる前に休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時10分休憩
　　　午後４時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　それでは質問を行います。
　まず、我が党代表質問との関連について、仲村議員
が質問を行った農林水産の振興について、県経済の自
立に向けた農林水産業の在り方をどのように考えてい
るか。また国際的なブランド品の開発及び認知度の向
上、市場の開拓など県の戦略的な取組と農業産出額や
農家の所得向上に対する費用対効果と成果をお聞かせ
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　農政企画統括監。
○農政企画統括監（下地常夫君）　お答えします。
　本県の農産物についてはゴーヤーや小菊、マンゴー
などの品目が沖縄ブランドとして定着しているほか、
海外向け品目については、現地量販店と連携したテス
トマーケティングやバイヤーマッチング等により、牛
肉や鶏卵などの畜産物を中心に認知度が向上しており
ます。また、これら品目の生産振興対策等により、農
業産出額は近年1000億円前後で推移するとともに、
販売農家当たりの平均所得についても増加傾向となっ

ております。
　県としましては、引き続き各種施策を推進し、本県
農業の振興に努めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　今農家の所得は増加しているとい
う、この近年の農家の所得が上がった推移とそして全
国の割合、沖縄の位置づけはどうなっているか伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　農政企画統括監。
○農政企画統括監（下地常夫君）　農家所得の状況に
ついてお答えします。
　近年の販売農家１戸当たりの平均所得は220万円
前後で推移し、平成23年の162万円と比較すると約
36％の増加となっております。一方で、依然として
全国平均の７割程度と格差があることから、引き続き
農家所得の向上対策を強化する必要があるところで
す。
　以上です。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時13分休憩
　　　午後４時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農政企画統括監（下地常夫君）　各県別の農家所得
の状況については、農水省の統計データで公表されて
いない状況であります。そのため、順位という形は
ちょっと今把握できておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農政企画統括監（下地常夫君）　個別の農家所得と
いう形ではなく、生産農業所得という形では、全国
32位という形の統計データはございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　これ今、全国32位とありますけれ
ども、間違いない数字でしょうか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農政企画統括監。
○農政企画統括監（下地常夫君）　ただいま答弁した
32位は、令和元年の順位となっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
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○新垣　　新君　統括監、私が農水省の資料を調べる
限り、沖縄は下から一、二という全体的なものの数字
があるんですけれども、その状況等を理解しています
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時15分休憩
　　　午後４時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農政企画統括監。
○農政企画統括監（下地常夫君）　ただいま手元のほ
うの資料としては、今答弁したとおりでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　ぜひ調べて―全体的な数字を比較
すると、この農家の露地栽培をやっている、そして野
菜や果物をやっている、依然全国で一、二を争うくら
い所得が低いということを、県はちゃんと調べて理解
してほしいということを強く申し上げます。
　続きまして、通告に移ります。
　農家の所得向上につながる瞬間冷凍施設導入につい
て。
　(1)、先進地視察はどうなっていますか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農政企画統括監。
○農政企画統括監（下地常夫君）　高度冷凍技術に係
る視察についてですが、県では、県産農林水産物の流
通高度化に向け、県内外の冷凍施設や冷凍機器関連事
業者について、高度冷凍技術に係る情報収集や視察を
行ってきております。昨年10月には大宜味村の施設
において、液体急速冷凍機を利用した冷凍技術の現地
視察を行っております。県外の施設については、新型
コロナウイルス感染症の状況も踏まえ、高度冷凍施設
の利活用について調査し、今後視察についても検討し
てまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　検討とあるんですけれども、これ種
類がたくさんあるんですね、ＣＡＳ冷凍から振動型か
らマイナス40度とか、大枠３つの種類があるんです
ね。その３つの種類を見に行っていただけるという形
で理解していいですか。たくさんあります。伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時17分休憩
　　　午後４時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　次に移らせていただきます。
　(2)、県は葉物野菜を産官学共同体で世界最先端の
瞬間冷凍技術の実証実験を行う意欲がありますか、見

解を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　農政企画統括監。
○農政企画統括監（下地常夫君）　高度冷凍技術の実
証実験についてお答えします。
　県では、高度冷凍技術の検証を行うため、高度冷凍
技術を活用した冷凍野菜の試作等をこれまで行って
きております。その結果、高度冷凍技術を活用した冷
凍野菜施設の運営に当たっては、県外市場を含むマー
ケット規模を加味した加工用原料の計画的生産や主軸
となる商品開発等が重要との検討結果を得ており、技
術の導入に向けた取組については、こうした課題も踏
まえた上で検討していく必要があると考えているとこ
ろです。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　毎回この課題、課題と言って、もう
私が議員になって５年目です。５年間毎年同じ言葉ば
かりです。この課題、もう一回言ってください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時19分休憩
　　　午後４時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農政企画統括監。
○農政企画統括監（下地常夫君）　県産農産物流通の
高度化に向けてこれまで情報収集等を行っておりま
すが、冷凍野菜の場合、基本的に加熱調理を前提とし
て、加熱後に生鮮野菜としての取扱いや販売が難しい
ことなどを確認しております。また、冷凍野菜は調理
での使いやすさや冷凍機能を最大限生かすために一次
加工などの下処理などがまた必要になるということも
確認しております。また、これまでの検討の中で一番
大きいのが、冷凍野菜を商業ベースで生産する場合、
原料の安定供給がとても重要になると考えておりま
す。県内の民間企業においても施設の導入例はありま
すが、その中でも、やはり周年の原料供給に課題があ
ると聞いているところです。また既存の冷凍野菜商品
と同様な品目となると、やはり大手冷凍食品メーカー
との価格帯で生産することはなかなか難しいことか
ら、市場に参入する場合、沖縄としての特異性を持っ
た品目の提案などの差別化が重要だと考えているとこ
ろです。
　以上です。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時21分休憩
　　　午後４時22分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農政企画統括監（下地常夫君）　大変申し訳ないで
す。
　繰り返しになりますけれども、こういった高度冷凍
技術を活用した冷凍野菜施設の運営に当たっては、こ
れまでの私たちの検討によって、県外市場を含むマー
ケットを加味した原料計画的生産やその主軸となる商
品開発が重要という検討結果を得ており、こうした課
題を踏まえて検討する必要があると考えているところ
です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　検討する課題は分かりますよ。これ
全然かみ合ってないんですよ。私が言っている実証実
験を行う意欲はありますかと、これだけの話なんです
よ。こんな細かい―やる、やらない、これだけの話
ですよ。明確に答えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時23分休憩
　　　午後４時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農政企画統括監。
○農政企画統括監（下地常夫君）　先ほどから県とし
てのこれまでの検討による課題を申し上げております
けれども、こうしたことを踏まえまして、県としまし
ては、やはりその課題をクリアすることが各民間団体
等において検討ができるのであれば、そういった積極
的な取組については支援をしていきたいと考えている
ところであります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時24分休憩
　　　午後４時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農政企画統括監（下地常夫君）　実証実験という話
であれば、県においてそういった実証研究等を行うた
めには内部の試験研究システムなどの評価手続等を経
て、やっぱり研究テーマ等の検討が必要になります。
その中で問題点がどうなのか、その解決について研究
的側面があるのか、新規の研究課題があるかなど検討
する必要があると思いますので、今すぐできるかでき
ないかということにお答えするのはちょっと困難であ
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　知事、今担当部局は―担当副知事
でいいです―このような答弁です。農家の所得は上
がるという可能性が高い問題なんですね、実証実験、

エビデンスを図ろうと。こんないい話はないのに、
もう５年間訴え続けて全くこういう答弁というのは、
県として農家の所得を上げたくない、現状維持でいい
のかという形で―私の声は農家の声と思ってくださ
い。農家から教えられてこのような質問をしているん
です。これ担当副知事、答えてもらえますか、今部局
はこういう答弁ですので。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時26分休憩
　　　午後４時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農政企画統括監。
○農政企画統括監（下地常夫君）　県における過去の
取組としまして、平成27年から29年度にかけて、生
鮮保持技術の検証等の実証事業を行っております。ま
た29年から令和元年までにかけて、冷凍野菜工場設
置に向けた検討等を行っているところです。こうした
取組を踏まえて課題等を整理してきたところでありま
す。今議員からの提案につきましても、その研究テー
マ等今必要な部分があるかどうか研究しながら、検討
していく必要があるかなというふうに考えておりま
す。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時27分休憩
　　　午後４時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　農政に関しては大変不勉強
でありますけれども、お答えさせていただきます。
　農家において葉物野菜の生産農家というのは大変多
いと思いますけれども、しかしながら傷みやすいとい
うようなことも聞いておりまして、最近―ちょっと
話が外れますけれども、収穫してきた家庭野菜をやっ
ぱりすぐに冷凍に入れると、冷蔵庫の冷凍室のほうに
入れたほうがもちがいいし、いつまでも置けるという
ことを聞いて、そういうことも家庭内でもやっている
わけでありまして、その理屈からしましても、農家で
たくさん取れてきたときに冷凍室に一旦入れておい
て、品薄のときに出すということを通じて価格を安定
的に保つことができるということであれば、これはや
はり前向きに進めるべきじゃないかなというふうに考
えます。ただ、今話を聞きますと、それにしても加工
したほうがやりやすいと、いろいろ課題があると言っ
ておりますので、私のほうでこれから課題を把握して
前向きに取り組めるかどうか検討させていただきたい
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というふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　本当にありがとうございます。
　本当に傷みやすいというのを理解して、これ傷まな
いように、半年もつようにという実証実験なんです
よ。だから農家の―本当に聞いてくださいよ。農家
の所得を上げるということを真面目にやっているんで
す。ちゃんと資料も提供しているんですよ。民間も
呼んで、産官学の共同体でと。ぜひ、これはもう担当
副知事が引き取ってしっかりと、これエビデンスの問
題、これ半年をもつ葉物、あとは全てクリアできてい
ますので、葉物が課題なんですこれ。ですからこの問
題において、鮮度保持技術及び温度、衛生管理を活用
した農産物の付加価値向上への取組の実証実験を、ぜ
ひ照屋副知事が引き取って、民間と一緒に共にこの産
官学の共同体、国も入れて―国もこれ期待していま
す。内閣府も意見交換しています。沖縄を自立させた
いとはっきり言っているんです。弱い部分の農家所得
を上げたいと内閣府がはっきり言っているんです。我
が党の西銘代議士を通してしっかりとこれも内閣府も
分かっていますので、ぜひお願いを申し上げます。
　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時32分休憩
　　　午後４時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　件名４、スポーツアイランド構想に
ついて (1)、目標と取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では新た
な沖縄振興計画（素案）の基本施策として、希望と活
力にあふれるスポーツアイランド沖縄の形成を掲げ、
目指す姿を県民が健康長寿であるため生涯を通してス
ポーツに親しめること、国内外で活躍するトップアス
リートを輩出すること、我が国南端のスポーツ交流拠
点として年間を通じてスポーツコンベンションが開催
され地域経済が活性されていることとしておりまし
て、その実現に向け県民等が主体的に参画するスポー
ツ環境の整備、スポーツ関連産業の振興と地域の活性
化などに取り組むこととしております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　このスポーツアイランド構想とし
て、観光客数、そして観光客が与える沖縄の経済効果
はどのくらいの数字がありますか、お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時33分休憩

　　　午後４時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　スポーツ
ツーリズムでどれだけの観光客を目標とするかという
部分については、目標的な数値は掲げておりませんけ
れども、本県観光の課題としまして、閑散期と繁忙期
の観光需要の平準化が挙げられております。需要が落
ち込む冬場にスポーツイベント、プロスポーツキャン
プ等を誘致開催する施策について、スポーツツーリズ
ムを推進するということは非常に有効であるというふ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　ある程度見えるんじゃないですか、
野球とかサッカーで経済効果とか。新しい県の取組の
スポーツアイランド構想って数字が出るべきだと、観
光客数も。ある程度分かっているんじゃないですか。
部長、答弁でもプロ野球誘致で10億円の経済効果あ
ると多くの議員の質問で言っていますよ、サッカーで
も。このくらいの程度だったら言えるんじゃないです
か、伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時35分休憩
　　　午後４時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　コロナ禍以
前の平成30年度におきまして、プロ野球キャンプに
おける経済効果は約141億円、サッカーキャンプにお
ける経済効果が約28億円という試算が出ております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　観光客数は。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時36分休憩
　　　午後４時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　令和元年度
でスポーツコンベンションの参加者数とか観戦者数が
約40万人というふうに推計されています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　そこで、この冬場のスポーツツーリ
ズムがメインになって、大きなこの経済効果と観光客
数を稼いでいるというこのスポーツアイランド構想に
賛成の立場でありますが、部長ちょっと危機感を持っ
てほしいんです。
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　次、ボールパークに移ります。
　なぜ私が言うかというと、今宮崎県が県と市町村を
挙げてプロ野球の施設、ボールパークというものを全
て造ります。だから宮崎に来てください、来てくださ
いと。もう九州が一つみたいな形で動きがあるんです
よ。やはりプロ野球キャンプをやるって要求、やっぱ
り選手の、球団の要求というのはハードルが高いと、
県内市町村、プロ野球キャンプをやっているけれど
も、私、意見交換やってきています。球団関係者とも
会ってきています。その間において、まずキャンプが
全て沖縄から撤退されるという危機感も持ってほしい
んです、プロ野球が。これ本当の話です。これぐらい
宮崎は何でも造りますから来てくださいと、商売がう
まいみたいな形で動きが強いんです。市町村挙げて、
一体感があって。
　そこで伺いますけれども、ボールパークの導入、検
討の導入、これスポーツアイランド構想として検討し
ていただけないかということを質問いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ボールパー
クにつきましては、アメリカのメジャーリーグチーム
の本拠地等において、野球場を核としたにぎわいを創
出するための、様々な楽しみを兼ね備えた複合施設と
認識しております。日本におきましても、北海道日ハ
ムファイターズの本拠地として、北海道北広島市にお
いて、北海道ボールパークＦビレッジの整備が進めら
れていると承知しております。
　県におきましては、キャンプ地としての魅力向上に
図る観点から、他県の状況などの情報収集に努めてま
いりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　他県を見習わないで、アメリカに
行ってほしいんです。アメリカ、このボールパークは
野球だけではないんですね。コンサートとかプロレス
とかボクシングとか、様々なイベントに使っているん
です。そして、クラブハウスでは小さい結婚式、この
野球場の中の宴会とかもこの観戦室の中で、野球場の
ＶＩＰの観戦室でやっているんです。そういう形で沖
縄型のボールパークを私は築いてほしいんです。これ
は野球だけのものではないんです。コンサートもでき
るんです。各種イベントが、複合的に。いいことなん
ですよ。一石二鳥の経済効果を生むと、私から見ても
ちょっとスポーツアイランド構想、もっと元気に明る
くアグレッシブに攻める政策に転換、変えてほしいん
です。海外を見に行って、沖縄型のすばらしい観光を
つくってほしいんです。ちょっと暗いなという感じが

して、全部読んだんですけれども、観光に明るい専門
家も交えて、イベントに明るい関係者交えて。
　だからどうですか部長、これ先進地アメリカにどう
いう形で活用されているかと、職員視察なされたらど
うでしょうか。知事、これ本当に沖縄の観光に寄与す
るものですから、大きいことなんで、ぜひ知事、知事
も一緒にコロナ終息後にぜひ見に行ってほしいんです
けれども、知事の見解を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　ボールパーク構想、耳には
しますが、まだ実際にそれがどのようなものでどのく
らいの規模であるかということは、大変申し訳ありま
せんが勉強不足で、まだつぶさに内容等詳しく知りま
せんので、私自身もしっかり調べてみたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　知事、ぜひ調べて見に行ってほしい
んです。沖縄の観光が、スポーツもよくなる、各種イ
ベントもよくなる、コンサートもできる、プロレスも
できる、ボクシングもできる。様々なイベントができ
るものですから、知事改めて、まず知事調べて、ぜひ
先進地視察に行っていただきたいんですけれども、改
めて知事の意欲はありますか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　丹念に調査をしたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　知事ありがとうございます。
　それに関連して、なぜ私はこう言うかというと、こ
のボールパークを築くことによって、2034年にワー
ルドベースボールクラシックとプレミア12、世界の
野球の祭典なんですよ。これを沖縄で、ぜひ築いてほ
しいという提言なんです。南部に１つ、中部に１つ、
北部に１つ、石垣、宮古に築いて、世界から約20チー
ムの一流の選手が来るものですから、このくらいス
ポーツアイランド構想を明るく、アグレッシブに様々
な複合的なイベントもできるように、戦略を立て直し
てほしいんですけれども、担当部長の答弁を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　スポーツ
ツーリズムの普及、定着を図るという意味合いで今
おっしゃっていましたスポーツイベントの支援とか、
スポーツ観光客の誘客、プロ野球とかプロサッカーも
含めまして様々なイベントの誘致、それからスポーツ
コミッション、そういうイベント等をやることに対す
るワンストップ窓口での問合せ、そういったものを戦
略的に実施していきたいと思います。
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○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　ぜひ、このスポーツアイランド構想
支える立場でありますが、明るい沖縄の観光、この子
供たちに夢と希望、健全育成と経済効果が出るように
期待をしています。ぜひ頑張っていただきたいとエー
ルを送ります。
　続きまして、Ｊ１スタジアム整備について進捗状況
を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県ではス
ポーツアイランド沖縄の形成に向け、各種施策に取り
組んでおり、Ｊ１規格スタジアムはスポーツコンベン
ションの核となる施設であると考えております。同施
設の整備につきましては、計画地を奥武山公園とし、
事業方式や財源、スケジュール等について整理検討
しているところであり、基本計画で検討した需要予測
や概算事業費等の検証、都市計画法、都市公園法の規
制、プロ野球キャンプやイベント等への対応協議を進
めているところでございます。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時44分休憩
　　　午後４時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　新垣　新君。
○新垣　　新君　今、奥武山でやるという形で答弁が
ありました。財源等の裏づけ、もう毎回スケジュール
計画、計画って、この内閣府との予算の折衝どうなっ
ていますか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　基本計画時
点での概算で整備費用が約181億円というふうに試算
されておりまして、財源確保は大きな課題となってお
ります。県ではソフト交付金の継続を視野にその活用
に向けて内閣府と意見交換を進めていきます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　それは今交渉中で、私Ｊ１スタジア
ム、沖縄にとって必要な施設と分かっています。しか
しながら、奥武山で読売巨人軍がキャンプをやってい
ます。これをこういう形でやると、――――――――
――――――――――――――部長これ答弁、委員会
でも同じことやっていますので、答弁求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　奥武山にお
きまして、プロ野球球団、巨人軍キャンプが開催され
ておりまして、経済効果のみならず青少年に夢と希望

を与え、本県の観光スポーツ振興に大きく貢献いただ
いているものというふうに考えております。この中
で、Ｊ１スタジアムの計画地が陸上競技場、補助競技
場であるということを説明していますところ、陸上競
技場や補助競技場が巨人軍キャンプでブルペンの仮設
であったり、遠投とかダッシュで使われているという
ことで、その代替地の確保が重要な課題となっており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　――――――――――――計画図面
も見ました。――――――――――――――――――
――――――私、県民を代表してジャイアンツファン
なんですね、セ・リーグでは。パ・リーグでは日本ハ
ムのファンなんです。――――――――――――――
――――――――――私は巨人ファンですからね、だ
から部長、知事、答えてください。――――――――
――――――――――――――――
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　整備地の選
定につきましては、平成24年度の基本構想において、
奥武山公園、豊崎タウンそれから東浜マリンタウンの
候補地から有識者の検討によって奥武山公園に選定さ
れております。理由としましては、周辺人口が多く、
マーケット規模が大きい、交通アクセスに優れてい
る、奥武山は沖縄のスポーツの中心地の一つであり、
スポーツ振興との連携が図りやすいなどの理由が挙げ
られたところです。―――――――――――――――
―――――――――令和３年５月に那覇市の同席の
下、オンラインで会議をしまして、説明等を行ってい
るところでありますし、―――――――――――――
――――――――引き続き丁寧に説明をしながら、那
覇市の協力も得ながら丁寧に対応させていただきたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　――――――――――――――――
――――――――
　次に移らせていただきます。
　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時49分休憩
　　　午後４時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　新型コロナウイルス感染予防対策並
びに経済対策について (1)、若者のワクチン接種状況
と周知についてどうなっていますか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
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○保健医療部長（大城玲子さん）　ＶＲＳ（ワクチン
接種記録システム）によりますと、若年世代、20代
から30代を申し上げますと、ワクチン接種率は９月
25日時点で１回目が52.4％、２回目が31.3％となっ
ております。接種率が低迷しています若年世代につい
ては、正しい情報を発信するなどワクチン接種を前向
きに取り組んでもらえるよう働きかけているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　すみません、40代、30代、20代、
10代の、12歳以上の接種状況、年代別教えていただ
けますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今、９月25日時点
の数字を持っておりますが、12歳から19歳までは１
回目が45.1％、２回目が20.6％、20代から30代は先
ほど申し上げたとおりでございます。40代から50代
は１回目が69.5％、２回目が52.5％、60代以上は１
回目が87.1％、２回目が82.4％となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　県が進める大規模ワクチンセンター
の接種状況と時間帯並びにスタッフの体制を伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時51分休憩
　　　午後４時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県が設置しており
ますワクチン接種センターは３か所ございます。コン
ベンションセンターとそれから武道館につきまして
は、平日は夕方６時から９時まで、土日については昼
間３時から９時までということで原則的に運用してい
るところです。あと、クルーズターミナルセンターに
つきましては、昼間の運用としておりまして……。
　ちょっとお待ちください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時52分休憩
　　　午後４時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　失礼いたしました。
　クルーズセンターの接種会場につきましては、９時
から夕方の５時までということで運用しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　若者の接種、ちょっとお願いしたい
んですが、今第１と第２会場が午後６時から午後９

時、土日は午後３時から午後９時、第３会場が午前９
時から午後５時、この仕事休んでまでも行く人がい
て、これなるべくだったら朝９時から夜６時までと
か、そういう夜７時とか、行きやすい環境も大事じゃ
ないかという声も―これ我が党からも、我が会派か
らも何度も何度も指摘されていると思いますけれど
も、時間数を増やしてほしいんです。この第１と第
２。朝９時から夜９時まで打てるぐらいの形で、ワク
チンが接種できるようにそういう体制を築いていただ
けないでしょうか。お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在、若者世代が
打ちやすいようにということで、若い方々はやはり夕
方以降に受けたいという方々も多くいらっしゃいま
す。ですので、コンベンションセンターとそれから武
道館については、午後６時から午後９時という設定を
させていただいておりますので、ある程度の予約が
入っておりますが、クルーズセンターについては昼間
の運用とさせていただいている―朝から夕方までと
いうことで、なかなか予約が埋まらないという状況が
今生じております。県民のニーズも踏まえながら、県
として運用を考えていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　運用を考えていく中でスケジュール
とか計画もどうなっているか伺います。今後、ワクチ
ン接種の加速化と接種完了に向けたスケジュールを加
速していただきたいんです。そのために第１と第２、
朝から晩までと、これ若者に限らず沖縄県民全体が、
接種が増えるという環境も柔軟に築いていただきたい
んです。これ多くの議員から与野党からも同じような
指摘があるものですから、ぜひこの体制を早く、早急
に整えてほしいんです。第１から第３まで、どうです
か部長。スケジュールも重ねて。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ワクチンの接種に
つきましては、県の方針を立てておりまして、10月
末までに全人口の70％の方が１回目の接種が終える
ようにということで、市町村にもお願いをしまして、
体制を整えているところでございます。県の３つの会
場につきましては、９月に入りましてからなかなか予
約の状況が厳しいところもございます。ですので、県
としては、受けていただく方を掘り起こすということ
も非常に重要だと思っておりまして、そこにも注力し
ていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　ぜひこの体制も頑張っていただきた
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いということを強く申し上げます。
　ワクチンをさらに接種させるために、今先ほどもこ
の若者の対策なんですけれども、ネット上における誤
報がたくさんあります。その問題に対する誤解を解く
ために、県としての努力はどういうことを考えていま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員おっしゃいま
すとおり、ネット上には様々な、ある意味正確ではな
い情報が散乱しているという状況はございます。です
ので、県としては、正確な情報を発信するということ
が非常に重要だと考えておりまして、例えば厚労省が
発信しております、「これは本当ですか？」というよ
うなＱ＆Ａがあります。そういうものを県のホーム
ページで紹介したり、あと県としてチラシを作りまし
て、それを配布したりというようなことで取り組んで
いるところです。また、ＣＭ等でもそのような対策を
取っていきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　このワクチン、今日この場ではっき
りこのネット上の誤報、ＳＮＳ上の誤報を―これ担
当課に渡しました。８月４日現在、コロナワクチン接
種での致死率、全国ではインフルエンザの265倍で亡
くなっている、沖縄は358倍で亡くなっていると。本
当にこれからワクチンを打ちたい若者や子を持つ親
の立場から、多くの方が私にそういう声が、本当です
かとか、人の命を何と思っているんですか、これ誤報
だったらとか、ワクチンをめぐって県民に差別と対立
はあってはいけないと思っているんですね。その件に
関して、ぜひ部長の答弁を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員から資料はい
ただきまして、見させていただいているところでござ
いますが、このような情報につきましては、もちろん
正確ではございませんので、そうではないということ
をしっかりと県民にお伝えしていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　今、世界中めぐって、沖縄県も保育
園、小中学校の休園、休校が多いです。子供を見るた
めに親が仕事を休んで生活が苦しい、貯金も底をつい
たという形で、今、子供たちにワクチンを打たせたい
という親が多いです。その中で、世界的に今５歳から
11歳にも効果があるという形の報道が流れました。
それを受けて、県としてはどのような情報を持ってい
ますか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。

○保健医療部長（大城玲子さん）　県としましては、
国においてワクチンをどのような方を対象に打つか
というようなことが研究分析された上で、県としても
その対応を取っているところでございまして、現在は
12歳以上ということで拡大しましたので、その対応
をしているところでございます。海外ではさらに若い
方へ、子供たちへのワクチン接種についての研究も進
められているようですので、国においてしっかりとそ
の辺は検証していただいて、その結論によって県とし
ても対応していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　対応していただきたいと思います。
恐らく年内急ぐと思います。これ日本小児科学会、
このデルタ株の問題で子供の重症化を防ぐために、命
を守るために５歳から11歳、大人が打つ接種量の３
分の１程度で行っていると、日本小児科学会と国が今
話し合われて検討しているという情報もあって、県は
国の指導に、指針に従ってワクチン接種をやっていく
と、ぜひ頑張っていただきたいということと、最後に
知事に伺います。
　今、子供たちのワクチンをめぐって、ワクチン接種
の停止を求めるという署名活動が県民によって行われ
ています。先ほども申し上げました。ワクチン接種を
めぐって、大事な命、コロナ終息を目指すために県民
の対立と差別はあってはいけない。その問題におい
て、知事、この担当部も、この関係者と向き合って、
誤解している部分があるものですから、ぜひ一人一人
県民の命を守るという観点からぜひ向き合っていただ
きたいんですよ。もう非常にこれ対立になりかねない
ですよ。私は仕事も休んでいると、もうこんなこと、
人の、チュヌワラバー、チュの子供の命、ヌーカン
ゲートーガとか、もう非常に毎日のように私のところ
にたくさん電話が来て、このような形、資料も渡して
いますけれども、こんな署名活動して余計対立を生む
んです、県民に。ぜひこの件において、知事、誰一人
取り残さない社会と知事はうたっています。知事自ら
その関係者と調整して、ワクチンの必要性、誤解を解
いていただきたいんですけれども、知事の見解を求め
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど部長から答弁をさせ
ていただきました。この新型コロナについては、特に
ネット上で様々な正しくない情報も流布されておりま
す。そして、ワクチンは、接種は基本的に自由接種で
す。強制はできません。ですから私たちはできるだけ
厚生労働省も発表しているとおり、この安全なワクチ



─ 245 ─

ンを多くの大人の方々が接種を進めることによって、
12歳未満の今ワクチンを打てない子供たちの命と健
康を守ることにもつながりますということを一生懸命
広報させていただいています。ですから、これからも
その正しい情報をしっかりと見ていただいて、ワクチ
ン接種に協力をしていただきたいということをさらに
広報を進めていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　最後に知事、このワクチン接種は任
意です。本当にこれ強制ではありません。私も理解し
ています。ごもっともです。ぜひ県民が対立を生まな
いように、知事、早めの対策を打つ必要があるという
ことで、ぜひ知事この関係各位の方に誤報、誤解して
いる部分をぜひ担当部とこの専門家を交えて話合いを
して、なるべくは推奨していくと。ワクチンを打てな
い子もいます。打てないという人もいます。でも任意
ですから、早めにコロナ終息のために、悪いものでな
いという形で一度で構いません。この関係各位に、知
事が話合いをして説得していただけますよう、強く求
めて私の質問を終わらせていただきます。
　御答弁ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　沖縄・自民党、花城大輔です。
　ちなみに広島カープから１億円もらった沖縄市に住
んでいます。
　質問に入る前にちょっと照屋副知事に聞いてほしい
ことがあるんですけれども、質問ではないんですが、
先月、50歳になりました。ユクシだろうという気分
です。
　以上です。
　質問に移ります。
　先月、献血に行ってきました。毎回思うことなんで
すけれども、非常に職員の方が親切で、何か特別扱い
されていると誤解するくらい、いろいろと体のことと
か気遣ってもらって、非常にいい場所だなというふう
に感じています。その中で、実はこの採取した血液が
３週間程度しかもたないんだと。しかも採取した翌日
に空輸で県外に送って、それを検査して送り返されて
くるということで、保存できるスパンが非常に短いと
いう話だったんです。それで二、三日前にも県内紙の
報道でありましたけれども、血液が常に足りないか、
ぎりぎりの状態にあるということがありました。それ
で何とか普及していく方法はないかなというふうに、
その献血の会場でいろいろと主催者からお話があった
ので、今日は幾つか提案をさせていただきたいと思っ
ています。

　まずは、県庁は多分沖縄県で一番大きな組織だと思
うのですけれども、県庁で献血について―建物の前
に献血センターもありますけれども、何かこれについ
て協力していることがあれば聞かせていただきたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県としましても、
献血思想の普及啓発、それから献血制度の適正な運営
を確保するために、沖縄県献血推進協議会というもの
を設置しておりまして、沖縄県献血推進計画を策定し
て献血事業を推進しているところございます。また、
愛の血液助け合い運動、それから、はたちの献血キャ
ンペーン等において、献血の普及啓発を行いまして献
血者の確保に努めているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　それと、先月行った献血の設置会場
では、ちんすこうが置かれていました。味の違うちん
すこうが全種類置かれていて、来た人の休憩所もだん
だん豪華になっていくんだなというふうに感じました
ので、これも紹介しておきたいと思います。
　次に、団体献血の支援についてなんですけれども、
これはこの会場で提案されたことの一つなんですが、
県の力を借りてもっと大きな組織が献血活動に参加す
ることを促進できないかということで、例えば建設業
のような裾野の広い業態の方が企画をできる、これを
推進するために、例えば入札のときに使う総合評価制
度、これに加点していくなど、このような取組、土建
部を中心にまずは取り組んでみてはいかがかという提
案がありましたけれども、部長、これを検討してみる
価値はないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時７分休憩
　　　午後５時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　総合評価落札方式の
中では、社会貢献というところで加点をする項目がご
ざいます。通常は、ボランティアということで草刈り
ですとかそういった項目なんですが、議員御提案の献
血というところは今現在は行ってはいないんですけれ
ども、他府県、岐阜とか仙台市では行っているという
ところですので、これを参考にしながら今後、検討を
行っていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　実際、私の住む地元の建設会社、ま
たはある居酒屋チェーン、多分知事はすぐ想像できる
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と思いますけれども、20年以上、献血を続けている
んです。これは何かが得られるから始めたわけではな
くて、もちろん献血の重要性を理解した上で毎年継続
してなされていると思います。ぜひこのような企業を
モデルにして、このような企業が１社でも多く増えて
いくように、土建部だけではなくて県庁のあらゆる角
度から取り組んでいただきたいというふうに要望した
いのですけれども、知事いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　非常に貴重な御提案である
というように受け止めております。議員御案内のとお
り、私も実はその居酒屋チェーンで前の職場の皆さん
と一緒に献血をさせていただきました。また、あると
きは友達に嘉手納へそばを食べに行こうと言ってそば
を食べに行ったら、まずそこで献血をしてからという
ことで、献血の後でそばをいただいたりしました。企
業も、献血に協力を求める方々へのアイデアを凝らし
て非常に頑張っているわけですから、行政も行政とし
て何ができるかということについては、総合評価制度
の中の加点方式についても十分検討が可能ではないか
と思いますので、部局のほうでよく検討するようにと
いうことで進めさせていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　ありがとうございます。
　では２番に行きます。
　アフターコロナにおける沖縄アリーナの利活用につ
いてです。
　本当に今、どこにも行けないというような中で、コ
ロナが明けたらどういった楽しみが待っているんだろ
うというところに皆さん期待を持ちたい、そんな心境
であるというふうに思います。実際、今年は大手の大
人気のグループのコンサートが行われる予定であった
んですが、これも延期になってしまって非常に残念な
思いもありましたけれども、これを乗り越えたところ
には楽しみがたくさん待っていると、そういう環境を
今の段階からつくっていくことが大事ではないかと
思っています。
　そこで (1)、期待される大規模イベントの誘致計画
について伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県が把握し
ている沖縄アリーナのＭＩＣＥ案件は、12月下旬に
予定されています報奨旅行１件となっております。ま
た、公表資料や沖縄市に確認したところ、９月30日
の琉球ゴールデンキングスの開幕戦をはじめ、来年の
３月にかけて、スポーツイベント５件、コンサート等

の文化イベント３件などが今後予定されているとのこ
とです。沖縄アリーナは、臨場感あふれる質の高いエ
ンターテインメントが体験できる、特別の空間を有す
る魅力ある施設であり、県では沖縄市と連携した誘致
プロモーションを展開しております。８月に実施した
県外事業者向けのオンラインセミナーでは、リアル配
信で沖縄アリーナの紹介を行っております。
　今後とも沖縄市と連携しながら、イベントなどのＭ
ＩＣＥの誘致に努めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　先日アリーナに行ったら、いつもの
バスケット用のコートが解体されていて床がむき出し
になっていました。何かのイベントの準備をしている
んだろうと思いましたけれども、あそこで従来の演劇
やコンサート、スポーツのみではなくて、例えば氷を
張ってアイススケートショーなどもできる多彩な企画
ができるというふうに聞いておりますので、県にも頑
張っていただいて、どんどん魅力あるイベントを誘致
していただきたいと思います。
　続いて、(2) 番の2023年ＦＩＢＡワールドカップ
予選ラウンドであります。
　2023年に国内初となる、ＦＩＢＡワールドカップ
予選ラウンドが沖縄県の沖縄市で開催されるというふ
うに聞いています。いろんなイベントがあるでしょう
けれども、誘致を行う際にはこれぐらい鮮やかに決め
ていただきたいと思っています。改めて、この開催に
至る経緯について聞かせていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＦＩＢＡ
ワールドカップ2023予選ラウンドの開催につきまし
ては、平成28年11月から12月にかけて日本バスケッ
トボール協会から沖縄市及び県に打診があり、平成
29年１月に開催地として大会を支援する旨を回答し、
８月に大会を主管する日本バスケットボール協会から
主催者であるＦＩＢＡに対して立候補ファイルを提
出、10月にＦＩＢＡ評価委員会による調査が行われ
ました。これらの調査結果を踏まえ、同年12月に日
本、フィリピン、インドネシアでの共同開催が決定し
たところです。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今、ＦＩＢＡとＪＢＡ―日本バス
ケットボール協会の中では、もう既に動きが起こって
いるというふうに聞きます。加えて沖縄県と沖縄市、
それぞれの立場、役割等について、もし決まっている
ところがあれば教えていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後５時13分休憩
　　　午後５時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＦＩＢＡ
ワールドカップ2023予選ラウンドの受入れに向けて
というところで、日本バスケットボール協会が開催地
組織委員会を立ち上げて、大会の実施に向けて準備
を進めております。県としては、開催地組織委員会や
沖縄市と連携の下、大会に向けた機運醸成、観客の輸
送、周辺エリアの整備、練習場の確保など、受入れ環
境の体制を構築していく予定であります。また、開催
地負担金につきましても、現在沖縄市と調整を進めて
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　このイベントは、沖縄県の観光ス
ポーツ振興計画の一つになるというふうに思うんです
けれども、この沖縄県の観光スポーツ振興計画、これ
沖縄県が主体となってやっていくものなのか、それと
も県内市町村と連携・協力を取りながらやっていくも
のなのか、これ説明お願いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時14分休憩
　　　午後５時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　令和３年度
までの計画になっておりまして、県の主催というか、
県主体というだけではなくて、市町村とも連携したイ
ベント等も含まれております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　先ほどの答弁で部長が口にした開催
地負担金について質問します。
　先日、県内紙で沖縄市議会の一般質問の内容が紹介
されました。開催地負担金が６億円。県側は、県と沖
縄市で３億円ずつの負担を打診していると。しかしな
がら、沖縄市側は県全体に60億円以上の経済効果が
予想されることから、県が中心になって負担していた
だきたいと、そのような記事の内容でした。これ、報
道のとおりと理解してよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＪＢＡによ
りますと、その開催に係る県全体の経済効果が62.7
億円。その10％を開催地負担金として、負担をお願
いしたいということになっております。現在、この地
元負担金、開催地負担金につきまして、事務レベルで

調整を進めているところでありまして、先日、報道に
ありました情報につきましても、事務レベルでやり取
り―調整させている内容を沖縄市のほうで、議会に
情報提供したのだと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　沖縄市がアリーナを造ったからでき
るイベントだというふうに私は思うのです。そして、
この経済効果と言われる60億円以上は、100％沖縄
県に落ちるわけです。その中で沖縄市への３億円の負
担を求めるというのは、どうしても厳しい条件になる
のかなというふうに私は考えています。それだと次こ
のような大きなイベントを開催する際に、市町村が参
画してくる可能性というものは、かなりハードルが高
くなるのかなというふうに思っていますけれども、部
長、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　調整の中で
は、沖縄市の財政規模と、今おっしゃいました経済波
及効果の波及度合い等から、沖縄市と１対１ないし相
応の負担という分については課題という―負担が大
きいというような意見もあるところではあります。い
ずれにしましても、今、調整段階でありまして、また
この件に関しましては、従来から調整が進められてい
るというところでありますけれども、令和５年度に大
会が迫っているというところもございます。今般、６
月頃でしたか、桑江市長と照屋副知事も面談していた
だきまして、私も仲本副市長と何度かお会いして、双
方で納得のいくような、双方の県民・市民に説明でき
るような形、納得できるような形での早期の合意とい
うか、そういうことに向けて引き続き調整していきま
しょうということでの基本的な認識は一致しておりま
すので、引き続き事務調整を進めながら、三役と相談
しながら決定していきたいと思っています。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今回、初めてのことが幾つかあると
思うんです。この規模の世界大会が国内で行われる、
沖縄県内で初めて行われる。そして、沖縄市のアリー
ナを使って、沖縄県と沖縄市が連携をしてやるイベン
ト。この規模だと初めてというふうになると思います
し、この開催地負担金の案分の仕方も初めての事例に
なると思います。ぜひ時間をかけていただいても構わ
ないと思いますので、お互いが納得するような落とし
どころ、しっかりまとめていただきたいと思います。　
　次に (3)、国民文化祭の件についてですが、来年全
国で37番目、県内では初の開催となる国民文化祭が
行われるということで、最近ポスターが作成されたと
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いうふうに県のホームページで拝見しました。この開
催の目的や開催に至る経緯について、説明お願いした
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　国民文化祭
は、我が国の芸術文化の振興に寄与することを目的
に、都道府県持ち回りで毎年開催されています。県で
は、令和４年度の復帰50周年の節目の年に、国民文
化祭を開催することは、沖縄文化を県内外に発信する
上でより高い効果が得られるものと考え、平成31年
３月に文化庁へ国民文化祭の沖縄開催を要望し、令和
元年10月に内定を受けたところです。沖縄大会では、
沖縄の文化芸術が花開いて世界に知れ渡り、多くの人
がその美しさに感動してほしいという願いを込め「文
化芸術の花　咲いわたり」を大会テーマとして定めま
した。
　県としましては、テーマに沿った大会ができるよう
に取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　継続事業が26あるそうです。その
うち県内でまだ23市町村しかエントリーしていない
という情報もありますけれども、これ全ての継続事
業、または県の企画が動いたときに、どれぐらいの経
済効果があるのかということまで説明お願いできます
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　９月27日現
在、沖縄大会に関心を示した継続事業の関連団体、
25団体中14団体、９市で受入れが内定しておりま
す。様々な分野がありまして、大正琴であるとか茶
道、かるた、民謡、オーケストラ、囲碁、太鼓、人形
劇等々、多くの分野が幅広い形で沖縄県内の離島を含
めた市町村での受入れを予定、あるいはこれからマッ
チングしていきたいと思っておりまして、県では先進
県の例も参考に、事業費の一部について支援していく
予定でありまして、多くの事業が実施できるように取
り組んでいきたいと思っております。御質問のありま
した経済効果については、まだ算定しておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　沖縄にいるとあまり耳にしない健康
マージャンとか、面白いメニューがあると聞いていま
す。ぜひ県民に周知していただいて、盛り上がる方向

で頑張っていただきたいと思います。
　続いて、知事の政治姿勢についての沖縄振興計画に
ついて。
　現在の状況についてでありますけれども、知事、３
年前に就任する前、当然現行の振興計画が期限切れに
なることを予想されていたと思います。これまでも多
くの質問に対して答弁されていたと思うんですけれど
も、多くの県民が納得できる内容ではなかったという
ふうに私は思うんです。また、これまでの50年間で
できなかったことを今後取り組むとして、何を最優先
に取り組むのかを知事自らが示してほしいというふう
に思っています。例えば私は20代の頃から、県民の
平均所得については常に注目をしていました。復帰
当時50万円に満たなかった県民所得が、僅か20年程
度で４倍の200万円を超した。すごい成長だと思いま
す。しかしながら、それから先は微増といいますか、
横ばいといいますか、なかなか目標が立てられない。
そのような状況がもう30年続いています。この県民
の平均所得というのは、非常に見やすくて県民が分か
りやすいというふうに思うんですけれども、今後の知
事が目指す、10年間で目指す沖縄像について説明し
てほしいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時24分休憩
　　　午後５時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　本県は、我が国の南西端
に至る広大な海域の確保に寄与しており、新たな振興
計画（素案）において、ブルーエコノミーの推進によ
る新たな産業の創出等に取り組むことを盛り込んで
おります。あわせて、海域保全の起点となる本県離島
の振興に向けて、次世代情報通信基盤の整備や遠隔教
育・遠隔医療の推進などを図ることとしております。
また、我が国が推進する2050年脱炭素社会の実現に
向けた再生可能エネルギーの導入促進等に取り組むこ
ととしております。さらに沖縄観光における高次元の
ニーズへの対応や観光産業の高付加価値化など、量だ
けでなく質も併せて向上させることにより、サステー
ナブルツーリズムの推進など、世界から選ばれる持続
可能な観光地の形成を推進してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　だから、今の部長の答弁を聞いて
も、沖縄県がこれからどこに向かっていて、どのよう
な将来を手にしようとしているのかということの道が
見えないわけです。サステーナブルとか、新しい産業
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構造とか単語は出てきますけれども、それが県民に分
かりにくいから、県知事から分かりやすく説明しても
らえませんかと言っているんです。
　次に移ります。
　その中で、まさに新しい産業構造の構築という部分
で、私はずっとこの海底資源の開発について提案をし
てきました。沖縄県が国に貢献できることは何かと、
沖縄振興調査会で国会議員から県内の首長に質問が
あって、安全保障ですという答えが２人の首長から
あったそうです。でも私は安全保障だけではなくて、
経済的にも外交的にも沖縄が持っているポテンシャ
ル、とても高いというふうに思っているんです。その
中でこの海底資源というのは、今、沖縄県がこの転換
をしないといけないそのタイミングで、今、取り組ま
ないといつ取り組むんですかという事業だというふう
に考えていますけれども、この新しい振興計画の中で
は、どのような位置づけになっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　海底資源開発の取組に関しましては、新たな沖縄振
興（素案）において、海洋調査・開発の支援拠点形成
に向けた取組の推進を施策に位置づけております。今
後も国による調査研究を注視し、海底資源を活用した
産業化及び支援拠点の形成に向け、引き続き国や関係
機関と連携して取り組んでまいりたいというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　これは沖縄主導で進めていかなけれ
ばいけないというふうに思っています。昔、ここでも
言ったことがあるかも知れませんけれども、釣りざお
が欲しいとおっしゃった県知事がいますね。でも今、
沖縄、釣りざおだけじゃ足りないんじゃないですか。
やらないといけないこと、準備しなくてはいけないこ
とがたくさんある。それ全部、国に求めるんですよ。
釣りざおどころか全てくださいと、釣りの先生まで連
れてきてくださいと。その代わり、この国が求める魚
は全部、沖縄が準備します。これぐらいの情熱がな
いと、私はお互いが対等な話合いのテーブルにはなら
ないと思います。なので、沖縄がしかできない、沖縄
が最適である、この沖縄の近海に埋まっているものを
しっかりと子や孫たちの世代に夢として、果実となる
ようにいま一度、知事が情熱を持って取り組んでいた
だきたいと思うんですけれども、知事、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　これまで歴代の知事が魚で
はなく、釣り具が欲しいと。これは自分たちで自立型

経済を構築していくためのそのノウハウを蓄積した
い、技術を高めたい、ひいてはそれを継承していきた
いというような大きな壮大な夢、ロマンも込められて
いたと思います。今般、この今、進めております新た
な振興計画の素案の中には、基本施策に持続可能な海
洋共生社会の構築というものも入っております。これ
は例えば今の沖縄を含む海洋島嶼国家、島嶼県の問題
である海洋プラスチックを含む海洋ごみによる各種の
被害でありますとか、あるいは海洋と海洋資源を持続
可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する
形への貢献を図るとか、恐らく様々な技術がそこで開
発され、高められていくのであろうと思います。沖縄
はそういう意味においては、テストベッド・アイラン
ド、実証実験を積み重ねていって、それを日本全体の
環境を守り、経済を発展させ、社会を構築するという
この３側面に対して貢献していきたいということを新
たな振興計画の素案の中にも込めさせていただいてお
ります。ですから、この広大な海域から得られるあら
ゆるそのステークホルダーに対しての恵みをしっかり
と開発して、それを連携・協力して次世代につなげて
いきたいというように考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　ぜひスピードを上げて取り組んでい
ただきたいと思います。
　次、子供の貧困問題解決への取組についてです。
　この予算が県について６年が過ぎてきたと思いま
す。来年、18億5000万円に増額されているというふ
うに聞きますけれども、当初、この子供の貧困問題に
ついては沖縄県の中で予算計上されていませんでし
た。国がセットをして、沖縄県に渡したというふうな
流れになっていると思います。なので、これ過去に
戻って、その経緯について説明お願いできますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　内閣府の
子供の貧困緊急対策事業の経緯ということでお伺いし
ておりますけれども、そちらにつきましては、その出
発のときに当時の島尻補佐官のほうからお話があり、
県内の全市町村長が集まって、県も含めて話合いをし
て、このような沖縄の将来を担う子供たちの健やかな
成長のために、緊急対策事業を立ち上げたというふう
に理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　このときに予算をつけた島尻安伊子
先生、今バッジをつけていませんけれども、年々この
子供の貧困予算が積み上げをする裏側には、いつも彼
女がいました。その事業が先日、県内紙によってかな
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り酷評を受けていました。「立ち上げ時と比べて熱量
が落ち、惰性で行っている施策もある」というふうに
書かれていました。私はこれを見たときに、この予算
の立ち上げからずっと今日まで子供たちと関わってき
た人たち、みんなショックを受けたんだろうなという
ふうに思っていますけれども、県の見解はいかがです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　そのよう
な記事、拝見しているところですけれども、子供の貧
困対策につきましては、たくさんの支援団体、そして
市町村、県を挙げて取り組んできたところでございま
すし、決して熱が冷めたというふうには、県としては
思っていないところでございます。居場所の確保で
あったり、貧困対策支援員の配置であったり、それか
ら子ども食堂の取組など、様々な各分野の方々が県民
運動として取り組んでいただいているものというふう
に考えておりますので、そのような思いが新聞で報道
されたということは真摯に受け止めて、これからも県
としてこの運動を絶やすことのないように取り組んで
まいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　時間がないので、少しはしょります
けれども、このような評価を受けることが今後ないよ
うにしていただきたいなと。もちろん当然そう思って
いるでしょう。しかも加えてこうまで言われていま
す。「これまでの施策の効果や体制をつなぎ止められ
るのか正念場にあるという危機感を持ち、次の計画の
方向性を示す必要がある」というふうになっていま
す。これ実際に、県内でいろんな関係者がたくさんい
るとは思うんですけれども、ぜひ一つになって取り組
んでいただきたいというふうに思っております。
　次 (2) の、自衛隊の弾薬搬入についての見解を伺い
ますけれども、宮古島の話を言いますが、県知事の話
を聞くので、フレッシュ会の皆さん、何も言わないで
ください。
　まず、知事にお尋ねしたいと思います。
　我が国の自衛隊が持つ対艦・対空ミサイルは、全て
国民の生命と財産を守るための最低限の備えであると
私は理解していますけれども、県知事はいかがお考え
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
沖縄県を含む我が国が独立国として国民が安心して生
活し、国が発展と繁栄を続けていく上で平和と安全は
不可欠であるということから、県としては、専守防衛

のための最低限度の自衛力は必要であるというふうに
考えております。
　一方で、議員から御質問のこの地対艦・地対空ミサ
イルにつきましては、何をもって最低限度とするか、
国を守る装備として十分かどうかにつきましては、県
が判断することは困難であり、一義的には我が国を取
り巻く安全保障環境等踏まえて、国において総合的に
判断されるべきものだというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今、何をもって最低限かは分かりか
ねるというような答弁でしたけれども、分かりやすく
言うと、攻撃された際に洋上で食い止める最低限の設
備です。覚えておいてください。なので、自衛隊基地
ができたからといって、どこかの国から優先的に攻撃
を受けるようなこともありません。もっと重要な施設
はたくさんあります。そしてこの有事が起こった際
に、国民を守るために、あらゆる角度から守るために
場所が増えてきているということなんです。
　それから関連して質問しますけれども、６月２日に
宮古島に弾薬の搬入が行われた際、知事は翌日にこの
ようにコメントしました。事前に十分な情報が共有さ
れなかったことは遺憾であり、危機管理の観点からも
あってはならない。これ、どういう意味ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　事前にやはり基礎自治体、
あるいは都道府県に対して係る計画がありますという
ことを伝えていただき、ひいては警察関連にもその情
報があり、その地域の住民の安全を最優先して、その
ような計画があるのですがというような情報は伝える
べきであるということについて述べたものでありま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　この弾薬の搬入については、防衛省
でもかなり上のほうの機密情報です。これを県職員が
知ることによって、どれだけ県民の命が危険にさらさ
れるのか、これちょっと想像力が低くないですか。し
かもこれを管理できる能力が今、県にあるんですか。
その辺まで考えて、この情報を自衛隊にこれから求め
るんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私はあくまでも県民の生命
財産を守るという意味からは、ある程度の情報の共有
が必要であれば、それは可能であろうと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　非常に危険な話を今、知事はされて
います。
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　これは防衛省でも―さっきも言いましたけれど
も、弾薬の保有量や弾薬の種類、それらに関する法
律、一番秘密保全度が高いんだと。沖縄を、そして我
が国を狙っているところからすれば、これほどありが
たい情報はないわけですよ。なので、最低人数で管理
してやっているということなんです。これこそが危機
管理です。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時37分休憩
　　　午後５時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　あと、自衛隊がとても丁寧にやって
いると私は見ています。例えば今年の４月７日に弾薬
庫ができた際には、市長や周辺関係者の方を視察に入
れています。そしてこの弾薬が運ばれる前、５月13
日には、５月17日以降に搬入しますと報告している
んです。しかもその際には、詳細については安全確保
の観点から明らかにできないのでよろしくお願いしま
すというふうに丁寧にやっているんです。それを終
わった後に、自衛隊が反論しないと想定してか分かり
ませんけれども、遺憾だとか、安全保障上看過できな
いとか、こういう言い方は私はひきょうだと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時38分休憩
　　　午後５時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　失礼いたしました。
　今、その５月17日における搬入の情報提供が県に
あったかということを確認させていただいております
が、申し訳ありません、今の段階では確認はなかった
のではないかということですが、後刻、改めて確認・
調整をしてみたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　次に、次期衆議院選挙についてです
が、県内紙の報道では、今度の立候補予定者の政策の
１番目から辺野古基地反対がなくなっているというふ
うにありました。
　知事の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　衆議院議員総選挙につきましては、候補者おのおの
の政治的な信条及び政党との関連性により政策が示さ
れるものと考えておりますが、個別の評価については

控えさせていただきたいというふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　それでは、私の住む選挙区の候補予
定者ですが、ある一人の候補予定者は、この沖縄県予
算の一括計上方式に反対をしています。これが沖縄の
成長を妨げていると明言しているんです。そしてもう
一人は、これを推進していきながらどんどんいいもの
に改善していくというふうに主張しています。知事の
政治思想、政治理念にどちらの候補予定者が近いです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　その政策については、詳細
を存じ上げておりませんが、私は知事としてやはり県
民にしっかりと応えていく、そのような予算の仕組み
を構築していきたいと思います。
○花城　大輔君　県民に役に立つ人を選んでいただき
たいと思います。
　終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時41分休憩
　　　午後５時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　質問の前に申し上げます。
　病院事業局長、私はあなたを信頼できなくなりまし
たね。この文書ですね。９月15日の県議会議長に対
するこの文書。実はやり取りの中で、一旦議長に対し
てこれは取り下げますと。私は議長から、病院事業局
長は取り下げるという報告を受けていますよ。受けて
いながら、なお、また再度これが乗っかるということ
が、これどういうことか理解できないんですよね。非
常に―どういうことなんですか。これは、これだけ
自信のない内容になっているんですか。議長、そうで
すよね。一旦取り下げると言っていましたよね。私は
議長からその報告を受けていますよ。で、再度またそ
れが取り上げられるということになって、私は非常に
精神的にプレッシャーを感じて、その日は帰らせても
らいましたけれども、今、私は議員として９月18日
の新聞報道によって社会的に信頼を完全に失ったと考
えております。このことは、議員として致命的なこと
だと思っております。
　前回の緊急質問を見てみると、謝花副知事が、病院
事業局内部であればパワハラ認定の事案になると。
沖縄県議会は、県庁内部ですか。私は、県庁の職員で
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すか。県議会ですよ、ここは。おかしいじゃないです
か。配付文書によって、私は照屋氏から亡くなられた
17人の命を何だと思っているんだ、電話で叱責され
たという。私は一般質問で取り上げましたよね。これ
17名、20名ぐらい亡くなられているんでしょう。そ
の亡くなられた方、遺族、この補償問題とか県がどう
やって責任を果たすのか。そういうことも含めて、執
行部にやっぱりきちっと対応するのが私の立場じゃな
いですか、議員として。それをやったのにそれ叱責と
いうんですか。違いますよ。自民党は一方の文書だけ
でこのように出すのはあってはならないと。これはご
く自然なことですけどね。もっと不可解なこと。我那
覇病院事業局長は、照屋氏の発言のみが体調不良の原
因かは断定できない。どういうことですか。じゃ、こ
の文書は何なんですか。断定してないのに、あなたの
責任だよと決めつけているんでしょう。どういうこと
ですか。
　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時46分休憩
　　　午後５時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　申し上げておきますけれども、この
謝花副知事がおっしゃるようなパワハラということ、
私は認めていませんよ。県議会議員照屋守之はパワ
ハラと認めていません。私の言葉でああいうふうに
なったというのも、私は認めませんよ。今、病院事業
局長がやり取りしたこの文書、この電話のやり取り。
私は事実であると認めませんよ。どういうことか理
解できないんですよ。15日に文書が出されて、議員
として新聞で報道されて、もう議会の悪者だといって
県民の方々に全てそういうふうなものが報道される。
つまり私は断罪を受けているようなものじゃないです
か。15、16、17、18日。この４日間でこうなるんで
すか。おかしくないですか。で、断定はできない。本
人は否定している。知事、こういうことがあるんです
か。玉城県政は、どういうことなんですか。警察の捜
査だってそうはやらぬでしょう。一方的な意見を聞
いて、考え方聞いて、被害を受ける、加害者がいる。
両方同じ認めて、それでどうするか。あと罪について
は裁判で決めるんでしょう。15、16、17、18、一気
に。こんなことが県民の皆さん、議員の皆さん、納得
できないですよ、私は。文書に沖縄県議会議員による
県職員の不適切行為についての内容、手続ですね。７
月６日に沖縄県議会議員から当局職員に対し威圧的
な発言があり、これにより当該職員が心身に不調を生

じ、病気休暇の取得などと表現がある。ですから私は
認めませんて、これは。私が認めていないのに、こう
いうのを公文書で議長宛てに出すんですか。意味が分
からないですけどね。不適切な行為を行った議員に厳
正に対処するとともにという、議長に要望しておりま
すけれども、私は認めてない。この文書を出すことす
ら知らない。どういうことですか。文面の照屋守之と
の電話について、やり取りが書かれていますね。書か
れていますね、実名入りで。これ認めませんよ、事実
ではありませんよ。私に聞き取りしたんですか。病院
事業局長、いつ聞きに来ましたか。
　とにかく、パワハラではありませんよ。私は何を、
何が狙いで玉城県政が一議員をこんな一方的な立場で
叱責するのか。で、マスコミにそれを―そういえば
マスコミも、誰も私に直接取材がないですからね。取
材なしでああいう形で報道されるわけですからね。こ
こも非常に……。
　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時51分休憩
　　　午後５時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　繰り返しますけれども、私照屋守之
は、病院事業局長の議長に対する手続―文書ですね
―手続に非常に不備があったと。これは、どちらか
というと違法行為ではないかというふうに私は考えて
います。私の確認なしでああいうものを公に出す。名
前を公表した。で、私ともう一人、県議会議員の名前
があるんですよね。職員の名前がありますね。診察
した病院の先生方の名前が入っていますよ。これ、
こういうことを本人に確認を取らずに公に出していい
んですか。情報公開条例、こういうものに違反しませ
んか。名前を出していいんですか。ですからさらに
これ、事実と異なったものが公文書として出るわけで
しょう。この公文書、事実ではありませんよ。公文書
偽造に当たると思いますよ私は。
　このようなことをまず申し上げて質問を行いますけ
れども、執行部の答弁をされる方は……。
　議長、休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時53分休憩
　　　午後５時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　いや、とにかく私は、せんだっての
電話のやり取りで、あなたの発言でそうなったとかっ
ていうふうなことを言われてしまって、逆にそういう
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ように非常に、逆にどういう形で質問をやっていい
か、あるいはまた調査活動をやっていいかという不安
があるんですよ。
　それでは、質問に入りますけれども、私は、玉城知
事のコロナ対策は人災だと思っています。特に、３月
25日から26日の全国紙の観光誘致事業、コロナ対策
本部や専門家会議にも諮らないで広告を出して、多く
の観光客を誘致して、その後、沖縄県は爆発的に感染
者が広がっているというふうに思っております。
　玉城県政は、中部病院でのクラスター、死亡者の公
表を遅らせ、あるいはまた隠蔽ではないかというふう
に疑われております。私は議会で取り上げましたけれ
ども、公表されて約20名がお亡くなりになったとい
うふうに思っておりますけれども、県民の補償などで
県の責任が問われる可能性がある。私もそのような視
点で、病院事業局の職員に電話したものでありますけ
れども、いつの間にか発言で職員が病になり、照屋守
之のせいになった。実名まで公表されてしまった。
クラスターや県民の命が失われ、公表遅れや隠蔽問題
は、私はまだ解決はしていないと思っております。
　病院事業局長は、その中で県知事も含めて文書で議
長に改善を求めた。私は中部病院の公表遅れ、隠蔽こ
そ県庁内のパワハラではないかというふうに考えてお
ります。中部病院は、病院長はすぐに公表すべきとの
ことでありましたけれども、県の上、三役からストッ
プがかかったような説明もしておりました。このこと
は、県庁内のパワハラではないかと私は思います。
　そこで伺います。
　議長、もう一回、休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時57分休憩
　　　午後５時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　４、玉城知事の新型コロナウイルス
感染対策本部長として、神奈川県で自宅療養のコロナ
感染者が死亡し、神奈川県が補償金を支払うとの報道
があった。このことは、コロナ対策法や関連法に照ら
して県に責任があったと思われます。沖縄県でも補償
金の事例や可能性があるのか伺います。
　10、県立病院のクラスター公表遅れ隠蔽問題につ
いて。
　中部病院の集団感染者及び死亡者の数を伺います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時59分休憩
　　　午後５時59分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　４、玉城知事の新
型コロナウイルス感染対策本部長についての御質問の
中の (4)、補償金の事例及び可能性についてお答えい
たします。
　神奈川県の事例は、宿泊療養施設において療養中の
方と連絡がつかないまま、５時間後に居室の様子を見
に行ったところ死亡が確認された事例で、看護師が医
師に判断を求める血中酸素飽和度の基準を定めていな
かったこともあり、神奈川県が県の対応方針に不適切
な点があったことを認め、遺族に和解金を支払うこと
としたものです。
　本県では、宿泊療養及び自宅療養中にお亡くなりに
なられた方に対して補償金をお支払いした事例はござ
いません。療養者の健康管理については、宿泊療養施
設においては看護師が、自宅療養においては県コロナ
本部の自宅療養健康管理センターが、毎日電話等によ
る健康観察を行っており、適切な療養環境の整備に努
めているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　10、県立病院のク
ラスター公表遅れ隠蔽問題についての御質問の中の
(1)、中部病院の集団感染者及び死亡者数についてお
答えいたします。
　県立中部病院における院内感染は、令和３年５月
31日に感染者が５人となったことからクラスターと
認定され、６月18日をもって院内感染は終息してお
ります。当該クラスターに関連する感染者数の累計
は、患者が36人、職員が15人、計51人で、死亡者数
は20人となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　病院事業局長に確認します。
　せんだっての照屋氏の発言のみが体調不良の原因か
は断言できない。この発言は間違いないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　先日の議会で、体
調不良が何％であるかというふうな質問がございまし
た。当該職員の話を聞き、経緯を見ますと、議員から
の電話に関連したことは明らかでございます。当時、
いろいろ議会対応もありますが、今回の職員の体調不
良に関しては、高い確率でその原因と考えており、診
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断医からもそのような関係があるというふうな診断が
出ております。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時５分休憩
　　　午後６時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　はい、そう発言し
たことは事実でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　私に、いつ、この確認しましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　議員から当局職員
に対し威圧的な発言があり、これにより同職員が心身
に不調を生じ、病気休暇等を取得したことについては
事実であります。職員の事情聴取及び議員本人から
私宛てに、当該職員に謝罪したいとの趣旨の連絡があ
り、議員が威圧的な発言を行ったと確認できたと考え
たことから、文書の表現としたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時６分休憩
　　　午後６時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　照屋議員からの発
言に関しては、当該職員から７月６日だったと―で
した。そのときに確認を行いました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時６分休憩
　　　午後６時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　議員に私のほうか
ら内容について、特に直接確認したことではございま
せん。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　なぜ私がそれを聞くかというと、先
ほど20名死亡者がいると言っていましたよね。20名
いる。で、20名の方は亡くなった。この方々は、中
部病院に別の病気で入院されて、そこで院内感染して
亡くなられるわけですよ。そうすると遺族も含めて、
これだけ信頼しているのに、県立の中部病院でこうい
うことが起こってという憤りがあるわけですよ。とこ
ろが今、コロナ問題もあって、病院長はじめ病院の先
生方、医療従事者はしっかり頑張っている、お世話に
なっているということも含めて、20名の皆様方は、
大体はもう何とか我々は我慢しようみたいな感じで収
まっているんですよ。ところが―中にはいらっしゃ

るんじゃないですか今、訴訟とか、そういうものを考
えている人がいるかもしれませんよ。私はそういうこ
とも含めて、病院事業局に、職員に対して、亡くなら
れた方々に対するそういうふうな思い、どう我々が、
皆様方執行部が、そういうお亡くなりになった方々、
遺族の方々に対して、我々がどう報いるんだという、
そういう議員としての立場でやり取りしたんですよ。
それを何ですか。威圧的。絶対違いますよ、それは。
訂正しますよ。何で私が認めないのを全部そこに書い
てあるんですか、局長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時８分休憩
　　　午後６時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　電話の内容が威圧
的ではないかというふうな御質問だと思います。
　私は、当該職員から、職員が議員から電話をもらっ
た後、話がありました。その内容は、以下のようであ
ります。
　感染症の医師が辞めたのはあなたのせいではない
か。メールに関しては、自分の判断で書いたでしょう
と。それから、そのやり取りの中でだんだん大声にな
り、中部病院の会見が中止になったのもあんたのせい
だろう。死人17人も出た、大変なことなのにどうし
てくれるんだと。議員は途中から遮るような、だんだ
ん大きな声となり、それから17人の命を何だと思っ
ているんだと。そういうふうなことを言い、知事の進
退がひっくり返るような大事になったのはあんたのせ
いだよと立て続けに怒鳴り続けたと。そういうふうな
話を聞きました。そういう内容で、議員からやっぱり
そういった威圧的な不適切な発言があったのではない
かと考えます。
○照屋　守之君　議長、休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時11分休憩
　　　午後６時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　病院事業局長、私は、組織が異なる県議会の議員に
対し、直接事情聴取する立場にはないこともあります
が、職員の事情聴取及び議員本人から謝罪の申出があ
りました。それから９月17日は、不適切な発言があっ
た、謝罪したいというふうな文書をいただきました。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後６時13分休憩
　　　午後６時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　先ほども申し上げ
ましたけれども、私は直接議員と話をして、本人から
は確認は取ってないことは事実でございます。
○照屋　守之君　名前は名前は。名前は。誰の責任、
名前。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　議案書に関して
は、提出した議案に関しては、議員の名前は出して
……、はい。出した文書に関しては、照屋議員の名前
は出しておりません。取扱注意として、それと内容は
付記したということでございます。
○照屋　守之君　議長、休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時15分休憩
　　　午後６時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　ただいまの質問で、実名が出たというふうなことで
ございますが、公文書として出していいというふうに
話しました。これは、私の職員の許可を得て出しても
よいというふうなことでございます。この議案の詳細
を知るためには、そういった内容が必要だというふう
に判断した次第でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　これ、沖縄県の情報公開条例に違反
していませんか。名前これ不開示情報になりません
か。個人を特定できる。これは条例違反ですよ。どう
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時19分休憩
　　　午後６時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　病院事業局として
は、病院事業局の中で職員の許可を取って出した、提
出したものでございます。それに関しては議長に提出
して、その公表あるいはその他に出すかは議長の判断
にお任せするというふうな格好だと考えています。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時24分休憩
　　　午後６時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。

○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　沖縄県情報公開条例第７条ですが、「実施機関は、
開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次
の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場
合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しな
ければならない」という形で、開示すべきではない情
報として、例えば、法令の秘情報、個人に関する情報
―氏名、生年月日、法人等に関する情報、公共の安
全等に関する情報、そして審議、検討等に関する情報
など掲げられております。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時26分休憩
　　　午後６時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　今、説明させていただいたのは、沖縄県情報公開条
例でございます。実施機関に対して、いわゆる公文書
の開示請求があったときには、このような取扱いをす
ることに、実施機関はする形になろうかと思います。
　先ほどの議論につきましては、個人情報保護条例で
して、この規定とはちょっと異なるというふうに考え
ております。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時27分休憩
　　　午後６時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　それでは、個人情報保護条例、これ
には違反していませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　個人情報保護条例の第８条に、利用及び提供の制限
の条文がございます。そこの冒頭で、実施機関は、法
令等に基づく場合を除き、個人情報取扱事務の目的以
外の目的のためにこういう個人情報を当該実施機関内
において利用し、また機関以外の者へ提供してはなら
ないと。その例外規定が２項でございまして、前項の
規定にかかわらず実施機関は次の各号のいずれかに該
当すると認めるときは、個人情報取扱事務の目的以外
の目的のためにこういう個人情報を自ら利用し、また
は提供することができるとございます。その中の幾つ
か項目ございますが、まず (1) として、本人の同意が
あるとき、または本人に提供するとき、そして (2) 番
として、同一機関内での利用等、そのほか実施機関以
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外の県の機関、国、独立行政法人、場合において、い
わゆる事務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用
することに相当な理由があるときというような要件が
ございます。
　先ほど病院事業局長から説明があったとおり、職員
本人の確認は取っているというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　それでは私、照屋守之の確認は取れ
ておりませんから、個人保護条例、それに違反してい
ますね。局長、認めますね。私、同意していませんよ。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　先ほど後半のほうで説明
させていただきましたが、他の実施機関、あるいは国
等である場合に、事務の遂行に必要な限度で利用し、
かつ、利用することに相当な理由があるときというの
が、２項の２号にございます。そこに該当するものと
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　これはもう既に超えていますよ。
これ新聞報道されて、この事務の遂行どころじゃあり
ませんよ。これ私からすると何か、全く別のあらぬ情
報で、私の名誉が傷つけられている。個人保護条例、
これに違反しますね。私は県の情報公開条例にも違反
すると思っております。同時にこの文書、先ほど言い
ましたように、この私のやり取り、電話のやり取り、
名前出したのも、これ法律違反。これ中身も違ってい
ますよ。これ、偽文書ですよ。事実関係、私、認めま
せんよ。私、２回目電話したときに、何て言いました
か、事業局長。２回目電話したときに、メディアコン
トロールとか、そういうふうなものを言って、それは
まずいからこれ取ってくれ、撤回したんですよ。撤回
したけれども、そこの部分がしっかり記録されている
じゃないですか。これ、偽文―文書、間違えていま
すよ。事実と違いますよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時34分休憩
　　　午後６時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　先ほども話しまし
たように、この電話の内容に関しては、当該職員から
聴取したものでございます。したがって、議員からそ
ういった話があるというふうに判断した次第でござい
ます。
○照屋　守之君　議長、ちょっと確認です。休憩。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時35分休憩
　　　午後６時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　内容に関しては、
職員から聞いた、あるいは文書で聞き取りをしていま
すけれども、その事実に基づいて書いたものでござい
ます。なお、議員から私のほうに、職員に電話した直
後だったと思いますが、２回、電話がありました。そ
の内容は、責任を追及するつもりはないと彼女に伝え
てくれというのが、２回の７月６日の内容でござい
ます。その後、７月10日には謝罪をしたいと、そう
いう内容の電話でございました。したがって、照屋議
員が私のほうから議員に、そのメディアコントロール
等々、それに関して、それは違うんだというふうなこ
とは、議員と私の間では、話はございません。
○照屋　守之君　議長、休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時38分休憩　　
　　　午後６時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　再度申し上げます
が、この内容に関しては、当局からマスコミ等に出す
というようなことは一切ございません。それから、内
容のことに関しては、これは９月17日、照屋議員本
人からの内容、おわびというふうになっています。こ
のたびは、私の不適切な発言により、大変御迷惑をお
かけし、改めて深くおわび申し上げます。遅くなりま
したことは、重ねておわび申し上げます。申し訳ござ
いませんでしたと、これは当該職員宛てのお手紙であ
ります。
○照屋　守之君　議長、ちょっと休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時42分休憩
　　　午後６時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　オーケー、分かりました。
　これ、ここの不適切行為、この文書によって、この
私の発言のせいでそうなったというのは、私は認めま
せん。この文書の中身も認めません。逆に、私が言っ
たことが意図的に、これは偽造されている。これはで
すから、偽文書であります。この文書も、公文書偽造
に当たると思っています。個人保護の条例にも反す
る、情報公開条例にも反する。ですから、私は決して
―逆に、自分の名誉を毀損されたと思っていますか
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ら、これからもっと法的な部分も含めて、自分の名誉
をもっと回復できるような、自分自身でしっかり頑張
ります。これ私、認めませんからね。これは絶対にそ
ういう気持ちでやったことではなくて、県民の命が、
20名も、県立病院で感染で亡くなった。その人たち
をどうするか。この人たちを救わないといけない。こ
の人たちを報いないといけない。補償をどうするの
か、遺族の方々。これ県立病院ですよ、責任があるわ
けでしょう。それを我々議会も含めて、何とか県民の
ためにしないといけない。そういうような思いでやっ
たことが、こういうような結果になって、ですから逆
に、パワハラをやっているのは、病院事業局長が中部

病院の病院長に対してパワハラをやったんじゃないで
すか。だから公表が遅れたんじゃないですか。公表が
隠されたんじゃないですか。私はそう思いますよ。
　以上、申し上げて終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。　
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明28日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これを持って散会いたします。
　　　午後６時45分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員　　仲　　村　　家　　治

会議録署名議員　　仲 宗 根　　　　　悟
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令和３年
第 ８ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）
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議　　事　　日　　程　第７号
令和３年９月28日（火曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案、乙第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで（質疑）
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案、乙第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで
　　　　　　甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第14号）
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める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第７号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第８号議案　土地の取得について
　　　　　　乙第９号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第10号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第11号議案　保険代位による損害賠償請求事件の和解等について
　　　　　　乙第12号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第13号議案　損害賠償の額の決定について
　　　　　　乙第14号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第15号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第16号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
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　　　　　　乙第21号議案　地域水産物供給基盤整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第22号議案　令和２年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
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　　　　　　認定第１号　令和２年度沖縄県一般会計決算の認定について
　　　　　　認定第２号　令和２年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第３号　令和２年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第４号　令和２年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
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　　　　　　認定第５号　令和２年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
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○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　９月６日から16日までに受理いたしました陳情14
件は、お手元に配付の陳情文書表のとおりそれぞれ所
管の常任委員会に付託いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案、
乙第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号
から認定第24号までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対
する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　それでは、早速質問させていただき
たいと思います。
　今、通告のとおりですと県の総合運動公園、これは
前からやっていますけれども、競技用プールについて
質問させてください。現在、どうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。

　まず、室内競技用プールの温水を維持するボイラー
について不具合があるため、今後、改修を行い、競技
用プールの適切な維持管理に努めてまいる予定でご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　このプールは、いつから使えるよう
になるのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時２分休憩
　　　午前10時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　ボイラーにつきまし
ては、次年度早々に予算化して修繕を行う予定でござ
いまして、来年の冬季大会、そういったものの練習に
合わせて修繕を行う予定でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　県内に温水プール、皆さんが管理し
ている中では幾つあるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　現在、県が管理する
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競技用の温水プールに関しましては、沖縄県総合運動
公園の25メータープールの１か所となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これ去年から質問しているんです。
皆さんは、知事が言っているように誰一人も取り残さ
ないといって、これだけの水泳人口―去年のコロナ
禍で水泳の競技はできていない。今年やろうと子供た
ちは楽しみにしていた。ところが温水プールは壊れ
る。これを造ってから35年ですか。去年もこの質問
をしましたよ。これ本当にどうするのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時３分休憩
　　　午前10時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　現在、長寿命化計画
に基づきまして、維持修繕工事に優先順位をつけて
行っているところでございます。大規模な改修等に
関しましては、水泳連盟とか関係者の意見も伺いなが
ら、やはり費用対効果という面もございますので、大
規模改修等につきましては今後検討といいますか、対
応していく予定でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　今、中部では中心になって、このお
母さんは恩納村なんだけれども―僕はまだお会いし
たことがないんだけれども、署名活動が始まっていま
すよ。こんな状況ですよ。奥武山はいつから修理に入
るのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時４分休憩
　　　午前10時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　奥武山にも
水泳プールが設置されておりまして、25メートルコー
ス、50メートルコース、飛び込み用の３か所となっ
ております。ここにつきましては、平成22年の美ら
島総体に向けて整備されまして、平成22年に竣工し
ていて、今、順次稼働している状況です。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　手元に届いている水泳連盟からの資
料では、奥武山は11月から４月までタイルの貼り替
えで使えないと書いてあるけれども違うのか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　奥武山水泳
プールにつきましても、長寿命化対策を施しながら維

持管理を行っている状況でありまして、令和３年度の
整備としましては、照明のＬＥＤ化、プール床面のタ
イルの修繕を実施する予定となっています。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これは前にも一般質問しているん
だけれども、県総のプールは、業者が見積もっても
1000万程度では改修ができるとされていた、去年の
一般質問の中でだ。このままでいいのかどうかという
のは、一体公共工事の優先度というのは何なのか。そ
れにちょっと答えてもらえませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時６分休憩
　　　午前10時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今、ボイラー等の修
繕に向けて係る予算につきましても精査を行っている
ところでございますけれども、やはり2000万以上か
かるというところでございます。まずは維持修繕とい
うところで、ボイラーあるいはタイル、飛び込み台と
そういったところを修繕した後に、今後の大規模な改
修についても検討していくべきだと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　もうこれ以上は言いません。いい
ですか。今度の県総のプールは、公認が今年で切れる
んです。来年から公認じゃない。なぜかというと、ス
タート台の台も全部違っているんだ、今の規則とは。
これは本当にスポーツの中で少ない人口かもしれない
けれども、これを楽しみにしていた子供たち、毎日の
ように民間のプールで泳いできた子供たち、この大会
は今どこでやるかといったら、県は情けないけれども
民間の水泳プールを借りて大会をやるんだそうだ。こ
んなことがあっていいのか。そこはもう一回考え直し
てください。もし補正でできるんだったら、補正で頑
張って。どうですか知事。やるつもりはないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　公共用の施設につきまして
は、長寿命化対策の点検それから県民の需要、さらに
は費用対効果など、その項目に折り合わせてそのスケ
ジュールを組んでいると思いますが、私もその内容に
ついては再点検してみたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　確かにスケジュールを組んでやって
いるんだろうけれども、壊れているんです。壊れるこ
とはスケジュールにないんだ。少し考えてやらないと
駄目だと思います。
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　２番目、世界自然遺産登録について。
　北部３村の下水道事業を見ていると、とてもじゃな
いけれども普及状況が悪い。これはどうなっているの
か説明いただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　北部３村では、下水道を利用する方が247人で
2.6％、農業用集落排水施設が76人で0.8％、合併処
理浄化槽が約2800人で29.5％、単独処理浄化槽が約
6000人で63.8％、くみ取りが304人で3.2％となって
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　この現状をどう考えるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時10分休憩
　　　午前10時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　現在県では、平成28年度
に策定しました美ら水プランに基づきまして、関係部
局、環境部それから土木建築部、農林水産部等がそれ
ぞれの補助制度等を活用しまして、排水処理設備の導
入促進に取り組んでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　国頭村が単独の処理施設、単独処理
の浄化槽で七十二、三％、大宜味村が47％かな、東村
が68％。これは都会では考えられない数字です。合
併処理でもない単独処理だ。この状況をそのまま放っ
ておくのか。これは前にも僕は質問したんだけれど
も、計画ではどうなっているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　平成28年度に策定しまし
た計画によりますと、令和７年度時点で国頭村の合併
浄化槽が補助を受けて設置するものが625基、それか
ら個人設置が398基ということで合計24％程度、それ
から大宜味村が補助を受けて設置しますのが683、個
人設置型が707で合計で52％程度。それから東村が
補助を受けて設置するものが310基、それから個人設
置型が326基ということで合計で41％程度というこ
とになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　農林水産部、これは農業集落の排水
施設の事業があるでしょう。これは国頭と大宜味はゼ
ロなんだ。そこをどうするかというのは、もう一回考
え直すべきだと思います。これ以上はやりません。
　世界自然遺産登録後の計画があるかということなん

だけれども、僕はこの世界遺産登録をして後、ずっと
見ていますけれども、何か登録されるのが目標だった
ようにしか思えない。これは、北部の自然を守るため
に、西表の自然を守るために、それを世界遺産登録し
て世界に見てもらうという事業ですよね。これはス
タートです。ところが今のこの機運では、これはゴー
ルになっている。どう思いますか知事は。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　世界自然遺産に登録された沖縄島北部につきまし
ては、自然環境、生物多様性を保全するための計画で
ある沖縄島北部行動計画と、観光等による地域振興、
オーバーツーリズムを回避するための計画である沖縄
島北部における持続的観光マスタープランを策定して
いるところでございまして、現在、両計画に基づいて
対策を推進しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これは皆さん、これまで全庁的に、
県のほとんどの部長が集まって、この世界遺産をどう
するかという会議をやったことがあるのであれば、そ
れを教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時14分休憩
　　　午前10時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　登録以前に、登録に向けて全庁的に取り組むという
ことで、連絡会議を開催すべく準備をしていたところ
ですけれども、コロナ等の影響もありまして開催は今
できておりません。しかしながら今後、登録後の地域
の振興と、それから自然環境の保全の両立を図るた
め、関係部局の連絡会議を開催したいというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　だからゴールというんだよ。登録は
いつでしたか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　今年度の７月26日でござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これは、登録すると同時に１回集
まって、本来は農林水産の部分から、あるいは土木、
環境、観光の部分から、全て集まって全庁的に、この
世界遺産登録というのは世界全体の問題なんだから、
そこを保護しなければいけないんだから、そのことを



─ 264 ─

真剣に考えるのであれば、すぐにでもやらなければい
けなかったと僕は思います。今現在、そこは林道が封
鎖されています。この封鎖は今後どうするんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　ヤンバルの森では、夜間
に林道や森林内にトラップが仕掛けられ、ヤンバルテ
ナガコガネや野生のランなどの希少な野生動植物の密
猟・盗採が行われております。そのため県では、令和
元年度から国や地元と共同して林道の夜間通行止め実
証実験を行っており、今年度も８月27日から10月22
日までの間、夕方７時から明け方５時の時間帯につい
て、通行止めを行っております。今年度が実証実験の
終了の年度でありまして、実証実験終了後、地元と連
携して通行止めの効果を検証し、その結果を踏まえま
して今後の対策を検討、実施してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　私は宜野湾市の選出ではあるけれど
も県議会議員ですから、沖縄県全体を見なければいけ
ないという立場に立っていると思っている。ところが
沖縄全体で148万人とは言われているけれども、そこ
までいかないにしても、普通にあの実態が世界自然遺
産になって、あの閉鎖されている実態を見た者がどれ
だけいるんですか。私は、あなた方環境部が、これこ
そテレビコマーシャルを打ってでも、実態をみんなに
流すべきだと思いますよ。これは地元の人たちが頑
張ってそこを保護している。こんなことがあってはな
らない。皆さんが望んだ世界自然遺産なんだ。それを
どうするの今後。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　通行止めの実証実験につ
きましては、地元町村との調整、国との調整、それか
ら今年度はコロナの関係でできませんでしたけれど
も、地元への説明、新聞広告、ラジオ広告、ポスター
配布等を行いまして周知に努めているところでござ
います。また、地元ボランティアで密猟防止活動をな
さっている方々もいらっしゃるということは承知して
おりますので、そのような方々との連携も含めて、今
後密猟防止対策等を強化していくことについて推進し
てまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　僕はこの実態を知事も見たことがな
いと思う。副知事もそうだと思う。そこに座っている
ほとんどの皆さんが、あれは見たことがないと思う。
この世界自然遺産に登録されて、沖縄の世界自然遺産
はすごいよねと言って、ここにいらっしゃる観光客の
皆さん、県内の皆さん、コロナ禍とはいってもたくさ

んいるんです。車から出なければいいでしょう、家族
だけだからと。そういう形でドライブをしながらあの
辺にたくさん行っている。これをコロナのせいにし
て、遅れてきましたなんて、話にならない。
　世界自然遺産の教育の問題で、教育長、これ皆さ
ん、学校は世界自然遺産を扱ったことはありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時19分休憩
　　　午前10時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　小中学校でどういった形でなされているかは、
ちょっと把握していないところでございます。当然な
がら自然遺産に指定されるということで、ＳＤＧｓの
観点も含めてそれなりに―何といいますか、沖縄で
こういう動きがあるということは伝えているかと思い
ます。参考までに、ヤンバルには辺土名高校環境科が
ありますけれども、それの再編等を今、考えていると
ころでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　教育長、これは子供たち全員に知ら
せるべきですよ。各学校で臨時の授業を１年に１回く
らいはやるべきだと。これは本土の人よりも沖縄の人
が知らない。あそこにどういう生物がいるのかも分か
らない。これは沖縄県なんだ。我々が暮らしていると
ころなんだ。それを皆さんが子供たちに教えないでど
うするのか。本当、真剣に考えてみたらどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　やはり世界自然遺産登録は
大きなことだというふうに思っています。
　県教育委員会としましては、そういったところも含
めて、しっかり市町村教育委員会とも連携を取りなが
ら、どういうことができるか考えていきたいと思いま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　既に国頭村は、世界遺産登録がされ
る前から小学校に専門家を呼んで、この授業をやって
います。国頭だからやっているんじゃない。沖縄県だ
からやらなければいけない。日本だけの問題じゃな
い、世界の問題だから。そこはよく考えてください。
　ちょっと順序を変えます。我が党の代表質問から先
にさせてください。
　仲村家治議員の代表質問、米軍基地問題について。
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　米軍普天間飛行場の早期移設問題についてなんです
が、この件、前段は仲村家治議員もやりましたし、島
袋大議員もやりました。ですからそこまでのことは、
前段は省きます。そもそも７月６日に裁判で敗訴した
県は、国に許可をするんですね。それまでの間、７月
28日まで許可を延ばすんです。これはなぜですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　関与取消訴訟の最高
裁判決を受けて、判決内容を精査するとともに、サン
ゴ類の生残率をできる限り高めるための方策を検討し
ていた結果、７月28日の許可処分となったものであ
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　部長にも限界があると思うから―
昨日、島袋大議員のおかげで１時間くらいしか寝てい
なくて、ユーチューブを３回くらい見ましたよこれ。
答弁、やり取りを。そしたらこれ、７月というのは
30度まで水温は上がらないんだね。ということは、
７月６日に敗訴が決定して、もし許可が１週間以内で
出ていたのであれば、そうであれば僕は７月中にでき
たんじゃないかと思っているんです。これは水温の年
平均がありますよ。ここの中で出ている。皆さんは、
高水温だとか、もしくは台風がというんだけれども、
９月に台風が何回来ているんですか、９月に。今も伊
豆に向かっているんでしょう、台風は。こういう状況
下で台風・高温だから８月は駄目、９月にやったらい
い。９月は、今度は皆さんの答弁では、９月でもし期
間を変更するんだったら変更してくれ。その申請が届
くんだったら、申請を変更してもよかったんだけれど
もと―昨日だったかいつだったか答弁しているんだ
けれども、本当に申請していたらそのまま延期しまし
たか。防衛局が皆さんに不信感を持っているから、
どうせ延期申請をしたって認めないだろうというふう
に不信感を持っているんだ、もう。そこまでのことに
なっているんだこれは。もう行政対行政の冷静な話合
いでもない。７月６日に敗訴して、１週間以内に防衛
局と話を詰めておけばできたはずなんだ。サンゴの移
植がもし定着しなかったら誰の責任かって、県ですよ
これは、明らかに。違いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時25分休憩
　　　午前10時25分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　まず、先ほどありま
した変更申請がされれば速やかにしたかどうかからお
答えしておきたいのですが、今回の許可処分について
は、関与取消訴訟における司法の最終判断に従い、同
判決で示されたサンゴの生残率をできる限り高めると
いう目的を達成するため、条件を付して許可したもの
であります。仮定の質問ではありますけれども、県が
付した条件を守るために変更申請が行われたのであれ
ば、県としても、当然許可を前提に速やかに審査を行
うべきものと理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　部長、限界だ。知事がやれと言った
ら、あなた方はやらざるを得ない。僕はあなたに対し
てそんなことを言っているわけじゃない。
　じゃ 28日に許可して29日に着手したときに、その
ときの水温は何度だったのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　県が令和３年７月30
日に、本件各申請に係るサンゴ類移植先のＳ１及びＳ
５の表層水温を計測したところ、Ｓ１の平均水温は
28.4度、Ｓ５の平均水温は29.0度であったというこ
とでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　何度からは駄目なんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時28分休憩
　　　午前10時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　一般的には、海水温
が30度を超えるとサンゴ類の白化が生ずるおそれが
あるとされています。まして今回の移植対象のサンゴ
種類は、16科57属に及び、ミドリイシなどの高水温
に弱いサンゴ類も含まれていることから、具体的な海
水温の基準を示すことは困難であるというふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　皆さんが竹富航路の話もしていまし
たでしょう。第２滑走路のものでもやった。そのとき
の定着率はどれぐらいあったんですか。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時30分休憩
　　　午前10時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　県では、環境保全措
置を目的とした大規模なサンゴ移植の事例として、那
覇空港滑走路増設事業及び竹富南航路整備事業につい
て、サンゴの採捕を許可してきたところでありますけ
れども、夏場の高水温期や台風来襲時期に移植が実施
され、その後の結果を確認したところ、高水温による
白化や台風の影響により生残率が低下するという事例
が見られたところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時32分休憩
　　　午前10時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農林水産部長（崎原盛光君）　竹富南航路整備事業
の移植サンゴについては、平成26年８月から９月に
かけて移植した3196群体があり、これらについては
移設を行った２起点では、移設後１か月に軽度の白化
が確認されました。群体移植が実施した時期は、平成
26年８月から９月であり、夏季の高水温期に相当し
た移設先では、移植サンゴと既設サンゴともに白化減
少が見られ、夏季の30から31度を超える高水温が影
響した可能性が考えられるということでなっておりま
す。
　生残率の具体的な数値等については、今現在申し訳
ないのですが、ちょっと。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　部長、多分この数字というのは皆さ
ん方が―例えば定着率が８割で、２割が死んでいっ
たとしよう。これを高く見るか低く見るかというの
は、そこに対する考え方の違いが出てくる。だから
何％かと僕は聞いているんだけれども、そこにも答え
が出ていない、昨日のユーチューブを見ていると。僕
はそういうところはしっかりと数字で検証しましょう
と、そう言っているんです。だから今言うのは、31
度からというような水温なんでしょう。そこはだから
７月の最初だったらそこまで上がっていなかったはず
だと。僕は、保守・革新だとかでぶつかるのはいいけ
れども、移植で辺野古移設でぶつかるのもいいけれど
も、行政側が裁判の結果を見て冷静に対処しないと、
これはぶつかっていたっていいことはないんだから。
そこはぜひ分かっていただきたいと思っています。こ
れは今後もそういうことが続いたら、なかなか―皆

さんのところもサンゴを生かしたいのでしょう。生か
したいのだったら、ちゃんと話合いをすれば生きるは
ずなんだよ、もっと早くやれば。引き延ばしているよ
うにしか思えない。そういうふうにしか見えないか
ら、困っているんです。
　次行きます。
　会派長に言われて、緊急にこれをやれと言うから
やっているんだけれども、時間がもったいないなとい
う気がして。
　３番の新型コロナウイルスについて。
　新型コロナウイルスの現状と今後の終息の目途につ
いて。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県内の感染状況
は、県民及び事業者等の皆様の取組により、ようやく
流行のピークを越え減少傾向となっておりますが、い
まだコロナの入院患者数は高い水準にございまして、
予断を許さない状況にあるものと認識しております。
新型コロナウイルスにつきましては、今後、完全に根
絶し、終息させることは困難と考えておりまして、季
節性インフルエンザ並みに軽減させることができれ
ば、終息の一つの目安となると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　第５波を経験して、何が一番足りな
かったか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　第５波の急激な感
染拡大にやはり一番逼迫したのは医療機関だと思って
おりまして、病床は800超えまで確保していただきま
したが、開けるまでの間の医師、看護師、人材確保が
一番非常に厳しかったというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　この新型コロナウイルスに対処する
ために、医療機関がこれだけは基本中の基本だと思っ
ているものは何だと思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　医療において、重
症化させない、それから死亡者を出さないということ
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が、一番の目標だと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これは、かかってからの話でしょ
う。昨日、一生懸命一般質問を考えているときに医師
会の副会長から電話があって、呉屋さん、この基本を
忘れないでくださいと言われたのが何かというと、
クラスターを発生させない、これが医者としての一番
の仕事だとそう言われました。これは事実ですから。
そうなんですかと急にそこに書いたんだけれども、そ
のことは頭の中に入れて、絶対にクラスターをいかに
広げないかと。確かに去年10月、あまり言いたくは
ないけれども自民党もみんなかかった。だけどクラス
ターにはなっていない。そこのクラスターにはなった
けれども、家に持って帰って地域でクラスターになっ
たのかといったらなっていないんだ、誰も。問題は対
処法だと思うんだ。そこを住宅に帰してしまったら、
これは家庭内感染というのが問題になっていますか
ら、今度第６波が出てきたときに、家庭内感染だけは
絶対にさせないという気持ちでやらないとクラスター
になっていきますよ、間違いなく。
　今、ＰＣＲ検査法やコロナの特性などが、正しく県
民に説明されていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ＰＣＲ検査の状況
であるとか、例えば濃厚接触者になった場合の情報等
については、県のホームページを通じて県民の皆様に
は広く公表しているところでございますし、実際にそ
ういう場面におられる方については、保健所等を通じ
てお話をさせていただいているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　何のためにみんなが注目しているテ
レビがあるんだ。このテレビをうまく使ったらどう
ね。僕は別に子ども生活福祉部長に質問をするつも
りはなかったんだけれども、これは私の実体験です。
私の娘も保育士をやっているけれども、濃厚接触者
になってその日、昨日―昨日じゃないですよ、実際
は。濃厚接触した翌日に、園長からＰＣＲ検査をやれ
と言われた。これがＰＣＲ検査で出ますか。濃厚接触
した翌日に検体が本当に陽性になりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時40分休憩
　　　午前10時40分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナウイルスの
特性としては、感染から発症までの潜伏期間は１日か
ら14日までと幅広く捉えられております。ただ、多
くの方は５日から６日というふうに言われておりま
すので、議員おっしゃるような適切な時期というのは
非常に計り難いものではありますけれども、一般的に
は、行政検査などでは２日目以降に検査されるケース
も多くございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　そういう人が検査して陰性になっ
たら、私は関係ない、陰性でしたよといって歩き回る
んだ。普通で考えれば72時間以上ですよ。72時間以
上、３日たって、そして５日、その２日後、２回ＰＣ
Ｒ検査をやって陰性だったらほぼ出ない。これが今ま
で１年やってきての僕の経験です。だけどこういうこ
とがやられていない。ＰＣＲ検査をするときに、５分
前にお茶を飲んだ。これで出ますか。だからこういう
基本的な部分をあなた方が周知していないんだ、県民
に対して。そこをどうするのかが問題なんだ。どう思
いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員御指摘の点は
確かにあると思いますので、県としましては検査の際
に、例えば陰性になったとしても濃厚接触であれば
14日間行動を制限していただきたいということとか、
検査に際しましての注意事項というものをお知らせし
ているところではございますが、きめ細かく丁寧に対
応していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　テレビを使ったらいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時42分休憩
　　　午前10時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　周知の方法等につ
きましては、テレビがいいのかユーチューブがいいの
か、またホームページで文書がいいのか、その辺も合
わせて検討したいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　そうじゃないんだ。全部やるんだ
よ。何がいいかじゃない。全部やる、それが基本だ。
そうしないと周知徹底できない。またクラスターを起
こす。６波がまた近くなる。５波の反省はそこなん
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だ。それは頭の中に入れながらやってください。
　ワクチンパスポートを通告しておりました。今、ど
うなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
　　　午前10時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　ワクチン接種・検査陰性証明の活用につきまして
は、ワクチン接種の推進を前提としまして、感染防止
対策認証制度と合わせて運用することで、経済活動の
再開に結びつけることが期待されておりまして、これ
は経済団体等からも要望を受けております。
　県では、部局横断的なプロジェクトチームを設置
し、市町村・経済界と合同のワーキンググループで議
論を深めながら、国が示した基本的な考え方を踏ま
え、公平かつ世代間で利用可能な運用のガイドライン
などを検討しており、感染収束時を見据えた導入に向
け、準備を進めております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　ここも後手ですね。あしたあさっ
て、緊急事態が解けるんだ。本当は間髪入れずに10
月１日からワクチンパスポートが使えたなら、もっと
感染を抑制することができるはずだ。いつから提案し
ている、これ。県はいつ初めて聞いたか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
　　　午前10時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　議員からいろいろと
紹介していただいたのは、日付ははっきり覚えており
ませんけれども、たしか８月上旬だったのかなという
ふうに思っております。このワクチン接種・検査陰性
証明書に関しましては、民間におきましても専用アプ
リの開発ですとか、健康管理と連動した簡易表示アプ
リの活用など様々な提案が我々のほうにはあります。
当然その提案に当たっては、搭載機能それから活用場
面、拡張性、経済性などそれぞれの特徴を持ったツー
ルとなっております。我々が考えましたのは、いろん
なそのアプリの提案というものはありますが、どう
いった場面でどういう使い方をするかという、いわゆ
る運用のガイドライン、ルールといったものがなかな
かないということで、それで例えばワクチン接種・検
査陰性証明に関しましては、やはり業界等を巻き込ん

だガイドラインを先につくることが必要であろうとい
うことで、今、庁内でＰＴをつくっておりますし、そ
れから経済界や市町村を巻き込んだワーキンググルー
プをつくって、その中で運用のガイドラインというも
のを検討しております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　頑張ってください。ただ２か月も前
になっているものが、今頃、あの頃に検討していたら
間髪入れずに10月１日にはスタートできた。副知事
のところからいったって、もう１か月余りでしょう、
提案されて。こういうことが―ただワクチンパス
ポートと並行してやらなければいけないのは何です
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋副知事。
○副知事（照屋義実君）　ワクチンパスポートにつき
ましては、先ほど商工労働部長から説明がありました
けれども、私のほうに正式に会派おきなわさんから御
提案いただいたのは、たしか８月の26日だったと記
憶いたしております。その後、速やかに商工労働部長
に対しまして、全庁的なプロジェクトチームを設置し
て導入を検討するように指示いたしました。また９月
９日に示した沖縄県対処方針にも、経済活動再開時に
ワクチン接種・検査陰性証明を活用するためのプロ
ジェクトとして推進していることを明記いたしており
ます。その後は、県庁内プロジェクトチームや経済界
及び市町村代表―これは那覇市、沖縄市、それから
石垣市が入っていますけれども―とのワーキンググ
ループで鋭意検討中であります。
　活用に当たりましては、公平で幅広い世代で利用可
能な方法などをまとめた運用のガイドラインを早急に
取りまとめまして、10月上旬には試行運用していき
たいというふうに考えております。
　これからフェーズ２からフェーズ３に移行する時期
に入っていきますので、いよいよ選択的な経済再生の
時期に入っていくというふうに考えておりまして、そ
の際のワクチンパスポート、ワクチン接種証明、それ
から検査陰性証明ですか、パッケージというふうに政
府は言っておりますけれども、これはその際の有効な
切り札になっていくというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　長い答弁でしたけれども、ワクチ
ンパスポートと並行してやらないといけないのは、
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ＰＣＲ検査ですよ。陰性証明書ですよ。陰性証明書を
しょっちゅうこれでできるかというとできない。とい
うことになると、今度は保健医療部ですよ。これをゼ
ロまで下げないといけない。ＰＣＲ検査を無償でやる
ようにならなければいけない。この作業をやっていま
すか部長は。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時48分休憩
　　　午前10時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　全ての希望する方
が検査を無料で受けられるということではございま
せん。県としては、ある程度の御負担をいただいた上
で、県民が安価で受けられるＰＣＲ検査事業を行って
おります。それ以外には、行政検査としては無料でご
ざいますので、そこはできる限り広く捉えるという意
味もありまして、中部に行政検査のセンターをつくっ
たところでございます。また、様々な事業により、例
えば飲食店の従業員に対する無料のＰＣＲ検査等につ
いても実施しておりますので、そういうような方策に
より、より広く検査を広げていきたいと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　今、保育園で罹患者が増えているけ
れども、子供たちがＰＣＲ検査をできると思うか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時49分再開
　　　午前10時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今、学校ＰＣＲの
仕組みの中で学校、保育所ＰＣＲということで、チー
ムで９月下旬から実施しております。お子さんたちに
とっては、唾液で検体を採取するのは非常に困難なこ
ともございますが、最近はスポンジで唾液を取ってや
る方法であるとか、工夫が凝らされておりますので、
御家庭で唾液を採取して保育所で回収するというよう
な方法で今、やっているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　中部は、保育園の感染者が多いんで
す。みんな混乱している、お母さん方は。これはどこ
かの病院をその専用でやるとかいう形で、鼻腔からや
るような検査をどこか病院でやってくれたらありがた
いとみんな言っているんです。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午前10時50分休憩
　　　午前10時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員おっしゃいま
すとおり、やはり医療機関や小児科でそういうような
検査ができることは理想的だと思います。それをやっ
ていただいている診療所もございますが、今の学校Ｐ
ＣＲそれから保育所ＰＣＲについては、やはり一時期
に大量でやらないといけないということもありますの
で、そこは個人で採取して検査機関に持ち込むという
のが今、より迅速な方法ということで実施していると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　もう時間がありませんから、ただ所
見を述べさせていただきますと、本当に今、地元で何
が起こっているかというのは、我々議員は非常に敏感
にそこに反応するんです。ところが皆さんは県庁にし
かいない。地元で何が起こっているかが分からない。
こういうものは提案でしっかりとその都度その都度対
処していくようにしていかなければ、私は、沖縄県が
―皆さんが悪いと言っているわけではない。それ
は、地域に行っている議員たちがしっかりとそれを皆
さんに運ぶわけだから。だからそういうところもちゃ
んと理解をしていただいて、ちゃんと地元の人たちと
接しているところをもっとよく聞いてあげてくださ
い。
　以上です。ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
　　　〔金城　勉君登壇〕
○金城　　勉君　こんにちは。
　一般質問をさせていただきます。
　１点目、コロナ対策について伺います。
　５月23日以来続く緊急事態宣言の期間ですが、よ
うやく感染拡大の勢いが衰え、政府もあさって30日
で緊急事態宣言もまん延防止等重点措置も全ての地域
で解除する方向で検討に入っているとのことでありま
す。この間、日夜奮闘してきた担当部局をはじめ、医
療関係者や介護関係者などエッセンシャルワーカーの
皆様に感謝と敬意を表したいと思います。誠にありが
とうございます。引き続きの御奮闘よろしくお願いを
申し上げます。
　以下、質問します。
　(1)、感染初期の医療提供が重症化を防ぎ、医療逼
迫を防ぐと言われております。そのための体制整備は
どうか。
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　(2)、コロナワクチンの接種計画と今後の出口戦略
を伺います。
　(3)、コロナの影響で火葬場が逼迫しているという
情報があります。県の対応を伺います。
　２、次期沖縄振興計画の取組について。
　(1)、内閣府は、新たな沖縄振興に関する基本方向
を示しました。知事の受け止めと今後の取組を伺いま
す。
　次に３番、2022年度の沖縄関係予算について。
　(1)、内閣府による沖縄振興予算の一括計上方式の
メリット、デメリットについて御説明をお願いします。
　(2)、2022年度の沖縄関係予算は、概算要求額で
2998億円であります。県や市町村事業への影響を伺
います。
　４、基地問題について。
　(1)、普天間飛行場の危険性除去の取組と辺野古移
設についての県の姿勢を伺います。
　５、沖縄空手のユネスコ無形文化遺産登録につい
て、県の取組を伺います。
　６、国民文化祭「美ら島おきなわ文化祭2022」に
ついて。
　(1)、事業内容の説明をお願いします。
　(2)、市町村や関係機関との連携はどうか。
　７番目のオートバイの通行帯規制については取り下
げます。島尻忠明議員が丁寧に取り上げましたので、
取り下げます。
　８、動物愛護について。
　(1)、猫の虐待事例への対応と意識啓発活動につい
て。
　(2)、ＴＮＲ活動への県の支援について伺います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　金城勉議員の御質問にお答
えいたします。
　３、2022年度の沖縄関係予算についての御質問の
中の (1)、一括計上方式のメリット、デメリットにつ
いてお答えいたします。
　沖縄振興予算は、各省庁の予算を内閣府沖縄担当部
局に一括して計上する仕組みとなっており、沖縄振興
特別措置法に基づく沖縄振興計画に掲げた各種施策を
総合的かつ計画的に推進するため設けられておりま
す。一括計上方式のメリットは、各省計上方式と異な
り、内閣府沖縄担当部局へ一括して国庫要請を行うこ
とができることや、政府予算案の決定を受けた後、県
の予算編成へ迅速に反映させることができること等が

挙げられています。一方では、このような一括計上方
式は他県にはない独自の仕組みであることから、県内
外の方々に、沖縄県がいかにも優遇されているかのよ
うな誤解を与えてしまうということはデメリットの面
もあるのではないかと考えている次第であります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、コロナ対策の
取組についての御質問の中の (1)、感染初期の医療提
供体制についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場
合、県コロナ本部の看護師が電話で健康状態等の聞き
取りを行い、症状の重い方等については、速やかに医
療機関の受診及び入院の調整を行っております。軽症
等で重症化リスクの高い方については、重点医療機関
等で中和抗体薬による治療が行われているほか、宿泊
療養者及び自宅療養者については、毎日の健康観察を
行い、病状によっては、速やかに必要な医療につなぐ
体制を整えております。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、感染
者の重症化を防止するための医療提供体制の整備を
図ってまいります。
　同じく１の (2) のうち、ワクチン接種基本方針につ
いてお答えいたします。
　県は、ワクチン接種基本方針において、11月中に
希望する全ての県民への接種を完了するため、８月末
に１回目の接種を全人口の50％以上とする目標を設
定したところ、その実績は50.7％で目標を達成してお
り、９月26日現在においては、61.5％となっており
ます。県では、各市町村と意見交換等を行い、市町村
における接種を支援するとともに、県が設置している
ワクチン接種センターにおいて、接種枠の拡大、当日
受付及び若者世代に対する優先接種等の実施により、
ワクチン接種の加速化を図っております。これらのさ
らなる取組により、可能な限り早期に全人口の70％
以上へ接種が実施できるよう全力で取り組んでまいり
ます。
　同じく１の (3)、火葬場への対応についてお答えい
たします。
　県内の火葬場に調査を行ったところ、令和３年８月
18日現在、新型コロナウイルス感染症で亡くなった
方の遺体の受入れが可能と回答した火葬場は、21か
所中15か所、１日当たりの最大受入れ数は、29件と
なっております。県は、特定の火葬場に遺体の搬送が
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集中することを防ぐため、市町村、火葬場及び葬祭事
業団体に対し、令和３年９月７日付文書にて、圏域外
からの受入れなどの広域的な火葬に対する協力を依頼
しております。今後とも市町村等と連携し、円滑な火
葬を行うための環境整備に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、コロナ対策の取
組についての (2)、出口戦略についてお答えいたしま
す。
　県では、行動変容要請の徹底等により、新規感染者
数を抑制することで、緊急事態措置等の制限を段階的
に解除し、大規模集客施設の土日営業再開、感染防止
対策の認証を受けた店舗における酒類提供の条件緩和
等、経済活動再開に向けた取組の展開を検討しており
ます。今後は、ワクチン接種の推進をアクセルとし、
経済対策基本方針の出口戦略に基づいた需要喚起策
や業態転換を促す施策、デジタルトランスフォーメー
ションによる付加価値を生む新たな取組支援等の施策
を講じてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、次期沖縄振興計画の
取組の、新たな沖縄振興策の検討の基本方向について
お答えいたします。
　先月、国が公表した新たな沖縄振興策の検討の基本
方向においては、県と市町村が強く求めていた一括交
付金や高率補助制度の継続、跡地利用推進法の延長・
拡充等が盛り込まれたほか、子供の貧困をはじめ、教
育、産業の振興、社会資本整備、離島の振興など多く
の分野に係る沖縄振興策が示されたものと認識してお
ります。一方で、沖縄振興特別措置法の法的措置を講
ずる期間が示されていないことや、沖縄振興における
車の両輪として大きな役割を担う沖縄振興開発金融公
庫の現行組織の存続についても示されておりません。
　県としましては、法的措置を講ずる期間を10年と
するよう求めるとともに、同公庫の現行組織の存続に
ついて、経済界からも強い御要望があることから、沖
縄県の総意として引き続き国に強く求めてまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　３、2022年度の沖縄関係

予算についての (2)、令和４年度沖縄振興予算概算要
求の影響についてお答えいたします。
　８月末の内閣府の概算要求では、子供の貧困対策等
が増額要求され、産業競争力の強化等の経費が新たに
盛り込まれましたが、要求可能額が最大限活用され
ず、3000億円台に届きませんでした。そのため、今
後の予算編成過程において、事項要求している経費の
確保を図り、総額3000億円台の沖縄振興予算を維持
していただくよう、あらゆる機会を捉え、要望してま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　４、基地問題について
の (1)、普天間飛行場の危険性除去と辺野古新基地建
設についてお答えいたします。
　普天間飛行場の危険性除去について、県は、これま
で普天間飛行場負担軽減推進会議等において、オス
プレイ12機程度の県外拠点配備や所属機の長期ロー
テーション配備など、宜野湾市と連携し具体的な取組
を求めているところです。辺野古新基地建設について
は、軟弱地盤の存在が判明し、防衛省から、提供手続
の完了までに約12年を要することが公表され、県と
しては、辺野古移設では普天間飛行場の一日も早い危
険性の除去にはつながらないことが明確になったもの
と考えております。同飛行場の速やかな運用停止を含
む一日も早い危険性の除去は喫緊の課題であり、日米
両政府においては、辺野古が唯一の解決策という固定
観念にとらわれずに、同飛行場の県外・国外移設につ
いて再検討していただきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　金城勉議員
の御質問の５、沖縄空手のユネスコ無形文化遺産登録
についての (1)、沖縄空手のユネスコ無形文化遺産登
録の取組等についてお答えします。
　県では、沖縄が世界に誇る伝統文化である空手を次
世代に正しく保存・継承し、空手発祥の地・沖縄を国
内外に広く発信するため、沖縄空手振興ビジョン等に
基づき、ユネスコ無形文化遺産登録に向けた取組を推
進しております。昨年８月、知事を会長として幅広い
分野の関係機関で構成する沖縄空手ユネスコ登録推進
協議会を設置し、県民の機運醸成や登録に必要な調査
研究に取り組んでいるところであり、関係者の連携の
下、国への要請等を行いながら、早期の登録実現を目
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指したいと考えております。
　次に６、「美ら島おきなわ文化祭2022」についての
(1)、事業内容についてお答えします。
　第37回国民文化祭、第22回全国障害者芸術・文化
祭は、統一名称を ｢美ら島おきなわ文化祭2022｣ と
し、復帰50周年記念事業として、令和４年10月22日
から11月27日までの37日間開催いたします。期間
中、「文化芸術の花　咲いわたり」を大会テーマに、
県は総合フェスティバルとして、開閉会式、沖縄文化
発信事業、シンポジウム、国際交流事業、障害者交流
事業を実施し、市町村は分野別フェスティバルとし
て、独自の文化イベントのほか、全国の文化団体と連
携したイベントを実施します。
　同じく６の (2)、市町村等との連携についてお答え
します。
　県では、市町村実行委員会等が実施する事業との連
携を図るため、令和３年５月に市町村説明会を開催し
たほか、６月以降も個別ヒアリングを実施していると
ころです。また、先催県の例も参考に、事業費の一部
を支援する予定であり、大会期間中、沖縄の伝統文化
をはじめ、民謡やクラシックなどの音楽、アート、茶
道や華道などの生活文化、食文化など、離島地域を含
め、全市町村で多彩な文化イベントが開催されるよう
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　８、動物愛護についての
(1)、猫の虐待事例への対応と意識啓発活動について
お答えします。
　猫の虐待は、動物の愛護及び管理に関する法律で禁
じられている犯罪行為であります。県では、虐待の防
止を図るため、一生うちの子プロジェクトを展開し、
テレビ・ラジオＣＭの放送やポスター・リーフレッ
トを配布し、虐待は犯罪であることの周知に努めてい
るところであります。また、虐待事例が発生した際に
は、県警や市町村等の関係機関と連携して対応してお
ります。引き続き動物の虐待防止に向けた取組を推進
してまいります。
　同じく８の (2)、ＴＮＲ活動への県の支援について
お答えします。
　飼い主のいない猫を捕獲し、不妊去勢手術後、捕獲
場所に戻すというＴＮＲ活動は繁殖抑制効果があると
考えております。一方でＴＮＲ実施後、管理が不十分
で、餌や排せつ物による悪臭の苦情等が解消されない
事例も発生しております。

　このため、県としましては、ＴＮＲ実施後、地域住
民が飼育管理する地域猫活動を推進しており、当該活
動を行う自治会等に対して、不妊去勢手術を実施する
などの支援を行っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　再質問をさせていただきます。
　御答弁大変ありがとうございました。
　まず最初に、コロナ対策の取組についてであります
けれども、本当に担当部局の皆さん方の御奮闘によっ
て、こういう形でピークを過ぎて、ようやく解除の方
向に向かったということは喜ばしいことであります。
それで今回の５波のケースで明らかになったことは、
この軽症、初期段階あるいは中等段階で、抗体カクテ
ル療法など治療薬の点滴投与によってすごい効果が発
揮できたということが分かりましたので、次、第６波
が起こるかもしれないと。これが年末年始なのか、そ
ういうこともあり得るという予想もありますので、そ
れについての対応・準備を怠りなくやる必要があると
思いますけれども、そのことについての見解を伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員御指摘のとお
り、感染初期に医療提供体制が万全であれば重症化を
防ぐことは重要なことだと思っております。そのため
に、軽症の間に治療できる抗体カクテル療法について
は、今30の医療機関で実施が行われております。そ
れから県でも、入院待機ステーションで一部実施をし
ているところでございます。また、さらにいろいろな
お薬についても承認がされたということもございます
ので、そういった情報も取りながら、軽症者を重症化
させないというような対策を強めていきたいと考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　よろしくお願いします。
　治療薬も次々と開発されて、今日の新聞報道でもあ
りますけれども、日本のロナプリーブの治療薬に加え
て、イギリス製も開発されて厚労省が特例承認したと
いう報道もありますので、そういう下準備をしっかり
お願いしたいと思います。
　それでもう一つは、県と市町村が連携をして、自宅
療養者への対応について情報共有をしようということ
で私も提案を申し上げたんですけれども、それはもう
ひとえに保健所の負担軽減にもつながるし、そしてま
た自宅療養する方々の密な、そういう面倒を見ること
ができるということにもつながると思いますので、今
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現在、その連携はどのようになっておりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時16分休憩
　　　午前11時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　自宅療養者の情報
につきましては、これまで市町村に提供していなかっ
たところでございます。今般の拡大に伴いまして、や
はり県からの食料の配食についてはなかなか追いつか
ない部分もございましたので、市町村でやっていただ
いている配食サービスであるとか、生活回りの物品の
搬送というところの御協力は非常にありがたいと思い
ます。県としましても、国の通知を受けまして、県と
してデータを市町村に提供するために、市町村に対し
てこういう目的に限ってということでデータを提供し
たいという通知を出しております。配食サービス等に
ついて御協力いただける市町村からは、文書をいただ
きまして、個人情報でございますのでその取扱い等に
ついて明記をされた文書をいただいて、覚書のような
形で県と市町村で了解したということで始めていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　密な連携をよろしくお願いします。
　それから、もう一つは保健所の役割として、その自
宅療養者の健康観察、経過観察もありますけれども、
これについて民間の病院など、そういうところに委託
するということはいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　自宅療養者につい
ては、特に中南部については保健所だけでは到底追い
つきませんので、県のコロナ本部に健康管理センター
をつくりまして、そこに看護師を配置して、また県の
事務職員それから非常勤の職員等を採用しまして、
今、行っているところでございます。民間の医療機関
に委託というのもなかなか難しいところではございま
すが、その管理センターにおいても医師会からの御協
力で医師を配置していただくなどして、医療に対して
も御助言をいただいているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　ぜひこれも保健所の負担軽減につな
がることですから、また御検討をお願いいたします。
　次に、コロナワクチンの接種計画についてですけれ
ども、順調に進んでいると、11月までには目標完了
できそうだということで報告がありました。これから
は若い世代への普及をしっかり進めていただければ、

感染拡大の防止にも直結することですから、ぜひよろ
しくお願いをいたします。
　それで、緊急事態があさって解除されるというふう
になると、県としては、今後は独自の措置を講じてい
くという考えのようですけれども、そのときに協力業
者、一定の時間制限はやるという方向になっているよ
うですから、それについての協力金などの手当ても必
要かと思いますが、財源などについて御説明お願いし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時20分休憩
　　　午前11時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　協力金の財源につきまし
ては、地方創生臨時交付金、これを充てておりまし
て、加えて即時対応交付金というのも営業時間短縮要
請に係る国の財政支援がございます。これらの財政支
援が引き続き講ぜられるよう、今注視しているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　それでは出口戦略としてのことです
けれども、感染が落ち着いてきて、できるだけその落
ち着いたということを前提にして経済活動、社会活動
を回していかなきゃいけないんで、そういうところで
具体的に考えていることはありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、沖縄県の経済対策基本方針に基づきまし
て、全ての産業の基盤となる事業継続のための資金繰
り支援や雇用維持の施策を継続して実施しておりま
す。また、幅広い事業者が対象となる国の月次支援金
や県の観光関連事業者等応援プロジェクトのほか、県
産品の送料支援、それからキャンペーンの実施等によ
る消費喚起、学校給食等への県産品提供などを継続し
て実施しております。なお、緊急事態宣言等の解除後
は、バスツアーや観光体験等の利用促進施策によりま
して、観光関連産業の支援につなげてまいりたいとい
うふうに考えております。
　今後も経済活動への影響を最小限にとどめるため、
追加の補正予算も視野に、庁内や経済団体と連携調整
を行い、必要な対策を講じてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　感染が広がる前にＧｏＴｏキャン
ペーンあるいはまた、そういった事業がありましたけ
れども、様々感染が急拡大したおかげで厳しい批判も



─ 274 ─

受けました。しかし、やはり観光産業で成り立つ沖
縄、いずれそういうところに着手しなきゃいけない
と思うんですけれども、その辺の方法、あるいはスケ
ジュール感はどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　緊急事態宣
言措置終了後は感染防止対策を徹底しつつ、感染状況
を見極めつつ、先ほどもありましたけれども、観光体
験支援事業あるいは地域観光事業支援、それからおき
なわ彩発見バスツアー促進事業等、域内需要の喚起を
図ってまいります。その後はワクチンの接種状況や県
内外の感染状況を見ながら、ワクチン接種者、それか
らＰＣＲ等検査の陰性者、高齢者を含めたファミリー
層、富裕層、ワーケーション等、ターゲットを明確に
し、域外需要の取組を推進してまいります。
　それからＧｏＴｏトラベル、そこは全国的な感染状
況が総合的に改善された段階で再開されるというふう
に期待しておりますけれども、国のほうでは全国基準
のステージ２相当以下に落ち着いた際に再開される
と、そういうふうな説明もありました。再開されます
と、そういった再開により高まった旅行マインドを戦
略的に獲得するために、様々なメディアを活用して、
沖縄の魅力を効果的に発信して、沖縄観光の回復を
図っていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　どうもありがとうございます。
　次に、沖縄振興計画の取組について伺います。
　私ども公明党も自民党さんと一緒に、この取組につ
いては党本部にも協力をお願いしながら、官房長官や
あるいはまた沖縄担当大臣にも直接要請をしてまいり
ました。県民のためにもしっかりと国政与党の一角と
して取組をしてまいりたいと思います。
　ただ、先ほど答弁もありましたように、新たな沖縄
振興の基本方向が示されましたけれども、そこにはや
はりこの一括交付金の継続など明記されている部分
と、一方で特措法の期限が明示されない、あるいはま
た公庫の継続もまだ分からない、そうした厳しい状況
もありますが、これについて知事の認識を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど企画部長から答弁を
させていただきましたが、新たな沖縄振興策の検討の
基本方向については、やはり県や市町村が求めていた
一括交付金、高率補助制度の継続、跡地利用推進の延
長・拡充などが盛り込まれている一方で、この沖縄振
興計画はいわゆる単年度的な計画ではなく、やはりあ
る一定の長期計画のゴールを見据えて、そこに向けて

どのように年次的に計画を成立させていくかというこ
とが、この今次における振興計画でも、コロナウイル
ス感染症の前までの右肩上がりの経済は、その整って
きた状況がまさにアジアのダイナミズムを取り込み、
沖縄の目指す方向性、ひいては国内の経済にも寄与す
る、そういう地理的優位性がしっかり表れていたとい
うように思います。それは、やはりある一定期間、そ
の計画が積み上げられてきたことの証左でもあります
し、次期振興計画においてもやはり10年スパンの振
興計画の設置、そして何といいましても、この振興計
画に車の両輪として欠かせない沖縄公庫の存続などに
ついても、引き続き求めていく必要があるというよう
に認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　現在の５次の計画の策定のときに、
謝花副知事はよく御存じでしょうけれども、民主党政
権のときに、仲井眞知事が一生懸命立場は違いながら
も、沖縄県の発展のためにということで、大変な努力
をして交渉をして、そしてまとめた経緯があります。
それと比べたときに、今回のこの第６次に向かう今の
沖縄県政、玉城県政の在り方については、非常にこの
熱意というか、どうしても次の10年計画をつくらな
ければならないという知事のメッセージ、そして思い
というものが全然伝わってこないんです。こういう形
でその期限も明示されない、重要な公庫の存続も分か
らない。そういういろんな課題が残されたままになっ
ておりますけれども、次年度予算についても厳しい査
定がされました。そういうことについて、知事は一生
懸命頑張るとは言っているけれども、具体的にどう頑
張るんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御指摘のように、10年
前の特措法制定のときには政権交代がなされ、そして
当時の仲井眞知事の県政においても新しい計画、一括
交付金などのその重要な計画を沖縄の将来に向けて取
り組みたいということで、非常に我々も、その当時国
会に籍を置いていた者としては、沖縄の振興、これは
もう絶対に党利党略、政争の具にあってはならないと
いうことで、党派を超えて各党が協力をしたというよ
うな状況と、国から地方へ権限をしっかりと移譲する
というような方向性も相まって国、政府のほうも足し
げく沖縄に通ってこられたということもあったかと
思います。しかし今般、やはりこの新しい振興計画に
ついては、これまでも市町村や経済界からの要望、各
方面からの要望も含めて、しっかり要請をしてきてい
るものでありますが、全体像がしっかりと固まるまで
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は、引き続き国に対して強くアクションを起こしてい
きたいというように考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　頑張ってください。
　やっぱり知事の存在感は非常に薄いです。我々公明
党としてもしっかり沖縄振興計画、次の計画に向けて
取組を進めていきたいと思いますけれども、知事の熱
意がなければ、非常に厳しいと思っております。
　それで、今回６回目を迎えようということで取組を
しておりますけれども、この知事の認識を伺います
が、沖縄振興計画、いつまでと考えておりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄振興に定め、規定さ
れております特別な措置、これについては沖縄が抱え
る特殊事情、これから生ずる政策課題に対応するため
に講じられているものでございます。したがいまし
て、特殊事情から派生する課題が解消されるまでの間
は、特別な措置が必要になるものというふうに考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　知事、知事の認識を伺いたいんです
けれども、酒造組合、そしてオリオンビールの皆さん
方が、そうしたこれまで受けてきたこの優遇税制とい
うものを期限を区切って卒業したいということで表明
がありました。やはり我々沖縄県民も、復帰のそうい
ういろんな課題のために、償いの心で沖縄振興をやろ
うということでスタートしたのが、もう50年たとう
としております。そして60年を求めようとしており
ます。そういう中で、我々沖縄県民はいつ、どこで、
他の46都道府県と同じ立場になるべきか。これはも
うやはりお互い議論しなきゃいけない時期に来ている
と思うんですけれども、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この間、酒造組合やビール
メーカーの方々には、非常にその県産品の振興として
頑張ってこられたことに対しては、非常に敬意を表し
たいというように思っております。そしてこれから
はなお一層沖縄の地場産業が振興できるよう、我々も
しっかりと腰を据えて取り組んでいかねばならないと
いうように考えておりますが、今お示しをさせていた
だいております次期振計の素案においては、本県の１
人当たりの県民所得、これが本土の水準の７割前後で
推移をして、まだまだその県民所得も向上させなけれ
ばならない。それからこの間、アジアのダイナミズム
を取り込むことで、10年先を見越した臨空・臨港都
市のイメージもしっかりと具現化していく、様々なそ

の取組はこれから先の振興にもしっかりつながってい
くものと思います。そこで、これからも振興計画を、
ぜひこれからはＳＤＧｓの理念も重ねていって、県民
が積極的に参画をしていく中で、誰もが誇りと豊かさ
を実感できる島にしていくということを目標に頑張っ
ていく所存でありますので、なお、大きな目標を掲げ
て取り組んでまいりたいというように思っておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　期限とか、スケジュール感はどうで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時33分休憩
　　　午前11時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども答弁で申し上げた
とおり、やはり10年スパンの計画で先を見据えてバッ
クキャスティングをしていって、これから３年後はこ
ういう姿、５年後はこういう姿ということを思い描い
ていきながら、一年一年それを積み重ねていくための
ロードマップ、その方向性をしっかりと重ねていきた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　歯切れが悪いですね。仲井眞県政の
ときにつくった沖縄21世紀ビジョンは、2030年を一
つの目標にしておりました。そのときには、やはり自
立した沖縄県というものをしっかりつくっていこうと
いう気概があったんですね。知事の口からはそういう
ことが聞こえてきません。
　そして次の沖縄関係予算について、一括計上方式に
ついて知事から御答弁をいただきましたけれども、こ
の制度が採用された経緯、理由について御説明くださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄振興策を総合的に推
進していくため、沖縄担当部局―以前の沖縄開発庁
ですね―ここで予算を計上する一括計上が取られた
という経緯でございます。
○金城　　勉君　いやいや経緯は分かっているんだ
よ。理由、それがその制度がなぜ他府県とは違う一括
計上方式になったか……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時34分休憩
　　　午前11時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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○企画部長（宮城　力君）　沖縄振興の必要性、先ほ
ど申し上げた４つの特殊事情があって、これから生ず
る政策課題があって、これを解決する必要がある。沖
縄振興策を講ずる必要性、それからこれまでの経緯等
含めて、総合的に沖縄振興策を推進する上で予算を一
括して計上する仕組みができたというふうに認識して
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　それは、他の都道府県と同じような
システムではできなかったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　ほかにも離島振興法と
か、離島地域を対象にした一括計上方式等がございま
す。これらも踏まえた上で、沖縄振興予算の一括計上
方式が取られたというふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　時間がない。やはりもっとお互い
沖縄県民としての矜持を持って、自立に向けてもっと
もっと積極的に振興計画を捉えるべきだと、捉え直す
べきだと思います。
　次に、普天間飛行場の危険性除去について。
　知事は一丁目一番地というふうにもおっしゃったこ
とがありますけれども、取組を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県としましては、かねてから辺野古新基地建設問題
につきましては、対話によって解決策を求めていくこ
とが重要だというふうに考えております。政府との
間では、杉田官房副長官と謝花副知事とで行われた集
中協議に加えて、玉城知事におかれましても４回にわ
たって安倍前首相と面談し、対話による解決を求め、
令和２年10月７日には菅首相にもお会いし、改めて
協議の場を求めたところでございます。普天間飛行場
の危険性除去につきましては、政府と県、宜野湾市の
共通した課題であり、県といたしましては、財政的に
もリスク面からも完成が困難であると思われる辺野古
新基地建設につきましては、この建設計画とは関わり
なく、同飛行場の速やかな運用停止を含む一日も早い
危険性の除去を実現する必要があるというふうに考え
ているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　今、公室長は辺野古移設、軟弱地盤
の話もしました。
　知事に伺いますけれども、普天間飛行場の代替施設
としての辺野古移設工事は完成すると思いますか。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時37分休憩
　　　午前11時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　現在、変更承認申請
書の提出を受けて、環境保全ですとか災害防止に関す
る項目について厳正に審査を行っているところでござ
います。
○金城　　勉君　完成すると思うかということを聞い
ているんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今、変更承認申請書につい
ては、厳正に審査をしているところであり、完成する
か否かについては先は見通せないものと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　与党の皆さん方の質問もよくあるん
ですけれども、あるいはまたマスコミでも、また識者
の中でも話があるんですが、この軟弱地盤があるため
にこの工事は完成まで行かないだろうという話もあり
ます。そういうことについて、私は、知事はこのこと
を踏まえて、そしてどうせそういう工事、いろんなこ
とを県が行政的に抵抗しても、これまでの経過を見れ
ば、その工事が止まると思えない。であるならば、知
事、普天間飛行場の危険性除去というのが何よりも優
先されなければならない。私も普天間飛行場は県外・
国外がいいと思っていますよ。しかし、今の現実を踏
まえたときには、辺野古の移設工事は国は止めない。
そうであるならば、何年かかるか分からない。予算も
いくら投下されるか分からない。そういう状況であれ
ば、その辺野古工事については、もう県としてはその
まま置いといて、国が進めるものに任せて、そして辺
野古移設―普天間飛行場の危険性除去というものを
国に強力に求めていく、ここに絞り込んで国との交渉
に臨んだらどうかというふうに思いますけれどもいか
がですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時40分休憩
　　　午前11時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　普天間基地の危険性の除去
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は喫緊の課題だと、これまでにも度々申し上げてきて
おります。それには12年以上かかるとされている辺
野古の移設では、その喫緊の課題に対応することはで
きません。ですから、我々は一日も早い危険性の除
去、普天間基地の閉鎖・返還を目指して、県外・国外
へのローテーション配備等を検討するべきであるとい
うことを申し上げております。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　いつからそのことを言っているん
ですか、知事。ただ言うだけ。現実には普天間の危険
性は放置されたままで、しかし一方で工事は進んでい
く。そういう状況です。ですから、交渉というのはい
ろんな方法を駆使して、県民の命を守り、危険を除去
するという方法を考えなければならないと思います
よ。だから私は知事のそういう交渉の在り方というの
は、実に稚拙だと思っていますよ。
　今年もあったように、予算の要望をしながら、一方
では基地を50％以下に下げろとか、それを同時並行
で進めていく。やはり負担軽減は必要ですよ。しかし
交渉事というのは、そのやり方があるでしょう。この
危険性除去についても辺野古移設についても、それを
逆に辺野古移設というものを国が強行に進めるんだっ
たら、それをてこにすればいいじゃないですか。そし
て、普天間の危険性をそのまま放置するんですかと。
５年運用停止を約束したじゃないですかというような
ことも持ち出して、そしてまずは普天間の危険性の除
去、運用停止を求める。そして実現をする。これを最
優先すべきだと思うんですけれども、そのための交渉
を、方法を変えてやるべきではないですか。いかがで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　いろいろな御意見があるこ
とはもちろん承知をしておりますが、だからこそ私は
工事を中止し、沖縄県と対話する場をつくってほしい
ということを常々申し入れているわけです。それが実
現していないのは非常に残念であると思いますし、
県民は一日も早い普天間基地の危険性の除去を望んで
いるということは、現実的な問題であります。現実的
な問題があるのであれば、やはり現実的な問題に対応
するためには対話が必要です。対話の中から、いろい
ろな意見が出てくることもありますでしょうし、また
そこでいろいろな発見も出てくるでしょう。その中で
どのような交渉が行われていくのかということは、こ
れは手続の中での重要なポイントですから、最初から
何々ありきということで進めても必ずしも上手くいか
ないということもありますでしょう。ですから、対話

の場を設けてほしいということをこれまでも重ねて申
し上げている次第であります。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
○金城　　勉君　以前にも私はここで質問しましたけ
れども、対話対話とおっしゃるからには、対話の戦略
というものがあるんでしょうねと聞いたら、知事はい
とも簡単にありませんと言った。戦略はありません。
ただ言っているだけ。具体的に効果あらしめる、そし
て県政、県が、県民が求めることを具体的に結果とし
て示す。そういうことが求められているんですよ。言
いっ放しで、対話対話といつまでも言っておけば政府
の責任に転嫁できるからという、こういうやり方で普
天間の危険性が放置されていていいんですか。そこを
やっぱり私は方法を変えて、そして具体的な対話の戦
略を持って交渉をすべきだということで申し上げてい
るんですけれども、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　繰り返しの答弁にはなりま
すが、どのような協議の場であってもお互いがある一
定の考え方を持って臨むことはそれは当然でありま
す。しかし、繰り返し申し上げますけれども、一義的
に日米両政府で県民の頭越しに、国防と外交は国の専
権事項だということで進めている以上、そこに県民の
意思が乗らなければ、県民の理解は得られないと思い
ます。そのためには県民の声を聞く対話の場は絶対に
必要であるということをかねてから申し上げている次
第です。
○金城　　勉君　もっと話したいんですけれども、残
念です。
　終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　ありがとうございます。
　まず、コロナ対策からではあるんですが、この１番
の保健所・医療機関の負担軽減での健康管理センター
開設でということで、先ほど対策本部の中にこの管理
センターを設置して、いろいろと対応しているんだと
いう答弁がありました。一番感染が拡大しているとき
に、在宅療養の数がもう2000名を超える、3000名近
くになるという時期があったんですが、この管理セン
ターというのは、県の職員がいろんな電話、架電もし
ないといけないんだとか、そういう対応をしていたよ
うなんですけれども、この管理センターはどういう形
の役割を果たしているんですか。どういうお仕事をさ
れているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時46分休憩
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　　　午前11時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず陽性者として
発生届が出ましたらその情報が入りまして、まず看護
師がその状況を聞き取って、その中で医療コーディ
ネーターがいらっしゃいますので、その方に相談をし
て、入院なのか、ホテル療養なのか、自宅療養なのか
ということを決めていきます。その中で自宅療養に
なっている方々については、最初はやはり看護師でな
いと非常に厳しいんですけれども、その後、健康観察
をしていくに当たってはマニュアルがございまして、
県の職員を動員するなどして対応しているところで
す。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　先進事例でいろいろとあるんです
が、部長、地域医療、神奈川県が結構先行していると
いうことで、神奈川モデルというのを御存じでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時47分休憩
　　　午前11時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　申し訳ありませ
ん。詳しくはちょっと存じ上げないのですが、市中の
クリニック等との連携があるのかというような認識で
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　この日経新聞でも、都道府県と市町
村が連携を取って、この自宅療養者の情報共有が急務
かということで―先行する自治体で、神奈川が４月
からもう事前に覚書―先ほどもあったんですけれど
も、この市町村と覚書を締結をする中で情報提供を始
めたというような形が、もう４月から神奈川は始めた
わけです。私がこの質問で出しているその健康管理
センターというのも、重篤、重症、中等症、軽症とい
う部分になるわけですから、この中等症、軽症の部分
は、先ほど金城議員からもあったように、これは例え
ば民間の医療だとかコンサルに任すような形での、
そういった部分を活用しての割り振り、保健所がやる
分、県がやる分と、そしてまた軽症だとか中等症のそ
ういう管理の電話だとか、在宅だとかは分けてやった
ほうがいいんじゃないかという提案ではあるんです
が、その辺はどうお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午前11時49分休憩
　　　午前11時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　すみません、先ほ
どの神奈川県の例は、自宅療養者等の情報提供を市町
村にやって、自宅療養者のケアを県も市町村も一緒に
というような内容でございます。
　県としましては、先ほど答弁しましたとおり、自宅
療養者の配食サービス等については市町村と連携を
取ってやるということで、現在22の市町村からその
回答を得ていまして、それを進めているところです。
ただ、今の健康観察については、やはり市町村にお任
せするのは非常に厳しいという状況もございますの
で、県の健康管理センターで看護師、それから必要に
応じて医師が対応するのがやはり一番いいのかなとい
うふうに思っております。その中で、やはり医療の必
要性があるという方については、もちろん入院調整を
しますし、自宅に医師が訪問して診察する場合と、そ
れから看護師を訪問させて対策を取る場合といろいろ
ございます。そういうような医療的な側面からの対応
についても、この健康管理センターが今、担っている
というところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　だから、分けて考えたらいいんじゃ
ないでしょうかということですよ。軽症から中等症か
ら全部今、管理センターがやる。重篤でも重症でも。
そういったことではなくて、重い部分をしっかりと保
健所なり、皆さん対策本部がやる。軽症の部分はそう
いう民間だとか、民間のその病院だとか、医師会を含
めた部分にそういった部分での管理センターを設け
て、県がしっかりとやって、市町村とのサポートをや
るということが大事なはずでしょうから、今のこの感
染が少なくなってきた。抑止してきている状態。在宅
も今もう昨日の時点で500名というわけですから、今
の時点でその体制をつくるべきだというふうにも私は
思っておりますので、これは提言として終わらせても
らいます。
　次に、ウイズコロナ、疲弊した経済をどのような形
で盛り上げていくかというところもあるんですけれど
も、観光関連事業者等応援プロジェクト支援の給付状
況、お伺いをいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　観光関連事
業者等応援プロジェクト支援金につきましては、令和
３年７月30日から申請受付を開始しておりまして、



─ 279 ─

９月26日時点で申請件数が3175件、うち給付済件数
は2012件、給付済額は２億4607万円となっておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　当初の皆さんのこのプロジェクトの
対象事業者というのは、１万1000社余り、１万1611
という分での概要になっております。これ時期的にも
11月30日までというようなものもあると思いますけ
れども、どうしてこの約１万2000に対してまだ3000
という数字にしかなっていないのか、この理由をお聞
かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　この応援プ
ロジェクト、緊急事態宣言等による人流抑制などによ
りまして影響を受けた幅広い観光関連事業者を含め、
それに関わる幅広い事業者に対して給付金を支給す
るということでございまして、先ほど申しましたと
おり、3175件の申請―これは想定しています１万
1600件の大体約27％相当に達しております。申請状
況を見ますと、１日当たりの申請件数が８月が45件、
９月が67件と約1.5倍に増加しておりますので、周知
が浸透していきますと今後申請の増加が見込まれると
いうふうには考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　国が進める月次支援金をもらわない
と、県のこの上積みはないわけですよね。このことが
影響しているとは思わないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　おっしゃる
とおり、県の独自の支援ということで、国の月次支援
金に上乗せ給付という仕組みを取っておりますので、
月次支援金の給付状況に影響は受けるという形になっ
ています。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　知事、これいろんなところ、その分
がほかの都道府県もあるんですけれども、広島県はこ
の月次支援金とは別個で、独自でそのことを出すわけ
です。この国の月次支援金云々は関係なく、その影響
した事業者に対してのものを独自でやっていく。この
ことをやらないと、沖縄県の観光―いろんな疲弊し
た沖縄の経済、事業者の皆さんに行き届くことはない
んじゃないでしょうか。その辺は、独自でそのことを
やっていくというお考えはないんでしょうか、どうで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　国の施策と

の相乗効果というところで、国の施策に上乗せする県
の独自のスキームということでございます。おっしゃ
るとおり、月次支援金の支給につきまして、国のほう
で書類不備の解消に時間がかかったり、不備解消に至
らない状態が続いているという御説明もあります。
　県では、この月次支援金それから応援プロジェクト
も含めまして、県独自の相談窓口を沖縄県産業振興公
社に設置しておりまして、また登録機関である商工会
や商工会議所と連携して、申請や書類処理の取扱い等
に対するアドバイスを行っているところでありまし
て、今後もこの産業振興公社の相談窓口、それから商
工会との連携を強めていきたいと思っています。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　今、部長がおっしゃったとおりに国
の支援金の部分で、何で受けられないのかが分からな
いという事業者が数多くいらして、結局諦めるわけで
すよ。これを諦めることは、この分での申請はしない
ということになってくるわけですから、これだけ18
億の予算をつけてやったわけですので、今あるよう
に、今の時点で3000社でしかないということを考え
ると、１万1600ということを皆さん対象にしたわけ
ですから、このことはやっぱり県独自で、切り替えて
でもやるべきだというふうにも思っておりますので、
よろしくお願いをしたいと思います。
　次に、生活困窮者住居確保給付金の実績状況、伺わ
せてください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　新型コロ
ナ対策として対象を拡大しました住居確保給付金の実
績、これは特例的な扱いが認められました令和２年の
４月下旬から今年の８月末までの支給状況でございま
すけれども、新規支給決定件数が4092件、支給決定
額が約９億200万円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　いろんな支援金があるんですよね。
沖縄県のこの支援の部分での生活困窮者自立支援制度
ということで数多く制度があるんですけれども、大ま
かでいいですので件数等お分かりでしたらお答えくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　生活困窮
者自立支援事業には様々なメニューがございますが、
その主なものといたしましては、相談支援事業、これ
は相談を受けまして、個々の皆様の事情に沿った支援
プラン等を立てて、寄り添い支援を行っていく事業で
ございますが、こちらのほうが令和２年度の実績で
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２万7510件、これは令和元年度の6.8倍になっており
ます。また、答弁申し上げました住居確保給付金に関
しましても、令和２年度という年度で区切りますと、
3376件ということで、令和元年度の約28倍になって
おりますし、またこのほかにもいろいろございます
が、例えば家計改善支援ということで債務整理のお手
伝いですとか、生活に必要な資金―生活福祉資金の
紹介、つなぎなどを行っている事業もございます。こ
れが141件ということで、様々な事業を総合的に実施
して、生活困窮者の支援に当たっているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　これだけいろんな事業、そして相談
件数が２万7000というのが多いのか少ないのか、僕
はちょっと分からないんですけれども、周知的にはど
うされているんですか、これ。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県のホー
ムページ、広報媒体等を通して周知をしているほか、
これは11市と町村部は分けて管轄しておりますが、
県管轄の町村部には各町村に戸別配布をできるような
パンフレットをお願いして、例えば村の広報誌などに
挟んで各戸に配送していただくような取扱いをして、
周知に努めているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　先ほども県と市町村の連携というこ
とがありましたので、こういう支援の分でも、皆さん
もこれは市町村と連携を取りながらされているという
ことでしょうから、しっかりとこの周知―本来必要
としているところにしっかりとその支援が行き届くと
いうことをぜひお願いしたいと思っています。
　次に、自主財源の確保に向けてということで、私、
うたわせてもらっているんですけれども、ふるさと納
税、それと企業版ふるさと納税の実績と取組状況を聞
かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　本県のふるさと納税の令和２年度実績は、10億
9088万3000円となっており、前年度の実績１億
8883万3000円と比べると、９億205万円の増となっ
ております。その主な要因ですが、首里城火災復旧・
復興支援寄附金が前年度に比べ８億6924万2000円増
加したことによるものでございます。ふるさと納税の
受入れにつきましては、ポータルサイトやワンストッ
プ特例制度を活用することにより、決済手段の多様化
や手続の簡素化など寄附者の利便性の向上に取り組ん

でいるところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県内市町村におけるふる
さと納税の令和２年度の実績は、67億3000万円と
なっており、前年度64億9000万円と比べ、２億4000
万円の増となっております。県は市町村に対して、
さらなる活用促進に向けた優良事例の紹介等を行って
おります。また、企業版ふるさと納税の実績について
は、これまでに子供の貧困対策への寄附として、２社
から合計200万円を御寄贈いただいております。沖縄
県への寄附の呼びかけにつきましては、県ホームペー
ジへの掲載に加え、東京・大阪等の県外事務所でパン
フレットを設置・配布しており、今後は新型コロナウ
イルス感染症の感染状況を見極めた上で、企業訪問な
どに取り組んでまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　企業版が、なかなかこの寄附の額が
伸びてないと。そのお願いに行けないというところも
あるんですけれども、この企業版は子供の貧困と首里
城に対する火災復興というこの二本立てにしているわ
けですよね。このコロナで疲弊する我々沖縄経済に対
しての部分を、その企業版のふるさと納税に追加して
やっていくという考えはないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　企業版のふるさと納税
は、その寄附を行う代償として、経済的な利益を受け
ることが禁止されております。したがいまして、寄附
をする側の企業、この方々の行っている事業と寄附を
受けた県としてどういう事業に活用するかという、
このマッチングといいますか、すり合わせ等も必要に
なってくるところでございます。今現在、子供の貧困
対策、子育てセーフティーネットの充実、児童生徒の
学習支援、離島過疎地域の定住条件の整備、それから
首里城等について受けられる状況にありますが、必要
に応じてこの計画の認定の変更を検討したいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　ぜひこれは国と調整しないと、国
の了解を得ないといけないというところもあります
ので、ぜひ頑張ってほしいなという分と、ふるさと納
税、沖縄県だけで10億と、全体的に70億近くのふる
さと納税が、返礼品の部分があるんですけれども、こ
れ例えば返礼品の額、大体どれぐらいの部分で使われ
ているんでしょうか。収入の―例えば泉佐野市でい
ろんな問題があったんですけれども、５割はこの返礼
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品に使っているんだとか、事務手続があると。沖縄県
はどうなっているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　議員おっしゃるとおり、
この寄附をいただいた額の５割以上を経費にかけては
ならないという決まりがございます。令和２年度の市
町村のふるさと納税の状況ですけれども、先ほど申し
上げた受入れの実績が67億円、これに対しまして、
返礼品に係る費用としまして32億円、５割以内です
けれども、５割弱が返礼品等にかかっている費用と
なっております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　考えようによって、１万円の寄附を
もらうために5000円使うわけですよ。ところがこの
5000円の部分というのは、返礼品ですので、各地域
の皆さんのその事業、事業をやっている沖縄のその物
が送られるわけですから、事業者にとってこの使い方
はいいわけです。ところが我々は他府県と違って輸送
費があるわけですよ。この輸送費の部分をしっかりと
見てくれということを国に要請するべきじゃないです
か。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄県は離島県でござい
ますので、ほかの団体と比べまして返礼品の送料、こ
れがかさむという事情がございます。そこで九州各
県の状況についても今、調査をしているところで、総
務省に対しては、この地理的な不利性があるという特
殊な事情を勘案して、基準の見直しについて申入れを
行っているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　ぜひこのことも国にしっかりと要請
をする中で、このふるさと納税が地域の活性化、市町
村の活性化に役立つ予算にしていければなというふう
に思っております。
　次に、ワクチンパスポート等、国がいろんな形でや
ろうとしているんですけれども、マイナンバーカード
の活用について、交付状況と取組を聞かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　本県のマイナンバーカー
ドの交付率は、全国平均38％に対し、約30％となっ
ております。同カードの普及については、市町村にお
ける夜間・休日申請受付のほか、県と市町村との連携
による出張申請、それから県民向けの広報等を実施し
ております。マイナンバーカードのさらなる利便性の
向上に向けて、国は、同カードを活用したワクチン接
種証明のスマートフォン搭載の検討、行政手続のオン

ライン申請等を進めており、県としましては、市町村
への情報提供や行政手続オンライン化の取組支援も進
めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　知事、今お話があるように、全国で
は約38％になる。沖縄県の今、９月１日現在の沖縄
県の位置となると、全国最下位なんですよ。29.5％
という位置にしかいないと。先ほどもありましたよう
に、このワクチンパスポートをどうするんだというと
ころがあるわけですから、やっぱりそういった部分の
ワクチンパスポートを促す意味で、このマイナンバー
カードをどのような形で取得を―各市町村にお願い
をしながらやる。これからまた各市町村も地域振興券
だとか、いろんな形でこの経済を活性化するためのウ
イズコロナに向けての支援策をやってくると思うんで
す。この地域振興券をやっぱりそのこと取得するため
には、このマイナンバーカードも一緒に取得してくだ
さいよという促し方も必要だと、知恵を絞る必要があ
るというふうに―そう言っている私が持っているか
と言ったら持っていないんですけどね、その分は。ぜ
ひそういう知恵を出すべきだと思うんですけれども、
どうなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　マイナンバーカードにつ
いては、今後もさらなる利便性の向上に向けた取組が
進められるところでございます。現状でもコンビニ
において住民票の写しであったり、印鑑登録の証明書
―これは11市に加えて６町村、17市町村にあって
は、こういうコンビニで証明書の交付、サービスが受
けられる状況にございます。また、運転免許証を持っ
ていない方、学生の方についても取得できますので、
公的な身分証明書としても活用できます。令和６年度
からは運転免許証との一体化も可能となりますし、健
康保険証としての利用もできるようになります。こう
いう様々な利便性の―使い勝手がいいマイナンバー
の広報に力を入れていきたいというふうに考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　国は10月１日、デジタル庁もスター
トしていくということを考えると、なかなか個人情報
の観点かなというところの大変難しさ、この漏えい
の、セキュリティーの問題だとか数多くあるんですけ
れども、韓国はもう日本の５倍進んでいると。給付を
いろんな形でやったら、韓国はもう５日で終わるとい
うことを考えると、我々は今の時代どういう形でやっ
ていくのか。これからこの格差をなくすためのこの
貧困の分での、ベーシックインカムだとかいろんな問
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題があるわけですよ。そういった給付のやり方という
ことを考えると、やっぱりそういう意味でのマイナン
バーを活用するような形での、我々の社会貢献の在り
方というところもあるはずでしょうから、ぜひその辺
もしっかりと周知含めて、ワクチンの加速じゃないで
すけれども、このマイナンバーも沖縄がどこよりも交
付率が上がっているということになるようにお願いし
たいと思っております。
　次に、新たな振興計画についてですが、基本方向に
新たな振興計画はどのように反映されているんでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先月、国が公表しました
新たな沖縄振興策の検討の基本方向においては、県と
市町村が強く求めていた一括交付金や高率補助制度の
継続、跡地利用推進法の延長・拡充等が盛り込まれた
ほか、子供の貧困をはじめ、教育、産業の振興、社会
資本整備、離島の振興など多くの分野に係る沖縄振興
策が示されたものと認識しております。一方で、沖縄
振興特別措置法の法的措置を講ずる期間が示されてい
ないことや、沖縄振興における車の両輪として大きな
役割を担う沖縄振興開発金融公庫の現行組織の存続に
ついても示されておりません。
　県としましては、法的措置を講ずる期間を10年と
するよう求めるとともに、同公庫の現行組織の存続に
ついて、経済界からも強い御要望があることから、沖
縄県の総意として引き続き国に求めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　(2) 番目の概算要求に関する県の要
望にという分は、取下げをしたいと思っております。
　この内閣府が示した基本方向の分の、この競争力強
化・生産性向上のための横断的な取組という中で、エ
ネルギーがあるわけです。このエネルギーの中で、県
のほうもエネルギーのものを示した分があると思って
いますけれども、この中で畜産廃棄物やサトウキビな
どを活用したバイオマス発電や、住宅及び営農型太陽
光発電の再生可能エネルギーを最大限導入していくと
いうこと、そしてまた石炭火力発電のバイオマス転換
等を支援していくということでの、エネルギーのもの
が、文言がこの基本方向ということでうたわれている
んですが、これ県の分との合致はどうなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時13分休憩
　　　午後０時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○當間　盛夫君　いいです。

　これは、この１次産業を含めた部分のエネルギーも
活用をしないと、商工労働部長がやった18％、これ
には到底及びませんよと。だから１次産業もしっかり
と組み入れてやらないと駄目ですよという分が、県が
出したわけですよ、最後に謝花副知事が。その分は蓄
電の今、八重瀬町でやっている部分の話だとか、サト
ウキビを活用したこのゆがふ製糖の部分の話だとか、
そういったことをエネルギーで活用しようということ
が、今回の内閣府のこの基本方向でも示されていると
いうことになりますので、これを踏まえて商工労働部
長、エネルギーのものは国がこういうことを踏まえて
いる、どうなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　再生可能エネルギーの導入促進に係りまして、県と
しましては、クリーンエネルギーに係る税制支援制度
を要望いたしました。新規の税制という形では認めら
れておりませんけれども―認められていないとい
いますか、創設されておりませんけれども、産業イノ
ベーション特区―特区といいますか、促進地域制度
ということで、その部分に再生可能エネルギーに係る
ような優遇措置といいますか―が盛り込まれており
まして、そこを最大限活用していくことが必要であろ
うというふうに考えております。我々としてはその再
生可能エネルギーの部分に今、議員御指摘のバイオ、
そういった部分が幅広く読み込めるようなことを内閣
府と調整してまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　僕はこの７割近くがまだ石炭火力発
電である沖縄電力が、このバイオマス転換をするとい
うことは、大変大事な分があると思っていますので、
この支援を国がしっかりとやっていくということは重
要な分になると思っています。この辺をしっかりと取
れるように、我々今度の振興策は頑張っていかないと
いけないなというふうにも思っております。
　次に、(3) 番になりますが、沖縄・地域安全パト
ロール事業の実績と継続についての見解をお伺いしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　沖縄総合事務局に確認をしたところ、沖縄・地域安
全パトロール事業の実績は、平成30年度が365日、令
和元年度が366日、令和２年度が363日となっており
ます。また、報道によりますと、平成28年６月から令
和３年６月までの同事業による県警への通報は1667
件で、75.4％に当たる1258件が泥酔者対応であり、
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米軍関係者に関する通報は0.6％の10件とのことで
す。令和４年度予算概算要求におきましても、令和３
年度と同額の７億3000万円を計上しており、引き続
き青色パトロールカー 100台規模で事業実施を予定
しているとのことでございます。
　同事業につきましては、平成28年４月にうるま市
で発生した米軍関係者による女性殺害事件を契機に、
沖縄県民の安全・安心の確保を図ることを目的として
実施されていると承知をしておりますが、事業継続に
つきましては、効果等を踏まえ、実施主体である国に
おいて検討されるべきものと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　知事、これは沖縄振興策予算に組み
込まれているわけです。次年度の概算要求にも７億
3000万円が組み込まれているわけです。うるま市の
事件があったということで、当初、その分では米軍関
係の犯罪抑止が事業目的というふうに思ったんですけ
れども、そうではなくて、今、防犯パトロールは、沖
縄県における犯罪抑止を目的とすると。特定のものを
対象としているものではないというふうに変わってい
るわけですよ。役割終わってないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長｡
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　當間議員から御指摘のありましたとおり、青パトに
よる防犯パトロールにつきましては、犯罪防止と沖縄
県民の安全・安心の確保を目的に実施しているもので
あり、特定のものを対象としているわけではないとい
うことでございます。加えて、沖縄総合事務局により
ますと、犯罪の抑止及び沖縄県民の安全・安心の確保
を目的とするこの事業の性質上、その効果を定量的に
示すことは困難であるということでございますけれど
も、地元住民からはパトロール隊に対し、見守っても
らって安心するといったような激励や感謝の言葉も寄
せられているというようなことでございました。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　今、玉城議員が「聞いたことがな
い」と言っていました。
　本部長、これ沖縄県における犯罪抑止の目的として
実施するもので、特定のものを対象に行うものではな
いと。これだけの７億3000万円、一時期は８億の予
算を年間投じてやったわけです。沖縄県の犯罪はこの
青パトで抑止されたというふうに考えられています
か。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　他機関における活動で

ございますので、その効果等につきましては、そこで
御判断いただければと思っております。
　我々としましては、こういった沖縄・地域安全パト
ロール隊につきましては、効果的なものになるよう犯
罪の発生状況に関する情報の提供とか、パトロールを
実施するに当たっての留意点、着眼点を教示するなど
しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　この内訳を見ると、ひどいんです
よ。警備会社に委託ということで、以前４億近く、こ
の１社の警備会社にこの委託をするわけです。新聞等
にもあるように、この隊員は車から降りずに見守るだ
けと。国が沖縄県で８億投じた青パトの防犯効果に疑
問だということで新聞等も出てくるわけですよ。
　本部長、沖縄県の自主防犯だとか、この少年犯罪、
非行の抑止に対する予算は幾らですか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　県警のこの自主防犯に
関するいろんな備品・消耗品の貸与とかに関する予
算、これは令和３年度で合計319万8382円でござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　それにかけたほうがいいわけです
よ。300万―400万にも足りないわけですよ。知
事、今の防犯のもので300万しかないような予算でや
るぐらいだったら、この自主防犯に予算を振り分けて
くれということを国に要請されたほうがいいんじゃな
いですか。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　どのような事業であれ、や
はりその効果は検証されるべきであろうというふうに
思いますし、私もかつて衆議院のときに、この青色パ
トロールについては、米側に対する抑止効果なのか、
あるいは警鐘を鳴らすのか、そのことがなかなか伝
わっていないのではないかということも質問させてい
ただいたことがあります。つまり、当初の目的から非
常に外れた形になっているのではないかということで
すよね。ですから、どのような事業であっても効果を
検証し、その予算等、内容等については、しっかりと
精査するべきであると。その上でまた地域防犯に対す
るあるべき事業と予算の形というものも、また検討さ
れるべきではないかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　税金を使うわけですから、やっぱり
それはしっかりと効果を出していくということを国に
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しっかりと要望されてください。よろしくお願いをい
たします。
　(4) 番の―申し訳ございません。情報通信は取下
げをさせてもらいます。
　(5) 番目の世界水準の観光リゾート地にふさわしい
沿道景観形成に向けた取組と関係機関・企業との連携
について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　県では、沖縄県沿道
景観向上技術ガイドラインに基づき、適正な雑草管理
に取り組んでおります。街路樹については、今年度、
新たな取組としまして、良好な沿道景観形成のための
街路樹のあり方計画の策定に着手をしております。計
画策定においては、国・市町村・関係機関等と技術的
な情報提供や意見交換を行い、世界水準の観光リゾー
ト地にふさわしい良好な沿道景観形成に向けて、連携
して取り組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　部長もジョギングされるかウオーキ
ングされるか分からないんですけれども、私の金城地
域、もう草ぼうぼう。もう、全然刈られていない、１
年余り。それじゃ今、言われたんですけれども、皆さ
んの道路植栽管理に関する予算の推移、これ教えてく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時23分休憩
　　　午後０時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　県単道路維持費の中で、植栽管理に係る部分でござ
いますけれども、平成30年度が約6.5億円、平成31年
度が約6.5億円、令和２年度も6.5億円、令和３年度が
約６億円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　いろんな害虫で、去年度からその害
虫駆除ということで、皆さん、このアカギだとか伐採
をしていると思うんですけれども、この予算は別予算
ですか。この予算でどのくらいかかっているんです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時24分休憩
　　　午後０時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今、議員から御指摘

のありました、昨年度から出ているヨコバイによる被
害に伴います伐採につきましては、先ほど申し上げた
予算の中に込みでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　込みということは、この害虫駆除で
伐採をする予算に全部振り向けられているわけです
よね。もしかしたら、半分近く振り向けられているか
もしれない。だからこそ、今言ういろんな県道含めた
部分が、主要な道路にしても草ぼうぼうになっている
ということは、決してあってはいけないと思うんです
よ。この景観条例で―沖縄はこれからまたウイズコ
ロナで観光客の皆さん、多くの皆さんにお越しになっ
てもらわないといけない。この中で我々沖縄の道路
は、もう至るところが草ぼうぼうだということはあっ
てはいけないと思うんですけれども、知事、その辺の
対策はどう取りますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員御指摘のとお
り、近所の―何といいますか、街の中の道路に関し
ても非常に草ぼうぼうしているという実体験に基づく
御発言がありますけれども、我々としましても、やは
りこれからめり張りをつけた道路管理ということで、
特に観光地に向かうそういった重点路線を定めまし
て、今後とも効率的、効果的な維持管理に努めてまい
りたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　部長も草ぼうぼうしている認識があ
るんだったら、早くやりましょう、その辺。予算づけ
をしっかりとお願いしたいと思っております。
　次に、首里城再興についてでありますが、首里城正
殿等の火災保険に係る保険料の支払いについてお伺い
をいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　令和３年５月に、保
険会社から合計70億500万円の損害保険金等の支払
いがございました。正殿等建物13棟及び展示品など
の什器一式に対しまして、上限70億円の損害保険金
の支払いがあり、内訳は国に対して約63億円、美ら
島財団に対して約７億円となっております。また、臨
時的に生ずる費用に対して上限500万円の支払いがあ
り、内訳は国に対して約450万円、美ら島財団に対し
て約50万円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　国にこれだけ63億の保険金が下り
たと。今回、首里城の復興基金で我々沖縄県はどのよ
うな形でこの正殿に使おうという、概算予算というの
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はどのくらいなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時27分休憩
　　　午後０時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今年度の概算ですけ
れども、約24億円を予定しております。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　ありがとうございます。
　本来出すべきではないというふうに思っておりま
す。
　次に、国営沖縄記念公園の管理における国有財産使
用料の納付状況、お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　都市公園法施行令に
基づきます公園施設の使用料としまして、指定管理者
から固定納付金として徴収し、当該徴収額を国に対し
て納付しております。令和２年度は、約3200万円を
納付したところです。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　補正予算で我々沖縄県一般財源から
今度3600万、そして水族館の部分で約４億7000万、
我々一般財源から出しているわけです。本来、それは
あっては駄目だというふうに私は思っているんですけ
れども、知事、施設管理安定に関する要望を出されま
したね。その分での、その使用料の減免をしてくれと
いうことで。知事、今回も国にその減免要求をすべき
じゃないですか。どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今年の２月に、国に
対しまして、使用料等の減免に対して要請を行ったと
ころでございます。今年の上半期にも同様に国に対し
て使用料等の減免について要請をしたところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　次に、首里城再建に向ける建設資材
調達における県内企業優先発注についてお聞かせくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　県内企業優先発注に
つきまして、お答えいたします。
　首里城の復元につきましては、国営公園事業者であ
る国で建築工事等を発注することとなっております。
発注に当たっては、設計金額が高額であることから、
世界貿易機関が定めました政府調達に関する協定に基

づく、いわゆるＷＴＯ調達となる予定でございます。
県におきましては、県内外から寄せられた寄附金を活
用して、首里城復元の木材の一部及び赤瓦を調達する
こととしております。発注に当たりましては、国の技
術検討の成果を基に、県内に蓄積、継承されている伝
統技術を積極的に活用しまして、県内技術者の参画や
県内企業が参入できる調達を行っているところあり、
引き続き県内企業への優先発注を検討してまいりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　知事、今度のこの首里城再建に向け
ては、知事は魂を入れるということになるわけですの
で、造る側は全部本土企業だったと、資材も全部本土
のものだったということにならないように、知事、国
にこの首里城の再建に向けては、ぜひ県内企業へ優先
的に発注をかけてくれということを要望すべきじゃな
いでしょうか。どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　県内技術者の方々からの要
請も行われたということもありますので、そういう技
術者の方々の参画、それから県内企業が参入できる調
達など、県が取り得る努力もしっかりと頑張ってい
き、また国に対してもできるだけそのような方向性を
示していただくよう求めたいと思います。
○當間　盛夫君　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時31分休憩
　　　午後１時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　一般質問を行います。
　立憲おきなわ、崎山嗣幸です。
　よろしくお願いします。
　まず１番目でありますが、辺野古の変更申請につい
てであります。
　沖縄防衛局から提出されております設計変更申請
でありますが、現地に広範囲の軟弱地盤があり、基地
建設は不可能との県民意見が数多く提出されており
ます。まさしく不承認にすべきであります。県は、環
境保全及び災害防止、地盤の力学的調査など厳正に審
査しているとのことでありますが、県民意見の主な内
容、審査の概要、判断時期等を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　公有水面埋立変更承認申請書に係る利害関係者の意
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見としては、「軟弱地盤や活断層があり、基地建設は
不可能です」、「沿岸海域の貴重なサンゴやジュゴン等
の生物が危機にさらされます」等、約１万7800件の
意見は全て否定的な意見となっております。
　県では、ジュゴンへの影響や地盤の力学的調査の必
要性等について、環境保全及び災害防止に配慮した計
画になっているのか、厳正に審査を行っているところ
であります。なお、処分の時期については、審査状況
等を踏まえ判断することとなります。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　ありがとうございます。
　県民の中から、約１万7800人という否定的な意見
が数多く寄せられているということでありますが、ま
さしく軟弱地盤、活断層があるということで、多くの
県民から、ここで基地建設は不可能であるという意見
が寄せられているとのことでありますが、県は、この
県民の世論を反映したような声をどのように生かして
いくのか、反映させていこうというのかをお聞かせ願
いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　現在、公有水面埋立
法にのっとった形で審査を行っているところではござ
いますけれども、約１万7800件の意見につきまして
は、先ほど申し上げましたとおり、地盤改良やジュゴ
ン等環境への影響に対して懸念があると。そうした意
見に関しましては、利害関係者の強い懸念があるもの
と受け止めております。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　どう生かすのかと聞きたかったんで
すが、まあいいでしょう。
　変更申請、不承認にした場合の展開でありますが、
国の県への対抗手段としては、どのようなことを想定
されて、今審査をされているのか伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時53分休憩
　　　午後１時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　これまでの国の対応を見ますと、行政不服審査法に
基づく審査請求というのを防衛局が国交大臣に対して
行うのではないかというふうに考えております。それ
以外にも、行政事件訴訟法に基づく是正の指示等いろ
いろありますけれども、県としましては、いずれにし
ましても、現在土建部において厳正に審査を行ってい
るところでございます。

○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　これまでの裁判の関係も含めて、入
り口からというのか、門前払いするということの法廷
闘争もあったのに、今おっしゃるように、不承認とし
たときに行政不服審査請求とかその他、あらゆる機関
の中での議論が起こってくると思います。そこに過去
の経験から想定されるところに対して対抗し得る手段
というのか、法廷闘争も含めて、世論喚起も含めて、
施策展開することを持っていたほうがいいと思います
が、その考えはどうなのかを再度お聞かせ願いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　この件についてはいろい
ろ庁内で議論しておりますけれども、この部分につい
ては慎重に、また様々な方々から御意見も伺った上
で、しっかりと対応していきたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　ぜひとも戦略を練って、不承認をし
たときの国との対抗、どうし得るのかについては、県
民のバックアップを受けてぜひ前進させてもらいたい
と思います。
　それから判断時期でありますが、慎重に検討すると
のことですが、判断時期のタイムリミットをいつ頃と
想定されているのか、それをお答え願います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　先ほども答弁させて
いただきましたけれども、処分の時期につきまして
は、審査状況等を踏まえ判断することとなっておりま
すので、現時点で具体的な時期について言及すること
は差し控えさせていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　いつ頃こういう目安というのか、判
断を出す時期についてはあるんじゃないんですか。検
討しているという意味では。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　すみません、繰り返
しになりますけれども、現時点で具体的にいつ頃とい
うことをお示しすることは差し控えさせていただきた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　今は示せないいろんな条件という
か、要件があってのことだと思いますので、先ほども
含めて変更承認申請については、大きな根幹だと思い
ますので、ぜひそこは不承認を出し得るしっかりした
論拠を持ってもらいたいと思います。
　次行きます。
　２番目、サンゴ移植の件でありますが、沖縄防衛局
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は、サンゴ移植、約４万群体を県の指導を無視して強
行しました。それに対し県は撤回をしましたが、農水
省が執行停止をかけて移植工事を再開しています。県
は、移植を高水温時、台風シーズンを避け、生存率を
高めることの条件を付したと思いますが、まず防衛局
は県の指導にどう弁明したのか伺いたいと思います。
それから、過去の高水温時期、台風シーズンでの移植
生存率はどうなっているのか、あるいは変更申請が不
承認になれば、サンゴ移植は無駄にならないか伺いた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　沖縄防衛局の回答で
ございますけれども、まずは、水温が高く台風の来襲
が見込まれる時期である７月にもかかわらず移植を
行っており、条件に違反していると県が指導したこと
について、沖縄防衛局は、このような指導は事実には
基づくものではなく、許可した処分そのものとも矛盾
しており、何ら法令上の根拠に基づくものではないと
反論をしています。また今回、許可されたサンゴ類の
移植については、水温を含め作業当日の現地の状況を
確認の上、申請書に記載のとおりサンゴ類への影響に
配慮して、適切に移植を実施していると弁明している
ところであります。
　３も……、休憩ちょっとお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時58分休憩
　　　午後１時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農林水産部長（崎原盛光君）　過去の移植後の生残
率についてお答えいたします。
　高水温期の移植について、サンゴ移植の専門家であ
る大久保奈弥氏が阿嘉島等において調査した研究論文
によれば、２月に移植された移植片は全て生き残った
が、７月に移植した移植片はどれも生き残らなかっ
た。７月に移植された移植片の生残率が低いのは、移
植後の異常な高温が原因である可能性があるとの報告
があります。また環境省が2004年に発行した「日本
のサンゴ礁」によれば、生残率は温度に逆相関し、移
植のストレスに加え白化も起こりやすいので、高水温
期には断片の死亡率が高くなるとされております。さ
らには、那覇空港滑走路増設事業で移植したサンゴ類
が台風による被害を受けたほか、竹富南航路整備事業
では、平成26年の８月から９月にかけて移植をした
3196群体については、その後の高水温により移植し
たサンゴ類の大半が死滅し、移植したサンゴ類の被度
が１％未満となったとの報告もございます。

　続きまして、変更申請が不承認となった場合の対応
についてお答えいたします。
　県はこれまで、変更承認申請について不承認となれ
ば当初の設計の概要に従って工事を実施して埋立工事
を完成させることができなくなり、それ以前に、埋立
工事の実施のためにサンゴ類が移植されていれば、
その移植は全く無益になされたこととなることを主張
してきたところであり、先般の関与取消訴訟の最高裁
判決の中において、２人の裁判官からは、県の主張を
全面的に認める内容の反論が出されたところでありま
す。しかしながら判決としましては、変更承認を受け
ていない段階にあっても、当該変更に関する部分に含
まれていない範囲の工事については、適法に実施し得
るとし、護岸工事により死滅するおそれがある以上、
サンゴ類を避難させるべく別の水域に移植する必要が
あるとしているところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　サンゴの移植が極めて難しいという
のか、生存率が、そこを物語ったと思いますが、水産
資源保護法の趣旨とか、あるいはまた県の漁業調整規
則に基づいて県のサンゴ移植マニュアルがしっかり作
成されていると思います。そして県のサンゴ移植マ
ニュアルの中で、移植の時期については明確にされて
いるんですよね。この中では生存率を高めるために
は高水温の時期、繁殖の時期、台風、季節風の吹く時
期、波浪、降雨による塩分の低下によってサンゴの損
傷を与えるということで、この期間についてはサンゴ
の移植は好ましくないということが県のサンゴ移植の
マニュアルです。これは法に基づいて県のマニュアル
はつくられているんですよね。県の漁業調整規則に基
づいているし、そこはしっかりしたマニュアルだと私
は理解をしています。
　それから過去５年間の気象データの中でも言われて
いるように、８月から９月10月あたりは、台風が10
個も来ているデータを聞いていますし、それから東側
海岸の水温も７月19日から９月は平均29度、16日か
ら８月５日は最高30度というデータを私は聞いてい
るんですが、そういう中でのサンゴの移植は極めて難
しいですよということが移植マニュアルだと私は思っ
ています。それで、こういった時期、サンゴに与える
ダメージも大きいということを私は思っていますが、
水産資源保護法はサンゴ類の保護培養を図るとされて
おりますが、サンゴの特別採捕許可の目的と役割、こ
れは目的と役割があって勝手にサンゴを採ってはいけ
ないわけですよ。サンゴの特別採捕許可というのは、
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目的と役割があって制定されているんでしょう。これ
はサンゴの移植の意味をしっかりやらないと、極めて
―ただでさえサンゴの生存は難しいのに、そういっ
た意味でもむやみやたらにやったらいけませんよとい
うのが、私はこの時期だと思いますが、この役割と目
的を再度答弁お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　サンゴの特別採捕許
可についての目的や役割等についてお答えいたしま
す。
　沖縄周辺海域における造礁サンゴ類は、水産資源と
しての価値はもとより、亜熱帯海洋性特有の漁場環境
をなす、水産資源の保護培養上、重要な生物でありま
す。そのため沖縄県漁業調整規則の規定により、原則
として造礁サンゴ類の採捕が禁止されております。先
般の関与取消訴訟の判決では、沖縄防衛局からの申請
の目的は、移植したサンゴの生残率をできる限り高め
るにあるとの判断が示され、事業によって失われるサ
ンゴ類を移植する場合でも、そのサンゴ生残率をでき
る限り高めることが求められているところでありま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　この水産資源保護法の趣旨目的を
しっかり防衛局もあるいは裁判所もそれを認めている
わけですよ。サンゴ移植の生存を高めるためだと言っ
ているわけだからそこに従うべきだと私は思うんです
ね。この時期は、データからも時期的にもサンゴ群体
の減少・白化・死滅していることが分かると私は思い
ますが、2018年のハマサンゴ９群体も結局５群体が
２年後には死んでいたということが、これもずっと言
われておりますよね。それから、水産庁も2019年サ
ンゴの増殖技術検討委員会の中で有識者の発言なんで
すが、県内、30万株をこの移植をしたと。全体です
よ、県内。その中で４年後には生存率は、たった20％
以下であると言われているんですが、これほどサンゴ
の移植が難しいということのデータだと思いますが、
これはこの水産庁の有識者が発言をしている県内のサ
ンゴの生存率は、30万株に対する４年後、20％とい
うのはそのとおりですかこれは。答弁お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　水産庁のサンゴ増殖
技術検討委員会の委員長である大森信氏は、水産庁が
平成31年３月に作成した改訂有性生殖によるサンゴ
増殖の手引きの前書きにおいて、これまで沖縄で移
植、あるいは移設されたサンゴ群体は30万株を超え
るが、多くのサンゴの植え込みは、４年後の生残率は

20％以下であると述べているところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　県はこの間、防衛局といろんな論争
もある中において、県の主張が本当に明確に正しいか
どうかということ含めて確認しようと思って、皆さん
はこの国の環境監視等委員会に公開質問状を送ってい
ますよね。この公開質問状は、今までずっと言ったこ
と自体が、県のマニュアルに沿って指摘されたものが
正しいということを環境監視等委員会にただすという
ことの目的と役割があるのか、あるいはこの環境監視
等委員会に公開質問状を送っている目的と役割という
のか、皆さんの。それはどう考えているかお聞かせ願
います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　沖縄防衛局は水温が
高く台風の来襲が見込まれる時期である７月29日に
移植を開始しました。このような時期に移植を開始す
ることは、専門的・技術的知見に照らし、移植サンゴ
類の生残可能性を低下させるものであり、もはやサン
ゴ類の避難措置という目的に照らして適切なものとは
判断されず、いたずらにサンゴを死滅させるおそれの
ある行為であり、水産資源の保護培養に資する行為で
あると言えないところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　ぜひともしっかりと幾つかの問題点
を環境監視等委員会に公開質問状を送っているわけだ
から、皆さんの主張に環境監視等委員会がどういうふ
うに返してくるのか、それをしっかり捉えて、環境監
視等委員会から防衛局への指摘も含めてぜひこのこと
を生かしてもらいたいと思います。この環境監視等委
員会に皆さんが公開質問状を送って、改めてその後の
根拠にして、再度防衛局に行政指導を行うという考え
なのか、あるいはまた世論にというのか、これを盾に
やっぱり県のマニュアルどおり正しかったということ
の立証をするということになるのかどうか、その２点
をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　県としましては、環
境監視等委員会への公開質問について回答があった場
合、その内容を確認した上で、必要に応じて行政指導
を行うなど、対応を検討するということを考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　せっかく公開質問状を送っている
わけだから、県の正しさが実証されるように、ぜひ頑
張ってもらいたいと思います。
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　議長、休憩をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時９分休憩
　　　午後２時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○崎山　嗣幸君　新型コロナ感染症でありますが、県
内でもワクチン接種が進んでおりますが、いまだに感
染症は変異ウイルスの発生など予断を許さない状況に
あると思っております。その中で重症者、あるいは死
亡者が出るなど、まだ深刻な事態だと言えると私は思
います。重症化を防ぐ療法として、抗体カクテルや治
療薬イベルメクチンの効果が言われておりますが、県
としての評価と実用化の検討がどうなっているか伺い
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　抗体カクテル療法
に用いられている中和抗体薬につきましては、令和３
年の７月19日に新型コロナウイルス感染症の治療薬
として特例承認されておりまして、９月10日時点に
おいて、県内30の医療機関が国から配分を受けて必
要に応じて対象となる患者に投与されており、効果を
上げていると考えております。医療現場において活用
が進んでいることから、その効果についても一定の評
価が得られているものと認識しておりまして、県とし
ましても、患者の重症化を防ぐためには効率的な活用
を進めていきたいと考えているところでございます。
○崎山　嗣幸君　イベルメクチンは。
○保健医療部長（大城玲子さん）　なお、イベルメク
チンについては、国が示す新型コロナウイルス感染症
診療の手引きというものがございますが、それによる
と、現時点においては国内における治験では改善効果
は確認されていないというふうな記載がされていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　抗体カクテルは、県でも30医療機
関で投与しているということで言われておりますが、
抗体カクテルの確保量と体制整備に課題があると言わ
れておりますが、これは大丈夫ですか、お聞かせ願い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時11分休憩
　　　午後２時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　抗体カクテルにつ
きましては、必要な医療機関が申請をしまして国のほ

うから確保をして送られてくるという形で、今投与が
されているということでございます。
○崎山　嗣幸君　十分かということ。
○保健医療部長（大城玲子さん）　こちらから希望す
る分は今のところ届いているものと認識しておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　イベルメクチンでありますが、日本
でも重症化を防ぐ治療薬として、イベルメクチンが医
者と患者が同意して投与する適応外ということで使わ
れているということを言われているんですが、医者と
患者が同意すればこのイベルメクチンを使ってもいい
ということで、国もそういう方法を言っているんです
が、これの評価については再度答弁できますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時12分休憩
　　　午後２時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　イベルメクチンに
つきましては、抗寄生虫薬でございまして、現在国内
において医師の主導及び企業による治験が実施されて
いると認識しています。最新の比較試験では、イベル
メクチンによる治療法は標準治療やプラセボといって
偽薬によるものですが―と比較して軽症患者におけ
る全死亡、入院期間、ウイルス消失時間を改善させな
かったというような報告が、先ほども申し上げました
が、診療の手引きにございます。そのような評価がな
されているというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　県内で使われているという事例は把
握はされていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時13分休憩
　　　午後２時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　イベルメクチンが
使われているかどうかについては、県として把握はし
ていない状況です。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　じゃそれはぜひ東京とか、政府もそ
うなんですけれども、国会答弁の中でも適応外ではあ
るんだけど使われているとの事例があるので、それは
再度調査をお願いしたいと思います。
　議長、次行きます。
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　首里城再建についてなんですが、首里城は沖縄の歴
史文化の象徴として県民の中に根強くありますが、再
建計画は県が主体的に関わっていくべきであると私も
思います。再建の進捗、今後の管理運営体制、大龍柱
の正面向き等、県の考え方を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　国の首里城正殿等の
復元に向けた工程表におきまして、令和３年度は実施
設計等を行うこととなっており、順調に進捗している
と聞いております。首里城公園管理体制の構築に当た
りましては、今年度から検討委員会を設置し、首里城
公園の安全な管理体制の構築に向けて取り組んでおり
ます。大龍柱の向きにつきましては、国の首里城復元
に向けた技術検討委員会で学術的な立場から議論がな
されるものと考えているため、議論を見守りながら結
論が得られるのを見届けたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　今後の管理運営体制は、指定管理制
度も含めて見直しを図ろうということの、検討委員会
の中で議論があると思いますが、ぜひ県の責任とか、
指定管理者の責任の問題もあるので、今後の管理運営
体制についてはしっかりと議論を踏まえて、県が主体
的に責任を持てるような管理運営体制をしいてもらい
たいと思います。
　それから、大龍柱の向きでありますが、県は陳情処
理概要では、首里城再建に際し、大龍柱は正面向きに
変更していただきたいとの要望があることを、国の技
術検討委員会に伝えたとしております。しかし、県民
の中には、県民主体な声が根強くありますが、国の機
関に技術検討委員会に伝えるということではなくて、
県が県の中に検討委員会を設置して、議論を深めて決
定していくという手法、そのことによって、せめても
の沖縄の主体的な意見によって大龍柱の結論を得るこ
とができれば、主体的という捉え方もまたできると思
うんですが、これは検討することはいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　先ほど答弁でも申し
上げましたけれども、国においての技術検討委員会の
中で、やはり学術的な立場あるいは専門的な知見から
大龍柱の向きについては議論をされるものだというふ
うに考えております。その首里城復元の技術検討委員
会の、例えばワーキングチームの中でもメンバー以外
の方も来ていただいて意見交換なども行っているとい
うふうに聞いております。ですから、県におきまして
そういった御提案のような意見交換の場については、
現在のところそういった考えはございません。

○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　県民の中には正面向き、相対向きと
いうことですごい議論というのか、学者、知見者の中
でやっているんですが、なかなか難しい問題と思う
よ。これをそっくり国にどうなんですかと上げるの
にも、やっぱり主体性がないのではないかと思われる
よ。沖縄の歴史学者とか知見者そろえて沖縄で決めて
いくという意味では、いろんな資料というのが出てい
るようなので結論を出したほうがいいんではないかと
私は思って、あまりにも県が国の技術検討委員会に投
げるということについては、難しいというのか、問題
だと思うんです。そこは、もしそうならばそうで、沖
縄の歴史学者とか知見者をその中にぜひ入れながら決
めていくということをやらないと、結論難しいんじゃ
ないですかね。そこはいかがですか。国の、じゃめど
というか、いつ頃までにこれは結論を出すかと。結論
出さないと、再建の時期とかに整合性が取れないん
じゃないですか。国はいつ頃までに結論を出す予定で
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　技術検討委員会でご
ざいますけれども、これまで、今年の６月までに６回
の委員会、作業チーム等の開催を行っております。そ
の中でもやはり大龍柱の向きですとか、新たなフラン
ス海軍の写真等とかそういったものについて現在議論
を行っているところでございます。その向きの最終的
な決定につきましては、ちょっとこちらのほうで今現
在申し上げることは困難でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　次行きます。
　２番の自衛隊のミサイル部隊配備でありますが、
防衛省はうるま市に地対艦ミサイル配備を計画し、
2022年概算要求で予算案を計上しておりますが、与
那国、宮古、石垣、次々と配備を続け、今回は沖縄本
島うるま市に連隊本部を設置する動きをしております
が、有事となれば沖縄は真っ先にミサイル戦争の最前
線に立たされる危険性をはらんでいます。防衛省は中
期防衛力整備計画に基づいて、配備方針を固めたとし
ておりますが、県はこのうちどのように対処するか伺
いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　自衛隊の配備につきましては、我が国の安全保障や
地域の振興、住民生活への影響をめぐって様々な意見
があるものと承知しております。県としては、自衛
隊の島嶼配備について地元の理解と協力が得られる
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よう、より一層丁寧に説明を行うとともに、配備スケ
ジュールありきで物事を進めることがないよう、繰り
返し政府に求めてきたところです。陸上自衛隊勝連分
屯地への地対艦誘導弾部隊配備についても、概要は国
からの提供資料で把握しておりますが、今後、詳細な
配備スケジュールや弾薬の保管方法など、国に対し丁
寧な説明を引き続き求めてまいりたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　この状況を知っているんだったら、
丁寧な説明というのか、丁寧に説明すれば国がじゃや
りませんということにならないと思うんですが、もう
既に防衛省が概算要求も出して、180人の部隊の編成
をすると言われているので、これはまさしく基地機能
の強化であると私は思うんですが、こういう状況の動
きに対して丁寧な説明を求めていくということだけ
で、国が、県がそう言っているからということで、こ
れを取りやめるのかどうかについてはあり得ないで
しょう。だからこれは政治的に、県が勝連の連隊本部
というところに対して、ミサイル部隊に対して県がど
うするのか問われているんだと私は思うんですが、こ
れは政治的に知事としてこの見解を、県民はそういっ
たことに対して県への信頼が揺らいでいくわけです。
どういう立場なのかどうかについては。これだけ出
て、もっと説明を求めていきますということでは納得
しないと思うんですよね。知事これは、知事として政
治的な立場を出してくれませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時22分休憩
　　　午後２時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
先ほども申し上げましたけれども、住民合意のない自
衛隊の強行配備は認められないというふうに考えてお
りまして、累次にわたり政府に対し、工事を一旦止め
て、説明会を開催するなどの住民の理解を得ながら取
組を進めるよう申し入れているところでございます。
知事におかれましても、昨年10月７日に防衛大臣と
面談した際にも同様な申出を行っておりますし、11
月10日には、西部方面総監とも面談をしております。
さらに今年７月２日の防衛局長との面談においても、
しっかりと丁寧な説明を行った上で対応していただき
たいということを申し入れているところでございま
す。

○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　知事、これは答えられませんか。
今、公室長で終わっているんだけれども、政治的な問
題と思うんですが、知事としてやっぱり県民に対する
メッセージというか、含めて答弁は知事からもらえま
せんか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど来、公室長が答弁を
しておりますとおり、やはり住民の安全を最優先に考
えるという意味では、住民の理解と協力が得られない
ミサイル配備は行うべきではないと私は思っており
ます。他方で、専守防衛について国が計画を持つもの
であれば、それは憲法の範囲内においてのものである
というふうに一定理解はしておりますけれども、しか
し、かねてから沖縄の米軍基地の整理縮小、さらなる
基地の返還を求めている沖縄に自衛隊の兵力増強が重
なってしまうと、沖縄県民としてはやはり非常に危険
や不安の要素を持たざるを得ないということになりか
ねないと思います。ですから、国に対しては、さらに
丁寧な説明を求めているということであります。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　もう一歩踏み込んでもらいたいとい
うことを要望して次のところに行きます。
　３番の航空自衛隊の泡消火剤流出事故についてであ
りますが、去る２月には航空自衛隊那覇基地の水路下
流から有機フッ素ＰＦＯＳが検出、９月には泡消火専
用水槽から国の暫定目標値の最大9200倍に当たる高
濃度のＰＦＯＳが検出されました。ＰＦＯＳは急性毒
性、発がん性物質を含み、人体に害を及ぼす極めて危
険な物質であると言われております。水路と水槽内の
調査結果でありますが、まずこの水槽の調査結果を伺
いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　令和３年２月26日に航空自衛隊那覇基地で発生し
た泡消火薬剤流出事故について、防衛省は３月と４月
に続き、５月と６月にもＰＦＯＳ等の調査を行い、そ
の結果を９月３日に公表しております。５月と６月の
調査結果の最大値は基地内水路上流が１リットル当た
り72ナノグラム、下流が120ナノグラム、また消火専
用水槽が46万ナノグラムとなっております。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　この航空自衛隊も暫定目標値を超え
ているということで認めているわけでありますが、し
かしこれは原因が分からないと、しかしそういった意
味で、県民も不安がっているわけですよ。県は現場確
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認をして、これが早急にＰＦＯＳが処理をされている
のか、処理をいつ頃するかについての確認は県として
すべきではないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　本年２月の流出事故は、
ＰＦＯＳを含む泡消火薬剤からＰＦＯＳを含まない泡
消火薬剤に交換した後の点検で配管が破裂したため発
生したと聞いており、県は自衛隊に対し、再発防止の
徹底等を求めております。また、消火用水槽から高濃
度のＰＦＯＳ等が検出された件については、県から同
基地に対して原因究明の実施と報告を求めたところで
あります。今後報告の内容は精査するとともに、那覇
市と連携しながら、環境に影響を与えないよう必要な
措置の実施を求めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　近くの住民から泡が出ているとい
うことで、私のほうにも連絡ありましたし、多くの市
民、県民に不安を与えるような毒性の強いＰＦＯＳの
管理がずさんであるということを含めて、航空自衛隊
那覇基地には厳重に抗議をしながら、現場確認をし
て、処理がしっかりできるように県としては働きかけ
をお願いしたいと思います。
　議長、終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
　　　〔瑞慶覧　功君登壇〕
○瑞慶覧　功君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　会派てぃーだ平和ネットの瑞慶覧功です。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
　去る９月18日は、しまくとぅばの日でした。２年
前までは、玉城満さんにしまくとぅばにまつわる面白
く深い話をたっぷり聞かせてもらいました。現在で
は、玉城知事をはじめ本島ユンタンジャの仲宗根議
員、ナーファヌ翁長議員、ミャークヌ國仲議員、そし
て八重山の次呂久議員と大浜議員がしまくとぅばで挨
拶されております。しまくとぅばの関連質問は最後に
したいと思います。
　さてコロナ禍の中、７月23日に東京オリンピック
が無観客で開幕されました。205か国と地域、難民選
手団合わせて１万1000人の選手が参加し、史上最多
の33競技339種目が８月８日までの17日間の日程で
開催されました。テレビで開会式を見て感じたのは、
初めて聞く国名や地域の多さでした。せめて画面の一
角に地図で場所を示し、統一して人口や選手人数、特
色などを放送してほしかった。ストレスがたまりまし
た。やはり無観客での開会式は違和感を覚えました。

そしてコロナ禍での史上最多の競技種目、個人的には
ゴルフ、バスケット、サッカー、テニス、野球などプ
ロの選手が参加する競技には疑問を感じました。それ
ぞれの競技で既に世界レベルの大会が開催されてお
り、グローバル社会に逆行しているのではないでしょ
うか。以前のようなアマチュア中心でいいと思いま
す。あまりにも勝ち負けにこだわりすぎて、商業的に
なり広げすぎてオリンピック精神とかけ離れているよ
うに感じます。今回のオリンピックはコロナ禍の中、
１年延期となり、収束しない中、緊急事態宣言下での
開催を強いられ、国民の分断を生みました。要因は、
新型コロナウイルス感染拡大だけではなく、招致のた
めのＩＯＣ委員への贈賄疑惑に始まり、エンブレム盗
作疑惑、森組織委員長の女性蔑視発言、開会式提案者
が女性タレントの容姿を侮辱する発言、音楽担当者の
いじめ問題、演出統括者のホロコースト問題等、次か
ら次に大会関係者の失態が明らかになりました。本当
に情けない日本社会の現実です。改めてオリンピック
を開催する意義について考えさせる多くの問題が突き
つけられた今回のオリンピックだったと思います。
　それでは質問に入ります。　
　１、知事の政治姿勢について。
　内閣府は、次年度以降の沖縄の新たな振興策につい
て基本方向を発表し、一括交付金制度の継続を求めて
初めて打ち出す一方で、県が存続を要望している沖縄
振興開発金融公庫は引き続き検討として明確にしませ
んでした。基本方向は来年の通常国会に提出される新
たな沖縄振興に関する法整備に向けた骨子と位置づけ
られるものです。
　(1)、８月24日、内閣府は新たな沖縄振興策につい
て基本方向を発表した。所見を伺う。
　次に、８月26日、内閣府は2022年度の沖縄関係予
算を10年ぶりに3000億を割り込む2998億円とする
概算要求案を自民党の沖縄振興調査会に提示しまし
た。これまで沖縄振興調査会は、離島振興と安全保障
を関連づける表現はありませんでしたが、最近異常な
ほど多くなっております。このままでは、沖縄が戦争
に巻き込まれるのではないかと心配です。
　(2)、沖縄振興策と安全保障のリンク論について所
見を伺う。
　次に、台湾有事に米軍が関与すれば、米軍基地が集
中する沖縄は最初の標的になり、自衛隊が関与すれば
日本が標的になると軍事専門家は言っています。日経
新聞の世論調査では、45％の人が台湾有事に米軍と
ともに行動する必要があるとしています。日米の高
官レベルでも台湾有事対処が公然と議論され、菅首相
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は、アメリカのメディアに台湾有事が発生した場合、
台湾に近い沖縄を守らなければならないと発言してい
ます。何を守るんでしょうか。守るべきは県民の命で
す。ならば日米の軍事基地を撤去すべきです。捨て石
にされるのは御免です。台湾には、私の息子がおりま
す。友人もおります。しかし決して戦争では守れませ
ん。
　(3)、沖縄を犠牲にする台湾有事への日米共同対処
について所見を伺う。
　次に、６月16日、自衛隊や米軍基地周辺の国境離
島などの土地利用を規制する重要施設周辺及び国境離
島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制
等に関する法律が第204回国会で議論が十分尽くされ
ないまま、強行採決されました。本法案によって最も
大きな影響を受けるのは、県土が国境離島にあり、多
くの日米の軍事基地を抱え、全域が注視区域に指定さ
れるおそれがある沖縄県です。
　(4)、沖縄を狙い撃ちにした重要土地調査規制法が
成立した。どのようなことが懸念されるか、所見と対
応について伺う。
　２、基地問題について。
　(1)、跡地利用促進法について。
　ア、2021年度までの時限立法、跡地利用推進特別
措置法の概要を伺う。
　イ、全ての基地が撤去されるまでの恒久法として制
定し直す必要があると思います。軍転協の方針と所見
を伺う。
　３、ヘイトスピーチ問題について。
　これまで何度かヘイトスピーチ問題を取り上げてき
ました。４年ほど前、翁長前知事に対し当時安倍首相
との関係のあった森友学園の籠池理事長からインター
ネット上で、娘婿もシナ人、知事は中国の手先などと
フェイクで中傷された件で名誉毀損で訴えるべきでは
ないかと質問しました。翁長知事は、事実無根の話に
ついて反論するつもりはないとの答弁でした。知事は
大変忙しく、フェイクに構う時間がなかったのだと思
います。しかし今日、その矛先は玉城知事に向けられ
ています。去る７月に行われた東京都知事選挙で、
日本第一党の党首が中国大使館の前でマイクを握り、
出てきた女性に対し、おいシナ人のねーちゃん、普通
だったら石投げられて車燃やされて当たり前なんだお
まえらと暴言を吐き、さらに矛先を玉城知事に向け、
シナの工作員と発言したそうです。学識者によれば、
玉城知事への発言は名誉毀損罪や侮辱罪に当たる可能
性があり、その場合には知事自身の告訴が必要となる
そうです。現実的には激務の中、翁長前知事と同じ心

境だと思います。しかし県知事に対するフェイク、ヘ
イトスピーチは沖縄県民に向けられているのと一緒で
す。ウチナーンチュの誇りと尊厳を守るため、この問
題にしっかりと取り組んでいくべきだと思います。
　(1)、辛淑玉氏への名誉棄損認定について、経緯の
概要と所見を伺う。
　(2)、ヘイトスピーチ条例制定に向けた取組、進捗
状況を伺う。
　４、こども医療費無料制度について。
　(1)、現物給付した市町村の現状と国民健康保険へ
の国庫補助削減（ペナルティー）の状況と所見を伺
う。
　(2)、18歳までの医療費無料化を国制度として実現
すべきである。所見を伺う。
　５、沖縄の主体的な首里城再興について。
　(1)、県は首里城再建の寄附金およそ53億円のうち
約24億円を大龍柱や龍頭棟飾などの制作に充てるこ
とを沖縄総合事務局と覚書を締結しました。
　ア、県はどこと協議・調整を行い、国側に何を申し
入れたのか伺う。
　イ、基金の執行額を確定するプロセスをオープンな
議論（県議会、公聴会、討論会の開催）によって透明
性のあるものにすべきではないか伺う。
　(2)、首里城再建に県産ウラジロガシを使用すると
のことだが、生態系に影響を及ぼすと指摘されていま
す。今般ヤンバルの森は世界自然遺産に登録されまし
た。厳格な環境アセスが必要である。所見を伺う。
　６、外来種グリーンアノールの防除について。
　(1)、グリーンアノールの由来と現状、生態系への
影響について伺う。
　(2)、捕獲作業の予算、工程、手法等、防除計画につ
いて伺う。
　(3)、粘着トラップは在来種のトカゲやカマキリ等
の希少動物も同時に捕殺しています。捕獲手法の改良
が必要ではないか。所見を伺う。
　７、しまくとぅばについて。
　今日のマスコミ報道で、東京外語大学に沖縄語講座
を新設するとのニュースがありました。
　(1)、９月18日、しまくとぅばの日制定の意義、経
緯について伺う。
　(2)、しまくとぅばの普及の現状、取組について伺
う。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　瑞慶覧功議員の御質問にお
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答えいたします。
　３、ヘイトスピーチ問題についての御質問の中の
(2)、ヘイトスピーチ条例の進捗状況等についてお答
えいたします。
　先ほど、議員のお話にもありましたとおり、翁長前
知事も御家族の件では、いわゆるフェイクニュースを
真に受けたヘイトスピーチまがいの言動を受けたとい
うことがありました。私も実は、私の知事選挙のとき
もフェイクニュースを基にしたヘイトスピーチがあっ
たということも認めておりますが、しかしそれらのほ
とんどファクトチェックされた後の結果を見ると、８
割から９割がフェイクニュースであったということを
後日聞かされたときに、非常にこの誤った情報によっ
て間違った発言がされるということそのものも大きな
問題があるというように、現代社会での深い深い根を
感じざるを得ませんでした。
　ですから、全ての人々の人権が尊重され、平和で豊
かな社会で暮らすことは大変重要なことであります。
人権を侵害する不当な差別的発言や行動は決して許さ
れるものではないと、強く発しておかなければなりま
せん。
　沖縄県では現在、このヘイトスピーチ条例制定に向
けて法制的な論点を整理するため、有識者から意見を
伺っているところであり、それらの意見も踏まえ、条
例の方向性について、しっかり検討していきたいと考
えております。そのために多少時間がかかっており、
いつどのような形にできるかということについても、
部局のほうで懸命に取り組んでいるところではありま
すが、しかし何はともあれ、誰もがお互いの人権を尊
重し合う誰一人取り残さない共生社会、いわゆるウチ
ナーグチでいうところのユイマールの社会、イチャリ
バチョーデーのその言葉の理念が生きていく社会こそ
が、我々沖縄県民の願う、求める未来の在り方ではな
いかというように思います。そのような共生社会の実
現を目指して、なお一層真摯に取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての (1)、国の新たな沖縄振興策の検討の基本方向
に係る所見についてお答えいたします。
　先月、内閣府が公表した新たな沖縄振興策の検討の
基本方向においては、県と市町村が強く求めていた一
括交付金や高率補助制度の継続、跡地利用推進法の延
長・拡充等が盛り込まれたほか、子供の貧困をはじ

め、教育、産業の振興、社会資本整備、離島の振興な
ど多くの分野に係る沖縄振興策が示されたものと認識
しております。一方で、沖縄振興特別措置法の法的措
置を講ずる期間が示されていないことや、沖縄振興に
おける車の両輪として大きな役割を担う沖縄振興開発
金融公庫の現行組織の存続についても示されておりま
せん。
　県としては、法的措置を講ずる期間を10年とする
よう求めるとともに、同公庫の現行組織の存続につい
て、経済界からも強い御要望があることから、沖縄県
の総意として引き続き国に強く求めてまいります。
　同じく１の (2)、沖縄振興策と安全保障のリンク論
についてお答えいたします。
　沖縄振興策は、沖縄の置かれた歴史的、地理的、自
然的、社会的な特殊事情に鑑み、沖縄の自立的発展や
豊かな住民生活の実現に寄与することを目的として、
沖縄振興特別措置法に基づき総合的かつ計画的に講じ
られるものであります。
　県としましては、日本の安全保障と沖縄振興策は別
と認識しております。
　次に２、基地問題についての (1) のア、跡地利用推
進法の概要についてお答えいたします。
　駐留軍用地跡地に関して規定された、いわゆる軍転
特措法及び沖縄振興特別措置法が平成23年度末に失
効するに当たり、県、関係市町村、関係団体等は新た
な法律の制定及び拡充について政府へ要請を行い、平
成24年度より、いわゆる跡地利用推進法が施行され
ております。同法には、新たに基本理念が明記される
とともに、支障除去措置の拡充、拠点返還地の指定、
地方公共団体による土地先行取得制度の創設、地権者
への給付金制度の拡充などが盛り込まれております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (3)、台湾有事への日米共同対処についてお
答えをいたします。
　本年４月17日に発表された日米首脳会談の共同声
明においては、困難を増す安全保障環境に即して、日
米両国が抑止力及び対処力を強化することを確認する
とともに、52年ぶりに台湾に言及し、台湾海峡の平
和と安定の重要性を強調し、両岸問題の平和的解決を
促すとされております。また、米軍基地問題に関する
万国津梁会議の提言においては、台湾を焦点とする米
中の対立が意図しない武力衝突に発展する懸念がある
と指摘されております。
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　県としては、台湾有事等により沖縄が攻撃目標とさ
れるような事態はあってはならず、政府において、抑
止力の強化だけでなく、アジア太平洋地域内における
緊張緩和と信頼醸成に努めていただく必要があると考
えております。
　同じく１の (4)、重要土地調査規制法に対する見解
と対応についてお答えいたします。
　いわゆる重要土地等調査法については、防衛関係施
設や国境離島の機能を阻害する土地の利用を防止す
ることを目的としておりますが、国民の思想信条の自
由、表現の自由、プライバシーの権利、財産権などの
人権が過度に制限されるおそれがあるなど、様々な問
題が指摘されております。
　県としては、今後の政令の制定状況等について、県
民生活にどのような影響が生じるのか引き続き情報収
集に努めてまいりたいと考えております。
　２、基地問題についての (1) のイ、跡地利用推進特
別措置法に対する軍転協の方針等についてお答えいた
します。
　県としては、基地返還後の跡地利用を、地権者の理
解の下、円滑に進めていくためには、跡地利用推進法
の延長による給付金の支給等も併せ、土地先行取得基
金制度や税制優遇措置等の特例措置の継続が必要であ
ると考えております。今年度の軍転協の要請案におい
ても、同法を延長すること等を要請項目として盛り込
んでおり、さきの幹事会において了承いただいたとこ
ろです。今後、会員の意向を確認しながら、総会にお
ける決議を経て要請書を取りまとめ、日米両政府に対
し同法の延長などを要請していきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、ヘイ
トスピーチ問題についての御質問の中の (1)、辛淑玉
氏への名誉毀損認定についてお答えいたします。
　今般の東京地裁の判決は、平成29年１月に放送さ
れた県内の基地反対運動を取り上げた番組の制作会社
による辛淑玉氏への名誉毀損を認め、金銭賠償と謝罪
文掲載を命じたものであります。そして、報道として
の正確性や人権の尊重について国民の関心を集めた問
題でもあります。
　県としましては、差別や偏見のない社会の実現に向
け、一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく
認識し、他人の人権にも十分配慮した行動を取ること
が重要であると考えております。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　４、こども医療費
無料制度についての (1) と (2)、国保の減額調整措置
及び国における制度の創設についてお答えいたしま
す。４の (1) と４の (2) は関連しますので、一括して
お答えします。
　こども医療費助成制度の現物給付につきましては、
令和３年４月現在、既に18市町村が中学校卒業以上
まで実施しております。また、県内全ての市町村が中
学校卒業まで現物給付を行った場合、国民健康保険の
国庫負担金減額調整額は、約１億8800万円と試算し
ております。
　県としましては、国民健康保険の国庫負担金減額調
整措置の廃止と、子供の医療に関わる全国一律の制度
の創設について、これまでも全国知事会や全国衛生部
長会を通し国に要請しているところであり、引き続き
国に要請してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　５、沖縄の主体的な
首里城再興について (1) のア、寄附金活用事業の国等
との調整・協議内容についてお答えいたします。
　令和２年７月に県で策定した沖縄県首里城復興基金
の活用に関する方針では、正殿の木材、赤瓦、屋外彫
刻や室内装飾等に寄附金を充当することとしておりま
す。具体的な活用箇所については、県内に蓄積・継承
されている伝統技術の活用を考慮し、国と事前協議を
行いながら、首里城復旧・復興推進本部会議で決定し
ております。その後、国と県との役割分担を定めた覚
書を締結したところです。
　同じく５の (1) のイ、寄附金活用の確定プロセスに
ついてお答えいたします。
　寄附金の活用については、令和２年７月に沖縄県首
里城復興基金の活用に関する方針を策定しており、寄
附金は寄附者の思いを尊重し、城郭内の施設等の復元
に関し、国との協議等が調った事業に充当することと
なっております。寄附金の活用に当たっては、事業実
施決定時及び事業完了時に、速やかに県のホームペー
ジ及びプレスリリース等により公表することとなって
おります。
　同じく５の (2)、県産ウラジロガシの使用に係る環
境アセスの実施についてお答えいたします。
　首里城復元に使用予定の県産オキナワウラジロガ
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シの候補木については、世界自然遺産登録地の範囲外
から選定し、国頭村と石垣市から８本となっておりま
す。候補木の収穫に当たっては、自然公園法に基づい
て現地調査を行った上で、環境省と密に調整し、鳥類
の営巣期間の作業を避けるなど、周辺環境への影響を
最小限にするよう、十分配慮してまいります。また、
候補木の収穫跡地については、後継木となる30セン
チメートル程度のオキナワウラジロガシの苗木を植栽
し、植栽後も施肥下刈り等を行うこととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　６、外来種グリーンアノー
ル（トカゲ）の防除についての (1)、生態系への影響
等についてお答えします。
　グリーンアノールは、体長12から20センチメート
ル、アメリカ南東部を原産とする緑色のトカゲの一種
で、昆虫類を捕食しております。平成元年に当時の東
風平町で初めて確認された後、平成２年頃からは那覇
市でも見られるようになり、現在は、那覇市や豊見城
市の一部地域において定着が確認されております。グ
リーンアノールの生息拡大に伴い、餌の競合による在
来トカゲの生息環境の悪化、希少昆虫類の捕食といっ
た生態系への影響が懸念されております。
　同じく６の (2)、捕獲作業の内容と防除計画につい
てお答えします。
　県は、令和２年３月に沖縄島中南部からの拡散防止
を目標とする防除計画を策定し、同計画に基づき捕獲
等を実施しています。今年度は、グリーンアノールと
タイワンスジオの捕獲を一括して発注しており、その
契約額は4866万4000円であります。作業内容は、定
着している公園内や河川沿いの樹木に粘着トラップを
巻き付けて捕獲するもので、一か月に１回から２回程
度、捕獲状況を点検しています。また、希望する県民
へトラップを配付し、捕獲に協力していただいている
ところです。
　同じく６の (3)、捕獲手法改良の必要性についてお
答えします。
　粘着トラップを用いる現在の捕獲手法では、キノボ
リトカゲやアオカナヘビなどの在来種も捕獲されてし
まう課題があります。今後、トラップ点検回数の増加
や設置高さの変更など、捕獲手法の改良のほかに、在
来種をリリースするための地元地域と連携した仕組み
づくりについて検討したいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。

　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　瑞慶覧功議
員の７、しまくとぅばについての (1) の御質問にお答
えします。しまくとぅばの日制定の意義と経緯につい
てお答えします。
　県内各地において受け継がれてきたしまくとぅば
は、組踊、琉球舞踊、島唄等の沖縄文化の基層であ
り、沖縄県民のアイデンティティーのよりどころであ
ります。このため、しまくとぅばを次世代に継承す
ることが重要であることから、平成18年に議員提案
により、県民のしまくとぅばに対する関心と理解を深
め、普及の促進を図ることを目的に、しまくとぅばの
日に関する条例が制定されました。同条例において、
しまくとぅばの日は９月18日と定められたところで
す。
　同じく７の (2)、しまくとぅば普及の現状と取組に
ついてお答えします。
　県では、平成25年度にしまくとぅば普及推進計画
を策定し、戦略的に普及運動を実施しております。
昨年度の県民意識調査では、親しみを感じる割合が
84.8％と過去最高となるなど、一定の成果が現れて
おります。一方で、しまくとぅばを挨拶程度以上使う
人の割合が43.2％となり、使用する頻度が減少する
など、課題が明らかになっております。
　調査結果を踏まえ、今年度は、しまくとぅば普及セ
ンターを中心に講師養成講座や、受け継がれてきた
島々の言葉を音声や映像として実際に記録するアーカ
イブ化実証に取り組むとともに、県民大会の分散開催
や講演会のオンライン配信など、ウェブを活用しなが
ら、コロナ禍においても引き続き、しまくとぅばの普
及継承に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　ありがとうございました。
　再質問を行いたいと思います。
　首里城再興に関してですけれども、沖縄県首里城復
興基金条例によりますと、寄附金からなる基金は沖縄
県の一般会計歳入歳出予算に組み込まれております。
この基金の活用を図るための沖縄県首里城復興基金の
活用に関する方針第２条（基金の活用方法）には、県
の事業として５つの項目が掲げられております。
　質問します。
　県は、首里城の復元・復興は国営公園事業である。
つまり首里城の復元は国の事業である旨の答弁を繰り
返していますが、条例及び方針により首里城の復元・
復興は県の事業であると言えると思いますがどうで
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しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　沖縄県首里城復興基
金の活用に関する方針第２条（基金の活用方法）でも
定められている城郭内の施設等の復元に関する事業の
うち、正殿の木材や赤瓦などの調達に関する事業につ
いては、県の事業でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　県による事業であるとするなら、な
おさら県は、この城郭内の首里城の復興に主体性を最
大限発揮するべきだと考えるがどうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　若干、今の土建部長の発
言も含めてお話をさせていただきますけれども、本来
は正殿等の復元は国の事業として整備がなされており
ます。しかしながらこの首里城の火災に伴いまして、
多くの県内外の方々から寄附金が集められました。そ
の寄附金の活用方針について、多くの寄附金が集まっ
た那覇市ともいろいろと意見交換を行いまして、この
寄附金を寄せた方々の思いというのは、城郭内の正殿
等を中心とする復元に充てていただきたいというよう
なことがございまして、それを受けて国とも協議を行
いました。正殿等については、扁額とか、龍柱とか、
大龍柱とかそういったものについては、県のほうで寄
附金を活用して事業としてさせていただきたいと、そ
ういう調整を行ったというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　その予算、県の事業ということでそ
の予算は県議会の承認を得るべきだと思いますけれど
も、どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　基金を活用した木材
や赤瓦の調達につきましては、首里城復興基金事業と
して県議会の予算承認を得ることとなっております。
令和３年度予算につきましては、令和３年２月議会に
おいて首里城復興基金事業として扁額の実施設計、大
径材の調達、赤瓦製造に用いる機材購入等に係る経費
を承認していただいております。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　沖縄総合事務局と覚書を交わしたと
報道されていたこの20億円は、どのようなプロセス
を経たのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　最初に沖縄県首里城
復興基金の活用に関する方針に基づきまして、寄附金
の活用箇所について県が主体性を持って国と事前協議

を行っております。次に国へ寄附金の活用に係る申入
れを行うことについて、県の首里城復旧・復興推進本
部会議で決定を行い、決定後は直ちにブリーフィング
及び会議の資料の配布により情報公開等を行っており
ます。その後、県から国に寄附金の活用について申入
れを行い、国と県との役割分担を定めた覚書を締結し
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　24億の細目と算出根拠を教えても
らえますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　首里城正殿の寄附金
充当箇所につきましては、木材や赤瓦、室内装飾、屋
外彫刻でございます。金額については、現在国におい
て実施設計中でございまして詳細な仕様が決まってお
りませんので、県で想定した概算見込額となっており
ます。概算見込額の想定に当たりましては、前回の復
元の関係者とヒアリング等を行い、参考に算出を行っ
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　午前中の當間盛夫議員への答弁で、
火災保険金70億円が支払われたと。その内訳が、国
が62億円。美ら島財団に６億円でしたか。もう一度
確認させてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時９分休憩
　　　午後３時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　国に対して約63億
円、美ら島財団に対して約７億円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　これはいつ入ったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今年の５月でござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　公表されていましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　国において公表され
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　この問題は、県民の関心が高い問題
ですから、もっとどのように公表というか、マスコミ
というか議員に対してもそうですけれども、もっとき
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ちんと公表して、そういう問題はオープンにしてやっ
ていただきたいと思うんですけれども、これも要望と
しておきます。
　次に、玉城健一郎議員の代表質問で、多くの県民の
声が反映されるような場が必要ではとの質問に対し
て島袋土建部長は、県は首里城周辺地域の歴史まちづ
くりの推進に当たって、地域団体との意見交換やアン
ケートの実施などにより云々と答弁されましたけれど
も、私が質問しているのは全県民に対する調査なんで
す。2019年10月31日に首里城が焼失した際に、多く
の県民そして国内外から悲痛な声が寄せられました。
しかし県内でも温度差があったと思います。私はこれ
まで県外から訪れた方を案内して四、五回程度は行き
ましたけれども、歴史を知らずに大変恥ずかしく思い
ました。特に先島、離島の皆さんから見ると、苛酷な
人頭税を強いられた象徴として感じた方もおられまし
た。薩摩藩に支配された時代背景があったとはいえ、
平和な今だからこそ歴史を検証し反省して、明るい未
来の沖縄のシンボルとなるよう再建していくべきでは
ないでしょうか。そのためにもしっかり新たな知見を
取り入れ、沖縄の主体性を発揮すべきだと思います。
　知事の見解を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今回の首里城の復興につき
ましては、国内外、世代間そして今、議員御案内のと
おり、やはり地域を越えては首里城に対する考え方、
受け止め方というものがそれぞれの地域の実情と歴史
の中に間違いなく残っているものと思います。今回の
首里城の復旧・復興というものは、それら首里城に関
連する歴史文化的な活動及び行催事、行事ごと、催事
ごとなど何らかの形で復興に関与したいという思い
と、そしてもっと島々にある歴史や文化なども、琉球
のすばらしい我々が誇れる地域の財産であるというこ
とをつなげるために、今回の首里城の復旧・復興とい
うものは、そこと位置づけていくことも必要であろう
というように思います。そのような関心と意欲を継続
させる仕組みづくりは大変重要であると考えておりま
すし、今後も様々な県民の意見をそのような首里城の
復旧・復興に反映していけるような仕組みづくりを構
築していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
○瑞慶覧　功君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　よろしくお願いします。
　最初に、新型コロナの感染が広がる中、県教育委員
会、そして何よりも学校現場の先生に心からの敬意と

感謝を申し上げます。今週から県立学校は通常登校と
なりましたが、新型コロナの感染が収束したわけでは
ありません。多くの専門家が第６波を懸念しておりま
す。今回の経験を次にどう生かしていくのか、この立
場から質問を行わせていただきます。
　コロナ禍での学びの保障について。
　最初に、分散登校とオンライン学習の成果と課題を
問います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　議員御指摘のように分散登校、２学期から始まって
おります。分散登校等の実施期間中、各学校において
は、小中学校の約８割、県立高等学校の約９割、特別
支援学校の約６割がオンラインによる学習支援に取り
組んでおります。その成果としましては、児童生徒の
学びの継続や規則正しい生活習慣の維持等が挙げられ
ます。課題としましては、通信環境の不具合や児童生
徒の対話を中心とした授業の難しさ、健康面への影響
等が挙げられます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　オンライン学習ではいろいろ試行錯
誤もあったと思うんですが、通信費について、保護者
から懸念の声が出ております。義務教育の部分に関し
てお聞きしますけれども、この通信費への支援につい
て小中学校の就学援助、この就学援助の中で要保護者
には支援はあるんですが、準要保護者、ここに対して
は支援をしている市町村はどのような状況にあるの
か、県として支援も必要ではないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　まず準要保護者について
は、就学援助について市町村のほうの実情で実施をさ
れて、市町村が判断されているところでございます。
この点に関しましては、国のほうから要保護児童に対
するオンライン学習に係る通信費の補助対象になりま
したので、そのことについて、準要保護者への通信費
についても必要な援助が適切に実施されるようにとい
うことで通知をさせていただいているところでござい
ます。参考までに、準要保護者への通信費の支援につ
いては１自治体、就学援助に限らず通信費を支援して
いる自治体は５自治体で合計６市町村が実施をしてお
りまして、また多くの市町村で対象品目に加えること
について検討しているということを聞いているところ
でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
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○比嘉　瑞己君　そうはいっても６市町村しかやって
いないわけです。この準要保護は前までは国から国庫
としての財政措置がありましたが、例の三位一体改革
でこの国の補助がなくなりました。それで市町村の財
政状況によってやるかやらないかというふうになって
おります。こうした格差があってはいけないと思いま
すので、その点は県としても配慮をお願いしたいと思
います。
　続いて (2) 番目ですが、夏休み明けのコロナの感染
状況をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　令和３年９月１日から９月10日までの県立学校に
おける新型コロナウイルス感染者数は105人でありま
す。また学級閉鎖等の措置を行った学校は30校で、
学級閉鎖は45学級、学年閉鎖は５学年、休校は３校
となっております。また、市町村教育委員会から報告
のありました感染者数は、小学校201人、中学校77人
であります。学級閉鎖等を行った学校は17校で、学
級閉鎖31学級、学年閉鎖５学年で休校はございませ
んでした。現時点において、夏休み明け以降の児童生
徒等の感染により、県新型コロナウイルス感染症対策
本部によりクラスターの認定を受けた学校はございま
せん。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　残念ながらこうして子供たちの感染
が広がっておりました。こうした感染状況を考慮し
て、夏休み明けから登校を見合わせている児童生徒の
総数、学校種別の内訳を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　登校を見合わせている児童生徒の数でございますけ
れども、こちらのほうは県立の学校について把握をし
ておりまして、県立高等学校、県立中学校、県立特別
支援学校を合わせまして360人というふうになってい
るところでございます。なお、市町村からは―学校
からの情報になりますけれども、児童生徒の感染を不
安と感じている保護者からの要望が多いということは
聞いているところでございます。
　以上でございます。
○比嘉　瑞己君　種別。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時20分休憩
　　　午後３時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

○教育長（金城弘昌君）　失礼いたしました。
　高校で195人、県立中学校で９人、特別支援学校で
156人となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　このように不安で登校を見合わせて
いる子たちが多いです。小中学校も相当数いると聞い
ております。これは夏休み明けですが、１学期を振り
返ってみて、10日以上自主休校した生徒は何人です
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時21分休憩
　　　午後３時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　例年、いわゆるその長期欠席等については、年度末
に年間の長期欠席者を把握しているところでございま
す。ですので、今年度については今年度末ということ
になっているところでございます。引き続き状況の把
握に努めたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　皆さん、コロナの緊急事態にふさわ
しい、把握の取り方があると思います。相当の子供た
ちが見合わせているこの状況は、教育長も御存じだと
は思います。この自主休校の生徒たちですが、今議会
でほかの議員もたくさん質問がありました。この自主
休校した場合の出席の取扱いですが、欠席にはならな
い。だけど出席でもない。出席停止という扱いになっ
ています。これまでも確認されていますが、改めても
う一度聞きたいと思います。これはたとえ出席停止で
あっても、進級や進学に不利益は生じない。これでよ
ろしいですね。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　そのとおりでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　一方でそういう説明を聞いてもやは
り保護者は不安なんですね。そうであれば出席にして
ほしいというのが願いなんです。例えば具体的なお話
で聞きますと、この文科省は指導要綱の中で、授業時
間というのが決められています、カリキュラムで。こ
の授業時間をちゃんと取らないと進級とかできないと
いうふうになっていると思います。本当にこの出席停
止で授業時間の不足にはつながらないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後３時23分休憩
　　　午後３時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　学習のやり方についていろいろございますけれど
も、文科省のほうから、コロナ禍において教育課程の
授業時数を下回った場合でも、そのことのみをもって
学校教育施行規則に反するものはないということで、
様々な工夫、例えば学習活動の重点化であるとか、
時間割の工夫とかそういったことをやって、しっかり
やっていただければということで、そういう不利益は
生じないというふうに考えています。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　続いて通告の (3) 番目ですが、大阪
府寝屋川市などで実施されている登校選択制への見解
を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　大阪府寝屋川市や私どもの情報では福岡県福岡市な
どにおいて、自治体の判断の下、登校選択制を実施し
ております。
　県教育委員会としましては、自宅でのオンライン学
習を授業日数及び出席扱いとしてカウントすることは
できないという文科省の方針を受け、現時点ではそう
いうふうな対応をさせていただいているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　確かに文科省の通達を読むと、出席
停止という方針だと思うんですが、しかし自治体独自
の判断でオンライン学習をもって出席扱いしているの
は、今言った福岡も北九州市―今少しずつ増えてき
ているんです。これで教育長の率直な感想をお聞きし
たいんです。この間、県教育委員会そして学校の校長
先生や何よりも先生たち、この初めての経験の中で子
供たちの学びを保障するために、本当に試行錯誤でこ
のオンライン学習を頑張ってきたと思うんです。これ
は先生たちだけじゃなくて、子供たちも一緒です。そ
の中で一生懸命受けたけれども、しかし今の文科省の
方針ではこれは出席扱いにできない。この点につい
て、教育長の率直な感想をお聞かせいただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　様々なことあると思います
けれども、やはりオンライン学習が始まったばかりで
ございます。多くの課題がございます。例えば子供た

ちが集中できないとか、特にあったのが通信環境が不
安定ということで、実際そのオンライン学習自体が受
講できないということであるとか、またやはり対面指
導できないことによって学習効果の低下もあるとか、
あとやはり学校教育は児童生徒同士の関わり合いとい
うのもあったりするものですから、そういったところ
が十分に担保された上で、これをしっかり今後文科省
が考えていくと思いますので、そこは注視をしていき
たいと思っています。ただ一方で、このオンライン学
習で不登校の子供たちがオンラインに参加したという
事例が結構数ございます。そういったところはしっか
り押さえながら、今後のオンライン学習についてどう
いうことが必要か考えていきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　今、教育長がおっしゃったように、
不登校の方が参加しているんですよね。この場合出
席扱いになるんですよ。そして寝屋川市のほうは、同
じオンラインを受けているのに、不登校の子は出席扱
い、一方でほかの子はそうではない。これはやっぱり
教育の機会均等としてどうなのかということで、出席
扱いに踏み切ったんです。文科省もいろいろ、もう毎
月のようにいろんな方針が改定されておりますから、
今本当に初めてのことで、どこもみんな大変だと思い
ます。昨年の７月には文科省もこのオンラインを出席
扱いできる、こういった趣旨の説明も発表しているん
です。だけど今はおっしゃるように出席停止になって
いますので、ここはしっかりと自治体のほうから現場
はこうですよということを国に上げていくべきだと思
います。コロナが収まることが何よりですが、しかし
第６波が来たときにまたこういう状況になった場合に
備えて、今から声を上げていくことが大切だと思いま
す。出席扱いのことや、あるいはこの学習指導要領の
弾力化、このことをしっかりと国に伝えていく必要が
あるのではないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　やはり文部科学省が学習指
導要領に基づいて通知を発出していますので、学校を
不安にさせない、また児童生徒、保護者を不安にさせ
ないということをしっかり方針などを伝えていきたい
というふうに思っています。またあわせて方針等変わ
る、例えば通知等があった場合についてはしっかり対
応させていただきたいと思っているところでございま
す。その辺については遅滞なくしっかり対応していき
たいと思います。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　国の方針をそのままじゃなくて、や
はり地方自治体の声を上に上げていくという姿勢が大
切だと思います。
　続いて (4) 番、加配教員、この今先生たちの負担が
―これまでも多忙化で大変な状況でしたが、今回本
当に大変です。加配教員や学習指導員などを緊急に配
置して教員の皆さんを支援すべきです。対応を伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　公立小中学校の教職員につきましては、議員御案内
のとおり公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定
数の標準に関する法律等の規定に基づき、定数の範囲
内で適切に配置しているところでございます。また
一方、教員の負担軽減を図るため、スクール・サポー
ト・スタッフを配置する市町村に対して、配置に係る
費用の一部を補助しているところでございます。
　県教育委員会としましては、引き続き各学校の実態
に応じた教職員の適正配置に努めるとともに、教職員
の負担軽減に取り組んでいきたいと考えています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　要望にとどめますが、このスクー
ル・サポート・スタッフも掛け持ちなんです。やはり
それでは十分な支援とは言えませんので、その点も配
慮をしていただきたいと思います。
　次に (5) 番目、教室などにおけるエアロゾル―空
気感染です―この対策の重要性についてお聞かせく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　エアロゾル対策につきましては、教室等において十
分な換気を行うことが重要であります。
　県教育委員会としましては、換気を徹底するよう各
学校宛て通知し、学校薬剤師等の支援を得つつ、十分
な換気ができているか確認することとしております。
また、県立学校におきましては、国庫事業を活用しま
して、サーキュレーターですとかＣＯ₂モニターの購
入により、換気の徹底を促しているところでございま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　今お話しありましたＣＯ₂モニター、
これ大変重要だと思います。また不織布マスク、これ
も政府も重要性を強調しておりますが、その取組につ

いてもう少し詳しくお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　先ほど国庫事業での購入、
答弁させていただきましたが、県立学校においては、
82校中74校、約９割が購入の計画を立てているとこ
ろでございます。市町村立の学校については、それぞ
れ市町村の自治体のほうで予算化しているとは思いま
すけれども、文科省のマニュアルで、ＣＯ₂モニター
による二酸化炭素濃度の計測が換気の状況を確認する
のに適切ということがございますので、そこを伝えて
いるところでございます。あわせて今回デルタ株等も
ございまして、８月20日付の文科省からの事務連絡
ではございますけれども、新学期に向けた新型コロナ
ウイルス感染対策の徹底ということの１項目で、不織
布マスクにつきまして、最も高い効果を持ち、次に布
マスク、その次にウレタンマスクの順に効果があると
いうことが示されております。このことについて保護
者のほうに適宜情報提供するようにということがござ
いましたので、そこは伝えていきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　次に移りたいと思います。
　次に、高齢の親が中高年の子を支える、いわゆる
8050問題についてです。
　(1) ですが、社会的な孤立者、ひきこもりの実態に
ついて教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　国が平成30年度に
行ったひきこもりに関する調査から推計しますと、
県内の40歳から64歳のひきこもり者数は約7000人と
なっております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この国の調査はあくまで抽出調査で
す。県のこの今の推計も、その係数を沖縄の人口に掛
けたという単純な数値だと思います。私は実態はもっ
といらっしゃるんじゃないかと思っています。高い失
業率、全国の最下位である県民所得、少ない年金、私
たち議員の周りにもこうした相談は日頃寄せられてお
ります。そこで、国勢調査で伺いたいんですが、親と
同居していてひきこもりの可能性がある中高年の子は
それぞれ何人いらっしゃいますか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　国勢調査において、直接
ひきこもりに該当する調査項目はございませんが、
就業状態等基本集計、これが国勢調査の後、国が集計
することになりますが、この中で就業者数、完全失業
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者数等の項目別が集計されます。そのうち、ひきこも
りの方が含まれていると推測される項目が２つありま
して、１つがその他、就業者、完全失業者、家事、通
学、それ以外の方がその他ということで集計されてお
りまして、もう一つが労働力状態不詳、就業している
か就業していないかが不明な方というものを集計した
ものがございます。この２つの項目、40代、50代、
60歳から64歳、各年代集計いたしますと、40代が
5486人、50代が3519人、60歳から64歳が1532人、
合計で１万537人となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　統計課の皆さんほか、ありがとうご
ざいました。
　無理を言って近い数字出していただきましたが、こ
ういった数字です。やはり実態というのがまだ明らか
になっていないんです。こうしたひきこもりの中高年
の方々、その世帯を支援する状況について聞きたいん
ですが、こうした家族への地域支援体制の現状はどう
なっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では平成28年10
月からひきこもり専門支援センターを設置しまして、
ひきこもり当事者及び家族等への相談支援、それから
訪問支援、相談対応者への人材育成研修などを実施し
ております。同センターで相談対応した当事者の実数
は、令和元年度は208人、令和２年度は330人となっ
ております。また同センターではひきこもり状態にあ
る本人や家族を孤立させることなく、住み慣れた地域
の関係機関が連携して適切な支援ができるよう、各地
域にひきこもり支援地域連絡協議会というものを設置
しております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この南風原にあるひきこもり専門支
援センターの実績が年々伸びていてうれしいんです
が、ただその中身を見ると、若年者のひきこもりが中
心になっていると思います。このセンターで中高年の
ひきこもりの相談状況あればその状況を教えてくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時36分休憩
　　　午後３時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　中高年のひきこも
りの相談状況でございますが、相談対応した当事者の
実人数は330人で、そのうち40代が77人、50代が24

人、60代が11人となっておりまして、相談者の約３
割を中高年が占めているという状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　私も最近この生活相談を受けまし
て、いろいろ市役所とか回りましたが、意外なところ
を案内されたんです。地域包括支援センターです。な
ぜそこになるかというと、親の介護がきっかけでこう
した8050の実態があるということを一番最初につか
むのが実は地域包括支援センターで、近年注目されて
いるそうです。
　そこで伺いますが、この県内の地域包括支援セン
ターにおける8050問題に関する相談件数、実人数を
お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　8050問題
に関する地域包括支援センターへの相談状況につい
て、聞き取り確認をいたしましたところ、回答のあっ
た23市町村のうち、19市町村においていわゆる8050
に関する相談があったという回答を得たところです。
そのうち相談件数の取りまとめができているのは10
市町村で、令和２年度の延べ相談件数は648件とのこ
とで、実人数は把握していないとのことでございまし
た。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　部長、短い期間で調べていただいて
ありがとうございます。
　これまだ回答したのは23市町村で、全体のしっか
りとした数字ではありません。この地域包括支援セン
ターは、そもそもその介護がメインのところだと思う
んです。このひきこもりの皆さんを支援するという専
門ではないと思うんです。そうした意味で、今後高齢
化社会を迎えるに当たってますます―特に沖縄でこ
の問題が重要になっていくと思いますが、これいろん
な複合的な課題が重なっていると思うんです。そう
いった意味で、この包括的な支援体制が必要ではない
かと思いますが、県の今後の取組をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　国は、今
年度より市町村において地域住民のこのような複雑
化、複合化した支援ニーズに対応するため、属性やそ
の世代、相談内容を問わない、包括的な相談支援、社
会とのつながりをつくるための参加支援、地域づくり
に向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制、整
備事業を創設したところです。
　県といたしましては、各市町村等向けの研修の実施
ですとか講習会、あと個別相談会等を実施いたしまし
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て、今後重層的支援体制を整備しようと取り組む市町
村を後押ししてまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この重層的な支援体制、ぜひ進めて
いただきたいと思います。同時に、輪が広がるのはい
いんですけれども、じゃどこに行けばいいのかという
県民もいらっしゃいますので、ぜひその相談窓口とな
るワンストップの窓口も同時に検討していただきたい
と思います。
　この問題の最後に知事に伺いたいと思います。今述
べたように、実態もまだ分かっていないんです。私、
沖縄県がちゃんと実態調査に乗り出すべきだと思いま
す。この課題を解決するためには実態をきちんと調
べない限りできないと思います。今月糸満市で、亡く
なった父親を２年間自宅で放置したとして、同居する
息子が逮捕される痛ましい事件が起きました。警察の
調べに対して息子は、父親の死を受け入れられず現実
逃避していたと述べていたそうです。8050問題はな
かなか見えづらいです。自己責任ばかりが強調される
今の時代で、生きづらさを抱えて悩んでいる人たちが
たくさんいらっしゃいます。超高齢化社会を迎え、
この沖縄の8050問題への対応はますます重要になっ
てくると思います。具体的な対策を取るために、まず
沖縄県が独自に実態調査へ乗り出すべきだと思います
が、知事の見解をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　現代社会の中では、住み慣
れた地域においてもだんだん高齢化が進み、そして、
それぞれの家族が本家からまた別の地域に離れて住む
ことによって世代間の交流が薄れているという問題、
あるいはそこの近隣の家々が、かつては緊密な非常に
近しい関係にあった者同士がだんだん交流が少なく
なっていき、そのうち隣家の状況に対してもなかなか
関心が及ばないというような関係が地域では見られつ
つあるというように聞いております。
　その中でこの8050問題というのは、新しいけれど
も以前からあったような問題ですが、かつては地域が
支え、人が支えていたところをその機能がだんだん果
たせなくなってきたという問題も含んでいるのではな
いかと思います。ですから、やはりその地域における
関係機関が連携してその地域の人々任せにしない、
しっかりと機関が連携をすることこそが本当のその人
と人の大事な心のつながりをつくり、そして本当にそ
の支援の手が行き届いてない方々をお救いすることに
つながっていくのではないかと思います。そういうこ
とを含めて、市町村と連携した調査計画などについて

もしっかり検討してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時43分休憩
　　　午後３時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○比嘉　瑞己君　続いて那覇軍港の移設問題について
伺います。
　今年の３月31日に浦添ふ頭地区における民港の形
状案が発表されました。まずその概要をお聞かせくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　那覇港管理組合にお
きまして、那覇港管理組合構成団体調整会議におい
て、浦添ふ頭地区における民港の形状案について、
おっしゃるとおり令和３年３月31日に公表しており
ます。民港の形状案につきましては、沖縄県ＳＤＧｓ
推進方針や国の港湾の中長期政策ＰＯＲＴ2030等を
踏まえ、物流空間、交流・にぎわい空間ともに、経済
効果の創出を図りつつ、浦添の自然環境に最大限配慮
し生かすことができる形状案となっていると考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　今、資料を示しておりますが、（ス
クリーンに表示）　この画面で見られるようにその物
流空間が青い部分、そして交流・にぎわい空間、ピン
クの部分になっております。
　次に、この物流空間の埋立面積が77ヘクタールと
ありますが、その積算根拠を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後３時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　物流空間の埋立面積
でございますけれども、那覇港の取扱貨物量につきま
して、那覇港管理組合において、将来推計人口等の主
要経済指標、過去10年の港湾取扱貨物量と港湾統計
データ、港湾関係者へのヒアリングに基づき、貨物需
要を推計しております。その貨物量推計や企業ヒアリ
ング、他港の事例等を踏まえて、浦添埠頭において将
来必要な岸壁数及び物流用地の面積を推計したとのこ
とであります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　将来推計値の貨物量とは何万トンで



─ 304 ─

すか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　那覇港の将来の取
扱貨物量については、那覇港管理組合において、約
1800万トンと推計しております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　那覇港管理組合でも確認したんです
けれども、この1800万トンというのは、この青い部
分の貨物取扱量ではないそうです。那覇港全体の将来
貨物量を1800万トンと見込んでいて、それでこの物
流空間が77ヘクタール必要だということでした。
　ちょっと質問いたしますが、那覇港のこの直近の取
扱貨物量の推移をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　那覇港管理組合に
よりますと平成29年1216万トン、平成30年1307万
3000トン、令和元年1398万7000トンで推移してい
るとのことであります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　那覇港の取扱貨物量、将来推計値は
先ほど言った1800万トン、近年の那覇港の貨物量の
実績は、コロナ前の2019年度で約1400万トンです。
つまり、あと400万トン受け入れることができれば、
浦添埠頭地区のこの物流空間の埋立ては必要ないと言
えると思います。
　そこで伺いますが、今那覇港の新港埠頭地区では、
未整備の岸壁が残っております。新港埠頭の未整備の
岸壁は幾つ残っていますか。完成したら新たにどれく
らい貨物量が受入れ可能となりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　那覇港管理組合によ
りますと、現行の港湾計画においては、８号、11号
及び14号岸壁が未整備であり、12号及び13号岸壁が
整備中であります。これらの岸壁で想定していた計画
貨物量は約550万トンとなっております。現在新港埠
頭地区は近年の船舶大型化等に対して、岸壁延長や荷
さばき用地が非常に不足し、狭隘、過密な状況となっ
ているとのことであります。このため、適正な利用環
境が確保できるよう、全体的に岸壁の機能再編を行っ
ていく必要があるとのことであり、詳細な規模、配置
については今後精査してまいりたいとのことでありま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　数字だけを見れば、新港埠頭の未整
備部分が完成すれば、あと550万トンの受入れが可能

です。
　次に、お聞きします。
　那覇港湾計画における中城湾港との連携についての
説明を求めたいと思います。その説明と今、中城湾港
取扱いの貨物の可能量と実績についてお聞かせくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時49分休憩
　　　午後３時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　中城湾港新港地区に
おける取扱実績につきましては、令和元年で約121万
トンとなっております。中城湾港新港地区の岸壁整備
状況につきましては、18バースの全てが完成した場
合の計画貨物量は約350万トンとなっております。
○比嘉　瑞己君　那覇港湾との連携についてどういっ
た関係があるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時49分休憩
　　　午後３時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（島袋善明君）　失礼いたしました。
　那覇港につきましては、県内重要港湾の公共貨物量
の約８割を扱う物流の拠点港湾として、主に国内外の
コンテナ貨物を分担することとしております。また、
中城湾港長期構想では、中城湾港新港地区におきまし
て、中北部圏域を背後圏とする貨物や、砂、砂利、飼
料、建設資材等のバルク貨物、リサイクル貨物を分担
することとしております。両港湾の適切な機能分担に
つきましては、長期構想、新たな振興計画等を踏まえ
て引き続き取り組んでまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　那覇港と中城湾港は連携をしてい
く、機能分担をしていくということです。まだまだ余
裕もあるわけです。そこで、今中城湾も取り扱ってい
るのはほとんど砂利が７割です。後背地を利用した産
業のためには、那覇港の貨物が相当数あそこに行くこ
とが予想されます。
　この浦添埠頭地区の物流空間の埋立てですが、この
沖縄県全体の港湾の構想、そしてそれぞれの需要予測
が大変重要だと思います。これらの検証作業によって
は、浦添埠頭地区の埋立ては縮小あるいは埋立ての必
要性そのものがなくなるのではないですか。いかがで
しょうか。
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○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　先ほど来、計画貨物
量あるいは実績の取扱貨物量等を述べてまいりまし
たけれども、やはり現在の新港埠頭地区におきまして
は、近年の船舶の大型化、荷さばき用地が非常に不足
しているというところで、那覇港管理組合からお話が
ございます。ですから現在のこの狭隘、過密という状
況を踏まえまして、岸壁の機能再編を図っていく必要
があると、詳細な規模配置につきましては、今後那覇
港管理組合において精査をしてまいりたいということ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　未整備の岸壁があるわけですから、
そうした狭隘という説明は当てはまらないと思いま
す。
　続いて (3) 番目ですが、交流・にぎわい空間につい
て同じく聞きたいと思います。
　ここでは埋立面積32ヘクタールとありますが、積
算根拠を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　交流・にぎわい空間
につきましては、スーパーヨットも利用できるような
規模のマリーナを想定するとともに、ラグジュアリー
ホテル等が誘致できるよう、海外の事例等も含めて面
積を検討したとのことであります。今後、詳細につき
ましては、浦添市において、施設の配置等について市
民アンケートやワークショップ、企業ヒアリングを行
い、これらの意見を参考にしながら検討していく予定
とのことであります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この画面の形状案では、この交流・
にぎわい空間ではビーチ等というふうに書かれており
ます。ですが、あそこは御存じのように、西海岸に大
変貴重なイノーが広がっております。この計画では人
工ビーチありきなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　交流・にぎわい空間
の詳細な内容につきましては、浦添市において施設の
配置等―先ほど申し上げましたけれども、市民アン
ケートやワークショップ、企業ヒアリング等を行い、
これらの意見を参考にしながら検討を行っていくとい
う予定で聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　だから人工ビーチありきなんです
か。

○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　これらにつきまして
は、繰り返しになりますけれども、浦添市において検
討するということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　浦添市の検討科目では、イノーを残
すという選択肢もあるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時54分休憩
　　　午後３時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　ＳＤＧｓあるいは環
境に最大限配慮していくと聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　交流空間にしろ物流空間にしろ、何
か埋立てありきのような計画にしか私は見えないんで
す。やはり本当に県民が何を望んでいるのか、那覇港
のこの港湾計画は本当に緻密な計算に基づいて行われ
ているのか、全く見えてこないと思います。
　続いて、この民港形状案の作成方針の中に、返還さ
れる米軍キャンプ・キンザー跡地からのこの景観につ
いての方針があります。作成方針の景観について、そ
してビーチの向きについて説明を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　浦添ふ頭地区におけ
る民港の形状案の作成方針等におきましては、交流・
にぎわい空間において、背後地となる牧港補給地区跡
地からの景観も含めて、海に沈む夕日を最大限に享受
できる形状案とするとしております。これを踏まえ、
交流・にぎわい空間においては、水辺に触れ合いなが
ら夕日を眺められるビーチ等を西向きに設定したとの
ことであります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この那覇軍港問題について、浦添市
長はこの北側案を容認しましたが、今の説明にあった
ように、軍港ができてしまったら、この海に沈む夕日
は見えなくなります。遊休化している那覇軍港は無条
件撤去こそ求めるべきではありませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　那覇軍港の位置等に
つきましては、防衛省におきまして技術的な検討が行
われるものというふうに承知をしております。ですか
ら、防衛省と米側との間で代替施設の形状の具体化に
ついて話し合われるものだと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
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○比嘉　瑞己君　次に移ります。
　自然環境保護についてです。
　世界で最も重要な海域、ホープスポット、この希望
の海として、辺野古・大浦湾が日本で初めて認定され
ました。天然記念物のジュゴン、絶滅危惧種のウミガ
メ、チリビシのアオサンゴ群集や長島の鍾乳洞など貴
重な自然環境を保護すべきだと考えますが、対策を問
います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　辺野古・大浦湾は、県の自然環境の保全に関する指
針において評価ランクⅠ及びⅡと評価されていること
や、国が日本の重要湿地500、重要海域に選定してい
ることなどから、自然環境豊かな重要な地域であると
考えており、今年９月11日に開催した辺野古・大浦
湾シンポジウム2021において、保全の必要性につい
て発信したところであります。また、現在、現地調査
や文献調査による生物の分布情報の収集、ジュゴンに
関するはみ跡の有無や環境ＤＮＡの分析、海草藻場の
調査等を行っており、引き続き必要な調査を行ってま
いります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この海域にはジュゴンが生息してお
ります。国の環境監視等委員会の委員が絶滅したとい
う論文を発表したということは本当に許されないと思
います。この絶滅危惧種のジュゴン、私、前から保護
してほしいということを要求してまいりました。実
は、国の種の保存法、この法律でもジュゴンは保護さ
れておりません。そこで、沖縄県の希少野生動植物保
護条例が昨年策定されましたが、そこにぜひ追加指定
するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　現在ジュゴンをはじめと
する10種につきまして、沖縄県希少野生動植物保護
条例で定める指定希少野生動植物種に追加するため
条例の規定に基づきまして、沖縄県自然環境保全審議
会に諮問し、審議をお願いしているところでございま
す。審議会からの答申を踏まえ、追加指定に必要な手
続を進めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひお願いしたいと思います。
　これ晴れてジュゴンが指定された場合について、今
後県はどのような対策を講じるお考えでしょうか。こ
のジュゴンの餌場となるこの海草藻場、この保全も大
変重要だと思います。私はジュゴンの生息地等、保護
区の指定が大変重要だと思いますが、最後にこのこと

についてお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　海草藻場の保全について
は、サンゴ礁や藻場の保全と同様に重要であると認識
しております。ジュゴンの餌場となる海草藻場を保全
することは、ジュゴンをはじめとする多くの海洋生物
が生息・生育する生物多様性、豊かな自然環境の確保
につながると考えております。現在、ジュゴン保護対
策事業において、ジュゴンの生息状況や海草藻場につ
いて調査を行っており、これらの調査結果を踏まえて
どのような対策が必要か検討してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございました。
　この種の保存法でも、個体しか保存できないんで
す。だけどその周りにある生息環境はこれまで保護で
きませんでした。ノグチゲラが指定されていても、そ
の木は守れなかったんです。ですが、県の条例だとこ
の保護区を設定することができる。海草藻場を守るこ
とができますので、ぜひ知事、先頭に立って頑張って
いただきたいと思います。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時０分休憩
　　　午後４時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　照屋大河君。
　　　〔照屋大河君登壇〕
○照屋　大河君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　会派てぃーだ平和ネット、うるま市選出の照屋大河
です。
　所見を述べながら通告に従い、一般質問を行います。
　昨日の議会です。花城大輔さんの一般質問の中で、
50歳だとのＰＲがありましたが、私も同じ1971年、
いのしし年生まれの50歳。50歳になっての最初の一
般質問です。見た目は全然私のほうが若いと感じる
と思うんですが、大輔さんとは大の字も一緒で、彼は
もう見てのとおり大きく立派、健康的で、昨日の一般
質問でも、ちんすこうを食べに献血に行っているよう
です。僕は献血ではなくて、先日、50歳になって体
力の衰えも感じるものですから、採血に行って簡単な
健康診断を受けてきたんですが、結果が届いて、また
びっくり。数字が見えないものだから、体力の衰えと
視力も衰えているなと、50歳になってなかなか前向
きに感じられてなかったんですが、実は同じ50歳の
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活躍がありました。パラリンピックの上与那原さん、
２つのメダルを獲得、陸上車椅子の競技です。そして
コメントでも、若い人たちにはまだまだ負けない、次
も目指して頑張るということでありました。その上与
那原さん、大会の直前になって、実は易氏門中が一緒
だということも分かって、寛という字、名のり頭とい
いますが、名のり頭が一緒と、同じ易氏門中だという
ことで、門中挙げての応援です。２つのメダル獲得の
活躍、大変感動しましたし、刺激を受けました。玉城
デニー知事からも、おやじ世代の星だと讃えるコメン
ト、直接の激励もあったようです。
　このオリンピックですが、こういう県出身者の活
躍、あるいは日本代表選手の活躍、そういった活躍に
私のように刺激や勇気、感動をもらった人も多かった
と思うんですが、先ほど会派代表の瑞慶覧さんから
あったように、この今回のオリンピックについては、
緊急事態宣言中に行われ、時を同じくして日本中で新
型コロナウイルスの感染爆発が起きた。この開催には
延期、またはキャンセルすべきだとの意見も多くあっ
た中であります。大会関係者の政治家の発言が日本に
おける男女平等が名ばかりであることや、多様性が理
解されていないなどの負の側面も明らかになりまし
た。先ほど知事からは差別を許さない、知事選挙の際
にもダイバーシティの実現という話をされていまし
た。その選手の努力、その活躍は、先ほど言ったよう
に知事が直接賞賛されるように、しっかり受け止めて
応援していく姿は重要だと思いますが、やっぱりオリ
ンピックが見せたそういった視点を、沖縄から考えて
いく、そういったことが必要であり、重要な視点だと
いうふうに思います。
　そこで伺いたいと思います。
　ます１番目、知事の政治姿勢について。
　(1)、あらゆる差別を許さず、人権と多様性が尊重
される共生社会の実現に向けて。
　ア、東京オリンピック・パラリンピックで表出した
女性差別、人種差別、障害者差別問題に対する知事の
見解について伺います。
　イ、ニュース女子訴訟の地裁判決について、沖縄ヘ
イトを象徴する訴訟判決に対する知事の受け止めを伺
います。
　先ほど、ヘイトに関する条例の状況なども知事から
直接お話がありましたが、こういった判決を機に、条
例制定を加速させていく必要があるのではないかとい
うふうに思います。改めてニュース女子訴訟の判決に
対する知事の受け止めについて伺います。
　(2)、日本世論調査会が実施した、平和に関する全

国世論調査について。
　ア、核兵器禁止条約参加の是非や、憲法９条と自衛
隊の在り方、戦争体験の継承方法など、平和について
様々な角度から設問されている。調査結果から知事が
読み取る国民の平和観について伺います。
　イ、特に、辺野古新基地建設に対する政府の姿勢へ
の支持・不支持、普天間基地の移設先などに対する調
査結果を知事はどう受け止めますか、伺います。
　大きい２番、新型コロナと県経済、県民生活につい
て。
　(1)、経済活動再開に向けた出口戦略について。
　ア、政府が９月９日の新型コロナウイルス感染症対
策本部会合で示した行動制限緩和の基本方針を県はど
う受け止め、評価しているか。
　イ、同日に県が示した経済活動再開時に向けた３つ
の重点プロジェクトと政府の基本方針は整合性が取れ
ているか、整合性を取る必要があるのはどのような点
か伺う。
　ウ、県公表の2020年度の経済実績見込みによると、
県の実質経済成長率はマイナス9.6％、１人当たり県
民所得もマイナス10％と、いずれも復帰以降で最大
の落ち込みとなる。コロナ禍の影響が出てから初めて
まとめた経済指標を踏まえて、アフターコロナにおけ
る経済活動本格再開、経済回復に向けた県の出口戦略
を伺う。
　(2)、現下の経済・雇用状況について。
　ア、７月の県内完全失業率（季節調整値）が前月比
0.8ポイント上昇（悪化）した一方、７月の全国完全
失業率（同）は前月比で0.1ポイント低下（改善）し
ている。対照的な結果になった理由はどこにあると考
えるか、新型コロナとの相関関係はあるのか、県の分
析を伺う。
　イ、緊急事態宣言下が長引いている。夏休みシーズ
ンやシルバーウイークにおける修学旅行を含む観光客
のキャンセル状況はどれほどか。それに伴うホテルな
ど宿泊業、レンタカーやタクシー、公共交通機関、飲
食業などへの影響はどのようになっているか、県の把
握状況を伺う。
　(3)、教育について。
　ア、県立高校、県内公立小中学校におけるコロナの
影響による学年閉鎖や学級閉鎖、夏休み延長や臨時休
校、分散登校、短縮授業などの状況について伺います。
　イ、県立高校や県内公立小中学校の学校再開後の出
席状況において、コロナ関連の出席停止扱いの割合は
どの程度か。そのうち自粛による登校控えの割合につ
いて伺う。
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　ウ、生活リズムやメンタルヘルスの悪化、出勤等に
よる保護者不在時の居場所づくり、学校給食に頼らざ
るを得ない子の栄養不足など、休校措置や分散登校に
よる副次的な影響について、どう対応していくか、県
の方針を伺う。
　３、基地問題について。
　(1)、陸自勝連分屯地へのミサイル配備について。
　防衛省は2023年度をめどに、陸上自衛隊勝連分屯
地に地対艦ミサイル部隊を配備する方針のようです。
既に2022年度概算要求で関連整備費を計上していま
す。自衛隊の基地や米軍基地については、午前中に知
事の答弁もあったように、その県民、地元の住民の頭
越しに移設や機能の強化などがあってはいけないとい
うふうに思っています。地域にはホワイト・ビーチも
近くにある。分屯地の近くには与勝高校、緑が丘中学
校、すぐ近くに住宅地も広がっています。そういう意
味で、こういった国策の名の下に進められる機能強化
などについて、県の方針について伺います。
　ア、防衛省から県に説明はあったのか、県としてど
の程度計画内容を把握しているか伺う。
　イ、同計画に対する県の姿勢について伺う。
　(2)、嘉手納基地に米陸軍や空軍の偵察機飛来が相
次いでいる。北朝鮮の情勢を探る目的との報道もある
が、県として何らかの情報を得ているか。また偵察機
飛来と同基地における騒音測定結果に因果関係はある
か伺う。
　(3) 番、東村高江の米軍ゲートへの門設置について。
　ア、米軍からの基地へのアクセス確保の求めに応じ
るべく、沖縄防衛局が、東村高江の県道70号に隣接
する北部訓練場Ｎ１、Ｎ４ゲートなどに門のようなも
のを設置しようと道路管理者たる県と協議しているよ
うです。経緯や協議の内容について伺います。
　イ、沖縄防衛局は昨年７月のヘリパッド建設工事終
了後も、抗議の座り込み対策として、民間警備員によ
る基地ゲート警備を続けている。同局は、基地ゲート
の出入口で車両通行妨害が継続していると説明してい
るようですが、道路管理者たる県も同様の認識か、見
解を伺います。
　大きい４番、環境行政について。
　うるま市石川からヤンバル地域にかけて松くい虫の
被害が拡大しています。被害状況について、県はしっ
かりと把握、対応されているのか伺います。
　以上、よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　照屋大河議員の御質問にお

答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の (1) の
ア、東京オリンピック・パラリンピックにおける差別
問題についてお答えいたします。
　先日、上与那原選手とウェブで対談をさせていただ
きました。そのときにやはり13年ぶりに再びパラリ
ンピックでメダリストになれるというその意志の力、
努力の積み重ね、本当にその50歳にして、私たち世代
の星と言える存在だというように本当に喜びをお伝え
いたしました。全ての人々がその可能性を信じて努力
をすること、これが本来のスポーツの醍醐味であり、
オリンピック競技の、我々が観客として最も期待する
ものではないかということを、しみじみと味わえた感
動のシーンがたくさんあったものと思います。
　東京オリンピック・パラリンピックは、共生社会を
育む契機となるよう多様性と調和などを基本コンセプ
トとする中で、人権尊重に関する議論が行われた大会
でもありました。全ての人々の尊厳を守り、多様性や
寛容性を大切にすることは、平和で豊かな社会にとっ
て重要であり、あらゆる差別は許されるものではない
と考えるものであります。沖縄県では、男女共同参画
推進条例や障害のある人もない人も共に暮らしやすい
社会づくり条例などを制定し、差別のない社会の実現
に向けて取り組んでいるところであります。
　沖縄県としましては、誰もがお互いの人権を尊重し
合う心のバリアフリーをさらに推進し、ユイマールの
心を次世代につなげ、誰一人取り残すことのない共生
社会の実現を目指して、なお一層しっかり取り組んで
まいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢についての御質問の中の (1) のイ、ニュー
ス女子訴訟の地裁判決についてお答えいたします。
　今般の東京地裁の判決は、平成29年１月に放送さ
れた県内の基地反対運動を取り上げた番組の制作会社
による辛淑玉氏への名誉毀損を認め、金銭賠償と謝罪
文掲載を命じたものであります。そして、報道として
の正確性や人権の尊重について国民の関心を集めた問
題でもあります。
　県としましては、差別や偏見のない社会の実現に向
け、一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく
認識し、他人の人権にも十分配慮した行動を取ること
が重要であると考えております。
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　同じく１の (2) のア、平和に関する全国郵送世論調
査についてお答えいたします。
　新聞報道によると、日本世論調査会の調査結果にお
いて、核兵器禁止条約や締約国会議への日本の参加を
求める割合が高くなっており、唯一の戦争被爆国であ
る日本国民の平和を願う意識の高さが示されたものと
受け止めております。また、戦争の悲惨さを後世に伝
えていくことの重要性を多くの国民が感じており、次
世代への継承の大切さを改めて実感しました。
　県としましては、凄惨な地上戦の経験を基に、引き
続き恒久平和を希求する沖縄の心の発信に取り組んで
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての (2) のイ、世論調査の結果についてお答えを
いたします。
　日本世論調査会が今年の６月から７月に実施した全
国世論調査において、回答を寄せた57％の方が普天
間飛行場の辺野古移設を進める政府の姿勢を「支持し
ない」と答え、そのうち29％の方が「日本国外に移
設する」べきと答えたことは報道により承知しており
ます。県では、辺野古新基地建設に反対する民意が一
連の選挙や県民投票で揺るぎない形で繰り返し示され
ていること、戦後76年を経た現在もなお、全国の米
軍専用施設が本県に集中し、過重な基地負担を強いら
れ続けていること等について、トークキャラバンやイ
ンターネット等を活用し、全国に発信してきました。
今回の調査結果は、沖縄県の主張が全国で一定程度理
解されてきたものと考えており、今後も全国の自治体
や議会等に沖縄の基地問題を解説したＱ＆Ａブックを
送付するなど、情報発信に取り組んでまいります。
　３、基地問題についての (1) のア、陸上自衛隊勝連
分屯地へのミサイル部隊配備計画についてお答えをい
たします。３の (1) のアと３の (1) のイは関連します
ので、一括してお答えをいたします。
　陸上自衛隊勝連分屯地に地対艦ミサイル部隊を配備
する計画について、県は報道を受け、沖縄防衛局に事
実関係の確認を行いました。沖縄防衛局によります
と、広大な南西地域を防衛するためには、奄美大島、
宮古島、石垣島に加え、南西地域のおおむね中間地点
においてさらに１か所、地対艦ミサイル部隊を配備す
るとともに、これらの部隊を指揮統制する部隊を、令
和５年度をめどに勝連分屯地に配備することを計画し
ているとのことであります。

　県としては、自衛隊の島嶼配備について地元の理解
と協力が得られるよう、より一層丁寧に説明を行うこ
と等を繰り返し政府に対し求めてきたところであり、
同計画についても、詳細な配備スケジュールや弾薬の
保管方法等、丁寧な説明を引き続き求めてまいりたい
と考えております。
　同じく３の (2)、嘉手納飛行場への偵察機の飛来に
ついてお答えをいたします。
　沖縄防衛局に確認したところ、去る９月２日から９
日までの間、ＲＣ135偵察機の離着陸を８回、ＲＣ12
偵察機の離着陸を２回確認しているが、所属や飛来目
的については、米軍の運用に関する事項であり、承知
していないとのことであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナと
県経済、県民生活についての御質問の中の (1) のア、
行動制限緩和についてお答えいたします。
　去る９月９日に、政府対策本部から、ワクチン接種
の進捗や標準的治療の普及により、感染拡大が生じて
も医療の逼迫等を通じて国民の命や健康を損なう事態
を回避することが可能となれば、日常生活の制限を緩
和し、感染対策と日常生活の回復に向けた取組を両立
することが可能との考え方が示されております。
　県としましては、行動制限の緩和等に当たっては、
感染状況のみならず、医療提供体制の負荷や変異株の
動向など様々な要素を考慮し、国との調整や専門家等
の意見も踏まえた上で、未接種者の状況にも配慮しな
がら方針を検討する必要があると考えております。
　同じく２の (1) のイ、県の重点プロジェクトと政府
の基本方針の整合性についてお答えいたします。
　県では、現在、子供たちを守るための子どもを守る
プロジェクト、緊急事態宣言解除及び経済活動再開に
向けた見通しを実現するためのワクチン接種の促進・
機会拡大プロジェクト及び感染収束時を見据えた事前
準備である経済活動再開時にワクチン接種・検査陰性
証明書を活用するためのプロジェクトの３つの重点
プロジェクトを実施しているところです。一方、政府
の基本方針においても、感染防止対策の徹底及びワク
チン接種の推進に取り組むとともに、ワクチン・検査
パッケージの活用について検討することとされており
ますので、引き続き国の方針との整合性も図りながら
感染防止対策に取り組んでいきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、新型コロナと県
経済、県民生活についての御質問の中の (1) のウ、経
済回復に向けた県の出口戦略についてお答えいたしま
す。
　県では、行動変容要請の徹底等により、新規感染者
数を抑制することで、緊急事態措置等の制限を段階的
に解除し、大規模集客施設の土日営業再開、感染防止
対策の認証を受けた店舗における酒類提供の条件緩和
等、経済活動再開に向けた取組の展開を検討しており
ます。今後は、ワクチン接種の推進をアクセルとし、
経済対策基本方針に基づいた需要喚起や業態転換を促
す施策に加え、デジタルトランスフォーメーションに
よる付加価値を生む新たな取組支援を講じ、一日も早
い経済の回復や県民所得向上に取り組んでまいりま
す。
　同じく２の (2) のア、完全失業率の上昇と新型コロ
ナウイルス感染症との関連についてお答えいたしま
す。
　令和３年６月と７月の状況を比較しますと、全国
は、就業者が19万人増加し、完全失業者が15万人減
少した一方で、沖縄県は、就業者が2000人増加した
ものの、完全失業者も2000人増加したことから、完
全失業率が上昇している状況にあります。産業別の就
業者数では、特に宿泊業、飲食サービス業において、
全国が増加している中で、沖縄県は１万4000人の大
幅な減少となっており、観光関連産業を中心に感染症
の長期化による影響が現れているものと考えておりま
す。
　県としましては、引き続き雇用調整助成金の活用促
進や県独自の上乗せ助成を行うとともに、就職困難者
等への再就職支援などに取り組み、雇用情勢の改善に
努めてまいります。
　同じく２の (2) のイ、緊急事態宣言による飲食業へ
の影響についてお答えいたします。
　民間の調査会社によると、沖縄県における令和２年
度の倒産件数は40件となっており、このうち新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大に起因する飲食業の
倒産は、２件となっております。また、令和２年４月
１日から令和３年８月31日までの間に廃業した事業
者数について、飲食関連の２つの組合から情報提供の
あった数値を合計した数は、195件となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕

○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　照屋大河議
員の御質問の２、新型コロナと県経済、県民生活につ
いての中の (2) のイ、緊急事態宣言下における旅行の
キャンセル状況及び宿泊業等への影響についてお答え
します。
　主要エアラインによると、これまで５％程度、予約
がキャンセルとなり、厳しい状況が続いていると聞い
ております。ホテル旅館生活衛生同業組合によると、
令和３年８月の客室稼働率は29％で、令和元年同月
の72％と比較して、43ポイントの減となっておりま
す。予約状況に基づく令和３年９月の客室稼働率は
19.1％と令和元年同月の68％と比較して、48.9ポイ
ントの減となっております。レンタカー協会による
と、令和３年８月の車両貸出状況は、令和元年同月比
で34％となっております。予約状況に基づく令和３
年９月の車両貸出状況は、令和元年同月比で23％に
とどまる見込みとなっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、新型コロナと県経
済、県民生活についての (2) のイのうち、観光客の
キャンセルに伴う公共交通機関の影響についてお答え
いたします。
　公共交通機関における観光客のキャンセルに伴う影
響そのものは把握できていないものの、各機関へのヒ
アリングによる今年８月の実績と、新型コロナウイル
ス感染症影響前である令和元年８月を比較すると、タ
クシーについては、約59％の売上げ減少、バスについ
ては、約46％の売上げ減少、離島航空路については、
約65％の利用客減少、補助対象となっている離島航
路については、約61％の利用客減少と聞いておりま
す。
　公共交通は、県民の日常生活の足として不可欠であ
るため、移動自粛等の影響により利用者が大きく減少
する中にあっても大幅な減便は難しく、運行経費の縮
減も困難であるため、経営状況は依然として厳しいも
のと認識しております。このため県としては、公共交
通の確保・維持を図るため、さらなる支援の検討を進
めているところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　２、新型コロナと県経済、
県民生活についての御質問の中の (3) のア、公立小・
中・高校の臨時休校等の状況についてお答えいたしま
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す。
　学校再開から令和３年９月10日までの期間に、県
立学校において学級閉鎖等の措置を行った学校は30
校で、学級閉鎖45学級、学年閉鎖５学年、休校３校で
あります。また、県立学校では、夏季休業の延長等の
措置は行っておらず、分散登校は高等学校54校、特
別支援学校８校、中学校３校で実施しております。小
中学校において学級閉鎖等を行ったのは17校で、学
級閉鎖31学級、学年閉鎖５学年で休校はありません。
また、夏季休業の延長等については、24市町村の小
学校と26市町村の中学校、短縮授業または分散登校
については、19市町村の小学校と21市町村の中学校
において実施されたと聞いております。
　同じく (3) のイ、自粛による登校控え等の割合につ
いてお答えいたします。
　県内公立学校における８月の新型コロナ感染者数は
1540人で、９月１日から10日までの期間は、372人
となっております。また、県立学校において、夏休み
明けから９月10日までの期間で、感染への不安等に
より１日も登校しなかった生徒数は、360人となって
おり、在籍に占める割合は0.8％となっております。
　同じく (3) のウ、小中学校の休校措置等に係る児童
生徒への対応についてお答えします。
　各学校においては、児童生徒の生活リズムや食事等
の健康管理について、保護者や地域及び関係機関に対
し協力を求めるとともに、居場所の確保が難しい家庭
については、多くの学校で預かり対応を行っておりま
す。また、コロナ感染等への不安を抱える児童生徒に
対しては、養護教諭やスクールカウンセラー等を含
め、全職員できめ細かな対応を行っているところであ
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　３、基地問題についての
(2) のうち、偵察機飛来と騒音測定結果との因果関係
についてお答えします。
　米軍の偵察機が飛来した９月２日から９月９日まで
の期間、嘉手納基地周辺で確認された騒音発生回数の
最大値は、屋良Ａ局の１日平均56.9回で、前年度平均
の60.2回と同程度となっております。また、航空機
騒音の評価指標である時間帯補正等価騒音レベルの最
大値は、砂辺局の66デシベルで、前年度の値と同じ
値であります。今回の偵察機飛来期間中、騒音状況に
大きな変化は見られませんでした。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　３、基地問題につい
て (3) のアと (3) のイ、東村高江の米軍ゲートへの門
設置に関する経緯と対応等についてお答えいたしま
す。３の (3) のアと３の (3) のイは関連しますので、
一括してお答えいたします。
　北部訓練場Ｎ１ゲート等への門扉などの設置につい
ては、沖縄防衛局から令和元年11月５日付で、道路法
第35条に基づく道路占用協議書が北部土木事務所宛
てに提出されております。同事務所では、令和２年１
月22日付で、出入口の機能を保持するために門扉及
び車両止めを道路区域内に設置することは、道路占用
の趣旨及び道路の一般交通の安全性の観点から認めな
いものとする旨を沖縄防衛局宛てに文書で回答してお
ります。また、同事務所が行う道路パトロールでは、
これまでのところ、米軍基地ゲート出入口において、
車両通行の妨害となる物件等を確認しておりません。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　４、環境行政につい
ての (1)、松くい虫被害状況と防除対策についてお答
えいたします。
　松くい虫被害量は、保安林等の公益的機能の高い松
林を中心に重点的な防除対策を行った結果、県及び市
町村の調査によると、令和２年度では647立方メート
ルで、被害のピークとなった平成15年度の４万3980
立方メートルと比較して、約98％の減少となってお
り、防除効果が現れているものと思われます。しか
し、近年、読谷村及びうるま市から宜野座村にかけて
の一部地域では、被害が増加傾向にあります。このた
め、県では、一括交付金による沖縄型森林環境保全事
業等を活用し、関係市町村と連携して、幹線道路周辺
や景勝地等の松くい虫防除に取り組んでまいります。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　御答弁ありがとうございました。
　まず最初に松くい虫について、全体としては歯止め
がかかっている、拡大はされていない、減少傾向にあ
るという答弁でしたが、地域からすると、感染被害の
状況が集中していると非常に印象的に映るんだと思
います。そういう意味で地域からの声があったもの
で、質問させていただきましたが、改めて気になる点
もあって、この質問をした後に久米島で初めて松くい
虫の被害が確認されたということです。自生するリュ
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ウキュウマツが枯れる被害が相次いでいるようです
が、町としては、松は島の財産である、観光資源でも
ある。被害を最小限に食い止めるために早急な木の伐
採、焼却が必要であり国や県の協力も得て対応してい
きたいというふうにお話しされているようですが、初
めての被害が明らかになったということで、技術的な
指導あるいは財政的な指導、町として県の協力もいた
だきたいという要求があるようですが、どう状況を把
握し対応していかれるのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　今回、久米島町で発
生した松枯れ被害については、県の森林資源研究セン
ターが原因を調査した結果、９月15日に松くい虫被
害であることが確認されました。なお、同町はこれま
で松くい虫被害が確認されていなかった地域であり、
今後被害の拡大が危惧されることから早期の対策が重
要となっております。このため県では、久米島町と連
携し被害実態の把握や侵入経路の究明等を行うととも
に、枯れた松の伐倒駆除等を実施し、徹底した松くい
虫対策に取り組んでまいります。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　環境にも影響するというような不安
や懸念を持っているようですので、今の答弁にあった
ような対応を早急にお願いしたいと思います。
　コロナにおける子供たちへの影響です。
　今議会でも教育長から何度もお話をいただいていま
す。学びの保障について大事にしていきたいというこ
とでのお話がありました。夏休みなどの長期休暇の際
の居場所づくりについて、先ほど教育長は、どうして
も保護者が見られない場合には預かりの対応も行って
いるということで、教育現場の状況の説明はありまし
たが、福祉の部門で子供たちの預かりという対応につ
いて、どのような形で行われているのか。報道などを
見ると、お弁当を配布したり子ども食堂を開設された
り、その支援の輪が広がっているという感じはするん
ですが、子供たちの居場所という点での福祉部の対応
について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　学校が休
校になっている間の子供の居場所といたしましては、
放課後児童クラブ、学童クラブを朝から開所して、親
が就労している場合の低学年の子供たちの受入先とし
て確保するよう市町村には依頼をしたところです。ま
た、議員からもお話がございましたけれども、学校休
校中で給食がないということで、食事の機会の確保に

不安が生ずるお子さんもいるのかというところでござ
いますが、子どもの未来県民会議と連携をした子ども
未来協力店という名前の地域の飲食店による困窮家
庭への食支援についての支援も行ったところです。
子供の貧困緊急対策事業の中で、子供の居場所を各地
に配置されているのですけれども、そちらにつきまし
ては、コロナ禍においてもできる限り感染防止対策を
徹底した上で開いていただくように通知をしている
ところです。ただ、どうしても感染拡大しているとき
には、そこも休止になってしまうところも数多くあっ
たところから、こちらにつきましても休止をした場所
からの宅食支援、お弁当を届けるような取組をしなが
ら、子供たちが元気にお家で過ごしているかについて
心配りをしていただくような取組を支援したところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　そもそも子供の貧困ということで、
子供たちを取り巻く沖縄の現状があった中でのコロナ
禍ですので、今言われたような対策については、さら
にまた力を入れてやっていただきたいというふうに思
います。
　教育長に戻りますが、先ほど分散登校などを行って
いるんだと。そしてそのために、オンラインなどの取
組を充実させていくんだというのは、今回の議会の中
でも答弁がありましたが、一方でそのオンライン授業
においても、特別支援学校などでは進める中で、生徒
たちの体の状態、様々あってなかなか画面の前でじっ
くりオンライン授業を受けることができないとか、操
作についても助けがいるんだということで、その対応
を苦慮されている状況が明らかになっていますが、そ
の点について教育長、どのように把握され、どう対応
されていくのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　議員御指摘のように、オンラインを活用した学習支
援が難しい場合につきましては、郵送であったり電話
連絡等で課題の提供を行っているところでございま
す。９月６日の時点になりますけれども、特別支援学
校の10校で郵送や電話で連絡した支援であるとか、
また６校では課題等を配付して指示し、登校日時を指
定しているところでございます。
　教育委員会としましては、家庭での対応が難しい場
合には学校に登校していただいて、個別の対応をする
ような形で対応しているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
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○照屋　大河君　学校現場、子供たちの対応、大変現
場の先生方も苦労されていると思いますが、特にまた
支援学校については、大変な疲弊する現場の声も届い
ておりますので、改めてしっかり支えをしていただき
たい。生徒たちは、職業訓練、社会に出ていくために
いろいろな体験もしていかないといけないということ
ですが、それも中止になって、現在の状況だけではな
く、未来にも影響を与えてしまうんじゃないかという
ことで不安があるようですので、その点についてもお
願いしたいと思います。
　続けて、このオンラインの充実は重要ですが、タブ
レットを使っていじめ、悪口などが書き込まれて自殺
に追い込まれたという事例も他府県であったようで
す。そういった対応、いじめ等に対する県教育庁、県
としての対応をどう考えられているのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　他県のほうでそういった事
例があるというのは報道等で把握をしています。本県
におきましては、配付しておりますタブレット等によ
るいじめ等の報告は上がっておりません。同様のネッ
トトラブルが起こらないよう、児童生徒の発達段階に
応じた指導が行えるよう、市町村と連携して取り組ん
でいきたいというふうに思っています。
　参考までに、児童生徒へのアカウントの設定、端末
の使用ルールについては、文部科学省が通知を出して
いますので、それをしっかり学校に周知して対応して
いきたいと思っています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　子供たちがタブレットを活用して
いくスピードというんですか、非常に早いんです。す
ぐ吸収して、我々が感じる以上に様々なところにアク
セスしてつながってしまうので、改めて今現在ではな
いということですが、急ぎ進められるそういったイン
ターネットでの対応について、いじめ等の対策もしっ
かりとやっていただきたいということを申し上げて終
わります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時13分休憩
　　　午後５時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　平良昭一君。
○平良　昭一君　本日最後です。最後までよろしくお
願いします。
　まず、次期振計における北部振興の在り方について
伺いますけれども、人口６万人が住む北部地域の課題

は、１人当たりの所得水準に加え、都市圏への人口流
出による過疎化、産業振興と雇用問題、移住定住等の
都市部と連動した北部地域の発展などは、長年にわた
る課題であり、依然として解消されておりません。北
部振興費を固定化させ経済政策などの必要性を求める
声があるが、県としてどのように北部振興を考えてい
るのかお伺いさせていただきますけれども、まず初め
に、これまでの北部振興の非公共、公共を合わせた事
業件数と事業の使途、全事業の達成度について伺わせ
てください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時16分休憩
　　　午後５時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　平成12年度から令和３年
度―これは８月末までに北部振興事業として751
件、1676億円の事業が採択されてまいりました。公
共事業が721億、非公共事業が955億となっておりま
す。
○平良　昭一君　達成度。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時16分休憩
　　　午後５時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○企画部長（宮城　力君）　北部振興事業は、北部地
域において中南部と比較して人口の水準や所得水準が
低くとどまるなど、地域の振興が十分に図られなかっ
たため、県土の均衡ある発展を図る観点から平成12
年度より創設されて、現在まで事業が継続されている
ところでございます。
　引き続きこの北部振興事業等をはじめ、様々な事業
の展開により産業の振興、定住条件の整備等を図って
いきたいと考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　次期振興計画の素案で示されている
北部圏域の今回の振興の目玉は何でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画の素案の
北部圏域にあっては、世界自然遺産登録地にふさわし
い人と自然が共生する環境共生型社会の構築や、国際
的な学術研究、世界から選ばれる持続可能な観光地の
形成に取り組む、そして生産効率の向上や競争力の強
化、雇用機会の創出、医療体制の充実強化、魅力ある
生活環境の整備、交通利便性の向上のための基盤整
備、これらを施策展開の基本方向として様々な取組を
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進めていくこととしております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　素案を見せていただきましたけれど
も、本島北部の周辺離島を網羅した振興策が全く見え
てこないんです。以前にも北部町村会からの要望等も
いろいろあったと思いますけれども、これまでいろい
ろ議論のあった伊江島空港の再活用、伊平屋空港や架
橋の問題等、それもそれに付随するようなものじゃな
いんですか。全く位置づけをされていないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時19分休憩
　　　午後５時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画の素案を
策定後、市町村長の皆様とも意見交換をしてまいりま
した。そして関係団体の方、それから幅広くパブリッ
クコメントも実施しているところで、いただいた様々
な意見については、これは担当部局のほうで、そのい
ただいた意見について検討した上で、素案に反映させ
るか検討を進めることとしております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　内閣府は、2022年度の沖縄関係予
算の概算要求で、非公共の北部振興事業を前年度から
10億円増額した45億円ですよね。県として、次期沖
縄振興計画の今後の10年間で北部圏域にどれくらい
の投資を図って、効果として実をどれだけ取りに行く
ような状況がありますか。そこが全く見えない。いか
がでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほど申し上げた施策展
開の基本方向に沿って、様々な取組を進めてまいりま
す。北部振興にどの程度予算を投入するかというのを
今、現時点で申し上げるのは非常に難しいところでは
ありますが、持続可能な観光地の形成、それから北部
医療センターの整備等による医療提供体制の構築、公
共交通システムの導入など持続可能なまちづくりの推
進等が図られるような所要額を確保していきたいとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　非常に気になるのは、内閣府は北部
広域市町村圏事務組合が策定する北部地域振興戦略策
定業務報告書をベースに決めていくと言っているわけ
です。これは、県の考え方、思いがそれに入っていま
すか、今回のものに対して。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　北部広域市町村圏事務組
合の皆様からも意見を頂戴し、新たな振興計画の中で
どのような展開ができるのか検討してまいりたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　本来の均衡ある発展というものに対
して、もうちょっと県側が真剣に取り組まないといけ
ないと思うんですよ。そういう面では、12市町村あ
りますけれども７町村が過疎地域、定住条件整備は課
題が残っていると言っているわけです。その辺をもっ
と深刻に考えて、次期振計の中での北部振興の在り方
を考えていただきたいと思います。
　これまでの経緯を踏まえて知事、北部振興に対する
知事の考え方を最後にお聞かせ願います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄県では、県土の均衡あ
る持続可能な発展を図る観点から、北部振興を推進す
ることとしております。幾つか紹介をいたしますと、
世界自然遺産と連携するサステーナブル、レスポンシ
ブル・ツーリズム、持続可能な観光受入れ体制の構
築、地域の魅力を生かしつつワーケーションと連動し
た企業誘致や滞在型観光の推進、それから公立沖縄北
部医療センターの整備、遠隔医療など高度なＩＣＴの
医療分野への利活用の促進、県立名護高校に併設する
桜中学校の中高一貫教育に向けた取組、それから今、
議員おっしゃったように離島僻地においては、やはり
ＩＣＴを活用した遠隔授業がしっかり実施できること
など、それから主要観光地のアクセス改善に資する円
滑な交通ネットワークの構築、地域の特性を生かした
農林畜水産業の振興など様々な取組を展開することと
しております。これらの取組を進めるとともに、引き
続き中部圏域市町村と連携して、魅力ある生活環境の
整備や雇用機会の創出にしっかりと取り組んでまいり
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　次に、沖縄県の地域おこし協力隊の
現状について伺いますけれども、沖縄県には地域おこ
し協力隊がどの地域にどのくらいいますか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　令和３年８月１日現在、
県内17市町村、それから沖縄県54名の協力隊員が活
動しております。
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○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　導入から現在まで県内の地域おこし
協力隊の人数と受け入れている自治体、これは幾つで
すか。受け入れている自治体を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時25分休憩
　　　午後５時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　すみません。今、延べ人
数については少し時間をいただければと思います。
　今、これまで23の市町村において受入れの実績が
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　いろいろ調べてみたら、令和元年か
ら地域おこし協力隊の隊員数が減っているんです。こ
れはどういう理由で減っているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時26分休憩
　　　午後５時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　令和元年度末時点では、
18団体で71名在籍しておりました。現時点では18自
治体54名となっております。想定される減少要因と
しましては、市町村が推進する取組、事業の完了によ
る配置の減、それから事業規模の見直し。もう一点が
協力隊員の本人の思い、考え、これと受入れ市町村に
おける業務とのミスマッチによる途中退任、これも要
因として考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　総務省のホームページから地域おこ
し協力隊を検索すると、令和６年度までに隊員8000
人を目指しているということです。いわゆる増やすと
いうこと。なぜ沖縄県は、逆にそういう面では減少し
ているような状況になっているのかというのは非常に
疑問なんですけれども、なぜでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほど申し上げた配置人
数が減少するという要因と、また18市町村について
はまだ導入していないということが原因と考えており
ます。未導入の団体について聞き取り等確認しました
ところ、人口が増加している、あるいは急激な人口減
少も見られないため必要性を感じていない、あるいは
地域での活用方法が明確になっていない、こういう理
由が挙げられているところでございます。

○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　減少しているような状況があって、
地方公共団体が必要ないということであれば―総務
省は増やせといっているわけですよ。それに対して県
は何の策も打っていないということか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　特にまだ導入していない
団体に対しては、既に導入している市町村の受入れ
体制づくり、それから取組事例、これらの情報共有を
図って制度の活用を促しているところです。また制度
の概要、導入までの過程や要点などを整理した沖縄県
地域おこし協力隊導入支援マニュアル、これを作成し
今、全ての市町村に送付したところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　この沖縄県地域おこし協力隊は総務
省の制度で、国から特別交付税措置があるわけです。
そういう面では、何らかの働きかけをして増やすべき
だと私は認識している。離島県、島嶼県であるし、ま
さしく沖縄県に合った制度であると私は理解してい
る。人口が減っている自治体にとっては移住者を確
保できる方法として、とてもいい手段だと思っている
んです。そういう面では、１自治体200万まで特別交
付税が措置される訳ですから、これからもっともっと
増やすべきだと思って、県は、こういう面では何らか
の策を打っていくべきだと思いますけれども、どうで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　元内閣府沖縄担当の職員で総務省から来た職員のお
話なんですが、この地域おこし協力隊について物すご
く推奨しておりました。その方がおっしゃっている
のは、地域を変えるのはやっぱりよそ者、若者、馬鹿
者だというような話をしておりまして、地域の魅力と
いうのは、なかなか地元の人が気づかないんだと。そ
ういった中で地域おこし協力隊という、よその方がそ
の地域の魅力をしっかり起こして、そして若いエネル
ギーでもって、地元の方ができないと思っているよう
なものも実行していくんだと。そういったパワーが彼
らにあるので、ぜひそれを実行してほしいという話が
ありました。大変印象深く思っております。今、議員
から御指摘がありました交付税などのメリットも多々
あるわけですから、今までで、ある意味成功事例も
多々あると思いますので、そういったものをしっかり
県のほうで整理いたしまして、まだ未導入の自治体に
はそういった観点をＰＲして、地域の振興に役立てて
いただけるよう、県としてもしっかり取り組んでまい
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りたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　いろいろ調べてみたら、実にすばら
しいなと思ったのが沖縄県庁にもいるんですよね。２
人いるということでありましたけれども、この２人と
いうのは全国的に見ても、県庁に地域おこし協力隊が
いるというのは、非常に珍しいと思います。県庁に地
域おこし協力隊がいるということに対して、どういう
考えの下でやってきているかということを少し説明願
えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県の地域・離島課に地域
づくり応援員として平成25年度から配置していると
ころです。具体的な取組としては、県内の協力隊員向
けの研修会、情報交換、先ほど申し上げた支援マニュ
アルを作成しましたし、ＯＢやＯＧも含めたネット
ワークづくり、協力隊活動の視察、情報発信、報告会
等も実施しておりまして協力隊員の活動の広がり、あ
るいは協力隊のネットワークづくり、これのコーディ
ネートといいますか中核として今、様々な取組を行っ
ているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　２人いますけれども、大体任期は１
年から３年と言われていますが、その方々はどうなっ
ているの、任期というのは。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時32分休憩
　　　午後５時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　現行の応援員は、今３年
目になります。その前の応援員は、今、地域振興協会
―これは県の出資法人であります―それと養蜂家
として県内に在住している状況にございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　以前、ＯＢかＯＧか分かりませんけ
れども、いろんなところに就職しているような状況も
あると思います。そこで、今回恐らく３年目といった
ら２人とも辞めるわけですよね。そうなると、次年度
以降はどうなるか。総務省は隊員を増やそうとしてい
るわけですから、まさか県庁が減らすということはあ
りませんよね。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　市町村の協力員の支援を
行う、サポートをするという意味にあっても今後も引
き続き必要と考えておりますので、確保に向けて取り

組んでいきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　そこなんですよ。県庁に２人いらっ
しゃるということ、そこが離島県であることの中で、
地方公共団体とのネットワークをつくる。そこが重
要なんです。沖縄県庁の中に２人いるという、これは
もうすばらしいと思います。そこが中心になって、
現職だけじゃない。ＯＢ、ＯＧも含めて横のつながり
を持っていくことが、この過疎化の地域の発展につな
がっていくと私は思うんです。その辺、今、部長は非
常にいいことをおっしゃいましたので、これまでの県
庁ＯＢ、ＯＧを中心にしながらネットワークづくりに
対してどう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　定着率が低いと申し上げ
ましたが、一方で例えば離島にそのまま在住して島唯
一のパン屋さんを開業したり、あるいは地域内の空き
家を購入して民宿施設を運用したり、あるいは今、あ
る町の議員として活動している方もいらっしゃいま
す。地域おこし協力隊としての様々な経験がその後の
活動にも生かされているというふうに考えますので、
定着率を高められるように市町村とも連携して引き続
き取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　これは非常に重要で、そこにある程
度の財源を持ってこないとサポートをしていけないわ
けです。特に離島県である沖縄県というのは、交通費
とかいろいろとかかります。それはネットワークづく
りをしてつなげていくためには、ある程度の予算化が
必要だと思う。そういう観点から、総務省も倍にしな
さいと言われているような状況の中で、予算も倍にす
るわけです、これから。そこに対して、県の考え方が
しっかり定着できるかということになると思いますけ
れども、その辺予算も含めましてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県においても、県の応援
に対しても特別交付税措置がされるというところでご
ざいます。これまでも市町村の協力隊のメンバーをサ
ポートしておりましたので、引き続き所要の予算の確
保に向けて注力したいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　そこからちょっと苦言になるかもし
れませんけれども、定着率、これが非常に悪いと言わ
れています。任期満了後の沖縄県内の定着率は全国何
位だったか教えていただきたい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後５時37分休憩
　　　午後５時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　地域おこし協力隊の任期
終了後の定着率は、令和２年３月時点で48％。全国
平均の63％を下回り、全国最下位となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　ですよね、最下位なんですよ。これ
までのいろいろ議論を交わした中で、島嶼県であるが
ゆえに有効だよと言っている割にはそうなんです。今
年の５月４日の毎日新聞に、地域おこし協力隊の任期
後の定着率、北海道と沖縄明暗くっきりという記事が
載っていたんですけれども、それは見ましたか。見て
ないんだったら見てないで……。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　まだ確認しておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　やっぱり魅力はあるんです。沖縄も
北海道も。しかし定着率が全然違うというのは、単な
るアルバイト的な感覚の中で採用しているような状況
もあるといっています。そういう意味では、ＯＢ、Ｏ
Ｇの意見なども聞くこのネットワークがどれだけ大事
かということの世界になりますので、ぜひその辺を含
めて頑張っていただきたいと思います。
　一言申し上げますと、一番定着率がいいのが
79.7％、山口県なんです。それはどういうことをし
ているのかというと、単なるアルバイト的なものでは
なくて、本当にこの方が定着する意思があるかどうか
を確認して採用して、定着すると言えばわざわざ県の
担当者がその地域まで行って、市町村まで行って面会
をするんです。それぐらい責任を持ってこの地域に対
してあなたは貢献してくださいよという使命感を与え
たらやるんです。そこをぜひ沖縄県でリードするよう
な状況をつくっていただきたい。山口県を目指せとい
うことで、私は苦言を呈したいと思いますので、そう
いう対応をしていただきたいと思います。
　よろしくお願いします。
　次に、沖縄県のタイワンハブの問題ですけれども、
県内の分布状況、もう何度も議会でやっておりますけ
れども、もう一度確認したいと思いますのでどうです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県の衛生環境研究
所の調査及び市町村のハブ類捕獲によりますと、現
在、本島内の名護市、今帰仁村、本部町、恩納村、読

谷村、宜野座村、金武町の７市町村で確認されてお
り、生息域は拡大傾向にございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　はっきり議員の皆さんにも知って
ほしい。令和２年度の捕獲数、今帰仁村433のうちタ
イワンハブ432、本部町1403のうちタイワンハブが
1398、名護市1278のうちタイワンハブ1266、99％
がタイワンハブなんですよ。捕獲器に入るのは。そし
て令和３年度、４月から７月、名護市は８月までの統
計ですけれども、今帰仁村214のうちタイワンハブは
209、本部町394のうちタイワンハブ393、名護市は
681、全てがタイワンハブなんですよ。これでも分布
が増えているというような判断でいいか。皆さんこれ
までどういう対策をしてきたか。教えて。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時41分休憩
　　　午後５時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、沖縄県ハ
ブ対策事業基本計画というのをつくっておりまして、
それに基づくタイワンハブ対策についても実施をして
きております。タイワンハブを含めたハブ対策に関す
る広報啓発活動でありますとか、調査研究の実施、そ
れから治療用のハブ抗毒素の確保などに県として取り
組んでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　沖縄県ハブ対策事業基本計画という
のは、一体どのようなものなのか。市町村とのつなが
りはどんなものなのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時42分休憩
　　　午後５時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　このハブ対策事業
基本計画といいますのは、県と市町村、それから県民
がそれぞれの役割分担の下でハブ対策を推進すること
を目的に策定されておりまして、ハブによる健康被害
から県民・観光客等を守るための諸施策の方向性を示
したというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　この平成３年に策定されて、平成
26年に改定されていますよね。このような繁殖拡大
は想定されていましたか、平成26年の改定で。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後５時43分休憩
　　　午後５時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　タイワンハブが当
初入ったと思われるのが、1970年代頃からではござ
います。ただ議員おっしゃいますように、急拡大とい
うか―しているのが平成24年あたりからですので、
この改定に際しましては、タイワンハブの存在につい
ても認識の上で対応はしているということでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　在来のハブとの違いなど、その生態
は研究されているか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　衛生環境研究所等
の資料によりますと、タイワンハブとハブの特徴につ
いては示されておりまして、まずタイワンハブの特徴
としては、サキシマハブによく似ているということ
と、もともとは台湾や中国大陸に生息するヘビであっ
て、在来のハブより毒が強いというふうには言われて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　私が聞いているのは、この生態とい
うのは冬眠もしない、１年中活動しているという話が
あるんですよ。その辺どうなのかということと、冬眠
もしないから今もうウオーキングさえできない、ここ
で住んでいる方々の日常生活がもう変化しているんで
すよ。そういうことも踏まえて恩納村、名護市、本部
町、今帰仁村、予算が足りないと、もう耳が痛いくら
い言われます、我々。そういう面では、捕獲器設置、
設置すれば確実にその捕獲器には年間で２倍入るんで
すよ。捕獲器の２倍、聞いてみると。この予算はもう
市町村任せになっているのか、保健医療部で見ている
のか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時46分休憩
　　　午後５時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員おっしゃいま
すとおり、ハブの捕獲についてはやはり市町村の独自
の予算であるとか、あと市町村が一括交付金を活用し
て当たっているというようなことではございます。た
だ県としましては、県の衛生環境研究所を通じて捕獲
の技術指導であるとか、啓発のためのパンフレットの

作成だとか、そういうＰＲ資料については、県のほう
で対応しているというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　これ市町村任せだけではもういけな
いような状況に来ている。このままではさらに拡大し
ますよ。名護市は、捕獲して５つの地域に分けて統計
を出しています。数年前は旧名護地区と屋部地区のみ
にしか存在しなかったんですよ。でも近年は北部の羽
地地区が多くなっています。倍近くなっています。
北上しているわけですよ。そうなると今後、北上を続
けると世界自然遺産地域の貴重な生物に悪影響を与え
る可能性が確実に出てくるんですよ。その辺を見据え
て、これからは環境部が対応しないといけなくなると
思う。その辺、環境部長、今後、前回にもそう言いま
したけれども、皆さんはその対策をするつもりはあり
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員のその御懸念は非常に
我々もしっかりと受け止めないといけないと思いま
す。なお、県は令和２年３月には沖縄県外来種対策行
動計画に基づくタイワンハブの防除計画も策定をして
おります。その中でもタイワンハブの特性についても
比較検討しながら、しっかりと対応していこうという
ことでのその方針も出させていただいておりますが、
それが現下のところはやはりこの１課体制の中での市
町村との協力関係がやや市町村任せになっているので
はないかということは我々もしっかり反省の下に立っ
て、しっかり防除する計画に基づいて、その方向性を
市町村とも確認をしたい。そのためには我々もしっか
り取り組んでいきたいということを改めて申し上げた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　ちまたではそれも冗談ですけれど
も、在来種のハブを県指定天然記念物にしないといけ
なくなるんじゃないかなとまで言われるわけ。そうな
らないためにも、外来種対策としての予算確保、これ
は今チャンスだと思っているんですよ。北上している
わけですから、それを食い止めるための予算が必要だ
ということで、これは環境部の中でやるべきですよ。
頑張っていただきたい。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　今知事からも御答弁がご
ざいましたが、沖縄県外来種対策行動計画に基づくタ
イワンハブ防除計画を策定しておりますので、その計
画に基づき市町村と連携してタイワンハブの駆除に向
けて必要な対応をしてまいりたいと考えております。
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○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　頑張っていただきたいと思います。
　新型コロナ対策についてでありますけれども、那覇
クルーズターミナルワクチン接種センターは当初ファ
イザー社製のワクチンを活用しておりましたが、９月
からはモデルナ社製ワクチンで接種を実施しておりま
す。異種混同接種の問題が生じないですか。いかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　那覇クルーズター
ミナル接種センターでは７月22日の運営開始以降、
那覇市と連携してファイザー社製ワクチンを９月１日
まで運用してきたところです。モデルナ社製ワクチン
が安定的に確保できる見通しとなったことから、９月
６日からはモデルナのワクチンを運用開始しておりま
す。現在、接種センターではファイザー社製ワクチン
の管理は行っていないことから、異種混同接種が起こ
ることはないというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　加藤官房長官もこれは問題があると
いうようなことを８月30日の会見で言っているわけ
ですよね。だから一緒にしないということは確実にし
ていくんですよね。そうするんですよね。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　クルーズターミナ
ルではこの２種類を保管しているわけではございませ
ん。ファイザーのときはファイザー、モデルナになっ
てからモデルナということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　この辺が接種率が上がらない原因に
なったら困りますので、その辺は徹底して表に出して
ほしいと思います。
　次に、２点目の学校内の抗原キットでありますけ
れども、民間に委託するということでありましたが、
やっぱり懸念していたのは、養護教諭の方々の負担が
多くなるんじゃないかなということがありましたけれ
ども、今後もそういう観点の中で継続していくという
ことでよろしいですね。外部委託するということ。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　抗原簡易キットの件で答弁
させていただきます。
　抗原簡易キットの使用方法等については、先般文部
科学省等が作成した手引等に詳細が示されておりまし
て、立ち会う教職員は手引等の学習と理解度確認テス
トが必要となっております。検査には養護教諭に限ら
ず、手引等を学習した教職員であれば立会いが可能と

いうふうになっております。
　県教育委員会としましては、手引等を用いて県立学
校の管理職及び教職員向けに説明会を９月14日に実
施したところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　ありがとうございました。
　あとワクチンパスポートの件、３点目でありますけ
れども、これやはり行動制限緩和によるもので、ワク
チン接種をしている方だけが有利な状況になることを
懸念する声がかなり聞こえますけれども、不当な差別
扱いなどで社会の分断につながるような状況をつくっ
てはいけないと思いますけれども、その辺の様々な要
領を考えながらどう対応していくかをちょっとお聞か
せ願います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　政府対策本部のほ
うから出された考え方に基づいて、ワクチン接種とそ
れから検査の陰性証明でもって経済活動の回復に向け
た取組というものが、考え方が示されているところで
ございます。
　県としましても、ワクチンについては接種は義務で
はございませんので、受けない方々であっても不利益
を被ることのないように、人権にも配慮した上でワク
チンの未接種者の状況等も勘案しながら、その方針に
ついては検討する必要があると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　分煙環境整備に移ります。
　国は地方たばこ税の一部で分煙環境整備を図るべき
と言っておりますけれども、本県はどう考えておりま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　分煙環境を整備す
ることは受動喫煙を防止する対策の一つではございま
すけれども、一方で喫煙は予防できる病気の死因のう
ち最も高い危険因子でございまして、がんや虚血性心
疾患、脳卒中などのリスクを高めることから、喫煙率
を減らすための対策は重要であると考えております。
分煙施設の設置に当たっては、やはり管理者におい
て、望まない受動喫煙を防ぐため、設置場所の状況に
応じた適切な措置を行う必要があるというふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　改正健康増進法の所管は保健医療部
ですよね。皆さんが禁煙になっているのはよく分かり
ます。しかし、県内には多くのたばこ生産者がいるわ
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けですよね。その方々へのしわ寄せが来るんじゃない
かと心配していますけれども。
　農林水産部長、お聞きしますけれども、庁舎は禁煙
に向かっているけれども、その農家の方々に対して、
それをどう県として説明できるか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　県では、これまでも
葉たばこ栽培の廃作があった際は、カンショやサトウ
キビ、その他農作物への転作などについて栽培指導等
の支援を行ってきたところであります。
　県としましては、今後も喫煙者の減少による葉たば
こ農家の影響が及ばないよう支援を行ってまいりたい
というふうに考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　一方は支援する、一方はそれを使う
なというような状況だからこれは相反するわけです。
　そこで、また別のところから、総務部長、地方財源
に大きく貢献しているようなもののうち―たばこ税
ですね。これ一般財源ですよね。年間どれくらい沖縄
県ありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時56分休憩
　　　午後５時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　たばこ税は、議員御指摘のとおり普通税でござい
ます。そのうち、税率の割合が国が50％、市町村が
43％、都道府県が７％となっております。令和２年
度の沖縄県のたばこ税収入は17億3000万円、同じく
令和２年度測定値でございますが、市町村たばこ税収
入が105億7000万円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　年間120億余りあるわけですよね。
そうなると、総務省も今後の地方たばこ税の安定的な
確保に資するため、屋外分煙施設等の整備に積極的に
地方たばこ税の活用を検討しなさいという指針を出し
ているわけですよ。税収減少になってもいいというこ
とでいいのか、沖縄県は。今の保健医療部だけの考え
方をやると。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　議員御指摘の分煙の一層
推進のために、地方のたばこ税の活用を検討していた
だきたいという旨の発信をされていることは承知して
おります。ただあくまでも普通税でありますので、た

ばこ税に限らず一般財源の中でそういった対応をして
いくという形になろうかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　庁舎内の禁煙をするのと、要するに
敷地内で分煙所をつくれというのは別問題だと思うん
ですよ。一方的に禁煙だけに向かっていること自体
がおかしいなと私は思っているよ。生産者、あるいは
一般財源の問題もありますので、社会的な問題として
の分煙社会の実現、それこそが本来の目指す姿じゃな
いかなと思うんですよ。そういう観点からすると、
ちょっと結論を急がずに、議論してから決めるべき状
況にあるんじゃないかなと思いますけれども、知事ど
うでしょうこれ。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　分煙環境を整備すること、
そしてその分煙環境を社会的に整備すること、それぞ
れ国・地方の役割があろうかと思います。他方で、
やはり病気の死因の最も高い危険因子を誘発するとい
うことにおいては、今度は健康・長寿との兼ね合いも
出てくるのではないかというように思います。です
から、様々な方面からいろいろな議論を組み合わせて
いって、健康的な社会を構築していくためには、やは
り各々の努力といいますか、研究を積み重ねていくこ
とは非常に重要であろうというように思います。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　最後にちょっと、県内の屋外分煙所
の設置状況、これ分かるか。屋外です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時59分休憩
　　　午後５時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　申し訳ありません。
　県内における屋外分煙施設の設置状況につきまして
は、健康増進法による届出等の対象になっていないこ
とから、今のところ把握していない状況です。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　ほかの市町村で、庁舎内では吸えま
せんけれども、敷地内ではそういう分煙所をつくって
やっているところもあるんですよ。その辺もこれから
の議論の対象になると思いますので、これはまたこれ
からいろいろやっていきましょう。
　ちょっと議長休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時00分休憩
　　　午後６時00分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○平良　昭一君　ちょっと順番変えて、我が会派の代
表質問との関連についてですが、街路樹、雑草対策に
ついて取組状況と課題についてということで、新垣光
栄議員がお聞きしましたけれども、いわゆる雑草対策
については性能規定方式を拡大導入しておりますと、
受注業者との意見交換を行いながら本格的な導入に向
けて取り組んでいるところだという答弁でありました
が、性能規定方式の全路線拡大導入をどのように考え
ていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今年度、その性能規
定につきましては、沖縄本島でも実施をしているとこ
ろでございます。その結果を踏まえて、今後全路線拡
大について課題等取りまとめた上で、検討していきた
いと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　これはあくまでも県道ですから、国
と市町村の性能規定方式の導入協議を今後やっていく
ような状況はあるか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　国と市町村の連携に
つきましては、今年度着手をいたしました良好な沿道
景観形成のための街路樹の在り方計画の策定におい
て、意見交換や情報提供等を行っていきたいと考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　これ非常にいいことだと思いますけ
れども、性能規定方式による業務は除草だけの発注内
容となっているんですよ。今部長が言ったとおり、
低・中・高木の管理、残根の撤去とか、植樹帯の不陸
調整、根っこで暴れたりしますよね。グリーンベルト
とかを込めた。これを一括発注したほうがいいんじゃ
ないかなと思って、包括性能機能方式の管理と効率
化、それを基づいて予算削減にもつながっていくと私
は思いますけれども、その辺今後考えていく余地はあ
りませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　まず、道路の除草に
つきましては、性能規定方式ということで令和２年度
から着手して路線拡大をしております。今議員お話の
ありました中低木の管理につきましても、やはり県内
は街路樹等が他府県に比べましても結構多いほうでし
て、老木も増えてきていると。おっしゃるとおり根っ
こによる舗装板の破壊とかそういったのも含め増えて
きております。その辺も踏まえながら、中低木の管理

につきましても、併せまして包括的な発注についてぜ
ひ検討していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　それとシークヮーサーの立ち枯れ被
害の原因究明ですが、プロジェクトチームを立ち上げ
たのは非常にいいことです。しかしこれは何年も前か
らあることで、以前にも大宜味村のある地域ですが、
農家の方々が同じようなことでサンプルの土を持ち
帰ったけれども何の報告もないというような状況があ
りました。現場視察に行ったときにですね。こういう
対処をしっかりやっていただきたいという要望をした
いと思いますので、対応していただきたい。
　そして、台湾産パインの輸入増に対する県内の影響
ですけれども、価格の下落はなかったと言っていまし
たけれども、八重山地区では価格は暴落しているとい
う新聞報道があるんですよ。そういう面では、本当に
大丈夫ですか。暴落していないか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　これまでの答弁の中
では、東京卸売市場における平均価格を述べたところ
でございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　これ、台湾産と沖縄産、店頭で別々
に置くことはできるのか、明記することは可能なのか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　食品表示法に基づ
き、食品表示基準では、農作物について、国産品に
あっては都道府県名を表示、台湾産パイナップル含む
輸入品にあっては原産国名を表示することが義務づけ
られております。そのため県では、食品関連事業者に
対する食品講習会の実施など、普及啓発等に、そうい
うのに取り組んでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○平良　昭一君　最後になりますけれども、琉球歴史
文化の日の啓蒙の取組、これ知事公約、条例制定して
初めて11月１日を迎えるわけですよ。沖縄の歴史と
文化の理解、ウチナーチムグクルをさらに育むために
価値があるものだと思っています。そして来年度の世
界のウチナーンチュ大会に結びつける大きなものだと
思いますが、啓蒙活動をどうしていくつもりですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　県では、先人たちが創り上
げてきた沖縄の歴史と文化への理解を深め、ふるさと
への誇りや愛着を感じられる地域社会の形成に取り組
むとともに、新たな歴史と文化を県民が自らの手で創
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造していくため、条例で11月１日を琉球歴史文化の
日と制定させていただきました。ウチナー文化の継
承・発展を図るためには、先人たちが創り上げてきた
歴史文化への理解を深め、ウチナーンチュとしてのア
イデンティティーを形成することが最も重要であると
思います。議員がおっしゃる、世界にいらっしゃるウ
チナーンチュの皆さんにも、琉球歴史文化につながっ
ているというその誇りを持って、我々もこれからその
取組をしっかりと県民に広げてまいりたいというよう

に思います。
○平良　昭一君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。　
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明29日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これを持って散会いたします。
　　　午後６時６分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員　　仲　　村　　家　　治

会議録署名議員　　仲 宗 根　　　　　悟
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令和３年
第 ８ 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）

 令和３年９月 29日（水曜日）午前 10時開議

議　　事　　日　　程　第８号
令和３年９月29日（水曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案、乙第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで（質疑）
第３　陳情第194号の２及び第198号から第201号までの付託の件
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案、乙第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号から認定第24号まで
　　　　　　甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第14号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例
　　　　　　乙第３号議案　 沖縄県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の

一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　 沖縄県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第７号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第８号議案　土地の取得について
　　　　　　乙第９号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第10号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第11号議案　保険代位による損害賠償請求事件の和解等について
　　　　　　乙第12号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第13号議案　損害賠償の額の決定について
　　　　　　乙第14号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第15号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第16号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第17号議案　水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第18号議案　通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第19号議案　農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第20号議案　農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第21号議案　地域水産物供給基盤整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第22号議案　令和２年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
　　　　　　認定第１号　令和２年度沖縄県一般会計決算の認定について
　　　　　　認定第２号　令和２年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第３号　令和２年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
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　　　　　　認定第４号　令和２年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第５号　令和２年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第６号　令和２年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第７号　令和２年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第８号　令和２年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第９号　令和２年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 10 号　令和２年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 11 号　 令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて
　　　　　　認定第 12 号　令和２年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 13 号　令和２年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 14 号　令和２年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 15 号　令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 16 号　令和２年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 17 号　令和２年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 18 号　 令和２年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて
　　　　　　認定第 19 号　令和２年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 20 号　令和２年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第 21 号　令和２年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第 22 号　令和２年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第 23 号　令和２年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第 24 号　令和２年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について
決算特別委員会の設置
決算特別委員会委員の選任
日程第３　陳情第194号の２及び第198号から第201号までの付託の件

出　席　議　員（47名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　喜友名　智　子　さん
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　玉　城　健一郎　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君

17　番　　上　里　善　清　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲宗根　　　悟　君
25　番　　仲　村　未　央　さん
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　当　山　勝　利　君
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
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○議長（赤嶺　昇君）　これより、本日の会議を開き
ます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日知事からお手元に配付いたしました議案２件
及び補正予算説明書の提出がありました。
　次に、質問の日程に変更があったことから、本日の
会議に説明員として改めて出席を求めた人事委員会
委員長島袋秀勝君及び労働委員会会長藤田広美君は
所用のため出席できない旨の届出がありましたので、
その代理として人事委員会事務局長大城直人君及び
労働委員会事務局長山城貴子さんの出席を求めまし
た。
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案、
乙第１号議案から乙第23号議案まで及び認定第１号
から認定第24号までを議題とし、質疑に入ります。

　質問及びただいま議題となっております議案に対
する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　おはようございます。
　今日は自民党総裁選があるようで、報道も大変にぎ
わっているところですが、私は２点について注目をし
ています。
　まず、歴史認識と外交・防衛、これをどう考える
か。こういう点を注目しているんですが、なかなか見
えません。
　早速一般質問に入りたいと思います。
　まず、新型コロナ感染症対策についてお伺いをいた
します。
　１番目に、コロナ禍において、県は市町村へ個人情
報保護のため感染者の情報を提供しておりません。
そのため自宅療養者への支援に支障が生じています。

36　番　　又　吉　清　義　君
38　番　　崎　山　嗣　幸　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君

43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

欠　席　議　員（１名） 
32　番　　座　波　　　一　君

説明のため出席した者の職、氏名
知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君
副 知 事　　照　屋　義　実　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君
企 画 部 長　　宮　城　　　力　君
環 境 部 長　　松　田　　　了　君
子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん
保 健 医 療 部 長　　大　城　玲　子　さん
農 林 水 産 部 長　　崎　原　盛　光　君
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君

土 木 建 築 部 長　　島　袋　善　明　君
企 業 局 長　　棚　原　憲　実　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　大　城　　　博　君
知 　 事 　 公 　 室
秘 書 防 災 統 括 監　　平　敷　達　也　君

総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君
教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　日　下　真　一　君
労働委員会事務局長　　山　城　貴　子　さん
人事委員会事務局長　　大　城　直　人　君
代 表 監 査 委 員　　安慶名　　　均　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名 

事 務 局 長　　知　念　弘　光　君　
次 長　　上　原　貴　志　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君
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コロナ禍の状況は、沖縄県個人情報保護条例の例外規
定の適用になるのではないでしょうか。また個人情報
保護審査会に諮問する考えはないのかお伺いをしたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　自宅療養者の情報
等につきましては、令和３年２月10日付で国から個
人情報の提供に当たっては、対象となる方の同意を得
て行うものとの通知が発出されておりまして、県で
は、同通知を踏まえ、これまで慎重に対応してきたと
ころです。しかしながら、今般の全国的な感染拡大に
よる自宅療養者の増大に伴いまして、令和３年９月６
日付で、国から都道府県と市町村との連携における自
宅療養者等に係る個人情報の提供等に関する通知が発
出されまして、人の生命または身体の保護のため、緊
急の必要があるものとの判断が示されたところです。
　県としましては、市町村と情報を共有し連携するこ
とが重要であると考えており、当該通知を受け、９月
17日付で、市町村に対しまして、自宅療養者の情報
共有に関する通知を発出したところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　調べましたら、国は、昨年の４月
にも、都道府県から市町村に対する新型コロナウイル
ス感染症に関する情報の提供についてということを発
出しておりまして、十分に両者で協議の上、市町村に
おける事務の実施に必要な範囲内で適切に情報提供を
行われたいという発信をしているかと思うんですね。
それで、私も気づくことが最近だったのですが、県は
これまでに市町村から情報の提供を求められたという
ことはなかったんでしょうか。もしあるとするなら、
どのような理由での情報提供のお願いだったんでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これは昨年からの
状況になりますけれども、台風等の災害時につきまし
ては、避難所での対応等が―例えば陽性者や濃厚接
触者の対応について、ほかの方との区分が必要だとい
うこともございますので、それについては人命に関わ
る緊急時対応であるということで、例外規定に該当す
るものと整理をしておりまして、情報提供していると
ころでございます。今般の自宅療養者の支援につきま
しては、そこまでの判断がなかなか困難であったこと
から、国の通知を受けて、今般このような対応をした
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　やはりこれ表裏で、個人情報の侵

害に当たったらいけないという非常な慎重論があっ
たと思うんですね、そのおそれということで。でも、
全国では９月６日通達以前に、十数の都道府県がもう
発出をしているという実態があるわけなんですけれど
も、その中でも国も取り上げている神奈川県等がある
わけですが、私はやっぱりこの５波において、感染者
から自己申告といいますか、手を挙げさせて生活支援
をするということは、やはりあってはいけなかったの
ではないかというふうに考えています。ですから、そ
れを打破するために、やはりもっと方策があったので
はないかということで、次、担当の副知事にお聞きし
たいと思うんですけれども、本県は離島県ということ
もあって、県で発出することに対しての伝わり方のス
ピード、そういう点が迅速にいかない面がある中で、
県の個人情報保護条例の８条の２項の (6)、(6) はこ
うあるんですよね。情報を出してよい場合として、
「沖縄県個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公
益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認め
るとき」ですから、実施機関である保健医療部が認め
るときであるので、それを諮問機関に諮るということ
の考え方がなかったかどうかお聞きしたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　今御質問の８条の (6) ですか、そういった審査会に
求めるということはなかったかということですが、そ
れはございませんでした。ただ沖縄県で最初に個人情
報の扱いを検討しましたのは、先ほど保健医療部長か
らありましたように、台風が接近した際、しかも大型
台風ということで議論が出た際に、避難所というとこ
ろに何らこの情報をその方々にやらないでいいのかと
いう議論がありまして、いろいろ、ここはやはり災害
時で人命に関わることという判断を行いました。
　今回の国の方針を、全国的な広がりの中で災害級で
あると、人命に関わるという判断の中でやったという
ように認識しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　コロナは１年以上続いているもの
でして、神奈川県もたしか３月に諮問、審議会にかけ
ているから、その４波、５波の前にできていると思う
んですね。そういうことがやっぱり私はひとつ県にお
いては準備をしていてほしかったと。これだけの爆発
的な予想外の５波に対して、そういう思いを持ってい
ます。また市町村の担当者も公務員ですから、個人情
報の保護に関する遵守義務というのは十分に認識して
いるのではないかという点を含めて指摘をしておきた
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いと思います。
　２番目に、コロナ禍において保健所と衛生環境研究
所の役割が重要性を増しているというふうに考えてい
ます。特に衛生環境研究所の機能強化が必要と思われ
ますけれども、感染症に対する情報の発信、疫学統計
分析等の機能を早急に強化するべきだと考えておりま
すが、意見を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　衛生環境研究所で
は、県内の感染症の患者情報及び病原体情報を収集・
分析しまして、関係機関へ提供を行うため、沖縄県感
染症情報センターというものを設置しています。新型
コロナウイルス感染症については、日々の検査状況、
流行状況及び年齢別・地域別の陽性者数等を解析し、
日報として関係機関へ情報発信するとともに、県のコ
ロナ特設ホームページにて掲載をしているところでご
ざいます。また、推定感染源の推移などの疫学解析結
果につきましては、専門家会議それから対策本部会議
においても、本県のコロナ対策を議論するための重要
な資料となっているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　調べてみますと、確かに日報に関
して出されていますがなかなか表には見えにくいとい
うことと、それから県の疫学統計分析との連携という
のもなかなか見えにくいという点。それから調べてみ
ますと、やっぱり人員体制が８人ではないかなと思う
んですね。その点を考えますと、本当にこれまでの保
健所の体制や衛生環境―衛研と我々呼んでいるんで
すが、衛研の人員体制、それから機器等も含めて、ゲ
ノム解析ができるほどの機器に到達してもいいのでは
ないかと考えるものです。今後、ぜひ取り組んでいた
だければと思っております。
　今後の課題、それから取組について伺いたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　衛生環境研究所で
の分析等については、今回のコロナのように急拡大す
るような感染状況の中で、随時強化をしてきたところ
ではございます。ゲノム解析等については今も行って
おりますが、そこが変異株への対応等についてもきち
んと対応できるように、これからも充実を図っていき
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　２番目に移ります。
　沖縄県に感染症対策や危機対応の拠点となる国際的
な機関の設置を提案したいと思いますがいかがでしょ

うか。
　理由として、本県には世界９位の研究機関であるＯ
ＩＳＴがあり、琉球大学医学部の西普天間移設計画に
おいても、世界に誇れる医学研究拠点の形成と位置づ
けられており、創薬の先端分野の研究も構想にはあり
ます。これまでも琉球大学はアジアやアフリカの国々
に対して、熱帯医学のマラリア撲滅であるとか―ゼ
ロマラリアという貢献をした実績がございます。さら
にはＪＩＣＡ沖縄との連携、そういうことを踏まえま
すと、沖縄にはそれなりの実績など環境が整っている
というふうに思います。これらの既存の機関を有機的
に連携して、沖縄県がアジアをはじめ国際的な感染症
の拠点をつくるという構想を持つことが必要ではない
かと私は思いますがどうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、感染症の
危機管理体制として、ＯＩＳＴ、琉球大学及びＪＩＣ
Ａ等の関係機関とネットワークを構築し、疫学解析及
び予防啓発等の役割を果たしていくことは大変重要で
あると認識しております。今後は、琉球大学が移転整
備基本計画の中で掲げている熱帯・亜熱帯環境下にお
ける感染症研究及び国際的な感染症対策を担う拠点構
想の実現に向けて、連携して取り組んでいきたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　昨年からの世界的なコロナウイル
スに対して、未知のウイルスということで、人類の知
恵を総結集をして闘っているわけですけれども、この
ウイルスに対する頼みの綱としては、当初から言われ
ていたのはワクチンだろうと思うんですね。ワクチン
さえできれば、ワクチンさえ早く打てればというよう
なことが往々にして言われていたわけですけれども、
私は当初から、なぜ我が国でワクチンの製造ができな
かったのか、このことを検証する必要があるのではな
いかと考えています。国の研究費の投じ方に問題はな
かったのか、基礎研究に投じてきたのか、そういうよ
うな検証が課題として残っていると私は思います。Ｏ
ＩＳＴには、条件さえ整えば可能であったのではない
かと私は推察をしています。日本の頭脳が今、海外に
流れ出しています。その中でＯＩＳＴには優秀な頭脳
が世界中から集まる環境ができています。そのことを
私たちはうんと評価をして、この10年の節目に国の
予算がどうなるのか、非常に岐路に立っているという
ふうに思います。そのことを踏まえまして調べてみま
すと、沖縄振興特別措置法の中における位置づけ、こ
れは科学技術の振興等の第85条、沖縄における研究
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機構及び研究開発を行う事業者の集積並びに科学技術
に関する国際的な拠点の形成を図るため、国立琉球大
学、それから沖縄科学技術大学院大学学園法第２条に
規定する沖縄科学技術大学院大学その他の研究機関、
このその他のというところに衛研が入ってもいいのか
なと考えるものです。その他の研究機関と事業者その
他の関係者との間の連携、それを促進して必要な措置
を講じるように努めるというふうにあります。
　知事にお伺いをしたいと思います。
　このように環境に非常に恵まれている、そして産官
学が連携することで創薬などの新しい産業を生み出し
て、感染症対策といえば沖縄と言われるような地域を
目指すという意思をぜひとも知事にはお持ちいただ
きたい。非常にこれは大きな売りになるというふう
に思っています。今のタイミングで言うことが、意思
を表すことが非常に大事ではないかと考えますが、知
事、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　世界的な研究機関と連携を
し、ＯＩＳＴや琉球大学及び関係する機関が沖縄にお
いて、その研究の成果をしっかりと知らしめていくと
いうような方向性は、非常に歓迎するところではある
と思います。他方、国の政策として、例えばワクチン
の開発、技術研究、学術研究などにおいても、国の方
向性をさらに充実させていくことも肝要なことであ
ろうと思います。つまり、世界的な研究であればある
ほど、国と地域、産官学が連携するという方向性を、
もっと我々も研究してまいりたいと思います。
　なお、ＯＩＳＴに係る様々な研究開発から、創薬技
術の開発、ひいてはＯＩＳＴの一帯を総合的に産業連
携をさせていくという方向性は、次期振興計画でもう
たわれているところでありますので、引き続き調査研
究をしてまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　すみません、３番目の人権に対す
るテーマは割愛させていただきたいと思います。
　４番目の性犯罪・性暴力について伺います。
　(1) 番目に、ワンストップ支援センターについてで
すけれども、前議会でも答弁をいただきました。72
時間以内の相談が緊急避妊や証拠保存にとって有効
である、効果的であるという答弁でありましたけれど
も、72時間以内の相談は17％にとどまっていて、そ
の中で証拠保存に至っているケースの割合はどれくら
いか、その割合を高めるためにはどうすればいいのか
伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。

○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　性暴力被
害者ワンストップ支援センターでは、相談者が警察同
伴で受診した際には、採取した証拠は直ちに警察に引
き渡しております。また、相談時点で警察への届出意
思がない場合でも、後のＤＮＡ型鑑定等に対応でき
るよう、相談者の同意の下、証拠採取及び保存を行っ
ており、これまでの実績は、病院拠点型移行後の相談
352件中25件となっております。同センターでは、相
談者の心身の健康回復を第一に支援を行いながら、証
拠保存についても丁寧に説明し、被害の潜在化防止に
努めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　これは証拠保存の重要性に対する
認識も含めてなんですけれども、県警では被害者のほ
とんどが証拠保存につながっているんですよ。100％
近く。そのことのどこに問題があるのかを、ぜひ研究
をしていただきたいというふうに思います。
　イに移ります。
　カウンセリングについてですけれども、被害者が希
望するとき、または臨床心理士が必要と認めるとき
は、最大３回まで無料で受けることができるとなって
います。その実績について伺うと同時に、３回以降も
必要とする場合はどのように支援しているのかを伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　性暴力被
害者ワンストップ支援センターでは、令和元年度より
希望者に対し、臨床心理士によるカウンセリング支援
を実施しております。令和元年度は、13名の相談者
に対し延べ21回、令和２年度は、29名の相談者に対
し延べ53回のカウンセリングを実施したところです。
カウンセリングにおいて、相談者が希望し、継続的な
支援が必要だと判断した場合には、適切な医療機関等
へつなぐなど、相談者の心身の状態やニーズに応じた
支援に努めております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　やはり初期対応が大事だと思いま
すので、ぜひここも検討をしていただきたいと思いま
す。
　ウとして、行政、医療、警察等の16機関が参加する
連絡会議の実績と、その役割について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　性暴力被
害者ワンストップ支援センター運営連絡会議は、性暴
力被害者への支援体制の充実及び効果的な実施のた
めに、関係機関が相互に情報を交換し、問題に対する
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認識の共有化と連携強化を図ることを目的として、今
年４月に設置いたしました。第１回の会議は、コロナ
禍ではありますが、初回であることから可能な限り一
堂に会した形で実施したいと考えておりまして、本年
12月頃の開催を予定しているところです。
　県としましては、会議を通じて関係機関との協力関
係・ネットワーク構築に努めてまいりたいと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　やはり、被害者を潜在化させない
ということがこの問題について大きな注意点、目指す
点ではないかなと思うんですね。と言いますのは、
大阪府の調査でも、被害を誰に相談したかというと、
ほとんど、70％近くが誰にも相談をしていないとい
う実態があります。そのことで、いかに相談しやすい
環境をつくっていくか、これは大きなテーマではない
かと思います。その点をぜひよろしくお願いしたいの
と、この連絡会議の期待するところは、やっぱり連携
の強化と被害者支援の充実と強化、この点をどうやっ
ていけばいいのかということと、地域における連携の
在り方―これ産婦人科医も含めてなんですけども、
そのことにつなげていけるような努力をお願いしたい
と思います。
　次に、教育長にお伺いいたします。
　(2) の生命（いのち）の安全教育の実施について伺
います。
　大きなテーマとして、被害者にも加害者にも傍観者
にもならないという教育を目指していかれると思うん
ですけれども、まず文科省の指導の手引によると、幼
児期、小学校低・中・高学年、中学校、高校と実施に
向けて指導内容、使用教材、留意点、全てすぐに授業
できるように提示がされていると思います。県として
実施に向け、幼児教育との連携、教科、時間数等の計
画をどのように今後立てていかれるのかお伺いしたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　議員御案内のとおり、文部科学省のほうで令和２年
に生命（いのち）の安全教育教材の手引というのをつ
くりまして、幼児期から小学校では、嫌なことをされ
たら訴えること、中学校や高校ではデートＤＶ等につ
いて、また、共通して自他の尊重については、全ての
段階で取り扱うことなどの指導内容が示されていると
ころでございます。手引に示されています計画に基づ
きまして、各段階での指導を確実に実施することで、
幼児期から二十歳までの計画になっています―まで

の系統的な指導が図られる内容となっております。
　教育委員会としましては、教諭等への研修を通し
て、教材の活用方法、関連教科等の年間指導計画や学
校保健計画へ位置づけるなど、学校教育活動全体での
取組を推進しているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　非常に新しい教科に対する実践だ
と思いますけれども、その周知徹底と、凹凸のない、
全県的にそれが浸透するというような方法について、
どのように図っていかれるおつもりなのかお伺いした
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　この生命の安全教育については、令和２年度から令
和４年度までの性犯罪・性暴力の対策の強化期間での
取組というふうになっております。昨年度はその方針
に基づきまして、施策の工程の周知を学校に行ってま
いりました。今年度は具体的にその安全教育教材を使
いまして、周知、また活用方法研修等を実施をしてい
ます。具体的には、保健体育や特別活動等において分
かりやすい教材になっております。教材を活用した授
業、取組を実践している学校もございますので、そう
いう研修において、実践事例の発表などを今やってい
るところでございます。
　次年度は、ぜひ各学校で保健体育や特別活動の年間
指導計画であったり、学校保健計画に位置づけて計画
的に実践できるよう、県教育委員会としては周知を
行っていきたいと考えています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　先生方への研修ですけれども、特
に私は管理職への研修、人権を含めて徹底していただ
きたいと。教育現場において、人権意識を高めるとい
うことは子供たちにとって大きな意味を持つものだと
思いますので、その点の先生方の研修というのはどう
なんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　先生方の研修ということで
ございます。
　当然のことながら、教職員向けにつきましては、人
権教育ということで、定期的な服務研修の中で、いわ
ゆるハラスメントの防止、またあわせて、昨年度から
スクールロイヤーを設置していますので、スクールロ
イヤーを活用したような研修、併せて外部講師を招い
たカウンセリングマインドやコーチングに関するよう
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な研修等、これは悉皆研修も含めて、管理職の研修も
含めてしっかり取り組んでいきたいと思っておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　ありがとうございます。
　また引き続き質問をさせていただきたいと思ってお
ります。
　では次に移ります。
　５番目の、暴風雨波浪警報における県の業務につい
て伺います。
　まず (1) 番目に、総人第926号総務部長通知。これ
昭和54年10月17日になっておりますけれども、業務
等の停止措置というときはどういうことかというと、
当該区域が３時間以内に暴風雨域に入ることが予想さ
れるとき、(2) 番目に当該地区においてバスの運行が
停止または停止することが明らかなときとされてい
ますけれども、なぜバスの運行が規定になっているの
か、業務停止の基準になっているのか伺いたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えいたします。
　県では、暴風警報が発令され、台風の来襲により事
故発生が予想される場合には、県民及び職員の安全確
保を図るため、業務を停止する措置を取っておりま
す。その判断基準の一つとしまして、通知発出当時
―昭和48年ですが、主な交通手段であったバスの
運行を業務停止の基準として扱ったものというふうに
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　現在とその当時との違いというの
をどう認識されているのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　通知発出から42年が経過
して、この間、例えば軌道交通であるモノレールが運
行を開始したり、自家用車による交通が増えたり、そ
してまた働き方につきましても、テレワーク、時差出
勤など様々に変化しているというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　では(2)番目に質問をいたします。
　暴風雨波浪警報が発令されると、小・中・高校は休
校となりますが、保育園は市町村や各保育園に開園す
るのか閉園するのか判断を委ねています。乳幼児の安
全よりも就労する親の都合を優先させています。保育
園の閉開は親の就労環境とセットで考えなければ成り

立ちません。この現状を県としてどのように捉えてい
るのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　市町村
は、児童福祉法等に基づき保育の実施主体となってい
ることから、台風等の災害時における保育の提供につ
いては、市町村が地域の実情に応じ判断しているとこ
ろです。今般、県で調査を実施したところ、市町村は
各園に対し公立保育所における台風時の休園の判断基
準を示しており、各園では、これらを踏まえ対応して
いるとのことでございました。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　実施主体は市町村なのでそうおっ
しゃるのも分かるんですけれども、これ市町村によっ
ては、小・中・高と一緒に暴風警報発令と同時に閉園
と決め込んでいるところもあります。けれども、その
地域だけで仕事をしているわけではありません。これ
保育園の長年の懸案なんです。この問題はやっぱり
近隣の市町村から那覇市に働きに来る、そうすると、
その那覇市だけの問題でもないわけです。やっぱりこ
れは就労環境と一緒でなければならない。その点で、
まずそのバスの運行によるという、主な交通手段だっ
た時期のことを検証してみるということが１つ、それ
から、この問題を解決するためにはやはり県から、例
えば臨時雇用の方等を含めて、暴風警報発令のときに
は、やはり働き方として暴風の休暇を―特に５歳未
満児の親御さん、そういうところで特に認めていくと
いうような考え方がないといけないのではないかと思
うんですね。これは先ほど部長は、交通手段に違いが
あると言いましたけれども、やはり家族の形態の違い
もあると思うんですね。そういうことも含めて、やは
り私たちはこの問題を市町村の問題ではないというと
ころを検討していってほしいと思いますが、いかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　私が知事公室長をしているときに、危機管理監にな
りまして、他県のそういった危機管理監の方々と意見
交換する場があります。台風常襲地帯である、しかも
本土と比べて強い台風が来る沖縄県において、死者と
かけが人がたまに出ますけれども、そういった人的な
被害はそれほど生じないことについての質問を受けた
ことがあります。その際に説明しましたのが、先ほど
総務部長からありました、議員から説明もありました
バス、これを公共交通機関が止まることを一つの基準
として県も警報を発令し、業務停止を行っていると。
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それに準じて多くの企業も含めて業務の停止を行っ
て人流を抑えていると、効果が出ているというような
説明をしました。そういう議論になった背景には、今
般、本土においても大型台風が来て、多くの死傷者、
被害が出る。また公共交通機関を止めることについて
の影響、向こうは電車ですので、やっぱり相当議論が
あるようでございます。ですから、まずそういった災
害が近づいているときには人の足を止めるということ
が大事だと思いますので、議員の御指摘は今残されて
いる部分があるのではないか―例えば保育所の部
分ですね。そういったことがあると思いますので、発
令、業務停止の基準をどうするかという検討はもちろ
ん必要でございますけれども、県が主体的になって災
害の未然防止、被害の未然防止の観点から、全県的に
どういう通知を発するか、これを検討する必要がある
というように考えています。
　以上でございます。
○比嘉　京子さん　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　おはようございます。
　半年にわたる本当に長い緊急事態宣言の中で、知事
はじめ多くの職員の皆さんも本当に激務が続いてい
たと思いますし、また昨日も遅くまで対策本部会議も
あったりして、ただ、解除といってももちろん手放し
の状況ではありませんし、医療環境もまだ不安定です
よね。そういう中であります。この瞬間にも医療現場
で頑張ってくださっている関係者の皆さんはじめ多く
の皆さんに感謝、そして図らずも感染された方々にお
見舞いを申し上げながら質問したいと思います。
　それでは、まず１番の (2) から進めていきたいと思
います。
　市町村との患者情報の共有のところなんですけれど
も、これはこの議会で幾つも議論がありますが、実際
この取扱いについては、市町村との共有について進捗
状況はどうなっているんでしょうか。お尋ねいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど答弁したこ
とと繰り返しになりますけれども、自宅療養者の情報
につきましては、令和３年２月10日付で国から個人
情報の提供に当たっては、対象となる方の同意を得て
行うものとの通知が発出されまして、県では同通知を

踏まえて慎重に対応してきたところではございます
が、今般の全国的な感染拡大による自宅療養者の増大
に伴い、令和３年９月６日付で国から人の生命または
身体の保護のため緊急の必要があるものとの判断で、
自宅療養者等に係る個人情報の提供に関する通知が出
されております。
　県としては、市町村と情報を共有し連携することが
重要であると考えておりまして、当該通知を受けて９
月17日付で市町村に対して自宅療養者の情報共有に
関する通知を発出したところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　自宅療養者ですけれども、最も多
い日は何名でしたか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　９月27日現在で
500人ということになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時40分休憩
　　　午前10時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　失礼いたしました。
　最も多い日は、８月30日の3139人です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　その3139名、１日で最も多かっ
た日ですけれども、その時点での県による配食サービ
スというのは何件行われたでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時40分休憩
　　　午前10時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　８月30日の配食
サービスについては、67件でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　それから、この3139名、第５波
では１日でそれぐらいの規模がピークであったわけで
すよね。陽性者と直接同居する家族は、これも含めて
自宅待機を求められる濃厚接触者に該当しますが、そ
の数は幾らでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時41分休憩
　　　午前10時42分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　原則として、濃厚
接触者や同一世帯の方への支援は行っていない状況で
はございますが、世帯の状況に鑑みまして、必要と判
断されれば支援を行うこととしております。
○仲村　未央さん　議長、ちょっと休憩お願いしま
す。　
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時42分休憩
　　　午前10時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　失礼いたしました。
　その数については把握はしておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　最大で１日3100名を超えて、先
ほどの話だとそのときの配食が67件ということです
から、そのサービスというのは非常に限定された方の
みに県から行われるということになっているのが現状
だと思うんですよね。その中で、やはり市町村には物
すごく問合せが殺到する、そして不安を抱えるという
ことで、直接市町村にも問合せが行くわけですから、
その中での患者情報の共有、その必要性というのが非
常に課題になって、このようなことの中に今あると思
うんですよね。
　それで (3)、臨時交付金の活用状況、これは市町村
の活用状況を聞きたいんですけれども、感染対策、経
済支援、いろいろあると思うんですが、その総額であ
り比率というのは分かりますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時交付金は、県内の市町村にこれま
で約333億円が配分されております。また、交付金の
不用が生じないよう、配分額を上回る事業計画を市町
村は策定しておりまして、現時点では約357億円が計
上されております。その内訳としましては、ＰＣＲ検
査費用や濃厚接触者等への宿泊費用の助成など、感染
防止対策等に約103億円、28.9％、事業者への支援給
付金や地域消費促進のクーポン券の発行など、経済対
策等に約253億円、71.1％となっております。なお、
濃厚接触者の宿泊費用の助成など、ホテル事業者への
支援として経済対策等に分類されている事業もあるこ
とから、感染防止対策につながっている経済対策の事
業等もあるところです。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　ありがとうございます。

　今、感染防止対策におよそ28.9％、３割弱と。経
済支援の対策のほうには71％、７割ということになっ
ていると。それで、ちょっと……。
　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　未央さん　（スクリーンに表示）　これはある
市町村長、もしかしたら知事にも直接提案があったや
に聞いていますけれども、このモデルなんですが、一
つの提案として入院待機ステーションが今県もその設
置をされていると。一旦入院待機をされて、急性期に
なればもちろん病院に入らなきゃいけないと。急性期
で回復まで治療するとなかなか時間がかかりますし、
できれば回復期の患者、症状が一旦安定したら、回復
ステーションをつくって、急性期が終わって症状が安
定した場合は回復期に持っていくということで、この
モデルをつくってはどうかということで提案がありま
す。
　今日なぜこれを紹介しているかというと、その待機
ステーションと回復ステーション、これについてはぜ
ひ県の臨時交付金だけじゃなくて市町村の臨時交付金
も合わせて活用して、例えば南部地域であれば南部の
２次医療圏があるわけですから、そこを市町村が一緒
になって担うようなモデルで、そしてその地域の医師
会等と連携してステーションの確保、それから様々な
まつわる―先ほど来あるような患者情報の共有など
があれば、かなり市町村も臨時交付金をこのような感
染症対策にもしっかりと充てて連動ができるよという
ような提案があるわけです。この辺りについては、沖
縄モデルの構築として今、一市町村から出ているんで
すけれども、墨田区がこのような形でかなり充実した
取組をやっているということで、同じようなことなん
ですけれども、急性期に向かう中ではもちろん重症で
あれば病院に行くと。その中で、やっぱり回復するま
で対応すると病院自体がすぐ満床になっちゃうので、
これを回復期になると地域の医療機関にしっかりとお
任せをするというような連携を取って、墨田区はかな
り注目されたという経緯もありました。そういう意味
では、先ほどのある市町村からの提案でありますけれ
ども、このような県と市町村の連携ということのモデ
ルについては検討されたことがあるのか、臨時交付金
の活用も含めて、その辺り伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員が今御指摘の
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ありました墨田区の例につきましては、実は沖縄県で
も同様の対策をやっているところでございまして、地
域の医療機関との間で役割分担を行っています。回復
患者等の転院を受ける後方支援医療機関というところ
を設定させていただきまして、そこに協力金を支給す
ることで転院を促進するというような取組を行ってお
ります。墨田区の取組にほぼ近い状態でやっているも
のと考えております。ただ、これは市町村の取組では
ございません。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　この市町村を連動させる取組とい
うのは提案の一例ですけれども、今どの市町村に―
例えば10万人規模の市町村、５万人、２万人、それ
ぞれいろいろお話を聞く中で感じるのは、非常に県と
の情報共有を求めているんですよね。先ほどの臨時交
付金の使途に関しても、やはりあれだけ爆発的な感染
が起きている状況の中で、どのようにすれば感染対策
として有効な交付金の使い道なのかということについ
ては、恐らくこれは県から指示をしたり強制的にこれ
に使ってくださいということはできないまでも、やは
りそういった情報の共有によって、今まさに自宅療養
者への配食に市町村がかなり手を挙げて、その現場の
声を受けて連動させてくれているように、こういった
県が今何をどのようにしようとしているのかという
情報があれば、これは連動して県も市町村もやっぱり
同じ方向に向かって交付金を活用できれば、かなり対
策の効果が上がる、相乗効果が出てくるというふうに
感じたんです。だから今、一つのモデルを市町村があ
えて提案をして、交付金を市町村の分も一緒に使って
やっていけばもっと医療対策も含めて関われるのにと
いうような、非常に貴重な提案だと思えたんです。
　そういう意味では、やっぱり市町村との情報共有、
今県が目指そうとする対策に対する情報の共有の在り
方というのは非常に重く必要に感じるんですけれど
も、そこはいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　議員の御指摘は我々も痛感しているところでござい
ます。やはりこれだけ感染が急拡大いたしますと、
先ほどの配食の件もそうなんですが、沖縄県だけでは
なかなか目の細かい、きめ細かな対応は困難になりま
す。そういった場合に、やはり地域に一番身近な市町
村の役割というのが重要だと思っております。県はこ
の間、市町村とのウェブ会議などを通していろいろ意
見交換をさせていただいておりますが、市町村からも
自分たちの考え方、それから県の考え方、これの情報

共有の重要さ、そういったものを指摘されているとこ
ろでございます。県の対処方針においても市町村との
情報の共有・連携というものを特段として書き込ませ
ていただいております。
　今、感染が少し落ち着き始めているこの時期に、課
題の一つとして市町村との連携、情報の共有の在り方
についてしっかりと検討してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　それで先ほどの自宅療養者の情報
の提供、先ほど来ほかの議員の皆さんからも神奈川の
先例を参考にということが上がっておりますけれど
も、やはり驚くというか感心したのは、３月の時点で
既にそのことをつかまえて具体的に専門家に諮問して
いると。この情報の提供に関してこれでよいのかどう
かということについて、もう４波が始まる前の段階で
これをつかまえていたということが非常にすばらしい
なというふうに感じています。
　それで、先ほどの配食に関してどういう答申が出て
いるかというと、市町村が患者等に対し食事の提供等
を行う場合、これは都道府県知事は感染対策上、外出
しないことを求めることができると。これについては
食事の提供等を行うよう努めなければならないという
のが法の要請ですね。努めなければならない。ところ
が、先ほどの3000名余る自宅療養者に対しては六十
何件ということですから、やはりこれも非常に穴が大
きいというふうに見えます。
　それから、これについて必要に応じ市町村の長と連
携するよう努めなければならない。これも法の要請な
んですね。ですので、これを受けて神奈川県の個人情
報に関わる専門家の答申は、都道府県と市町村連携し
てその療養者支援に当たる場合には、市町村が連携事
業を遂行する上で必要な範囲の患者情報を提供するこ
とは法令等に基づく提供に該当すると解してよいとい
うような明快な答申を受けての早い取組だったわけで
すよね。ですので、やっぱりこういった市町村との日
頃の情報共有・連携が生きてくるのは、こういった市
町村の現場に何の声が寄せられているのかというこ
とをまず知ること。そして、県が今どのようにしたい
のかということも知ってもらうこと。そういう中でこ
ういった発想も、それから挑戦も生まれてくるんだと
いうふうに感じるので、やはり先ほどの市町村との連
携、しっかりとやるべきなんでしょうと。
　ここで非常に興味深いのは、法令に根拠があるとは
認められないケースについても検討しています。例え
ばこれはどういうことかというと、療養期間が終了し
た者に対して市町村の自主的な判断で一定の役務、例
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えば後遺症に悩む者への相談員派遣とか、こういった
ことを提供する場合というのは、実はこれは法令では
認められている要請ではないと。市町村が独自に後遺
症の相談を受けようとするということがあれば、これ
はやっぱり速やかに審議会に諮問するなど情報提供に
向けて努力することが望まれるということで、３月の
段階の答申なんですよね。
　先ほど市町村にお話を伺ったと言いましたけれど
も、今、市町村の電話相談には、市民からは後遺症の
相談、それから生活不安、経済的な困窮に伴う精神的
な強い不安、こういったことの相談がやはり増えつつ
あるというのが市町村職員の声なんですね。まさに後
遺症の相談なんかを受けようとするときも、効率をい
かに上げられるのか、お互いの機能をいかに有効に生
かし得るのかという意味では、ここは逃げないでやっ
ぱり諮問する必要があるんじゃないかということが神
奈川の答申でもあるんですけれども、沖縄県は配食に
限らず、このようなことについて情報の共有がなお一
層必要であるということの認識であれば、これを諮問
する必要があると思っているのか、もうそれは要らな
くて、それも含めて提供できる状況ですよということ
になっているのか、それをお尋ねいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回の国からの通
知によりますと、特に自宅療養者の支援については緊
急の必要があるということから、必要な情報であると
いうことで整理ができるという通知でございましたの
で、今般、県ではそのような整理に基づいて諮問をせ
ずに、緊急な場合に当たるということで対応している
ところでございます。
　ですので、今回のことについては諮問をしておりま
せんが、今後またどのような支援が必要か、またこれ
は個人情報に係りますので、神奈川県のおっしゃるよ
うに―どんどん広げて個人情報を出すというのも非
常に危険な部分もございますから、そこは見極めなが
ら少し迷いがあるような、解釈が難しいようなところ
については諮問をする必要があろうかというふうに思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　知事、本部長としてやはり今のよ
うな、もう事態は既に後遺症の相談がありますよ、精
神的な不安に関わる相談も来ていますよということが
あるので、これはやっぱり同じように必要ならばその
課題をしっかりと把握するということをまずつくっ
ていくには、先ほどの市町村との継続的な意見交換の
場、これを設置しなければならないと思います。それ

から、今の必要な手だてでクリアしていかなければな
らない課題があるとすれば、それはしっかりと神奈川
の専門家が指摘するように諮問をしながら、しっかり
ここは逃げないで向かっていくということも含めて判
断が必要だと思うんですよね。この辺りどのように考
えていらっしゃいますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御案内のように、各県
においては、これまでのコロナウイルス対策の総括を
し振り返りをしながら、それぞれの会議体を設置し
て、それに類する諮問、答申を受けてその次の段階の
取組を決定していくというような行政的な手続を踏ん
でいるということがあると思います。
　今般、市町村との連携はこの情報の共有のみなら
ず、市町村の地域の医療人材、医療資材をどのように
活用といいますか、お互いが連携できるのかというこ
とが実はこの第５波においても大きな大きなテーマで
あり、それを病院の関係者の方々の御努力と、それか
ら医師会、看護師会などの御尽力をいただきながら、
県庁では４階にある総括情報部がその運用を一体的に
担わせていただいていたということもあると思いま
す。しかし、そこではやはり現場の業務に対して誠実
に真摯に対応することで時間が費やされてしまいます
が、それ以外の分野では県がどのような方向性でその
取組を進めるかという、やはり会議にかけるための、
何と言うんでしょう、その構築がこの間少し遅れてい
たなということは、我々が反省すべき点だと思います。
　それにのっとりまして、今般、私から企画部、保健
医療部、それから特命推進課などと連携して、有識者
会議を設置するための取組を進めるように指示してい
るところでありまして、そこから市町村との連携をい
かにつないでいくか、２次医療圏との関係性をどうつ
くっていくかということについても真摯に検討してま
いりたいというように考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時１分休憩
　　　午前11時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲村　未央さん　１番の (1) になりますけれども、
この議会でもほぼ１年ぐらい前に北海道の取組を紹
介させていただいて、そのときには北海道では179市
町村にアンケートをしたり、関係団体も経済分野、労
働分野、医療分野、文化、スポーツ、教育、生活、交
通、物流、１次産業、すごくたくさんの団体に、53団
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体やって、有識者会議をこのように持って、老人福祉
施設の協議会、町村会、農業団体、経済連、それから
労働組合、医師会、市長会、こういった有識者の取組
をしていると。今北海道のホームページからこれが見
られるんですけれども、有識者会議にどのようなテー
マを上げて、どう捉えて、それからどんな意見が出て
これに対応するというのが対策本部会議で出てきま
すし、それから福井県を見てみたら、例えば第３期の
振り返りと今後の方向性、第２期振り返りと方向性、
第１波振り返りと今後の対応ということで、やっぱり
波が収束するたびにこういう整理をかけていると。長
野県もやっぱり同じようにやっていますね。４波、３
波、２波、１波というふうにやっていると。長野県も
その都度都度、アンケートをやっています。ワクチン
について県民意識どうですかということで。こういっ
た振り返りはやっぱり非常に大事で、それから山梨県
は対策本部会議の中に消防長会の会長さんを入れてい
て、県に消防機関ないわけですから、市町村との連携
で消防も入れているんですよね。
　だからやっぱりそういう意味では、先ほど来の振り
返りや検証、それから市町村との連携というのはやは
り様々先行してやっているモデルもありますので、
ぜひ第５波が収束をしているこの中でこういった検証
を取り入れていくということが非常に大事ではないか
と。こういった中で、やっぱり次に向けて打つべき手
が何であるのかということも可視化をしながら県民と
共有していくという、このシステムをつくっていかな
いといけないのかなと思いますけれども、もう一度、
知事、この取組についてはいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時４分休憩
　　　午前11時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　北海道の事例があるとい
うことで、県としましても、新型コロナウイルス感染
症に関し、県内において初めて感染者が確認された時
点から、これまで各部局が講じてきた感染防止対策や
経済対策、学校現場における対応など、様々な対策に
ついて長期的、網羅的に整理を行い、県内各種団体に
対するアンケートやヒアリングを実施することとして
おります。その後、アンケート結果等を基に、各部局
において対策の効果や残された課題等について整理を
行うこととしております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。

○知事（玉城デニー君）　先行する先進事例を有する
道、県のそのような組織の情報など、この間、実は保
健医療部、それから特命推進課などがその情報を収集
し、その都度私にも報告をいただきました。例えば議
員御案内の北海道の有識者会議は、行政と医療のみな
らず、そこに経済や医療、法律、労働、教育など、い
わゆる生活に関する様々な分野の方々の有識者が参加
することによって、有機的にその会議の中でこの一部
分ではなくて、それがどう連携していくのかというこ
とがしっかりと検討なされ、そこから答申が出されて
くるわけです。
　ですからそのようなことを考えますと、現在少し第
５波が落ち着きつつある中において、これから我々も
４波が収束しないうちに５波の急速な感染拡大につな
がっていって、あらゆる手段を講じて県民の協力と事
業者の方々の我慢と努力をお願いさせていただかなけ
ればならなかった。しかし、この間やっと少し収束に
向かっているこの今において、第５波から第４波、第
３波と、やはりそれを総括し振り返るためには、その
ためのこのような検証を図る会議体も必要だろうと思
います。そして、そこでの総括や振り返りが次の第６
波に対する備えにつながっていくということもござい
まして、先ほど企画部長からありましたとおり、その
ための取組を現在検討させているところであります。
その情報を当然県民の皆さんにも公表し共有して、こ
れから県民の皆さんに取っていただくべき行動、それ
から業界の方々に進めていただきたい取組など、その
情報の質と量を共有しながら、次の事態にもしっかり
県民全体で市町村含め備えていくというような体制を
ぜひつくっていきたいというように考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　次に、２点目の子供とコロナの関
係で伺います。
　一時休園した保育園、幼稚園、学童クラブ、また休
校、学級閉鎖等の件数について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　保育所や
学童の状況についてお答えいたします。
　令和２年３月６日から９月28日までの間における、
市町村保育担当課から県に報告のあった新型コロナウ
イルスの発生で臨時休園した施設でございますが、全
部で788施設となっており、保育所等が656施設、放
課後児童クラブが132施設となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　教育委員会が所管しており
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ます公立幼稚園、小・中・高校等の臨時休校等につい
てお答えします。
　新型コロナウイルス感染者の発生により、令和２年
から令和３年９月10日までに休校等を行ったのは、
公立幼稚園で延べ28園、小学校で延べ34校、中学校
で延べ79校、高等学校と特別支援学校で延べ30校と
なっております。また、学級閉鎖や学年閉鎖を行った
学校は、小学校で延べ155校、中学校で延べ106校、
高等学校と特別支援学校で延べ252校であります。な
お、休校等の措置につきましては、感染者１人の報告
につき１校と数える延べ件数で算出しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　すみません、時間が少し限られて
いるので、具体的なケースを説明できないんですけれ
ども、これだけの休校、休園の影響があったというこ
とで、かなり保護者の皆さんが右往左往しているとい
うような事例が多く届いています。そういう中で子供
たちをめぐる環境は、もちろんコロナ禍ということも
ありますけれども、その以前からの様々な福祉的なア
プローチというのが非常にここは問われてくる場面だ
と思いますので、その辺り、ここもまた市町村との連
携が非常に重要だと思うんですけれども、すみません
が、総括的に答弁お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　子供たち
への感染が広がる中で、これまで実施をしてきました
子供の貧困対策であったり、あるいは子供の見守り活
動であったりという部分に非常に工夫を凝らしなが
ら、市町村のお力もお借りしながら実施しているとこ
ろでございます。
　子供の貧困対策につきましては、支援する子供たち
の状況を早期に発見し適切な支援につなげていく。そ
れはコロナ禍であってもどうにか工夫して続けていか
なければならないことだと思っておりまして、市町村
が配置をした貧困対策支援員は、学校におけるスクー
ルソーシャルワーカーですとか教員の方からの情報
を得て、御家庭を訪問するなど保護者と面談などをし
て、アウトリーチを含めた支援に取り組んでいるとこ
ろでございます。また、この支援員の御家庭の状況を
見立てるというような資質向上のために、県では習熟
度別研修や圏域にコーディネーターを置いて助言に当
たっているところでして、県と市町村が連携をしなが
ら様々な支援に取り組んでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　ありがとうございます。

　３点目の嘉手納基地の騒音被害状況ですけれども、
Ｆ35Ｂが飛来していた間の深夜・未明、ここで非常
に大きな騒音をまき散らしていました。その状況をお
尋ねいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　Ｆ35Ｂ戦闘機が飛来して
いた７月12日から８月25日までの期間、嘉手納基地
周辺で確認された騒音発生回数の最大値は、屋良Ａ局
で１日平均49.7回、騒音レベルの最大値は砂辺局で
113.8デシベルでした。また、８月中旬、８月11日か
ら８月20日の夜間・早朝における騒音発生回数は、
屋良Ａ局で１日平均7.8回であり、前年８月と比べて
1.8倍、前年度平均値と比べて2.7倍となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　（スクリーンに表示）　これ今、
知事は見えているんですかね。全然画面見えないです
か。
　夜間・早朝の発生状況に関して、嘉手納町議会がま
とめた資料なんです。特に８月９日からの１週間など
は、ロータリープラザで深夜に18回とか、嘉手納町
役場もそうですけれども、その前週も15、16、17と
かですね。これは夜間・早朝ですから、７時間、８時
間の間に18回も19回も飛んでくるということになる
と、ほぼほぼ寝られないと。これに非常に対策を求め
られていますけれども、その対応について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　嘉手納飛行場におきましては、今仲村議員から御指
摘もありましたとおり、航空機の離発着回数も増加し
ておりますし、夜間・早朝の訓練も頻繁に行われてい
るという状況にございます。こうしたことから、県と
しては騒音及び悪臭防止対策の強化・拡充は解決すべ
き喫緊の課題であると認識をしており、去る９月７日
に航空機騒音規制措置の厳格な運用や有効な悪臭防止
策の措置等を沖縄防衛局長に要請したところでありま
す。
　県としましては、引き続き軍転協とも連携し、日米
両政府に対し騒音及び悪臭防止対策の拡充強化を求め
ていきたいということでございまして、令和２年８月
には知事が嘉手納町長と面談をして現場も視察をして
おります。
　私も嘉手納町長と９月10日に面談をいたしまして、
特にパパループにおけるエンジン調整、長いときには
２時間以上もあると。それから、特に悪臭の問題が非
常に今地域住民に深刻な影響を与えているということ
もございました。それから、６月12日には、私、嘉
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手納基地の第18航空団司令官にお会いしまして、ジョ
エル・キャリー准将でございますけれども、特に住宅
地域に近いパパループの使用をめぐって地域住民から
非常に騒音、排気ガスというところで、非常に健康被
害等を含めて深刻な状況にあるということを申し上げ
たところでございます。こうしたことを含めまして、
航空機騒音規制措置の厳格な運用をぜひ行っていただ
きたいということ、それからパパループにおける航空
機の使用禁止等を強く求めたところでございます。
　以上でございます。
○仲村　未央さん　ありがとうございました。
　時間がちょっと後ろ詰まってしまいましたので、ま
た引き続き軍特委等でも確認をしていきたいと思いま
す。
　どうもありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
　　　〔玉城ノブ子さん登壇〕
○玉城　ノブ子さん　おはようございます。
　日本共産党の玉城ノブ子です。
　一般質問を行います。
　１、新型コロナから県民の命と暮らし、医療、教育
を守ることについて。
　(1)、コロナ禍の中で子供たちはかつてないような
不安やストレスをためこんでいます。一人一人の子供
に丁寧に寄り添い、心のケアにしっかりと取り組む手
厚い教育が必要です。コロナ禍の中で子供たちの安
心・安全な教育環境を保障していくために、20人程
度の少人数学級を実施することが求められておりま
す。正規の教職員を増やし、20人程度の少人数学級
実施を国に求めること。今後の課題と対策について伺
います。
　(2)、少人数学級の下限25人などの条件を緩和する
ことについて伺います。
　(3)、自宅療養者の支援を市町村と連携し、必要な
支援を早急に実施することについて伺います。
　(4)、ひとり親家庭や高齢者、貧困世帯の支援につ
いて伺います。
　２、糸満市からの土砂採取について。
　(1)、政府は沖縄戦最後の激戦地となった糸満市、
八重瀬町から、県内の土砂調達可能量の７割を辺野古
新基地建設の埋立てに搬出することが明らかになり、
県民の大きな怒りが広がっています。糸満市の土に
は、戦争で亡くなられた皆さんの遺骨が埋まっていま
す。戦没者の血が染み込み、遺骨が眠る土砂を辺野古
新基地建設のための埋立てに使用することは許されま
せん。知事の所見を伺います。

　(2)、国は、戦没者の遺骨収集に関する施策を策定
し、2016年から2024年の８年間を戦没者の遺骨収集
の集中実施期間として、計画的かつ効果的に必要な措
置を講ずると規定しています。県内には、収骨されて
いない遺骨が残されています。遺骨収集の状況につい
て伺います。
　３、豊見城市の旧海軍司令部壕における未発掘部分
の調査を早急に行い、遺骨を回収し、遺骨の返還を進
める対策について伺います。
　４、糸満市米須のシーガーアブと呼ばれる大きな自
然壕があります。激戦地で一般住民や軍隊が避難し、
多くの犠牲者が出ました。沖縄戦の歴史を後世に伝
え、平和の尊さを発信し続けていくためにも、戦争遺
跡として指定し保存・継承していくことが重要になっ
ています。
　(1)、シーガーアブを戦争遺跡として指定し、保存・
継承することについて伺います。
　(2)、シーガーアブ隣接地における未収骨の実態調
査について伺います。
　５、糸満市の真栄里海岸の整備計画について。
　真栄里海岸は第64回日本学生科学賞の県代表と
なった、その当時中学生の上原一路さんが、2015年
から2020年の５か年間にかけて海浜の調査を行って
おり、その研究発表の中で、610種の貝類が真栄里海
岸に存在すると記録されております。生き貝は113
種、絶滅のおそれのある種は73種もあったことが分
かりました。真栄里海岸は自然環境が大変豊かな海浜
で、そこで生育している生物を保存していくことは大
変重要です。県が計画する海岸整備事業の中において
も、自然豊かな海岸を保存していく、沖縄型海岸整備
モデル事業として進めていくべきであります。
　以下質問を行います。
　(1)、豊かな自然が残る真栄里海岸の評価を伺いま
す。
　(2)、沖縄型海岸整備促進事業計画について伺いま
す。
　６、ヤングケアラーへの支援について。
　糸満市がヤングケアラーの実態調査を10月から始
めるとのことであります。ヤングケアラーとは、厚生
労働省などによると、病気や障害のある家族のため
に、本来大人が担うと想定される家事や家族の世話
などを日常的に行っている18歳未満の子供を指すと
なっています。国は2020年度に初の実態調査を実施
していますが、その調査結果で、中学生の約17人に
１人、全日制の高校生の約24人に１人が該当すると
して、支援に動き始めています。
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　以下質問をいたします。
　(1)、障害や病気のある家族の世話をしている子供、
ヤングケアラーの県内の実態について伺います。
　(2)、実態の調査と具体的な支援を実施することに
ついて伺います。
　(3)、ヤングケアラー支援条例の制定が必要です。
見解をお聞かせください。
　７、公営住宅について。
　住むところがなく、生活にも困窮している皆さんの
居住権を保障する上で、公営住宅の果たしている役割
は大きいと考えます。しかし県の入居募集のしおりを
見ると、入居に当たり、連帯保証人が１人必要ですと
なっています。しかもその要件が、１から４まで掲げ
られています。この条件を満たさなければ入居できな
いということになっています。入居要件が厳しいとし
て、申込み段階で諦めてしまうのが大半であります。
連帯保証人がいなくても申込みすることができるよう
にすべきではないでしょうか。全国の都道府県、市町
村では保証人を求めないというのが流れになっていま
す。居住権は憲法で保障されています。住むところが
なくては人間としての最低限度の生活は保障されませ
ん。連帯保証人なしで公営住宅に入居できるようにす
べきであります。
　以下伺います。
　(1)、公営住宅の申込み件数、待機者数について伺
います。
　(2)、公営住宅の保証人制度を廃止している都道府
県は何％になっていますか。県内の市町村の実施状況
について伺います。
　(3)、公営住宅の保証人制度は廃止し、住宅困窮者
が安心して入居できる環境をつくることが必要ではな
いでしょうか。見解を伺います。
　(4)、公営住宅の増設計画について伺います。
　８、高齢者福祉について。
　(1)、特別養護老人ホームの待機者数、増設計画に
ついて伺います。
　(2)、65歳以上の高齢者の半数が加齢性難聴だと言
われている中、補聴器の平均価格は27万円と高額で
す。高齢者への補聴器補助制度の創設を求めます。見
解を伺います。
　９、土木行政について。
　(1)、糸満市真栄里市道外かく線への信号灯設置が
必要です。見解を伺います。
　我が党の代表質問との関連については取り下げま
す。
　以上です。御答弁よろしくお願いします。

○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　玉城ノブ子議員の御質問に
お答えいたします。
　７、公営住宅についての御質問の中の (3)、県営住
宅における連帯保証人制度の廃止についてお答えいた
します。
　沖縄県としては、これまで県営住宅入居者の家賃等
の長期滞納未然防止策及び緊急連絡先として、連帯保
証人を求めてまいりました。また、連帯保証人を見つ
けられない場合には、身元引受人を届け出ることで免
除しており、住宅困窮者の入居についても配慮してき
たところであります。一方で、入居希望者のさらなる
負担軽減を図るため、これまでにも連帯保証人を求め
るべきではないという意見もあり、住宅困窮者が安心
して入居できる環境をつくることは、生活を安定させ
る意味では非常に重要であります。
　沖縄県としては、そのような状況を踏まえ、今後、
連帯保証人制度の廃止の方向性について、具体的に検
討してまいりたいと思います。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　１、新型コロナから県民の
命と暮らし、医療、教育を守ることについての御質問
の中の (1)、20人程度の少人数学級についてお答えし
ます。
　県内の市町村立小中学校全学年で20人学級を実施
した場合について試算すると、現在よりも、教室数は
約2900教室、教員数は約3300人必要となると見込ん
でおり、教室及び教員の確保が課題となります。
　県教育委員会としましては、現在、段階的に少人数
学級を実施している国の動向を注視してまいります。
　同じく (2)、少人数学級の下限25人を緩和すること
についてお答えします。
　小学校低学年においては、きめ細かな指導と同時
に、集団生活の中で社会性を身につける必要がある
ことから、一定規模の集団が形成できるよう、小学校
１年生及び２年生における30人学級については下限
を設定しているところであります。また、下限により
30人学級が実施できない場合においても、35人学級
となっていることから、一定程度きめ細かな指導が実
現されているものと認識しております。
　次に４、シーガーアブについての御質問の中の
(1)、シーガーアブの保存・継承についてお答えしま
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す。
　シーガーアブは、平成10年度から12年度に県教育
委員会の分布調査で把握された戦争遺跡です。戦争
遺跡は、文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵
地として、開発行為に対し届出等の義務が課されてお
り、保護が図られております。
　県教育委員会としましては、シーガーアブをはじめ
とする戦争遺跡について、地域の意見を反映した保護
措置が取られるよう、市町村教育委員会と協力してい
きたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナか
ら県民の命と暮らし、医療、教育を守ることについて
の御質問の中の (3)、自宅療養者への支援についてお
答えいたします。
　県では、家族や知人の手助けが受けられないなど、
独自で食料等の調達ができない自宅療養者に対し、配
食支援サービスを実施しております。自宅療養者の支
援については、今般の全国的な感染拡大による自宅療
養者の増大に伴い、国から、令和３年９月６日付で、
都道府県と市町村との連携における自宅療養者等に係
る個人情報の提供等に関する通知が発出されておりま
す。
　県としては、市町村と情報を共有し連携することが
重要であると考えており、市町村が独自に行える自宅
療養者の生活支援についても、さらに連携を強化した
いと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、新型
コロナから県民の命と暮らし、医療、教育を守ること
についての御質問の中の (4)、困窮世帯等への支援に
ついてお答えいたします。
　県及び市では、高齢者等を含む生活に困窮する方々
からの相談を県内19か所の生活困窮者自立支援相談
窓口において幅広く受け付けています。また、緊急小
口資金等の特例貸付けや住居確保給付金、新設された
生活困窮者自立支援金の支給のほか、ひとり親家庭に
対しては、就職等に有利な資格取得のための訓練費用
や生活費の支援、償還免除つきの住宅費貸付け等を実
施しているところです。
　県としましては、引き続き生活に困窮する方々への
適切な支援に取り組んでまいります。

　次に２、糸満市からの土砂採取についての御質問の
中の (2)、遺骨収集の状況についてお答えいたします。
　沖縄戦では、18万8136人の方が戦没されており、
令和３年３月末現在、県内には、いまだ収容がかなっ
ていない御遺骨が2794柱残されております。
　次に３、遺骨の返還を進める対策についてお答えい
たします。
　旧海軍司令部壕における遺骨調査についてお答えい
たします。
　旧海軍司令部壕における遺骨調査については、戦没
者遺骨収集情報センターにおいて、文献調査や現地調
査も行ったところですが、いまだ確度の高い未収骨情
報は得られておりません。今後も引き続き調査を継続
してまいります。
　次に４、シーガーアブについての御質問の中の
(2)、隣接地における遺骨調査についてお答えいたし
ます。
　去る７月に戦没者遺骨収集情報センターがシーガー
アブ隣接地の遺骨調査を行った際には、遺骨は発見さ
れませんでした。今後、引き続き地権者と調整しなが
ら遺骨調査を行ってまいります。
　次に６、ヤングケアラーへの支援についての御質問
の中の (1)、(2) 及び (3)、ヤングケアラーの実数、実
態調査と支援及び条例制定についてお答えいたしま
す。６の (1) から (3) までは関連しますので、一括し
てお答えいたします。
　県内市町村における令和元年度の要保護児童対策地
域協議会に登録された児童のうち、ヤングケアラーと
思われる子供の数は60人とされておりますが、家庭
内の問題として表面化しにくく、支援が必要な子供自
身や周囲の人が気づきにくいことから、実態調査や支
援の難しさが課題となっております。このため、県で
は、福祉、教育など関係部局で連絡会議を立ち上げ、
実態調査や支援の方法について検討を進めており、ま
ずは、実態を把握した上で、条例制定の必要性を含め
支援の在り方を検討していきたいと考えております。
　県においては、引き続き潜在化しがちなヤングケア
ラーの早期発見に努め、適切な支援につなげていける
よう、市町村とも緊密に連携しながら取り組んでまい
ります。
　次に８、高齢者福祉についての御質問の中の (1)、
特別養護老人ホームの入所待機者等についてお答えい
たします。
　令和２年10月末現在、特別養護老人ホームへの入
所の必要性が高い待機者は、772名となっておりま
す。県では、沖縄県高齢者保健福祉計画に基づき、令
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和３年度から令和５年度までの３年間で、特別養護老
人ホームや認知症高齢者グループホーム等の整備によ
り、1289床の定員増を図ることとしております。
　県としましては、必要なサービス量の整備がなされ
るよう、入所の必要性が高い待機者の状況等も踏ま
え、引き続き市町村と連携して取り組んでまいります。
　次に、同じく８、高齢者福祉についての (2)、加齢
性難聴の高齢者への補聴器補助制度の創設についてお
答えいたします。
　一般的に、加齢により難聴が進んでまいりますと、
日常生活を送る上での不便やコミュニケーションを取
ることが難しくなるなどの影響が出てくるものと承知
しております。現在、国において、補聴器の使用によ
る認知機能低下予防の効果の検証に取り組んでいると
聞いており、県としましては、その研究成果等を踏ま
えた国の取組などを注視してまいりたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　２、糸満市からの土
砂採取について (1)、代替施設建設事業に使用する埋
立土砂についてお答えいたします。
　令和２年４月に提出された公有水面埋立変更承認申
請書では、県内の埋立土砂等の採取場所のうち、糸満
市、八重瀬町の南部地区から約７割となる土砂の調達
が可能と記載されております。しかしながら、具体的
な採取場所及び調達量については、契約段階において
決定されるものであり、現時点において決まったもの
ではないと承知しております。
　県としては、係る地区の遺骨収集の状況等につい
て、関係機関と連携し情報収集に努めていきたいと考
えております。
　次に７、公営住宅について (1)、公営住宅の申込件
数、待機者数についてお答えいたします。
　令和２年度の沖縄県営住宅空家待ち入居者募集にお
いて、申込件数は2813件、令和３年８月時点で入居
が決定している世帯は378件となっております。
　同じく７の (2)、全国の都道府県及び県内市町村に
おける保証人制度の実施状況についてお答えいたしま
す。
　連帯保証人の実施状況について、国土交通省による
令和３年４月１日時点の全国調査によると、連帯保証
人を求めないとしている都道府県は18自治体で、全
体の38.3％となっております。また、県内市町村で
は、５自治体が連帯保証人を求めておりません。

　同じく７の (4)、公営住宅の増設計画についてお答
えいたします。
　公営住宅の新設及び増戸については、沖縄県住生活
基本計画において、平成28年度から令和７年度まで
に、県と市町村を合わせて904戸を供給目標としてお
ります。なお、当該計画は現在見直しを行っていると
ころであり、市町村や有識者の意見を踏まえ、新設、
増戸を含めた今後の公営住宅供給目標量を設定する予
定であります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　５、糸満市の真栄里
海岸の整備計画についての (1)、真栄里海岸の評価に
ついてお答えいたします。
　糸満市真栄里海岸は、農林水産省所管で全長1550
メートルのうち直立式護岸が1010メートルにわたり
整備されております。護岸は昭和43年に整備され、
築造から50年以上経過し、損傷が激しく著しい老朽
化が見られます。護岸の前面には砂浜が形成され、オ
カヤドカリ、アコヤガイ等の生息が確認されておりま
す。週末には多くの人々が訪れ、また地元住民による
ハマウイや綱引きの奉納など文化的な活動が行われて
いる、地元に密着した海岸となっております。
　同じく５の (2)、沖縄型海岸整備促進事業計画につ
いてお答えいたします。
　県では平成30年３月に、沖縄型海岸整備促進事業
により、糸満市真栄里海岸をモデル地区として沖縄ら
しい海岸づくり指針を策定しております。本指針につ
いては、利用者が親しみやすい海岸、亜熱帯特有の海
岸生態系の保全及び本県の特殊な暑さ対策に配慮した
沖縄の特性にふさわしい海岸整備を行うことを目的と
しております。
　県としましては、今後の海岸整備において、同指針
を参考とした海岸整備に取り組んでまいります。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○警察本部長（日下真一君）　９、土木行政について
の御質問のうち (1)、信号灯の設置についてお答えい
たします。
　交通信号機につきましては、交通量、交通事故の発
生状況、周辺における道路環境や施設の設置計画状況
のほか、ほかの安全対策による事故抑止の可否なども
考慮した上で、設置の必要性を判断しております。御
質問の箇所につきましても、ただいま申し上げたよう
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な観点から、引き続き検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　御答弁ありがとうございまし
た。
　最初に、コロナから命と暮らしを守るの (3) につい
て再質問をいたします。
　コロナから県民の命と暮らしを守ることについて、
日本共産党県議団は、新型コロナ感染症対策に関する
緊急要請を行ってまいりました。そのときに、自宅療
養になった皆さん方への食料や早急に必要な支援を市
町村と連携を取って機敏に対応することが必要である
との申入れも行っております。そのときに、謝花副知
事から前向きな答弁をいただきましたけれども、糸満
市をはじめ県内市町村で食料支援することについて、
その実情について答弁をいただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、市町村と
連携して自宅療養者等の支援について当たることは重
要であると考えておりますので、情報提供に関する通
知を９月17日に市町村に対して発出しまして、市町
村からは、これに応じるという形で御回答いただいた
上で、個人情報をきちんと管理するという、お互いの
意思が確認できたということでの情報提供を進めるこ
ととなっております。９月28日現在ですけれども、
情報提供を行った市町村は25市町村となっておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　神奈川県では、市町村と覚書を
締結して、食料や食事の提供、生活必需品の購入代行
等を行っているということであります。県内の市町
村との情報共有をもって、今からいろんな点で市町村
との連携を強めて、支援を拡充していくことが必要に
なっていくのではないかというふうに思います。で
すから、ぜひ、各市町村と覚書を締結して、支援がス
ムーズに、機敏に対応していくことができるように進
めていただきたいというふうに思っておりますが、い
かがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県としましては、
自宅療養者の生活支援など、住民サービスにおいて身
近な行政を担う市町村との協力は特に重要と考えてお
りますので、積極的に連携していきたいと考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ぜひよろしくお願いいたしま

す。
　次にヤングケアラーについて伺います。
　国の調査で、１日の家族の介護や世話に費やす平均
時間は、中学生が４時間、高校生は3.8時間です。ヤ
ングケアラーは、子供らしい時間を過ごすことができ
ません。実は私も、病気になった母の介護を小学校、
中学校、高校とほとんど一人でやってまいりました。
ほとんど毎日が介護の日々でありました。しかし子供
たちは、自分から声を上げることができません。自分
の将来はどうなっていくのか、毎日が不安な日々があ
りました。そういった子供たちの話を聞く環境をつ
くっていくことが大事です。学校や地域でヤングケア
ラーに対する認識を共有すること、それを支援につな
いでいく取組を進めていただきたいというふうに思い
ますが、知事、どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　ヤングケ
アラーの問題に関しましては、表面化しにくい問題と
いうことで、その実態を把握したり、支援の在り方を
検討するというのが非常に課題がございます。答弁
も申し上げましたが、ただいま実態調査をするべく、
関係部局と調整をしているところです。この実態調査
をすること自体が、子供が自身がヤングケアラーとい
うことに気づくきっかけになっていったり、あるいは
誰かに相談をしてみようという気持ちが起こるような
内容の調査書にしたいと思っています。その辺りの部
分も含めて、適切な調査の仕方というのを調整しなが
ら、実施をしていきたいと思っておりますし、支援の
在り方に関しましても、まずは周りが気づくことが重
要でございますので、支援者でございますとか、民生
委員、学校の先生方等も含めて、その見立てができる
ような研修に取り組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　実は埼玉県では、ケアラー支援
条例を制定しております。その基本理念は、全てのケ
アラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を
営むことができるように行われなければならないと制
定されています。とてもすばらしい条例だと思いま
す。子供の貧困問題が深刻になっている沖縄でこそ、
ケアラー条例の制定が必要であるというふうに考えま
すが、いかがでしょうか。知事、ぜひお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　子供の貧困問題に対する取
組は、沖縄県の最重要課題の一つであります。わけて
も、このようにヤングケアラーという、議員御自身の
経験も聞かせていただきましたが、決して新しい問題
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ではありません。しかしこれまでになかなか表面化
できなかった、誰に相談すればいいのか分からなかっ
たということの、非常に深い課題などが今般、表面化
してきております。それにつきましては、先ほど部長
からも答弁をさせていただきましたが、要保護児童対
策地域協議会等の連携、それから市町村との連携は欠
かせないと思います。その中で、我々がまずは庁内で
は福祉、教育など関係部局で連絡会議を立ち上げて、
そこでどのような取組から進めていこうかということ
で、協議を始めております。そして、その必要性など
も検討した上で、条例化についても、真摯に、先進事
例なども含めて、調査検討してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ありがとうございます。ぜひよ
ろしくお願いいたします。
　土木行政についての、糸満市真栄里市道外かく線の
信号灯設置についてでございますけれども、真栄里市
道外かく線で、交通事故に遭われた方から、信号灯の
設置をということの訴えがございました。この地域は
自治会の皆さん方からも強い要望が出ているというこ
とであります。この地域は、区画整理事業で道路は整
備されておりますけれども、住宅が増えて交通量が増
加しております。安全対策を急いでほしいとの住民の
皆さん方からの強い要望であります。緊急に対策を急
ぐべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　ただいま議員から御指
摘ございました。道路も整備されて、交通量も増えて
いるということでございます。先ほど申し上げました
ように、交通安全対策、信号機をつけるというほかに
も、各種安全対策ございまして、例えば、道路管理者
のほうでカラー舗装をしてもらって交差点を目立つよ
うにするとか、道路の優先関係を明確にするとか、い
ろんな対策のメニューございます。その辺、警察と、
いわゆる―これ市道ですので市ですか、道路管理者
と連携しながら、交通安全対策を講じていきたいとい
うふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ぜひこれは、もう六、七年前く
らいから出ているんですよね。糸満市議会でもずっと
取り上げ続けられているんです。ですから皆さん、現
場の実態調査をやっぱりやるべきだというふうに思う
んですよ。やって、本当に大きな事故が起きる前に信
号灯を設置しないと、事故が起きてからでは遅いです
よ。ですから、この状況をまず皆さん方、実態調査を

やって、緊急な対応が必要だというふうに私は思って
いますが、いかがでしょう。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（日下真一君）　御指摘のとおりでござ
いまして、交通状況をよく見させていただいて、どの
ような安全対策の組合せが必要かといったところを検
討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　よろしくお願いします。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時53分休憩
　　　午前11時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○玉城　ノブ子さん　大項目３点目の、豊見城市の旧
海軍司令部壕における未発掘分の調査を早急に行って
ほしいということでありますけれども、これは、糸満
市に住んでいらっしゃる93歳の新垣弘子先生からの
訴えです―私の恩師なんですが。沖縄戦で、海軍兵
として召集され、亡くなった兄の遺骨がまだ戻ってき
ていない。旧海軍司令部壕の発掘調査を早急に行って
遺骨を帰してほしいとの訴えであります。戦没者の遺
骨収集は国の責任です。政府は戦没者の無念と遺族の
心情に寄り添い、遺骨の収集と返還に全力を挙げるべ
きであります。早急に遺骨収集をやってほしいとの本
人の強い願望で申入れもございました。ぜひ、早急に
進めていただきたいというふうに思いますが、いかが
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　答弁も申
し上げたところでございますけれども、文献調査や現
地調査も行っているところでございますが、いまだ確
度の高い情報は得られていないところでございます。
去る７月にも戦没者遺骨収集情報センターの職員が現
地に参りまして、現地踏査等を行っているところでは
ございます。今後も引き続き調査を継続してまいりた
いと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ぜひ、これはもう―この妹
が高齢になっていらっしゃることもあって、自分が
頑張っている間、元気な間に、遺骨の収集で、お兄さ
んの遺骨を帰してほしいんだということで訴えてい
らっしゃるわけです。ですから、遺骨収集そのものに
ついては国の責任が非常に大きいですので、国に対し
てその責任を果たすよう、しっかりと皆さん方申入れ
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もやって、国と連携を取って、遺骨収集を早めに進め
てほしいということであります。実態、その状況が分
かっていらっしゃらないということでは、ちょっとそ
れではまずいんじゃないかというふうに思いますよ。
その実態がどうなっているかということを、早めに調
査を進めていくべきではないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　国が過去
に行った調査に係る文献調査や現地現場調査などを実
施しておりまして、その中からも現在のところ、遺骨
があるとの確度の高い情報は得ていないところです。
今後確度の高い情報が得られれば、大規模調査という
ことになりますので、国の調査となるかと思いますけ
れども、引き続き情報収集に努めてまいりたいと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　できるだけ早く、その実態を明
らかにすることができるように、進めていただきたい
というふうに思います。
　最後に、糸満市からの土砂採取でありますけれど
も、糸満市、八重瀬町から土砂採取を行うことについ
てです。辺野古の埋立てに使用する土砂を住民を巻き
込んだ凄惨な地上戦の激戦地である糸満、本島南部か
ら採取しようとしていることに、沖縄県民をはじめ国
民の怒りが今広がっています。辺野古新基地建設の埋
立てに沖縄戦最後の激戦地となった糸満市、八重瀬町
の戦争で亡くなられた皆さんの血の染み込んだ土砂を
使うことは絶対に許せません。知事の決意をお伺いい
たします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　埋立土砂に係ります具体的な採取場所につきまして
は、契約段階によって決定されるものであり、現時点
において決まったものではないということで承知をし
ております。公有水面埋立変更承認申請書につきまし
ては、公有水面埋立法第４条に基づき、しっかりと確
認をしていきたいと考えております。なお、遺骨を含
む土砂等につきましては、県内外で意見書が提出され
ていることも承知をしております。９月時点で、県議
会を含め県内市町村議会で27件が採択、そして県外
でも６件と、そういった採択がされていることについ
ては確認をしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　私は知事にその思いを聞きたい
んですよね。その全県で、各市町村で埋立てに遺骨の

混じった土砂を使わせてはならないという意見書が
どんどん採択、全国でもその採択が広がっているんで
す。そういう皆さんの思いに対する知事の決意を伺い
たいという。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　県内はもとより、県外にも
この遺骨がいまだ収集されていないということについ
て、その遺骨が混じっているかもしれない土砂を、例
えば埋立て等に使うということが人道的に許される行
為ではないというような思いは、共有できるものと思
います。しかるべくこの遺骨の収集作業においても、
国においてしっかりと行われることを我々沖縄県から
も要請をし、あわせて、全国の方々が御心配されてい
るような状況にならないよう努めてまいりたいと思い
ます。
○玉城　ノブ子さん　ありがとうございました。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時１分休憩
　　　午後１時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　当山勝利君。
○当山　勝利君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　今日はよろしくお願いいたします。
　てぃーだ平和ネットの当山勝利です。
　早速ですけれども、質問に移らせていただきます。
　新型コロナウイルス感染症について、まずお聞きし
ます。知事が８月31日、国のほうへ要望された新型
コロナウイルス感染症に係る緊急要望、その緊急要望
について内容と、そして取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時22分休憩
　　　午後１時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新型コロナウイルス感染
症の急激な拡大を受け、喫緊に対策を講じていく必要
があることから、８月30日、31日にかけて、西村経
済再生担当大臣、河野ワクチン接種担当大臣及び坂本
地方創生担当大臣に対し、知事がオンラインにより要
望を行いました。具体的な内容は、１、ワクチンの接
種を加速させるため配分計画の大幅な前倒し、２、旅
行者等の出発前の検査の徹底・強化、３、地方創生臨
時交付金の増額と急激な感染拡大に機動的に対応する
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ための新たな予算の枠組みの創設などとなっておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　いずれも当時でいうと、沖縄県は感
染拡大していたので、どれも必要な項目であったと思
います。玉城デニー知事におかれましても、この緊急
要望にのせている強い思いと、それからこれを実現す
るための決意というのがあったと思います。ぜひその
思いや決意を述べていただけたらと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　やはり沖縄県としては、政
府と連携しつつ新型コロナウイルス感染症の拡大を抑
え込まなければならないということで、今般ワクチン
接種の加速化、ワクチンの配分をできるだけ市町村が
不安にならないように前倒しで、できるだけ前半で多
く配分してほしいということによる接種計画の順調な
方向性を見せてほしいということ、それからやはり旅
行前、羽田や大阪、福岡などで出発地におけるＰＣＲ
検査等を実施していただいて、ぜひ旅に出る前の渡航
の意識を政府においてもしっかりと広報していただ
きたいということ、さらには地方創生臨時交付金の増
額、それから機動的に対応するための予算、全てがや
はり政府と地方が協力をして、政府は政府、地方は地
方の取組をしっかり充実させていって、感染拡大を抑
え込んでいきましょうということでの要請をさせてい
ただいたわけです。その点については、それぞれ各担
当大臣もしっかり受け止めていただけたというような
手応えがあったと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ありがとうございます。
　今は大分感染も落ち着いてきましたけれども、第５
波がやはり800人超えというときもありました。その
第５波で沖縄県いろいろ御苦労なさって、本当に一生
懸命頑張っていただいて、医療体制も拡充されてきた
ところだと思っております。どのようなところを重点
的に行えたのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　７月中下旬から始
まった新型コロナウイルス感染症の第５波において
は、過去最大の感染拡大に対応するため、各重点医療
機関等にコロナ受入れ病床の最大限の増床を要請しま
して、９月22日現在、843床を確保いただいており
ます。また、宿泊療養施設を中部に１か所追加しまし
て、７施設を確保し、入院待機施設も中部に増設し、
２施設を確保しました。重症化を防ぐ抗体カクテル療
法を医療機関において開始したほか、入院待機施設に

おいても投与を実施しているところです。さらに、自
宅療養者の健康観察体制を強化し、在宅医療を提供す
る体制構築も図っているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　今御答弁いただいたように、ありと
あらゆる方策、医療体制を取っていただいて今は大分
減ってきたという状況になっているかと思います。た
だ、第６波がやがて冬には来るだろうと確実視されて
いるところでもあります。そうすると、この落ち着い
ている状況の中で、本当に医療体制を維持するもの、
それから縮小するものとか、ひょっとしてちゃんとそ
れに備えるために拡大しなきゃいけないものがあると
いうふうに思いますけれども、県としては、何をどの
ようにしてこの間やっていこうとされているのか伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず、宿泊療養施
設については、次の波に備えましてさらに拡充が必要
だと考えておりまして、10月の中旬にはさらに１か
所を追加する方向で今動いております。また、入院待
機施設についても、しばらくの間はすぐに開けられる
方法を取るということで考えているところでございま
す。それから、カクテル療法につきましては、30の
医療機関で今実施されておりますが、その医療機関と
も連携を取りながら投与が進められたらと思っており
ます。それから、自宅療養者の健康観察体制につきま
しても、現在は人数が少し減ってきておりますが、そ
のシステムというのは崩さないというか、システムを
構築しておりますので、それがいつ拡大しても対応で
きるようにということで、これまで講じてきた様々な
ものを拡大した際にすぐ開けられるような形で準備を
進めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　いろいろ例えば入院待機ステーショ
ンに関しましては、今使っているところを利用者が少
なくなったので空けてほしいということで、そういう
要請もあるというふうに聞いています。ただ、すぐに
でもまた第６波に向けてシステムはきちんとつくれた
から、どこか場所を確保してその上でやっていくんだ
と聞いていますけれども、そこら辺の体制はきちんと
できていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　特に入院待機ス
テーションについては、厳しい状況、病院で受入れが
困難になった状況のときに活躍する場所でもございま
すので、今の段階ではある程度落ち着いていて、１か
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所については今のところ受入れを休止しております。
ただし、そこはすぐ開けられるような形で今保存して
いるという状況でございますので、きちんといつでも
開けられる体制というのは維持してまいりたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　第６波がどういう形でやってくるの
か誰も想像はつきませんけれども、ぜひ万全の体制を
取っていただきたいと思います。
　(3) に入ります。
　ワクチン接種の促進について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、市町村と
意見交換等を行いまして、若者世代への接種勧奨のた
め、あらゆる媒体を活用した広報を行うとともに、
12歳以上の子供たちへの接種体制構築のために、医
師の派遣調整を行うなど市町村における接種を支援し
ているところでございます。また、県のワクチン接種
センターでは、接種枠の拡大、当日受付及び若者世代
に対する優先接種等の実施によりまして、ワクチン接
種の加速化を図っております。さらに、県民に対して
正しい情報を発信するなど、ワクチン接種を前向きに
考えてもらうための働きかけを行っているところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　今議会、ワクチン接種に関しては、
加速化について多くの議員から、またこれからも多く
の議員から質問が出るところではありますけれども、
新聞にも書かれてあったんですが、県の取組がどうこ
うではなくて、現時点で状況として接種率は鈍化して
いるということも書かれているんですが、実際にはど
うなんでしょう。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　最近の接種人数を
見ますと、幾分やはり少し減少傾向にあると思いま
す。県の接種会場においても予約枠が空くという状況
がございますので、ここはやはり若者世代への接種の
勧奨というのが非常に重要になってくると考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ということは、今の御答弁があるよ
うに、若者世代の接種がどうしても伸びていないとい
うような認識でいらっしゃるということでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　若者世代の接種に
関しては、若者が打ちたくないということではなく

て、優先接種で高齢者から先に始まっております。接
種券の配付についても若者のほうが遅くなったという
ところもございますので、スタートが遅れたという事
情もございます。ただ、ＳＮＳ等で不正確な情報等に
ついても流れているところも不安材料でございますの
で、そういった点を丁寧に発信するなどして接種を促
進していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ちょっと視点を変えまして、まず県
の接種率の目標をもう一度お伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県のワクチン接種
方針の中では、11月末までに希望する全ての方がワ
クチン接種を完了するようにということで、数値的な
目標としましては、10月末までに１回目の接種が全
人口の70％以上となるように努力するということで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　そうすると、あと１か月で若者も含
めて70％、１回目を打つということになるわけです
けれども、そこまで接種率を高めようという目的は何
でしたか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ワクチンには、ま
ず発症予防効果と、それから重症化予防効果がござい
ます。感染予防効果についてははっきりしたエビデン
スがなかなか示されておりませんが、海外での論文等
ではそれを示唆するような内容も出てきております。
まず、コロナの重症化を防止するという最大限の目的
のためにも、ワクチンの接種は重要であると考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　それも含めて、ちょっと最近若い
方々と意見交換する場がありまして、ワクチン接種の
ことについて具体的に聞いて、この方々は受けた方々
なんですけれども、何でワクチンを受けたんですかと
聞くと、身近な友達がコロナ感染症にかかってしまっ
て、発症したときも大変だったけれども、後遺症が１
週間２週間続いてそれも大変だったとかいうことを聞
いて、やはりかかりたくない、重症化したくないとい
うことでその方はワクチンを受けたということなん
ですね。もう一人の別の方は、その友達に―副反応
がちょっと怖くて受け切れないという若い人もいるら
しいんですね。報道でも厚生労働省のホームページで
も、どうしても若い人に強い副反応が出るということ
も出ていると思います。報道でもそういうベースで
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出されていると思います。そういうのを見ると、どう
してもワクチンを受け切れない、受けたくないという
方々も増えて、ある一定程度いらっしゃるのかなとは
思うんですけれども、ただ、この方々がおっしゃって
いるのは、やはり若い人は若い人の声というのを、同
調というのかな、共感するので、何で自分が受けたの
か、自分の身の回りでどういうことが起こったのかと
いうことをきちんと若い人にも伝えれば共感してもら
えるんじゃないか。そうすると、それなりにワクチン
に対しても理解してもらえるんじゃないかなというこ
とをおっしゃっていましたけれども、そういうところ
はどうお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　若い方が不安に思
われる視点というのは、県としても把握に努める必要
があるというふうに考えておりまして、今議員がおっ
しゃいますように、お友達にそういうワクチンを打つ
動機を教えていただくということは非常に重要だと
思っております。そういった目線で周知ができるよう
に、例えばユーチューブを使った動画であるとか、そ
ういうことも検討していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ぜひ、まだ若い人は、先ほどおっ
しゃったように打つ期間が後ろのほうになったので、
なかなかまだ伸びてないのかもしれません。まだ４
割、５割台ですので、ぜひそこら辺は頑張っていただ
けたらと思います。
　次に (4) に移りますが、認証制度の現状と今後の取
組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　沖縄県感染防止対
策認証制度につきましては、県民及び来訪者が安全に
安心して対象施設を利用できるように、換気の徹底や
アクリル板の設置などの17項目の基準を遵守し継続
できる飲食店等を県が認証しまして、認証ステッカー
を交付するという制度でございます。当該制度は、令
和３年５月31日から飲食業、９月１日からは宿泊業
について申請受付を開始しておりまして、９月24日
現在の認証件数は、飲食業で5038件となっていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　この認証制度をしっかりやっていく
というのは必要かと私は思ってはいるんですけれど
も、この認証制度の前にいわゆるシーサーステッカー
制度があったと思います。この認証制度は、そのシー
サーステッカー制度を強化するという位置づけですよ

ということは以前答弁されていますけれども、変なこ
とを聞きますが、県としてはどちらを推進されていく
立場ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　シーサーステッカーは、飲食店等に対する時短です
とか休業要請する際に、そういう感染症の対策を取っ
ているということをある程度証明といいますか、して
いただくということで、いわゆる要件として導入した
制度でございます。昨年から運用しておりますけれ
ども、今般認証制度が新たに制度化されておりますの
で、今後は新たに制度化された認証制度のほうにシフ
トしていくのかなと考えております。ただ、まだ飲食
店等に対する協力金の支給というところは続いており
ますので、この協力金がある間はシーサーステッカー
というものも併用していく必要があると考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　今の答弁ですと、認証制度に置き換
えていきますということなんですが、県のホームペー
ジにはまだ両方載っているわけですね。一緒に並列
に載っているわけです。ですから、見る側としては
ちょっと分かりにくいのかなと。どちらを推進してい
るのかよく分からないというのがありまして、ぜひそ
ういう状況が解消されて、しかるべき時期に整理して
いただけたらと思いますが、どうでしょう。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　シーサーステッカーの経
緯は今商工部長がお話ししたとおりなんですが、やは
り感染の拡大に―これは４波のときにそういった
議論が出たと思いますけれども、たしか山梨県でそう
いった独自の取組がございました。そういった中にお
いて、やはり厚労省においても内閣府においても、そ
ういった認証制度の仕組みというのが極めて重要だと
いう話がありまして、各都道府県に対しまして、県の
場合は17項目ですけれども、基本この部分を押さえ
てくださいという形で、各都道府県に対しまして守っ
てもらう基準みたいなものをつくって、これを全国統
一的な対応をしようという動きになっております。こ
れが今現在における認証店舗、例えば酒類の提供時間
の延長とか営業時間の延長とか、そういうものにつな
がっていると認識してございまして、これからはやは
り統一的に認証制度のほうに移行していくべきものと
思いますし、沖縄県も今積極的に認証制度を、店舗を
増やすべく今般補正予算等いろいろ検討しているとこ
ろでございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　認証制度の件についてちょっと質問
させていただきますけれども、飲食店側、ステッカー
を貼っている側じゃなくて利用者側もきちんと理解し
ていないと、このマークは何なのかというのがよく分
からないし、何のために貼っているかも分からない。
じゃ、このお店がどういうことをしてくれているのか
も分からないと思うんですよ。やはり利用者側の理解
も必要だと思うんですけれども、その理解のためにど
のような取組をされようとしているのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　認証制度につきま
しては、王冠のマークでステッカーを作っているとこ
ろでございますが、そのようなポスターやチラシなど
の配布もしております。また、県のホームページでも
やっておりますが、あわせて、宣言が解除されて次の
経済の再開に向けて準備という点では、これからのＣ
Ｍ等の制作を今準備しておりますので、そういった形
でメディアにも乗せるような形で周知をしていきたい
というふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　シーサーステッカーしか貼っていな
い店舗もまだまだ多くありますので、特に県外の旅行
者の方々は分かりにくいと思うんですね。そこら辺は
県外の方々にもしっかり分かるような形で、来る飛行
機の中でしっかり情報を提供するということもしてい
ただけたらと思います。
　次に移ります。
　(5)、学校現場の対応―コロナウイルスの感染の
間の―について伺います。
　ア、夏休み後の小・中・高等学校の対応と学びの保
障について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　学校再開に当たり、小中学校におきましては、各地
域や学校の実情を踏まえ、夏季休業の延長等による臨
時休校や分散登校を行っており、県立学校におきま
しては、原則、分散登校を実施したところでございま
す。また、臨時休校や分散登校等の実施期間中、各学
校では、オンラインや課題の配付等による学習支援を
通して児童生徒の学びの保障に努めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　各小中学校、各市町村、いろんな対
応をされているなというのは資料も頂きまして分かり
ましたし、高等学校もしっかり取り組んでいただいた

ということは分かります。
　イです。
　オンライン授業をされたと。小中学校でも幾つかで
されていると思いますが、その状況について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　臨時休校や分散登校等の実
施期間中、各学校におきましては、小中学校では約８
割、県立高等学校の約９割、特別支援学校の約６割が
オンラインによる学習支援に取り組んでおります。そ
の成果としましては、児童生徒の学びの継続や規則正
しい生活習慣の維持等が挙げられます。一方、課題と
いたしましては、通信環境の不具合や児童生徒の対話
を中心とした授業の難しさ、健康面への影響等が挙げ
られます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　今、御答弁いただいた中に、通信障
害があったというふうに伺っていますけれども、この
通信障害の対応について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　今回臨時休校に伴ってオンラインを実施した際に、
一部の市町村ではつながりにくかったという報告がご
ざいました。その原因としましては、インターネット
回線の通信速度が足りないといったことが考えられま
して、翌日からは緊急の対応で、学年ごとに実施時間
をずらすなどの対応により改善が図られております
が、今後は通信環境の改善を図るなどの対策も検討し
ているというふうに聞いております。
　また、県立学校のほうでは、夏季休業明けの分散登
校等において、市町村と同様に一部の学校のオンライ
ン学習で全く通信ができないという状況ではなかった
んですけれども、音声が途切れたりとか映像がスムー
ズでないといった報告がございました。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　通信速度が遅かったということが
あったんですけれども、ちょっと細かな話にはなるん
ですが、動画で配信するわけですから、送り手と、途
中での配線と、あと受け手とあると思うんですね。ど
こに問題があったんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　分からない部分もまだござ
いますけれども、今回の通信不具合は、やはり学校の
通信量やインターネット同時アクセス数の制限によ
り、通信速度が遅くなったり切断されるなどのトラブ
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ルが生じているというふうに考えているところでござ
います。そういったところがちょっと原因なのかなと
思っています。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　インターネット、通信環境というの
は意外と大丈夫なときは大丈夫ですが、大丈夫じゃな
くなるとどはまりする場合もあったり、銀行がシステ
ム障害を起こして何日も復旧しませんでしたというこ
ともよくある話なので、そこら辺はしっかり追求して
いただけたらなと思いますが、これまでの答弁の中で
県立高等学校ですか、新たな通信方法で再構築しまし
たということがあったんですが、それで解決できたん
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　オンラインに備えるという
ことで、県立学校においては今年の８月に、より安定
した通信環境を整えるため新たな通信方法でネット
ワークを構築して、９月の新学期を迎えたところでご
ざいます。ただ、夏休み明けの分散登校の際、やはり
一部の学校でオンライン学習で音声の途切れとか映像
がスムーズではなかったという障害がございました。
こちらについて早急に問題解決を図るため、現在委託
業者と原因の究明と解決に向けて対応を協議中でござ
います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　分かりました。
　あと小中学校で、13市町村で事前調査して６市町
村で課題があったという御答弁があったと思います
が、これはやっぱり全市町村に向けて実施していただ
いて、本当に大丈夫か、通信環境が整っているかとい
うことはやるべきだと思うんですが、いかがでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　今回の件で13市町村やりま
したけれども、６市町村では課題があったという報告
がございました。それを受けまして私どもとしては、
今般のオンライン学習における通信不具合の報告がご
ざいましたので、改めて市町村に対して９月21日付
で通信ネットワークの円滑な運用についての通知を発
出いたしまして、ネットワーク環境の評価、いわゆる
アセスメント、それをやるよう、課題がある場合には
しっかり対応するようにということでお願いしたとこ
ろでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。

○当山　勝利君　対応いただいているということです
ので、ぜひそこら辺はきちんと整えていかないと、い
ざ使おうというときに使えないと大変ですのでよろし
くお願いします。
　あともう一つ、活用実践事例サイトというのがあっ
て、そこでいろいろなオンライン授業のいい点をシェ
アしていますということも答弁があったと思いますけ
れども、この活用実践事例サイトとはどういうサイト
なのか、ちょっと御紹介ください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　県教育委員会では、小中学校における効果的なオン
ライン学習の指導方法等の促進を図るため、いわゆる
ＩＣＴ活用実践サイト、ＩＣＴの頭文字を取りまし
て、「いつでも　ちょっと　つながる」というサイト
を設けております。そちらのほうで好事例を紹介して
おりまして、例えばタブレットなどを使う際のルール
ですとか、ＩＣＴを活用した授業ですとか、あとオン
ラインを活用した学校と家庭との連携、また不登校児
童生徒とのオンラインがつながる実践といった具体的
な実践例を紹介しているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　これがまたオンライン授業のさらな
る進展につながればと思います。よろしくお願いしま
す。
　次に移ります。
　２番、在沖米軍基地の有機フッ素化合物による汚染
について。
　(1)、普天間基地から有機フッ素化合物を含む汚染
水が一方的に放出されました。有機フッ素化合物を含
む汚染水を保有する在沖米軍基地とその保有量につい
て伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　在沖米軍施設におけるＰＦＯＳ等を含む汚染水の保
有量について沖縄防衛局に照会したところ、在沖米軍
全体の総量は不明との回答がありました。なお、防衛
省によりますと、普天間飛行場には約36万リットル
の汚染水が保管されているとのことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　どの基地に有機フッ素化合物を含む
汚染水がどれだけあるのかというのは不明であるとい
うことなんですが、その現状に対して、県としてはど
う考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
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○知事公室長（金城　賢君）　在沖米軍におきまして
は、令和２年４月に普天間飛行場から22万7000リッ
トルの泡消火剤を流出させる事故を起こしておりま
す。それから、今年の７月にはうるま市の陸軍貯油施
設から2400リットルの泡消火剤が流出をすると―
これは汚染水です。それから、８月26日には、日米
間で協議をしている中において、約６万4000リット
ルの汚染水を一方的に放出したということでございま
して、県といたしましては、米軍基地内におけるＰＦ
ＯＳの管理のずさんさと、それからこのＰＦＯＳ問題
に対する米軍の認識の低さというものについて激しい
憤りを覚えるものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　(2)、嘉手納基地周辺河川及び地下
水から高濃度の有機フッ素化合物が検出されておりま
すが、基地内への立入調査について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　企業局では、嘉手納基地
周辺の河川等の調査の結果、ＰＦＯＳ等の汚染源は嘉
手納基地である可能性が高いと考え、平成28年と令
和２年に米軍に対し立入調査を申請しています。ま
た、関係部局と連携して、令和元年と本年２月に関係
大臣及び米軍に対し、立入調査を認めることや汚染原
因の究明と必要な対策の実施等を要請しております
が、いまだ実現しておりません。引き続き立入調査が
早期に実現するよう取り組んでまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　企業局のほうで嘉手納基地への立入
調査の申請をしているわけですよね。それを米軍とし
ては不許可にしているんですか、それとも何の返事も
ないんですか、どっちですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　企業局としましては、在
沖米軍のほうに立入調査の申請をしました。それにつ
いては、米軍側から日米合同委員会の環境部会で審議
される事項であるということは聞いております。その
後、防衛省、環境省が米軍とのそういう立入調査に向
けての取組について調整している段階だということは
伺っております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　その調整だけれども、全然返事が何
もないということですね。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　状況についての正式な報
告は受けておりませんが、米軍にも沖縄県の状況につ

いては重要であるという―県民も不安に思ってい
て、重要性については米軍のほうにもしっかり伝えて
いるということは伺っております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　催促はしてないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　最近の新型コロナの影響
で、直接私のほうが要請に行くことはなかなか難しい
状況もありますが、昨年も沖縄防衛局、そして本省の
防衛省のほうに直接出向きまして、ぜひ実現させてく
れと強くお願いしているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　分かりました。
　県は、令和元年と令和３年２月に、国に対して汚染
原因の究明と必要な対策の実施を要請しているという
ことですけれども、国はそれに対してどのような対応
をしていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時55分休憩
　　　午後１時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　令和元年の要請におきまして、基準を設けてほしい
という要望を出しておりまして、それに基づきまして
水道水の目標値、あるいは公共用水域の暫定指針値と
いうものは定められましたけれども、先ほど企業局長
の答弁にもございましたが、立入り等についてはまだ
実現していないような状況が続いております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　分かりました。
　次に移りますけれども、(3)、在沖米軍の一方的な
判断で、今回汚染水が放出されました。その放出をさ
れないために県の今後の取組について伺いたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　先ほども申し上げましたけれども、まず普天間飛行
場に今、残っている36万リットルについては、政府
において県外に搬出した上で焼却処分をするという報
告を受けているところでございます。一方で、在沖米
軍においては、その他基地においてもＰＦＯＳ等を含
む汚染水が保管されているということでございますの
で、日米両政府に対して、全ての在沖米軍施設におけ
るＰＦＯＳ等の保管状況の把握、その管理及び処理計
画の作成と公表を求めるなど、引き続き市町村とも連
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携して強く求めてまいりたいというふうに考えていま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　自然界ではほとんど分解されないと
いう有機フッ素化合物なんですけれども、人体には悪
影響があるということです。また、これを勝手に流さ
れちゃうと食物連鎖でどうなっていくか分からないと
いうことですよね。どこにあるかも分からない、どこ
にどれだけあるかも分からないという状況に沖縄はあ
ると思います。そういう中にあって、県民の命と暮ら
しを守らなきゃいけないという立場にいらっしゃいま
す県知事、ぜひこの有機フッ素化合物、本当に今後ど
うなるか分からないような汚染物質をしっかりと対応
していくために決意を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時58分休憩
　　　午後１時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　米軍基地における水質汚染
の原因は、しっかりと立入調査を実現させて、米側、
日本側と共通の認識の中で、その基準等についても厳
粛に決めていくことが必要だろうというように思いま
す。そして、米軍施設においては当然、現在も依然と
してＰＦＯＳを含む汚染水が未処理のまま保管をされ
ているということもあります。係る状況から普天間飛
行場、嘉手納飛行場へもやはり立入調査も必要である
ということも含めて、県としてもその必要性を市町村
とも連携しながらしっかりと要求してまいりたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ぜひ頑張ってください。よろしくお
願いします。
　次、３番ですね、情報政策について。
　(1)、リゾテックおきなわの目指す方向性とスケ
ジュールについて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、新たな振興計画の策定作業と併せて、リゾ
テックおきなわの推進に向けた具体的な構想の策定も
進めているところです。今後の情報通信関連産業が目
指す方向性としては、ＩＴ産業の高度化による稼ぐ力
の強化を図るとともに、リゾテックおきなわの推進に
よる全産業のＤＸを加速することで、県内産業の成長
発展にも貢献していきたいと考えております。
　同構想とその実施計画につきましては、外部有識者

の意見も踏まえて検討を重ね、今年度内には取りまと
めたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　それで (2) ですが、情報政策推進に
向けた人材確保というのはやはり必要だと思うんです
ね。それについて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　沖縄県では、ＩＴ人材の育成・確保に向けて、県内
ＩＴ企業の稼ぐ力を強化する先端ＩＣＴ技術者の育成
を支援するとともに、ＵＩＪターンによる国内外ＩＴ
人材の確保などに取り組んでおります。一方、各産業
においてもＤＸの推進役が求められていることから、
ＤＸコンサルタントや各事業者のＤＸ推進リーダー
など中核人材の育成のほか、従業員のデジタルリテラ
シーを高めるため、様々なＩＣＴ利活用に関するノウ
ハウを学ぶ研修等の実施にも取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　御答弁いただいてはいるんですが、
全国的に、世界的にもＩＴ技術者が今足りてない状況
なんですよね。そういう中で、沖縄県で推進するため
の人材確保はとても大切だと思うんですよ。今答弁さ
れているのは、押しなべてやっていらっしゃる、答弁
いただいているんですが、じゃどこに活路を見出そう
としているのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時１分休憩
　　　午後２時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　ＤＸやデジタル化に必要な人材とはという形でお答
えさせていただきます。まず、ＤＸは経営やビジネス
の課題を理解した上で、デジタル技術を用いて解決す
る取組であるというふうに考えております。そこで、
自社の各種データをビジネスに活用できる人材やデジ
タル技術の有効性を理解している人材、それからデジ
タル技術にノウハウのある人材に加えまして、このデ
ジタル技術の活用をコンサルティングできる人材が求
められていると考えております。
　現在県では、高いＩＴスキルを有するエンジニア、
それからプロジェクトリーダーなどの高度人材の育成
を支援しているほか、ＵＩＪターンによる国内外ＩＴ
人材の確保などに取り組んでおりますけれども、議員
御指摘のように、ＩＴ人材というのは、日本に限らず
世界中で不足しているという状況がございますので、
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まずは企業内での人材育成を含めまして、しっかりと
取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　分かりました。
　では、(3) に行きます。
　デジタルトランスフォーメーション推進のための県
内企業のボトムアップについて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、県内企業のＤＸを推進するため、セミナー
の開催やイベント等を活用したＤＸの啓発に取り組ん
でいるほか、企業ニーズに応じて先端ＩＴ技術の導入
支援を行っているところでございます。今後は企業
の稼ぐ力を強化するため、ＤＸの加速が必要であるこ
とから、経営者向けセミナー、それから従業員向けデ
ジタルリテラシー研修の開催など、企業や業界全体で
ＤＸに向けた機運醸成を図るとともに、企業ニーズに
沿ったハンズオン支援を行うことで、県内企業のボト
ムアップを図ってまいりたいと考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　といっても、中小企業が多い中で、
なかなかボトムアップは難しいと思いますので、そこ
ら辺しっかりやっていただけたらと思います。
　４番に行きます。
　アジア経済戦略構想について。
　(1)、県内の野菜、果物、加工品など県産品の輸出
の状況について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　沖縄県の航空コンテナスペース確保事業での令和
３年４月から７月までの沖縄県からの輸出金額は、飲
食料品全体で約２億9000万円と前年比で約177％と
増加しております。そのうち野菜、果物の青果は、約
4100万円で前年比で約162％、肉類を含む加工食品
は約3300万円で前年比で約165％と増加しておりま
す。その他の品目では、香港やシンガポールでの需要
拡大による鶏卵が約3500万円と前年比で約506％の
大幅な増加となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　沖縄県の輸出は本当に今拡大してい
るということは分かるんですが、この輸出拡大に向け
て、沖縄県の輸出を促進するための取組について伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時５分休憩
　　　午後２時５分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、県産品の輸出促進として、航空コンテナス
ペース確保事業による航空輸送費支援をはじめ、県の
海外事務所と連携した海外での販売促進や商談会等へ
の出展支援を行っております。これらの取組により、
那覇空港からの飲食料品の輸出額が、平成20年の約
1500万円から令和元年には約15億円と約100倍にな
るなど確実に増加しております。
　県としましては、今後とも輸出促進の取組の充実強
化に努め、世界的に急激に成長している越境ＥＣの活
用を促進することで、さらなる県産品の輸出の拡大を
図ってまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ありがとうございます。
　時間がないので５番に行きます。
　労働者の雇用、健康について。
　(1)、沖縄県の失業率、失業者数が増加しておりま
すが、県の対応について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　沖縄県の雇用情勢
は、新型コロナウイルス感染症の長期化により、令和
３年７月の完全失業率が４％台に上昇し、完全失業者
数も増加傾向が続くなど、厳しい状況にあると認識し
ております。そのため、県では、雇用調整助成金の活
用促進や県独自の上乗せ助成を行うとともに、就職困
難者等への再就職支援や若年者等に対する相談体制の
強化など、雇用の維持と求職者の早期就職支援に取り
組んでおり、引き続き関係機関と連携しながら、雇用
情勢の改善に努めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　(2) ですが、ちょっとこれは私見て
ショックなんですけれども、県内事業所の健康診断に
おいて有所見率が最悪となっています。健康長寿復活
を目指す県の取組について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　令和２年職場にお
ける定期健康診断実施結果で、有所見率が10年連続
全国最下位であることが沖縄労働局から発表されまし
た。県では、各種イベントやメディアを活用した普及
啓発、健康経営セミナーの開催及び職場での健康づく
り支援など、県民の生活習慣の改善に取り組んでいる
ところでございます。また、令和３年３月に働き盛り
世代の健康づくりに関する包括的連携協定を関係機関
と締結しまして、職場での保健指導利用の促進及び高
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血圧対策など連携した取組を推進しています。
○当山　勝利君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
　　　〔上里善清君登壇〕
○上里　善清君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　ワンヤてぃーだ平和ネットヌ上里善清ヤイビーン。
よろしくお願いします。
　では、通告に従って一般質問したいと思います。
　ムル　方言シ　アビーガヤーチ　ウムトーシガ、意
味が分からなくなりますから、共通語でやります。よ
ろしくお願いします。
　１、政治姿勢について。
　(1)、アメリカ同時多発テロについて。
　世界を震撼させたアメリカ同時多発テロから20年
が過ぎました。戦争当初の目的は自国を守るため先制
攻撃も辞さない強硬姿勢で戦争へ突入しました。イラ
クのほうも戦争になりました。しかし、20年続いた
テロとの戦いは泥沼化し、ついに８月をもってアフガ
ニスタンから完全撤退を余儀なくされ、米史上最長の
戦争は終結しました。価値観や国家観を他国へ押しつ
けての国づくりは不可能であることが証明されてお
ります。なぜテロが起きるのか、私は根本的な要因と
なっている貧困の増大、格差の拡大、民族や宗教の対
立などテロを生み出す土壌を重視するべきであり、そ
こに人類の英知を集めるべきだと考えております。見
解をお伺いします。
　(2)、辺野古新護岸着工について。
　沖縄防衛局は、辺野古新基地で、Ｎ２護岸工事に着
手しました。予定地には大型サンゴが生息している
が、移植せずに工事を強行しております。辺野古沖は
世界でも類を見ない生物多様性に富んだ海域であり、
水産資源保護の観点からも乱暴である。サンゴ移植を
許可しないよう求めた裁判で、最高裁の裁判官５人の
うち２人が県側の主張を認めております。全国世論調
査においても、辺野古移設を進める政府の姿勢につい
て不支持が57％に上っており、政府は直ちに新基地
建設を断念すべきと考えます。見解をお伺いいたしま
す。
　(3)、普天間基地からのＰＦＯＳ放出について。
　発がん性が指摘されるＰＦＯＳを含む汚水を下水
へ流す処理方法は、県や宜野湾市も反対しておりまし
た。国も慎重な対応が必要として協議中で放出を認め
ておりませんでした。米軍は浄化装置で吸着・除去
し、８月26日、有機フッ素化合物ＰＦＯＳを含む汚
水約６万4000リットル、ドラム缶にして320本相当

を基地外の公共下水道に勝手に放出しております。１
リットル当たり2.7ナノグラム以下と主張しているよ
うです。日本の暫定目標値が同50ナノグラムであり
ます。安全で問題ないと米軍は説明しているが全く信
用できません。宜野湾市のその後の調査結果による
と、伊佐公共マンホールから採取した水１リットル当
たり指針値の13.4倍に当たる670ナノグラムが確認さ
れております。米軍の姿勢と横暴な行為は看過できま
せん。県民の命と健康を守るためにも国や米軍に対し
毅然とした対応をし、基地内の立入調査の実施、処理
方法として焼却処分を強く求めていただきたい。この
前、国が引き取って焼却処分するという発表がありま
したが、いっそのこと全部引き取ってやってほしいと
私は思います。
　大きな２番、安心・安全について。
　地球温暖化による自然災害が多発しております。日
本各地で河川の氾濫、土砂崩落等による生命を奪う災
害が発生しており対応策が急がれます。
　以下のことについて３点よろしくお願いします。
　(1)、危険な盛土の件数と対応策。
　(2)、地滑り地域の対応策。
　(3)、河川氾濫の対応策。
　６月29日に線状降水帯が発生し、西原の小波津川
上流付近で河川氾濫が起こっております。私もその近
くにいました。上流部分の河川拡幅工事が必要だと思
います。見解をお伺いします。
　大きな３、国道329号バイパス延伸について。
　今年令和３年度からもう事業が始まっております。
延伸に伴い立ち退きする企業の意向として、引き続き
西原町への立地を希望する声が多いです。延伸の背後
地は農業振興地域となっているが、工業専用地域に変
更できないかお伺いします。
　大きな４、国立大学法人琉球大学上原地区キャンパ
ス跡地利用について。
　西原町の医療向上のためと思い、当時の地権者は当
時の価格坪５ドルで譲渡したという経緯があるらしい
です。移転に伴う跡地利用についてどうなっているか
お聞かせください。
　(1)、スケジュール、どういうふうになっています
か。
　(2)、既存の建物の処理方法はどのように進めてい
くのか。
　(3)、周辺地域を含む都市計画はどうなっています
か。
　大きな５、県公契約条例について。
　建設業の担い手の育成・確保を図るため、国土交通
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省は公共工事設計労務単価を2013年から９年間、毎
年引き上げております。全国平均１日２万409円、沖
縄は２万5625円となっております。しかし、ここで
働いている従業員の年収、全国平均は399万3600円
に対し、沖縄は291万3600円で108万円低い状況で
あります。月換算にすると９万くらいは給料が低いと
いう状況です。担い手三法を実現するためにも、県公
契約条例を理念型から規制型へ改定し、設計労務単価
の80％を支払うことを義務づけする必要があると思
います。建設業の就労者は７万2000人おり、実現す
れば県民所得は大幅に改善されます。貧困の問題の改
善にもつながると思いますが見解をお伺いします。
　大きな６、青パト事業です。
　2016年に起きた米軍属による女性暴行殺人事件を
きっかけに始まった事業で、米軍基地から派生する事
件・事故を防ぐのが目的でありました。しかし、最近
の新聞によると事業の実態及び隊員の勤務実態が問題
として取り上げられております。
　以下のことを尋ねます。
　(1)、事業の内容と実態について。
　(2)、委託先について。
　(3)、事業の見直しについて。
　大きな７、新型コロナ対策について。
　(1)、ワクチン接種の状況、各年代別でお願いいた
します。
　(2)、水際対策としてＰＣＲ検査の強化。
　(3)、コロナ対応専門の臨時医療施設の設置。
　(4)、医療従事者の待遇改善。
　(5)、苦境に立たされている飲食業界、旅行・宿泊
業界、エンターテインメント業界への経済的支援。
　(6)、雇い止めされた人への救済・支援策。
　(7)、経済活動再開に向けワクチン接種及び陰性証
明書の認定制度の創設はできるかお伺いします。
　以上よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　上里善清議員の御質問にお
答えいたします。
　７、新型コロナ対策についての御質問の中の (2)、
水際対策の強化についてお答えいたします。
　沖縄県等の要望を踏まえ、国において、７月20日
から９月30日までの間、羽田空港等と沖縄県内の空
港を結ぶ便の搭乗者に対し、搭乗前のＰＣＲ等検査を
実施しているところです。搭乗前にＰＣＲ等検査の陰
性判定あるいはワクチン接種完了の確認を必要とす
る制度の創設、搭乗前検査の期間延長等を、私から直

接、西村大臣に要請をさせていただきましたところ、
昨日、沖縄路線のみを対象として、10月31日まで、
県の独自対策期間が継続する間、搭乗前のＰＣＲ等検
査を延長する方向で検討する旨の発言がありました。
制度化については、今後も引き続きその実現を求めて
まいりますとともに、水際における検査体制のさらな
る強化にしっかり努めてまいりたいと思います。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、政治
姿勢についての御質問の中の (1)、平和な世界の実現
についてお答えいたします。
　2001年９月11日に米国で発生した同時多発テロ事
件では、多くの貴い命が犠牲となりました。また、世
界においては、依然として民族対立や飢餓、貧困、テ
ロなどによる地域紛争は絶えることがなく、世界中の
人々が問題解決に向け、民族や宗教の多様性や価値観
の違いを認め合い、協力して共に歩んでいくことが求
められています。そのためには、国連が提唱する誰一
人取り残さないというＳＤＧｓの基本理念の下、国際
社会がその英知を結集し一体となって取り組んでいく
ことが重要であります。
　県としましては、琉球王国の時代から受け継いだ平
和を重んじる万国津梁の精神を持って、人と人、地域
と地域を結ぶかけ橋となる寛容の思いを広げていくと
ともに、恒久平和を希求する沖縄の心を力強く世界に
発信してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついて (2)、辺野古新基地建設の断念についてお答え
をいたします。
　辺野古新基地建設に反対する民意は、これまで一連
の選挙や県民投票において揺るぎない形で繰り返し示
されてきましたが、政府は、これを一顧だにせず工事
を強行し続けております。辺野古新基地建設について
は、軟弱地盤の存在が判明し、防衛省から、提供手続
の完了までに約12年を要することが公表され、県と
しては、辺野古移設では普天間飛行場の一日も早い危
険性の除去にはつながらないことが明確になったもの
と考えております。
　県としましては、辺野古新基地建設を強行し続ける
政府の姿勢は到底容認できるものではなく、政府は、
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県民の声に耳を傾け、辺野古新基地建設計画を断念す
べきであると考えております。
　同じく１の (3)、ＰＦＯＳ等汚染水に係る立入調査
と焼却処分への見解についてお答えをいたします。
　普天間飛行場におけるＰＦＯＳ等を含む水の取扱い
に関しては、日米間で協議が進められている中、米側
が一方的に公共下水道に放出したものであり、激しい
怒りを覚えます。このような中、去る９月17日、沖
縄防衛局に確認したところ、普天間飛行場の地下貯水
槽に残っている廃水を同局が県外に運搬した上で焼却
処分するとの説明がありました。県は日米両政府に対
し、ＰＦＯＳ等を含む水を基地外に放出せず焼却処理
すること等を強く求めていたところであり、今回の措
置は一歩前進であると考えております。一方で、在沖
米軍施設には依然としてＰＦＯＳ等を含む汚染水が保
管されていることから、米軍基地内への立入調査を含
め、引き続き市町村とも連携しながら対応してまいり
ます。
　６、青パト事業についての (1) から (3)、沖縄・地
域安全パトロール事業の内容等についてお答えをい
たします。６の (1) から６の (3) までは関連しますの
で、一括してお答えいたします。
　沖縄総合事務局によると、沖縄・地域安全パトロー
ル事業は、平成28年６月以降、県民の安全・安心の
確保を図ることなどを目的に学校周辺、公園、繁華街
等において、青色パトロールカーで防犯パトロールを
実施しているとのことです。防犯パトロールは、毎
日、19時から22時まで75台、23時から翌日５時まで
25台の合計100台体制で実施しており、沖縄県警や地
元市町村等の意見を踏まえ、適宜、巡回ルートの見直
しを行うなど、事業の効率的、効果的な実施に努めて
いるとのことです。なお、要員派遣や深夜パトロール
業務については、株式会社ＪＯＢＢＡＮＫ、株式会社
南日本警備保障及び株式会社ＳｕｎＦｒｉｅｎｄに委
託していると聞いております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　２、安全・安心につ
いて (1)、危険な盛土の件数と対応策についてお答え
いたします。
　令和３年７月に発生した静岡県熱海市の土石流災害
を踏まえ、国から都道府県に対し、盛土の総点検実施
の依頼がありました。これを受け、県では、都市計画
法や県土保全条例等の所管部署において、点検を要す
る箇所の抽出作業等を進めているところです。今後、

抽出箇所について、目視等による点検を進め、危険な
盛土箇所が見つかった場合は、法令等に基づき是正指
示するなど、適切に対応してまいります。なお、現時
点で点検を予定している箇所は、約1500か所となっ
ております。
　同じく２の (2)、地滑り地域の対応策についてお答
えいたします。
　県では、地滑りによる被害を除去し、または軽減す
るため、地滑りを防止し国土の保全と民生の安定に資
することを目的に、うるま市豊原地区、中城村当間地
区等で地すべり対策事業を実施しております。地滑り
が発生するおそれのあるこれらの地区において、排水
施設や擁壁等の地滑り防止施設の整備による地域住民
の安全・安心の確保、学校、病院など公共施設等の防
災・減災に取り組んでおります。
　同じく２の (3)、小波津川における河川整備につい
てお答えいたします。
　２級河川小波津川は、整備延長約3.8キロメートル
のうち、河口部から西原町役場付近までの約1.7キロ
メートルが概成しており、令和３年度は、護岸工及び
橋梁整備を行っているところであります。また、西原
町役場から上流の約640メートルについては、今年度
実施設計を行っており、引き続き西原町と連携し、早
期整備に努めてまいります。
　次に３、国道329号バイパス延伸について (1)、背
後地における土地利用の変更についてお答えいたしま
す。
　国道329号西原バイパス背後地を都市計画で定める
工業専用地域に変更するためには、西原町が中心と
なって工業用地としての開発計画と併せて、農業振興
地域の見直しと市街化区域への編入手続を行う必要が
あります。西原町では、開発計画の立案に向けた可能
性調査を行っていると聞いており、県としては、開発
計画を踏まえ、西原町と連携して地域特性を生かした
適切な土地利用の実現に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　３、国道329号バイ
パス延伸についての (1)、農業振興地域の変更につい
てお答えいたします。
　各市町村において、農業振興地域を工業専用地域等
へ変更する場合は、都市計画法等の他法令との調整を
事前に行った上で、農業振興地域を変更することにな
ります。
　県としましては、土地利用基本計画に係る所管部局
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と連携し、関係法令に基づき適切に対応してまいりま
す。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　４、国立大学法人琉球大
学上原地区キャンパス跡地利用についての (1) から
(3)、琉球大学上原地区キャンパス跡地利用について
お答えいたします。４の (1) から４の (3) までは関連
しますので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　周辺地域を含む都市計画につきましては、現在、琉
球大学が設置し、沖縄総合事務局、沖縄県、西原町な
どが参画する跡地利用将来ビジョン検討委員会におい
て協議しております。琉球大学の現在の計画では、
令和３年12月頃に将来ビジョンを策定し、令和４年
４月以降に跡地利用推進計画の策定に取り組むことと
なっており、既存建物を利活用するか、跡地全体を更
地にし利用するかも含め、協議を継続していくことと
なると伺っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　５、県公契約条例に
ついての御質問の中の (1)、沖縄県の契約に関する条
例を規制型へ改正することについてお答えいたしま
す。
　県が締結する公共工事を含む業務委託等の契約につ
いては、当該契約に従事する労働者の適正な労働条件
の確保に加え、公共サービス等の品質確保のためにも
適正な金額での契約が必要と考えております。そのた
め、沖縄県では、平成30年３月に沖縄県の契約に関
する条例を制定し、県が取り組むべき方針を定め、最
低賃金法や労働関係法の遵守を契約書に明記すること
や最新の設計労務単価を適正・迅速に反映すること等
に取り組んでいるところであります。
　県としましては、引き続き関係部局と連携を図りな
がら、取組方針を浸透させ、着実に実施することで、
条例の実効性を高めてまいります。
　次に７、新型コロナ対策についての (5)、飲食業界
への経済的支援についてお答えいたします。
　飲食業界については、長引く休業等要請により、資
金繰りで経営が厳しい状況にあると認識しておりま
す。県としては、休業等要請に協力いただいた事業者
に対し、感染拡大防止対策協力金を支給するほか、協
力金が支給されるまでの間のつなぎ融資について、
県内金融機関に対し協力依頼を行うなど、金融機関と

密接に連携し、資金繰りの円滑化を図ってまいりまし
た。その他、県独自の雇用調整助成金の上乗せ助成の
実施や、業態転換に伴う国の事業再構築補助金につい
て、支援機関を通して事業の周知を行うなど、引き続
き飲食業をはじめ、幅広い業種の経営支援に取り組ん
でまいります。
　同じく７の (6)、雇い止めされた人への救済・支援
策についてお答えいたします。
　県では、雇用調整助成金の活用促進や県独自の上乗
せ助成などにより、雇用の維持に努めるとともに、離
職者等の再就職支援として、就職困難者等に対する相
談体制の強化や座学研修と職場訓練の実施、地域の特
性を踏まえた合同企業説明会のほか、国の求職者支援
制度に関する周知等を行っております。また、沖縄労
働局や福祉分野等の関係機関と連携し、生活支援と就
業支援の一体的な取組を推進しており、引き続き関係
機関と連携しながら、県民の雇用と生活を守るための
各種施策に取り組んでまいります。
　同じく７の (7)、ワクチン接種・陰性証明書の認定
についてお答えいたします。
　ワクチン接種・検査陰性証明の活用については、感
染防止対策認証制度と合わせて運用することで、経済
活動の再開に結びつけることが期待されており、経済
団体等からも要望を受けております。県では、部局横
断的なプロジェクトチームを設置し、市町村・経済界
と合同のワーキンググループで議論を深めながら、国
が示した基本的な考え方を踏まえ、公平かつ世代間で
利用可能な運用のガイドラインなどを検討しており、
10月上旬には試行運用していきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　７、新型コロナ対
策についての御質問の中の (1)、ワクチン接種状況に
ついてお答えいたします。
　県内の令和３年９月26日時点のＶＲＳ（ワクチン
接種記録システム）による年代別ワクチン接種率は、
12歳から19歳は１回目46.1％、２回目21.6％、20
代は１回目48.3％、２回目27.3％、30代は１回目
56.6％、２回目35.8％、40代は１回目66.2％、２回
目47.9％、50代は１回目74.1％、２回目59.5％、60
代は１回目82.8％、２回目76.5％、70代以上は１回
目89.6％、２回目86.6％となっており、年代が上が
るにつれ、接種率が高くなっております。
　同じく７の (3)、臨時の医療施設についてお答えい
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たします。
　県では、感染急拡大による医療の逼迫に対応するた
め、臨時の医療施設として入院待機施設、いわゆる入
院待機ステーションを南部地区と中部地区にそれぞ
れ１か所設置し、酸素投与などの措置を行っておりま
す。臨時の医療施設の設置については、専門家、県医
療コーディネーター及び医療現場の意見等を踏まえな
がら、提供する医療のレベルや入院待機施設の拡充も
含めた設置の在り方について、慎重に検討を進めてま
いります。なお、施設の設置に当たっては、医師、看
護師をはじめとする人材の確保が最大の課題であると
認識しております。
　同じく７の (4)、医療従事者の待遇改善についてお
答えいたします。
　新型コロナウイルスの感染拡大が長期化する中、患
者に対応する医療機関及び医療従事者においては、感
染リスクを伴う厳しい環境の下で心身に負担がかかる
中、業務に従事されているものと認識しております。
県では、医療従事者に対する支援策として、患者の受
入れに協力した医療機関に対し、医療従事者の処遇改
善等に柔軟に活用できる協力金を交付するとともに、
医療従事者の負担軽減のための宿泊施設確保の支援を
実施しております。また、沖縄県公認心理師協会と連
携し、医療従事者等を対象として、新型コロナウイル
スに対応した心のケア支援を実施しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　７、新型コ
ロナ対策についての (5) のうち、旅行・宿泊業及びエ
ンターテインメント業への経済支援についてお答えし
ます。
　県では、緊急事態措置等による影響を受けている旅
行業やエンターテインメント業も含め幅広い事業者に
対し、事業継続のための支援金を給付する観光関連事
業者等応援プロジェクトや、宿泊事業者に対し、感染
拡大防止対策などを支援する宿泊事業者感染症対策支
援事業を実施しております。また、文化芸術関係者等
に対しては、コロナ禍においてイベント等が中止とな
るなど、厳しい状況にあるアーティスト等が公演等を
開催し、動画制作・配信する取組への支援を行うこと
としております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　順序はばらばらになりますけれど
も、まず５番の県公契約条例です。

　今の状況を関係者から話を聞いたんですが、この支
払いをしている金額が、労務単価が１日２万5625円
なんだけれども、実態はその５割から６割の間しか払
われていないということなんですよ。これだけ、一応
勘案して公共工事というのはやっているはずですの
で、このお金が働いている人に渡っていないというの
が現状なんですよ。県ではまだ規制型にしているとこ
ろはありませんけれども、他府県で24か所の自治体
が規制型にしているらしいんですよ。理由は、最低賃
金法には抵触しないということなんですよ。これは国
会の答弁でもあったみたいでですね……。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時45分休憩
　　　午後２時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○上里　善清君　平成21年２月24日の国会の中で議
論されたもので、最低賃金を上回る賃金を労働者に支
払われているか否か定めることは、最低賃金法上問題
となるものではないという回答があるわけですよ。こ
れを実施している自治体は違法になるということにな
るわけですよね、この理屈からいうと。県も規制型に
していただいて、ここで働いている人は、７万2000
名いるわけですよ。その人たちの所得向上につなが
る、沖縄の今抱えている貧困問題も解決できる。これ
デニー知事の貧困問題の対策になるわけです。ぜひそ
うしていただきたいんですが、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としては、取組方針に掲げた施策を着実に実施す
るとともに、その状況について、沖縄県契約審議会に
報告を行い、審議会からの意見を踏まえて取組方針の
改善を行うといったＰＤＣＡサイクルを継続的に回し
ていくことで、条例の実効性を高めていくことが当面
重要だというふうに考えております。ただ、その上で
県契約に関する実情、それから条例の運用について課
題が出てくる場合には、国の最低賃金との兼ね合いに
関する見解、それから他の自治体の取組状況を考慮し
ながら審議会において条例改正を含め、課題解決に向
けた検討を行っていただきたいというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　最低賃金法に抵触しないという見解
が出ているわけです。これは間違いですか、じゃ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
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　　　午後２時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　平成21年２月24日提出、最低賃金法と公契約条例
の関係に関する質問主意書に対する国からの答弁で
すけれども、間はしょりますが、当該条例において、
地方公共団体の契約の相手方たる企業等の使用者は、
最低賃金額を上回る賃金を労働者に支払わなくてはな
らないこととすることは同法上問題となるものではな
いとの政府見解が一つあります。一方、質問主意書３
に対する答弁書では、御指摘のような条例は、このよ
うな地域別最低賃金の趣旨に反するものであることか
ら、これを制定することは地方自治法第14条第１項
の規定に反するとしておりまして、具体的な賃金下限
額の制定については、地方自治法第14条第１項上問
題があるというふうに思われるというような答弁もご
ざいます。
　県としましては、当該質問主意書の各質問項目に関
する一連の回答は最低賃金法と公契約条例の関係を踏
まえてなされたものと考えております。そのため、独
自の賃金下限額を設定せず、単に最低賃金法の遵守を
求めることについて問題とならないことを示した回答
でありまして、最低賃金法とは別に独自の賃金下限額
を設定する条例については、最低賃金法の趣旨に反す
ることとなるというふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　私はこれは最低賃金とこの公契約条
例と別物だというふうに考えます。ぜひ、そこに働い
ている人たちが豊かになれば、これを考えたら、沖縄
では７万2000人がいるわけですよ。そのお父さんが
稼いで家族を養うわけです。３名関わっていると思え
ばいいです、トゥジとワラバーと。３名掛けたら何名
になりますか。21万人になります。これ非常に重要
なことなんです。知事、これほかの市町村で規制型が
できて、沖縄県もやったほうがいいですよ。知事、ど
うですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　繰り返しの答弁にな
りますけれども、まずは県として取組方針に掲げた施
策を着実に実施することで、条例の実効性を高めてい
くことが当面重要だというふうには考えております
が、その上でなお、県契約に関する実情、それから条
例の運用について課題が出てくる場合には、国の最低
賃金との兼ね合いに関する見解、それから他自治体の
取組状況を考慮しながら、契約審議会において、条例

改正を含め、課題解決に向けた検討を行っていきたい
というふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時51分休憩
　　　午後２時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄県では、平成30年３月
に沖縄県の契約に関する条例を制定し、方針を定めて
おります。先ほど来、部長から答弁がありますよう
に、関係法令や関係法の遵守を契約書に明記するこ
と、それから最新の設計労務単価を適正、迅速に反映
するなどを取り組んでいるところですが、引き続きこ
の様々な条例の実効性を高めていくための各関係法令
との関係性についても検討してまいりたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　ぜひよろしくお願いいたします。
　あと、国立琉大の上原キャンパスなんですが、西普
天間地区に移るのが令和何年でしたか。分かります
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時52分休憩
　　　午後２時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　琉大の医学部が西普天間
のほうに移転する予定時期ということでよろしいで
しょうか。令和７年の４月を予定しているというふう
に聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　一応令和７年ですので、それまでに
この上原キャンパスをどうするかということを決めな
いといけないと思うんですが、この建物はもう相当古
いので、買うほうとしても多分買いたたくと思うんで
す。私、西原町の人と話したら、更地にしたら有効活
用できるから、ぜひ提案してくれないかという相談を
受けて、この質問をしているんですけれども、今、更
地にしていただければ、大手のホテルとかディベロッ
パーも手を挙げる可能性が非常に高いです。西原町
は、ホテルとか宿泊施設がない状態です。ぜひ、その
辺は今いろいろ協議しているみたいですけれども、県
のほうとしての意見もそういうことを言ってもらえな
いか、この辺どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　先ほどお答えしたとお
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り、跡地利用のビジョン検討委員会には県も西原町も
入ってございます。その検討会の中で、西原町から議
員御指摘のようなお話もあったというふうに聞いてお
ります。いずれにしましても、国立大学のキャンパス
の移転に関わるものですので、基本的には琉球大学が
地元の意見も踏まえてやっていくことになろうかと思
います。また、更地にする場合には、琉大医学部の建
物は基本的に全て補助金が入っていますので、年数に
よっては補助金の返還という形も出てこようかと思い
ます。その辺は恐らく琉大のほうできちんと、例えば
どの程度の補助金の返還があるかというのも出してい
ただいて、その上で、多分そういった跡地の利活用の
判断を行っていく形になろうかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　昔の建物ですので、アスベストもか
なり使われている可能性がありますので、更地にする
ときもその辺も十分対応していただくように言ってく
ださい。
　あと、国道329バイパスです。
　これ西原町も大分企業誘致が止まっている状況で、
すごく期待しているところなんですけれども、地権
者にお話を聞くと、変更していただいたら結構です
と、いい話ですというお話が多々あるんです。この辺
ちょっと、地権者と話合いをして、そういった工業地
域にしたいけれどもどうかという、これはアンケート
を取っていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時56分休憩
　　　午後２時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今、地権者とのお話
は進んでいるかという議員からのお話ですけれども、
基本的にはその工業地域への変更とかは、やはり自治
体が、西原町が主体となって行うべきものです。それ
で、昨今聞いたお話では、その編入手続等、そういっ
た土地利用に関していろいろ調査を進めているという
ふうにも聞いておりますので、我々もぜひ前向きに土
地利用の実現に関しては、西原町と連携しながら取り
組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　時間ないので早めにいきます。
　小波津川の上流部分なんですが、この前の大雨です
ごい量の水が流れて道に氾濫していたわけですけれど
も、学校も近くにあるし、一歩間違えれば生命をなく
す状況なんです。あれはいつまでに整備しますか。

○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　今年６月の大雨のと
きに、一部上流部分が越水したということは十分認識
をしております。一方で、やはり下流側の整備が進ん
できたことで、以前よりは大分洪水、氾濫については
改善がなされているものと考えております。今後、
上流部分につきましては、護岸の詳細設計を行いなが
ら、やはり河川というのは下流側から整備を進めて
いくのが常ですので、引き続き上流側については詳細
設計、あるいは西原町が行うボックスカルバート等も
ございますので、これも引き続き町と連携を取りなが
ら、早期整備に取り組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　早急に対処をお願いします。
　あと、ＰＦＯＳの問題ですけれども、国が9200万
でしたか、出して処理すると先ほどの質問でも出てい
たんですが、現在36万トンが基地内にあるというこ
とを言っておりました。これについて、国のほうにこ
の処理はどうしますかということは言いますか。もう
ついでですから。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時59分休憩
　　　午後２時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　普天間飛行場に現在存
在しているその汚染水につきましては、36万リット
ルを日本政府の負担で処理をするというふうにされて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　その36万キロリットルというのは
普天間飛行場だけですか、嘉手納とかあの辺はどう
なっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　36万トンではなくて36
万リットルで、これは普天間飛行場のみの汚染水でご
ざいます。
○上里　善清君　もういいです。終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　日本共産党の玉城武光です。
　一般質問を行います。
　コロナ禍の経済対策について質問をします。
　(1)、コロナ以前と比較した正規雇用労働者数、非
正規雇用労働者数の実態と沖縄県雇用継続助成金によ
る雇用継続の実績状況、雇用確保対策等を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
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○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　労働力調査によりますと、令和３年７月の正規労働
者数は37万4000人、非正規労働者数は22万7000人
となっており、感染拡大前の令和元年７月の正規労働
者数は37万6000人、非正規労働者数は24万6000人
となっております。県では、雇用の維持と求職者の早
期就職を図るため、雇用調整助成金の活用促進や県独
自の上乗せ助成を行うとともに、非正規労働者を含む
就職困難者等への再就職支援や若年者等に対する相談
体制の強化などに取り組んでおります。沖縄県雇用継
続助成金の実績としましては、９月24日現在で、支
給決定件数が2622件、支給決定額が約18億4000万
円となっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　県独自の上乗せ助成や再就職支援、
相談体制の強化の効果と実績はどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県独自の沖縄県雇用継続助成金ですが、令和３年９
月24日時点で、申請の対象となる休業者数が累計で
12万5353人となっておりまして、県内の事業者が沖
縄県雇用継続助成金とそれから国の雇用調整助成金
を活用しまして、従業員の雇用の維持と事業の継続を
図っているものと認識しております。また、県では非
正規雇用労働者を含む就職困難者や学生等を対象とし
た相談体制の強化を図っておりまして、令和２年度の
実績は、就職困難者等からの相談が２万857件、学生
等からの相談が4119件となっております。さらに、
再就職支援としてましては、ひとり親や中高年齢の求
職者に対しまして、令和２年度は座学研修等を73名
に実施し、うち62名が就職しております。このほか、
合同企業説明会や企業間の人材マッチングによる支
援などを行っておりまして、引き続き関係機関と連携
し、きめ細かな支援を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　(2) の質問に移ります。
　コロナ以前と比較した非正規雇用労働者の減少数と
休業支援金を受給している非正規雇用労働者の数を伺
います。それからシフト制で働く非正規労働者やフ
リーランスの人たちへの休業支援等の緊急対策が必要
だと思いますが、所見を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　令和３年７月の非正規労働者数は、令和元年７月と

比べまして、１万9000人減少しております。休業支
援金・給付金の実績については、９月17日現在で、
支給件数が２万4526件となっておりますが、沖縄労
働局によると、正規労働者と非正規労働者の区分につ
いては、申請書への記載を求めていないため、内訳は
把握していないとのことでございます。また、フリー
ランスへの経済的支援については、国の月次支援金の
対象となり得ることから、同支援金に係る県独自の
相談窓口を設置し、円滑に給付を受けられるよう、サ
ポート体制の強化に取り組んでおります。加えて、月
次支援金受給者に対し、県の観光関連事業者等応援プ
ロジェクトにより、最大10万円の上乗せ支援を実施
しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　非正規労働者は、コロナ以前と比較
して１万9000人が減少しているという答弁でした。
非正規労働者というのは、ほとんどが女性と若者だと
思うんですが、それから非正規、この支給数を把握し
ていないとの答弁でしたけれども、先ほど正規労働者
と非正規労働者を合わせた、休業支援金を受給したの
は何名ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時７分休憩
　　　午後３時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　休業支援金・給付金の実績については、先ほども答
弁させていただきましたが、９月17日現在で総支給
件数が２万4526件となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　約２万5000件、その内訳は把握し
ていないということですが、現在シフト制で働く非正
規労働者やフリーランスの人たちへの休業支援等の緊
急対策の取組として緊急小口資金等特例貸付け、住居
確保給付金の支給、新しく創設された新型コロナウイ
ルス感染症生活困窮者自立支援金の支給等を実施して
いるとの答弁でしたけれども、その生活困窮者自立支
援金の説明と実績をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　新型コロ
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ナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、このたび新
設されたところですけれども、こちらにつきまして
は、既に生活福祉資金の再貸付け等も借り切ったりし
ていて、これ以上借りることができない方などを対象
にいたしまして支給するというところで、収入要件や
資産、就職活動等の一定の要件を満たした方への給付
となります。具体的には世帯の状況によりますけれど
も、単身世帯で６万円、２人世帯で８万円、３人以上
の世帯で10万円を最長３か月間支給するという内容
になっております。申請の受付窓口は、11市並びに
町村を管轄する県の５つの福祉事務所で行っておりま
して、申請の受付期間がこのたび延長されまして11
月30日までというところになっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　現在受け付けされた件数は何件です
か。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　自立支援
金の８月末時点の支給実績、県全体の速報値でござい
ますが、支給決定件数が1673件、支給済額が約１億
1844万円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　(3) に移ります。
　新型コロナウイルス感染症による失業者の数と事業
者の休廃業数、倒産件数などの実態とその対応策につ
いて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　令和３年７月の完全失業者数は３万2000人で、前
年同月と比べ8000人の増加となっております。また
民間の調査会社によりますと、令和２年の休廃業及び
解散をした事業者の合計は384件、令和２年度の倒産
件数は40件となっております。県では、コロナ禍に
おける経済対策の最重要課題である事業継続と雇用の
維持を図るため、引き続き特例的な資金繰り支援を継
続するとともに、雇用調整助成金の活用促進や県独自
の上乗せ助成、就職困難者等への再就職支援などに取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　休廃業した事業者数と倒産件数は、
昨年と比較してどうなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　こちら民間の調査会
社の調査によりますけれども、令和元年の休廃業及び

解散をした事業者の合計は370件、それから令和元年
度の倒産件数は49件となっております。令和２年と
令和元年で比較しますと、休廃業及び解散件数につい
ては14件の増、それから倒産件数については９件の
減というふうになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　先ほど部長が適切な対策の実施と
おっしゃっていましたけれども、この適切な対策の実
施とは具体的にどんな施策ですか。それから、今事業
者や労働者が求めているのは、持続化給付金や家賃支
援金等の再度の支給だと思います。その持続化給付金
や家賃支援金等の支給を国に求めるべきだと思います
が、所見を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時13分休憩
　　　午後３時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　持続化給付金に関する答弁ですが、県では国に対し
全国知事会の緊急提言としまして持続化給付金、それ
から家賃支援給付金の再度の支給を繰り返し要望して
おります。加えて、県は国に対して直接予備費を活用
した地方創生臨時交付金の増額、さらには急激な感染
拡大に機動的に対応するための新たな予算の枠組みの
創設を求めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　国にしっかりと求めて実施させるこ
とに御尽力をしてください。
　次に (4)、資金繰り支援の実績と事務手続上の改善
対応等について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
事業者を対象に、新型コロナウイルス感染症対応資金
等の融資を実施し、昨年度の同感染症関連融資実績は
合計で１万2840件、約1981億円となっております。
当資金では、本来事業者が行う市町村への認定申請や
利子補給申請を金融機関がワンストップで代理手続す
ることで、融資手続の迅速化や事業者の事務負担の軽
減に取り組んでまいりました。今年度は、経営改善に
取り組むための融資制度を創設しており、引き続き円
滑な資金繰り支援に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
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○玉城　武光君　この資金繰りの支援の関係で県独自
の取組もあると思うんですが、これも御紹介いただけ
ませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時16分休憩
　　　午後３時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　令和３年度から新たな融資制度としまして、新型コ
ロナウイルス感染症対応伴走型支援資金というものを
設けております。当初利子付の融資制度でしたけれど
も、ここに出て、去る６月議会で補正予算を認めてい
ただきまして、県独自の支援策としまして、最大３年
間実質無利子とする利子補給事業について対応してい
るところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　農林水産業の振興策について、質問
します。
　農林水産業は新型コロナ禍で著しい需要減と価格低
迷に見舞われています。また、コロナ禍で食料生産基
盤の弱さがあらわになりました。その中にもかかわら
ず、既存の路線を改めていないのが今の政権でござい
ます。
　そこで質問します。
　(1)、現振興計画での第１次産業、農林水産業の到
達点と課題を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　県では、亜熱帯性気
候や地理的特性を生かした農林水産業の振興を図るた
め、沖縄ブランドの確立と生産供給体制の強化、輸送
コストの低減対策、生産基盤の整備などに取り組んで
いるところであります。これらの取組の成果は、近年
1000億円前後で推移する農業産出額、全国有数の子
牛供給産地となった肉用牛、令和２年の生産量が過去
最高となったモズクなど、着実に現れております。一
方で、依然として全国と格差のある所得や農業者数の
減少などの課題を有しており、引き続き持続的な農林
水産業の振興に努める必要があるというふうに考えて
おります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　生産額、外からは伸びているんです
が、依然課題として、農業所得と就業者の減少がある
という答弁でした。その課題解決のために、次期振興
計画の中で農林水産業振興策の重点施策はどうなって

いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　農林水産業は、県民
生活に必要不可欠な食料を安定生産・供給する機能を
有するとともに、食品製造業などの関連産業を含めた
地域経済や雇用への波及効果など、重要な役割を担っ
ております。このため新たな振興計画（素案）では、
１つ目、戦略的な販路拡大や輸出促進、２つ目、６次
産業化の推進や流通の合理化などの新たなバリュー
チェーンの構築、３点目に、担い手の育成確保やス
マート農林水産業の推進など、攻めの農林水産業によ
る成長産業化を通して、地域経済の活性化や所得向上
を実現してまいりたいというふうに考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　今、農林水産部長がおっしゃってい
たスマート農業のことなんですが、その概要と、それ
をどのように推進していくのか、その考え方をお聞か
せください。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　スマート農業とは、
情報通信技術等を活用して、省力化や経営規模の拡
大、環境制御等による高品質、高生産を実現する新た
な農業であります。推進上の課題としては、導入コス
ト、機械の維持管理体制、他府県と異なる栽培品目や
台風や塩害、高温多湿などの気象特性により、他府県
の実証成果の利活用の困難さが挙げられます。
　県としましては、これらの課題解決やスマート農林
水産技術の円滑な普及に当たって、農家単位ではなく
てモデル産地を中心とした産地化形成支援の展開によ
る普及を予定しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　部長しっかりと頑張ってください。
　次に (3)、コロナ禍において農林水産業は生産・所
得減少などの影響が現在出ております。これからの農
林水産業の振興策は、所得補償と一体の消費者支援に
転換すべきだと考えておりますが、農林水産部長の見
解と振興策を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　県では、農林漁業者
の経営の安定と安定的な生産供給体制を確保するた
め、野菜や肉用牛などの価格安定対策、収入保険や農
漁業共済への加入促進などの経営安定対策を実施し
ております。また、県産農林水産物の消費喚起対策に
ついては、学校給食への食材提供などの地産地消の推
進、量販店等と連携した販売促進を実施しているとこ
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ろであります。
　県としましては、引き続きこれらの支援策を総合的
に講ずることによって、農林漁業者の経営安定を図っ
てまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　今、次の質問に部長は答えているん
ですが、その地産地消の問題。その (3) と (4) に関連
して再質問します。
　地球規模での食料難とともに、農業による環境破
壊、森林破壊が大きな問題となっております。食料や
木材の自給率の向上は国際的な責務となっておりま
す。耕地農地の減少を食い止め、ＣＯ₂の貯留量を増
やす農地を確保することも大切となっております。所
得補償、価格保障、国内材の活用など、農業、林業、
水産業の基本的な振興とともに、食料自給率の向上、
脱炭素・環境保全型の農林水産業の振興への転換が求
められていると思いますが、所見をお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時23分休憩
　　　午後３時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　自給率向上の取組等
に加え、国際的には脱炭素・環境保全型農業の展開が
求められることについて、お答えいたします。
　令和３年５月に策定されたみどりの食料システム戦
略では、2050年までに目指す姿として、化学農薬使
用量の低減や有機農業の拡大等が掲げられておりま
す。
　県としましても、新たな振興計画（素案）におい
て、同戦略を踏まえ、化学肥料等の使用量低減に取り
組むエコファーマーの育成・支援など、環境と調和し
た持続可能な農林水産業の振興に取り組むこととして
おります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次に移ります。
　ケア社会について質問します。
　(1)、新型コロナウイルスの感染拡大の中、満足に
食事ができない、進学を諦めざるを得ないなどの声が
あるように、失業や収入が減少した子育て世代の困窮
は深刻になっております。生活困窮者への現金給付は
今すぐ必要です。どのような支援策を実施するのか伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。

○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県では、
生活に困窮している方々に対しまして、自立相談支援
機関において相談支援を行っておりますほか、住居確
保給付金の対象拡大や緊急小口資金等の特例貸付けな
どを実施しているところでございます。また、これに
加えまして、先ほど御説明申し上げました新型コロナ
ウイルス感染症生活困窮者自立支援金という制度が新
設をされておりまして、支給対象となる可能性のある
方々に対しまして個別に申請案内を送付するなど、そ
の活用が図られるよう取り組んでいるところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　今、いろいろと支援策の説明があり
ましたけれども、困窮世帯が訴えていることは、命と
暮らしを最優先にする施策なんです。これはＮＰＯ法
人のキッズドアという団体の調査によると、昨年１月
以降の生活状況、これ複数選択で聞いたところ、「よ
り安いものを買うことが増えた」これが79％、「十
分な食料品が買えなかったことがある」47％、「家
賃・電気・ガス代金等が払えなかったことがある」
32％、「食料品が買えなかったことがある」24％、そ
して必要な支援としてはという３つの選択の中で、
「特別給付金などの現金給付」88％、「食料の支援」
72％、「生活必需品や文具などの物資支援」44％、こ
のような切実な実態が調査報告に現れております。そ
ういうことに対して、知事の御所見お伺いしたいです。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　新型コロ
ナウイルスの感染長期化によりまして、生活に困窮す
る方々が増えているものと認識をしております。先ほ
ど御説明を申し上げました自立支援金につきまして
は、最長３か月間、給付をするという現金給付の制度
になっております。
　県といたしましては、このような制度を支援を必要
とする方々に確実に届けていけるよう、セーフティー
ネットとしての機能が果たせるように、周知・広報に
努めながら、しっかり届けてまいりたいと考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　この現金給付、今国のほうでもいろ
いろ10万円支給をまた実施するという方向の声も聞
かれているように、やっぱりすぐ届くこの支援事業以
外にも、困窮世帯はたくさんいると思うんですよ。そ
ういうところに、支援金を支給するということをぜひ
御検討お願いしたいと思います。
　次に進みます。
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　ある方から私、相談を受けたんです。妻に認知症の
ような感じがあって、どこに相談すればいいかという
相談を受けたものですから、質問の項目に入れました
けれども、この認知症サポート事業の現状と課題、対
策等をお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県では、
認知症サポーターの養成、見守り体制の構築、認知症
疾患医療センターによる早期診断・早期治療の推進な
ど、市町村と連携をいたしまして、認知症になっても
安心して地域で暮らし続けられる基盤づくりを進めて
いるところでございます。今後は、認知症サポーター
と当事者からなる支援チームを設置しまして、認知症
の人やその家族のニーズに合った具体的な支援を行う
ことが求められているところでございます。
　このため、県では支援チームの中核的な役割を担う
人材を養成するための研修を次年度から実施すること
としており、引き続き認知症の方々のサポート体制の
整備に取り組んでまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　県が今把握している沖縄県内の認知
症と言われている方々は、何名ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　令和３年
３月31日現在のデータでございますが、65歳以上の
認知症高齢者、これは要介護認定において認知症の症
状があると判定された方になりますけれども、県内で
５万1539人、これは65歳以上人口の15.5％に当たり
ます。このうち４万84人の方が何らかの支援が必要
と判定されているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　この４万余りの方々が何らかの支援
が必要だという御答弁でしたけれども、認知症の方々
を支援する認知症サポーターの養成人数、養成された
数は何名ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　令和３年
６月末までの数でございますが、認知症サポーター
は、約10万5000人養成されているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　厚生労働省が認知症の人の高齢者が
占める割合が2025年には20.6％、730万人になると
予測すると。誰でも認知症になる可能性があるという
ことで、今年度改定された介護報酬で、事業所の職員
に認知症介護基礎研修を義務づけ、認知症への対応力

を強化することになっておりますが、認知症介護基礎
研修を受けた介護職員は何名ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県では、
平成28年度から認知症介護基礎研修を実施してきて
おりますけれども、28年度から令和２年度までの研
修修了者は、延べ1225名となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　ケア社会を支えるのは、マンパワー
が必要なんですよね。そのところにぜひ頑張っていた
だきたいと思います。
　４番目に移ります。
　辺野古の新基地建設について、大浦湾の軟弱地盤改
良工事は、海洋水産資源に甚大なダメージをもたらす
と予想されますが、どのようなダメージが予想される
のか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　現在、県では沖縄防
衛局から提出をされました公有水面埋立変更承認申
請書について、関係機関からの意見等も踏まえ、４次
にわたり質問等を行い、提出された回答を確認してき
たところでございます。沖縄防衛局からの回答を踏
まえ、ジュゴンへの影響や地盤の力学的調査の必要性
等について、環境保全及び災害防止に配慮した計画に
なっているのか厳正に審査を行っているところでござ
います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　地盤改良工事は分かります。海洋水
産資源に与えるダメージはどういうものが予想される
んですか。これは農林水産部長か。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　海洋水産資源という
ことで、これも当該審査基準に基づきまして、構造物
の施工において、例えば水質の悪化ですとか、水の濁
り等によりまして水産物への影響に十分配慮した対策
が取られているのかに関しても確認を行っているとこ
ろでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　この工事によって、周辺海域で実施
されている漁業及び養殖業に影響を及ぼす、それだけ
ではありませんよ。この埋立工事が進めば、この海域
に残されているかけがえのないサンゴ礁の生態系の豊
かさとその価値が永久に失われてしまう可能性がある
ということなんですよ、これは。
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　先日、辺野古・大浦湾シンポジウム2021が開催さ
れておりますが、そのシンポジウムでどのような提
案、議論、報告がありましたか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　９月11日に開催した辺野古・大浦湾シンポジウム
2021では、辺野古・大浦湾の生物多様性及び環境保
全の必要性について、専門家による多くの示唆に富む
講演などが行われました。また、同海域がハワイの世
界遺産登録地と比べても生物多様性が高く世界レベ
ルであることや、ホープスポット認定により国際的な
ネットワークが広がることが報告されたほか、軟弱地
盤の問題など今回議論された情報をしっかりと米国に
伝えることなどの提言もいただいたところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　そのシンポジウムで登壇者一同とい
う名前で辺野古・大浦湾の生態系への影響を正確に理
解し、保護するためにあらゆる調査と評価を行うこと
を日米両政府に求めていますと。そのことに県はどの
ように対応しますか。調査と評価を行うことに。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
シンポジウムでの提言や採択された声明を踏まえ、今
後も日米両政府に対して辺野古・大浦湾保全のため、
あらゆる調査と評価を行うことや、工事を中止し県と
の対話に応じることなどを強く訴えていくとともに、
多くの県民・国民にシンポジウムの内容を周知してい
くことで、辺野古新基地建設問題の解決に向けた機運
醸成を図ってまいりたいというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　大浦湾の埋立てというのは、地球全
体の生態系に影響が出る。沖縄全体の生態系に相当な
影響を与えると。これによって、いろいろなところに
生物、私たちの生命、そういうところにも大きな影響
が出ると言われております。ぜひそういう発信をして
いただきたいと思います。
　このシンポジウムの中で、アメリカのＮＧＯミッ
ション・ブルーの代表を務め、海洋探検家・海洋学者
のシルビア・アールさんは、こういうことを言ってい
ます。

　安全保障や軍事基地が、私たち人類にとって必要
であるということは理解できます。しかし今私たち
には、自然の生態系を究極の安全保障と考える見方
が必要だと思うのです。地球は衰退傾向にありま

す。地球を生命がすめる場所に保つための生物多様
性は失われつつあります。究極的な安全保障問題で
す。この惑星の問題は、私たちすべてにとっての問
題です。今、私たちは知っています。海が気候を左
右し、天候を左右し、この惑星の現象すべてを決定
付けることを。（中略）私たちは、選択するという
力を持っています。今生きている生命を守り、あら
ゆる生き物が生存可能な地球にしていくか、それと
も私たち人類の歴史を繰り返し、地球の自然が破壊
し尽くされるまで、自分たちの意のままに自然から
奪い続けるのか。（中略）私たちの生命を守るため
にも、辺野古・大浦湾一帯をはじめとする重要な海
の生態系を守るときです。

　知事もこのシンポジウムに参加されておりますが、
このメッセージ、どのように知事は受け止めますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　当日私は、県庁からウェブ
で配信されていましたので、挨拶をさせていただいた
後、その模様を拝聴といいますか、視聴させていただ
いておりました。シルビア・アール博士の、やはり
ホープスポットに認定をしていただいたことについて
の大浦湾の生物多様性の貴重さ、そしてこの狭い湾の
中に本当に5000種類以上もの種が生息をしていると
いうこと、その一つ一つをいま一度私たちがこれから
先の未来に対してどのような形で残していけるのかと
いうことを真剣に考えさせられたような、そういうシ
ンポジウムだったと思います。あわせて、2009年に
大浦湾の甲殻類を調査した県立芸大の藤田喜久教授
は、10日間の調査で約510種類の甲殻類を発見した
という話をしていましたけれども、そのうち50種余
りが日本ではまだ見つかっていない、あるいは記載さ
れていない新しい種であったということで、いかにこ
の大浦湾の生態系がまだまだ調査をし、それを評価す
べきであるという場所に間違いないということを明確
におっしゃっていたことも非常に印象的でした。です
から私たちは、何を後世に残していくべきかというこ
とをいま一度しっかり見つめるためにも、今回のシン
ポジウムとシルビア・アール博士のメッセージは非常
に貴重な発信ではなかったかというように受け止めて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　今の知事の言葉、本当にありがとう
ございます。
　次に、最後に地域要求について伺います。
　県道の安全整備についてなんですが、これ地域の皆
さんから要望がありまして、求めたいと思います。県



─ 367 ─

道17号線、八重瀬町長毛－港川区域の歩道帯とバス
停等の整備を求めている地域要求がありますが、どの
ように対応いたしますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　県道17号線の八重瀬
町長毛から港川の歩道未整備区間につきましては、
地域の要望等を踏まえ、今年度整備事業に着手したと
ころでございます。現在、歩道整備の詳細設計を発注
したところでございます。整備に当たりましては、地
元地権者の皆様の同意が必要でございますので、今後
とも町と連携して取り組んでいきたいと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　ありがとうございます。
　次に……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後３時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　バス停の整備につきまし
ては、今後、同区域の歩道設置工事が予定されている
ことから、既存のバス停標識については、同工事の際
に現状復旧が行われます。バス停の上屋については、
同工事に合わせてバス事業者等による整備ができない
か協議していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次は、上屋付バス停で、そこについ
ての質問ですが、南部工業高校前のバス停上屋の屋根
がないんですよ。もう長いことないんですが、それの
補修と、新設要望があった場合は、どのように対応を
いたしますか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　バス停の上屋につきまし
ては、道路管理者が道路附属物として整備する場合を
除いて、バス事業者が道路法32条に規定されている
道路占用許可を得て設置するものであります。南部工
業高校前のバス停の上屋は、昭和60年度にバス協会
が設置しております。高校前のバス停上屋の補修並び
にその他の箇所における新設につきましては、県がバ
ス協会に対して交付しております運輸振興助成金の活
用も可能なことから、県としましては、バス協会に同
助成金の活用を助言してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　新設要望があった場合は、どのよう
に対応いたしますかということを聞いているんです

よ。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　バス事業者のほうで設置
していただけるように、補助金の活用等について助言
しながら協議していきたいと考えているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　この安全確保のために、ぜひ地域の
要望に応えていただきますようお願いを申し上げて終
わります。
　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時47分休憩
　　　午後４時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　仲宗根　悟君。
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
○仲宗根　悟君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　皆さん、こんにちは。
　会派南風、仲宗根悟です。
　議席は24番です。どうぞよろしくお願いします。
　コロナ感染拡大予防措置によって、ヤーグマイ、不
要不急の外出等自粛生活、県民の皆さんにはこのコロ
ナ対策、よく御協力をいただいてここまで来たのかな
という思いでありますけれども、あと一踏ん張り、引
き続きの御協力をまた県民の皆さんにも賜りたいとい
うふうに思うところであります。
　さて、このコロナなんですけれども、私自身も昼夜
アウトドア派の生活から、やはり私も新しい生活様式
を今体現しているところです。早寝早起きが習慣づい
ておりまして、毎朝４時前にはもう目が覚めるんです
ね。私たちのところは朝刊が３時半には届くものです
から、朝刊に目を通しながら、また明け方近くになり
ますと、３キロ先にある公園まで折り返し往復６キ
ロ、大体70分から75分くらいかけてウオーキングを
しているという毎日です。おかげさまで少し細くなり
ました。酒の量も減りまして、ユクネーからミートゥ
ンダ　タイグリーですから、妻はテレビをしっかり見
るんですが、そこへ話しかけるのが僕なんですけれど
も、とてもうるさがられて、カシマサされて、最近に
なって、家庭内はソーシャルディスタンスを保ってい
るところであります。
　それで、毎朝歩きますけれども、自然というのがこ
んなにもあるのかなということを気づかされますね。
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雨季の、雨の多い日はカエルがもう物すごく鳴きます
し、それから森近くへ行きますと小鳥のさえずりがも
ううるさいくらいと言いましょうか、心地いい響きで
はあるんですけれども、そういったことに気づかされ
るということで、朝日が昇る頃には公園に着くんです
が、時折変わった風景を見せてくれるんですね。変
わった表情を空が見せてくれて、夕焼けに近いよう
な、雲が真っ赤に染まって、これが朝焼けかなと思う
くらいきれいな朝焼けに遭遇したりします。私自身は
災い転じて福となるようなことを今体現しているとい
うのが状況としてあります。
　やはりこのコロナで、私自身もたくさん学んだこと
があります。いろんなことで県民の皆さんもそういっ
たことだと思うんですけれども、一般質問で取り上げ
ましたが、やっぱり観光に偏重した、偏ったいろんな
産業ですとか、そういったことで経済が疲弊している
という意味では、やはりこのコロナで次の経済の在り
方ですとか、仕組み、施策の考え方というようなこと
が、今学ぶべきことが多いのではないかなということ
に気づかされるんですよ。ですから、必ず終息のとき
は来るというふうに信じながらも、次の一手、二手、
そして産業をしっかりと、何があってもこないよう
な、何があっても動じないような自立した沖縄の経済
発展のために、ぜひチルジンブン出しながら頑張って
いただきたいな、また私たち自身もそれに関わってい
きたいなというふうに改めて考えさせられました。ま
たチバラナヤーサイ。
　それでは一般質問に入りたいと思います。
　まず政治姿勢です。
　知事の政治姿勢についてですが、業者等に新型コロ
ナウイルス感染症対策でこれまでのまん延防止対策と
して飲食を伴う事業者に休業補償、協力給付金がなさ
れてきました。その取組と成果、今後の課題について
伺いたいと思います。
　(2) 番目、政府の新型コロナウイルス感染症対策本
部は、ワクチン接種などを条件に行動制限緩和の基本
方針を決定し、11月をめどに実施するとした。状況
が変わりましたけれども、緊急事態宣言が９月30日
をもって解除されるということで政府決定を受けて、
改めて抑止策、対策はなお続くというふうに思います
けれども、今後の取組とか、あるいは方向性について
お願いをしたいと思います。
　(3) 番目は、新型コロナ感染症の影響による失業者
も増えている状況です。雇用環境はどうなっているの
か、県の対応、今後の取組を伺いたいと思います。
　来春卒業予定の学生、そして生徒の雇用環境をどの

ように捉えて、雇用確保の取組はどのようになされて
いるか伺いたいと思います。
　(5) 番目は、首里城再建計画ですか、事業計画内
容、そして進捗状況を伺いたいと思います。
　２番目は農林水産業の振興に関してですけれども、
森林病害虫防除対策について伺いたいと思います。
　松くい虫の被害木とおぼしき松が、国道58号読谷
村伊良皆や県道74号沖縄嘉手納線で見受けられるが、
県内はどのような状況か、対策を講じるべきではない
か伺いたいと思います。
　イ、天敵昆虫での防除策などの取組はどのように
なっているのか伺いたいと思います。
　(2) 番目、一昨年より生産農家を悩ませております
サツマイモ基腐病の感染は、そのほとんどが土産菓子
の原料であります紅芋であるということなんですけれ
ども、病害対策について、どのような取組がなされて
いるのか伺います。
　３番目は基地問題です。
　(1)、米軍は普天間飛行場内から放出されたＰＦＯ
Ｓを含む汚染水、独自のシステムで浄化し、安全なレ
ベルまで除去したということなんですけれども、宜野
湾市が採取して調査した結果、国の暫定指針の約13
倍の高濃度で検出をされたと。もう信頼が持てない。
米軍及び日本政府へ改めて立入りを求め徹底調査を要
求すべきであります。県の対応と今後の取組について
伺いたいと思います。
　(2)、米陸軍トリイ通信施設において、米軍ヘリに
よる兵士や鉄製の物体のつり下げ訓練が常態化してい
ます。トリイ通信施設の使用目的は通信施設であり、
ヘリ着陸帯は米国が示した環境レビューでも政府要人
や緊急時の医療活動のための管理着陸帯であり、訓練
ができる戦術着陸帯ではありません。県の見解と対応
を問います。
　我が会派の代表質問との関連については割愛をさせ
てください。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　仲宗根悟議員の御質問にお
答えいたします。
　３、基地問題についての御質問の中の (1)、ＰＦＯ
Ｓ等汚染水放出の対応と取組についてお答えいたしま
す。
　普天間飛行場におけるＰＦＯＳ等を含む水の取扱い
に関しては、日米間で協議が進められている中、米側
が一方的に公共下水道に放出したものであり、激しい
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怒りを覚えるものであります。このような中、去る９
月17日、沖縄防衛局に確認したところ、普天間飛行
場の地下貯水槽に残っている廃水を同局が県外に運搬
した上で焼却処分するとの説明がありました。沖縄県
は日米両政府に対し、ＰＦＯＳ等を含む水を基地外に
放出せず焼却処理すること等を強く求めていたところ
であり、今回の措置は一歩前進であると考えておりま
す。一方で、在沖米軍施設には依然としてＰＦＯＳ等
を含む汚染水が保管されていることから、米軍基地内
への立入調査を含め、引き続き市町村とも連携しなが
ら対応してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の (1)、休業要請の成果及び
課題についてお答えいたします。
　県では、飲食店に対し休業等の要請を行うととも
に、要請に応じていただくために巡回指導等を実施し
ています。その効果については、飲食関係の推定感染
が８月８日の週の236件から９月５日の週には68件
まで減少しています。要請に応じない事業者への対策
として、９月21日までに562店舗に事前通知を行い、
そのうち200店舗に休業等を命じる文書を交付し、店
名を公表しております。命令後も要請に応じない81
店舗については、特措法に基づく過料を科すよう裁判
所に通知しており、残る店舗についても書面の準備が
整い次第、順次通知する予定であります。
　県としては、これらの取組により、沖縄県対処方針
に基づき行ってきた飲食店等への要請の着実な実施及
び協力店舗との不公平感の解消が図られているものと
考えております。
　同じく１の (2)、行動制限緩和についてお答えいた
します。
　去る９月９日に、政府対策本部から、ワクチン接種
の進捗や標準的治療の普及により、感染拡大が生じて
も医療の逼迫等を通じて国民の命や健康を損なう事態
を回避することが可能となれば、日常生活の制限を緩
和し、感染対策と日常生活の回復に向けた取組を両立
することが可能との考え方が示されております。
　県としましては、行動制限の緩和等に当たっては、
感染状況のみならず、医療提供体制の負荷や変異株の
動向など様々な要素を考慮し、国との調整や専門家等
の意見も踏まえた上で、ワクチン未接種者の状況にも
配慮しながら方針を検討する必要があると考えており

ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の (3)、新型コロナウイルス感
染症の雇用環境への影響と県の対応等についてお答え
いたします。
　県内の雇用環境は、新型コロナウイルス感染症の長
期化により、令和３年７月の完全失業率が４％台に上
昇し、有効求人倍率も１倍を下回る状況が続くなど、
厳しい状況にあると認識しております。そのため、
県では、雇用調整助成金の活用促進や県独自の上乗せ
助成を行うとともに、就職困難者等への再就職支援や
新規学卒者に対する相談体制の強化など、雇用の維持
と求職者の早期就職支援に取り組んでいるところであ
ります。引き続き感染状況や雇用情勢等を踏まえなが
ら、沖縄労働局等の関係機関と連携し、県民の雇用を
守るための各種施策を推進してまいります。
　同じく１の (4)、来春卒業予定の学生や生徒の雇用
環境と雇用確保の取組についてお答えいたします。
　沖縄労働局によると、令和３年７月末現在における
新規高卒者の求人倍率は1.08倍で、前年同期と比べ
0.25ポイント上昇したものの、企業の求人数は、感染
拡大前の約６割の水準にとどまっており、新規学卒者
の雇用環境は厳しい状況にあると認識しております。
そのため、県では、新規学卒者に対する相談体制の強
化や合同企業説明会の追加開催など、支援の強化を
図ってきたところであり、引き続き関係機関と連携し
ながら、新規学卒者の就職促進に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について (5)、首里城復元の進捗等についてお答えい
たします。
　国の首里城正殿等の復元に向けた工程表では、首里
城正殿について、令和２年度早期に設計に入り、令和
４年中には本体工事に着工し、令和８年までに復元す
ることを目指すこととなっております。令和２年度
は、国において首里城正殿の基本設計や仮設道路の整
備が行われており、令和３年度は、実施設計及び木材
の調達等に取り組んでいるとのことであります。県に
おいても、木材調達の手続等、早期復元に向けた取組
を行っているところであります。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○農林水産部長（崎原盛光君）　２、農林水産業の振
興についての (1) のア、松くい虫被害状況と防除対策
についてお答えします。
　松くい虫被害量は、保安林等の公益的機能の高い松
林を中心に重点的な防除対策を行った結果、県及び市
町村の調査によると、令和２年度で647立方メートル
で、被害のピークとなった平成15年度の４万3980立
方メートルと比較して、約98％の減少となっており
ます。防除効果が現れているものと考えております。
しかし、近年、読谷村及びうるま市から宜野座村にか
けての一部地域では、被害が増加傾向にあります。こ
のため、県では、一括交付金による沖縄型森林環境保
全事業等を活用し、関係市町村と連携して、幹線道路
周辺や景勝地等の松くい虫防除に取り組んでまいりま
す。
　同じく２の (1) のイ、天敵昆虫等を用いた防除につ
いてお答えします。
　県では、松くい虫防除技術について、天敵昆虫を用
いた防除技術の開発、抵抗性リュウキュウマツの選抜
などを実施しております。防除技術については、沖縄
在来の天敵昆虫の中から１種類を選定し、人工増殖技
術を開発したところであり、今後は、散布手法や効果
を検証する必要があります。抵抗性リュウキュウマツ
については、遺伝的多様性を確保するための追加選抜
や増殖を行っているところであります。
　県としましては、引き続き松くい虫防除技術の確立
に向けて取り組んでまいります。
　同じく２の (2)、カンショの基腐病に関する防除対
策の取組についてお答えいたします。
　基腐病に関する防除対策の取組については、関係機
関による対策会議等の開催や県内各地域で展示圃を設
置し、今年３月に新規登録された農薬による防除効果
試験、輪作や栽培環境の改善試験等を実施していると
ころであります。また、昨年度からは、かんしょ優良
種苗供給体制整備事業により、組織培養を用いた健全
苗の供給体制も強化しているところであります。
　県としましては、引き続き国や関係機関と連携して
防除技術の開発に取り組み、蔓延防止に努めてまいり
ます。
　以上であります。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　３、基地問題について
の (2)、トリイ通信施設での訓練に対する見解と対応

についてお答えいたします。
　平成24年に発表されたＭＶ22オスプレイの環境レ
ビューによると、トリイ通信施設の着陸帯は、給油や
人員輸送、ＶＩＰ移動及び緊急医療活動が行われる管
理着陸帯とされていると承知しております。米陸軍ト
リイ通信施設周辺は、多くの住民が生活する地域であ
り、周辺海域は、漁業者が利用する海域であります。
また、読谷村では過去、つり下げ訓練による物資落下
事故やパラシュート降下訓練による死亡事故が発生し
ており、住民感情への十分な配慮が必要と考えており
ます。このことから、県は、昨年10月に岸防衛大臣
に対し、住宅地域に隣接する着陸帯の使用中止等を含
め、米軍演習の在り方を見直すよう求めたところであ
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　よろしくお願いします。
　松くい虫の蔓延の件からお願いしたいんですけれど
も、部長の説明がありました。全県的な広がりがある
のかな、昨日照屋大河県議からもありましたように、
初めて久米島にも発見されたといって、国指定の天然
記念物ですか、五枝の松に及ばないような対策をぜひ
講じていただきたいというふうに私からも思っていま
す。
　読谷村及びうるま市石川から宜野座村にかけて被害
が見受けられるというお話があったんですけれども、
58号を通りながら、北谷町の通称国体道路と呼んで
いる道路があるんですけれども、そこから北谷町の上
勢頭ですか、ここを見回すと、松くい虫にやられた被
害木とおぼしき松があるんですよ。ですから、恐らく
中部一帯というんでしょうか、いろんなところに広が
りつつあるのかなと思っています。国道58号と言い
ましたけれども、また県道６号の波平地域の街路樹も
やや黄色みがかっているような感じがして、被害木か
なと。完全に被害木だと認識できるような木が１本あ
るんですよね。ですから、恐らく広がっていく可能性
があるのかなと。
　この前段にかなりの本数で街路樹があるんですけれ
ども、１本被害木が見受けられた場合に、残りの木の
防除策というんでしょうか、そういった対策というの
は、先んじてできないものかどうか、その辺のところ
はいかがでしょうか。もう忍びなくて、枯れていくの
が。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時36分休憩
　　　午後４時36分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　まず先ほどの県全体
の被害状況なんですけれども、年間の被害量を見ます
と、平成30年で1234立米、令和元年で700、令和２
年で647ということにはなっておるんですが、中南部
が、一部地域がやはり広がっている傾向がありまし
て、逆に言いますと、北部地域は十分下がっていると
いう状況でございます。
　それから、被害がまだ確認されていないところも含
めた予防効果といいますか―ことにつきましては、
薬剤予防散布もしくは伐倒駆除、樹幹注入等行ってお
りますので、中で一部可能かなというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　皆様から頂いた資料を拝見しまし
た。そこで、るるいろいろ過去の被害状況ですとか対
策してきましたというのが綴られているんですが、今
後の対策実施の中に非常に気になるなと思ったのが、
保全すべき松林を中心とした重点的な防除対策を実施
するというくだりがあるものですから、皆さんが考え
る中心的なその重点的なところと、そうじゃないとこ
ろがありますと読み取れるんですが、この件に対して
はどのようにお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　沖縄型森林環境保全
事業につきましての目的をまず。沖縄県の観光文化資
源として重要な自然や景観で形成している森林を病害
虫等から守るということを目的としておりまして、要
件としては、議員おっしゃったそれ以外に、幹線道路
から200メートル以内の景観木等を対象とするという
ことになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　やはり観光立県ですし、非常に観光
客もよく通る道筋なんですよ。そこで枯れていく松を
見ていくと非常に忍びないなという思いがいたしま
す。ぜひ対策を講じて食い止める、そして被害が拡大
しないような対策を取っていただきたいというふうに
思います。よろしくお願いします。
　あと、この基腐病なんですけれども、部長、今もち
ろんコロナがあって土産品店がそう動かないと。芋の
在庫を抱えている時期ではあるというようなお話では

あるんですけれども、それにしてもやはり病害虫に対
する対策というのは取らなくてはいけないと思ってい
るんですね。この基腐病というのは残渣―その残っ
ている畑で繁殖しながらいると。芋を掘った後に取り
除きさえすれば、そこに自然に生息はしなくなると。
キビ作に替えてくださいというところで今指導がある
ようなんですけれども―中国でも稲作に替えながら
やると効果が現れたというようなことらしいんです
が、今対策としてそういうレベルの対策でしか農家に
は行っていないのか、有効な特効薬というのが今準備
中なのかどうなのか、その辺のところはいかがなんで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時41分休憩
　　　午後４時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（崎原盛光君）　カンショの基腐病に
ついては大変難しい病気だなというふうに考えており
ます。しかしながら、最近は農薬等も登録されました
ので、それ含めて各地域に今展示圃を打っておりまし
て、総合的にどのようにして防除していくかを関係者
共々今一緒にやっていきたいなと思います。
　まず、登録されている農薬ではＺボルドー水和剤、
ジーファイン水和剤、それからベンレート水和剤等と
なっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　この辺のところも農家が待ち望んで
いますので、ぜひ対策を講じていただきたいというふ
うに思います。よろしくお願いします。
　あとＰＦＯＳの件なんですが、今回の件は本当に２
つ、やはり検証すべき―立入調査もそうなんですけ
れども、協議中に放出をするという、現地司令官命で
簡単にできるというような内容が新聞紙上にもあるん
ですけれども、その辺のところも含めて、やはりしっ
かり処理して放出したんだと、流したんだと。ところ
が、結果は宜野湾市の示した結果ですよね。そういっ
たことも含めてしっかりと検証をしながら―これど
うなんでしょうね。やはり防衛局を通してしか我々
県側の要求ですとか要望がいかないのか、改めてやは
りこれを含めての三者協ですか、県、米軍、国も含め
て、そういった形のをさせてくれと。もうこれは絶え
ず要求すべきだと思うんですけれどもいかがでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
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○知事公室長（金城　賢君）　ＰＦＯＳの処理につき
まして、沖縄防衛局に確認をしておりますけれども、
この処理につきましては、日米間で協議中であるとい
うことと、関係省庁間で現在調整を行っていると、今
後米軍とも緊密に協議しながら進めていきたいという
ふうなことをおっしゃっております。この米側による
今回の一方的な放出については、岸防衛大臣におかれ
ても、日米間で協議をしている最中に米側による処理
の一方的な放出は極めて遺憾であるということを踏ま
えて、ＰＦＯＳを含む水の処理について適切に処理が
なされるように日米間でしっかりと協議をしてまいり
たいということと、それから小泉環境大臣におかれま
しても、協議中に出されたことに対しては極めて遺憾
であるということと併せて、ＰＦＯＳなどを含む水の
適切な処理に向けて、環境省も引き続き関係省庁、そ
して沖縄県ともしっかりと連携をして進めていくとい
うことをおっしゃっているというふうに認識をしてお
ります。
　こうしたことも踏まえて、県といたしましては、日
本政府は無論米国、米軍に対してもＰＦＯＳの処理に
ついてしっかりと対応していただけるよう、しっかり
と申入れを行っていきたいというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　よろしくお願いします。
　あとトリイのつり下げ訓練についてですけれども、
部長、公室長、過去の事故の事例、投下訓練によって
トレーラーで少女が圧殺されるという事故も発生し
て、あの悲惨な事故というのが村民の記憶に根強く
残って、決して消え去ることはないんですよね。です
から、あの恐怖がいまだにあるものですから、つり下
げ訓練に対して敏感に考えてしまうという意味では、
このつり下げ訓練、ほか訓練というのはトリイでやる
べきではないというふうに、どうぞお力添えもよろし
くお願いしたいというふうに思います。
　あと最後に、首里城再建の件なんですけれども、
ちょっと質問の仕方がまずかったかなと思っているん
ですが、この際、再建に当たって、我々の文化遺産と
一緒に焼失してしまったその展示品については、どう
いう方向性でまた展示をしていこうという考え方があ
るのか、その辺お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　首里城正殿等での展
示計画につきましては、正殿等が国営公園の施設であ
ることから、国で策定することとなっております。首
里城復元に向けた技術検討委員会の中で、令和３年度

から公園全体の展示、収蔵、美術工芸品等の収蔵や保
護等について検討することとなっており、県も同委員
会の協力委員として連携し取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　ぜひ、県外で眠っていると言いま
しょうか、眠っていると言ったら語弊ですね。県外に
ある収蔵品というんでしょうか、そちらも寄贈をお願
いするとか、あるいは400年前に薩摩藩が侵攻によっ
て戦利品として首里城の中から持ち帰った作品もある
んですよね。これは王家の家紋も入っているしマーク
もついているというものが美術館に飾られているとい
うことですので、首里城再建の後はしかるべきところ
に返してもらいたいというような交渉の仕方もあるの
かなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　議員御提言の内容に
つきましても、国と協議、調整を重ねながら、その対
応について検討してまいりたいと思います。
○仲宗根　悟君　よろしくお願いします。
　ぜひ、返してもらいましょう。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　最後の質問になります。角度を変え
て質問しますのでよろしくお願いします。
　まず、沖縄振興開発特別措置法の原点について伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　昭和46年10月のいわゆる
沖縄国会で、沖縄振興開発特別措置法案が提案された
際、当時の山中総理府総務長官の同法案の趣旨説明に
おいて、県民への償いの心をもって事に当たるべきで
あるとの考えが示されました。そして沖縄県の地理的
事情、米軍専用施設・区域が集中すること等の社会的
事情等の特殊事情を踏まえ、沖縄振興策が実施されて
きました。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　その今、部長が述べられた目的に
沿ってこの50年間、これは目標を達成されたのか、
残された課題は何なのかお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　これまでの５次にわたる
沖縄振興計画等により、空港、港湾、道路等の社会資
本の整備が図られるとともに、新型コロナウイルス
感染症の拡大前の令和元年には、入域観光客数1016
万人、情報通信関連企業は累計で490社が新たに立地
し、就業者数は72万6000人、完全失業率は2.7％、有
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効求人倍率は1.19倍と着実に成果を上げてまいりま
した。その一方で、１人当たり県民所得の向上等はい
まだ十分ではなく、自立型経済の構築はなお道半ばに
あります。加えて離島の条件不利性、米軍基地問題な
ど本県が抱える特殊事情から派生する固有課題や子供
の貧困の問題、雇用の質の改善などの課題も残されて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時52分休憩
　　　午後４時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○渡久地　修君　（パネルを掲示）　今、答弁に１人当
たりの県民所得のことがありましたけれども、復帰後
の推移、全国順位、全国比また１位のところとの比較
についてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　１人当たり県民所得は、
復帰後の昭和47年の44万円、そして平成30年度では
239万1000円となっております。また、平成30年度
における所得水準の比較では、全国比では74.8％、
１位であります東京都との比較では、44.2％の水準
となっております。
○渡久地　修君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時53分休憩
　　　午後４時58分休憩
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　渡久地　修君。
○渡久地　修君　今、出されました県民所得、全国平
均の74.8％。１位の東京の44.2％。こんなに広がっ
ている。なぜ依然として50年間たっても改善されな
いのか、どうすればいいのかと。私はこれまでの振興
計画で、この振興予算などの本土還流を防いで県内を
循環して、県内の企業に蓄積され、家計に蓄積されて
県民所得に結びつくことが大事だということをずっと
指摘してきました。そこで沖縄振興予算のこれまでの
総額は幾らか。それからこの振興予算など県経済含め
て、本土への還流の実態について分かるのであればお
願いします。そして公共事業の県内発注と本土発注の
実態。この３つお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時59分休憩
　　　午後４時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　まず沖縄振興予算のこれ
までの総額という御質問でございます。
　昭和47年から令和３年度までに計上されました沖
縄振興予算、これは最終予算ベースの総額は約12兆
5854億円となります。
　それから、この沖縄振興予算がどの程度県外へ流出
しているかという御質問ですが、県民経済計算での県
内総生産等は加工統計ですので、どの程度流出してい
るかということを定量的に把握することは困難であり
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　公共工事の県内発注
分と本土発注の実態についてお答えいたします。
　沖縄県土木建築部発注の公共工事契約につきまし
て、令和２年度は、契約金額約449億円のうち県内業
者は約412億円、受注率は91.8％となっております。
　次に、沖縄総合事務局におきまして、契約金額
約403億円のうち県内企業は約251億円、受注率は
62.2％となっております。
　次に、沖縄防衛局においては、契約金額472億円の
うち県内業者は約255億円、受注率は53.9％となって
おります。
○渡久地　修君　農林は言わないのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時２分休憩
　　　午後５時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（島袋善明君）　農林水産部所管の公
共工事につきましては、142億円のうち県内発注が
100％となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時２分休憩
　　　午後５時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　渡久地　修君。
○渡久地　修君　今の答弁をこのパネルにしてみまし
た。（パネルを掲示）
　沖縄県は土建部が91.8％、農林水産部100％、総合
事務局が県内企業が62.2％、防衛局53.9％。私たち
は辺野古新基地は反対していますけれども、それは発
注状況がどうなっているかということで示してみまし
た。この振興予算などが、県内にどれだけ循環してい
くかということが県民所得向上にとても大事だと私は
思います。
　県はこれまで循環型経済について調査していますよ
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ね。それについて、県内循環型をどうしていくのかと
いう点での取組についてお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　経済循環率を高めるため
には、県内で生産可能な製品や提供可能なサービスは
可能な限り県内で調達できるよう、県内企業の稼ぐ力
を強化し、獲得した所得を地域内に循環させること、
これが県全体の経済活性化、それから県民所得の増加
にも寄与するものと考えております。
　経済循環を高めるため、また県内需要や自給率等を
勘案し、県内産業の比較優位性や県内需要の規模、県
内産業の供給能力等に応じた対策を講じていきたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　皆さんが今年３月に出した経済循環
向上に向けたこれ、とても評価しているんですけれど
も、これぜひ頑張っていただきたいと思います。
　それで今日ここで取り上げたいのは、土建部が
91.8％、農林100％と頑張っているんだけれども、こ
れが果たして県民の所得向上、暮らし向上にどれだけ
結びついているのかということを議論したいんです
が、これが還元されていないんじゃないかと。いわゆ
る５割、６割が労働者のところに届いていないんじゃ
ないかというような指摘があるんです。それについて
は、皆さんどう答えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時５分休憩
　　　午後５時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　県におきましては、
工事受注者に対し、下請契約に際して県内企業の優先
活用を要望するとともに、下請契約及び下請代金支払
いの適正化等について遵守するよう指導しているとこ
ろであります。また労務単価の改定と建設業界に対し
て賃金の水準の適正化等についても、積極的な対応を
お願いしているところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　これ僕はとても評価しているんで
す。県内企業発注がほぼ100％。これはすごいことで
す。しかしこれが県民の家計、所得向上にぜひ結びつ
いてほしいと。先ほども質疑があったけれども、その
ためにできたのが公契約条例だと僕は思うんです、公
契約条例。これは沖縄県の優れた事例だと僕は思うん
だけれども、これは発注された公共工事が元請もしっ
かり、元請、下請、孫請そしてそこで働いている労働

者もしっかり適正に配分を受け取るというものだと
思うんだけれども、しかし末端の労働者には50％、
60％しかいっていませんよという指摘があるんです。
だからここを改善しなければならない。だからこの公
契約条例をしっかりと適用してやるべきだと思うんで
すけれどもいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時８分休憩
　　　午後５時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　県としましては、建
設労働者の確保育成のために適正な賃金水準の確保が
重要と考えており、最新の設計労務単価を用いた予定
価格の設定、入札における最低制限価格制度の実施等
に取り組んでおります。また、国は建設業の給与上昇
に向けた取組として、「労務費見積り尊重宣言」促進
モデル工事の試行を行っており、県としましても、国
の事例や関係業界団体の意見も聞きながら、試行工事
の実施を検討していきたいと考えております。引き続
き建設業の処遇改善に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、一番最初に出した県民所得で
すね、全国最下位。全然これ改善されない。しかし一
方ではこうやって頑張っているけれども、やっぱり僕
は全国最下位の所得向上に、公契約条例というのは切
り札になると大変期待しているんです。とても皆さん
の取組を評価している。しかし実態がこうなってい
る。これは、県が決意を持ってやれば実現できるんで
す。県の決意がとても大事なんです。だから再度はっ
きりさせていただきたいのは、沖縄県の県民所得は全
国最下位がずっと続いている。これから脱するという
決意でやらないといけない。公契約条例というのはそ
れを変えていく。僕は復帰後の最大の改革になると思
う。そして次期振興計画の大きな柱になると思うんで
す。だからこれは知事が決意を持ってやる。本当に実
効性あるものでやる。必要であれば条例改正も含めて
やらないといけないと。知事の決意がとても大事だと
僕は思うんですけれども、知事、決意を聞かせてくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄県では、条例の基本理
念に沿った施策を盛り込んだ取組の方針を策定してそ
の浸透を図るため、全庁的に現在取り組んでいるとこ
ろであります。しかし条例の運用について課題が出て
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くる場合には、担当部局にほかの自治体の取組状況な
どを調査研究させて、その上で第三者機関である契約
審議会の中でしっかり議論を行っていくことが大事で
あろうというように考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、第三者機関で議論するのも大
いに結構ですよ。しかしこの公契約条例というのは、
上からしっかりとしていかないといけないので、この
理念をしっかりと実行させると。それはしっかりとや
るということを知事が明確にして、この審議会にもか
けるということをやらないといけない。これは復帰後
の大改革になるし、次期振興計画の―来年スタート
ですよ。スタートでここをしっかりさせないといけな
いので、必要ならば条例改正が―必要なければ、こ
れで運用がうまくいくんだったらいいですよ、実効性
が担保できるんだったら。そうでなければ、必要なら
ばそれも含めて強い決意で臨むと。再度知事、お願い
します。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　公契約条例の内容について
は、これからもしっかりと研究し、できるだけ県民の
賃金所得の向上に向けたそのような検討も進めてまい
りたいというように、いろいろと調査研究をしていき
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　僕は所得向上に対して今、県が持っ
ている一番大きな切り札だと思う。だからそこはしっ
かりやってください。
　そして県民所得向上へもう一つ大きな問題。沖縄振
興特別措置法が始まってから格差是正が始まりまし
た。しかしこの50年間を見ると、政府は格差を縮め
るどころか固定化させているとしかなっていない。そ
の典型が最低賃金制度なんです。沖縄の県民所得は、
全国の74％、東京の44％。じゃ最低賃金制度という
のは、この50年間どうなっていたのかということで、
推移とそして一番低いところとの比較についてお願い
します。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　復帰の翌年である昭和48年における沖縄県の最低
賃金は128円、東京都は181.25円でその差は53円余
りとなり、東京都の70.6％の水準でした。復帰から
40年後の平成25年、沖縄県は664円、東京都が869円
でその差は205円、76％の水準となっております。
令和３年10月から適用される最低賃金ですが、沖
縄県は820円、東京都は1041円でその差は221円、

78.8％の水準となっております。
　以上でございます。
○渡久地　修君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時13分休憩
　　　午後５時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　渡久地　修君。
○渡久地　修君　先ほどあった今年沖縄は820円、東
京が1041円、その差は221円。格差是正どころか格
差はどんどん広がるばかりです。倍以上に広がってき
ている。これは沖縄振興特別措置法で始まった格差是
正、この趣旨に反していると思いますか、いかがです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　最低賃金の決定に当たっては、国の中央最低賃金審
議会において、各都道府県ごとに適用される地域別最
低賃金の賃金額の改定の目安が示され、沖縄労働局長
が諮問する沖縄地方最低賃金審議会が当該目安額を参
考にしつつ、沖縄県の地域別最低賃金を決定している
ところです。また、最低賃金法では、地域別最低賃金
は地域における労働者の生計費、賃金並びに企業の通
常の事業の賃金支払い能力を考慮して定めるものとさ
れております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　僕は沖縄振興特別措置法、この精神
に反しているんじゃないかと、格差です。格差は広が
るばかりです。幾ら頑張っても格差はこれでは縮まら
ない。ここに目をつぶってはいけない。ここを改善し
なければならないんです。
　最低賃金引上げというのは、世界の大きな流れに
なっていると思いますが、世界の状況が分かるのであ
ればお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　厚生労働省の資料によりますと、Ｇ７先進主要７か
国では、学生や年齢による適用除外の規定がある等違
いがございますが、イギリスとドイツ、全国一律の最
低賃金制度であり、アメリカとフランスは全国一律制
度と地域別、またはその地域職業別の併用の制度と
なっています。また、カナダは日本と同様に州別最低
賃金を採用しており、イタリアにあっては最低賃金制
度はございません。
　以上でございます。



─ 376 ─

○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　今、そちらが答弁した資料ではドイ
ツ、イギリス、フランスの最低賃金は幾らになってい
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時16分休憩
　　　午後５時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えします。
　議員すみません。円換算ではなくてその国の通貨で
……
○渡久地　修君　円換算はない。じゃ、いいよ。
○商工労働部長（嘉数　登君）　よろしいですか。す
みません。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　皆さんと同じ資料ですけれども、ド
イツが1139円、イギリス1183円、フランス1237円
です。そしてアメリカのバイデン大統領が今年４月、
アメリカ議会での施政方針演説で最低賃金15ドルを
実現しましょうと述べていますが、それについて承知
していますか。これお願いしたけれども、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　バイデン米国大統領は、今年の４月、上下両院合同
会議におきまして就任後初の施政方針演説で、最低賃
金を15ドルに引き上げようではないか、それから週
に40時間働いても、貧困水準を下回ったままで生活
する人がいてはならないと述べたことは、我々も報道
により承知しております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　最低賃金15ドル、円にすると幾ら
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　これは今年の９月28
日時点での為替レート、111.31円で換算しますと約
1670円になります。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　アメリカの議会で1600円に引き上
げようということがやられて、最低賃金15ドルを実
現しましょう。週に40時間働いても貧困ライン以下
の生活を送る人はいないようにしましょう。引き続
き、今こそ米財界や１％の富裕層に公平な負担を求め
るべきです。パンデミックで2000万人のアメリカ人
が職を失いました。同時に650人のビリオネアの純資
産が１兆ドル以上増加しました。アメリカの皆さん、

トリクルダウン経済は決して機能しなかったんですと
いうことを演説で述べているんです。最低賃金引上げ
というのは、世界の大きな流れになっています。
　最低賃金を引き上げるためには、中小企業への手厚
い支援が当然必要です。世界では、フランスが２兆
2500億円、韓国9800億円、アメリカ8800億円を中
小企業に支援して最低賃金を引き上げている。日本は
87億円です。全国知事会が全国一律最低賃金制度を
国に提言していますが、どのような提言をやっていま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　全国知事会では、令和２年の国の施策並びに予算に
関する提案要望におきまして、全国一律の最低賃金制
度の実現と、最低賃金の引上げによって影響を受ける
中小企業、小規模事業者への支援の強化を、また、令
和３年の同じく提案要望におきましては、最低賃金の
地域間格差の是正と中小企業等への支援強化を国へ求
めたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、全国知事会もこれを要求して
います。私たちは中小企業の社会保障負担の減免、
あるいは経済支援を行って全国一律1500円の最低賃
金をと提言していますが、知事にお尋ねしますけれど
も、この全国一律最低賃金制度、これは沖縄の格差是
正のためにも絶対必要だと思います。全国で一番所
得の低い沖縄の知事として、全国知事会も提言してい
る中小企業への経済支援、社会保障の減免とか経済支
援、これはセットで全国一律の最低賃金制度の実現
を、所得の一番低い沖縄で声を上げていくというのは
大事だと強く要求すべきだと思いますが、知事の決意
を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　繰り返しになりますが、全
国知事会では、令和２年、国の施策並びに予算に関す
る提案要望において、全国一律の最低賃金制度の実現
と最低賃金の引上げによって影響を受ける中小企業、
小規模事業者への支援の強化、令和３年も同じように
最低賃金の地域間格差の是正と中小企業への支援強化
を求めたところであります。最低賃金の引上げについ
ては、県民所得の向上に寄与することは間違いないこ
とではあるんですが、沖縄県としては、県内の中小企
業の体力を考慮しつつ、やはり全国知事会を通して、
引き続き最低賃金の地域間格差の是正、そして中小企
業の支援の強化を引き続き求めてまいりたいと思いま
す。
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○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　これは中小企業の支援と当然セット
であるべきなんです。これ全国一律のものをやると沖
縄のこの次期振興計画も相当大きく進むんです。だか
らこれは全国一律の最低賃金制度、沖縄がしっかり声
を上げることが大事だと思います。
　次に、振興計画２番目、この間のコロナ危機の中で
痛切に感じさせられたのが、命を何よりも最優先する
政治だと思います。医療、介護、保育、障害福祉、教
育などケアを支える。ここにもっと重点を置くべきだ
と思いますが、見解をお尋ねします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画（素案）
においては、各施策展開に通底する基軸的な基本方向
の一つとして、「平和で生き生きと暮らせる「誰一人
取り残すことのない優しい社会」の実現」を目指すこ
ととしております。中学校卒業までの医療費の窓口無
料化、感染症に備えた保健衛生、医療提供体制の充実
強化、福祉・介護人材の育成・確保、遠隔教育に対応
したＩＣＴ環境整備などを図り、子供から高齢者まで
の全ての県民が安全・安心かつ健やかに暮らせる社会
に向け取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、この米軍基地をなくしてこそ
沖縄経済が発展するということをずっと私たちは指摘
してきましたけれども、これについて見解をお聞かせ
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄県の米軍基地は、人
口が集中する中南部都市圏において、市町村面積の相
当の割合を占めるなど、市街地を分断する形で存在
し、計画的なまちづくりや交通体系の整備、産業基盤
の整備などの経済活動の制約になっているものと認識
しております。現在の基地返還後の跡地利用による経
済効果は、かつての基地経済の効果を大きく上回るも
のとなっており、今後、基地返還が進めば、さらなる
飛躍的な発展が期待できると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　順番入れ替えます。
　首里城復興について、取組状況についてお願いしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　県は、首里城正殿の
早期復元に向けて、首里城正殿の木材や赤瓦の調達及
び室内装飾の設計を実施するとともに、復元過程の公
開に必要な公園内施設の整備を行っております。火災

の再発防止に向けては、国や関係機関と連携し、首里
城公園の管理体制構築の検討を進めております。ま
た、首里城周辺地域の歴史文化遺産の整備、地域景観
の向上及び交通環境の整備に向けて検討を進めてお
り、国、那覇市及び地域と連携し、首里城周辺地域の
歴史まちづくりに取り組んでおります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、龍頭棟飾作成への壺屋陶器事
業協同組合の参加についてお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（島袋善明君）　令和２年７月に県で
策定しました沖縄県首里城復興基金の活用に関する方
針では、沖縄県内に蓄積、継承されている伝統技術を
積極的に活用するものとなっております。龍頭棟飾等
の制作に当たっては、県内の若手人材育成の観点も踏
まえ、壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者による
制作に向けて、国と連携し検討していきたいと考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　私は、首里城復元、復興については
一貫して県民参加、県民の力でということを言ってき
ました。これに壺屋陶器事業協同組合が参加すると
いうのは、僕は決定的な意義があると思うんです。こ
れは那覇市が戦後50年のときに出した冊子なんです
けど（資料を掲示）　戦争で灰じんに帰して那覇から
全部人は追い出されたわけです。誰もいなかった。と
ころが、移動が許されて1945年11月10日、産業復興
の名目で陶器製造産業先遣隊103名が壺屋に入域、翌
46年にその家族が来て、そして集落ができて、そこ
から戦後那覇の再建が始まったんです、壺屋から。だ
から、那覇の戦後の復興、沖縄の戦後復興は壺屋から
と言っても過言ではないぐらい。だから、この首里城
の復興再建にはこの壺屋陶器事業協同組合はぜひ参加
してほしいということを逆に県からしっかりと、ある
いは知事からしっかりと要請すべきだと僕は思います
が、知事、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　答弁も繰り返しになります
けれども、この龍頭棟飾の制作に当たっては、沖縄県
首里城復興基金の活用に関する方針により、沖縄県内
に蓄積、継承されている伝統技術を積極的に活用する
ものというようになっております。壺屋陶器事業協同
組合を含む県内技術者による制作に向けては、国と連
携して検討していきたいというように考えておりま
す。
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○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に新型コロナに対して、解除の方
針が出されました。これはこの間の教訓から、今気を
緩めると大変なことになるよということなんだけれど
も、やっぱり第６波に備えるということが今の最大の
課題だと僕は思いますが、これいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　第５波において、
これまでにない感染の急拡大を受けまして、病床の確
保及び効率的な運用、入院待機施設の確保、それから
宿泊施設の拡充やその効果的な運用、また自宅療養の
健康観察体制の強化などに取り組んできました。この
経験を踏まえまして、コロナ感染の第６波が発生した
際にも速やかに対応できるように、必要な医療体制を
維持強化してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　私たちは医療体制で臨時の医療施設
を急いでということで提案してきましたけれども、
臨時の医療施設というのはいろんなやり方があるん
です。まず場所については、病院の駐車場、敷地内と
か、施設内とかあるいは体育館という場所の選定が、
そして中身は、新規に感染した軽症者、中等症Ⅰの
方々をそこに収容するという考え方。あるいは、入院
している人たち、重症病棟で入院しているが回復期に
向かっている人たちをそこに収容して病院を空けて、
そこに新規の方々が入れるようにすると、いろんなや
り方あると思うんだけれども、これは今から準備しな
いといけないと思う。一番は、自宅療養者をなくし、
死亡者をなくすこと、そして病院の負担を軽くすると
いうことだと思うんですけれども、これを急いで整備
すべきだと思いますが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員おっしゃいま
すとおり、医療機関の負担を軽減するということと、
それから自宅療養者を可能な限り少なくするという意
味で、その医療体制を強化することは非常に重要だと
思います。臨時の医療施設については、現在入院待機
ステーションについてそれを設定しているところでは
ございます。今後の拡大を踏まえまして、その臨時の
医療施設の必要性については認識しているところでご
ざいますので、まずは入院待機ステーションとしての
臨時医療施設を確保・維持し、看護師等の確保も、そ
れから医師等の確保についても取り組むとともに、入
院待機ステーションを拡充することで、臨時の医療施
設の体制を充実させたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。

○渡久地　修君　これは今から急いでやってくださ
い。そして、これをずっとやったときに、皆さんから
一番困難だと言われたのが看護師が確保できないとい
うことだったんですよ。それで現在の看護師の数と県
の看護師の確保目標についてお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　平成30年の12月末
の看護職員数については、２万327名でございます。
県のほうでは、看護職員の需給推計というのをしてお
りまして、その中では令和７年時点の看護職員数とし
て、需要数は２万3158人と推計しているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この確保目標というのは、コロナ以
前なんですよね。このコロナを受けて、この間の看護
師の確保が大変だという教訓を踏まえて、この目標い
わゆる需給推計を至急、大幅に見直さないといけな
い。この見直しぜひやってください。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　医療計画等の策定
等の際に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時を
想定した専門人材の確保等の観点から、実情に応じた
看護職員数を検討していく必要があるというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　大幅に見直すんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これは沖縄県の
ナースセンターが実施している看護職員施設調査など
を活用して、まずは地域の実態も把握する必要がござ
いますし、今回のコロナの経験も踏まえまして推計す
る必要があると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　ぜひこれ見直してください。これ見
直さなかったら、この教訓は何だったのかということ
になるので、大幅見直しをぜひやってください。
　そして今回もう一つ大きな課題になったのが、看護
師はいるけれども、レッドゾーンで対応できる看護師
の育成。それが大きな課題になったと思うんですけれ
ども、やっぱり第６波に備えて、いろんな看護師の組
織とかあるいは各医療機関、病院とも連携して、県と
しても協力して至急、今からこのレッドゾーンで対応
できる看護師を育成していく必要があると思います
が、それはどうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　感染者に接する業
務を担う看護師のことをレッドゾーンに入って勤務さ
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れる方というふうに申し上げますと、その中で、看護
業務をされている方というのは、現在はその受け入れ
ている病院の看護師、経験のある看護師たちが即戦力
となって頑張っているところでございます。
　県のほうでは、感染管理認定看護師という研修を看
護協会に委託しておりまして、そういう中でまずは専
門家、感染管理認定看護師の養成についても力を入れ
ていきたいと思っております。そういう方々が指導
者、指導的立場になって看護師のそういう訓練等にも
寄与できるものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　これ急いでください。
　それとあと緊急事態が解除されますよね。その際に
今行っている来県者の出発地でのＰＣＲ検査というの
は、これはどうなるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　搭乗前モニ
タリング検査を含め、搭乗等に際し、ＰＣＲ等検査の
陰性判定あるいはワクチン接種完了の確認を必要とす
る制度の創設、また制度創設までの間、当分の間、10
月以降の当面の検査の継続につきましては、８月に西
村経済再生担当大臣に知事から要請を行っていたとこ
ろであります。また昨日、知事から西村大臣に電話で
10月以降の継続について要請を行っておりまして、
それに対応する形で、西村大臣からは沖縄路線のみを
対象として、10月31日まで延長する方向で検討して
いるとの回答を受けたということにつきましては、先
ほど知事から答弁差し上げたところでございます。今
後、行動制限の段階的な緩和等に応じ、県外との人の
往来が増加することも見込まれる中、再度の感染拡大
を防止するためには、抑止するためには、ワクチン接
種や出発地における事前の検査がより重要となってい
ることから、引き続き搭乗前検査の制度化について、
国に対してその実現を求めてまいりたいと思います。
○渡久地　修君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時37分休憩
　　　午後５時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　搭乗前モニ
タリング検査につきましては、10月31日までの継続
について、その方向で検討しているとの回答があった
ということです。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　ぜひこれ実現させてください。
　そして、ＰＣＲ検査というのはとても大事だと思う

んです、これから余計。それで、沖縄県のＰＣＲ検査
の実績、全国順位、そして県独自のＰＣＲ検査の実績
についてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　厚生労働省が公表
している資料によりますと、令和２年１月から令和３
年９月26日までの都道府県別の検査数を人口当たり
で比較した場合に、沖縄県は全国で３番目に多いこと
になっております。これは、いわゆる行政検査及び保
険診療検査の分でございます。それから、県がやって
おります検査事業もさらに加えますと、これは総数で
申し上げてよろしいですか。４月から９月までの総数
で73万5693件ということで、１日当たり大体4156
件ということになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　皆さんからもらった資料で、この行
政と保険診療検査が幾らで、そして県独自の検査が幾
らで、県独自の検査は行政、保険検査の何倍になりま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時39分休憩
　　　午後５時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県独自の検査事業
としまして、令和３年４月以降の実績で申し上げる
と、合計で51万6708件、それから行政検査及び保険
診療検査の実績は21万8985件ということになってお
りますので、比較しますと県独自の検査事業が行政
検査や保険診療検査のトータルの2.3倍ということに
なっております。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　今、専門家もみんなが指摘している
のは、落ちついた今こそ、とても大事なんだよという
ことを言っているんです。そこで一番大事なのがこの
検査、そしてワクチンの促進なんです。特に検査。だ
からいささかも検査はおろそかにしてはいけない、逆
に増やさないといけないと僕は思うんだけれども、そ
の辺について、ＰＣＲ検査はしっかりと拡大していく
ということをやってほしいと思いますが、いかがです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御指摘のとおり、この
ＰＣＲ検査は、実はこれからワクチン、検査のその
セットの取組を進めていく中にあって、ワクチンを打
てないという方々に絶対に不公平感があってはいけな
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いということで、ＰＣＲ検査の拡充はこれは当然の方
向性で考えるべきだと思います。今般、誰でも安価に
検査が受けられる体制に加えて、沖縄市の県総ではド
ライブスルー型で、濃厚接触ではないかという方には
行政検査でＰＣＲ検査を行っておりますし、また北谷
町にも民間業者でＰＣＲの検査ができる検査場をオー
プンしています。そのように恐らくこれからもニーズ
によって、県民の皆さんがしっかりと安全・安心に暮
らしていける体制のためには、なおそのように拡充を
していく方向も重要であるというように認識していま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、もう一度お聞きしたい。今度
緊急事態が切れますよね。それで今とても大事なのは
―やっぱり県民が協力して感染を抑えてきたという
側面もあると思うんです。だからそこをしっかりしな
がら、しかしこれは絶対に油断できない、恐ろしい感
染症なんですよということと、県も医療体制、ＰＣＲ
検査体制とかもしっかり万全を期してこれからやるの
で、県民の皆さんも絶対油断することなく、感染対策
をもっとしっかり取って、ぜひ一緒になって封じ込め
るためにやってほしいということを、明確な強いメッ
セージを知事から最後お願いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　昨日、対策本部会議を開催
いたしまして、10月１日からは感染拡大抑止期間に
するということで、なお県民の皆様にはあとしばらく
の頑張りを続けていただきたい。そして、数値が改善
傾向になり、医療提供体制も安定をし、レベルが第２
段階まで、しっかり落ちついたという状況になればさ
らに経済も加速化することができるということも、多
くの方々がそれを待ちわびていると思います。そのた
めにはしっかりした検査体制と日々の感染防止対策に
取り組むこと、これが肝でございますので、今後とも
県民の皆様の御協力と御理解をお願いしていきたいと
思います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　県の皆さんもそして医療機関の皆さ
んも本当に一生懸命、寝ずの大頑張りをやっていただ
きました。本当にありがとうございます。しかし、こ
れからが勝負だと専門家も言っていますので、今油断
したらもう駄目だということで、ぜひしっかり、対策
を強化していただきたいということで終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって通告による一般
質問及び議案に対する質疑は終わりました。

　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　決算については、９月10日の議会運営委員会にお
いて17人から成る決算特別委員会を設置して審議す
ることに意見の一致を見ております。
　よって、ただいま議題となっております議案のう
ち、乙第22号議案及び認定第１号から認定第24号ま
でについては、17人の委員をもって構成する決算特
別委員会を設置し、これに付託の上審査することにい
たしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選
任については、委員会条例第５条第１項の規定により
お手元に配付してあります名簿のとおり指名いたした
いと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配付し
てあります名簿のとおり選任することに決定いたしま
した。

〔決算特別委員名簿　巻末に掲載〕

○議長（赤嶺　昇君）　ただいま決算特別委員会に付
託されました議案を除く甲第１号議案、乙第１号議
案から乙第21号議案まで及び乙第23号議案について
は、お手元に配付してあります議案付託表のとおりそ
れぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

〔議案付託表　巻末に掲載〕
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時46分休憩
　　　午後５時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第３　陳情第194号の２及び第198号から第
201号までの付託の件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情５件のうち、陳情第194号の２及び
第198号から第200号までについては米軍基地関係特



─ 381 ─

別委員会に、第201号については新沖縄振興・公共交
通ネットワーク特別委員会にそれぞれ付託の上、審査
することにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、明30日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時48分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員　　仲　　村　　家　　治

会議録署名議員　　仲 宗 根　　　　　悟
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32　番　　座　波　　　一　君

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日の会議において設置されました決算特別委員
会の委員長から、同日の委員会において決算特別委員
長に大城憲幸君、同副委員長に比嘉京子さんを互選し
たとの報告がありました。　

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　甲第３号議案及び
甲第４号議案を議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕

　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
ミーウンチューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　令和３年第８回沖縄県議会（定例会）に追加提出い
たしました議案について、その概要及び提案の理由を
御説明申し上げます。
　甲第３号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予
算（第16号）」は、新型コロナウイルス感染症に係る
県独自措置への移行を踏まえ、10月31日までの飲食
店等に対する営業時間短縮要請等に協力していただ
いた事業者への感染拡大防止協力金として、131億
5392万円を計上するものであります。
　甲第４号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予
算（第17号）」は、新型コロナウイルス感染症に関連

した感染症対策及び経済対策として、135億8897万
7000円を計上するものであります。
　なお、甲第３号議案につきましては、先議案件とし
て今月中での御審議、採決を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。
　以上、追加提案いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく
お願いいたします。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニ
フェーデービル。
　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　この際、念のため申し上げま
す。
　甲第３号議案及び甲第４号議案に対する質疑につ
きましては、昨日の議会運営委員会において確認され
た質疑の方法等に従って行うことにいたします。
　この際、申し上げます。
　本日の質疑の順序につきましては、１番の照屋守之
君を２番に、２番の下地康教君を１番にそれぞれ変更
したいとの申出がありましたので、変更いたします。
　これより質疑に入ります。
　甲第３号議案及び甲第４号議案に対する質疑の通
告がありますので、順次発言を許します。
　下地康教君。
○下地　康教君　議長、休憩お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時３分休憩
　　　午前10時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

説明のため出席した者の職、氏名
知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君
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総 務 部 長　　池　田　竹　州　君
企 画 部 長　　宮　城　　　力　君
子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん

保 健 医 療 部 長　　大　城　玲　子　さん
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長　　知　念　弘　光　君　
次 長　　上　原　貴　志　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君
課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君

主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君
政 務 調 査 課 副 参 事　　中　村　　　守　君
主 幹　　嘉　陽　　　孝　君
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○下地　康教君　宮古地区選出、会派沖縄・自民党の
下地康教でございます。
　早速質問に入らせていただきます。
　感染警戒レベルによる感染状況を伺うところなんで
すけれども、本県における感染状況は、警戒レベル判
断指標８項目中、療養者数と新規感染者数はいまだ最
高レベルの第４段階となっています。国の指標におい
ても、重症者用病床占有率と入院率はレベル４の段階
であります。県は今回、独自の段階的緩和措置を補正
予算で計上しておりますけれども、国とどのような協
議が行われ、今回の段階的緩和措置に至ったのか、そ
の調整過程を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県は、日頃から国
に対して日々の感染状況や医療提供体制を報告するな
ど、緊密に連携をしているところでございます。加え
て、厚生労働省との定期的なオンラインミーティング
では、緊急事態宣言解除の要件である指標の考え方の
確認を行いました。内閣官房に対しては、政府の基本
的対処方針に基づきまして、緊急事態宣言解除後も感
染の再拡大を防ぐために段階的な対策について調整を
したところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　次に、段階的緩和措置の内容につい
て伺いたいと思っております。
　今回の補正予算で、飲食店などを対象としたうち
なーんちゅ応援プロジェクトとして、131億5392万
円の予算が計上されております。そして支援期間を
10月１日から31日までの31日間としております。財
源は国からほぼ100％の補助金でありますけれども、
補助金である以上、実施期間を決定するに当たって、
国とどのような協議が図られたのか、その協議の中で
どのように支援期間が決定されたのか、それをお伺い
いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時６分休憩
　　　午前10時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県内の感染状況
は、県民及び事業者等の御協力によって解除できる水
準にまで減少傾向が見られたことから、解除となった
ところでございます。しかしながら、依然として療養
者数や新規陽性者数は高い水準で推移していることか
ら、予断を許さない状況が続いているということで、
措置は段階的に緩和する必要があるということでござ

います。この間、国と感染状況や措置内容等について
調整を進めておりまして、９月28日に発表された国
の基本的対処方針においては、１か月を目途に段階的
な緩和を講じることというものが示されたところです
が、この間、国の財源についても調整をしていたとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　今回の段階的緩和措置は、感染者の
減少傾向が確認された場合、前倒しをして解除すると
いうことも検討されているというふうに聞いておりま
すけれども、そこで解除に当たって、どのような手法
を持ってそれを判断するのか。具体的な解除の項目や
その根拠となる数字を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　28日に決定した沖
縄県の対処方針は、感染拡大を抑止し、医療、経済、
暮らしを回復させるための準備期間として各種対策を
講じることとしております。効果の目安としては、国
のステージ４に該当する新規感染者数が10万人当た
り25人未満を維持すること、それから入院者数等の
減少により、医療提供体制の逼迫が解消されることな
どが目安となると考えております。
　これらの目安が順調に維持できておれば、前倒しで
の解除も検討する、ただし、再び感染拡大が見られる
ときには、リバウンドを防ぐために強い対策を講じる
ということで、考えているところでございます。
○下地　康教君　ごめんなさい。休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時８分休憩
　　　午前10時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　下地康教君。
○下地　康教君　ワクチンの接種が高齢者や現役世代
で11月頃までに８割に達すれば、経済活動がかなり
回復するというふうな見通しがありますけれども、ワ
クチンの３回目接種や接種済証の活用対策、そういっ
たものはどのように考えているのかお伺いしたいと思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時９分休憩
　　　午前10時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ワクチンの接種に
ついては、感染予防の切り札になるというふうに考え
ておりますので、県の方針によりまして、10月末ま
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でに１回目の接種が全人口の70％以上ということを
県としては目指し、市町村と協力して加速化に取り組
んでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　ワクチンの接種証明などを活用し
て、経済的活動を活発化させるというふうに検討する
としておりますけれども、この県庁内にワーキンググ
ループを立ち上げて、その進め方を検討するというふ
うな報道がありました。今回、その補正の中にその対
応費というのは入っているのでしょうか。入っている
なら、いるというふうに答えていただきたいと思いま
す。イエスかノーで。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　議員おっしゃってい
るとおり、ワクチン接種・検査陰性証明書の活用につ
いては、県庁内であるいは経済界交えたワーキンググ
ループ等で議論しております。ただその活用に当たっ
ては、今回その補正を伴うようなことがございません
ので、今回の補正には計上しておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　今回の第５波での感染対策に係る課
題や経験値、そういったものが今後予想される第６波
に備えてどのように生かされるのか。その具体策があ
れば教えていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回、デルタ株へ
の置き換わり等により急拡大した県内の感染状況も継
続的な改善が見られたことから、本日をもって緊急事
態宣言が解除されます。しかしながら、いまだ新規陽
性者数は多く、予断を許さない状況であることから、
これからの１か月間を経済活動再開に向けた感染拡大
抑止期間として、取るべき措置を県対処方針として決
定したところでございます。この間、一時待機ステー
ションの設置であるとか、カクテル療法の導入、それ
から自宅療養における健康管理体制の強化、それから
宿泊療養施設のさらなる新設ということで、各種取り
組んできたところでございまして、これをさらに強化
してまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　次に、保護者の感染による子供の養
育対策について伺いたいと思います。
　子供の感染状況には、３つのパターンがあるという
ふうに思っております。１つ目は、子供だけが感染す
るパターン、２つ目は、親子共に感染するパターン、
それと３つ目は、親だけが感染するパターンがあると
思いますけれども、それぞれのケースにおける子供た

ちの感染対策を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時12分休憩
　　　午前10時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　親子で感染する、
あるいは親が感染する、子供だけ感染するという事例
は多々生じているところではございます。多くの場合
は、家族で感染する場合には、自宅で療養していると
いう実態が多いかと思われます。ただ、この感染症に
ついては、急に症状が悪化するということもございま
すので、特に小児について感染がある場合には、でき
るだけ小児病床において療養ができるような体制を
取れるように、県としても小児科の先生方と議論を進
めているところでございまして、実際にコーディネー
ターとして入っていただいている状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　子供たちが感染するそのリスクと
いうのは、やはりワクチンが打てないということで非
常に高いというふうに思いますので、その療養環境を
しっかりと整えていただきたいと考えております。
　最後に、この厚生労働省では児童福祉部門と衛生部
門が連携をして、市町村ほか関係施設で役割分担を検
討することになっていますけれども、その子供たちの
医療体制、県としてはどのような具体的な対策を講じ
ているのか、それを伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　保護者が
新型コロナウイルス感染により入院が必要となり、
子供の預かり先がない場合は、関係部局と情報共有の
上、当部において一時保護を行っております。また、
一時保護中は、県職員と居住地の市町村職員が１日３
交代で子供の養育、観察に当たっているところでし
て、関係部局、市町村、共に連携して当たっていると
ころでございます。
　以上でございます。
○下地　康教君　ありがとうございました。
　特にやはり子供たちの療養に関しては、しっかりと
その対策を取っていただきたいと思っています。
　どうもありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時15分休憩
　　　午前10時16分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　おはようございます。
　それでは補正予算に対する質疑を行います。
　緊急事態宣言を解除し、県独自の措置を決定して補
正予算を提案しております。まず、その経緯について
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　緊急事態措置に関
する都道府県の解除につきましては、国において決定
するものとなっております。県はこれまで、国に対し
て感染状況の説明や、国が示した医療の逼迫に関する
指標の報告などを行ってまいりました。この結果、国
は９月28日に感染状況や医療提供体制、公衆衛生体
制に対する負荷の状況について分析、評価を行い、沖
縄県を含む全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当
しないと判断し、９月30日をもって緊急事態措置を
終了する決定をされております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　29日、新聞にこれ県判断に不信の
声、そして私ども自民党の呉屋議員がやっぱりワクチ
ン接種証明書を発行して、あるいはＰＣＲ検査を受け
て、あるいはまたしっかりコロナ対策をやっていると
ころを重点的にそういうふうな形で対応しながら、こ
れはやっぱり宣言解除と同時に間髪入れずに導入すべ
きだったということを指摘しておりますけれども、私
もやっぱりこれだけ半年間も緊急事態宣言が続いて、
もう県民は非常に厳しい状況、じゃワクチンを接種し
た人もＰＣＲ検査を受けた人も、きちっとコロナ対策
をやっている飲食店、企業も今のやり方では同列じゃ
ないですか。ですから、そういうふうなことを含め
て、この経緯の中で、そういうことをどう検討された
のか、ちょっと教えてもらえませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時18分休憩
　　　午前10時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　沖縄県におきましては、この感染者の数それから療
養逼迫の度合いなど、国が示しました体制を日々、９
月に入りまして注視しておりました。当初、実効再生
産数0.8で下がるものと見ていたものが、実効再生産
数0.7で、この９月の第３週以降は0.7も下回るような
状況になっておりまして、そういった状況をまずしっ
かり見ていって国に対して逐次報告をさせていただい
たというところです。それから、９月２日に経済団

体会議と話をしまして、0.7でいった場合にはどの段
階でという形で、一定程度の目標なども見通しを示し
ておりましたけれども、そういった段階になりました
ら、段階的な解除ということでやりますよと、スター
トしますよという話はしました。そういった中で、
25日、26日の土日の大規模店舗の休業なども実施し
たところです。あわせまして、認証店舗についてはも
う既に5000店舗近くありましたので、そういったと
ころをまず優先的に営業再開などもできるのではない
か、そういったいろいろ議論なども行ってやってきた
ところでございます。議員御指摘のワクチン接種、そ
れから陰性証明そういったものについては、そのワー
キングチームなどでガイドラインの策定などにも着手
して、その28日の国の方向性を待っていたところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから今そういうふうな状況の中
で、全部同列に扱って、緊急事態宣言を一気に解除し
て、それに代わるようなそういう新たな規制するよう
なものは示さないで、協力金とかそういうふうなもの
は支払う。だからこれが、県民やあるいは県の経済界
から不公平感があるんでしょと。やっているところに
はやる、そうじゃないところにはやらない。でもいろ
んな形でその制約を受ける。でもそれは法的な制約で
はないというのが今回の趣旨ですよね。おかしいじゃ
ないですか。そうじゃないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　県としましては、経済団体にも先ほど申し上げまし
た９月２日には、この段階的な解除を行いますという
話はさせていただいて、それが結構、県の思っていた
よりも早いスピードで改善したものですから、９月
25、26日の土日の大規模店舗の休業要請など行って
いたところでございます。そういった中において、あ
わせまして認証制度、これについても県は加速化して
おりまして、この5000店舗等についてはしっかりと
対応できるというようなことなどもありましたので、
今回の補正予算にもその認証店舗に対する関連する補
正を入れてございますけれども、こういった形で、県
としては、経済活動再開に向けた感染防止期間という
ことを今回の期間として位置づけまして、この感染防
止を抑制させて医療、経済、暮らしを回復させるため
の準備期間と捉えて取組を行ってきたところでござい
ます。ワクチン接種の完了、またＰＣＲ検査の拡充な
どもしっかりこの対処方針には盛り込んでいるところ
でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　今、謝花副知事は、県は思っていた
より早いスピードで改善されていると、本当にコロナ
感染状況は早いスピードで改善されているんですか。
玉城知事は、流行はまだ高い水準にあり予断を許さな
いと言っていますよ。今、それ言っているんですよ。
これ解除するときも。副知事は早い段階で改善されて
いる。これまで、７月から緊急事態宣言でいろんな政
策やりましたよね。これ全国的にはどうなっているん
ですか、何日間全国最下位が続いているんですか。そ
れ説明してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　我々先ほど答弁いたしましたけれども、９月２日に
経済団体会議に対しまして、実効再生産数0.8という
ものと0.7でやった場合に、どのスピードでどの段階
で200を切るか、100を切るかというものを示しまし
た。それを県が目指すと言いましょうか、0.7になっ
た場合というものを段階的に推移するというもので、
0.7倍推移カレンダーというのを作りました。例え
ば、例で申し上げますと、９月14日の火曜日で言い
ますと、301というような推計をしていましたが、こ
れが288という数字になりました。これ10万人当た
りの１週間の数でございます。９月21日、211と見
ていたものが155、それから９月28日、国が決定した
日ですが、これ我々 147と見ておりましたけれども、
92というふうになっております。そういったことを
もって、先ほど答弁したところでございます。
　ただ一方で、知事のほうがやっぱり厳しいと言うの
は、医療のほうは２週間遅れてまいりますので、それ
からまだリバウンドをやっぱり気にされます。これは
東京でも大阪でも同様な見解を各知事が述べておりま
すけれども、沖縄県も同様でございまして、こういっ
たいわゆる0.7倍推移カレンダーで見ても想定よりも
早いスピードで改善をし、新規感染者の数が減ってい
ます。これは国においてもそういう認識を示していた
だいたというふうに考えております。ただ一方で、や
はりまだリバウンドの可能性はありますので、この１
か月間をしっかり段階的に規制を緩和していくという
ような重要な期間ですよということを捉えて、県は今
回の時短要請などを行っているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午前10時27分休憩
　　　午前10時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　失礼いたしました。
　人口10万人当たりの直近１週間の新規陽性者数で
比べますと、７月30日以降９月27日まで60日間連続
で全国最多となっている状況でございます。すみませ
ん、これ９月27日までと今申しておりますので、30
日までになりますと63日間ということになります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　知事、副知事、そういうことで
しょ。63日間、全国最下位。改善されたというのは
ある一定の基準があって、こういう形で我々努力して
県民も努力して全国最下位から40番になりましたよ
と、それが改善の目安でしょ。皆様方が言ったみたい
に知事はこう言う、副知事はこう言う。それを突き詰
めたら、いや、あれはこうだ、これはこうだ。対策本
部の不一致じゃないですか。ちなみに７月10日から
９月29日までの445日間における全国の順位、私が
持っている資料では445日で180日間沖縄県は最下位
になっています。これは間違いないですか、確認です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時28分休憩
　　　午前10時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これまでの資料に
ついては持っておりますが、昨年度も全国最多になっ
た場合、それから最多でない場合というものの期間が
それぞれございますので、足し上げると議員がおっ
しゃるような数字になるのかということは―すみま
せん、ちょっと計算しないと分からないです。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ありがとうございます。
　確認しておいてくださいね。
　対策本部長、これだけの最下位。本部長聞いていま
すか。知事ですよ。これだけのそういう状況があっ
て、知事は、流行はまだ高い水準にある、予断を許さ
ない。こういう形で緊急事態宣言を解除する、予算を
つけるという今回の補正予算。この中に、なぜ沖縄県
独自のコロナ予防策、これありますか。これ説明して
もらえますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回の県の方針と
しては、10月１日から31日までを経済活動再開に向
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けた感染拡大抑止期間と位置づけておりまして、この
ために国が基本的対処方針で示しています飲食店等へ
の時短のほかに、県独自の対策としまして、イベント
の上限人数を5000人とすること、これは国において
は１万人という上限を設けているところもありますけ
れども、沖縄県の場合はイベントの上限人数を5000
人とすること。それから県境をまたぐ移動の場合に
は、ワクチン接種を完了していることやＰＣＲ等検査
で陰性を確認することなどをお願いして、この対策と
しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、これはある程度法的な縛
りがあって、そういうお願いはできるわけですよ、県
から。これ今それないでしょ。もう県民は半年もそ
ういうふうに縛られて、非常に苦しい生活、あるいは
企業もそうですよ。緊急事態宣言を解除したら、そう
すると一気に開放感が出てきて、今の緊急事態宣言で
さえ、あの車の流れとか観光の車とか、そういういろ
んなところに人が集まっているという、今あるんです
よ、実態が。これ緊急事態宣言を解除したら、どうな
りますか。県民は普通の生活に戻りますよ。だから、
それをどう法的に制限するんですか、ただお願いだけ
ですか。お願いして県民がそれを受け入れなかったら
どうするんですか。そこを言っているんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　今回の対応は、特別措置
法の24条の９項に基づく対応となります。確かにこ
の過料というようなものはございませんけれども、
協力依頼という形で、そういったことから協力金など
も出ます。あわせて、議員のほうは、やはり過料など
もっと厳しい規制措置のあるものをもって対応する必
要があるのではないかという趣旨の発言のように聞
こえますけれども、我々今回、いろいろ議論した際に
―これ多くの専門家の方からも言われましたけれど
も、７月で何とかこの緊急事態宣言をと思っていた
ものが８月になって、それが９月末までとなったとき
に、多くの―これ報道もそうなんですが、自粛疲れ
というような議論などもありました。やはり規制は、
守っていただいて初めて効果が出るものでございま
す。そういった中において、やはり専門家の方からも
沖縄県は―議員からもありましたように、長いこの
緊急事態宣言の中において、自粛疲れの中において年
末を迎えるに当たりまして、一息を入れることも大事
ではないかというような御意見などもいただいたとこ
ろでございます。そういったことも我々総合的に勘案
いたしまして、今回の国の示した基準もクリアしたと

いうことがありまして、こういった対応をしっかり先
ほども―繰り返しになりますけれども、経済活動再
開に向けた感染拡大抑止期間というふうに位置づけま
して、県民にも、ただリバウンドはしっかり注意して
対応してくださいよということも呼びかけて、この１
か月間を何とか経済活動の再開に向けてしっかりと取
り組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　緊急事態宣言が解除して解放され
たら、県民はもう普通の生活に戻る。今までもお願
い、お願い。お願いだけ、県からのお願いだけ。いや
私はこうこうして、ちゃんとやっていますよ。マスク
もやっていますよ、こうこうしています。お願いだけ
だったらそうなるんですよ。今回、何で県の専門家会
議で、国の緊急事態宣言を解除して、まん延防止等重
点措置に移行できる状況にあると。宣言解除後も県が
引き続き一定の感染防止対策を取る必要がある。ま
ん延防止ということを専門家会議は言っているわけ
でしょ。それを聞かないで、対策本部長はいやいやい
や、これやりません。もう全面的に解除しますとやっ
たわけでしょ。どういうことですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私が専門家会議に参加をさ
せていただいて、そこで説明申し上げたのは、国の方
向性としては緊急事態宣言を終了するということがあ
り得ますと、そういう方向で議論が進んでいるようで
す。しかし、まん延防止等重点措置にいくか、それと
もその緊急事態宣言が解除になるかということは、そ
の時点ではまだ断定できませんでした。ですので、私
が示したのは、まん延防止等重点措置に進んでいくこ
と、もしくは県独自で対策を取ること。このように、
今の段階は全面解除にはできないというようなことを
申し上げた次第です。それは何を根拠に言うかとい
うと、議員御案内のとおり、直近１週間の人口10万
人当たり新規感染者数、これは９月29日、総括情報
部の作ったリストですが、それによると、やはり沖縄
県は、人口10万人当たりの新規感染者数は43.57で全
国ワースト。２位の大阪府が29.46ですから、２位と
沖縄との差がやはりかなり開いていると。しかし、そ
の一方で２週間前の９月15日は療養者数が4937名い
らっしゃったところ、９月29日は1190名、しかしこ
れはまだ第４段階です。病床の占有率は71.5％だっ
たところ、２週間たった９月29日は43.1％、これは
第４段階から第２段階の数値になっている。重症者用
病床占有率は46.2の第３段階から23.8の第２段階に
移行している。そして、そのほか国が示す人口10万
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人当たりの自宅療養と入院等調整中が10万人当たり
60人を目安にしているところ、９月22日は164人で
したが、この資料を作った９月25日時点では61人ま
で下がってきていること。同じく国の指標で人口10
万人当たり新規陽性者数が50人以下とするところ、
９月22日は87人でしたが、９月25日のこの資料を作
成した時点では49人だったこと。しかし、このよう
に県内の感染状況には継続的な改善が見られ、国にお
いて緊急事態宣言の解除が判断される水準まで至っ
たこと。これは国の判断によって、その判断が示され
たわけですが、しかしながら緊急事態宣言を脱したと
いっても、本県の感染状況はいまだ10万人当たりの
新規陽性者数は全国ワースト、流行の高い水準にあ
る。ここで再拡大を起こしてしまえば、これまでの努
力が無駄になってしまいかねない。医療体制の回復に
もブレーキがかかることになるということで、直ちに
全面解除とするのではなく、段階的に行う必要があり
ますと、９月28日、知事コメントとして発出をさせ
ていただいた次第です。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　今の説明で、マスコミのほうからま
ん延防止等重点措置を国に求めないが、感染拡大して
しまった際の責任はどう考えるかということに対し
て、知事は今の責任は感染拡大を抑止するためにどう
いうことができるのかということだ、そこをしっかり
と注力したいと言っておりますけれども、知事は具体
的な感染防止策は示していませんね、マスコミの質
問に対して。だから蔓延防止策を国に対して求めな
がら、この感染を抑えつつ経済をつくるということが
必要だと思いますけれども、示してないじゃないです
か。感染拡大を抑止するための、具体的にどういうこ
とができるのかということをこれから考えるわけです
か。本来はこれ考えて国に対して、蔓延防止策を求め
ないという、そういうふうなことじゃないですか。い
かがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　県は、繰り返しになって恐縮なんですけれども、９
月28日に国の決定を受けまして、10月１日から10月
31日の期間、経済活動再開に向けた感染拡大抑止期
間、沖縄県対処方針を示しております。区域を全域と
しまして、実施内容としましては新型コロナウイルス
の感染拡大抑止に向け、人と人との接触機会を低減す
るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24
条により、県民・事業者に対して要請するとともに、
必要な協力について働きかけを行うとしております。

その中において、県民の皆様への要請ということで、
外出移動に関する要請。その中で、都道府県間の往来
については必要性を検討していただきたいと、出発前
にはワクチン接種の完了またはＰＣＲの検査という
ものを入れております。そして、特にお願いしたいこ
ととしまして、12歳以上の方は感染症対策の切り札
であるワクチン接種をお願いします。こういったも
のなどを入れております。それから、会食等に関する
要請としまして、会食は４人以内、２時間以内で行う
こと、できるだけ同居家族、いつも一緒にいる方とな
ど、それから来訪者に対しましても往来に関するお願
いということで、来県前にはワクチン接種を完了する
か、ＰＣＲ等検査で陰性を事前に確認してくださいと
いうことを出しております。そのほか、飲食店への要
請、イベントの開催、施設に関する要請、事業者の皆
様への要請、それから各市町村、学校そういったもろ
もろで丁寧に我々として書いたところでございます。
また、来訪者の方に対しては、夏休み期間中には羽田
空港を中心とした国におけるＰＣＲ検査について、こ
れを知事からの要請で、10月末までできる方向で検
討するというような西村大臣の言葉もいただいたとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　今、私が聞いたのは、知事は具体的
なものを示してないと聞いたのは、今とうとうと説明
したのは具体的に県が本当に―もうお願いすること
だけでしょ。これまでやって来たことを。それを聞い
ていませんよ。これ、何で今回の緊急事態宣言を解除
するのに、全国19都道府県、全て足並みがそろった。
足並みをそろえる必要があるんですか。私どもは全国
で最下位のコロナ感染状況ですよ。そういう県とほか
の都県は違うでしょ。我々離島県ですよ。それで、ま
たこういうことも言っていますね。県幹部は全解除は
コロナ対策をやり遂げた首相にとって最高の花道、県
の判断に影響はなかったと言えばうそになると……
○議長（赤嶺　昇君）　まとめてください。
○照屋　守之君　知事が重点措置を解除した一因と考
えを示す。こういうことで、解除したんですか。お答
えください、お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　まず、解除につきまして
は、国の示した基準を全てクリアしたと国のほうにお
いても判断していただいたと思っております。それか
らまん延防止についての―今いろいろありましたけ
れども、我々国といろいろ情報共有しており、先ほど
も申し上げましたけれども、もしこれがまん延防止等
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重点措置になった場合に沖縄本島、我々のその当時の
見込みでは、本島の全市町村、これは措置区域になり
ます。そうしますと、この営業時間の短縮というもの
を求めることになりますけれども、酒類の提供はでき
ません。そういった状況において、本当に県民がこの
間、４か月近くも対応していたものが、しっかり守っ
ていただけるだろうか、そういったことも我々議論い
たしまして、国のほうにおいて、沖縄県も解除できる
見込みですというような話。それから急激な全ての解
除ではなく、独自の対応策というものを国の方向とし
ても出しておりましたので、沖縄県もしっかりそれに
対応することが可能だということを考えまして、先ほ
ど申し上げました今回の対処方針で対応することに
なったということでございます。
○照屋　守之君　総理大臣の配慮は。総理大臣への配
慮は。新聞にもありましたよ。
○副知事（謝花喜一郎君）　答弁したつもりでござい
ます。答弁しております。
○照屋　守之君　総理大臣への配慮も説明しておりま
したか。
○副知事（謝花喜一郎君）　はい、やりました。
○照屋　守之君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　おはようございます。
　会派沖縄・自民党の新垣淑豊です。
　質疑でございますが、若干御提案も含めてさせてい
ただきたいと思っておりますので、受け止めていただ
ければと思っております。
　まず、今回の補正予算につきましてということで、
うちなーんちゅ応援プロジェクト事業、これはもう８
期で517億円、今回131億円ということで650億円近
くのお金が支給されるということになっております
が、これまでの時短要請または酒類提供の自粛など、
休業も含めて、こういった中で合計で１店舗最大どれ
ぐらいの協力金が支給されたのかお伺いさせていただ
きます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　令和２年４月の第１期から令和３年９月の第９期ま
での各店舗に支払われた協力金額については、現在で
も支給事務が継続しておりまして、システム上特定の
店舗に支給した合計額の算出が可能か確認を要すると
ころです。仮に、これまで全ての期間で上限額、これ
は日額20万円になりますが、その支給がなされた場
合、売上高減少方式で算定する大企業等においては、
１店舗への支給額が最大で3800万円となります。

○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　では、２番行きましょうね。
　10月末までの今回の協力金で１店舗当たり最小か
ら最大の支給というのは、どれぐらいを見込んでいま
すでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　令和３年10月１日か
ら31日までの協力金については、１日当たりの協力
金は下限額２万5000円で、上限が20万円となってお
りまして、１店舗に対する支給額が最小で77万5000
円、最大で620万円となります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　それでは、これも１期から９期まで、最大で3800
万ということでありましたが、この辺りはそれぞれの
店舗での取りまとめということはなされているのかお
聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　先ほども答弁させて
いただきましたけれども、現在も支給事務が継続して
いるということと、システム上、特定の店舗に限って
支給した合計額の算出が可能かということについては
確認をさせていただいております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　実は私の友人の店舗で、ある期はオーケーもらえま
したと。けれども次の期になったらＮＧでしたという
事案がありました。提出しているものはほぼ変わらな
いのにということもありましたので、例えばこういっ
たデータをちゃんと取りまとめていただければ、今後
店舗ごと地域ごとなど、どういった影響があるのかと
いうことも含めて確認ができるんじゃないかというふ
うに思っております。今デジタルということもありま
すので、ぜひそこをやっていただきたいと思っており
ます。ひょっとしたら今回、協力金を頂いてそれが切
れた時点で閉店をするというところも出てくる可能性
はあるわけですよね。そういった県内の経済影響も含
めて考えていただければと思っておりますが、この点
いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時49分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　各期の支払い状況等とか、あるいは早期支給といっ
た要望もございますので、企業ごとに―企業といい
ますか、ＩＤ番号を振りましてお問合せに迅速に対応
できるようにしております。今後とも各期ごとの支給
状況ですとか、各事業所ごとの問合せに迅速に対応で
きるように対処してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　もちろんそういった問合せも大事な
んですけれども、やはりこの協力金がどういう影響を
及ぼしたのかとか、こういったのも実質、やはり我々
―こんな大金ですよ、600億円以上使うわけですか
ら。これがどういう影響を及ぼしたかというのはちゃ
んとリサーチする必要があると思っていますので、ぜ
ひ受け止めていただけたらと思います。
　では３番です。
　これまでの期間の過料の請求件数と納付件数はどの
ようになっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では緊急事態措
置が発出された５月23日から９月21日までに、246
店舗に対し休業等を命じる文書を交付しています。そ
の際に店名も一緒に公表しているところでございま
す。命令後も要請に応じない81店舗については、特
措法に基づく過料を科すよう裁判所に通知をしており
まして、残る165店舗についても、準備が整い次第、
順次通知することとしております。９月９日までに通
知した81件について、現在のところ裁判所において
過料決定がなされたとの情報はまだございません。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　今、過料決定がされていないという
ことは、払われていないということですよね。それで
よろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　裁判所から過料の
決定の通知が行って後、支払いということになると思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　これはいつ頃になる予定ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これは裁判所の
手続でございますので、県で時期を申し上げるのは
ちょっと難しいところがございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。

○新垣　淑豊君　ということは、過料がない、ひょっ
としたらなされるかどうかも分からないということで
すか。必ずあるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県としましては、
特措法に基づく命令に応じていないということでの過
料請求でございますので、県としては過料に相当する
ものとして、通知をしたところでございます。そのよ
うな決定がなされるものと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　そうであればありがたいと思いま
す。なぜかというと、やはりちゃんと従っているとこ
ろと従っていないところ、差が出ないのはおかしいだ
ろうと。だったら過料も科されないのであればそのま
まやるよというような声が非常に多く、私のところに
来ていますので、そこはぜひしっかりやっていただき
たいと思っております。今回の緊急事態宣言は解除さ
れますけれども、この後の過料というものについての
請求等はあるのでしょうか。先ほど、今準備をしてい
るというふうに言われていますけれども、それをまた
いでもその効果というものはあるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　時短要請、休業等
の命令に対し従っていないということを確認するの
は、９月30日までということになります。その確認
作業については、随時行っておりましたので、その証
拠等をそろえて手続は終了してからということになり
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　そこまでに間に合ってないところ
は、正直逃げ得かなというふうなことを言われるのか
と思っておりますが、できるだけしっかりと公平に
やっていただきたいと思っております。
　今回の協力金支給に関して、認証店は21時、非認
証店は20時ということの営業時間となっております
が、この根拠は何をもって設定をしているのか教えて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　９月28日に示され
た国の基本的対処方針におきまして、緊急事態宣言が
解除された都道府県は、飲食店に対する営業時間短縮
の要請として、認証等適用店については21時まで、
非認証店舗については20時までとすることを基本と
するというふうに定められております。認証店舗は感
染対策の実効性が第三者によって確認されていること
から、21時までとしているものと認識しております。
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○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　では、この１時間の差でどの程度感
染を抑えられると考えているのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時54分休憩
　　　午前10時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県のこれまでに
取ってきた時短要請等においては、午後８時それから
９時、10時というときがございました。やはりその
中で10時というのは効果が薄かったというか、低かっ
たというふうに思います。国においても、やはり８時
が効果的ではあるんだけれども、感染対策がしっかり
取られた店舗については、そこを１時間程度伸ばして
も効果があるのではないかということが、根拠にある
のではないかというふうに認識します。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　分かりました。ありがとうございま
す。
　では、認証店舗はこれまでできるだけ県の要請に取
り組んできた傾向があると考えます。認証店以外の店
舗が時間の定めに従わない営業をしたときに、どのよ
うなペナルティーがありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　10月１日からの県
の措置につきましては、特措法の24条９項に基づく
要請になっておりまして、要請に従わない店舗に対し
て、過料を科すことはできない制度でございます。
　県としては、要請に応じない店舗に対し巡回活動を
行いながら、認証制度の告知、それから協力要請を継
続して行ってまいります。あわせて、県民に対しても
認証店を利用するようＣＭを作成するなど、認証店で
あればインセンティブがあるというようなことの周知
啓発に努めてまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　こういった店舗、21時までの営業
ということですけれども、例えばスナックとか実際に
遅くから開けるところ、そういったところは実質の休
業要請だと思っておりますけれども、それに対しては
この県の方針では、若干手当てが薄いんじゃないかと
いう声もありますけれども、その辺りはどうお考えで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　営業時間のお話ですが、
認証店舗は先ほども言いましたように21時までと

なっておりますけれども、営業時間は５時から21時
までというふうにしてございます。沖縄県は通常午後
８時とか９時とかという遅い時間から開けるところも
あるかもしれませんが、５時から21時までというこ
とで対応していただければというふうに考えていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　要は、薄いんじゃないかというふう
に考えているんですけれども、その2.5万円では。例
えばそこで人を採用するということがあると、経営が
厳しいというところがあるんですが、その辺りはどう
考えていますかと。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時58分休憩
　　　午前10時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　緊急事態宣言期間中は
休業で４万で、今回のものが営業時間の短縮で２万
5000円の協力金となります。この１万5000円の差を
どう見るかだと思いますけれども、いろいろ私も情報
など見ていますと、確かにそれで、ここは何とかいっ
ているお店なんでしょうね。ただ頂いていて、生活は
何とかなるんだけれども、そういうような形で自分と
しての生きがいはどうだろうとか、そういうお話など
もございました。やはり、まだ十分ではないにしても
徐々に経済を再開させる、営業活動を再開させるとい
う意味合いで国においても県においても２万5000円
で対応していただく。そういった中でしっかりと利用
者も、そしてお店のほうも感染対策を認識しながら、
より安全性の高い対応ができるように徐々にしていけ
ればというふうに考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　営業時間が短くなるというだけだっ
たら、若干そこはフォローになるかと思うんですけれ
ども、実質休業ということであればかなり厳しいと
思っております。そこは指摘させていただきたいと思
います。
　それでは、ワクチン接種が今後の補正予算の捻出を
抑えることになると思いますが、県は我々が設置を見
直すべきと指摘した第３接種会場を予約率の低迷から
閉鎖を予定していると。県が予定していた第３接種会
場の接種予想に比べて、どのような状況になっている
かお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、約５万
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5000人の県民への接種を行うことを想定しまして、
７月22日から那覇クルーズターミナルにおいて、３
か所目の接種センターの運営を開始したところです。
当該センターでは、９月28日までに約１万3000人の
県民に対して接種を行っております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　これは、第３接種会場における予算
は５億7000万円程度でありましたが、会場利用料含
めてどのようになるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時０分休憩
　　　午前11時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　第３接種会場の設
置運営に係る委託料として、現在会場利用料も含め、
約５億7600万円の契約を受託事業者と締結しており
ますが、最終的な精算額につきましては、事業に必要
とされる経費の精査を行った上で支出することとして
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　５億7000万からいろいろと出来高
になるという認識でよろしいですか。出来高払いにな
るんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　出来高というより
も、どの程度の経費がかかったかというところが課題
になろうかと思います。設置をするための設備、それ
から人材の確保等々経費がかかっておりますので、そ
れを見ながらということになります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　なので我々は最初にこの第３接種会
場をしっかり見ていただきたいと、考えてほしいとい
うことを御提案させていただいたと思っております。
これ非常に大きなお金、確かに国から出るかもしれま
せんけれども、この辺りは結局は我々の税になります
ので、原資は。そこはしっかりと今後を考えていただ
きたいということは要望します。
　それで、今回、多くの対策事業がなされますが、追
加人員など執行体制はどのようになっているんでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県のコロナ対策本
部総括情報部については、ワクチン接種の促進、それ
から感染拡大等へ対応するために随時体制強化を図っ
ておりまして、９月１日現在、本務・兼務職員合わせ

て260名となっております。今回の事業についても、
その本務・兼務職員の拡充によってまずは対応できる
ものと―可能なものと考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　せんだって沖縄市の接種担当等が
100時間超勤という記事がありましたが、この辺りを
考えますと職員の残業とか休暇、体調管理の体制はど
のようになっているかお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナ対策本部、
特に総括情報部について申し上げますと、かなりの残
業が出ているのは確かでございます。ただ、県職員の
メンタル面、それから健康管理面については、県の職
員健康管理センターからも指導に入っていただいてお
りまして、部としても業務の効率化等について鋭意努
力しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　質問残時間が終わりました。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　ちょっと委員会でまたこの件については詳細をお聞
きしたいと思っておりますので、御準備よろしくお願
いします。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　本当に毎日のように、このコロナウ
イルス対応でお仕事をしている皆さんには本当に感謝
を申し上げながら、本当に大変だろうなというのだけ
があります。
　さっき新垣淑豊議員からの話で、私は16号の通告
はしていませんでしたので、これやってくれないかと
話をしましたけれども、昨晩、私のところに１人の青
年が来まして、夜の接客業を２店舗経営していると。
そうすると通常午後８時半、９時からしか開けない。
だけど、この我々に９時までに閉めなさいということ
は、これからも閉め続けなさいということかと。それ
で２万5000円というのが、そこで勤めている従業員
に対して本当に払えるのかということになると、本当
に苦しいと。これは皆さんのものは業種の中に幾つか
あるんですね。ですからそういうこと考えたら、これ
は飲食店、これは社交業店というような分け方も私は
考慮すべきだったのではないかという感じがして―
これ所見です。質問ではございません。私は17号だ
けですから、それで早速質問に移らせていただきたい
と思います。
　(1) 番、今回の補正予算―いわゆる131億ですか
―の63％が今現在、この空き病床の対策のために
使われるということなんですが、これいつまで引っ
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張っている金額なんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現時点では、新型
コロナウイルス感染症の新規感染者数は減少傾向にご
ざいますが、緊急事態宣言の解除後も、いつ次の感染
拡大が起こるか見通せない状況にございます。国の方
針では、医療提供体制拡充のための必要な支援を10
月以降も当面実施するとしており、県におきまして
も、引き続き次の感染拡大を見据えて必要な病床数を
確保してまいりたいと考えております。今回の補正予
算では、12月末までの所要額を見込んで積算してお
りますが、来年以降についても、今後の感染状況を踏
まえ検討する必要があると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　つまりこういう考え方でいいです
か。私は否定的に聞いているわけではなくて、例え
ば、これだけの病床数が必要だということになったと
きに、これを確保するためのお金として使われるんで
すね。よく分からないんですけれども、大体１床当た
り１日どれぐらいで確保されるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時７分休憩
　　　午前11時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　いろいろ種類がご
ざいまして、重点医療機関であるとか、協力医療機関
であるというようなことと、それからＩＣＵかＨＣＵ
か、あと一般病棟かという違いもございますが、まず
重点医療機関である特定機能病院の中で、ＩＣＵにつ
いては１床当たり43万6000円、ＨＣＵが21万1000
円、それ以外が７万4000円というふうになっており
ます。それも病院の種類によってそれぞれございま
す。今は重点医療機関の分でお話し申し上げました。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　このコロナ問題が出てきてずっと不
思議に思っていたのが、空き病床、初期の段階で私は
ずっと皆さんにお伝えしてきたんです。そこは―ど
こでしたっけ。泉崎か久米かどこかに、もう使われな
くなった病院がある。そこをしっかりとつくって、
そこはもう分けて、コロナ病院として皆さんでしっか
りと整備し直したらどうかと。これは南部にもありま
す。前の県立南部病院もそうです。そういうところを
もうやらないと院内感染が起こる。だから、これから
第６波がくる。このコロナが私は、実は収まっていく
とは思っていないんです。もちろん山は小さくなるけ

れども、ずっとこれからもこういう形になるんだろう
なと、そういう形が専門家の考え方なんですが、これ
は今ある病院だけを対策するということだけで、新し
いものには入っていかないということで考えていいで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　沖縄県の場合は、
主に救急を受け入れている病院22か所プラス３とい
うことで、25か所の病院で主に受け入れております。
そういった救急をやっていらっしゃる病院で見ること
が一番の効率的な動きだとは思いますけれども、もし
新しい病院をつくるとすれば、それなりの人材を集め
てこないといけないということもございますし、１つ
の病院をつくるのであれば、やはりこういった方々を
寄せてこないといけないという状況もございまして、
なかなかそこは県内の人材だけでは難しいという状況
もございます。このような議論については、各医療関
係者とも日々議論になることもございますけれども、
今のところは、今ある病院の病床確保と、それから県
がそれを支えるということでホテル等の宿泊療養施設
を整備するというようなことで、あわせて、また入院
待機ステーションなどについても整備するということ
で病床を確保するという計画でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　アフターコロナって何なんだろうな
と思います。第６波に備えるとは何なのか。また第６
波が来たときに、私が非常に危惧しているのは、また
家庭内での療養という形になるのかなと。僕はこれだ
けは、次の第６波で、家庭内で患者をそのまま置いて
おくということは絶対にあってはいけないと思ってい
るんです。そのためにどう皆さんが、これからのこの
少し落ち着いてきたコロナに対してどう考えるかとい
うことを、もう一回考え直してください。今だったら
落ち着いて話ができると思います。
　それと、もう一つの質問です。
　エッセンシャルワーカー、皆さんがこの４番の中に
コロナのＰＣＲ検査強化事業というものが入っていま
す。これには介護、障害、保育施設とありますが、こ
れは前にも我々の会派長、島袋議員が話をした、ここ
の中には救急隊のＰＣＲ検査は入らないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナウイル
ス感染症ＰＣＲ検査強化事業における定期的なＰＣ
Ｒ検査につきましては、エッセンシャルワーカーのう
ち、感染した場合の重症化リスクが大きく、集団感染
が懸念される施設ということで、高齢者施設、障害者
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施設、保育施設の職員を対象としているところでござ
います。救急隊員につきましては、今のところ対象と
しているところではございませんが、市町村において
必要に応じて対応がなされているものというふうに認
識しております。ただ、入院待機ステーションにおい
ては、患者に対応中に暴露してしまうということもご
ざいますので、医師が必要と認めた場合には早急にＰ
ＣＲ検査を行うということで体制を取っているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　みんなのために自分の身を挺して患
者を救おうと思って毎日やっているけれども、家族も
周辺も落ち着かないんですよ。それに対してこんな答
えがありますか。私は違うと思うよ。本部長、ちょっ
と答えてもらえませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　救急隊員について
は、市町村の職員ということもございますので、市町
村と十分に意見交換を行って、抗原検査簡易検査キッ
トの配付等についても検討したいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　何ていうのかな、心がないというの
かな。それは本当に感じますね。市町村が事業主体と
いうか、何ていうか、そういうところは県ではありま
せんよということでは、僕はこれ気持ちが籠もらない
と思いますよ。
　(2) 番目に、ワクチンパスポートの導入。
　この間も質問させていただきました。これには多分
ＰＣＲ検査が入っていないんです。ワクチンパスポー
トをやるということになると、無料の一方で、無料で
ＰＣＲ検査が受けられる体制まではつくり上げないと
いけないと思うんだけれども、その見解を少し聞かせ
ていただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ワクチン接種・検
査陰性証明の活用につきましては、現在、庁内プロ
ジェクトチーム並びに経済団体及び市町村を含めた
ワーキンググループにおいて議論を進めているところ
でございます。検査陰性証明につきましては、ワクチ
ンを接種できない方にとっての代替手段として検討し
ているところですが、その費用負担については、まず
対象者数の把握、証明活用の場面や頻度などの検討を

含め、議論を進めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　僕の一般質問では10月上旬と言っ
ていましたよ。だけどこれ９月30日だ。ということ
は、10月初旬ではこのＰＣＲ検査、ワクチンパスポー
トと併用した無料のＰＣＲ検査はできないということ
になる。予算が入っていないんだから。それは一つ
一つ整理して、これがアフターコロナ、いわゆる今、
落ち着いたときに我々が準備しないといけない体制づ
くりなんです。今、余裕もないと思います。しかし部
長、もう少し頑張っていただいて―あなたが今、中
心だから、あなたに倒れられたら困るので、僕らはそ
こに期待をしてぜひ進めていただきたいと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　よろしくお願いいたします。
　全国的に、この緊急事態宣言とまん延防止等重点措
置の９月30日をもって全面解除を決めたのは政府で
した。それを受けて、沖縄県は独自の対処方針とし
て、10月30日までを経済活動再開に向けた感染拡大
抑止期間として位置づけました。
　それでは質疑を行います。
　甲第３号の一般会計補正予算、16号ですが (1)、う
ちなーんちゅ応援プロジェクト、時短協力金の変更点
をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　令和３年10月１日から31日までの協力金につきま
しては、緊急事態措置と比べて、１日当たりの協力金
の下限額、これが４万円から２万5000円に、それか
ら要請内容が休業等要請から時短要請へと変更となっ
ております。また、県では、感染防止対策認証店の取
得を推奨しておりまして、この時短営業時間を認証店
では夜の９時まで、非認証店では夜の８時まで、それ
から酒類の提供を認証店では夜８時、非認証店では夜
７時までとすることを協力金の支給要件としておりま
す。そのほか、酒類を提供するいわゆるランチ営業店
が協力金の対象外となるなどの変更点がございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この飲食店の感染防止対策の協力要
請というのは、具体的にどういったものなのか、その
防止対策を実効性あるものにするための県の取組をお
聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時19分休憩
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　　　午前11時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　認証店への感染防
止対策の実効性を担保する、維持させるための対策と
しましては、まず申請の際には17項目の基準に沿っ
て認証できるかのチェックをしているのと、その後、
認証を受けて後も飲食店を巡回し指導に当たるという
こと、それから認証店については、今回補正予算に上
げておりますが、ＣＯ₂センサーを配付することなど
で実効性を高めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ、認証店以外にもそうした指導
徹底をお願いしたいと思います。
　次に、県民の皆さんへの協力要請です。
　皆さんも本当に今、このコロナ期間でずっとお家に
いたわけですから、はやる気持ちもあると思うんです
が、県民への協力要請についてお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　緊急事態宣言が解
除されたといっても、県の対策は重要でございます。
県民の皆様には、これからも４人以下、２時間以内で
ということでの徹底をお願いしたいと思っておりま
す。このことが重要であると考えておりまして、また
認証店舗の利用についても、店舗を利用するのであれ
ばぜひ感染対策を取られた認証店をというふうなお願
いをすることと、あと県民の皆様には、店舗がお客さ
んにお願いする感染対策についてはぜひ従っていただ
きたいということも併せて啓発していきたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　部長、今おっしゃるとおりで、本当
に決して油断できる状況ではないと思います。
　それで今回の県の方針を見ますと、この感染拡大の
傾向が見られる場合は強い対策を講じるとあります
が、これは総合的な判断になると思うんですけれど
も、県民にも分かりやすい指標というものが必要だと
思います。残念ながらまた強い対策を講じなければい
けない、こういった指標というのはありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県が措置を議論す
る中で目安とする数値としましては、新規陽性者数、
10万人当たりの７日間の合計、平均……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時22分休憩
　　　午前11時22分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新規陽性者数の10
万人当たり、７日間合計が25人を超えてきた場合に
は、再度強い措置が必要になってくるだろうというこ
とです。10万人当たりの25人というのは、県で考え
ますと、１日、７日間の平均で53人というレベルに
なります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この１日53人以上出ると危険なん
だよということが、県民みんなが分かるようなメッ
セージの発信が大切だと思います。
　知事に伺いたいと思います。
　今回、県は独自のこの対処方針として、この10月
を経済活動再開に向けた感染拡大抑止期間として位置
づけているわけです。なかなかそのメッセージが、ま
だまだ県民に浸透していないと思いますので、知事か
らも一言お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　もう長い間、ずっと休業要
請に応じていただいた方々、観光関連をはじめとする
大きな影響を受けられている方々には、一日も早く経
済の再開に向けた取組を私たちもしっかりと頑張って
いきたいというように思いますが、しかしそのために
は、この緊急事態宣言が解除されて以降、約１月間は
この経済の活動再開に向けて、さらに感染拡大を抑止
するという、いわゆる段階的なその対応は絶対に必要
だということもぜひ御理解をいただきながら、さらな
る、あともう少しの御協力をお願い申し上げたいと思
います。
　そして、専門家の先生方の御意見には、やはり冬場
はウイルス型の疾病というものはどうしても拡大す
るのだということを念頭に置くと、12月から１月は
恐らく多くの人の動き、人流があるものというように
考えられます。ですから、そのためにはこの冬場もま
た―事業をやっていらっしゃる方々は書き入れど
きだという御認識もおありだと思いますので、この時
期にそのためのしっかりとして抑えておく、感染拡大
を抑止する期間としてあと一息、この新規感染者数が
10万人当たりの７日間合計の新規感染者が25人を下
がって、それが維持できるという社会的な状況をぜひ
一緒につくっていけるように、さらに御協力をお願い
し、我々もしっかり頑張っていきたいというように思
います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございます。
　続いてですが、飲食店の感染防止対策認証の取得推
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奨についてお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、安全・安
心の店舗をつくる・まもる・ひろめる県民運動とし
て、感染防止対策認証制度を推進しているところで
す。認証店には、ＣＯ₂センサーの配付、営業時間並
びに酒類提供時間の延長などインセンティブを設ける
ことで、認証取得の推進を図っております。また、県
民や来訪者等利用者に対する周知と利用促進の準備も
進めており、テレビやラジオＣＭの作成、店舗前に飾
るのぼりの作成及び旅行雑誌等情報誌への掲載等に加
えまして、県のホームページにも掲載し、またグルメ
検索サイトと連携した広報についても検討を進めてい
るところです。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　私どもも沖縄県飲食業組合の皆さん
からお話を聞いてまいりました。会長等の皆さんも沖
縄県が組合の皆さんの声を受けて、この認証制度をす
ぐスタートしてくれたことに大変感謝を申し上げてい
ました。
　それで今、5000件余りの認証店があると思うんで
すけれども、これはこの沖縄県でいうと、どのくらい
の割合になっているのか。皆さんが目指すところもあ
れば教えてほしいです。
　この認証店が引き続き継続して、そのレベルをキー
プしていくというのが大切だと思うんですが、その取
組はどうなりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　感染防止対策認証
制度における飲食店の対象施設数については、第４期
の協力金に係る申請件数を参考に、9000店舗程度と
いうふうに考えているところです。９月28日現在の
認証件数は、5300件となっておりまして、この9000
店舗に対する割合としては、58.9％となっていると
ころでございまして、可能な限り全ての店舗が認証店
になっていただけるように取り組んでいきたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時28分休憩
　　　午前11時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、先ほど申
し上げましたけれども、認証店へのＣＯ₂センサーの
配付、それからのぼりを配付して、周知を図るととも
に、認証を取得した店舗については巡回を実施しまし
て、事後点検も予定しております。認証店における感

染防止対策の維持をこのような方法で図ってまいりた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　よろしくお願いいたします。
　それでは２番目です。
　今度は補正予算第17号についてですが、受入病床
確保事業の計画を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、病床確保
計画に基づき、最大541床のコロナ患者受入れ病床を
確保するとともに、感染者急増時には緊急的な対応と
して、さらなる病床を確保することを計画しておりま
して、９月29日時点で843床を確保しております。
また、病床確保に協力をいただく医療機関に対しまし
ては、新型コロナウイルス感染症受入病床確保事業に
より支援することとしております。現在、感染者数は
減少傾向にありますが、今後の感染状況を注視し、引
き続き関係機関と連携を図りながら、必要な病床数の
確保に努めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　本当に多くの医療機関に協力してい
ただいて、本当に感謝を申し上げたいんですが、今の
コロナ病床の使用状況はどうなっているのか。
　新規感染者が減っていって、医療機関の逼迫が少し
ずつ和らいでいくと思うんですけれども、ただ、そう
かといってこの病床を手放すわけにもいけない。でも
病院側からしたら、コロナ以外の患者さんを見ないと
いけないということで、ベッドを確保しないといけな
いと思うんですよね。この第６波に備えて病床確保を
速やかに行う。この２つの間の御苦労があると思うん
ですけれども、その点どのように考えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず、現在の病床
占有率につきましては、昨日の時点で43.1％というこ
とで、県の警戒レベルでいくと第２段階までに昨日で
なっているというところではございます。ただ、第６
波に備えて病床の確保というのは非常に喫緊の課題だ
と思っておりまして、県としましては、医療のフェー
ズというのを段階に応じて設定しておりまして、５段
階まで設定しています。その中でフェーズ５という
のが今の状況ですけれども、今日の状況を見ますと、
近々４にフェーズを落とすことは可能かなというふう
に思っております。このフェーズに応じて重点医療機
関等の受入れ病院には、フェーズに応じた病床の確保
の計画をおのおのつくっていただいておりまして、そ
れに応じて各病院は確保数を増減させることになって
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おります。その病院の、他のコロナ以外の患者の体制
についてもそのような形で担保を取りながら、調整を
しながら進めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この調整機能が本当に大切だと思い
ますので、引き続き奮闘していただきたいと思います。
　次に (2) 番ですが、療養等臨時施設運営事業の概要
を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　療養等臨時施設運
営事業は、入院待機施設、いわゆる入院待機ステー
ションの設置及び運営に要する経費となっておりま
す。入院待機施設につきましては、簡便な処置により
症状が安定し、入院まで時間を確保できることや、症
状が改善し入院が必要なくなった事例が見られるな
ど、有効性を確認しているところでございます。今後
の感染拡大を見据えて所要額を計上しているところ
でございます。なお、入院待機ステーションについて
は、９月27日までに415人の利用がございました。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ここも、先ほどと似たような課題が
あると思うんです。今、ステーションの使用状況、答
弁ありましたが、今後、利用者が少なくなっていった
場合、この維持管理をどのように考えているのか。閉
じてしまって、また再開するというのは大変な労力が
かかると思うんです。その医療機関が逼迫した場合
に、また速やかに運営ができるような取組が必要と思
いますが、どうお考えですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在２か所に設置
しておりますが、１か所については受入れが、かなり
状況がゼロという日も続きましたので、今、休止をし
ている状況でございます。ただ、いつでも開けられる
ようにということで、機材等については、そのまま保
管したまま、状況に応じてすぐ開けられるような体制
を取っておりまして、今後もそのような取組により確
保していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　よろしくお願いします。
　次に (3) ですが、自宅療養支援事業の実績をお聞か
せください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　自宅療養支援事業
では、県コロナ本部に自宅療養健康管理センターを設
置し、看護師による電話相談、それから健康管理、配
食サービス、パルスオキシメーターの貸与、酸素濃縮

器による在宅での酸素投与などの支援事業を実施して
おります。これらの事業における実績につきまして
は、９月28日現在、看護師が延べ3460人、配食サー
ビスが延べ6502人、パルスオキシメーターは調達が
１万6000個、貸与数は延べ１万3489個、それから酸
素濃縮器は調達が200台、貸与数は延べ177台となっ
ております。今後、冬場の感染拡大を想定し、多くの
自宅療養者が発生した場合にも、これらの事業が確実
に実施できるよう、体制の整備に努めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　今議会、この自宅療養者への支援に
ついては、多くの議員の質問がありました。第５波の
経験をしっかり生かすべきだと思います。私が感じて
いるのは、この市町村との情報共有が一つ課題だった
と思います。情報共有ができれば、市町村はまた独自
でやっているわけです。そういったところがもっと連
携が密になれば、より細かな対応ができるのかと思っ
ていますが、この市町村との連携、情報共有について
お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　健康管理など医療
に関する部分については、やはりコロナ対策本部で中
心になって、また保健所等でやる必要があるとは思い
ますけれども、必要なデータの提供によって、自宅療
養者等については、配食サービスを含め、生活支援の
部分について市町村から御協力をいただければ、県と
一体となってケアができるものというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　よろしくお願いします。
　一番いいのは、自宅療養というものがなくなること
が大切ですので、そこに向けて頑張っていただきたい
と思います。
　最後のＰＣＲ検査強化事業についてですが、これ聞
き取りしますと、今回の補正予算のＰＣＲ検査強化事
業は、主な内容としては、無症状の県民が安価に検査
を受けられる、希望ＰＣＲ検査の費用が大きいという
ふうに聞きました。そのＰＣＲ検査強化事業のこれま
での実績をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ＰＣＲ検査強化事
業における希望者ＰＣＲ検査促進事業の実績につきま
しては、これまでに18万3599件の検査を行い、陽性
者数は4716人、陽性率は2.57％となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この設置事業者が最初５事業者から
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スタートしたと思うんですが、現在はどういった状況
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在は７事業者に
拡大しております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　事業者の数は７つなんですけれど
も、その事業者が幾つか窓口を持っているというケー
スもあると思うんです。その窓口は今、幾つに広がっ
ていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　７事業者の検査窓
口については、県全体で12の窓口が設置されている
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　担当職員の方に聞くと、12は県が
把握しているところですけれども、その事業者におい
ては、その事業者が持っているグループ薬局、この薬
局の窓口でもこの検査を受け付けているということが
ありました。実際には12の窓口だけではなくて、そ
の他、その地域の薬局でも県の予算を使ったこの安価
のＰＣＲ検査が受けられるというふうになっていると
思います。ぜひ、そのアピールも―いろんなところ
で薬局でも買えるようにもなっていますが、県の取組
として、ホームページでも分かりやすく伝えていただ
けたらと思います。
　このＰＣＲ検査強化事業の財源について伺いたいと
思います。
　今回、多くの補正予算事業は国からの臨時交付金が
財源となっていますが、このＰＣＲ検査強化事業は
３億4000万、これ一般財源となっていますが、その
理由は何でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　６月補正までは、
臨時創生交付金を活用しておりましたが、今回は一般
財源となっております。これは、臨時創生交付金では
ちょっと今回は対応できなかったことから、当事業の
重要性に鑑みて、一般財源の措置ということになった
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　全国知事会も臨時交付金、増やして
くれと言っているんですが、なかなかそれが下りてこ
ない。それでも沖縄県としては、一般財源を使って
やったというふうに高く評価したいと思います。こ
のＰＣＲ検査、政府は昨年当初は抑制的だったんです
よね。この厚労省の中でも、あまりＰＣＲ検査をやる

と医療機関が逼迫してしまうという、訳の分からない
理由で、広げることがありませんでした。しかし今で
は、多くの自治体が取り組んでいるように、やっぱり
このコロナの対策では基本的な対策だと思います。い
つでも誰でも安価にＰＣＲ検査が受けられる、この沖
縄県の取組は、もっと評価されていいのかなと思いま
す。
　それでは先ほどこの希望ＰＣＲ検査の陽性率の答弁
がありました。その流行しているときと、そうでない
ときの見方の違いがあると思いますが、この希望ＰＣ
Ｒの陽性率について、沖縄県の評価はどういうもので
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員おっしゃいま
すとおり、当事業は無症状かつ濃厚接触者ではない県
民が、昨今の新型コロナウイルスの流行に対する不安
というようなものを解消することを目的として、実施
しているところでございます。当事業における陽性率
は、先ほど申し上げましたとおり2.57％ではござい
ますが、感染者の増加時には４％を超えることもござ
います。したがって、陽性者が拡大した時期には医療
機関が逼迫し、なかなか検査を受けることができなく
なったということもあったと思います。そのような結
果論としても、そのような陽性者の受皿となったとい
う効果もあったというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　結果論となってしまいましたが、し
かしやっぱりこの希望ＰＣＲがあったおかげで、相当
な陽性者を確認することができたと思います。
　昨日、渡久地修議員の一般質問で、沖縄県のＰＣ
Ｒ検査の数が行政検査、保険診療検査合わせて21万
8985件、これが人口当たりで全国３位との答弁があ
りました。一方で、これとは別に、今言った希望Ｐ
ＣＲ検査など県独自の検査数は、その2.36倍、51万
6708件もあるということが答弁で明らかになりまし
た。この行政検査、保険診療検査、そして今言った県
の独自の検査、これ合わせたら、沖縄県のこの検査数
は、全国一の検査数になるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　沖縄県の検査数に
ついて、全国との比較でございますが、全国の―例
えば独自の検査というような集計が取られておりませ
んで、そこを比較するのは非常に難しいんですけれど
も、行政検査と保険診療による検査を全国で比較しま
しても、県の場合は全国で第３位という状況にはござ
います。
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○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　感染者が多かったのは事実ですが、
しかしちゃんと陽性者を把握できたというところを、
やっぱりこれ医学的に私は評価されるべきだと思いま
すので、しっかりと検査事業を今後とも頑張っていた
だきたいと思います。
　最後に、知事。やはりこの第６波を起こさない、
今、対策が―備えの時期だと思うんです。先ほど答
弁ありましたが、最後に知事の見解をお聞かせくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども申し上げました
が、ここまで本当に長期にわたって県民、事業者の皆
様、わけても医療関係の方々の、それぞれの立場や分
野で本当にしっかりコロナウイルスの感染症対策に取
り組んでいただきました。今般、その数値の改善も見
られております。ぜひこれから先も県民皆さん一体
となって頑張って、本当にそのみんなが笑顔で暮らせ
る、そしてみんなでおいしいお酒を飲んだり食事をし
たりすることができる、行楽地にも家族で楽しく集う
ことができる、そういうような時間が来ることを目指
してしっかり頑張っていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております甲第３号議案及び甲
第４号議案については、総務企画委員会に付託いたし
ます。
　委員会審査のため、暫時休憩いたします。
　　　午前11時44分休憩
　　　午後５時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に総務企画委員会に付託いたしました甲第３
号議案については、先ほど総務企画委員長からお手元
に配付の委員会審査報告書が提出されました。
　この際、お諮りいたします。
　甲第３号議案を日程に追加し、議題といたしたいと
思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第３号議案を日程に追加し、議題とする
ことに決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　甲第３号議案を議題といたし
ます。

　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました甲第３号議案の予算議案について、以下、委
員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。　
　甲第３号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算
（第16号）」は、新型コロナウイルス感染症に対する
緊急対策を実施するため、緊急に予算計上が必要な事
業について補正予算を編成するものである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出それぞれ131億
5392万円で、補正後の改予算額は、１兆27億4388
万1000円である。
　歳入の内訳は、国庫支出金及び繰入金である。
　歳出の内訳は、営業時間短縮要請等に協力した事業
者に対する感染拡大防止対策協力金に要する経費であ
るとの説明がありました。
　本案に関し、今回の要請・協力依頼内容から新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法第45条第２項の規定
が抜けているが、これまでとどのような違いがあるの
か、また、今回の要請に従わず通常どおりの営業を開
始した場合、どう対応するのかとの質疑がありました。
　これに対し、法第45条第２項の規定があれば飲食
店が時短要請に従わない場合、休業命令を出すことが
可能になり、命令が守られない場合には過料を科すこ
とが可能であるが、法第24条第９項は協力要請なの
で命令ができないということになる。また、時短要請
に応じず通常営業を開始した飲食店に関しては、県と
して強制することはできない状況になるので協力を要
請していくしかないが、感染者数がリバウンドする心
配もあるので元の強い措置に戻ることのないよう多く
の事業者の方に協力していただきたいとの答弁があり
ました。
　次に、時短要請の時間はどのような基準で決められ
たのか、また、緊急事態措置が解除された後、感染対
策を取った上で営業を奨励できるようなガイドライン
をつくるべきだと思うがどう考えるかとの質疑があり
ました。
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　これに対し、９月28日に示された国の基本的対処
方針において、緊急事態宣言が解除された都道府県
は、飲食店に対する営業時間短縮の方針として認証店
の場合は21時まで、非認証店は20時までと定められ
ている。認証店については感染対策の実効性を県が認
証することから、21時まで営業しても感染は拡大し
ないという考えで設定されているものと認識してい
る。また、ガイドライン等の設定については、感染対
策をしっかりしていれば感染が防げるということも考
えられるが、今の状況では、国の基本的対処方針の中
で定められている以上のことを、県が越えて設定する
ことは、非常に困難な状況と考えているとの答弁があ
りました。
　そのほか、うちなーんちゅ応援プロジェクトの協力
金支給状況や不支給の総件数、今後の結婚式場等の営
業体系、感染状況が好転した場合のうちなーんちゅ応
援プロジェクトの前倒し終了の可能性の有無、10月
１日からの営業時間短縮要請等に協力しない店舗数
の見通し、うちなーんちゅ応援プロジェクトの課題、
感染防止対策認証制度の申請を行うメリット及びうち
なーんちゅ応援プロジェクトの目的などについて質疑
がありました。
　採決の結果、甲第３号議案は全会一致をもって、原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第３号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第３号議案は原案のとおり可決されまし
た。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時56分休憩
　　　午後５時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明10月１日から
７日までの７日間休会とすることにいたしたいと思い
ます。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明10月１日から７日までの７日間休会す
ることに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、10月８日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時56分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　赤　　嶺　　　　　昇

会議録署名議員　　仲　　村　　家　　治

会議録署名議員　　仲 宗 根　　　　　悟
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令和３年
第 8 回　　沖縄県議会（定例会）会議録（第 10号）

 令和３年 10月８日（金曜日）午後２時 50分開議

議　　事　　日　　程　第10号
令和３年10月８日（金曜日）

午前10時開議
第１　乙第１号議案及び乙第４号議案（総務企画委員長報告）
第２　乙第２号議案（経済労働委員長報告）
第３　乙第３号議案（土木環境委員長報告）
第４　乙第12号議案及び乙第23号議案（総務企画委員長報告）
第５　乙第８号議案及び乙第14号議案から乙第21号議案まで（経済労働委員長報告）
第６　乙第13号議案（文教厚生委員長報告）
第７　乙第５号議案から乙第７号議案まで及び乙第９号議案から乙第11号議案まで（土木環境委員長報告）
第８　甲第１号議案及び甲第４号議案（総務企画委員長報告）
第９　沖縄振興策の拡充及び強化を求める意見書
　　　　中川　京貴君　　下地　康教君
　　　　座波　　一君　　大浜　一郎君
　　　　呉屋　　宏君　　上里　善清君
　　　　比嘉　京子さん　島袋　恵祐君　　提出　議員提出議案第５号
　　　　渡久地　修君　　國仲　昌二君
　　　　翁長　雄治君　　上原　　章君
　　　　大城　憲幸君　　平良　昭一君
第10　沖縄振興開発金融公庫の存続を求める意見書
　　　　中川　京貴君　　下地　康教君
　　　　座波　　一君　　大浜　一郎君
　　　　呉屋　　宏君　　上里　善清君
　　　　比嘉　京子さん　島袋　恵祐君　　提出　議員提出議案第６号
　　　　渡久地　修君　　國仲　昌二君
　　　　翁長　雄治君　　上原　　章君
　　　　大城　憲幸君　　平良　昭一君
第11　沖縄県の観光産業の再興のための支援に関する意見書
　　　　座波　　一君　　島袋　　大君
　　　　瑞慶覧　功君　　渡久地　修君
　　　　仲村　未央さん　次呂久成崇君　　提出　議員提出議案第７号
　　　　平良　昭一君　　金城　　勉君
　　　　當間　盛夫君
第12　陳情第78号、第138号及び第152号（経済労働委員長報告）
第13　 陳情令和２年第38号の２、同第56号の４、同第136号、同第170号、同第181号、同第183号、同第195号、

同第201号、同第223号、陳情第８号、第10号、第13号の２、第62号、第84号の３、第89号の２、第94
号から第96号まで、第101号、第121号の２、第128号、第154号、第159号及び第167号（文教厚生委員
長報告）

第14　陳情第200号（米軍基地関係特別委員長報告）
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第15　陳情第201号（新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長報告）
第16　議員派遣の件（第21回都道府県議会議員研究交流大会）
第17　議員派遣の件（地方議会活性化シンポジウム2021）
第18　閉会中の継続審査の件
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　乙第１号議案及び乙第４号議案
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　 沖縄県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例
日程第２　乙第２号議案
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例
日程第３　乙第３号議案
　　　　　　乙第３号議案　 沖縄県流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の

一部を改正する条例
日程第４　乙第12号議案及び乙第23号議案
　　　　　　乙第12号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
日程第５　乙第８号議案及び乙第14号議案から乙第21号議案まで
　　　　　　乙第８号議案　土地の取得について
　　　　　　乙第14号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第15号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第16号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第17号議案　水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第18号議案　通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第19号議案　農業基盤整備促進事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第20号議案　農業水路等長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第21号議案　地域水産物供給基盤整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
日程第６　乙第13号議案
　　　　　　乙第13号議案　損害賠償の額の決定について
日程第７　乙第５号議案から乙第７号議案まで及び乙第９号議案から乙第11号議案まで
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第７号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第９号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第10号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第11号議案　保険代位による損害賠償請求事件の和解等について
日程第８　甲第１号議案及び甲第４号議案
　　　　　　甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第14号）
　　　　　　甲第４号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第17号）
日程第９　沖縄振興策の拡充及び強化を求める意見書
日程第10　沖縄振興開発金融公庫の存続を求める意見書
日程第11　沖縄県の観光産業の再興のための支援に関する意見書
日程第12　陳情第78号、第138号及び第152号
　　　　　　陳情第78号　 地域未来投資促進法を活用したゴルフ場を含むリゾート施設整備への一層の協力を

求める陳情
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　　　　　　陳情第138号　  石垣市におけるゴルフ場を含むリゾート・レクリエーション施設の早期整備に関す
る陳情

　　　　　　陳情第152号　石垣市のゴルフ場つきリゾート施設整備に関する陳情
日程第13　 陳情令和２年第38号の２、同第56号の４、同第136号、同第170号、同第181号、同第183号、同第

195号、同第201号、同第223号、陳情第８号、第10号、第13号の２、第62号、第84号の３、第89号
の２、第94号から第96号まで、第101号、第121号の２、第128号、第154号、第159号及び第167号

　　　　　　陳情令和２年第38号の２　新型コロナウイルス感染症の影響による経済危機に関する陳情
　　　　　　陳情令和２年第56号の４　 新型コロナウイルス感染症拡大防止と市民生活、経済への対策の強化

に関する陳情
　　　　　　陳情令和２年第136号　新型コロナウイルス感染症に係るクラスター発生時の対応に関する陳情
　　　　　　陳情令和２年第170号　県立高等学校「学びの教室（仮称）」に関する陳情
　　　　　　陳情令和２年第181号　「国際性に富む人材育成留学事業」の継続・再開に関する陳情
　　　　　　陳情令和２年第183号　第32軍司令部壕の保存・公開の実現を求める陳情
　　　　　　陳情令和２年第195号　県内国公立大学への薬剤部（科）創設及び薬剤師確保に関する陳情
　　　　　　陳情令和２年第201号　公立学校教員候補者選考試験に係る救済措置を求める陳情
　　　　　　陳情令和２年第223号　那覇市立夜間中学校（学級）の設置を求める陳情
　　　　　　陳情第８号　県立向陽高校への併設型中高一貫校の設置に関する陳情
　　　　　　陳情第10号　県立向陽高校への併設型中高一貫校の設置に関する陳情
　　　　　　陳情第13号の２　 新型コロナウイルス国内緊急事態宣言発令に対する沖縄県の緊急特別対策に関

する陳情
　　　　　　陳情第62号　県教育委員会宛て要望書（2020年10月５日付）への回答に関する陳情
　　　　　　陳情第84号の３　令和３年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情
　　　　　　陳情第89号の２　コロナ禍における観光産業支援に向けた取組を求める陳情
　　　　　　陳情第94号　国際線航空会社の支援に関する陳情
　　　　　　陳情第95号　新型コロナワクチンの優先的かつ計画的配布等に関する陳情
　　　　　　陳情第96号　国保総合システム更改に対する財政支援を求める陳情
　　　　　　陳情第101号　貸切りバス事業への支援を求める陳情
　　　　　　陳情第121号の２　コロナ禍における飲食店への対応に関する陳情
　　　　　　陳情第128号　沖縄県公立学校教員候補者選考試験の受験年齢上限の引上げを求める陳情
　　　　　　陳情第154号　児童生徒のマスク着用、不着用の自由化を求める陳情
　　　　　　陳情第159号　沖縄県における「緊急共同メッセージ」への早期対応に関する陳情
　　　　　　陳情第167号　外国人船員へのワクチン接種に関する陳情
日程第14　陳情第200号
　　　　　　陳情第200号　米軍属による強制性交等未遂事件に関する陳情
日程第15　陳情第201号
　　　　　　陳情第201号　沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置の期限延長に関する陳情
日程第16　議員派遣の件（第21回都道府県議会議員研究交流大会）
日程第17　議員派遣の件（地方議会活性化シンポジウム2021）
日程第18　閉会中の継続審査の件

出　席　議　員（48名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　喜友名　智　子　さん

４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　玉　城　健一郎　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
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○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日、中川京貴君外12人から議員提出議案第５号
「沖縄振興策の拡充及び強化を求める意見書」、議員提
出議案第６号「沖縄振興開発金融公庫の存続を求める
意見書」及び座波一君外８人から議員提出議案第７号
「沖縄県の観光産業の再興のための支援に関する意見
書」の提出がありました。
　また、昨日、新垣新君から発言取消しの申出があり
ました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○議長（赤嶺　昇君）　この際、新垣新君から発言を
求められておりますので、これを許可します。

　新垣　新君。
　　　〔新垣　新君登壇〕
○新垣　　新君　議長のお許しをいただいて発言を
させていただきます。
　去る９月27日の私の一般質問中、沖縄県のスポー
ツアイランド構想におけるＪ１スタジアム整備に関
する質問のうち、私が関係者とお会いした事実がない
にもかかわらず、あたかもお会いしたかのような誤解
を与え、結果的に虚偽の発言になってしまったことを
知事、関係部局、県議会議員各位をはじめ、サッカー
競技の関係者、読売巨人軍及びその他多数の関係者に
対しおわびを申し上げます。
　誠に申し訳ございませんでした。
　今後は、県議会における質問、発言については、正
確な調査を前提とした上で、細心の注意を払い、行っ
ていく所存でございます。
　私の発言のうち、事実と異なる箇所に係る取消しに
ついて申し出るものであります。

９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　上　里　善　清　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲宗根　　　悟　君
25　番　　仲　村　未　央　さん
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君

28　番　　当　山　勝　利　君
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
38　番　　崎　山　嗣　幸　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長　　知　念　弘　光　君
次 長　　上　原　貴　志　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君
課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

政 務 調 査 課 副 参 事　　中　村　　　守　君
主 幹　　嘉　陽　　　孝　君
主 幹　　下　地　広　道　君
主 幹　　具志堅　勝　也　君
主 幹　　新　垣　伸　弥　君
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　議長におかれましては、適切な措置を講じていただ
きますようよろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　新垣新君から、９月27日の会議における発言につ
いて、お手元に配付の発言取消し申出書に記載した部
分を取り消したい旨の申出がありました。
　この取消しを許可することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、新垣新君からの発言取消し申出を許可する
ことに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　なお、新垣新君の発言に関連
する文化観光スポーツ部長の発言のうち、取り消す必
要のある部分につきましては、議長において後刻記録
を調査の上、適切な措置を講ずることにいたします。
　この際、申し上げます。
　議会は言論の府であり、自由闊達な議論が展開され
ることは論をまたないところでありますが、一方、県
民の負託を受けた議員の発言は、事実に基づき、正確
を期することも当然求められております。
　よって、議会における発言については、今後慎重を
期し、その発言内容に責任を持って行われるよう、議
長として注意を喚起いたします。

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　乙第１号議案及び
乙第４号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第１号議案及び乙第４号議案の条例議案２
件について、以下、委員会における審査の経過及び結
果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、企画部長及び警察本部交通
部長の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第１号議案「沖縄県個人番号の利用及び特
定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条
例」は、高等学校等を退学し、再び高等学校等に入学
した者に対する支援金の支給に関する事務等を処理す
るために必要な限度で、個人番号を含む生活保護関係

の個人情報を同一機関内で利用することができること
とする等の必要があるため、条例を改正するものであ
るとの説明がありました。
　本案に関し、私立学校の学び直し支援金というのは
どういうものか、また、当該支援金に関し生活保護に
関する情報が本人の同意なく取得できるということに
なるのかとの質疑がありました。
　これに対し、県立と同じように高等学校等を中途退
学した後に再び高等学校で学び直す者に対して就学支
援金の支援期間である36か月経過後でも卒業までの
間、県が最長12か月を上限に継続して就学支援金に
相当する額を支給する内容である。また、生活保護に
関する情報については、就学支援金の認定を受けると
いうことで、本人の同意を得た上で必要な情報を取得
しているとの答弁がありました。
　次に、乙第４号議案「沖縄県高齢者、障害者等の移
動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例」は、高齢者、障害者
等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基
準を定める規則の一部が改正されたことを踏まえ、交
通安全特定事業により設置する信号機に関する基準を
改める必要があるため、条例を改正するものであると
の説明がありました。
　本案に関し、今回の条例改正に伴い、新たな機能を
付加した信号機に替えるということなのか、また、設
置に当たって障害者団体との話合いは行われたのかと
の質疑がありました。
　これに対し、今回新たに条例で追加されるものは音
が鳴る信号機に代わって視覚障害者が使用するスマー
トフォンなどにブルートゥースなどを活用して歩行者
用信号の情報が送信されるものであるが、現存の信号
機はそのまま活用する。また、視覚障害者団体等から
既に意見聴取しており、人通りの多い国際通りなどへ
の設置要望がある。今後も視覚障害者団体等との要望
も踏まえて限られた予算で効果的に整備を検討してい
きたいとの答弁がありました。
　そのほか、ブルートゥースの接続方法などについて
質疑がありました。
　採決の結果、乙第１号議案及び乙第４号議案の条例
議案２件については、全会一致をもって原案のとおり
可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
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　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第１号議案及び乙第４号議案の２件を一
括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案及び乙第４号議案は、原案の
とおり可決されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　乙第２号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました乙第２号議案の条例議案について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、商工労働部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第２号議案「沖縄県中小企業等の事業の再生を支
援するための措置に関する条例」は、中小企業者等の
事業再生を支援するため、保証協会に対して県が有す
る回収納付金を受け取る権利の放棄に関して必要な事
項を定める必要があるため、条例を制定するものであ
るとの説明がありました。
　本案に関し、求償権等の放棄について機動的な再生
支援を行うためと説明があったが、具体的にはどうい
うことかとの質疑がありました。
　これに対し、現状では、企業の事業再生に向けた債
務の整理等を図るに当たり、県が有する権利の放棄に
議会の議決を要することから約４か月程度かかるが、
知事の決定で権利を放棄し、議会には報告のみでよい
とすることで、事業者の事業再生を迅速化しようとす
るものであるとの答弁がありました。
　採決の結果、乙第２号議案については、全会一致を

もって原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし
た。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第２号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第２号議案は、原案のとおり可決されま
した。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　乙第３号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長瑞慶覧　功君。

〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　〔土木環境委員長　瑞慶覧　功君登壇〕
○土木環境委員長（瑞慶覧　功君）　ただいま議題と
なりました乙第３号議案の条例議案について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第３号議案「沖縄県流域下水道の構造の技術上の
基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の一部を
改正する条例」は、下水道法の一部が改正されること
に伴い、同法の規定を引用している沖縄県流域下水道
の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関
する条例を改正するものであるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、今回の条例改正は、現場で何か問題が
あるからなのか、また、法改正の趣旨はどのようなこ
とかとの質疑がありました。



─ 411 ─

　これに対し、本条例の改正においては、条ずれを修
正するのみであり、特に問題を抱えているものではな
い。しかし、法改正の背景趣旨としては、令和元年度
の東日本台風であったり、令和２年度の豪雨は、全国
各地で流域の下流側で浸水を起こしている現状があ
る。そういったことを背景として、流域治水関連法に
より、関係者が一丸となって治水を進めていくという
観点で整備されたものであるとの答弁がありました。
　そのほか、市町村への県の技術的助言の有無、特定
都市河川浸水被害対策法の改正に係る雨水貯留浸透施
設整備の補助対象者の範囲、流域治水という観点から
の県の役割、治水対策に係る農村地帯や都市部などを
一体としたシステムづくりの必要性などについて質疑
がありました。
　採決の結果、乙第３号議案については、全会一致を
もって原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし
た。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第３号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第３号議案は、原案のとおり可決されま
した。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　乙第12号議案及び
乙第23号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第12号議案及び乙第23号議案の２件につ
いて、以下、委員会における審査の経過及び結果を御

報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長及び警察本部警務
部長の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第12号議案「車両損傷事故に関する和解
等について」は、車両損傷事故について和解をし、損
害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第１項
の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。
　事故の概要は、国道58号泊交差点において、県が
歩道橋に設置した車両感知器の部品が落下し、当該歩
道橋下に停止していた車両のフロントガラスを損傷さ
せたものである。損害賠償金は36万5000円であると
の説明がありました。
　本案に関し、今回落下したものと同じ部品は全県で
どれぐらい設置されているのか、また、事故後の点検
はどのようになっているのかとの質疑がありました。
　これに対し、今回のものと同様の車両感知器は県内
で1543器設置されている。また、事故後に緊急点検
した結果、耐用年数19年を超えているものが449器、
約30％あり、修繕をしないといけないものが全部で
272器あるとの答弁がありました。
　次に、乙第23号議案「沖縄県収用委員会委員及び
予備委員の任命について」は、収用委員会委員１人及
び予備委員１人が令和３年10月26日に任期満了する
ので、その後任を任命するために、土地収用法第52
条第３項の規定に基づき、議会の同意を求めるもので
あるとの説明がありました。
　採決の結果、乙第12号議案の議決議案については、
全会一致をもって可決すべきものと決定いたしまし
た。
　また、乙第23号議案の同意議案については、全会
一致をもって同意すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午後３時10分休憩
　　　午後３時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　これより乙第12号議案及び乙第23号議案の採決に
入ります。
　議題のうち、まず、乙第12号議案を採決いたしま
す。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第12号議案は、委員長の報告のとおり
可決されました。

○議長（赤嶺　昇君）　次に、乙第23号議案を採決い
たします。
　お諮りいたします。　
　本案は、委員長の報告のとおり同意することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第23号議案は、委員長の報告のとおり
同意することに決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　乙第８号議案及び
乙第14号議案から乙第21号議案までを議題といたし
ます。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました乙第８号議案及び乙第14号議案から乙第
21号議案までの議決議案９件について、以下、委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、農林水産部長及び商工労働
部長の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第８号議案「土地の取得について」は、築45年
以上を経過する沖縄県立農業大学校の移転整備事業に
供する土地の取得について、議会の議決に付すべき契
約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規
定に基づき議会の議決を求めるものである。
　物件の所在地は宜野座村字松田真平原2972番４ほ
か15筆で、取得面積は16万8888平方メートル、取得

予定価格は８億7990万6480円、契約の相手方は宜野
座村長當眞淳であるとの説明がありました。
　本案に関し、農大移転整備事業の概要やハード面で
のこれまでとの違いについて質疑がありました。
　これに対し、本事業費の概算総額は約85億円であ
り、今年度で実施設計及び土地の取得、令和４年度か
ら５年度までに着工し施設整備を行い、令和６年度に
供用開始を予定している。また、これまで借地で分散
していた草地や大型特殊免許の練習場等について、新
しい敷地内に一体的に整備することで学習環境の向上
を図ることとしており、面積も約80アールほど増加
するとの答弁がありました。
　次に、これまでの農大卒業生の就農率はどうなって
いるか、また、人材育成を含めて新たな農業大学校に
おいて目指すべき姿をどのように考えているかとの質
疑がありました。
　これに対し、農大卒業生は令和３年３月現在で
1562名であり、過去３か年の就農率は、平成30年で
66.7％、令和元年で70％、令和２年度で78.4％となっ
ている。また、新たな農業大学校では、次世代の農業
を担う経営感覚に優れた青年農業者や沖縄の地域特性
を生かした農業を先導するリーダーの育成を目的と
し、理論と実践を有機的に結合した研修教育に取り組
むこととしている。具体的には、スマート農業を実践
するためのカリキュラムや６次産業化に向けた授業等
を取り入れながら、農業後継者の育成に努めていきた
いとの答弁がありました。
　そのほか、農大におけるバイオ関係及び土づくりに
関する科目の有無などについて質疑がありました。
　次に、乙第14号議案「県営土地改良事業の執行に
伴う負担金の徴収について」、乙第15号議案「農地整
備事業の執行に伴う負担金の徴収について」、乙第16
号議案「水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収
について」、乙第17号議案「水質保全対策事業の執行
に伴う負担金の徴収について」、乙第18号議案「通作
条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について」、
乙第19号議案「農業基盤整備促進事業の執行に伴う
負担金の徴収について」、乙第20号議案「農業水路等
長寿命化・防災減災事業の執行に伴う負担金の徴収に
ついて」、乙第21号議案「地域水産物供給基盤整備事
業の執行に伴う負担金の徴収について」の８件は、当
該事業により利益を受ける関係市町村に対し費用の一
部を負担させるため、乙第14号議案については、土
地改良法第91条第６項において準用する同法第90条
第10項の規定に基づき、また、乙第15号議案から乙
第21号議案については、地方財政法第27条第２項の
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規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明
がありました。
　まず、乙第14号議案に関し、土地改良を実施した
農地でその後有効活用されていない部分もあると思う
が、例えば、まちづくり等に関し、市町村からの要望
等があれば農振から除外する方向で検討できないかと
の質疑がありました。
　これに対し、優良農地の確保という観点からは、一
義的には農地として活用することが望ましいが、市町
村としての土地利用上どうしても他の用途に使いたい
ということであれば、相談に応じていきたいとの答弁
がありました。
　そのほか、農家負担対象と対象外の違いについて質
疑がありました。
　次に、乙第15号議案に関し、負担金に係る地元負
担の内訳、北大東村における県内産の堆肥の利用状況
について質疑がありました。
　その他の議案に関し、各事業の具体的な内容、各事
業で国の負担率が異なっている理由などについて質疑
がありました。
　採決の結果、乙第８号議案及び乙第14号議案から
乙第21号議案までの議決議案９件については、全会
一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第８号議案及び乙第14号議案から乙第
21号議案までの９件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案９件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第８号議案及び乙第14号議案から乙第
21号議案までは、委員長の報告のとおり可決されま
した。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第６　乙第13号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。

　文教厚生委員長末松文信君。

〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました乙第13号議案の議決議案について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、病院事業局長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第13号議案「損害賠償の額の決定について」は、
病院事業の業務に関し法律上、県の義務に属する損害
賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第１項並
びに地方公営企業法第40条第２項及び沖縄県病院事
業の設置等に関する条例第８条の規定により議会の議
決を求めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、慰謝料1600万円の根拠、そして、逸
失利益456万1591円及びその他68万円の算定方法を
教えてほしいとの質疑がありました。
　これに対し、詳細については保険会社で算定した額
となっているが、死亡慰謝料1600万円については、
患者の年齢、性別、職業、地域差等のほか、裁判動向
等を総合的に勘案して算定され、具体的には、交通事
故など事故一般の裁判実務の慰謝料算定の基準となる
民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という数式に基
づいて算定されている。また、逸失利益456万1591
円については、もし患者が亡くなられなかった場合得
られたであろう経済的利益の損失分で、平均余命に基
づき算定されている。その他68万円については、葬
儀に要した費用ということで算定されているとの答弁
がありました。
　そのほか、医療事故が発生した手術の際の執刀体制
状況、直接的な死因と急性心筋梗塞との因果関係、県
立病院が年間で保険会社に支払う保険料の金額及び医
療事故が起きた場合の報告体制などについて質疑があ
りました。
　採決の結果、乙第13号議案は、全会一致をもって
可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
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　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第13号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第13号議案は、委員長の報告のとおり
可決されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第７　乙第５号議案から
乙第７号議案まで及び乙第９号議案から乙第11号議
案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長瑞慶覧　功君。

〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔土木環境委員長　瑞慶覧　功君登壇〕
○土木環境委員長（瑞慶覧　功君）　ただいま議題と
なりました乙第５号議案から乙第７号議案まで及び乙
第９号議案から第11号議案までの議決議案６件につ
いて、以下、委員会における審査の経過及び結果を御
報告申し上げます。
　委員会におきましては、環境部長及び土木建築部長
の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第５号議案の「工事請負契約について」
は、県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（上部工
その６）の工事請負契約について、議会の議決に付す
べき契約及び財産の取得または処分に関する条例第１
条の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、同工事（上部工その６）の契約金額が
12億7930万円、契約の相手方は、株式会社ピーエス
三菱、株式会社大城組及び株式会社仁建設工業の３者
で構成する特定建設工事共同企業体であるとの説明が
ありました。
　本案に関し、供用開始の時期と現在の進捗状況はど
れくらいなのかとの質疑がありました。
　これに対し、今整備している２車線部分について
は、令和５年度完成を予定しており、橋梁全体につい
ては令和７年度を予定している。また、進捗状況は令

和２年度末で約50％の進捗となっており、令和７年
度完成に向けて予定どおり進んでいると認識している
との答弁がありました。
　次に、契約の相手方について、セグメント関係であ
れば地元企業でも十分技術的に対応できると考える
が、なぜ施工実績だけで評価し選定しているのかとの
質疑がありました。
　これに対し、今回整備する橋梁については、海上架
設の施工であり、架設のたわみを考慮した製作や架設
管理といった品質確保が非常に重要と考えている。こ
のため最大支間長が45メートル以上の橋梁の施工実
績があるところということで今回は業者を選定してい
るとの答弁がありました。
　そのほか、総合評価における優良建設業者表彰の評
価項目の在り方、泡瀬人工島埋立事業の終了年度及び
工程表の明示などについて質疑がありました。
　次に、乙第６号議案の「工事請負契約について」
は、県道20号線（泡瀬工区）橋梁整備工事（上部工
その７）の工事請負契約について、議会の議決に付す
べき契約及び財産の取得または処分に関する条例第１
条の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、同工事（上部工その７）の契約金額が
７億1896万円、契約の相手方は、コーアツ工業株式
会社及び沖縄ピーシー株式会社の２者で構成する特定
建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
　次に、乙第７号議案の「工事請負契約についての議
決内容の一部変更について」は、沖縄工芸産業振興拠
点施設（仮称）新築工事（建築）の設計の一部変更に
伴い、契約金額を変更しようとするものである。
　主な内容は、契約金額を1603万8000円増額し、
21億587万3000円に変更するものであり、今回の変
更は、建築工事における内装工事及び外構工事の追加
等に伴う増額を行うものであるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、今回の工事の変更について、施設機
能・利便性・質の向上ということで、展示室の可動間
仕切りの設置や外階段の設置等とあるが、なぜ設置が
必要になったのか、また、施設の安全性の確保等の工
事内容はどのようなものかとの質疑がありました。
　これに対し、この施設の機能面、利便性の強化につ
いては、施設管理者による施設利用の詳細な検討を
行った上で追加要望があったものについて、今回追加
工事として上げている。展示室中央に可動間仕切りを
設けることによって企画展などの対応が可能となり、
機能性、利便性が高まる。階段の設置は、建物の左側
が斜面となっており、染色のための樹木を植えられる
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ようなスペースもあり、そこを利用したいということ
で1.5メートルの階段を設けた。また、施設の安全性
の確保の工事については、建設地は傾斜地になってお
り敷地の形状が複雑である。敷地造成後に安全面で必
要性が確認できた転落防止柵や隣地への雨水流出防止
の側溝などを追加している。排水貯留槽の設置につい
ては、保健所との調整で、染色で使用した水をそのま
ま下水道に流すことはできないということで一時貯留
する施設を造っているとの答弁がありました。
　そのほか、施設の整備目的、変更箇所の工事進捗状
況などについて質疑がありました。
　次に、乙第９号議案「財産の取得について」は、
沖縄県庁舎ほか16か所に配車するプラグインハイブ
リッド自動車を取得するため、議会の議決に付すべき
契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の
規定に基づき議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、プラグインハイブリッド自動車37台
を１億2968万500円で沖縄トヨタ自動車株式会社か
ら購入するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、財源の内訳や国の補助メニューはどう
なっているのかとの質疑がありました。
　これに対し、本事業では一般財源が１割、県債９割
で車両を購入することとしている。本事業の９割は県
債であるが、翌年に県債のうち３割は交付税措置があ
り県にお金が戻ってくるというものと、クリーンエネ
ルギー自動車の補助金があり、電気自動車だと40万
円、プラグインハイブリッド自動車だと約20万円の
補助が受けられることになっている。また、クリーン
エネルギー自動車補助金以外では経済産業省や環境省
等において電動車に直接交付するようなメニューはな
いとの答弁がありました。
　次に、今回、プラグインハイブリッド自動車を導入
するに当たり、ＣＯ₂削減量はどれくらいになるのか、
また、ガソリン代はどれくらい安くなるのかとの質疑
がありました。
　これに対し、普通の1500cc くらいの公用車とこの
電動車と比較すると、温室効果ガスにすると１台当た
り１年間で0.5トン削減するということになる。ガソ
リン代と電気代を比較した場合は１年間で約７万円安
くなるということで、10年では70万円くらいの効果
があるとの答弁がありました。
　次に、乙第10号議案「財産の取得について」は、
沖縄県庁舎ほか12か所に配車するプラグインハイブ
リッド自動車（四輪駆動車）を取得するため、議会の
議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関す
る条例第２条の規定に基づき議会の議決を求めるもの

である。
　主な内容は、プラグインハイブリッド自動車（四輪
駆動車）22台を9216万8620円で沖縄トヨタ自動車
株式会社から購入するものであるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、入札に当たりどのような手続で選定し
たのか、また、前もって選定についての要綱等はあっ
たのかとの質疑がありました。
　これに対し、今回の入札に当たっては、一般競争入
札を行っており、四輪駆動車については２者の参加
があった。また、入札に当たり、前もって要項をつく
り、いろいろなカタログを取り寄せ、悪路も走ること
から地上からの高さや大きさなども加味して入札を
行ったとの答弁がありました。
　そのほか、購入する車種名、電気自動車に切り替わ
るタイミング、地球温暖化対策に係る市町村との連携
などについて質疑がありました。
　次に、乙第11号議案「保険代位による損害賠償請
求事件の和解等について」は、係争中の訴訟事件につ
いて和解をし、及び損害賠償の額を定めるため、地方
自治法第96条第１項の規定に基づき議会の議決を求
めるものである。
　主な内容は、平成27年10月に沖縄市内で家具等の
販売を行っている店舗において、当該店舗の地下階が
浸水する事故が発生したが、保険給付を行った損害保
険会社が、排水路の海岸部の暗渠水路のはけ口付近に
砂が堆積したことにより、当該事故が発生したとし、
保険代位により取得した損害賠償請求権に基づく損害
賠償金の支払いを求め、県及び北中城村を被告とする
損害賠償請求事件を提訴した。裁判所は、本件事件の
内容及び性質に加え、管理責任の相互関係等から和解
を勧告し、県は同勧告を踏まえ、賠償金として1200
万円を支払うこと等とする内容の和解をする必要があ
るとの説明がありました。
　本案に関し、県は暗渠水路のはけ口を塞ぐ砂を取り
除く義務はないと主張しているのに、どのような理由
で和解に応じたのかとの質疑がありました。
　これに対し、今回の案件については、海岸保全施設
としての機能があり、一方で北中城村の水路としての
機能があるというような形で、施設管理が両者で重層
的に存在している状況がある。県の責任として判決を
下された場合に、不服として控訴することは可能にな
るが、今回の床上浸水の原因としては、現地調査をし
た結果、閉塞が原因であるという事実関係を覆せない
ということがあり、県及び市町村の責任が明確にうた
われてしまう部分があることから、リスクを避けるた
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めに今回和解を受け入れることになったとの答弁があ
りました。
　次に、もし議会がこの議案を否決した場合、県は告
訴するのか、また、北中城村の対応はどうなっている
のかとの質疑がありました。
　これに対し、北中城村は今議会で和解の議案を提出
していると聞いており、議会で和解は可決されたとい
う情報をいただいている。一方で、県だけで争うこと
について弁護士に確認しており、裁判所は足並みがそ
ろうように和解を強く押してくると想定されるとの答
弁がありました。
　そのほか、和解金額の根拠、県の責任を認めること
による今後への影響、再発防止についての対応、県が
護岸施設を造っていなかった場合の管理責任の所在な
どについて質疑がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要であり
ますが、採決に先立ち、沖縄・自民党会派所属委員か
ら、乙第11号議案に関しては退席する旨の意思表示
がありました。
　採決の結果、乙第５号議案から乙第７号議案及び乙
第９号議案から第11号議案までの議決議案６件につ
いては、全会一致をもって可決すべきものと決定いた
しました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第５号議案から乙第７号議案まで及び乙
第９号議案から乙第11号議案までの６件を一括して
採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案６件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第５号議案から乙第７号議案まで及び乙
第９号議案から乙第11号議案までは、委員長の報告
のとおり可決されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第８　甲第１号議案及び
甲第４号議案を議題といたします。

　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました甲第１号議案及び甲第４号議案の予算議案２
件について、以下、委員会における審査の経過及び結
果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。　
　まず、甲第１号議案「令和３年度沖縄県一般会計補
正予算（第14号）」は、新型コロナウイルス感染症に
係る対策の実施に要する経費及び当初予算成立後の事
情変更により緊急に対応を要する経費等について、補
正予算を編成するものである。
　補正予算の総額は、歳入歳出それぞれ35億2004万
4000円で、補正後の改予算額は、１兆62億6392万
5000円となる。
　歳入の主な内容は、国庫支出金、繰入金、諸収入及
び県債である。
　歳出の主な内容は、介護サービス施設・事業所等に
おいて新型コロナウイルス感染拡大防止を支援するた
めの経費及び感染者等が発生した場合に必要な経費の
補助等に要する経費、新型コロナウイルス感染症患者
の入院医療費の公費負担に要する経費、水源の涵養や
生活環境の保全・形成等を図る国土保全事業に要す
る経費、警察署等の機能喪失を回避するため老朽化し
た設備の交換に要する経費、県内事業者等の行う商流
面・物流面における海外展開を支援し県産品の輸出
拡大を図る経費、安全・安心な沖縄修学旅行の実施に
要する経費、市町村が実施する保育所整備事業に要す
る経費及び沖縄県ＳＤＧｓ推進に要する経費などであ
る。
　繰越明許費補正は、予算成立後の事由により年度内
に完了が見込めない事業があり、適正な工期を確保す
るため、不発弾等探査費など合計33億3852万5000
円を計上するものである。
　債務負担行為補正は、おきなわ型伴走支援資金利子
補給金の債務負担行為限度額を変更するものであると
の説明がありました。
　本案に関し、沖縄文化芸術を支える環境形成推進事
業について公演ができないことで困っている出演者以
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外の関係者に対するサポートはどう考えているのかと
の質疑がありました。
　これに対し、今回の増額補正は、伝統芸能・音楽・
演劇・舞踊などの公演、美術・芸術などの展示会、そ
の他文化資源を活用した取組が支援対象となってお
り、これらの取組に関わる個人事業主だけではなくて
文化関係、芸術関係の様々な方たちが一緒になって公
演に取り組むことによって、直接ではなくとも、間接
的に舞台関係者に対しても補助されるように考えてい
る。また、動画配信、映像配信の関係者にも間接的に
補助が行き届くことになっているとの答弁がありまし
た。
　次に、今回、沖縄振興特別推進交付金の部分でマイ
ナス補正が出ているが、これは別事業に組み替えたと
いう認識でいいのか、また、どのような事業に組み替
えたのかとの質疑がありました。
　これに対し、13事業のうち８事業の減額分を集め
て５事業の増額分に充てることで、ソフト交付金を有
効活用する趣旨の補正予算となっている。また、組み
替えた事業として、県産品の海外輸出支援、オンライ
ンツーリズム、芸術活動の支援や世界自然遺産登録に
伴う取組について、増額が可能であることから、そこ
に組み替えるための補正を組んでいるとの答弁があり
ました。
　そのほか、ＳＤＧｓ推進事業に係るＥＶカーシェア
リングの実証実験における市町村との連携、おきなわ
国際協力人材育成事業に係る海外派遣に代わる交流
事業の検討状況、おきなわ型伴走支援資金利子補給事
業の他府県の実施状況、ヘリコプター維持管理費の増
額補正の理由、河川氾濫の発生状況、農業水路長寿命
化・防災減災事業の概要、ＲＩＣＣＡの登録者数や活
用方策及び赤土流出防止海域モニタリング事業の概要
などについて質疑がありました。
　次に、甲第４号議案「令和３年度沖縄県一般会計補
正予算（第17号）」は、新型コロナウイルス感染症に
対する緊急対策を実施するため、緊急に予算計上が必
要な事業について補正予算を編成するものである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出それぞれ135億
8897万7000円で、補正後の改予算額は、１兆163億
3285万8000円である。
　歳入の内訳は、国庫支出金及び繰入金である。
　歳出の内訳は、公共交通事業者の運行継続を支援す
るための経費、新型コロナウイルス感染症等の受入れ
のため医療機関が空床とした病床に対する支援に要す
る経費、新型コロナウイルス感染症患者を一時的に受
け入れる入院待機施設の運営に要する経費及び観光事

業者等への支援に要する経費などであるとの説明があ
りました。
　本案に関し、入院待機ステーションと臨時の医療施
設を同時に運用することはできないかとの質疑があり
ました。
　これに対し、第６波において想定を超える感染拡大
が発生する可能性があることを見込むと感染状況に
よっては臨時の医療施設も必要になると考えている。
一方、臨時の医療施設については患者の滞在時間が長
時間になること、食事や薬剤の提供など受入れ患者数
に応じた医師・看護師の人員体制も臨時体制が必要に
なることから、臨時の医療施設については慎重に検討
する必要があるとの答弁がありました。
　次に、沖縄県感染防止対策認証制度事業はどういう
内容なのか、また、この認証を得るためにはどのよう
な基準があるのかとの質疑がありました。
　これに対し、事業概要として認証店に対するＣＯ₂
センサーの配付や認証店の周知利用を図るためのグル
メサイトでの積極的な広報を図る内容であり、９月
30日現在で5511店舗が認証を得ている。また、認証
を得るには、アクリル板の設置や換気など県の定める
17項目の基準をクリアすることで認証が得られると
の答弁がありました。
　そのほか、国庫支出金の内訳、公共交通事業者に対
する支援金の給付状況、観光関連事業者等応援プロ
ジェクトに係る月次支援金の対象要件の周知、変異株
に対する国の対処方針及びＥコマース活用による県産
品販売促進支援事業の実績などについて質疑がありま
した。
　採決の結果、甲第１号議案及び甲第４号議案の予算
議案２件については、全会一致をもって原案のとおり
可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第１号議案及び甲第４号議案の２件を一
括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
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　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第１号議案及び甲第４号議案は、原案の
とおり可決されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　この際、日程第９　議員提出
議案第５号　沖縄振興策の拡充及び強化を求める意見
書及び日程第10　議員提出議案第６号　沖縄振興開
発金融公庫の存続を求める意見書を一括議題といたし
ます。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　中川京貴君。

〔議員提出議案第５号及び第６号　巻末に掲載〕

　　　〔中川京貴君登壇〕
○中川　京貴君　ただいま議題となりました議員提出
議案第５号及び第６号の２件につきまして、10月５
日に開催した新沖縄振興・公共交通ネットワーク委員
会の委員により協議した結果、議員提出議案として提
出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代
表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、議員提出議案第５号については、沖縄
振興策の拡充及び強化を求めることについて関係要路
に要請するためであります。
　また、議員提出議案第６号については、沖縄振興開
発金融公庫の存続を求めることについて関係要路に要
請するためであります。
　まず、議員提出議案第５号を朗読いたします。
　　　〔 沖縄振興策の拡充及び強化を求める意見書朗

読〕
　なお、意見書の提出に当たり、文末にある「これま
でと同様に」という部分については、沖縄振興特別措
置法の期間を10年間とすること及び振興予算につい
て3000億円台を確保することについて、国において
これまで同様な形となるよう努力してもらいたいと全
会派の一致した意見であるということを申し添えま
す。
　続きまして、議員提出議案第６号を朗読いたします。
　　　〔 沖縄振興開発金融公庫の存続を求める意見書

朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
　なお、本議案につきましては、意見書の趣旨を関係
要路に要請するため、議長及び議会代表を派遣する必

要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長に
おかれましてはしかるべく取り計らっていただきます
ようお願い申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第５号
及び第６号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第５号
「沖縄振興策の拡充及び強化を求める意見書」及び議
員提出議案第６号「沖縄振興開発金融公庫の存続を求
める意見書」の２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
  よって、議員提出議案第５号及び第６号は、原案の
とおり可決されました。

○議長（赤嶺　昇君）　ただいま可決されました議員
提出議案第５号及び第６号については、提案理由説明
の際、提出者からその趣旨を関係要路に要請するため
議員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第５号及び第６号の趣旨を関係要路
に要請するため、議長及び議員５人を派遣することと
し、その期間及び人選については、議長に一任するこ
とに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第11　議員提出議案第７
号　沖縄県の観光産業の再興のための支援に関する意
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見書を議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　座波　一君。

〔議員提出議案第７号　巻末に掲載〕

　　　〔座波　一君登壇〕
○座波　　一君　提案理由を御説明するに当たり、
まずこの場をお借りしまして、いまなお新型コロナウ
イルス感染症の感染が続く中、その最前線で従事され
ている医療従事者の皆様をはじめ、県民生活に滞りが
ないよう御尽力をされている全ての関係者の皆様に対
し、深く感謝を申し上げるとともに、このたびの新型
コロナウイルス感染症の罹患により亡くなられた方々
に哀悼の意を表します。
　御承知のとおり、新型コロナウイルス感染症は、県
民の生命や健康はもとより、県民経済及び県民生活に
深刻な影響を与えております。
　そこで県議会は、去る８月31日に新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている観光産業の再興に関す
る条例を全会一致で議決し、10月４日には各派代表
者から知事に対して緊急政策提言を行ったところであ
り、あわせて、国に対して支援を求める必要があると
の意見の一致を見たことから、意見書の提出となった
次第であります。
　本意見書は、政府に対するものではありますが、
知事におかれましては、県民の意思として、県議会が
新型コロナウイルス感染症対策及び観光産業の再興
のための緊急政策提言と国に対する意見書の提出に
至ったことを重く受け止め、一刻も早い施策の展開を
指示し、そのための予算確保については、議会と一体
となって国との交渉を進めることを強く要望いたしま
す。
　それでは、ただいま議題となりました議員提出議案
第７号につきまして、提出者を代表して提案理由を御
説明申し上げます。
　提案理由は、新型コロナウイルス感染症で壊滅的な
状況にある本県の基幹産業として極めて重要な地位を
占める観光産業の再興と安全・安心の島沖縄の早期の
実現を図る必要があるため関係要路に要請するためで
あります。
　次に、議員提出議案第７号を朗読いたします。
　　　〔 沖縄県の観光産業の再興のための支援に関す

る意見書朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ

ます。
　なお、本議案につきましては、意見書の趣旨を関係
要路に要請するため議会の代表を派遣する必要がある
との意見の一致を見ておりますので、議長におかれま
してはしかるべく取り計らっていただきますようお願
い申し上げます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第７号
については、会議規則第37条第３項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第７号
「沖縄県の観光産業の再興のための支援に関する意見
書」を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
  よって、議員提出議案第７号は、原案のとおり可決
されました。

○議長（赤嶺　昇君）　ただいま可決されました議員
提出議案第７号については、提案理由説明の際、提出
者からその趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣
してもらいたいとの要望がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第７号の趣旨を関係要路に要請するた
め、議員５人を派遣することとし、その期間及び人選
については、議長に一任することに御異議ありません
か。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
―◆・・◆―
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○議長（赤嶺　昇君）　日程第12　陳情３件を議題と
いたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました陳情３件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと
決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情３件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情３件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第13　陳情24件を議題
といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。

〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました陳情24件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと
決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。

　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情24件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情24件は、委員長の報告の
とおり決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第14　陳情１件を議題と
いたします。
　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　米軍基地関係特別委員長照屋守之君。

〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔米軍基地関係特別委員長　照屋守之君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長（照屋守之君）　ただいま
議題となりました陳情１件につきましては、慎重に審
査いたしました結果、審査報告書のとおり処理すべき
ものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第15　陳情１件を議題と
いたします。
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　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長中川
京貴君。

〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔 新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員
長　中川京貴君登壇〕

○新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長（中
川京貴君）　ただいま議題となりました陳情１件につ
きましては、慎重に審査いたしました結果、審査報告
書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　この際、日程第16及び日程第
17の議員派遣の件を一括議題といたします。

〔議員派遣の件　巻末に掲載〕

○議長（赤嶺　昇君）　お諮りいたします。
　ただいまの議員派遣の件２件は、それぞれお手元に
配付の「議員派遣の件」のとおり、議員を第21回都
道府県議会議員研究交流大会及び地方議会活性化シン
ポジウム2021へ派遣することに御異議ありませんか。

　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更
を要するときは、その取扱いを議長に一任することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第18　閉会中の継続審査
の件を議題といたします。

〔閉会中継続審査及び調査申出書　巻末に掲載〕

○議長（赤嶺　昇君）　各常任委員長、議会運営委員
長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定に
よりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中
の継続審査の申出があります。
　お諮りいたします。
　各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審
査に付することに決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位に
は長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長と
して心から感謝申し上げます。
　なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど
文書をもって報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって令和３年第８回沖縄県議会（定例会）
を閉会いたします。
　　　午後４時17分閉会
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